


【法・基本計画】

① 成年後見制度の利用の促進に関する法律（平成 年法律第 号）・・・・・・・・・・・・・・・・・・

② 成年後見制度の利用の促進に関する法律のイメージ図・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

③ 第二期成年後見制度利用促進基本計画（令和 年 月 日閣議決定）・・・・・・・・・・・・・・・・・

【利用促進に係る通知・主な事務連絡】

④ 第二期成年後見制度利用促進基本計画の策定について（社援成 第 号・障障発 第 号・老高発
第 号・老認発 第 号 令和 年 月 日）抜粋・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

⑤ 第二期成年後見制度利用促進基本計画に係るＫＰＩの考え方について（成年後見制度利用促進室等事務連
絡 令和 年 月 日）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

⑥ 地域共生社会の実現に向けた地域福祉の推進について（厚生労働省社会・援護局長等関係局長 連名通知
子発 第 号・社援発 第 号・老発 第 号 平成 年 月 日）抜粋・・・・・・・・・・・・

⑦ 重層的支援体制整備事業と成年後見制度利用促進に係る取組の連携について（社援地発 第 号・障障
発 第 号・老認発 第 号 令和 年 月 日）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

⑧ 成年後見制度利用促進に係る市町村計画の策定及び中核機関整備の推進について（情報提供）（成年後見
制度利用促進室事務連絡 平成 年 月 日）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

参考：地方交付税制度の概要

⑨ 成年後見制度の診断書の書式の改定と本人情報シートの導入について（周知依頼）（成年後見制度利用促
進室等事務連絡 平成 日 月 日）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

⑩ 「身寄りがない人の入院及び医療に係る意思決定が困難な人への支援に関するガイドライン」について
（周知依頼）（厚生労働省社会・援護局地域福祉課長など通知 社援地発 第 号・社援保発 第 号・
障障発 第 号・老振発 第 号 令和元年 月 日）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

参考：身寄りがない人の入院及び医療に係る意思決定が困難な人への支援に関するガイドラインの発出に
ついて（通知）（厚生労働省医政局総務課長通知 医政総発 第 号 令和元年 月 日）

参考：身元保証人等がいないことのみを理由に医療機関において入院を拒否することについて（厚生労
働省医政局医事課長通知 医政医発 第 号 平成 年 月 日）
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⑪ 「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律」の成立
について（内閣府成年被後見人等権利制限見直し担当室長通知 府成見第 号 令和元年 月 日）・・・

【成年後見制度に係る通知等】

⑫ 市町村長申立、成年後見制度利用支援事業に関するもの・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

「民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律による老人福祉法、精神保健及び
精神障害者福祉に関する法律及び知的障害者福祉法の一部改正について」の一部改正について（厚生労働
省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長など通知 障障発第 号・障精発第 号・老計発第

号 平成 年 月 日）

「老人福祉法第 条に基づく市町村長による法定後見の開始の審判等の請求及び「成年後見制度利用支援事
業」に関するＱ＆Ａについて」の一部改正について（厚生労働省老健局計画課長事務連絡 平成 年 月
日）

「老人福祉法第 条に基づく市町村長による法定後見の開始の審判等の請求及び「成年後見制度利用支援事
業」に関するＱ＆Ａについて」（厚生労働省老健局計画課長事務連絡 平成 年 月 日）

「成年後見制度利用支援事業の対象者の拡大等について」（厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉
課事務連絡 平成 年 月 日）

「成年後見制度利用支援事業に関する照会について」（厚生労働省老健局計画課長事務連絡 平成 年 月
日）

「市町村長による成年後見制度に基づく後見開始の審判等の請求に係る基準等の基本的考え方及び手続の例
示について」）（厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長など通知 障障発 第 号・障精発

第 号・老認発 第 号 令和 年 月 日）

⑬ 成年後見制度利用支援事業の適切な実施について（厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課
地域生活推進支援室，老健局認知症施策・地域介護推進課事務連絡 令和 年 月 日）・・・・・・・

⑭ 市町村長による成年後見制度に基づく後見開始の審判等の請求の適切な実施及び成年後見制度利用支援事
業の推進について（厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課地域生活・発達障害者支援室など
事務連絡 令和 年 月 日）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・



⑮ 市民後見人の育成及び活用に向けた取組について（厚生労働省老健局高齢者支援課認知症・虐待防止対策
推進室事務連絡 平成 年 月 日）、成年後見制度の利用促進に向けた市民後見人の活用の推進について
（厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室事務連絡 平成 年 月 日）・・・・・・・・・・・・・・

⑯ 都道府県による法人後見養成研修の推進について（厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課地
域生活支援推進室事務連絡 令和 年 月 日）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

⑰ 市民後見人養成のための基本カリキュラムについて（厚生労働省老健局認知症施策・地域介護推進課事務
連絡 令和 年 月 日）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

⑱ 成年被後見人等に対する新型コロナ予防接種を実施するに当たっての留意事項について（厚生労働省健康
局健康課予防接種室事務連絡 令和 年 月 日）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

⑲ 「生活保護問答集について」の一部改正について（厚生労働省社会・援護局保護課長事務連絡 令和 年
月 日）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

【その他権利擁護支援に係る通知等】

⑳ 地域包括支援センターの設置運営について（厚生労働省老健局計画課長等連名通知老計発第 号・
老振発第 号・老老発第 号 令和 年 月 日）抜粋・・・・・・・・・・・・・・・・・

㉑ 基幹相談支援センター通知（地域生活支援事業等の実施について（厚生労働省社会・援護局 障害保健福
祉部長通知 障発第 号 令和 年 月 日）抜粋）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

㉒ 市町村や地域包括支援センターにおける高齢者の「セルフ・ネグレクト」及び消費者被害への対応につい
て（厚生労働省老健局高齢者支援課認知症・虐待防止対策推進室長通知老推発 第 号 平成 年 月
日）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

㉓ 消費生活センター等における成年後見制度の周知について（消費者庁消費者政策課長事務連絡 平成 年
月 日）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

【参考】

㉔ ［三士会］成年後見制度利用促進基本計画策定に向けた協議について（要請）（平成 年 月 日）・・

㉕ 個人情報保護に関する法律・ガイドライン等の体系イメージ／はじめての個人情報保護法 ～シンプルレ
ッスン～（令和 年 月）（個人情報保護委員会作成資料）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・



㉖意思決定支援等に係る各種ガイドラインの比較について（令和 年 月）・・・・・・・・・・・・・

㉗意思決定支援共通研修資料『意思決定支援の基本的考え方～だれもが「私の人生の主人公は、私」～』
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

㉘意思決定支援を踏まえた後見事務のガイドライン（意思決定支援ワーキング・グループ 令和 年 月
日）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・



【関連資料紹介等】
※下記サイトに関連資料へのリンクを掲載しています。

※以下は、掲載している関連資料の一覧です。
○ 市町村・都道府県における高齢者虐待への対応と養護者支援について（厚生労働省老健局 令和 年 月）

※ ～ 、 に成年後見制度の市町村長申立について掲載

○ 市町村・都道府県における障害者虐待の防止と対応の手引き（自治体向けマニュアル）（厚生労働省社
会・援護局障害保健福祉部障害福祉課地域生活・発達障害者支援室、こども家庭庁支援局障害児支援課 令
和 年 月）
※ ～ 、 に成年後見制度や日常生活自立支援事業について掲載

○ 障害福祉サービスの利用等にあたっての意思決定支援ガイドラインについて（厚生労働省社会・援護局障害
保健福祉部長通知障発 第 号 平成 年 月 日）

○ 認知症の人の日常生活・社会生活における意思決定支援ガイドライン（厚生労働省 平成 年 月）

○ 人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン（厚生労働省 平成 年 月改
訂）

○ 身寄りがない人の入院及び医療に係る意思決定が困難な人への支援に関するガイドラインについて（厚生
労働省医政局総務課長通知医政総発 第 号 令和元年 月 日）

○ 市町村や地域包括支援センターにおける身元保証等高齢者サポート事業に関する相談への対応について
（厚生労働省老健局高齢者支援課・振興課通知老高発 第 号・老振発 第 号 平成 年 月 日）

○ 成年後見制度における診断書作成の手引本人情報シート作成の手引（最高裁判所事務総局家庭局）

○ 平成 年度厚労省老人保健健康増進等事業「セルフ・ネグレクトや消費者被害等の犯罪被害と認知症との
関連に関する調査研究事業」報告書（公益社団法人 あい権利擁護支援ネット 平成 年 月）

○ 平成 年度厚生労働省社会福祉推進事業「成年後見制度利用促進のための地域連携ネットワークにおける
中核機関の支援機能のあり方に関する調査研究事業報告書」（公益社団法人 日本社会福祉士会 平成 年
月）

○ 令和 年度成年後見制度にかかる取組状況調査報告書（社会福祉法人全国社会福祉協議会 令和 年 月
日）

（二次元バーコード）



【後見等開始等申立書等の統一書式・記載例】
※下記サイトに統一書式・記載例へのリンクを掲載しています。

※以下は、掲載している統一書式・記載例の一覧です。
統一書式 記載例

〇後見・保佐・補助開始等申立書
※記載例（後見開始申立書）
※記載例（保佐開始申立書）
※記載例（補助開始申立書）

〇代理行為目録【保佐・補助用】 ※記載例（代理行為目録

〇同意行為目録【補助用】 ※記載例（同意行為目録）

〇申立事情説明書 ※記載例（申立事情説明書）

〇親族関係図 ※記載例（親族関係図）

〇親族の意見書・記載例・親族の意見書について ※親族の意見書・記載例・親族の意見書について

〇後見人等候補者事情説明書 ※記載例（後見人等候補者事情説明書）

〇財産目録 ※記載例（財産目録）

〇相続財産目録 ※記載例（相続財産目録）

〇収支予定表 ※記載例（収支予定表）

〇診断書の書式 ※診断書記載例

〇本人情報シートの書式 ※本人情報シート記載例

（二次元バーコード）
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�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
��
�

（
２
）
工

程
管

理
��
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
��
�

Ⅱ
�
成
年

後
見

制
度

の
利
用
促
進

に
向

け
て

総
合
的
か

つ
計

画
的

に
講

ず
べ
き
施
策
��
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
��
�

１
�
成
年

後
見

制
度

等
の
見
直
し

に
向

け
た

検
討
と
総

合
的

な
権

利
擁

護
支
援
策
の
充
実

��
�
�
�
�
�
�
�
�
�
��
�

（
１
）
成

年
後

見
制

度
等

の
見

直
し
に

向
け

た
検

討
��
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
��
�

（
２
）
総

合
的

な
権

利
擁

護
支

援
策
の

充
実
��
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
��
�

①
�

成
年

後
見

制
度

と
日

常
生

活
自

立
支

援
事

業
等

と
の

連
携

の
推

進
及

び
同

事
業

の
実

施
体

制

の
強

化
��
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
��
�

②
�
新
た

な
連

携
・

協
力

体
制

の
構
築

に
よ

る
生

活
支

援
・

意
思
決

定
支

援
の

検
討
��
�
�
�
�
�
�
�
�
��
�

③
�
都
道

府
県

単
位

で
の

新
た

な
取
組

の
検

討
��
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
��
�
�

２
�
尊
厳

の
あ

る
本

人
ら
し
い
生

活
を

継
続

す
る
た
め

の
成

年
後

見
制

度
の
運
用
改
善
等

��
�
�
�
�
�
�
�
�
��
�
�

（
１
）
本

人
の

特
性

に
応

じ
た

意
思
決

定
支

援
と

そ
の

浸
透

��
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
��
�
�

①
�
成

年
後
見

制
度

の
利

用
促

進
に

お
け
る

意
思

決
定

支
援

の
浸

透
��
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
��
�
�

②
�
様
々

な
分

野
に

お
け

る
意

思
決
定

支
援

の
浸

透
��
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
��
�
�

（
２
）
適

切
な

後
見

人
等

の
選

任
・
交

代
の

推
進

等
��
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
��
�
�

①
�
家
庭

裁
判

所
に

よ
る

適
切

な
後
見

人
等

の
選

任
・

交
代

の
推
進
��
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
��
�
�

②
�
後
見

人
等

に
関

す
る

苦
情

等
へ
の

適
切

な
対

応
��
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
��
�
�

③
�
適
切

な
報

酬
の

算
定

に
向

け
た
検

討
及

び
報

酬
助

成
の

推
進
等
��
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
��
�
�

④
�
適
切

な
後

見
人

等
の

選
任

・
交
代

の
推

進
等

に
関

す
る

そ
の
他

の
取

組
��
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
��
�
�

（
３
）
不

正
防

止
の

徹
底

と
利

用
し
や

す
さ

の
調

和
等
��
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
��
�
�

①
�
後
見

制
度

支
援

信
託

及
び

後
見
制

度
支

援
預

貯
金

の
普

及
等
��
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
��
�
�

②
�
家

庭
裁
判

所
の

適
切

な
監

督
に

向
け
た

取
組
��
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
��
�
�

③
�
専
門
職
団
体
や
市
民
後
見
人
を
支
援
す
る
団
体
の
取
組

��
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
��
�
�
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④
�
地
域
連
携
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
よ
る
不
正
行
為
の
防
止
効
果
��
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
��
�
�

⑤
�
成
年
後
見
制
度
を
安
心
し
て
利
用
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
の
更
な
る
検
討
��
�
�
�
�
�
�
�
�
�
��
�
�

（
４
）
各
種
手
続
に
お
け
る
後
見
事
務
の
円
滑
化
等
��
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
��
�
�

３
�
権
利

擁
護

支
援

の
地
域
連
携
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
づ
く

り
��
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
��
�
�

（
１
）
権

利
擁

護
支

援
の

地
域
連
携
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
基
本
的
な
考

え
方
�

－
尊
厳
の
あ
る
本
人
ら
し
い
生
活
の
継
続
と
地
域
社
会
へ
の
参
加
－
��
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
��
�
�

①
�

地
域

連
携

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
必
要
性
と
趣
旨
��
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
��
�
�

②
�
地
域
連
携
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
し
く
み
��
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
��
�
�

③
�
権
利
擁
護
支
援
を
行
う
３
つ
の
場
面
��
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
��
�
�

④
�
市
町
村
・
都
道
府
県
・
国
と
関
係
機
関
の
主
な
役
割
��
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
��
�
�

（
２
）
権

利
擁

護
支

援
の

地
域
連
携
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
機
能

�
－
個
別
支
援
と
制
度
の
運
用
・
監
督
－

��
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
��
�
�

①
�
地
域

連
携

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
機
能
の
考
え
方
��
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
��
�
�

②
�
権
利
擁
護
支
援
を
行
う
３
つ
の
場
面
に
お
け
る
「
支
援
」
機
能
と
「
運
用
・
監
督
」
機
能
��
�
�

（
３
）
権

利
擁

護
支

援
の

地
域
連
携
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
機
能
を
強
化
す
る
た
め
の
取
組
�

－
中
核
機
関
の
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
ト
機
能
の
強
化
等
を
通
じ
た

連
携
・
協
力
�

に
よ
る
地
域
づ
く
り
－
��
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
��
�
�

①
�
地
域
連
携
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
機
能
を
強
化
す
る
た
め
の
取
組
の
考
え
方
��
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
��
�
�

②
�
地
域
連
携
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
機
能
を
強
化
す
る
た
め
の
取
組
（
地
域
の
体
制
づ
く
り
）
��
�
��
�
�

③
�

中
核

機
関

の
コ

ー
デ

ィ
ネ

ー
ト

機
能

の
強

化
と

協
議

会
の

運
営

を
通

じ
た

連
携

・
協

力
関
係

の
推
進
��
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
��
�
�

（
４
）
包
括
的
・
多
層
的
な
支
援
体
制
の
構
築
��
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
��
�
�

①
�

基
本

方
針
��
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
��
�
�

②
�
市
町

村
に

よ
る
「
包
括
的
」
な
支
援
体
制
の
構
築
��
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
��
�
�

③
�
都
道
府
県
に
よ
る
「
多
層
的
」
な
支
援
体
制
の
構
築
��
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
��
�
�

④
�
国
に
よ
る
「
包
括
的
」「

多
層
的
」
な
支
援
体
制
づ
く
り

の
支
援
��
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
��
�
�

４
�
優
先

し
て

取
り

組
む
事
項

��
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
��
�
�

（
１
）
任
意
後
見
制
度
の
利
用
促
進
��
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
��
�
�

①
�
基
本

方
針
��
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
��
�
�

②
�
周
知
・
広
報
等
に
関
す
る
取
組
��
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
��
�
�

③
�
任
意
後
見
制
度
の
趣
旨
に
沿
っ
た
適
切
な
運
用
の
確
保
に
関
す
る
取
組
��
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
��
�
�

（
２
）
担
い
手
の
確
保
・
育
成
等
の
推
進
��
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
��
�
�

①
�
基
本

方
針
��
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
��
�
�

②
�
市
民

後
見

人
の
育
成
・
活
躍
支
援
��
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
��
�
�

③
�
法
人

後
見

の
担
い
手
の
育
成
��
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
��
�
�

④
�
専
門
職
後
見
人
の
確
保
・
育
成
��
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
��
�
�

⑤
�
親
族

後
見

人
へ
の
支
援
��
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
��
�
�

（
３
）
市

町
村

長
申

立
て

の
適

切
な
実

施
と

成
年

後
見

制
度

利
用
支

援
事

業
の

推
進
��
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
��
�
�

①
�
基
本
方
針
��
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
��
�
�

②
�

市
町
村
長
申
立
て
の
適
切
な
実
施
��
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
��
�
�

③
�
成
年
後
見
制
度
利
用
支
援
事
業
の
推
進
��
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
��
�
�

（
４
）
地

方
公

共
団

体
に

よ
る

行
政
計

画
等

の
策

定
��
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
��
�
�

①
�

基
本
方
針
��
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
��
�
�

②
�

市
町
村
に
よ
る
行
政
計
画
の
策
定
��
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
��
�
�

③
�
都
道

府
県

に
よ

る
取

組
方

針
の
策

定
��
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
��
�
�

（
５
）
都

道
府

県
の

機
能

強
化

に
よ
る

権
利

擁
護

支
援

の
地

域
連
携

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

づ
く

り
の
推

進
��
�
�

①
�
基
本
方
針
��
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
��
�
�

②
�

都
道
府
県
の
機
能
強
化
��
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
��
�
�

③
�
市
町
村
へ
の
具
体
的
な
支
援
内
容
��
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
��
�
�

④
�
都
道

府
県

自
ら

の
取

組
の

実
施
��
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
��
�
�

� 別
紙
�
第

二
期

計
画

の
工
程

表
と

Ｋ
Ｐ

Ｉ
�

�
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�
�

は
じ

め
に

�

１
�

成
年
後

見
制

度
利

用
促

進
基

本
計
画

の
位

置
付
け

成
年

後
見

制
度

利
用
促
進
基
本
計
画
（
以
下
「
基
本
計

画
」
と
い
う
。
）
は
、
成
年
後
見

制
度

の
利

用
の

促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成

�
�
年
法
律
第

�
�
号
。
以
下
「
促
進
法
」
と

い
う

。
）
第

�
�
条

第
１
項
に
基
づ
き
、
成
年
後
見
制
度
の

利
用
の
促
進
に
関
す
る
施
策
の

総
合

的
か

つ
計

画
的
な
推
進
を
図
る
た
め
に
策
定
す
る
も
の
で
あ
り
、
政
府
が
講
ず
る
成

年
後

見
制

度
利

用
促
進
策
の
基
本
的
な
計
画
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
る
。

�

な
お

、
促

進
法
第

�
�
条
第
１
項
に
お
い
て
、
市
町
村
は

、
国
の
基
本
計
画
を
勘
案
し
、

当
該

市
町

村
の

区
域

に
お

け
る

成
年

後
見

制
度

の
利

用
の

促
進

に
関

す
る

施
策

に
つ

い

て
の

基
本

的
な

計
画
を
定
め
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
さ
れ

て
い
る
。

�

�

２
�

新
た
な

基
本

計
画
の

必
要
性

基
本

計
画

は
、
平
成

�
�
年
度
か
ら
令
和
３
年
度
ま
で

を
最
初
の
計
画

（
以
下
「
第
一

期
計

画
」

と
い

う
。
）

の
期

間
と
し

て
、

利
用
者

が
メ

リ
ッ
ト

を
実

感
で
き

る
成

年
後
見

制
度

の
運

用
改

善
、
権
利

擁
護
支
援
の
地
域
連
携
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
（
以
下
「
地

域
連
携
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
」

と
い
う

。
）

づ
く
り

、
安

心
し
て

成
年

後
見
制

度
を

利
用
で

き
る

環
境

の

整
備

な
ど

を
進

め
て
き
た

。
�

こ
れ

に
よ

り
、

本
人

の
意

思
決
定
支

援
�
や
身
上
保
護

を
重
視

�
し
た
成
年

後
見
制

度
の

運
用

が
進

み
つ

つ
あ
り
、
ま
た
、
各
地
域
で
相
談
窓
口
の

整
備
や

判
断
能
力
が
不
十
分
な

人
を

適
切

に
必

要
な
支
援
に
つ
な
げ
る
地
域
連
携
の
し
く

み
が
整
備
さ
れ
つ
つ
あ
る
。

�

他
方

、
成

年
後
見
人

、
保

佐
人

及
び
補
助
人
（
以
下
「
後
見
人
等
」
と
い
う
。
）
が
意
思

決
定

支
援

や
身

上
保
護
を
重
視
し
な
い

場
合
が
あ

り
、
利

用
者
の
不
安
や
不
満
に
つ
な
が

っ
て

い
る

と
い

っ
た
指
摘
や
、
成
年
後
見
制
度
や
相
談
先
等
の
周
知
が
未
だ
十
分
で
な
い

な
ど

の
指

摘
が

さ
れ
て

い
る

。
ま
た

、
地

域
連
携

ネ
ッ

ト
ワ
ー

ク
な

ど
の
体

制
整

備
は

、

特
に

小
規

模
の

町
村
な
ど
で
進
ん
で
い
な
い
。
さ
ら
に

、
団
塊
の
世
代
が
後
期
高
齢
者
と

な
る

令
和

７
年

を
迎
え
て

、
認
知
症
高
齢
者
が
増
加
す
る

な
ど

（
い
わ
ゆ
る

�
�
�
�
年
問

題
）
、

成
年

後
見

制
度

の
利

用
を
含

む
権

利
擁
護

支
援

の
ニ
ー

ズ
が

更
に
多

様
化

及
び
増

大
す

る
見

込
み

で
あ
り
、
こ
う
し
た
状
況
に
適
切
に
対
応

す
る
必
要
が
あ
る
。

�

そ
こ

で
、
新

た
な
基
本
計
画
（
以
下
「
第
二
期
計
画

」
と
い
う
。
）
を
定
め
、
更

な
る

施

策
の

推
進

を
図

る
こ
と
と
す
る
。

�

� �
�
�
「
意
思
決
定
支
援
を
踏
ま
え
た
後
見
事
務
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」（

令
和
２
年

��
月

��
日
�意

思
決
定
支

援
ワ
ー
キ
ン
グ
・
グ
ル
ー
プ
）
で
は
、「

意
思
決
定
支
援
と
は
、
特
定
の
行
為
に
関
し
本
人
の
判
断
能
力
に

課
題
の
あ
る
局
面
に
お
い
て
、
本
人
に
必
要
な
情
報
を
提
供
し
、
本
人
の
意
思
や
考
え
を
引
き
出
す
な

ど
、
後
見
人
等
を
含
め
た
本
人
に
関
わ
る
支
援
者
ら
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
、
本
人
が
自
ら
の
価
値
観
や
選

好
に
基
づ
く
意
思
決
定
を
す
る
た
め
の
活
動
を
い
う
」
と
さ
れ
て
い
る
。
�

�
�
�
本
人
の
財
産
の
管
理
の
み
な
ら
ず
身
上
の
保
護
が
適
切
に
図
ら
れ
る
べ
き
こ
と
。
�

�
�

�

３
�
第

二
期

計
画

の
対
象

期
間

第
二

期
計

画
の

対
象

期
間

は
、
令

和
４

年
度

か
ら

令
和

８
年

度
ま

で
の

５
年

間
と

す
る

。�

�
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�
�

Ⅰ
�

成
年

後
見

制
度

の
利

用
促

進
に
当
た

っ
て

の
基
本

的
な

考
え

方
及
び

目
標

１
�

成
年

後
見

制
度

の
利

用
促

進
に
当

た
っ
て

の
基

本
的
な

考
え
方

（
１
）

地
域

共
生

社
会
の
実

現
に

向
け

た
権
利

擁
護
支

援
の

推
進

近
年

の
人

口
の

減
少
、
高

齢
化
、
単
身
世
帯
の
増
加

等
を
背
景
と
し
て
、
地
域

社
会
か

ら
孤

立
す

る
人

や
身

寄
り

が
な

い
こ

と
で

生
活

に
困

難
を

抱
え

る
人

の
問

題
が

顕
在

化

し
、

地
域

共
生

社
会
の

実
現

を
目
的

と
し

た
様
々

な
福

祉
施
策

等
が

進
め
ら

れ
て

い
る
。
�

地
域

共
生

社
会

は
、
制
度
・
分
野
の
枠
や
「
支
え
る

側
」
と
「
支
え
ら
れ
る
側
」
と
い

う
従

来
の

関
係

を
超
え
て
、
住
み
慣
れ
た
地
域
に
お

い
て

、
人
と
人
、
人
と
社

会
が
つ
な

が
り

、
す

べ
て

の
住
民
が
、
障
害
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
尊
厳

の
あ
る
本

人
ら
し
い
生
活

を
継

続
す

る
こ

と
が
で
き
る
よ
う
、
社
会
全
体
で
支
え
合

い
な
が
ら
、
共
に

地
域
を
創
っ

て
い

く
こ

と
を

目
指
す
も
の
で
あ
る
。

�

一
方

、
ノ

ー
マ
ラ
イ

ゼ
ー

シ
ョ
ン

�
、
自
己
決

定
権
の

尊
重

�
等
を
基
本
理

念
と
す

る
成

年
後

見
制

度
は

、
認
知
症
、
知
的
障
害
そ
の
他
の
精
神
上
の
障
害
に
よ
り
判
断
能
力
が
不

十
分

な
人

の
権

利
擁
護
を
支
え
る
重
要
な
手
段
で
あ
り
、
身
上
保
護
と
財
産
管
理
の
支
援

に
よ

っ
て

、
本

人
の
地
域

生
活
を
支
え
る
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
ま
た
、
そ

の
利
用
促

進
の

取
組

は
、
市

民
後
見

人
等
地
域
住
民
の
参
画
を

得
な

が
ら
、
家
庭
裁
判
所

、
関
係
行

政
機

関
、
地

方
公

共
団
体

、
専
門
職
団
体
、
民
間
団

体
等
の
協
働
に
よ
る
地
域
連
携
ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

を
通

じ
て

推
進

さ
れ

る
べ

き
も

の
で

あ
る

。
こ

の
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
は

、
他

の

様
々

な
支

援
・
活

動
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

�
と
連
動
し
な

が
ら

、
地
域
に
お
け
る
包
括
的
・
重

層
的
・
多

層
的

な
支
援
体
制
を
か
た
ち
づ
く
っ
て
い
く
こ

と
に
よ
っ
て
、
地
域
共
生
社
会

の
実

現
と

い
う

共
通
の
目
的
に
資
す
る
こ
と
に
な
る
。
し

た
が
っ
て
、
成
年
後
見
制
度
の

利
用

促
進

と
は

、
単
に
利
用
者
の
増
加
を
目
的
と
す
る
の

で
は
な
く
、
全
国
ど
の
地
域
に

お
い

て
も

、
制

度
の
利
用
を
必
要
と
す
る
人
が
、
尊
厳

の
あ
る
本
人
ら
し
い
生
活
を
継
続

す
る

こ
と

が
で

き
る
体
制
の
整
備
を
目
指
す
も
の
で
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

�

第
一

期
計

画
で
は
、
地
域
連
携
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
構
築
を
施
策
の
目
標
の
一
つ
と
し
て

掲
げ

た
一

方
で

、
そ
の
中
核
的
な
概
念
で
あ
る
権
利
擁
護
支
援
に
つ
い
て
は
必
ず
し
も
明

確
に

定
義

し
て

は
い
な
か
っ
た

�
。
そ
こ
で
、
第
二
期
計
画
で
は
、
こ
れ
を
明
確
に
し
た
上

�
�
成
年
被
後
見
人
等
が
、
成
年
被
後
見
人
等
で
な
い
人
と
等
し
く
、
基
本
的
人
権
を
享
有
す
る
個
人
と

し
て
そ
の
尊
厳
が
重
ん
じ
ら
れ
、
そ
の
尊
厳
に
ふ
さ
わ
し
い
生
活
を
保
障
さ
れ
る
べ
き
こ
と
。
�

�
�
障

害
者

の
権

利
に

関
す
る
条
約
第

�
�
条
の
趣
旨
に
鑑
み
、
成
年
被

後
見
人
等
の
意
思
決
定
の
支
援
が

適
切
に
行
わ
れ
る
と
と
も
に
、
成
年
被
後
見
人
等
の
自
発
的
意
思
が
尊
重
さ
れ
る
べ
き
こ
と
。
�

�
��
例
え
ば
、
高
齢
者
支
援
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
、
障
害
者
支
援
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
、
子
ど
も
支
援
の
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
、
生
活
困
窮
者
支
援
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
、
地
域
社
会
の
見
守
り
等
の
緩
や
か
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
等

が
あ
る
。
�

�
�
第
一
期
計
画
で
は
、
地
域
連
携
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
役
割
の
一
つ
で
あ
る
「
権
利
擁
護
支
援
の
必
要
な
人

の
発
見
・
支
援
」
に
お
い
て
、
権
利
擁
護
に
関
す
る
支
援
の
必
要
な
人
と
し
て
、「

財
産
管
理
や
必
要
な
サ

ー
ビ
ス
の
利
用
手
続
を
自
ら
行
う
こ
と
が
困
難
な
状
態
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
必
要
な
支
援
を
受
け
ら

�
�

で
取

組
を

進
め

て
い

く
こ

と
が

重
要

で
あ

る
。
権

利
擁

護
支

援
と

は
、
地

域
共

生
社

会
の

実
現

を
目

指
す

包
括

的
な

支
援

体
制

に
お

け
る

本
人

を
中

心
と

し
た

支
援
・
活

動
の

共
通

基
盤
で

あ
り

、
意

思
決

定
支

援
等

に
よ

る
権

利
行

使
の

支
援

や
、
虐

待
対

応
や

財
産

上
の

不
当
取

引
へ

の
対

応
に

お
け

る
権

利
侵

害
か

ら
の

回
復

支
援

を
主

要
な

手
段

と
し

て
、
支

援
を

必
要

と
す

る
人

が
地

域
社

会
に

参
加

し
、

共
に

自
立

し
た

生
活

を
送

る
�
と

い
う

目

的
を
実

現
す

る
た

め
の

支
援

活
動

で
あ

る
と

定
義

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
権

利
擁

護
支

援

の
中
で

も
重

要
な

手
段

で
あ

る
成

年
後

見
制

度
の

特
長

を
鑑

み
る

と
、
基

本
計

画
に

お
け

る
権
利

擁
護

支
援

と
は

、
判

断
能

力
が

不
十

分
な

人
を

対
象

と
し

た
こ

う
し

た
支

援
活

動

の
こ
と

で
あ

る
と

い
え

る
。

�

な
お

、
権

利
擁

護
支

援
は

、
成

年
後

見
制

度
を

含
め

た
総

合
的

な
支

援
と

し
て

充
実

さ

せ
て
い

く
必

要
が

あ
る

。
こ

れ
は

、
誰

も
が

判
断

能
力

が
不

十
分

と
な

る
可

能
性

が
あ

る

た
め
、
成

年
後

見
制

度
の

潜
在

的
な

利
用

者
を

念
頭

に
置

い
た

支
援

を
拡

げ
て

い
く

必
要

が
あ

る
か

ら
で

あ
り

、
さ

ら
に

は
、
多

く
の

関
係

者
の

協
働

を
必

要
と

す
る

支
援

が
全

国

的
に

展
開

さ
れ

る
こ

と
は

地
域

共
生

社
会

の
実

現
に

も
資

す
る

か
ら

で
あ

る
。

�

以
上

の
よ

う
に

、
第

二
期

計
画

で
は

、
地

域
共
生

社
会

の
実
現

と
い

う
目
的

に
向

け
、

本
人
を

中
心

と
し

た
支

援
・
活

動
に

お
け

る
共

通
基

盤
と

な
る

考
え

方
と

し
て
「

権
利

擁

護
支
援

」
を

位
置

付
け

た
上

で
、
地

域
連

携
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
に

お
け

る
権

利
擁

護
支

援
策

の
一

層
の

充
実

な
ど

の
成

年
後

見
制

度
利

用
促

進
の

取
組

を
さ

ら
に

進
め

て
い

く
こ

と

と
す
る

。
�

�

（
２

）
尊

厳
の

あ
る

本
人

ら
し

い
生

活
を

継
続

で
き

る
よ

う
に

す
る

た
め

の
成

年
後

見
制

度

の
運
用

改
善
等

成
年

後
見

制
度

の
利

用
促

進
は

、
上

記
の

と
お

り
、
全

国
ど

の
地

域
に

お
い

て
も

、
制

度
の

利
用

を
必

要
と

す
る

人
が

尊
厳

の
あ

る
本

人
ら

し
い

生
活

を
継

続
す

る
こ

と
が

で

き
る

体
制

を
整

備
し

て
、
本

人
の
地

域
社

会
へ

の
参
加

の
実
現

を
目

指
す
も

の
で

あ
る
。�

そ
の

た
め

、
以

下
を

基
本

と
し

て
成

年
後

見
制

度
の

運
用

改
善

等
に

取
り

組
む

。
�

①
�
後

見
人

等
に

よ
る

財
産

管
理

の
み

を
重

視
す

る
の

で
は

な
く

、
認

知
症

高
齢

者
や

障

害
者

の
特

性
を

理
解

し
た

上
で

、
本

人
の

自
己

決
定

権
を

尊
重

し
、
意

思
決

定
支

援
・

身
上

保
護

も
重

視
し

た
制

度
の

運
用

と
す

る
こ

と
。

�

②
�

法
定

後
見

制
度

の
後
見

類
型

は
、
終

了
原
因

が
限

定
さ
れ

て
い

る
こ
と

等
に

よ
り
、

実
際

の
ニ

ー
ズ

に
か

か
わ

ら
ず

、
一

時
的

な
法

的
課

題
や

身
上

保
護

上
の

重
要

な
課

題

等
が

解
決

し
た

後
も

、
成

年
後

見
制

度
が

継
続

す
る

こ
と

が
問

題
で

あ
る

と
の

指
摘

や
、

れ
て
い
な
い
人
、
虐
待
を
受
け
て
い
る
人
な
ど
」
を
掲
げ
て
い
た
。
�

�
�
障
害
者
権
利
条
約
第

��
条
を
参
照
し
た
も
の
。
同
条
は
、「

こ
の
条
約
の
締
約
国
は
、
全
て
の
障
害
者

が
他
の
者
と
平
等
の
選
択
の
機
会
を
も
っ
て
地
域
社
会
で
生
活
す
る
平
等
の
権
利
を
有
す
る
こ
と
を
認
め

る
も
の
と
し
、
障
害
者
が
、
こ
の
権
利
を
完
全
に
享
受
し
、
並
び
に
地
域
社
会
に
完
全
に
包
容
さ
れ
、
及

び
参
加
す
る
こ
と
を
容
易
に
す
る
た
め
の
効
果
的
か
つ
適
当
な
措
置
を
と
る
。」

と
規
定
し
て
い
る
。
�
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�
�

一
時

的
な

利
用

を
可
能
と
し
て
、
よ
り
利
用
し
や
す
い
制
度
と
す
べ
き

と
の
指
摘
な
ど

が
あ

る
。
こ

れ
を
踏
ま
え
、
成
年
後
見
制
度
を
利
用
す

る
こ
と
の
本
人
に
と
っ
て
の

必

要
性

や
、
成

年
後
見
制
度
以
外
の

権
利
擁
護

支
援
に
よ

る
対
応
の
可
能
性

に
つ
い
て
も

考
慮

さ
れ

た
上
で
、
適
切
に
成
年
後
見
制
度

が
利
用
さ

れ
る
よ
う
、
連
携
体
制
等
を
整

備
す

る
こ

と
。

�

③
�
成

年
後

見
制

度
以
外
の
権
利
擁
護
支
援

策
�
を
総
合
的

に
充
実
す
る
こ
と
。

�

④
�
本

人
の

人
生

設
計
に
つ
い
て
の

意
思
を
反
映
・
尊
重

で
き
る
と
い
う

観
点
か
ら
任
意

後
見

制
度

が
適
切
か
つ
安
心
し
て
利
用
さ
れ
る
た
め
の

取
組
を
進
め
る
と
と
も
に
、
本

人
の

意
思

、
能

力
や
生
活
状
況
に
応
じ
た
き
め
細
か
な

対
応
を
可
能
と
す
る

補
助
・
保

佐
類

型
�
が

利
用
さ
れ
る

た
め
の
取
組
を
進
め
る
こ
と

。
�

⑤
�
安

心
か

つ
安

全
に
成
年
後
見
制
度
を
利
用
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
、
不
正
防
止
等

の
方

策
を

推
進
す
る
こ
と
。

�

� （
３
）

司
法

に
よ

る
権

利
擁

護
支

援
な
ど

を
身

近
な

も
の
に

す
る

し
く

み
づ
く
り

権
利

侵
害

か
ら

の
回

復
支

援
を

進
め

る
上

で
の

重
要

な
核

の
一

つ
が

家
庭

裁
判

所
や

法
律

専
門

職
で

あ
る
。
身
近
な
相
談
窓
口

を
通
じ
て
、
家
庭
裁
判
所

の
手
続
の
利
用

を
円

滑
に

す
る

こ
と

や
法

律
専

門
職

に
よ

る
支

援
な

ど
を

適
切

に
受

け
ら

れ
る

よ
う

に
す

る

こ
と

で
、
権

利
侵

害
か
ら
の
回
復

支
援
の
実
質
を

担
保
す

る
こ
と
が
で
き

、
尊
厳
の
あ
る

本
人

ら
し

い
生

活
の
継
続
と
地
域
社
会
へ
の
参
加
が
図
ら

れ
る

。
�

し
た

が
っ

て
、
地
域
連
携
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
通
じ
た

福
祉
と
司
法
の
連
携
強
化
に
よ
り
、

必
要

な
人

が
必

要
な

時
に

司
法

に
よ

る
権

利
擁

護
支

援
な

ど
を

適
切

に
受

け
ら

れ
る

よ

う
に

し
て

い
く

必
要
が

あ
る
。
�

�
�

�
�
�
成
年
後
見
制
度
以
外
の
権
利
擁
護
支
援
策
と
は
、
意
思
決
定

支
援
等
に
よ
っ
て
本
人
を
支
え
る
各
種

方
策
や
司
法
に
よ
る
権
利
擁
護
支
援
を
身
近
な
も
の
と
す
る
各
種
方
策
の
こ
と
。
こ
れ
ら
の
施
策
を
充

実
さ
せ
る
た
め
の
取
組
は
Ⅱ
１
（
２
）
「
総
合
的
な
権
利
擁
護
支
援
策
の
充
実
」
を
参
照
。
�

�
�
補
助
類
型
は
、
保
佐
類
型
よ
り
本
人
の
意
思
に
基
づ
く
選
択
の
幅

が
広
い
制
度
で
あ
る
。
�

�
�

２
�
今

後
の

施
策

の
目
標

等

（
１

）
目

標

①
�

１
の
「

成
年

後
見

制
度

の
利

用
促

進
に

当
た

っ
て

の
基

本
的

な
考

え
方

」
を

踏
ま

え
、

障
害

の
有

無
に

か
か

わ
ら

ず
尊

厳
の

あ
る

本
人

ら
し

い
生

活
の

継
続

や
本

人
の

地
域

社
会

へ
の

参
加

等
の

ノ
ー

マ
ラ

イ
ゼ

ー
シ

ョ
ン

の
理

念
を

十
分

考
慮

し
、
成

年
後

見
制

度
の

見
直

し
に

向
け

た
検

討
を

行
う

。
ま

た
、
同

様
の

観
点

か
ら

、
市

町
村

長
申

立
て

及
び

成
年

後
見

制
度

利
用

支
援

事
業

の
見

直
し

に
向

け
た

検
討

も
行

う
。
さ

ら
に

、
権

利
擁

護
支

援
策

を
総

合
的

に
充

実
す

る
た

め
の

検
討

を
行

う
。

�

②
�
１
の
「

成
年

後
見

制
度

の
利

用
促

進
に

当
た

っ
て

の
基

本
的

な
考

え
方

」
を

踏
ま

え
、

成
年

後
見

制
度

の
運

用
改

善
等

や
、
地

域
連

携
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
づ

く
り

に
積

極
的

に
取

り
組

む
。

�

�

（
２
）

工
程
管

理

①
�
（

１
）
に

基
づ

く
各

施
策

に
つ

い
て

、
工

程
表

に
基

づ
き

推
進

す
る

と
と

も
に

、
施

策
の

性
質

に
応

じ
て

設
定

し
た

Ｋ
Ｐ

Ｉ
�
�
の

達
成

に
向

け
て

取
り

組
む

（
別

紙
参

照
）
。
�

な
お

、
成

年
後

見
制

度
利

用
促

進
専

門
家

会
議
（

以
下
「

専
門

家
会

議
」
と

い
う

。
）

に
お

い
て

は
、
家

庭
裁

判
所

に
お

け
る

取
組

に
も

Ｋ
Ｐ

Ｉ
を

設
定

す
べ

き
と

の
意

見
も

あ
っ

た
。
最

高
裁

判
所

は
、
成

年
後

見
制

度
の

利
用

促
進

に
関

す
る

各
家

庭
裁

判
所

の

自
律

的
な

取
組

を
支

援
す

る
と

と
も

に
、
で

き
る

限
り

客
観

性
を

確
保

し
た

形
で

定
期

的
に

そ
の

進
捗

状
況

を
専

門
家

会
議

に
報

告
す

る
な

ど
し

て
、
取

組
を

進
め

る
こ

と
が

期
待

さ
れ

る
。

�

②
�

専
門

家
会

議
は

、
進

捗
管

理
が

特
に

重
要

な
施

策
（

Ⅱ
１
（

２
）
の
「

総
合

的
な

権

利
擁

護
支

援
策

の
充
実

」
な

ど
）

に
つ
い

て
、
ワ

ー
キ

ン
グ
・

グ
ル

ー
プ
を

設
置

し
、

定
期

的
に

検
討

状
況

を
検

証
す

る
。

�

③
�

専
門

家
会

議
は

、
第

二
期

計
画

の
中

間
年

度
で

あ
る

令
和

６
年

度
に

、
中

間
検

証
と

し
て

、
各

施
策

の
進

捗
状

況
を

踏
ま

え
、
個

別
の

課
題

の
整

理
・
検

討
を

行
う

。
国

そ

の
他

成
年

後
見

制
度

の
利

用
促

進
に

関
わ

る
関

係
機

関
・
関

係
者

は
、
中

間
検

証
の

結

果
を

踏
ま

え
、

第
二

期
計

画
の

取
組

を
推

進
す

る
。

�

� �
�

�
�
�
�
�
�
�
と
は
、

�
��
�
�
��
�
�
��
�
�
�
�
�
��
�
�
��
�
�
�（

重
要

業
績

評
価
指

標
）

の
こ

と
。
�
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�
�

Ⅱ
�

成
年

後
見

制
度

の
利

用
促

進
に
向

け
て
総

合
的

か
つ
計

画
的
に

講
ず

べ
き
施

策

�
�

尊
厳

の
あ

る
本

人
ら

し
い

生
活

の
継

続
や

地
域

社
会

へ
の

参
加

等
の

ノ
ー

マ
ラ

イ
ゼ

ー

シ
ョ

ン
の

理
念

の
よ

り
一

層
の

実
現

を
図

る
た

め
に

は
、

成
年

後
見

制
度

等
が

適
切

に
見

直
さ

れ
る

必
要

が
あ
る
。
さ
ら
に
、
同
制
度
等
が
見
直
さ
れ

る
ま
で
の
間
に
お
い
て
も

、
総

合
的

な
権

利
擁

護
支
援
策
の
充
実
、
現
行
制
度
の
運
用
の
改
善

等
、
地
域
連
携
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
づ

く
り

を
進

め
る
必
要
が
あ
る
。

�

�
�

そ
こ

で
、

以
下

の
と
お
り
取
り
組
む
こ
と
と
す
る
。

�

� １
�

成
年

後
見

制
度

等
の

見
直

し
に
向
け

た
検

討
と

総
合

的
な
権
利

擁
護

支
援
策

の
充

実

（
１
）

成
年

後
見

制
度
等
の

見
直

し
に
向

け
た

検
討

�
�

成
年

後
見

制
度

に
つ
い
て
は
、
他
の
支
援

に
よ
る
対
応
の
可
能
性
も
踏
ま
え
て

本
人
に

と
っ

て
適

切
な

時
機

に
必
要
な
範
囲
・
期
間

で
利
用
で
き
る
よ
う
に
す
べ
き
（
必
要
性
・

補
充

性
の

考
慮

）
、

三
類

型
を
一
元
化
す
べ
き

、
終

身
で

は
な
く
有
期
（

更
新

）
の
制
度

と
し

て
見

直
し

の
機
会
を
付
与
す
べ
き
、
本
人
が
必
要
と
す
る

身
上
保
護
や
意
思
決
定
支

援
の

内
容

や
そ

の
変

化
に

応
じ

後
見

人
等

を
円

滑
に

交
代

で
き

る
よ

う
に

す
べ

き
と

い

っ
た

制
度

改
正

の
方
向
性
に
関
す
る
指
摘
、
障
害
者

の
権
利
に
関
す
る
条
約

に
基
づ
く
審

査
の

状
況

を
踏

ま
え

て
見
直
す
べ
き
と
の
指
摘

�
�
、
現

状
よ
り
も
公
的
な
関
与
を
強
め
て

後
見

等
を

開
始

で
き
る
よ
う
に
す
べ
き
と
の

指
摘
な
ど
が

さ
れ
て
い
る
。

�

国
は

、
障

害
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず

尊
厳

の
あ
る
本
人
ら
し
い
生
活
の
継
続

や
本
人
の

地
域

社
会

へ
の

参
加

等
の
ノ
ー
マ
ラ
イ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
の
理
念
を
十
分
考
慮
し

た
上
で
、
こ

う
し

た
専

門
家

会
議
に
お
け
る
指
摘
も
踏
ま
え

て
、
成
年

後
見
制
度
の
見
直
し

に
向
け
た

検
討

を
行

う
。

�

ま
た

、
専

門
家

会
議
に
お
い
て

、
市
町
村
長
の
関
与
す
る
場
面
の
拡
大
な
ど
地
方
公
共

団
体

に
与

え
ら

れ
る
権
限
を
拡
充
す
べ
き
と
い
っ
た
指
摘

や
、
成
年
後
見
制
度
利
用
支
援

事
業

の
見

直
し

に
関
す
る
指
摘
も
さ
れ
て
い
る
。
国

は
、
こ
う
し
た
指
摘
も
踏

ま
え
、
こ

れ
ら

の
権

限
・
事

業
に
つ
い
て
も
見
直
し
に
向
け
た
検
討

を
行
う
（
成
年
後
見
制
度
利
用

支
援

事
業

に
つ

い
て
は
２
（
２
）
③
イ
参
照
）
。
�

� （
２
）

総
合

的
な

権
利
擁
護

支
援

策
の
充

実

�
�
（

１
）
の

成
年
後
見

制
度
の
見
直
し
の
検
討
を
よ
り
深
め
て
い
く
た
め
に
は
、
成
年
後

見
制

度
以

外
の

権
利
擁
護
支
援
策
を
総
合
的
に
充
実
さ
せ

て
い
く
必
要
が
あ
る
。
そ
の
た

め
、
新

た
に

意
思

決
定
支

援
�
�
等
に
よ
っ
て
本
人
を
支
え

る
各
種
方
策

や
司
法
に
よ
る
権

�
�
�
�
「
成
年
後
見
人
等
の
権
利
の
制
限
に
係
る
措
置
の
適
正
化
等
を
図

る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関

す
る
法
律
案
」
に
対
す
る
衆
議
院
内
閣
委
員
会
及
び
参
議
院
内
閣
委

員
会
の
附
帯
決
議
に
も
同
趣
旨
が

盛
り
こ
ま
れ
て
い
る
。
な
お
、
政
府
は
こ
れ
ら
の
附
帯
決
議
を
尊
重

し
て
関
連
施
策
を
実
施
す
る
こ
と

と
し
て
い
る
。
�

�
�
�
�
意
思
決
定
支
援
に
つ
い
て
は
、
注
釈
１
を
参
照
。
�

�
�

利
擁

護
支

援
を

身
近

な
も

の
と

す
る

各
種

方
策

の
検

討
を

進
め

、
こ

れ
ら

の
検

討
や

成
年

後
見

制
度

の
見

直
し

の
検

討
に

対
応

し
て

、
福

祉
の

制
度

や
事

業
の

必
要

な
見

直
し

を
検

討
す

る
�
�
。

�

�

①
�

成
年

後
見

制
度

と
日

常
生

活
自

立
支

援
事

業
等

と
の

連
携

の
推

進
及

び
同

事
業

の

実
施

体
制
の

強
化

・
�
日

常
生

活
自

立
支

援
事

業
は

、
専

門
員

が
作

成
し

た
支

援
計

画
の

下
で

、
地

域
住

民

が
生

活
支

援
員

と
し

て
本

人
に

寄
り

添
い

、
見

守
り

、
意

思
決

定
支

援
を

行
い

な
が

ら

適
切

な
金

銭
管

理
等

を
支

援
す

る
こ

と
で

、
尊

厳
の

あ
る

本
人

ら
し

い
生

活
の

安
定

を

図
る

互
助

の
し

く
み

で
あ

り
、

こ
れ

に
よ

り
地

域
福

祉
が

推
進

さ
れ

て
い

る
。

一
方

、

地
域

に
よ

っ
て

同
事

業
の

待
機

者
が

生
じ

て
い

る
こ

と
、
利

用
者

数
に

ば
ら

つ
き

が
あ

る
こ

と
や

同
事

業
か

ら
の

成
年

後
見

制
度

へ
の

移
行

に
課

題
が

あ
る

こ
と

も
指

摘
さ

れ
て

い
る

。
�

・
�
国

は
、
地

域
の

関
係

者
が

個
別

事
案

に
お

い
て

本
人

の
尊

厳
保

持
の

た
め

に
適

切
な

支
援

の
組

合
せ

を
検

討
す

る
こ

と
が

で
き

る
よ

う
、
日

常
生

活
自

立
支

援
事

業
等

関
連

諸
制

度
に

お
け

る
役

割
分

担
の

検
討

方
法

�
�
に

つ
い

て
各

地
域

に
周

知
す

る
。

ま
た

、

国
は

、
成

年
後

見
制

度
の

利
用

を
必

要
と

す
る

人
が

適
切

に
日

常
生

活
自

立
支

援
事

業

等
か

ら
成

年
後

見
制

度
へ

移
行

で
き

る
よ

う
、
市

町
村

の
関

係
部

署
や

関
係

機
関
・
関

係
団

体
と

の
間

で
個

別
事

案
に

お
け

る
対

応
方

針
の

検
討

等
を

行
う

取
組

を
進

め
る

な
ど

、
同

事
業

の
実

施
体

制
の

強
化

を
行

う
。
さ

ら
に

、
上

記
の

指
摘

を
踏

ま
え

、
生

活
困

窮
者

自
立

支
援

制
度

等
と

の
連

携
も

考
慮

し
つ

つ
、
日

常
生

活
自

立
支

援
事

業
の

効
果

的
な

実
施

方
策

に
つ

い
て

検
討

し
、
そ

の
結

果
を

幅
広

く
周

知
す

る
な

ど
、
地

域

を
問

わ
ず

一
定

の
水

準
で

同
事

業
を

利
用

で
き

る
体

制
を

目
指

す
。

�

・
�
家

庭
裁

判
所

に
お

い
て

も
、
日

常
生

活
自

立
支

援
事

業
を

含
む

権
利

擁
護

支
援

に
対

す
る

理
解

が
進

む
こ

と
が

期
待

さ
れ

る
。
そ

の
た

め
、
最

高
裁

判
所

に
お

い
て

は
、
家

庭
裁

判
所

の
職

員
に

権
利

擁
護

支
援

の
理

念
が

浸
透

す
る

よ
う

、
研

修
を

実
施

す
る

な

ど
、

必
要

な
対

応
を

図
る

こ
と

が
期

待
さ

れ
る

。
�

�

②
�
新

た
な
連

携
・

協
力

体
制

の
構
築

に
よ

る
生
活

支
援
・

意
思

決
定
支

援
の
検

討

・
�

多
様

な
地

域
課

題
に

対
応

す
る

た
め

、
公

的
な

機
関

や
民

間
事

業
者

に
お

い
て

、

身
寄

り
の

な
い

人
等

へ
の

生
活

支
援

等
の

サ
ー

ビ
ス

（
簡

易
な

金
銭

管
理

、
入

院
・

�
�
�
�
市
町
村

長
申

立
て

及
び

成
年

後
見
制

度
利

用
支

援
事

業
に

つ
い
て

は
（

１
）

及
び

２
（

２
）
③

イ
を

参
照
。
�

�
�
�
�
「
日
常

生
活

自
立

支
援

事
業

等
関
連

制
度

と
成

年
後

見
制

度
と
の

連
携

の
在

り
方

等
に

つ
い
て

の
調

査
研
究
事
業
」
（
厚
生
労
働
省
令
和
２
年
度
社
会
福
祉
推
進
事

業
）
で

作
成

さ
れ

た
「

日
常

生
活
自

立

支
援
事
業

関
連

諸
制

度
と

の
役

割
分
担

チ
ェ

ッ
ク

シ
ー

ト
」

の
活
用

が
考

え
ら

れ
る

。
�
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�
�

入
所

手
続

支
援
等
各
種
の
生
活
支
援
サ
ー
ビ
ス

を
い

う
。
以
下
同
じ
。
）
、
公
的
な
機

関
や

民
間

事
業
者
の

本
来
の
業
務
に
付
随
し
た
身
寄

り
の
な
い
人
等
の
見
守
り
、
寄

付
等

を
活

用
し
た
福
祉
活
動
等

の
様
々
な
取
組
が
行

わ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
取
組

に
つ

い
て

は
、
公
的
な
制
度
の
隙
間
を
埋
め
る
も
の
や
公
的
な
制
度
利
用
の
入
口
と

し
て

効
果

的
で
あ
る
と
の
指
摘
が
あ
る
一
方
、
一
部
の
事
業
者
に
つ
い
て
は
運
営
方

法
が

不
透

明
で
あ
る
な
ど
の
課
題
も
指
摘
さ
れ
て
い

る
。

�

・
�
そ
の
た
め
、
国
は
、
公
的
な
機
関
、
民
間
事
業
者
や
当
事
者
団
体
等
の
多
様
な
主
体

に
よ
る
生
活
支
援
等
の
サ
ー
ビ
ス
が
、
本
人
の
権
利
擁
護
支
援
と
し
て
展
開
さ
れ
る
よ

う
、
意
思
決
定
支
援
等
を
確
保
し
な
が
ら
取
組
を
拡
げ
る
た
め
の
方
策
を
検
討
す
る
。�

・
�
そ

の
際

、
身
寄
り
の

な
い
人
も
含
め

、
誰
も
が
安
心
し
て
生
活
支
援
等
の
サ
ー
ビ

ス
を

利
用

す
る

こ
と

が
で

き
る

よ
う

、
運

営
の

透
明

性
や

信
頼

性
の

確
保

の
方

策
、

地
域

連
携

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
等
と
の
連
携
の
方
策

に
つ

い
て
も
検
討
す
る
。

�

・
�

生
活

支
援

等
の

サ
ー

ビ
ス

の
提

供
に

お
け

る
意

思
決

定
支

援
等

の
確

保
の

検
討

�

の
際

に
は

、
意
思
決
定
支
援
の

取
組
の
推
進

に
お
い
て
市
民
後
見
人
の
果
た
し
て
き

た
役

割
が

大
き

い
こ

と
、

ピ
ア

サ
ポ

ー
ト

の
支

援
が

効
果

的
で

あ
る

こ
と

に
鑑

み
、

市
民

後
見

人
養

成
研

修
の

修
了

者
や

障
害

の
あ

る
当

事
者

等
の

参
画

方
策

の
検

討

を
進

め
る

。
加
え
て
、
こ
れ
ら
の

人
が
、
必
要
に
応
じ
て
専
門
職
等
の
支
援
等
を
受

け
な

が
ら

意
思
決
定
支
援
を
行
う
方
策
を
、
市
町
村
の
関
与
の
あ
り
方
も
含
め
て
検

討
す

る
。

�

・
�
上

記
の

検
討
の
際
、
意
思
決
定
支
援
の
場
面
に
お

い
て
、
権
利
侵
害
や
法
的
課
題

を
発

見
し

た
場
合
、
専
門
職
等
が
必
要
な
支
援
を
助

言
・
実
施

す
る
こ
と

、
行
政
の

関
与

�
�
を

求
め

る
こ

と
、

専
門

職
に

よ
る

法
的

支
援

や
成

年
後

見
制
度

に
つ

な
ぐ
こ

と
な

ど
、
司

法
に
よ
る
権
利
擁
護
支
援
を
身
近
な
も

の
と
す
る
方
策
に
つ
い
て
も
検

討
を

進
め

る
。

�

・
�
ま

た
、
サ
ー
ビ
ス
等
に
関
す
る
丁
寧
な
説
明
や
本
人

の
特
性
に
合
わ
せ
た
説
明
が

意
思

決
定

し
や
す
い
環
境
づ
く
り
に
寄
与
す
る
こ
と
に
鑑
み
、
公
的
な
機
関

及
び
民

間
事

業
者

に
は
、
合
理
的
配
慮
に
関
す
る
取
組
を
行
う
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。
国
及

び
地

方
公

共
団
体
は
、
こ
れ
ら
の
取
組
が
進
む
よ
う
、
関
係
者
に
理
解
を
促
す
取
組

を
進

め
て

い
く
。

�

・
�
身

寄
り

の
な
い
人

等
で
あ
っ
て
も
、
地
域
に
お
い

て
安
心
し
て
暮
ら
す
こ
と
が
で

き
る

よ
う

、
国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
身
元
保
証

人
・
身
元
引
受
人
等
が
い
な
い

こ
と

を
前

提
と
し
た
医
療
機
関
の
対
応
方
法

や
、
施
設
入
所
時
や
公
営
住
宅
入
居
時

に
身

元
保

証
人
や

連
帯
保
証
人
を
求
め
る
必
要
は
な

い
こ
と
な
ど

に
つ
い
て

、
事
業

者
等

に
理

解
を
促
す

取
組
な
ど
を
更
に
進
め
て
い
く

。
�

�
�
�
�
虐
待
対
応
や
消
費
者
被
害
へ
の
対
応
、
市
町
村
長
申
立
て
等
が
考

え
ら
れ
る
。
�

�
�
�

③
�
都

道
府
県

単
位

で
の

新
た

な
取
組

の
検

討

ア
�

寄
付
等

の
活
用

に
よ

る
多
様

な
主
体

の
参

画
の
検

討

・
�

法
人

後
見

を
実

施
し

て
い

る
団

体
等

は
、
支

援
の

具
体

的
な

実
践

や
課

題
、
解

決

策
に

つ
い

て
、
地

域
住

民
や

企
業

な
ど

広
く

地
域

社
会

に
周

知
し

て
資

金
を

調
達

す

る
こ

と
で

、
公

的
財

源
で
は

性
質

上
対
応

困
難

な
課
題

�
�
に

も
、
柔

軟
な

対
応

を
す

る
こ

と
が

可
能

と
な

る
。
ま

た
、
地

域
住

民
や

企
業

等
が

、
権

利
擁

護
支

援
の

実
践

へ
の

理
解

や
共

感
を

も
ち

、
寄

付
や

ボ
ラ

ン
テ

ィ
ア

活
動

な
ど

に
よ

り
、
権

利
擁

護

支
援

の
取

組
に

参
画

す
る

こ
と

は
、
地

域
に

お
け

る
権

利
擁

護
支

援
の

意
識

の
醸

成

に
つ

な
が

り
、

参
画

者
の

積
極

性
を

生
み

出
す

。
�

・
�

国
は

、
各

地
域
（

例
え

ば
、
都

道
府

県
単

位
）
で

、
こ

う
し

た
取

組
が

普
及

す
る

よ
う

、
必

要
な

方
策

を
検

討
す

る
。
そ

の
際

、
サ

ー
ビ

ス
提

供
者

が
サ

ー
ビ

ス
利

用

者
か

ら
直

接
寄

付
等

を
受

け
る

こ
と

は
利

益
相

反
の

お
そ

れ
が

あ
る

こ
と

か
ら

、
本

人
が

不
利

益
を

被
ら

な
い

よ
う

な
し

く
み

、
資

金
の

適
切

な
管

理
方

法
・
効

果
的

な

活
用

方
法

等
も

検
討

す
る

。
�

�

イ
�

公
的
な

関
与
に

よ
る

後
見
の

実
施
の

検
討

・
�

虐
待

等
の

支
援

困
難

な
事

案
に

つ
い

て
は

、
専

門
職

後
見

人
や

一
般

的
な

法
人

後

見
で

は
対

応
が

困
難

な
場

合
が

あ
る

と
指

摘
さ

れ
て

い
る

。
こ

う
し

た
場

合
で

も
、

尊
厳

の
あ

る
本

人
ら

し
い

生
活

を
安

定
的

に
支

え
る

こ
と

が
で

き
る

よ
う

、
国

は
、

こ
の

よ
う

な
事

案
を

受
任

す
る

法
人

が
都

道
府

県
等

の
適

切
な

関
与

を
受

け
つ

つ

後
見

業
務

を
実

施
で

き
る

よ
う

、
法

人
の

確
保

の
方

策
等

を
含

め
検

討
す

る
。

�

�
�
�
�
例
え
ば

、
あ

ら
か

じ
め

予
算

上
の
措

置
が

さ
れ

て
い

な
い

、
又
は

予
算

上
の

措
置

が
困

難
な
課

題
な

ど
が
考
え

ら
れ

る
。
�
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�
�
�

２
�

尊
厳

の
あ

る
本

人
ら
し

い
生

活
を

継
続

す
る
た

め
の

成
年
後

見
制
度

の
運
用

改
善

等

（
１
）

本
人

の
特

性
に

応
じ

た
意

思
決

定
支
援

と
そ
の

浸
透

�

意
思

決
定

支
援

は
権
利
擁
護
支
援
の
重
要
な
要
素
で
あ

る
た
め
、
意
思
決
定
支
援
の
理

念
が

地
域

に
浸

透
す
る
こ
と
に
よ
り
、
成
年
後
見
制
度
を
含
む
必
要
な
支
援
に

、
適

時
・

適
切

に
つ

な
ぐ

こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る

ほ
か
、
尊

厳
の
あ
る
本
人
ら
し
い
生
活
を
継

続
す

る
こ

と
が

で
き
る
社
会
の
実
現
に
も
適
う
こ
と
に
な

る
。

�

後
見

人
等

は
、

民
法
（
明
治

�
�
年
法
律
第

�
�
号
）
第

�
�
�
条
等
の
趣
旨
に
基
づ
き
、

障
害

特
性

や
本

人
の
状
況
等

を
十
分
に
踏
ま
え
た
上
で
、
本
人
の
意
思
の
尊
重
を
図
り
つ

つ
、
身

上
に

配
慮

し
た
後

見
事
務
を
行
う
必
要
が
あ

る
。
こ
れ
に
加
え
て
、
後

見
人
等
が

本
人

を
代

理
し

て
法
律
行
為
を
す
る
場
合
、
本
人
の
意
思
決
定
支
援
の
観
点
か
ら

も
、
本

人
の

自
己

決
定

権
を
尊
重
し
、
法
律
行
為
の
内
容
に

本
人

の
意
思
及
び
選
好
（
本
人
に
よ

る
意

思
決

定
の

土
台
と

な
る

本
人
の

生
活

上
の
好

き
嫌

い
を
い

う
。

以
下
同

じ
。
）

や
価

値
観

を
適

切
に

反
映

さ
せ
る
必
要
が
あ
る
。

�

後
見

人
等

が
意

思
決
定
支
援
を
踏
ま
え
た
後
見
事
務
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
日
常
的

に
本

人
へ

の
支

援
を
行
う
様
々
な
関
係
者
が

、
チ
ー
ム
と

な
っ
て
意
思
決
定
支
援
の
考
え

方
を

理
解

し
、
実
践
す
る

こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
ま

た
、
家
庭
裁
判
所
職
員
に

お
け
る
意

思
決

定
支

援
に

つ
い
て

の
理

解
と
、

意
思

決
定
支

援
を

踏
ま
え

た
対

応
も
重

要
で

あ
る
。
�

そ
の

た
め

、
以

下
の
取
組
を
行
う
必
要
が
あ
る
。

�

�

①
�

成
年
後

見
制

度
の
利

用
促

進
に
お

け
る
意

思
決

定
支

援
の
浸
透

�

・
�
都

道
府

県
等

に
は
、
専
門
職
団
体
の
協
力
も
得
て
、
親
族
後
見
人
や
市
民
後
見
人
等

、

日
常

生
活

自
立

支
援
事
業

の
関
係
者

及
び

市
町
村
・

中
核
機
関

�
�
の
職

員
に
対

し
て
、

意
思

決
定

支
援

に
係
る
研
修
等
を
継
続
的
に
行
う
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。

�

・
�
国

は
、
都

道
府
県
で
意
思
決
定
支
援
の
指
導
者
と
な
り
得
る
人
材
を
育
成
す
る
た
め
、

引
き

続
き

、
「

意
思
決

定
支

援
を
踏

ま
え

た
後
見

事
務

の
ガ
イ

ド
ラ

イ
ン
」

に
関

す
る

研
修

を
実

施
す

る
と
と
も
に
、
成
年
後
見
制
度
利
用
促

進
ポ
ー
タ
ル
サ
イ
ト
で
意
思
決

定
支

援
に

関
す

る
最
新
の
情
報
や
知
見
を
紹
介
す
る
な
ど
の
取
組
を
行
う
。
ま
た
、
国

は
、
互

助
・
福

祉
・
司
法
の
支
援
を
効
果
的
に
行
う
た

め
、
権
利
擁
護
支
援
・
意
思
決

定
支

援
に

関
す

る
専
門

職
の
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
の
育
成
を
行
う
ほ
か
、
地
方
公
共
団
体
に

お
け

る
専

門
的

助
言
に

つ
い

て
の

オ
ン
ラ

イ
ン
の

し
く

み
の
活

用
支

援
な
ど

を
行

う
。�

・
�
専

門
職

団
体
は
、
４
（

２
）
④
の
と
お
り
、
専
門
職
に

対
す
る
研
修
等
を
実
施
す
る
。

�

・
�
「

意
思

決
定

支
援
を

踏
ま
え
た
後
見
事
務
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
の
普
及
・
啓
発
に
当

た
っ

て
は

、
同
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
が
示
す
原
則
的
な
考
え
方
や

本
人
を
支
援
す
る
関
係
者

に
よ

っ
て

構
成
さ
れ
る

チ
ー
ム
に
よ
る
支
援
の
重
要
性

の
ほ
か
、
本
人
の
意
思
及
び
選

�
�
�
�
中
核
機
関
に
つ
い
て
は
、
３
（
１
）
②
ウ
参
照
。
�

�

�
�
�

好
や

価
値

観
を

記
録

し
関

係
者

が
確

認
で

き
る

し
く

み
の

紹
介

な
ど

の
実

践
に

つ
な

が
る

普
及

・
啓

発
を

併
せ

て
行

う
こ

と
に

留
意

す
る

必
要

が
あ

る
。

�

�

②
�
様

々
な
分

野
に

お
け

る
意

思
決
定

支
援

の
浸
透

・
�

「
障

害
福

祉
サ
ー

ビ
ス

等
の
提

供
に

係
る
意

思
決

定
支
援

ガ
イ

ド
ラ
イ

ン
」
（

平
成

�
�
年

３
月

�
�
日

厚
生

労
働

省
）
、「

認
知

症
の

人
の

日
常

生
活
・
社

会
生

活
に

お
け

る

意
思

決
定

支
援

ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

」（
平

成
�
�
年

６
月

厚
生

労
働

省
）
、「

身
寄

り
が

な
い

人
の

入
院

及
び

医
療

に
係

る
意

思
決

定
が

困
難

な
人

へ
の

支
援

に
関

す
る

ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

」
（

令
和

元
年
５

月
「

医
療
現

場
に

お
け
る

成
年

後
見
制

度
へ

の
理
解

及
び

病
院

が
身

元
保

証
人

に
求
め

る
役

割
等
の

実
態

把
握
に

関
す

る
研
究

」
班

）
等
に

つ
い

て
、

引
き

続
き

研
修

等
で

活
用

す
る

な
ど

、
幅

広
い

関
係

者
に

普
及
・
啓

発
を

行
っ

て
い

く

必
要

が
あ

る
�
�
。

�

・
�

国
は

、
関

係
者
等

に
お

け
る
各

ガ
イ

ド
ラ
イ

ン
の

理
解
状

況
等

を
把
握

し
た

上
で
、

各
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
に

共
通

す
る

基
本

的
な

意
思

決
定

支
援

の
考

え
方

に
つ

い
て

の
議

論
を

進
め

、
そ

の
結

果
を

整
理

し
た

資
料

を
作

成
す

る
。
そ

の
上

で
、
国

や
、
地

方
公

共
団

体
を

始
め

と
す

る
地

域
連

携
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
の

関
係

者
は

、
意

思
決

定
支

援
の

取

組
が

、
保

健
、
医

療
、
福
祉

、
介

護
、
金

融
等

の
幅
広

い
関

係
者

や
地

域
住

民
に

浸
透

す
る

よ
う

、
意

思
決

定
支

援
の

考
え

方
を

整
理

し
た

当
該

資
料

等
も

活
用

し
、
研

修
等

を
通

じ
て

継
続

的
に

普
及

・
啓

発
を

行
う

必
要

が
あ

る
。

�

・
�
地

域
住

民
へ

の
意

思
決

定
支

援
の

浸
透

に
お

い
て

は
、
市

民
後

見
人

の
果

た
す

役
割

も
大

き
い

。
し

た
が

っ
て

、
国

は
、
市

民
後

見
人

養
成

研
修

修
了

者
が

、
地

域
で

行
わ

れ
て

い
る

身
寄

り
の

な
い

人
等

へ
の

生
活

支
援

等
の

サ
ー

ビ
ス

提
供

の
際

に
行

わ
れ

る
意

思
決

定
支

援
に

参
画

で
き

る
方

策
を

検
討

す
る

。
�

・
�
意

思
決

定
支

援
を

踏
ま

え
た

支
援

が
適

切
に

実
施

さ
れ

る
た

め
に

は
、
継

続
的

な
取

組
や

定
期

的
な

見
直

し
が

必
要

で
あ

る
。
国

は
、
関

係
者

に
お

け
る

意
思

決
定

支
援

の

取
組

状
況

や
課

題
を

踏
ま

え
、
必

要
に

応
じ

て
、
医

療
、
福

祉
、
介

護
等

の
幅

広
い

関

係
者

に
よ

る
支

援
が

適
切

に
実

践
さ

れ
る

方
策

を
検

討
す

る
。

�

・
�

家
庭

裁
判

所
に

お
い

て
も

、
意

思
決

定
支

援
に

対
す

る
理

解
が

進
む

こ
と

や
、
意

思

決
定

支
援

を
踏

ま
え

た
対

応
が

図
ら

れ
る

こ
と

が
期

待
さ

れ
る

。
最

高
裁

判
所

に
お

い

て
は

、
家

庭
裁

判
所

の
職

員
に

意
思

決
定

支
援

の
理

念
が

浸
透

す
る

よ
う

、
研

修
を

実

施
す

る
な

ど
、
「

意
思

決
定

支
援
を

踏
ま

え
た
後

見
事

務
の
ガ

イ
ド

ラ
イ
ン

」
を

踏
ま

�
�
�
�
普
及
・
啓

発
の
一

環
と

し
て

、
必

要
に

応
じ
て
、
具
体
的

な
実
務

に
関

す
る

普
及
・
啓

発
に
取

り
組
む

こ
と
も
重

要
で

あ
る

。
例

え
ば

、
予

防
接

種
に
つ

い
て

も
、
意
思

決
定

支
援
の

考
え

方
等

を
踏
ま

え
、
本

人
へ
の
丁

寧
な

説
明

、
本

人
の

意
思
の

確
認

、
本

人
に

よ
る

署
名
又

は
代

筆
が

原
則

と
な

る
が
、
接
種
に

関
す
る
本

人
の

意
思

確
認

が
困

難
な
場

合
に

は
、
本
人
の
そ
れ

ま
で

の
意
思
、
生
活
歴
、
選
好

、
本

人
に

と
っ
て
の
最
善
の
方
針
が

何
か

を
踏
ま

え
た

上
で

、
家

族
、
医
療
・
ケ

ア
の

チ
ー

ム
、
成
年

後
見
人

等
で

相
談
し
な

が
ら

判
断

す
る

必
要

が
あ
る

。
�
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�
�
�

え
た

必
要

な
対

応
を
図
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。

�

� （
２
）

適
切

な
後

見
人

等
の

選
任

・
交

代
の
推

進
等

�

�
全

国
ど

の
地

域
に
お
い
て
も
、
成
年
後
見
制
度

の
利
用
を
必
要
と
す
る
人
が
、
尊
厳

の

あ
る

本
人

ら
し

い
生
活
を
継
続
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
に
は
、
本
人
の
直
面
す
る
財
産

管
理

や
法

的
課

題
に
適
切
に
対
応
す
る
と
と
も
に
、
本
人
の
自
己
決
定
権
を
尊
重

し
、
身

上
に

配
慮

し
た

後
見
事
務
を
適
切

に
行
う
後
見
人
等
が
選
任
さ
れ

る
必
要
が
あ
る
。
ま
た
、

本
人

の
状

況
の

変
化

等
を
踏
ま
え
、
後
見
人
等
の

柔
軟
な
交
代
が
行
わ
れ
る

こ
と
を
可
能

と
す

る
必

要
が

あ
る
。
さ
ら
に
、
適
切
な
後
見
人
等
の
選

任
・
交
代
は
、
本
人
が
納
得
し

た
上

で
、
後

見
人
等
に
対
し
て
適
切
な
報
酬
が
支
払
わ
れ

る
こ
と

に
も
関
係

す
る
も
の
と

考
え

ら
れ

る
。

�

�
そ

の
た

め
、
後
見
人
等

の
選
任
・
交
代

や
報
酬

等
の
あ
り
方
な
ど
に
つ
い
て
、
以
下
の

取
組

を
行

う
。
な
お
、
以

下
の
取
組
の

中
に
は
、
地

域
の

連
携
協
力
体
制

が
そ
の
基
盤
と

な
る

も
の

が
あ

り
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
３
の
「

権
利
擁
護
支
援
の
地
域
連
携
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
づ

く
り

」
に

記
載
し
て
い
る
。

�

�

①
�

家
庭
裁

判
所

に
よ

る
適

切
な

後
見

人
等

の
選
任
・

交
代

の
推
進

�
家

庭
裁

判
所
は
、
本
人
の
自
己
決
定
権
の
尊
重
や
身

上
保
護
の
充
実
と
い
っ
た

第
一

期
計

画
の

方
針

を
踏
ま
え
、
自
主
的
な
努
力
の
積
み
重
ね
で

、
親
族
後
見
人
の
選
任
の

推
進

な
ど

一
定
の
成
果
を
出
し
て
き
た
。
裁
判
事
項
に

つ
い
て
は
、
裁
判
所

が
個
々
の

事
案

に
応

じ
て
独
立
し
て
職
権
を
行
使
す
る
性
質
で
あ

る
も
の
の
、
各
家
庭
裁
判
所

に

は
、
こ

う
し

た
成
果
も
踏
ま
え

な
が
ら
、
事
案
や
場
面
に
応
じ
た
適
切
な
対
応
が
で
き

る
よ

う
、
以

下
の
取
組
や
権
利
擁
護
支
援
に
関
す
る
研
修
の
実
施
を
含
め
、
引
き
続
き

努
力

す
る

こ
と

が
期
待
さ
れ
る
。

�

な
お

、
苦

情
等
へ
の
対
応

に
つ
い
て
は
、

②
に
記
載

し
て
い
る
。
�

・
�
市

民
後

見
人
・
親
族
後
見
人
等
の
候
補
者
が
い
る
場
合
は
、
そ
の
選
任
の
適
否
を
検

討
し

、
本

人
の

ニ
ー
ズ
・
課
題
に
対
応
で
き
る
と
考
え

ら
れ
る
と
き
は
、
そ
の

候
補
者

を
選

任
す

る
。
親
族
後
見
人
か
ら
相
談
を
受
け
る
し
く
み
が

地
域
で
十
分

に
整
備
さ
れ

て
い

な
い

場
合
は
、
専
門
職

監
督
人
に
よ
る
支
援
を
検
討
す
る
。

�

・
�
必

要
に

応
じ

た
複
数
選
任
や
、
本
人
の
ニ
ー
ズ
・
課

題
や
状
況
の
変
化
等
に
応
じ

た

柔
軟

な
後

見
人

等
の
交
代
や
追
加
選
任
を
行
う
。

�

・
�
補

助
の

開
始

、
代
理

権
・
同
意
権
付
与

や
、
保

佐
の
代
理
権
付
与

の
審
判
の
際

、
そ

の
必

要
性

に
つ

い
て
も

適
切
に
審
査
す
る
。
そ
の
際
、
意
思
決
定
支
援
に

基
づ
く
本
人

に
よ

る
意

思
決
定
の
可
能
性
も
適
切
に
考
慮
す
る
。

�

・
�

後
見

類
型

に
つ
い

て
も

、
代
理

権
行

使
の
必

要
性

が
低
下

し
た

場
合
、

中
核

機
関
、

専
門

職
団

体
、
日
常
生
活
自
立
支
援
事
業
の
実
施
団
体

等
と
連
携
し
、
市
民
後
見
人
等

�
�
�

へ
の

交
代

や
同

事
業

の
併

用
な

ど
に

よ
り

、
意

思
決

定
支

援
の

観
点

を
重

視
す

る
。

�

・
�
上

記
の

よ
う

な
運

用
が

適
切

に
行

わ
れ

る
よ

う
に

す
る

た
め

、
後

見
等

の
開

始
の

審

判
時

に
、
後

見
人

等
の

職
務

に
関

す
る

見
直

し
の

時
期
・
観

点
に

つ
い

て
関

係
者

間
で

認
識

を
共

有
し

、
そ

の
後

の
状

況
を

踏
ま

え
、
本

人
の

ニ
ー

ズ
・
課

題
の

状
況

や
後
見

人
等

の
適

性
を

定
期

的
に

再
評

価
す

る
。

�

� ②
�
後

見
人
等

に
関

す
る

苦
情

等
へ

の
適

切
な

対
応

ア
�

基
本

方
針

（
ア

）
後

見
人

等
に

関
す

る
苦

情
等

に
は

、
後

見
人

等
の

不
適

正
・
不

適
切

な
職

務
に

関
す

る
も

の
だ

け
で

な
く

、
後

見
人

等
が

本
人
・
親

族
等

や
支

援
者

の
意

向
等

に

沿
わ

な
い

こ
と

へ
の

不
満

、
本

人
・
親

族
等

が
成

年
後

見
制

度
・
実

務
へ

の
十

分

な
理

解
が

な
い

こ
と

、
本

人
や

支
援

者
と

の
コ

ミ
ュ

ニ
ケ

ー
シ

ョ
ン

不
足

に
よ

っ

て
生

じ
る

意
見

の
食

い
違

い
な

ど
様

々
な

も
の

が
あ

る
。

�

そ
の

た
め

、
ま

ず
は

、
成

年
後

見
制

度
等

に
関

す
る

広
報

や
事

前
の

説
明

に
よ

り
、

本
人

や
関

係
者

の
制

度
に

関
す

る
理

解
を

促
進

す
る

こ
と

が
重

要
で

あ
る

。
�

（
イ

）
そ

の
上

で
、
以
下
の

役
割

を
基

本
と

し
て

、
苦

情
等

に
適

切
に

対
応

で
き

る
し

く
み

を
地

域
の

実
情

に
応

じ
て

整
備

し
て

い
く

必
要

が
あ

る
。

�

・
�

家
庭

裁
判

所
に

は
、
後

見
監

督
の

一
環

と
し

て
、
後

見
人

等
が

本
人

の
た

め
に

そ
の

職
務

を
適

切
に

行
う

よ
う

、
そ

の
職

務
全

般
（

財
産

管
理

、
身

上
保

護
、
意

思
決

定
支

援
の

ほ
か

、
報

告
書

作
成

等
の

後
見

事
務

）
に

つ
い

て
、
司

法
機

関
の

立
場

か
ら

適
切

な
助

言
・

指
導

を
行

う
こ

と
が

予
定

さ
れ

て
い

る
。

そ
の

た
め

、

家
庭

裁
判

所
に

は
、
不

適
正
・
不

適
切

な
後

見
事

務
に

関
す

る
苦

情
等

に
つ

い
て

、

司
法

機
関

の
立

場
か

ら
、
専

門
職

団
体

や
市

町
村
・
中

核
機

関
と

連
携

し
て

対
応

す
る

こ
と

が
期

待
さ

れ
る

。
�

・
�

専
門

職
団

体
に

は
、
当

該
団

体
に

所
属

す
る

専
門

職
後

見
人

等
に

関
す

る
苦

情

等
に

つ
い

て
、
家

庭
裁

判
所

な
ど

と
連

携
し

、
そ

の
解

決
に

向
け

て
適

切
に

対
応

す
る

こ
と

が
期

待
さ

れ
る

。
ま

た
、
そ

の
た

め
の

団
体

内
の

し
く

み
の

検
討

を
進

め
る

こ
と

が
期

待
さ

れ
る

。
�

・
�

市
町

村
・

中
核

機
関

は
、

身
上

保
護

に
関

す
る

支
援

へ
の

苦
情

等
に

つ
い

て
、

そ
の

解
決

に
向

け
て

関
係

者
と

連
携

し
た

対
応
（

福
祉

、
医

療
等

の
サ

ー
ビ

ス
の

調
整

を
含

む
。
）
を

行
う

。
さ

ら
に

、
必

要
に

応
じ

て
、
専

門
職

団
体

と
連

携
し

て

対
応

す
る

ほ
か

、
不

適
正
・
不

適
切

な
事

案
に

つ
い

て
は

家
庭

裁
判

所
に

連
絡

す

る
。

�

・
�

都
道

府
県

に
は

、
国

が
都

道
府

県
に

お
け

る
権

利
擁

護
支

援
等

の
助

言
の

担
い

手
と

し
て

養
成

す
る

専
門

ア
ド

バ
イ

ザ
ー

を
活

用
し

た
市

町
村

支
援

等
の

対
応

を
検

討
す

る
こ

と
が

期
待

さ
れ

る
。

�

- 13 -- 13 -



�
�
�

� イ
�

具
体

的
な

取
組

・
�

後
見

人
等

に
関

す
る

苦
情

等
を

把
握

し
た

機
関

（
家

庭
裁

判
所

、
専

門
職

団
体
、

市
町

村
・
中
核
機
関

な
ど
）
は
、
苦
情
等
に
関
す
る
事

情
を
十
分
に
聴
取
・
確
認
し
、

本
人

の
権

利
・
利
益
の
観
点
か
ら
、
苦
情
と
し
て
具

体
的
な
対
応
を
必
要

と
す
る
も

の
か

ど
う

か
を
検
討
す
る

。
そ
の
上
で
、
具
体
的
な

対
応

が
必
要
と
判
断
し
た
場
合
、

上
記

ア
（

イ
）
の
役
割
や
各
地
域
に
お
け
る
対
応
体

制
の
実

情
な
ど
を
踏
ま
え
、
自

ら
が

主
体

と
な
っ
て
調
整

す
べ
き
も
の
か
ど
う
か

を
検
討
す
る
。
検
討
の
結
果
、
他

の
機

関
が

調
整
す
る
こ
と
が
適
当
な
事
案
の

場
合
は

、
適
切
な
機
関
等
に
対
応
を

引

き
継

ぐ
。

�

・
�
家

庭
裁

判
所

に
は
、
後
見
人
等
に
関
す
る

苦
情
等
が
あ
る
事
案
（
解
任
事
由
が
な

い
場

合
を

含
む
。
）
に
つ
い
て
、
家
庭
裁
判
所
、
専
門

職
団
体
、
市
町
村
・
中
核
機
関

等
が

適
切

に
連
携
す
る
こ
と
に
よ
り
、
本
人
の
ニ
ー
ズ
と
後
見
人
等
の
適
格
性
を
評

価
し

、
必

要
性
が
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
後
見
人
等
の
追
加
選
任
や
交
代
を
実
現

で
き

る
よ

う
努
力
す
る

こ
と
が
期
待
さ
れ
る

。
な
お

、
専
門
家
会
議
に
お
い
て
、
家

庭
裁

判
所

に
は
、
専
門
職
団
体
に
対
し
て
専
門
職
後
見
人
の
不
正
の
防
止
・
早
期
発

見
に

向
け

た
適

切
な

情
報

提
供

を
す

る
こ

と
が

求
め

ら
れ

る
と

の
意

見
も

あ
っ

た
。�

ま
た

、
専

門
家
会
議
に
お
い
て
は

、
家
庭
裁
判
所

が
、
必
要
に
応
じ
、
家
事
事

件

手
続

規
則
（

平
成

�
�
年
最
高
裁
判
所
規
則
第
８
号
）
に
基
づ
く
後
見
人
等
へ
の

指
示

（
例

え
ば

、
後
見
人
等
が
身
上
保
護
に
関
す
る
事
務

や
意
思
決
定
支
援
を
行
う
に
当

た
り

、
本

人
の
意
向
を
尊
重
す
る
旨
の
指
示
や
、
本

人
の
支
援
方
針
を
検
討
す
る
ケ

ー
ス

会
議

等
に
出
席
す
る
旨
の
指
示
）
や
、
家
庭
裁
判
所
調
査
官
に
よ
る
調
査
等
を

適
切

に
活

用
す
る

こ
と
が
期
待
さ
れ
る

と
の
意
見
も
あ
っ
た
。
�

�

③
�

適
切

な
報

酬
の

算
定
に

向
け

た
検
討

及
び

報
酬
助

成
の

推
進

等

�
�

後
見

人
等

の
報
酬
の
あ
り
方
は
、
後
見
人
等
が
選
任

さ
れ
る
際
に
期
待

さ
れ
た
役
割

を
後

見
人

等
が
ど
の
よ
う
に
果
た
し
た
か
と
い
う
評
価

の
問
題
で
あ
り
、
後
見
人
等
の

選
任

の
あ

り
方
と
も
密
接
に
関
係
す
る
こ
と
か
ら
、
適

切
な
後
見
人
等
の
選
任
・
交
代

の
あ

り
方

と
併
せ
て
検
討
さ
れ
た
。
ま
た
、
全
国
ど

の
地
域
に
お
い
て
も
、
本

人
の
所

得
や

資
産

の
多

寡
に
か
か
わ
ら
ず
、
成
年
後
見
制
度
を

適
切
に
利
用
で
き
る
よ
う
に
す

る
こ

と
が

重
要

で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
後
見
人
等
の

適
切
な
報
酬
の
算
定

に
向
け
た
検

討
と

申
立

費
用
・
報
酬
の
助
成
制
度
の
推
進
等
に
つ
い
て

は
、
併
せ
て

検
討
さ
れ
る
必

要
が

あ
る

。
�

な
お

、
後

見
人
等
に
対
し
て
適
切
な
報
酬
が
支
払
わ

れ
る

か
は
、
後
見
人
等
の

担
い

手
の

確
保

と
も

密
接
に
関
連
す
る
こ
と
か
ら
、
担
い
手
の
確
保

に
つ
い
て
も

併
せ
て
推

進
す

る
必

要
が

あ
り
、
そ
の
方
策

を
４
（
２
）

に
記
載
し
て
い
る
。
�

�
�
�

ア
�

適
切
な

報
酬
の

算
定

に
向
け

た
検
討

・
�

後
見

人
等

の
適

切
な

報
酬

の
算

定
に

つ
い

て
は

、
最

高
裁

判
所

及
び

各
家

庭
裁

判

所
に

お
い

て
、
当

事
者

団
体

や
専

門
職

団
体

の
意

見
も

踏
ま

え
、
後

見
人

等
の

事
務

の
内

容
や

負
担

の
程

度
、
報

酬
額

の
予

測
可

能
性

の
確

保
の

観
点

の
ほ

か
、
後

見
人

等
の

報
告

事
務

の
負

担
に

も
配

慮
す

る
観

点
か

ら
検

討
が

進
め

ら
れ

て
い

る
。
そ

し

て
、

財
産

管
理

事
務

の
み

な
ら

ず
、

身
上

保
護

事
務

に
つ

い
て

も
適

切
に

評
価

し
、

後
見

人
等

が
実

際
に

行
っ

た
事

務
の

内
容

や
負

担
等

に
応

じ
て

報
酬

を
算

定
す

る

と
い

う
方

向
性

�
�
に

つ
い

て
、

最
高

裁
判
所

か
ら

、
適
時

に
専

門
家
会

議
に

報
告

さ

れ
て

き
て

い
る

。
専

門
家

会
議

で
は

、
本

人
へ

の
丁

寧
な

面
談

や
ケ

ア
会

議
な

ど
へ

の
出

席
と

い
っ

た
日

常
的

な
関

わ
り

に
応

え
る

報
酬

設
定

と
す

る
こ

と
が

望
ま

し

い
、
専

門
職

後
見

人
に

は
専

門
性

に
応

じ
た

適
切

な
報

酬
が

支
払

わ
れ

る
べ

き
、
後

見
人

等
の

質
（

地
方

公
共

団
体

や
専

門
職

団
体

等
に

よ
る

能
力

向
上

の
た

め
の

研
修

の
受

講
の

有
無

）
、
属

性
（

専
門

職
か

否
か

）
、
本

人
の

財
産

の
多

寡
、
地

域
の

状
況

も
適

切
に

評
価

す
べ

き
な

ど
の

指
摘

や
、
実

態
の

把
握

を
適

切
に

行
う

べ
き

な
ど

の

意
見

が
あ

っ
た

。
�

・
�

現
行

制
度

に
お

い
て

報
酬

付
与

は
裁

判
事

項
で

あ
る

も
の

の
、
最

高
裁

判
所

及
び

各
家

庭
裁

判
所

に
は

、
報

酬
の

算
定

に
つ

い
て

の
上

記
の

よ
う

な
指

摘
も

踏
ま

え
、

利
用

者
に

と
っ

て
の

予
測

可
能

性
を

で
き

る
限

り
確

保
し

得
る

形
で

、
考

え
方

を
早

期
に

整
理

す
る

こ
と

が
期

待
さ

れ
る

。
�

�

イ
�

成
年
後

見
制
度

利
用

支
援
事

業
の

推
進

等

・
�

低
所

得
の

高
齢

者
・
障

害
者

に
対

し
て

申
立

費
用

や
報

酬
を

助
成

す
る

成
年

後
見

制
度

利
用

支
援

事
業

に
つ

い
て

は
、
市

町
村

に
よ

り
実

施
状

況
が

異
な

り
、
後

見
人

等
が

報
酬

を
受

け
取

る
こ

と
が

で
き

な
い

事
案

が
相

当
数

あ
る

と
の

指
摘

が
さ

れ

て
い

る
。

�

・
�

そ
の

た
め

、
全

国
ど

の
地

域
に

お
い

て
も

成
年

後
見

制
度

を
必

要
と

す
る

人
が

制

度
を

利
用

で
き

る
よ

う
、
市

町
村

に
は

、
同

事
業

の
対

象
と

し
て

、
広

く
低

所
得
者

を
含

め
る

こ
と

や
、
市

町
村

長
申

立
て

以
外

の
本

人
や

親
族

に
よ

る
申

立
て

の
場

合

の
申

立
費

用
及

び
報

酬
並

び
に

後
見

監
督

人
等

が
選

任
さ

れ
る

場
合

の
報

酬
も

含

め
る

こ
と

な
ど

、
同

事
業

の
実

施
内

容
を

早
期

に
検

討
す

る
こ

と
が

期
待

さ
れ

る
。�

・
�

国
は

、
上

記
の

観
点

か
ら

、
市

町
村

の
成

年
後

見
制

度
利

用
支

援
事

業
の

取
扱

い

の
実

態
把

握
に

努
め

、
同

事
業

を
全

国
で

適
切

に
実

施
す

る
た

め
に

参
考

と
な

る
留

�
�
�
�
「
成
年

後
見

制
度

利
用

促
進

基
本
計

画
に

係
る

中
間

検
証

報
告
書

」
の

１
（

２
）

ア
で

は
、「

報
酬

の
算
定
に

当
た

っ
て

は
・

・
・

財
産
管

理
事

務
の

み
な

ら
ず

身
上
保

護
事

務
に

つ
い

て
も

適
切
に

評
価

し
、
後
見

人
等

が
実

際
に

行
っ

た
事
務

の
内

容
や

負
担

等
に

見
合
う

報
酬

と
す

る
こ

と
・

・
・
が

望
ま

れ
る
。」

と
さ

れ
て

い
る

。
�
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�
�
�

意
点

を
示

す
な
ど
、
全
国
的
に
同
事
業
が
適
切
に
実
施
さ
れ
る
方
策
を

早
期
に
検
討

す
る

。
ま

た
、
上
記
ア
に

よ
り

早
期
に
考
え
方
が
整

理
さ
れ
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る

適
切

な
報

酬
の
算
定

に
向
け
た
検
討
と

併
せ
て
、
市

町
村
が
行
う
同

事
業
に
国
が
助

成
を

行
う

地
域
支
援
事
業

及
び
地
域
生
活
支
援
事
業
に
つ
い
て

も
、
必
要
な
見
直
し

を
含

め
た

対
応
を

早
期
に
検
討
す
る
。

�

・
�
国

は
、
被
後
見
人
等
を
当
事
者
と
す
る
民
事
裁
判
等
手
続
を
処
理
し
た
法
律
専
門

職
が

、
被

後
見
人
等
の
資
力
が
乏
し
い
た
め
に
報
酬

を
得
ら
れ
な
い
事
態
が
生
じ
て

い
る

と
の

指
摘
が
あ
る
こ
と
等
を
踏
ま
え
、
法
律
専

門
職
を
含
め
た

後
見
人
等
が
弁

護
士

又
は

司
法

書
士

に
民

事
裁

判
等

手
続

を
依

頼
し

た
場

合
に

適
切

に
民

事
法

律

扶
助

制
度

が
活
用
さ
れ
る
方
策
を
早
期
に
検
討
す
る
。

�

� ウ
�

成
年

後
見

制
度

の
見
直

し
に

向
け

た
検
討

に
併

せ
た

検
討

等

・
�
国

は
、
後

見
人
等
の
報
酬
の
決
定
に
つ
い
て
で
き

る
だ
け
予
測
可
能
性
の
高
い
制

度
に

す
べ

き
な
ど
と
い
っ
た
指
摘
が
あ
る
こ
と

等
を
踏
ま
え
、
成
年
後
見
制
度
の
見

直
し

に
向

け
た
検
討
の
際
、
報
酬
の
あ
り
方
に
つ
い

て
も
検
討
を
行
う
。
関
係
省
庁

は
、
成

年
後
見
制
度
を
必
要
と
す
る
人
が
適
切
に
制

度
を
利
用
で
き
る
よ
う
、
報
酬

の
あ

り
方

の
検
討
と
併
せ
て
、
報
酬
助
成

等
の
関
連
す
る
制
度
の
あ
り
方
に
つ
い
て

検
討

す
る

。
�

� ④
�

適
切
な

後
見

人
等
の

選
任

・
交
代

の
推
進

等
に

関
す

る
そ
の
他

の
取

組

ア
�

本
人

情
報

シ
ー

ト
の
活

用
の

推
進

�
本

人
情

報
シ
ー
ト
は
、
適
切
な
医
学
的
診
断

や
適
切
な
後
見
人
等

の
選
任
に
と
っ

て
有

益
で

あ
り
、
後
見
等
開
始
の
審
判

に
お
い
て
多
く
の
事
案
で
提
出
さ
れ
て
い
る
。

他
方

、
本

人
情
報
シ
ー
ト
が

、
裁
判
所
に
は
提
出
さ

れ
て
い
る
が
、
診
断
書
を
作
成

す
る

医
師

に
提
供
さ
れ
て
い
な
い
事
案
が
一
定

数
あ

る
こ
と
か
ら
、
家
庭
裁
判
所

に

は
、
専

門
職

団
体
や

市
町
村
・
中
核
機
関
等
と
も
連
携
し

、
作
成
さ
れ
た
本
人
情
報

シ
ー

ト
が

確
実
に
医
師
に
提
供
さ
れ
る
よ
う
、
申
立
人
に
対
す
る

わ
か
り
や
す
い
説

明
や

関
係

者
へ
の
更
な
る
周
知
な
ど

に
取
り
組
む
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。
ま
た
、
最

高
裁

判
所

に
は
、
本
人
情
報
シ
ー
ト
の

活
用
の
状
況
や
実
態
の
把
握
に
努
め

、
本

人

に
と

っ
て

適
切
な
後
見
人
等

の
選
任
・
交
代
が
促
進

さ
れ
る
よ
う
、
専
門
職
団
体
や

福
祉

関
係

者
�
�
等

の
関

係
者

と
連

携
し

、
本

人
情

報
シ

ー
ト

の
更

な
る

活
用

に
向

け

�
�
�
�
こ
こ
で
の
福
祉
関
係
者
と
は
、
「
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー
（
社
会
福
祉
士
、
精
神
保
健
福
祉
士
等
）

と
し
て
本
人
の
支
援
に
関
わ
っ
て
い
る
人
（
介
護
支
援
専
門
員
、
相

談
支
援
専
門
員
、
病
院
・
施
設
の

相
談
員
、
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
や
、
権
利
擁
護
支
援
セ
ン
タ
ー

の
職
員
等
）」

の
こ
と
を
い
う

（
「

成
年

後
見

制
度
に
お
け
る
診
断
書
作
成
�
本
人
情
報
シ
ー
ト
作
成
の
手
引
（
令
和
３
年

�
�
月
�最

高

裁
判
所
事
務
総
局
家
庭
局
）」

�
�
ペ
ー
ジ
を
参
照
し
た
。
）。

�

�
�
�

た
方

策
（

例
え

ば
、
申

立
後

の
本

人
情

報
シ

ー
ト

の
活

用
、「

意
思

決
定

支
援

を
踏

ま

え
た

後
見

事
務

の
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
」
の

様
式

等
の

併
用

）
を

検
討

す
る

こ
と

が
期

待

さ
れ

る
。

�

� イ
�

後
見
申

立
等
に

関
す

る
そ
の

他
の

取
組

�
最

高
裁

判
所

・
家

庭
裁

判
所

に
は

、
本

人
に

と
っ

て
適

切
な

後
見

人
等

の
選

任
・

交
代

が
推

進
さ

れ
る

と
と

も
に

、
申

立
人
・
後

見
人

等
の

事
務

負
担

の
軽

減
や

手
続

の
迅

速
化

に
も

資
す

る
よ

う
、
家

庭
裁

判
所

へ
の

後
見

等
開

始
の

審
判

の
申

立
て

や

後
見

事
務

の
報

告
に

関
す

る
書

類
な

ど
の

あ
り

方
を

含
め

、
必

要
な

方
策

を
検

討
す

る
こ

と
が

期
待

さ
れ

る
。

�

�

（
３
）

不
正
防

止
の

徹
底
と

利
用

し
や

す
さ
の

調
和

等

不
正

事
案

は
、
第

一
期

計
画

に
基

づ
く

取
組

に
よ

り
減

少
し

つ
つ

あ
る

が
、
成

年
後

見

制
度
を

よ
り

安
心

か
つ

安
全

な
制

度
と

す
る

た
め

、
引

き
続

き
不

正
防

止
の

取
組

が
重

要

で
あ

る
。
し

た
が

っ
て

、
監

督
機

能
の

充
実
・
強

化
が

必
要

で
あ

る
と

こ
ろ

、
家

庭
裁

判

所
の

み
な

ら
ず

関
係

機
関
・
関

係
団

体
は

、
不

正
事

案
の

発
生

を
未

然
に

抑
止

す
る

た
め

の
方

策
を

推
進

す
る

必
要

が
あ

る
。
そ

の
際

、
成

年
後

見
制

度
の

利
用

促
進

は
、
制

度
の

利
用

を
必

要
と

す
る

人
が

尊
厳

の
あ

る
本

人
ら

し
い

生
活

を
継

続
す

る
こ

と
が

で
き

る

よ
う
に

す
る

も
の

で
あ

る
こ

と
を

踏
ま

え
、
本

人
の

意
思

の
尊

重
や

利
用

し
や

す
さ

も
考

慮
し
て

進
め

る
必

要
が

あ
る

。
�

ま
た

、
利

用
者

が
安

心
し

て
成

年
後

見
制

度
を

利
用

で
き

る
よ

う
に

す
る

に
は

適
切

な

事
後
救

済
策

も
重

要
で

あ
り

、
そ

の
た

め
に

必
要

な
方

策
を

推
進

す
る

必
要

が
あ

る
。

�

な
お

、
任

意
後

見
制

度
に

お
け

る
不

正
防

止
に

つ
い

て
は

、
４
（

１
）
に

記
載

し
て

い

る
。
�

�

①
�
後

見
制
度

支
援

信
託

及
び

後
見
制

度
支

援
預
貯

金
の
普

及
等

�
�
後

見
制

度
支

援
信

託
及

び
後

見
制

度
支

援
預

貯
金

�
�
は

、
後

見
人

等
の

属
性

を
問

わ

ず
、
広

く
後

見
人

等
に

よ
る

不
正

防
止

に
有

用
で

あ
る

と
と

も
に

、
財

産
管

理
の

負
担

が
軽

減
さ

れ
る

こ
と

で
親

族
後

見
人

の
適

切
な

選
任

に
も

資
す

る
も

の
で

あ
る

。
ま

た
、

後
見

制
度

支
援

預
貯

金
に

は
、
身

近
な

金
融

機
関

で
も

導
入

が
比

較
的

容
易

で
あ

る
な

ど
の

メ
リ

ッ
ト

が
あ

る
。
一

方
、
そ

の
運

用
に

お
い

て
は

、
財

産
の

固
定

化
に

よ
っ
て

本
人

の
積

極
的

な
財

産
活

用
や

日
常

生
活

へ
の

柔
軟

な
対

応
に

支
障

が
生

じ
な

い
よ

う
留

意
が

必
要

で
あ

る
。

�

�
�
�

金
融
関

係
団

体
等

に
よ

る
「

成
年
後

見
に

お
け

る
預

貯
金

管
理
に

関
す

る
勉

強
会

フ
ォ

ロ
ー
ア

ッ
プ

会
議
」
に

お
い
て
、
令
和
３
年

�
�
月

、
保

佐
・

補
助

類
型
を

対
象
と

す
る

預
貯

金
管

理
の

し
く
み

に

関
す
る
方

向
性

が
と

り
ま

と
め

ら
れ
た

。
�
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�
�
�

�
�

金
融

機
関

に
は
、
必
要
に
応
じ
最
高
裁
判
所
や
関
係

省
庁
と
も
連
携
し
つ
つ
、
こ
れ

ら
の

し
く

み
の

導
入
や
改
善
を
図
る
こ
と
が
期
待
さ
れ

る
。
ま
た
、
利
用
者
の
立
場
か

ら
の

意
見

を
聴

く
場
を
設
け
る
な
ど
し
て
、
本
人
等
の
具
体
的
な
ニ
ー
ズ
や
利
用
者
側

か
ら

見
た

課
題

等
、
利
用
者
側
の
意
見
を
聴
取
す
る
こ

と
も
期
待
さ
れ
る
。

�

�
�

家
庭

裁
判

所
に
は
、
後
見
人
等
の
担
い
手
と
な
る
団

体
等
に
対
し
て
、
こ
れ
ら
の
し

く
み

を
導

入
し

て
い

る
金

融
機

関
に

関
し

て
把

握
し

て
い

る
情

報
を

適
切

に
提

供
す

る
こ

と
が

期
待
さ
れ
る
。

�

�
�

国
は

、
最

高
裁
判
所
と
連
携
し
、
金
融
機
関
に
お
け

る
自
主
的
取
組
等
や
専
門
職
団

体
等

に
お

け
る
対
応
強
化
策
の
検
討
の
状
況
を
踏
ま
え

、
必
要
に
応
じ
、
よ
り
効
率
的

な
不

正
防

止
の
た
め
の
方
策
を
検
討
す
る
。

�

� ②
�

家
庭
裁

判
所

の
適
切

な
監

督
に
向

け
た

取
組

�
�

最
高

裁
判

所
・
家
庭
裁
判
所

に
は
、
引
き
続
き
、
不

正
防
止
の
た
め
、
後
見
制
度
支

援
信

託
・
後

見
制
度

支
援
預
貯
金
や
後
見
監
督
人

等
の

活
用
が
難
し
い
親
族
後
見
人

等

の
事

案
を

含
め
、

適
切
な
監
督
に
向
け
た

取
組
を
す
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。

�

�

③
�

専
門
職

団
体

や
市
民

後
見

人
を

支
援

す
る

団
体
の

取
組

�
�

専
門

職
団

体
は
各
専
門
職
に
対
し
て
、
市
民
後
見
人

を
支
援
す
る
社
会
福
祉
協
議
会

等
の

団
体

は
各

市
民
後
見
人
に
対
し
て

、
そ
れ
ぞ
れ
後
見
事
務
に
お
け
る

不
正
防
止
の

取
組

を
受

任
前
・
養
成
の
段
階
か
ら
進
め
る

こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。
ま
た

、
後

見
事
務

に
つ

い
て

不
適

正
な
点
を
発
見
し
た
場
合
は
、
家
庭
裁

判
所
と
連
携
し
適
切
に
対
応
す

る
必

要
が

あ
る

。
�

� ④
�

地
域
連

携
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
に

よ
る
不

正
行

為
の
防

止
効

果

�
�

本
人

の
意

思
を
尊
重
し
つ
つ
、
後
見
人
等
に
よ
る
不

正
行
為
の
防
止
を
含
め
た
本
人

の
権

利
擁

護
を
よ
り
確
実
な
も
の
と
す
る
た
め

に
は
、
後
見
人
等
を
孤
立
さ
せ
な
い

よ

う
、

必
要

に
応

じ
た
支
援

の
下
、

権
利
擁
護

支
援

チ
ー

ム
�
�
の
一
員
と

し
て
後

見
人
等

が
職

務
を

行
う

こ
と
が
で
き
る

環
境
整
備
が
重
要
で
あ

る
。
し
た
が
っ
て

、
３
の
と
お

り
、
地

域
連

携
ネ
ッ
ト
ワ

ー
ク
づ
く
り
を
進
め
る
ほ
か

、
専
門
職
団
体
は
、
各

団
体
に

所
属

す
る

専
門

職
後
見
人
等
に
対
し
積
極
的
に
助
言

等
を
行
う
。
�

� ⑤
�

成
年
後

見
制

度
を
安

心
し

て
利
用

で
き
る

よ
う

に
す

る
た
め
の

更
な

る
検

討

・
�
利

用
者

が
安
心
し
て

成
年
後
見
制
度
を
利
用
で
き
る
よ
う
に
す
る
に
は
、
不
正
防
止

策
に

加
え

て
、
後
見
事
務
に
起
因
し
て
生
じ
た

損
害
を
補
償
す
る
保
険

な
ど
の
適
切
な

�
�
�
�
権
利
擁
護
支
援
チ
ー
ム
に
つ
い
て
は
、
３
（
１
）
②
ア
参
照

。
�

�
�
�

事
後

救
済

策
も

重
要

で
あ

る
。
そ

の
た

め
、
専

門
職

団
体

や
、
市

民
後

見
人

を
支

援
す

る
社

会
福

祉
協

議
会

等
の

団
体

に
は

、
保

険
会

社
と

も
連

携
し

、
後

見
人

等
の

故
意

に

よ
る

被
後

見
人

の
損

害
を

補
償

す
る

た
め

の
保

険
を

含
め

、
適

切
な

保
険

の
導

入
に

向

け
た

検
討

を
進

め
る

こ
と

が
期

待
さ

れ
る

。
�

・
�
そ

の
上

で
、
こ

う
し

た
保

険
の

導
入

状
況

や
成

年
後

見
制

度
の

見
直

し
の

検
討

状
況

な
ど

も
踏

ま
え

、
関

係
省

庁
、
最

高
裁

判
所

、
専

門
職

団
体

及
び

市
民

後
見

人
を

支
援

す
る

社
会

福
祉

協
議

会
等

の
団

体
は

、
保

険
会

社
と

も
連

携
し

、
必

要
に

応
じ

、
適

切

な
事

後
救

済
策

の
普

及
方

策
を

検
討

す
る

。
�

� （
４
）

各
種

手
続

に
お
け

る
後

見
事

務
の

円
滑

化
等

・
�

市
町

村
・
金

融
機

関
等

の
窓

口
に

お
い

て
、
成

年
後

見
制

度
の

利
用

者
�
�
が

、
成

年
後

見
制

度
を

利
用

し
た

こ
と

に
よ

っ
て

不
利

益
を

被
る

こ
と

の
な

い
よ

う
、

国
及

び
地

方

公
共

団
体

は
、

市
町

村
の

成
年

後
見

制
度

利
用

促
進

の
担

当
部

署
以

外
の

関
係

部
署

及

び
金

融
機

関
等

の
窓

口
担

当
者

に
対

し
て

、
同

制
度

の
理

解
の

促
進

を
図

る
必

要
が

あ

る
。
�

・
�

国
及

び
地

方
公

共
団

体
は

、
新

た
な

行
政

手
続

を
創

設
す

る
場

合
、
成

年
後

見
制

度
の

利
用

者
�
�
が

、
同

制
度
を

利
用

し
た

こ
と
に

よ
っ

て
不

利
益

を
被

る
こ

と
の

な
い
よ

う
、

適
切
に

対
応

す
る

必
要

が
あ

る
。
ま

た
、
国

及
び

地
方

公
共

団
体

は
、
行

政
手

続
の

デ
ジ

タ
ル
化

に
当

た
り

、
成

年
後

見
制

度
の

利
用

者
�
�
が

、
成

年
後

見
制

度
を

利
用

し
た

こ
と

に
よ

っ
て

、
同

制
度

以
外

の
代

理
人

に
よ

る
手

続
利

用
の

場
合

と
比

較
し

て
不

利
益

を

被
る
こ

と
の

な
い

よ
う

、
適

切
に

対
応

す
る

必
要

が
あ

る
。

�

・
�

金
融

機
関

に
は

、
本

人
以

外
か

ら
預

金
取

引
の

申
出

や
保

険
金

等
の

支
払

請
求

を
受

け
た

際
、

当
該

申
出

等
が

本
人

の
日

常
生

活
の

支
援

と
い

う
目

的
・

範
囲

に
照

ら
し

て

合
理

的
な

も
の

で
あ

る
か

ど
う

か
の

確
認

を
行

う
だ

け
で

な
く

、
本

人
の

権
利

擁
護

の

観
点

か
ら

、
本

人
に

と
っ

て
の

必
要

性
や

利
便

性
と

と
も

に
、

権
利

侵
害

の
防

止
も

重

視
し

て
対

応
す

る
こ

と
が

期
待

さ
れ

る
。
上

記
の

観
点

か
ら

、
国

は
、
金

融
機

関
に

対
し

て
、

成
年

後
見

制
度

や
権

利
擁

護
支

援
の

理
解

を
促

進
す

る
た

め
の

周
知

等
を

行
う

。
�

�
�
�
�
後
見
類

型
だ

け
で

な
く

、
補

助
・
保

佐
類

型
の

利
用

者
も

い
る
こ

と
に

留
意

す
る

必
要

が
あ
る

。
�

�
�
�
�
注
釈

�
�
参

照
�

�
�
�
�
注
釈

�
�
参

照
�
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�
�
�

３
�

権
利

擁
護

支
援

の
地

域
連

携
ネ
ッ

ト
ワ
ー

ク
づ
く

り

（
１
）

権
利
擁

護
支

援
の
地

域
連
携

ネ
ッ

ト
ワ
ー

ク
の

基
本
的

な
考

え
方

－
尊

厳
の

あ
る

本
人

ら
し

い
生
活

の
継
続

と
地

域
社

会
へ

の
参
加

－
�

①
�

地
域
連

携
ネ

ッ
ト
ワ

ー
ク

の
必
要

性
と
趣

旨

ア
�

地
域

連
携

ネ
ッ

ト
ワ
ー

ク
の

必
要

性

・
�
権

利
擁

護
支
援
を
必
要
と
し
て
い
る
人
は
、
判
断

能
力
等
の
状
態
や
取
り
巻
く
生

活
の

状
況

に
よ
り
、
そ
の
人
ら
し
く
日
常
生
活
を
送

る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
と

し
て

も
、
自
ら
助
け
を
求
め
る
こ
と
が
難
し
く
、
自
ら
の
権
利
が
侵
さ
れ
て
い
る
こ

と
に

気
づ

く
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
も
あ
る
。
そ
し

て
、
こ
う
し
た
状
況
は
、
全
国

ど
の

地
域

に
お
い
て
も
必
ず
起
こ
り
得
る
こ
と
で
あ

る
。

�

・
�
本

人
ら

し
い
生
活
を
継
続
す
る

た
め
に
は
、
地
域

社
会
が
こ
う
し
た
状
況
に
気
づ

き
、
意

思
決

定
の
支
援
や
、
必
要
に
応
じ

た
福
祉
や

医
療
等
の
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
に

つ
な

げ
る

こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
虐
待
や
消
費
者
被

害
な
ど
が
生
じ
て
い
る
状
況
で

は
、
行

政
の

関
与
、
法
的
な
支
援
や
成
年
後
見
制
度
の
利
用
に
つ
な
げ
る
こ
と
も
必

要
に

な
る

。
�

・
�
ま

た
、
権

利
擁
護
支
援
を
必
要
と
し
て
い
る
人
の

中
に
は
、
身
寄
り
が
な
い
、
ま

た
は

身
寄

り
に
頼
る
こ
と
が
で
き
な
い
状
態
や
、
地

域
社
会
と
の
つ
な
が
り
が
希
薄

で
あ

る
な

ど
、
孤
独
・
孤
立
の
状
態
に
置
か
れ
て
い
る
人
も
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、

権
利

擁
護

支
援
を
必
要
と
し
て
い
る
人
に
対
し
、
住
民
同
士
の
つ
な
が
り
や
支
え
合

い
、

社
会

参
加
の
支
援
を
充
実
す
る
こ
と
も
重
要
で
あ
る
。

�

・
�
以

上
の

こ
と
か
ら
、
各
地
域
に
お
い
て
、
現
に

権
利
擁
護
支
援
を
必
要
と
し
て
い

る
人

も
含

め
た
地
域
に
暮
ら
す
全
て
の
人
が
、
尊
厳
の
あ
る
本
人
ら
し
い
生
活
を
継

続
し

、
地

域
社
会
に
参
加
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
、
地
域
や
福
祉
、
行
政
な

ど
に

司
法

を
加

え
た
多
様
な
分
野
・
主
体
が
連
携
す
る
し
く
み
を
つ
く
っ
て
い
く
必
要
が

あ
る

。
�

�

イ
�

地
域

連
携

ネ
ッ

ト
ワ
ー

ク
づ

く
り

の
方
向

性
（
包

括
的
・
多
層

的
な

ネ
ッ
ト

ワ
ー

ク
づ

く
り
）

・
�
第

一
期

計
画
で
は
、
上
記
の
地
域
連
携
の
し
く
み
を
、
地
域
連
携
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク

と
し

、
全

国
ど
の
地
域
に
お
い
て
も
、
尊
厳
の
あ
る

本
人
ら
し
い
生
活
を
継
続
す
る

こ
と

が
で

き
る
よ
う
、
必
要
な
人
が
成
年
後
見
制
度
を
利
用
で
き
る
よ
う
に
す
る
と

�
�
�
権
利
擁
護
支
援
の
地
域
連
携
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
は
、「

は
じ
め
に
」
の
２
で
、「

地
域
連
携
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
」
と
読
替
を
し
て
い
る
。
ま
た
、
第
二
期
計
画
に
お
け
る
権
利
擁
護
支
援
と
は
、
意
思
決
定
支
援
等

に
よ
る
権
利
行
使
の
支
援
と
、
虐
待
対
応
等
に
よ
る
権
利
侵
害
か
ら
の
回
復
支
援
の
両
方
を
含
む
考
え

方
で
あ
る
。
詳
細
は
、
Ⅰ
１
（
１
）「

地
域
共
生
社
会
の
実
現
に
向
け
た
権
利
擁
護
支
援
の
推
進
」
の

定
義
参
照
。
�

�
�
�

い
う

観
点

か
ら

、
そ

の
整

備
を

進
め

て
き

た
。

�

・
�

第
二

期
計

画
で

は
、
地

域
連

携
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
の

趣
旨

と
し

て
、
地

域
社

会
へ

の

参
加

の
支

援
と

い
う

観
点

も
含

め
る

こ
と

と
す

る
。
具

体
的

に
は

、
地

域
包

括
ケ

ア

や
虐

待
防

止
な

ど
の

権
利

擁
護

に
関

す
る

様
々

な
既

存
の

し
く

み
�
�
の
ほ

か
、

地
域

共
生

社
会

実
現

の
た

め
の

支
援

体
制

や
地

域
福

祉
の

推
進

な
ど

と
有

機
的

な
結

び

つ
き

を
持

っ
て

、
地

域
に

お
け

る
多

様
な

分
野
・
主

体
が

連
携

す
る
「

包
括

的
」
な

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

に
し

て
い

く
取

組
を

進
め

て
い

く
必

要
が

あ
る

。
�

・
�

さ
ら

に
、
権

利
擁

護
支

援
を

必
要

と
し

て
い

る
人

の
世

帯
の

中
に

は
、
様

々
な

課

題
が

生
じ

て
い

る
こ

と
も

あ
り

、
こ

の
よ

う
な

場
合

に
は

、
個

人
ご

と
に

権
利

擁
護

支
援

の
課

題
を

捉
え

た
上

で
、
そ

の
状

況
に

応
じ

て
、
家

族
の

構
成

員
同

士
の

想
い

も
尊

重
し

な
が

ら
、
そ

れ
ぞ

れ
を

同
時

に
支

援
し

て
い

く
必

要
が

あ
る

。
こ

う
し

た

世
帯

内
の

複
合

的
な

地
域

生
活

課
題

�
�
と

し
て

は
、

支
援

困
難

な
虐

待
や

ネ
グ

レ
ク

ト
、
未

成
年

後
見

を
含

む
児

童
の

権
利

擁
護

な
ど

も
あ

り
、
こ

れ
ら

へ
の

適
切

な
支

援
が

必
要

と
な

る
場

合
も

あ
る

。
�

・
�

地
域

連
携

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

は
、
住

民
に

身
近

な
相

談
窓

口
等

の
し

く
み

を
有

す
る

市
町

村
単

位
を

基
本

と
し

て
整

備
を

進
め

て
き

た
が

、
こ

の
よ

う
な

課
題

に
対

応
す

る
た

め
に

は
「

包
括

的
」
な

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

だ
け

で
は

十
分

で
な

く
、
地

域
の

実
情

に
応

じ
て

権
利

擁
護

支
援

を
総

合
的

に
充

実
す

る
こ

と
が

で
き

る
よ

う
、
圏

域
な

ど

の
複

数
市

町
村

単
位

や
都

道
府

県
単

位
の

し
く

み
を

重
ね

合
わ

せ
た
「

多
層

的
」
な

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

に
し

て
い

く
取

組
も

併
せ

て
進

め
て

い
く

必
要

が
あ

る
。

�

� �
�
�

既
存
の

し
く

み
に

は
、
「
精
神

障
害
に

も
対

応
し

た
地

域
包

括
ケ
ア

シ
ス

テ
ム

」
や

、「
認

知
症
初

期

集
中
支
援

チ
ー

ム
」
、
「
認

知
症

高
齢
者

見
守

り
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
」
等

の
地

域
支

援
体

制
な

ど
が
あ

る
。
�

「
精
神
障
害
に
も
対
応
し
た
地

域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム

」
と

は
、
精

神
障

害
の

有
無

や
程

度
に
か

か

わ
ら
ず
、

誰
も

が
安

心
し

て
自

分
ら
し

く
暮

ら
す

こ
と

が
で

き
る
よ

う
、

市
町

村
が

主
体

と
な
り

、
保

健
所
や
精

神
保

健
福

祉
セ

ン
タ

ー
と
の

連
携

を
図

り
つ

つ
、

精
神
科

医
療

機
関

、
そ

の
他

の
医
療

機

関
、
地
域

援
助

事
業

者
、

居
住

支
援
法

人
等

居
住

支
援

関
係

者
、
ピ

ア
サ

ポ
ー

タ
ー

、
意

思
決
定

を
支

援
す
る
人

な
ど

と
の

重
層

的
な

連
携
に

よ
る

支
援

体
制

を
構

築
す
る

こ
と

で
あ
る
。
�

「
認

知
症

初
期

集
中

支
援

チ
ー

ム
」
と

は
、

複
数

の
専

門
家

が
、
認

知
症

が
疑

わ
れ

る
人

や
認
知

症

の
人
及
び

そ
の

家
族

を
訪

問
し

、
観
察

・
評

価
を

行
っ

た
上

で
、
家

族
支

援
等

の
初

期
の

支
援
を

行
う

チ
ー
ム
の
こ
と
で
あ
る
。
�

「
認
知
症

高
齢

者
見

守
り

ネ
ッ

ト
ワ
ー

ク
」

と
は

、
認

知
症

高
齢
者

等
の

行
方

不
明

の
防

止
や
発

見

等
の
見
守

り
に

関
す

る
ネ

ッ
ト

ワ
ー
ク

の
こ

と
で

あ
る

。
�

�
�
�

地
域
生

活
課

題
と

は
、
「
福
祉

サ
ー
ビ

ス
を

必
要

と
す

る
地

域
住
民

及
び

そ
の

世
帯

が
抱

え
る
福

祉
、
介
護

、
介

護
予

防
、

保
健

医
療
、

住
ま

い
、

就
労

及
び

教
育
に

関
す

る
課

題
、

福
祉

サ
ー
ビ

ス
を

必
要
と
す

る
地

域
住

民
の

地
域

社
会
か

ら
の

孤
立

そ
の

他
の

福
祉
サ

ー
ビ

ス
を

必
要

と
す

る
地
域

住
民

が
日
常
生

活
を

営
み

、
あ

ら
ゆ

る
分
野

の
課

題
に

参
加

す
る

機
会
が

確
保

さ
れ

る
上

で
の

各
般
の

課

題
」
の
こ

と
。

社
会

福
祉

法
（

昭
和

�
�
年

法
律

第
�
�
号
）
第
４
条
第
３
項
に
規
定

。
�
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�
�
�

ウ
�

地
域

連
携

ネ
ッ

ト
ワ
ー

ク
づ

く
り

の
進
め

方

・
�

イ
の

方
向

性
に

基
づ
い

た
具

体
的

な
取
組

は
、
（

３
）

で
記

載
し
て

い
る

が
、

こ

れ
か

ら
地

域
連
携
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
づ
く
り
を
始
め
る
地
域
で
は
、
で
き
る
だ
け
早
期

に
、

以
下

に
取
り
組
む

体
制
を
整
備
す

る
べ
き
で
あ

る
。
�

・
�
権

利
擁

護
支
援
に
関
す
る
相
談
窓
口
を
明
確
に

し
た
上
で
、
本
人
や
家
族

、
地

域
住

民
な
ど
の
関
係
者
に
対
し
、
成
年
後
見
制
度
の
内
容
な
ど
権
利
擁
護
支
援
の

理
解

の
促
進
や
相
談
窓
口
の
周
知
を
図
る
こ
と

�

・
�
地

域
連

携
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
ト

を
行
う
中
核
機
関
（
②
ウ
を
参

照
）

の
役
割
を
ど
う
い
っ
た
機
関
や
体
制
で
担
う
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と

�

・
�
ま

た
、

こ
れ
ら
の
体
制
を
整
備
し
た
地
域
で
は
、
後

見
人
等
の
受
任
者
調
整
等
に

よ
っ

て
権

利
擁
護
支
援
チ
ー
ム
の
形
成
を
支
援
し
、

そ
の
権
利
擁
護
支
援
チ
ー
ム
が

本
人

へ
の

支
援
を
適
切
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う

に
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
う
し

た
地

域
連

携
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
機
能
を
段
階
的
・
計
画

的
に
充
実
し
て
い
く
こ
と
で
、

尊
厳

の
あ

る
本
人
ら
し
い
生
活
の
継
続
と
地
域
社
会

へ
の
参
加
を
図
る
こ
と
が
で
き

る
よ

う
に

な
る
（
充
実
が
求
め
ら
れ
る
機
能
や
取
組

は
、
（
２
）
②
イ
・
ウ
、
（
３
）

②
イ

・
ウ

を
参
照
）
。

�

・
�
な

お
、

こ
れ
ら
の
体
制
整
備

に
は
、
市
町
村
単
独
で
は
取
り
組
む
こ
と
が
難
し
い

内
容

も
あ

る
た
め
、
広
域
的
な
見
地
か
ら
、
都
道
府

県
が
主
体
的
に
取
り
組
む
こ
と

も
重

要
で

あ
る
。

�

�

②
�

地
域
連

携
ネ

ッ
ト
ワ

ー
ク

の
し
く

み

地
域

連
携

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
は
、「

権
利
擁
護
支
援
チ
ー

ム
」
、「

協
議
会
」
及
び
「
中
核

と
な

る
機

関
（
中
核
機
関
）
」
の
３
つ
の
し
く
み
か
ら
な

る
。

�

ア
�

権
利

擁
護

支
援

チ
ー
ム

権
利

擁
護
支
援
チ
ー
ム
と
は
、
権
利
擁
護
支
援
が

必
要
な
人
を
中
心
に
、
本
人
の

状
況

に
応

じ
、
本
人
に
身
近
な
親
族

等
や
地
域
、
保

健
・
福
祉
・
医
療
の
関
係

者
な

ど
が

、
協

力
し
て
日
常
的
に
本
人
を
見
守
り
、
本
人

の
意
思
及
び
選
好
や
価
値
観
を

継
続

的
に

把
握
し
、
必
要
な
権
利
擁
護
支
援
の
対
応

を
行
う
し
く
み
で
あ
る
。

�

既
存

の
福

祉
・
医
療
等
の
サ
ー
ビ
ス
調
整
や
支
援

を
行
う
体
制
に
、
必
要
に
応
じ
、

法
律

・
福

祉
の

専
門

職
や

後
見

人
等

、
意

思
決

定
に

寄
り

添
う

人
な

ど
が

加
わ

り
、

適
切

に
本

人
の
権
利
擁
護
が
図
ら
れ
る
よ
う
に
す
る
。

�

�

イ
�

協
議

会

協
議

会
と

は
、
各
地
域
に
お
い
て
、
専
門
職
団
体
や
当
事
者
等
団
体
な
ど
を
含
む

関
係

機
関
・
団
体
が
、
連

携
体
制
を
強
化
し
、
こ
れ

ら
の
機
関
・
団
体
に
よ
る
自
発

的
な

協
力

を
進
め
る
し
く
み
で
あ
る
。

�

�
�
�

各
地

域
で

は
、
成

年
後

見
制

度
を

利
用

す
る

事
案

に
限

定
す

る
こ

と
な

く
、
権

利

擁
護

支
援

チ
ー

ム
に

対
し

、
法

律
・
福

祉
の

専
門

職
や

関
係

機
関

が
必

要
な

支
援

を

行
う

こ
と

が
で

き
る

よ
う

に
協

議
の

場
を

設
け

る
。
な

お
、
協

議
会

は
、
地

域
の

実

情
や

議
題

等
に

応
じ

、
個

々
の

市
町

村
単

位
、
圏

域
な

ど
の

複
数

市
町

村
単

位
、
都

道
府

県
単

位
な

ど
階

層
的

に
設

置
す

る
。

�

�

ウ
�

中
核
機

関

中
核

機
関

と
は

、
地

域
連

携
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
の

コ
ー

デ
ィ

ネ
ー

ト
を

担
う

中
核

的

な
機

関
や

体
制

で
あ

り
、

以
下

の
よ

う
な

役
割

を
担

う
。

�

・
�

本
人

や
関

係
者

等
か

ら
の

権
利

擁
護

支
援

や
成

年
後

見
制

度
に

関
す

る
相

談
を

受
け

�
�
、

必
要

に
応

じ
て

専
門

的
助

言
等

を
確

保
し

つ
つ

、
権

利
擁

護
支

援
の

内

容
の

検
討

や
支

援
を

適
切

に
実

施
す

る
た

め
の

コ
ー

デ
ィ

ネ
ー

ト
を

行
う

役
割

�

・
�

専
門

職
団

体
・
関

係
機

関
の

協
力
・
連

携
強

化
を

図
る

た
め

に
関

係
者

の
コ

ー

デ
ィ

ネ
ー

ト
を

行
う

役
割

（
協

議
会

の
運

営
等

）
�

中
核

機
関

の
運

営
は

、
地

域
の

実
情

に
応

じ
、
市

町
村

に
よ

る
直

営
又

は
市

町
村

か
ら

の
委

託
な

ど
に

よ
り

行
う

。
市

町
村

が
委

託
す

る
場

合
等

の
運

営
主

体
に

つ
い

て
は

、
業

務
の

中
立

性
・
公

正
性

の
確

保
に

留
意

し
つ

つ
、
専

門
的

業
務

に
継

続
的

に
対

応
す

る
能

力
を

有
す

る
法

人
（

例
え

ば
、

社
会

福
祉

協
議

会
、

Ｎ
Ｐ

Ｏ
法

人
、

公
益

法
人

等
）

を
適

切
に

選
定

す
る

も
の

と
す

る
。

�

な
お

、
国

は
、
１
（

１
）
に

記
載

し
た

成
年

後
見

制
度

等
の

見
直

し
の

検
討

と
併

せ
て

、
中

核
機

関
の

位
置

付
け

及
び

そ
の

役
割

に
ふ

さ
わ

し
い

適
切

な
名

称
を

検
討

す
る

。
�

�

③
�
権

利
擁
護

支
援

を
行

う
３

つ
の
場

面

地
域

に
お

い
て

、
成

年
後

見
制

度
の

利
用

を
含

む
権

利
擁

護
支

援
を

行
う

場
面

は
、

以
下

の
３

つ
に

整
理

で
き

る
。

�

ア
�

権
利
擁

護
支
援

の
検

討
に
関

す
る
場

面
（

成
年
後

見
制

度
の
利

用
前

）

・
�

本
人

を
取

り
巻

く
関

係
者

�
�
が

、
権

利
擁

護
支

援
に

関
す

る
ニ

ー
ズ

に
気

づ
き

、

必
要

な
支

援
に

つ
な

ぐ
場

面
。

�

・
�

こ
の

場
面

で
は

、
成

年
後

見
制

度
に

つ
な

ぐ
場

合
や

、
同

制
度

以
外

の
権

利
擁

護

支
援
（

権
利

擁
護

支
援

チ
ー

ム
に

よ
る

見
守

り
や

意
思

決
定

の
支

援
、
日

常
生

活
自

立
支

援
事

業
の

利
用

、
虐

待
や

セ
ル

フ
ネ

グ
レ

ク
ト

の
対

応
、
消

費
生

活
セ

ン
タ

ー

�
�
�

身
近
な

相
談

機
関

を
一

次
相

談
窓
口

に
し

て
、

中
核

機
関

は
一
次

相
談

窓
口

か
ら

の
相

談
を
受

け
て

い
る
地
域

も
あ

る
。
�

�
�
�
本
人
に
身
近
な
家
族
・
親
族

等
、
医

療
・

福
祉

・
介

護
等

の
関
係

者
、

民
生

委
員

・
自

治
会
・

民
間

事
業
者
等

の
地

域
の

関
係

者
の

こ
と
。
�
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�
�
�

の
相

談
対

応
な
ど
）
な
ど
に
つ
な
ぐ
場
合
が
あ
る
。

�

�

イ
�

成
年

後
見

制
度

の
利
用

の
開

始
ま

で
の
場

面
（

申
立

て
の
準

備
か

ら
後
見

人
等

の

選
任

ま
で
）

・
�
成

年
後

見
制
度
の
申
立
て
の
必
要
性
、
そ
の
方
法
、
制
度
利
用
後
に
必
要

と
な
る

支
援

、
適

切
な
後
見
人
等
候
補
者
な
ど
を
検
討
・
調
整
し
、
家
庭
裁
判
所
に
申
し
立

て
、

後
見

人
等
が
選
任
さ
れ
る
ま
で
の
場
面
。

�

・
�
こ

の
場

面
で
は
、
制
度
利
用
後
の
支
援
方
針
を
検

討
す
る
。
そ
の
中
で
、
適
切
な

権
利

擁
護

支
援
チ
ー
ム
の
体
制
も
検
討
す
る
。

�

�

ウ
�

成
年

後
見

制
度

の
利
用

開
始

後
に

関
す
る

場
面

（
後

見
人

等
の

選
任

後
）

・
�
家

庭
裁

判
所
の
審
判
に
よ
り
、
後
見
人
等
が
選
任

さ
れ
、
後
見
活
動
が
開

始
さ
れ

て
か

ら
の

場
面
。

�

・
�
こ

の
場

面
で
は
、
権
利
擁
護
支
援
チ
ー
ム
に
後
見

人
等
が

参
加
し
、
チ
ー

ム
の
関

係
者

間
で

、
あ
ら
か
じ
め
想
定
し
て
い
た
支
援
方
針

等
を
共
有
し
、
本
人
に
対
し
て
、

チ
ー

ム
に

よ
る
適
切
な
支
援

を
開
始
す
る

。
�

�

④
�

市
町
村

・
都

道
府
県

・
国

と
関
係

機
関
の

主
な

役
割

権
利

擁
護

支
援
は
、
地
域
や
福
祉
、
行
政
、
司
法
な
ど
多
様
な
分
野
・
主
体
が
関
わ

る
も

の
で

あ
る
。
ま
た
、
第
二
期
計
画
の
期
間
内
に
、
令
和
７
年
を
迎
え
て
認
知
症
高

齢
者

が
増

加
す
る
な
ど
（
い
わ
ゆ
る

�
�
�
�
年
問
題
）
、
成
年
後
見
制
度
の
利
用
を
含
む

権
利

擁
護

支
援

の
ニ
ー
ズ
が
更
に
多
様
化

及
び
増
大
す
る
見
込
み
で
あ
る
。

�

こ
の

よ
う

な
こ
と
に
対
応
で
き
る
よ
う
、
地
域
連
携
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
は
、
多
様
な
主

体
が

積
極

的
に

参
画
し
適
切
な
役
割
を
果
た
す
こ
と

で
、
持
続
可
能
な
形
で
運
営
で
き

る
よ

う
に

す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
家
庭
裁
判
所
に
お
い
て
も
、
地
域
連
携
ネ
ッ
ト

ワ
ー

ク
の

中
で

、
持

続
可

能
な

形
で

、
各

関
係

機
関

と
必

要
な

連
携

を
行

い
な

が
ら
、

成
年

後
見

制
度
の
運
用
・
監
督
に
あ
た
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

�

ア
�

行
政

（
市

町
村

・
都
道

府
県

・
国

）

（
ア

）
市

町
村

・
�
市

町
村

は
、
権
利
擁
護
支
援
に
関
す
る
業
務
が
市
町
村
の
福
祉
部
局
が
有
す
る

個
人

情
報
を
基
に
行
わ
れ
る
こ
と
や
、
行
政
や
地
域
の
幅
広
い
関
係
者
と
の
連
携

を
調

整
す
る
必
要
性
な
ど
か
ら
、
協
議
会
及
び
中
核
機
関
の
整
備
・
運
営
と
い

っ

た
地

域
連

携
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
づ

く
り

に
主

体
と

な
っ

て
取

り
組

む
必

要
が

あ
る

。

そ
の

際
、
地
域
の
実
情
に
応
じ
、
都
道
府
県
と
連

携
し
て
、
地
域
連
携
ネ
ッ
ト
ワ

ー
ク

を
重
層
的
な
し
く
み
に
す
る
こ
と
な
ど
柔
軟

な
実
施
体
制
も
検
討
す
る
。

�

・
�
市

町
村

の
地
域
連
携
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
づ
く
り
に

対
す
る

主
体
的
な
役
割
は
、
協

�
�
�

議
会

及
び

中
核

機
関

の
運

営
を

委
託

等
し

た
場

合
で

あ
っ

て
も

同
様

で
あ

り
、
積

極
的

に
委

託
事

業
等

に
関

わ
る

必
要

が
あ

る
。

�

・
�

市
町

村
は

、
権

利
侵

害
か

ら
の

回
復

支
援
（

虐
待

や
セ

ル
フ

ネ
グ

レ
ク

ト
の

対

応
で

の
必

要
な

権
限

の
行

使
等

）
な

ど
地

域
連

携
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
で

行
わ

れ
る

支

援
に

も
、

そ
の

責
務

に
基

づ
き

主
体

的
に

取
り

組
む

必
要

が
あ

る
。

�

・
�

上
記

に
加

え
、
市

町
村

は
、
市

町
村

長
申

立
て

や
成

年
後

見
制

度
利

用
支

援
事

業
の

適
切

な
実

施
、
担

い
手

の
育

成
・
活

躍
支

援
、
促

進
法

に
基

づ
く

市
町

村
計

画
の

策
定

と
い

っ
た

重
要

な
役

割
を

果
た

す
（

４
（
２

）
、（

３
）
、（

４
）
を

参
照
）
。

�

（
イ

）
都
道

府
県

・
�

都
道

府
県

は
、
市

町
村

単
位

で
は

解
決

が
困

難
な

広
域

的
な

課
題

に
対

す
る

都

道
府

県
自

ら
の

取
組

、
国

と
の

連
携

確
保

な
ど

、
市

町
村

で
は

担
え

な
い

地
域

連

携
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
づ

く
り

の
役

割
を

主
導

的
に

果
た

す
。
具

体
的

に
は

、
担

い
手

の
育

成
・
活

躍
支

援
、
広

域
的

観
点

か
ら

段
階

的
・
計

画
的

に
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
づ

く
り

に
取

り
組

む
た

め
の

方
針

の
策

定
と

い
っ

た
重

要
な

役
割

を
果

た
す

（
４

（
２

）
、
（

４
）
、
（

５
）

を
参

照
）
。

�

・
�

ま
た

、
人

口
規

模
が

小
さ

く
、
社

会
資

源
等

が
乏

し
い

小
規

模
市

町
村

を
始

め

と
し

た
市

町
村

に
対

す
る

体
制

整
備

支
援

の
機

能
を

強
化

し
、
地

域
連

携
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
づ

く
り

を
促

進
す

る
。

�

（
ウ

）
国

・
�

国
は

、
市

町
村

や
都
道

府
県

が
進

め
る

地
域

連
携

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

づ
く

り
を

後

押
し

す
る

観
点

か
ら

、
以

下
の

役
割

を
担

う
。

�

・
�

成
年

後
見

制
度

利
用

促
進

ポ
ー

タ
ル

サ
イ

ト
を

活
用

し
た

最
新

の
情

報
や

知

見
の

共
有

�

・
�

都
道

府
県

等
と

の
連

携
や

権
利

擁
護

支
援

体
制

全
国

ネ
ッ

ト
（

Ｋ
－

ね
っ

と
）

の
し

く
み

を
通

じ
た

全
国

の
取

組
状

況
や

地
域

に
よ

る
格

差
な

ど
の

継
続

的
な

把
握

と
必

要
な

助
言

の
実

施
�

・
�

各
取

組
の

進
捗

状
況

等
を

勘
案

し
た

必
要

な
研

修
等

の
支

援
策

の
検

討
と

実

施
�

�

イ
�

中
核
機

関
（
再

掲
）

・
�

中
核

機
関

は
、
②

ウ
に

記
載

し
た

地
域

連
携

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

の
コ

ー
デ

ィ
ネ

ー
ト

を
行

う
役

割
を

担
う

。
�

�

ウ
�

家
庭
裁

判
所

・
�

Ⅰ
１
（

２
）
の

考
え
方

の
と

お
り

、
家

庭
裁

判
所

に
は

、
尊

厳
の

あ
る

本
人

ら
し

い
生

活
の

継
続

を
実

現
す

る
こ

と
が

で
き

る
よ

う
、
地

域
連

携
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
の

中
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�
�
�

で
、

成
年

後
見
制
度
の
適
切
な
運
用
・
監
督
を
行
う
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。

�

・
�
こ

う
し

た
観
点
も
踏
ま
え
、
家
庭
裁
判
所
に
は
、
地
域
連
携
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
づ
く

り
や

成
年

後
見
制
度
の
運
用
改
善
等
に
向
け
て
、
そ
の
支
部
や
出
張
所
を
含
め
、
地

方
公

共
団

体
、
中
核
機
関
、
専
門
職
団
体
、
協
議
会

等
と
積
極
的
に
連
携
し
、
取
組

情
報

の
交

換
や
意
見
交
換
を
図
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。

�

�

エ
�

専
門

職
団

体

・
�
権

利
擁

護
支

援
を

必
要

と
し

て
い

る
人

は
、

成
年

後
見

制
度

の
利

用
に

限
ら

ず
、

権
利

擁
護

や
意
思
決
定
に
関
し
、
福
祉
的
又
は
法
律

的
な
支
援
が
必
要
に
な
る
場
合

が
あ

り
、
各

専
門
職
に
は
、
各
種
場
面
に
お
い
て
、
専
門
分
野
に
応
じ
た
役
割
を
発

揮
す

る
こ

と
が
期
待
さ
れ
る
。

�

・
�
こ
う
し
た
観
点
も
踏
ま
え
、
成
年
後
見
制
度
の
利
用
促
進
に
関
わ
る
専
門
職
団
体

に
は
、
地
域
に
お
け
る
協
議
会
等
に
積
極
的
に
参
画
す
る
こ
と
や
、
地
域
連
携
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
に
お
け
る
相
談
対
応
や
権
利
擁
護
支
援
チ
ー
ム
に
よ
る
支
援
の
活
動
な
ど

に
お
い
て
、
本
人
の
特
性
等
に
合
わ
せ
な
が
ら
、
専
門
性
を
生
か
し
た
積
極
的
な
役

割
を
果
た
す
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。
そ
の
際
、
市
町

村
や
都
道
府
県
等
と
の

連
携
が

円
滑
に
進
む
よ
う
、
都
道
府
県
単
位
な
ど
で
連
絡
窓
口
を
整
備
す
る
こ
と
が
期
待
さ

れ
る
。
�

�

オ
�

当
事

者
等

団
体

・
�
権

利
擁

護
支
援
を
必
要
と
す
る
人
が
、
同
じ
よ
う
な
経
験
を
し
な
が
ら
暮
ら
し
て

い
る

仲
間

と
出
会
い
、
尊
厳
の
あ
る
生
活

の
継
続
の
実
態
を
知
る
こ
と
は
、
本
人
に

と
っ

て
非

常
に
大
き
な
力
と
な
り
、
自
分
の
こ
と
を
自
分
で
考
え
決
め
て
い
く
た
め

の
基

盤
と

な
る
。

�

・
�

こ
う

し
た

観
点

も
踏
ま

え
、

認
知

症
、
知

的
障
害

、
発

達
障

害
、
精

神
障
害

等
、

成
年

後
見

制
度
を
利
用
す
る
可
能
性
が
あ
る
当
事
者
等
の
団
体
に
は
、
本
人
へ
の
ピ

ア
サ

ポ
ー

ト
や
、
当
事
者
の
視
点
か
ら
の
協
議
会
や
地
域
づ
く
り
へ
の
参
画
な
ど
が

期
待

さ
れ

る
。

�

�

カ
�

各
種

相
談

支
援

機
関

・
�

権
利

擁
護

支
援

を
必

要
と

し
て

い
る

人
は

、
自

ら
助

け
を

求
め

る
こ

と
が

難
し

�

い
。
し

た
が
っ
て
、
各
地
域
で
の
見
守
り
や
支
え
合

い
の
中
で
、
早
期
に
身
近
な
相

談
窓

口
に

つ
な
げ
た
上
で
、
成
年
後
見
制
度
の
利

用
が
必
要
か
ど
う
か
な
ど
権
利
擁

護
支

援
ニ

ー
ズ
の
精
査
を
行
う
必
要
が
あ
る
。

�

・
�
こ

う
し

た
観
点
も
踏
ま
え
、
介
護
や
障
害
、
生
活
困
窮
、
子
育
て
な
ど
の
各
分
野

に
お

い
て

地
域
住
民
等
か
ら
の
相
談
を
受
け
て
い
る

相
談
支
援
機
関
に
は
、
権
利
擁

�
�
�

護
支

援
に

関
す

る
課

題
を

含
む

相
談

を
受

け
た

場
合

、
中

核
機

関
や

専
門

職
等

と
連

携
し

て
、
必

要
な

情
報

の
収

集
や

集
約

、
整

理
を

行
い

、
必

要
な

支
援

に
つ

な
げ
る

こ
と

が
期

待
さ

れ
る

。
�

・
�

特
に

、
従

来
よ

り
権

利
擁

護
業

務
を

実
施

し
て

い
る

地
域

包
括

支
援

セ
ン

タ
ー

や

基
幹

相
談

支
援

セ
ン

タ
ー

等
に

は
、
こ

れ
ら

の
業

務
に

対
す

る
積

極
的

な
関

わ
り

が

求
め

ら
れ

る
。

�

� （
２

）
権

利
擁

護
支

援
の

地
域

連
携

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

の
機

能
 

 －
個
別

支
援
と

制
度

の
運

用
・

監
督

－
 

①
�
地

域
連
携

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

の
機
能

の
考

え
方

 
第

一
期

計
画

で
は

、
地

域
連

携
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
の

機
能

に
つ

い
て

、
広

報
機

能
、
相

談
機

能
、
成

年
後

見
制

度
利

用
促

進
機

能
（

受
任

者
調

整
（

マ
ッ

チ
ン

グ
）
等

の
支

援
、

担
い

手
の

育
成
・
支

援
、
関

連
制

度
か

ら
の

ス
ム

ー
ズ

な
移

行
）
及

び
後

見
人

支
援

機

能
の

４
つ

を
位

置
付

け
て

き
た

。
�

今
後

は
、
権

利
擁

護
支

援
と

し
て

の
成

年
後

見
制

度
の

適
切

な
利

用
を

通
じ

て
尊

厳

の
あ

る
本

人
ら

し
い

生
活

の
継

続
と

地
域

社
会

へ
の

参
加

に
つ

な
げ

て
い

く
よ

う
に

す
る

こ
と

、
ま

た
、
そ

の
た

め
に

地
域

連
携

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

が
、
多

様
な

主
体

の
積

極

的
な

参
画

と
適

切
な

役
割

の
発

揮
の

下
で

、
持

続
可

能
な

形
で

運
営

で
き

る
よ

う
に

す

る
こ

と
が

重
要

で
あ

る
。

�

こ
の

よ
う

な
観

点
か

ら
、
上

記
の

４
機

能
に

つ
い

て
、
本

人
中

心
の

権
利

擁
護

支
援

チ
ー

ム
を

支
え

る
た

め
の

機
能
（

②
を

参
照

）
と

、
そ

の
機

能
を

強
化

す
る

た
め

の
地

域
の

体
制

づ
く

り
に

関
す

る
取

組
（
（

３
）

を
参

照
）

に
大

別
し

た
。

�

併
せ

て
、
地

域
連

携
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
が

担
う

機
能

に
は

、
福

祉
・
行

政
・
法

律
専

門

職
な

ど
の

連
携

に
よ
る

「
支

援
�
�
」

機
能

と
、
家

庭
裁
判

所
に

よ
る
成

年
後
見

制
度

の

「
運

用
・

監
督

�
�
」

機
能

が
あ

る
こ

と
を
、

権
利
擁

護
支

援
を

行
う
３

つ
の
場

面
に

対

応
し

た
形

で
整

理
し

た
。

�

� �
�
�

専
門
家

会
議

福
祉

・
行

政
と

司
法
の

連
携

強
化

ワ
ー

キ
ン

グ
・
グ

ル
ー

プ
に

お
い

て
、「

福
祉
や

行

政
の
関
係

者
、

中
核

機
関

が
行

う
支
援

は
、

本
人

等
の

求
め

に
対
し

、
課

題
整

理
な

ど
を

行
い
、

本
人

自
身
の
力

を
基

に
し

た
解

決
を

図
る
た

め
、

必
要

に
応

じ
、

支
援
や

環
境

の
調

整
を

行
う

も
の
で

あ

り
、
後
見

人
等

へ
の

指
導

や
後

見
事
務

の
適

正
性

の
判

断
・

チ
ェ
ッ

ク
を

行
う

も
の

で
は

な
い
こ

と
」

と
い
っ
た

趣
旨

の
指

摘
が

多
数

あ
っ
た

。
�

�
�
�

家
庭
裁

判
所

の
行

う
後

見
監

督
は
、

そ
の

一
環

と
し

て
、

後
見
人

等
の

職
務

全
般

（
財

産
管
理

、
身

上
保
護
、

意
思

決
定

支
援

の
ほ

か
、
報

告
書

作
成

等
の

後
見

事
務
）

に
つ

い
て

、
司

法
機

関
の
立

場
か

ら
適
切
な

助
言

や
指

導
を

行
う

こ
と
が

予
定

さ
れ

て
い

る
。

た
だ
し

、
司

法
機

関
で

あ
る

家
庭
裁

判
所

に
お
い
て

は
、

福
祉

的
観

点
か

ら
の
助

言
等

は
難

し
い

と
い

っ
た
実

情
も

あ
る

。
�
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�
�
�

②
�

権
利

擁
護

支
援

を
行

う
３

つ
の

場
面

に
お

け
る

「
支

援
」

機
能

と
「

運
用

・
監

督
」

機
能 福
祉

・
行

政
・

法
律

専
門

職
な

ど
多

様
な

主
体

に
よ

る
「

支
援

」
機

能
と

し
て

は
、

（
１

）
③

で
整
理
し
た
権
利
擁
護
支
援
を
行
う
３
つ
の

場
面
に
応
じ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
以

下
の

３
つ

が
挙
げ
ら
れ
る
。

�

・
�
「

権
利

擁
護
の
相
談
支
援
」
機
能

�

・
�
「

権
利

擁
護
支
援
チ
ー
ム
の
形
成
支
援
」
機
能

�

・
�
「

権
利

擁
護
支
援
チ
ー
ム
の
自
立
支
援
」
機
能

�

�

ま
た

、
家

庭
裁
判
所
に
よ
る
「
運
用
・
監
督
」
機
能
と
し
て
は
、
同
様
に
、
そ
れ
ぞ

れ
以

下
の

３
つ
が
挙
げ
ら
れ
る
。

�

・
�
「

制
度

利
用
の
案
内
」
機
能

�

・
�
「

適
切

な
選
任
形
態
の
判
断
」
機
能

�

・
�
「

適
切

な
後
見
事
務
の
確
保
」
機
能

�

�
「
支
援
」
機
能
�

「
運
用
・
監
督
」
機
能
�

権
利

擁
護

支
援

の
検

討
に

関
す
る
場
面
（
成
年
後
見
制

度
の
利
用
前
）
�

権
利
擁
護
の
相
談
支
援
機
能
�

制
度
利
用
の
案
内
機
能
�

成
年

後
見

制
度

の
利

用
の

開
始
ま
で
の
場
面
（
申
立
て

の
準

備
か

ら
後

見
人

等
の

選
任
ま
で
）
�

権
利
擁
護
支
援
チ
ー
ム
の
�

形
成
支
援
機
能
�

適
切
な
選
任
形
態
の
�

判
断
機
能
�

成
年

後
見

制
度

の
利

用
開

始
後
に
関
す
る
場
面
（
後
見

人
等
の
選
任
後
）
�

権
利
擁
護
支
援
チ
ー
ム
の
�

自
立
支
援
機
能
�

適
切
な
後
見
事
務
の
�

確
保
機
能
�

�

ア
�

「
権

利
擁

護
の

相
談
支

援
」

機
能

と
「
制

度
利

用
の

案
内

」
機

能

権
利

擁
護

支
援
の
検
討
に
関
す
る
場
面
（
成
年
後
見
制
度
の
利
用
前
）
に
お
け
る

「
権

利
擁

護
の
相
談
支
援
」
機
能
と
、「

制
度
利
用
の
案
内
」
機
能
は
、
以
下
の
と
お

り
で

あ
る

。
�

（
ア

）
権

利
擁

護
の

相
談
支

援
機

能

各
種

相
談
支

援
機
関

が
、
本

人
や

関
係

者
か
ら

の
相
談

を
受

け
止

め
、
地

域

の
実

情
に
応

じ
て

、
中
核
機

関
や

専
門

職
と

役
割
分
担

や
連

携
を

行
い

、
権

利

擁
護

支
援
ニ
ー
ズ
の
確
認
と
必
要
な
支
援
へ
の

つ
な
ぎ
を
行
う
機
能
。

�

ａ
�
本

人
等
か
ら
の
相
談
対
応
と
制
度
の
説
明

�

�
�
�

・
�

本
人

を
取

り
巻

く
関

係
者

�
�
が

、
地

域
連

携
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
の

つ
な

が
り

や

支
え

合
い
を

通
じ
て

、
日
頃

か
ら

接
し

て
い
る

権
利
擁

護
支

援
を

必
要
と

す

る
人

の
状

態
や

生
活

状
況

な
ど

を
把

握
す

る
。

�

・
�

日
常
生

活
な

ど
で
課
題

を
把

握
し

た
場

合
は
、
地

域
の

相
談

支
援

機
関

な

ど
に

つ
な
ぎ

、
地
域

の
相
談

支
援

機
関

は
寄
せ

ら
れ
た

相
談

へ
の

対
応
を

行

う
。

�

・
�

相
談
対

応
時

に
は
、
本

人
と

関
係

者
に

、
成
年
後

見
制

度
の

し
く

み
（

支

援
内

容
や

利
用

す
る

場
合

の
留

意
点

な
ど

を
含

む
。
）
や

そ
れ

以
外

の
権

利
擁

護
支

援
（
支

援
内
容

や
法
律

行
為

に
関

す
る

取
消

権
等

が
な

い
な

ど
の
留

意

点
な

ど
を

含
む

。
）

に
関

す
る

説
明

を
行

う
。

�

ｂ
�

権
利

擁
護

支
援

ニ
ー

ズ
の

精
査

と
必

要
な

支
援

へ
の

つ
な

ぎ
�

・
�

相
談
支

援
機

関
に
よ
る

相
談

を
通

じ
た

情
報
収
集

を
行

う
ほ

か
、

必
要

に

応
じ

て
、
中

核
機
関

や
専
門

職
が

ケ
ー

ス
会
議

に
参
加

す
る

な
ど

し
て
、

本

人
の

意
思
及

び
選
好

や
価
値

観
、

判
断

能
力
や

生
活
の

状
態

、
権

利
擁
護

や

意
思

決
定
支

援
が
必

要
と
な

る
状

況
、

支
援
の

状
況
や

支
援

者
等

と
の
関

係

性
等

の
情
報

な
ど
を

集
め
て

、
成

年
後

見
制
度

の
利
用

が
必

要
か

な
ど
権

利

擁
護

支
援

ニ
ー

ズ
の

精
査

を
行

う
。

�

・
�

精
査
の

結
果

、
成
年
後

見
制

度
の

必
要

性
を
確
認

で
き

た
場

合
は

、
そ

の

適
切

な
利
用

の
検
討

に
つ
な

ぐ
。

他
方

、
成
年

後
見
制

度
の

必
要

性
を
確

認

で
き

な
い
場

合
も
、

本
人
の

権
利

擁
護

支
援
ニ

ー
ズ
に

応
じ

、
必

要
な
見

守

り
体

制
や

成
年

後
見

制
度

以
外

の
支

援
へ

の
つ

な
ぎ

を
行

う
。

�

（
イ

）
制
度

の
利

用
の
案

内
機

能

家
庭

裁
判
所

に
は
、

引
き
続

き
以

下
の

機
能
を

発
揮
す

る
こ

と
が

期
待
さ

れ

る
。

�

・
�

本
人
や

関
係

者
に
対
し

、
申

立
て

な
ど

家
庭
裁
判

所
の

手
続

を
利

用
す

る

た
め

に
必
要

と
な
る

情
報
提

供
や

、
手

続
の
案

内
を
行

う
（

例
え

ば
、

パ
ン

フ
レ

ッ
ト
等

に
よ
る

制
度
の

説
明

、
統

一
書
式

の
提
供

、
ハ

ン
ド

ブ
ッ
ク

や

Ｄ
Ｖ

Ｄ
等

各
種

ツ
ー

ル
の

充
実

に
よ

る
手

続
理

解
の

促
進

）
。
ま

た
、
必

要
に

応
じ

て
、
各

地
域
の

中
核
機

関
や

地
域

連
携
ネ

ッ
ト
ワ

ー
ク

の
相

談
先
を

案

内
す

る
。

�

�

イ
�

「
権

利
擁

護
支

援
チ

ー
ム

の
形

成
支

援
」

機
能

と
「

適
切

な
選

任
形

態
の

判
断
」

機
能 成
年

後
見

制
度

の
利

用
の

開
始

ま
で

の
場

面
（

申
立

て
の

準
備

か
ら

後
見

人
等

の
�

�
�
�
本
人
に
身
近
な
家
族
・
親
族

等
、
医

療
・

福
祉

・
介

護
等

の
関
係

者
、

民
生

委
員

・
自

治
会
・

民
間

事
業
者
等

の
地

域
の

関
係

者
の

こ
と
。
�
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�
�
�

選
任

ま
で

）
に
お
け
る
「
権
利
擁
護
支
援
チ
ー
ム
の

形
成
支
援
」
機
能
と
、「

適
切
な

選
任

形
態

の
判
断
」
機
能
は
、
以
下
の
と
お
り
で
あ

る
。

�

（
ア

）
権

利
擁

護
支

援
チ
ー

ム
の

形
成
支

援
機

能

中
核

機
関
が

、
専
門

職
な
ど

と
連

携
し

て
、

権
利

擁
護

支
援

の
方

針
を
検

討

す
る

。
そ
の

方
針

に
基
づ
き

、
地

域
の

実
情

に
応
じ
て

都
道

府
県

等
の

し
く

み

を
活

用
（
（
３
）
③
ア
（
ウ

）「
都
道
府
県
に
よ
る

協
議
会
」
参
照
）
し
て
、
成

年

後
見

制
度
の

申
立

て
方
法
や

適
切

な
後

見
人

等
候
補
者

を
調

整
し

な
が

ら
、

本

人
を

支
え
る
権
利
擁
護
支
援
の
チ
ー
ム
体
制
を
か
た
ち
づ
く
っ
て
い
く
機
能
。

�

ａ
�
権

利
擁
護
支
援
の
方
針
の
検
討

�

・
�

相
談
を

通
じ

て
得
ら
れ

た
情

報
を

基
に

し
て
、
判

断
能

力
の

低
下

の
進

行

や
支

援
状
況

に
よ
っ

て
生
じ

て
い

る
具

体
的
な

課
題
（

財
産

管
理

・
各
種

手

続
の

課
題
、

意
思
決

定
の
課

題
、

法
的

な
課
題

、
地
域

社
会

へ
の

参
加
に

関

す
る

課
題
な

ど
現
時

点
で
生

じ
て

い
る

も
の
だ

け
で
な

く
、

将
来

に
生
じ

る

可
能
性
の
あ
る
課
題
を
含
む
。
）
を
整
理
す
る
。

�

・
�

そ
の
上

で
、

本
人
の
強

み
を

活
か

す
こ

と
や
支
援

体
制

を
調

整
す

る
こ

と

な
ど

の
意
思

決
定
支

援
の
視

点
と

本
人

保
護
な

ど
の
権

利
侵

害
の

回
復
支

援

の
視

点
か
ら

、
成
年

後
見
制

度
の

利
用

を
開
始

す
る
方

が
適

切
か

、
他
の

支

援
に

つ
な
ぎ

直
す
方

が
適
切

か
の

確
認

な
ど

も
含

め
て

、
支

援
方

針
の
検

討

を
行

う
。
�

・
�

当
該

支
援
方

針
を
検
討

す
る

前
に

、
成

年
後
見
制

度
を

利
用

す
る

こ
と

に

よ
っ

て
受
け

ら
れ
る

支
援

や
、

同
制
度

を
利
用

す
る
こ

と
に

よ
る

留
意
点

を

本
人

に
説
明

し
、
本

人
の
意

向
を

確
認

し
て

お
く

な
ど

、
支

援
の

方
針
に

本

人
の

意
向
が
反
映
で
き
る
よ
う
に
す
る
。

�

ｂ
�
適
切
な
申
立
て
の
調
整

�

・
�

本
人
の

申
立

て
に
対
す

る
意

向
を

確
認

し
た
上
で

、
本

人
の

状
態

や
親

族

と
の

関
係
性

な
ど
を

踏
ま
え

、
市

町
村

長
申
立

て
の
検

討
を

含
む

適
切
な

申

立
人
の
検
討
と
調
整
を
行
う
。

�

・
�

必
要
に

応
じ

て
、
診
断

書
や

本
人

情
報

シ
ー
ト
な

ど
申

立
て

に
必

要
と

な

る
書

類
等
の

収
集
や

、
申
立

書
に

記
載

す
る
情

報
の
整

理
な

ど
、

関
係
機

関

が
適
切
に
役

割
分
担
し
て
対
応
す
る
。

�

ｃ
�

権
利
擁

護
支

援
を
行
う

こ
と

の
で

き
る

体
制
を
作

る
た

め
の

支
援

（
後

見

人
等

の
参
画
を
含
む
。
）

�

・
�
支

援
方
針
を
基
に
、
対
応
す
べ
き
課
題
と
後

見
人
等
に
求
め
ら
れ
る
役
割
、

補
助

・
保
佐

の
活
用

も
含
め

た
想

定
さ

れ
る

類
型

や
必

要
と

な
る

同
意
・

代

理
行

為
、

把
握

可
能

な
範
囲

内
の

収
支

や
財
産

状
況
、

成
年

後
見

制
度
利

用

支
援

事
業
の

対
象
か

、
課
題

解
決

後
の

後
見

人
等

の
交

代
の

方
向

性
（
専

門

�
�
�

職
後

見
人
か

ら
市
民

後
見
人

へ
の

交
代

な
ど
）

な
ど
の

確
認

や
、

必
要
に

応

じ
た

支
援

方
針

の
調

整
を

行
う

。
�

・
�

そ
の
上

で
、

関
係
機
関

の
連

携
に

よ
り

、
必
要
に

応
じ

、
後

見
人

等
の

候

補
者

と
選

任
形

態
（

複
数

後
見

な
ど

）
に

つ
い

て
の

調
整

を
行

う
。
こ

の
際

、

市
民

後
見
人

の
育
成

状
況
や

受
任

可
能

な
専
門

職
数
な

ど
の

地
域

の
実
情

を

踏
ま

え
つ
つ

、
専
門

職
に
つ

い
て

は
、

そ
の
専

門
性
を

適
切

に
発

揮
で
き

る

事
案

や
場

面
で

候
補

者
と

す
る

こ
と

を
考

慮
す

る
。

�

・
�

併
せ
て

、
後

見
人
等
が

選
任

さ
れ

る
ま

で
の
一
時

的
な

支
援

や
対

応
の

調

整
、

役
割
分

担
を
行

う
な
ど

、
本

人
の

意
向
を

踏
ま
え

た
権

利
擁

護
支
援

の

チ
ー

ム
形
成

を
進
め

る
。

そ
の

際
、
地

域
の
実

情
に
応

じ
て

、
本

人
と
後

見

人
等

候
補
の

予
定
者

が
申
立

て
前

に
面

談
し
て

相
性
を

確
か

め
る

こ
と
も

考

え
ら

れ
る

。
�

（
イ

）
適
切

な
選

任
形
態

の
判

断
機

能

家
庭

裁
判
所

に
は
、

引
き
続

き
以

下
の

機
能
を

発
揮
す

る
こ

と
が

期
待
さ

れ

る
。

�

・
�

権
利
擁

護
支

援
チ
ー
ム

の
形

成
支

援
機

能
に
よ
り

示
さ

れ
た

情
報

（
例

え

ば
、
本

人
の

意
向

や
、
対

応
す

べ
き

課
題

、
後

見
人

等
に

求
め

ら
れ

る
役

割
、

補
助

・
保
佐

の
活
用

も
含
め

た
想

定
さ

れ
る

類
型

や
必

要
と

な
る

同
意

・
代

理
行

為
、
収

支
や
財

産
状
況

、
成

年
後

見
制
度

利
用
支

援
事

業
の

対
象
か

、

課
題

解
決
後

の
交
代

を
踏
ま

え
た

後
見

人
等
の

候
補
者

と
選

任
形

態
な
ど

）

を
共

有
し
、

こ
れ
ら

も
含
め

た
各

事
案

の
事
情

を
総
合

的
に

考
慮

し
、
後

見

人
等

の
適

切
な

選
任

を
行

う
。

�

�

ウ
�

「
権

利
擁

護
支

援
チ

ー
ム

の
自

立
支

援
」

機
能

と
「

適
切

な
後

見
事

務
の

確
保
」

機
能 成
年

後
見

制
度

の
利

用
開

始
後

に
関

す
る

場
面
（

後
見

人
等

の
選

任
後

）
に

お
け

る
「

権
利

擁
護

支
援

チ
ー

ム
の

自
立

支
援

」
機

能
と

、「
適

切
な

後
見

事
務

の
確

保
」

機
能

は
、

以
下

の
と

お
り

で
あ

る
。

�

（
ア

）
権
利

擁
護

支
援
チ

ー
ム

の
自

立
支

援
機

能

中
核

機
関
や

専
門
職

が
、
地

域
の

実
情

に
応
じ

て
各
種

相
談

支
援

機
関
な

ど

と
役

割
分
担

し
、

権
利
擁
護

支
援

チ
ー

ム
の

体
制
に
よ

っ
て

課
題

解
決

に
向

け

た
支

援
を

適
切

に
行

う
こ

と
が

で
き

る
よ

う
、

必
要

な
支

援
を

行
う

機
能

。
�

ａ
�

権
利

擁
護

支
援

チ
ー

ム
開

始
の

支
援

�

・
�

後
見
人

等
の

選
任
後
、

後
見

人
等

が
加

わ
っ
た
権

利
擁

護
支

援
チ

ー
ム

に

よ
る

支
援
を

開
始
す

る
に
当

た
り

、
関

係
者
間

で
、
申

立
て

前
に

想
定
し

て

い
た

方
針
を

共
有
し

、
役
割

分
担

の
再

確
認
を

行
う
。

具
体

的
に

は
、
本

人
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�
�
�

や
後

見
人
等

、
関
係

機
関
な

ど
が

参
加

す
る

会
議

を
必

要
に

応
じ

て
開
催

す

る
な

ど
し
て

、
支
援

内
容

や
、

将
来
的

に
後

見
人

等
の

交
代

が
想

定
さ
れ

て

い
る

場
合
は

そ
の
方

針
な
ど

に
つ

い
て

共
有

し
、

必
要

に
応

じ
て

方
針
を

再

調
整

し
た
上
で
、
後
見
人
等
を
含
め
た
関
係
者
間
で
役
割
を
分
担
す
る
。

�

・
�

方
針
の

共
有

と
役
割
分

担
の

再
確

認
の

後
、
権
利

擁
護

支
援

チ
ー

ム
の

中

で
、

支
援
の

実
施
状

況
や
課

題
の

解
決

状
況
な

ど
を
確

認
す

る
時

期
に
つ

い

て
、

支
援
の

開
始
時

点
で
あ

ら
か

じ
め

定
め
て

お
く
。

ま
た

、
必

要
に
応

じ

て
、

中
核
機

関
や
専

門
職
な

ど
の

バ
ッ

ク
ア
ッ

プ
が
必

要
に

な
る

場
面
や

期

間
を
確
認
し
て
お
く
。

�

ｂ
�
権

利
擁
護
支
援
チ
ー
ム
の
支
援
の
開
始
後

、
必
要
に
応
じ
て
行
う
支
援

�

・
�

支
援
の

開
始

後
は
、
専

門
職

後
見

人
を

含
む
後
見

人
等

や
権

利
擁

護
支

援

チ
ー
ム
の
関
係
者
か
ら
の
相
談
に
応
じ
る
。

�

・
�
必

要
に
応
じ
て
、
追
加
し
て
必
要
と
な
る
支

援
の
調
整

�
�
や
、
後
見
人
等
の

交
代

、
類
型
・
権
限
変
更
な
ど
の
検
討
や
調
整

を
行
う
。
交
代
後
は
、
必
要
に

応
じ

て
、
本

人
や
新

旧
の
後

見
人

等
、

関
係

機
関

な
ど

が
参

加
す

る
会
議

を

開
催

す
る
な

ど
し
て

、
新
し

い
後

見
人

等
に
、

本
人
の

状
況

等
が

適
切
に

引

き
継

が
れ
る
よ
う
に
す
る
。

�

・
�
ま

た
、
あ
ら
か
じ
め
定
め
た
時
期
に
、
課
題

の
解
決
の
状
況
等
を
確
認
し
、

当
該

チ
ー
ム

の
自
立

状
況
を

踏
ま

え
て

、
一

旦
、

中
核

機
関

や
専

門
職
な

ど

に
よ

る
当
該

チ
ー
ム

へ
の
支

援
を

終
結

す
る

。
た

だ
し

、
状

況
が

変
化
し

た

際
に

、
速
や
か
に
相
談
で
き
る
体
制
を
確
保
し
て
お
く
こ
と
に
留
意
す
る
。

�

（
イ

）
適

切
な

後
見

事
務
の

確
保

機
能

家
庭

裁
判
所

に
は
、

引
き
続

き
以

下
の

機
能
を

発
揮
す

る
こ

と
が

期
待
さ

れ

る
。

�

・
�

後
見
監

督
の

一
環
と
し

て
、

後
見

人
等

が
行
う

職
務

全
般

（
財
産

管
理

、

身
上

保
護
、

意
思
決

定
支
援

の
ほ

か
、

報
告

書
作

成
等

の
後

見
事

務
）
の

適

切
な

遂
行
の

た
め
、

司
法
機

関
と

し
て

の
立

場
か

ら
後

見
人

等
の

相
談
対

応

や
助

言
を
行

う
。
な

お
、
司

法
機

関
で

あ
る

家
庭

裁
判

所
で

は
、

身
上
保

護

や
意

思
決
定

支
援
に

関
す
る

相
談

に
対

し
て
、

福
祉
的

観
点

か
ら

の
助
言

等

を
行

う
こ
と

は
難
し

い
こ
と

を
考

慮
し

、
権
利

擁
護
支

援
チ

ー
ム

の
自
立

支

援
機

能
と
連

携
し
て

、
司
法

機
関

と
し

て
の
立

場
か
ら

後
見

人
等

の
相
談

対

�
�
�
支
援
の
調
整
の
う
ち
、
意
思
決
定
支
援
を
進
め
る
際
は
、「

意
思
決
定
支
援
を
踏
ま
え
た
後
見
事
務

の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
の
プ
ロ
セ

ス
に
沿
っ
て
対
応
す
る
こ
と
が
重
要

で
あ
る
。
こ
の
際
、
意
思
の
形

成
・
表
明
に
当
た
り
不
当
な
影
響
（
本
人
を
萎
縮
さ
せ
る
人
等
か
ら

の
影
響
な
ど
）
を
受
け
な
い
環
境

を
整
備
す
る
こ
と
や
、
本
人
の
意
思
及
び
選
好
や
価
値
観
に
焦
点
を

当
て
た
支
援
が
行
え
る
よ
う
に
関

係
者
が
調
整
を
行
う
場
を
設
け
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
�

�
�
�

応
や

助
言

を
行

う
。

�

・
�

必
要

に
応

じ
て

、
指

導
や

指
示

、
監

督
処

分
と

い
っ

た
後

見
監

督
を

行
う

。
�

・
�

権
利
擁

護
支

援
チ
ー
ム

の
自

立
支

援
機

能
に
よ
っ

て
確

認
さ

れ
た

本
人

の

状
況

や
、
後

見
人
等

の
交
代

、
類

型
・

権
限
変

更
の
検

討
や

調
整

結
果
な

ど

を
参

考
に

、
適

切
な

交
代

や
選

任
形

態
の

見
直

し
を

行
う

。
�

� （
３

）
権

利
擁

護
支

援
の

地
域

連
携

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

の
機

能
を
強

化
す

る
た
め

の
取

組

－
中

核
機

関
の

コ
ー

デ
ィ

ネ
ー

ト
機

能
の

強
化

等
を

通
じ

た
連

携
・

協
力

に
よ

る

地
域

づ
く
り

－
�

①
�
地

域
連
携

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

の
機
能

を
強
化

す
る

た
め
の

取
組
の

考
え

方

地
域

連
携

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

に
お

い
て

、
権

利
擁

護
支

援
を

行
う

３
つ

の
場

面
に

応
じ

、

福
祉
・
行

政
・
法

律
専

門
職

な
ど

多
様

な
主

体
の

連
携

に
よ

る
「

支
援

」
機

能
と

、
家

庭
裁

判
所

に
よ

る
「

運
用
・
監

督
」
機

能
を

適
切

に
果

た
す

こ
と

が
で

き
る

よ
う

に
す

る
た

め
に

は
、
地

域
・
福
祉
・
行

政
・
法

律
専

門
職
や

家
庭

裁
判

所
な

ど
の

地
域

連
携

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

の
関

係
者

が
、
以

下
の

３
つ

の
視

点
を

持
っ

て
、
自

発
的

に
協

力
し

て

取
り

組
む

必
要

が
あ

る
。

�

ア
�

「
共
通

理
解
の

促
進

」
の
視

点

地
域
・
福
祉
・
行
政
・
法

律
専

門
職

、
そ

し
て

家
庭

裁
判

所
な

ど
、
異

な
る

立
場

を
有

す
る

地
域

連
携

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

の
関

係
者

が
、
そ

れ
ぞ

れ
の

役
割

を
理

解
し

合

い
、

機
能

を
強

化
す

る
た

め
の

認
識

や
そ

の
方

向
性

を
共

有
す

る
必

要
が

あ
る

。
�

�

イ
�

「
多
様

な
主
体

の
参

画
・
活

躍
」
の

視
点

地
域

連
携

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

の
機

能
を

高
め

て
い

く
た

め
、
現

在
活

躍
し

て
い

る
関

係
者

の
み

な
ら

ず
、
様

々
な

立
場

の
関

係
者

が
新

た
に

地
域

の
権

利
擁

護
支

援
に

参

画
し

て
、

各
々

が
可

能
な

取
組

を
行

い
、

そ
の

取
組

を
拡

げ
て

い
く

必
要

が
あ

る
。
�

�

ウ
�

「
機
能

強
化
の

た
め

の
し
く

み
づ
く

り
」

の
視
点

多
く

の
関

係
者

が
円

滑
か

つ
効

果
的

に
連

携
・
協

力
し

て
活

動
で

き
る

し
く

み
を

整
備

す
る

必
要

が
あ

る
。

�

�

②
�
地

域
連
携

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

の
機
能

を
強

化
す
る

た
め
の

取
組
（

地
域

の
体

制
づ

く
り

）

地
域

連
携

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

の
機

能
を

強
化

す
る

た
め

の
取

組
は

、
地

域
連

携
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
の

関
係

者
が

連
携

し
て

進
め

る
こ

と
が

重
要

で
あ

る
。
以

下
で

は
、
地

域
連

携

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

の
機

能
を

強
化

す
る

た
め

の
取

組
と

し
て

、
地

域
連

携
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク

づ
く

り
の

段
階

に
応

じ
、
全

国
各

地
で

共
通

し
て

実
施

す
る

こ
と

が
望

ま
し

い
も

の
を

挙
げ

て
い

る
。

�
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�
�
�

各
地

域
の

協
議
会
に
お
い
て
、
地
域
連
携
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
関
係
機
関
・
団
体
が
こ

う
し

た
取

組
を
実
施
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
各
市
町
村

の
包
括
的
な
支
援
体
制
と
の
一

体
的

な
運

用
に
留
意
す
る
と
と
も
に
、
取
組
に
優
先
順
位
を
付
け
る
、
既
存
の
し
く
み

を
活

用
す

る
な

ど
の

様
々

な
工

夫
を

話
し

合
い

な
が

ら
協

力
し

て
進

め
る

必
要

が
あ

る
。
な

お
、
地
域
の
実
情
に
応
じ
て
、
以
下
に
挙
げ
て

い
な
い
取
組
を
行
う
こ
と
も
可

能
で

あ
り

、
例

え
ば
、

重
層

的
支

援
体
制

整
備
事

業
�
�
と

地
域

連
携

ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク

の

取
組

の
連

携
を

図
る
こ
と
で
、
よ
り
効
果
的
・
効
率

的
な
体
制
づ
く
り
が
推
進
さ
れ
る

な
ど

の
効

果
も

期
待
さ
れ
る
。

�

ま
た

、
地

域
連
携
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
機
能
を
強
化
す

る
た
め
の
取
組
に
は
、
市
町
村

単
位

で
は

取
り

組
み
に
く
い
内
容
も
あ
る
。
そ
れ
ら
に

つ
い
て
は
、
都
道
府
県
が
主
導

し
て

、
市

町
村

と
連
携
し
な
が
ら
取
り
組
ん
で
い
く
こ

と
が
重
要
で
あ
る
。

�

国
は

、
市

町
村
や
都
道
府
県
の
こ
う
し
た
取
組
の
後

押
し
を
行
う
。

�
�

�
�
�
令
和
２
年
の
社
会
福
祉
法
改
正
に
よ
り
創
設
さ
れ
た
、
市
町
村
が

地
域
住
民
の
複
合
化
・
複
雑
化
し

た
支
援
ニ
ー
ズ
に
対
応
し
、
包
括
的
な
支
援
体
制
を
整
備
す
る
た
め

、
①
相
談
支
援
、
②
参
加
支
援
、

③
地
域
づ
く
り
に
向
け
た
３
つ
の
支
援
を
一
体
的
に
実
施
す
る
事
業

（
実
施
を
希
望
す
る
市
町
村
の
任

意
事
業
）
。
�

�
�
�

�

地
域

連
携

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

の
機

能
を
強

化
す

る
た

め
の

視
点

・
取
組
�

ア
�
共
通
理
解
の
�

促
進
�

イ
�
多
様
な
主
体
の
�

参
画

・
活

躍
�

ウ
�
機
能
強
化
の
た
め
�

の
し

く
み

づ
く

り
�

【
場
面
】

�

権
利

擁
護

支
援

の
検

討

に
関
す
る

場
面
（
成
年

後

見
制
度
の

利
用
前

）
�

【
機
能
】

�

権
利

擁
護

の
相

談
支

援

機
能

／
制

度
利

用
の

案

内
機
能

�

�
成
年

後
見
制

度
の
必

要
性

な
ど

権
利

擁
護

支
援

に
つ

い
て

の
理

解
の
浸
透
（
広

報
を
含

む
）
�

�
権
利

擁
護
支

援
に
関

す
る

相
談

窓
口

の
明

確
化
と
浸

透
（

相
談
窓

口
の
広
報

を
含
む

）
�

�
�
地
域
で

相
談
・
支
援

を
円

滑
に

つ
な

ぐ
連

携
強
化

�

�
�
中

核
機

関
と

各
相

談
支

援
機

関
と

の
連

携
強
化

�

�
�
各

相
談

支
援

機
関

等
の

連
携

の
し

く
み

づ
く
り

�

�
�
成

年
後

見
制

度
の

利
用

の
見

極
め

を
行

う
し
く
み

づ
く
り

�

�
成

年
後
見

制
度
以

外
の

権
利

擁
護

支
援

策
の

充
実
・

構
築

�

【
場
面
】

�

成
年

後
見

制
度

の
利

用

の
開
始
ま

で
の
場

面
（

申

立
て

の
準

備
か

ら
後

見

人
等
の
選

任
ま
で

）
�

【
機
能
】

�

権
利

擁
護

支
援

チ
ー

ム

の
形

成
支

援
機

能
／

適

切
な

選
任

形
態

の
判

断

機
能
�

�
�
選

任
の

考
慮

要
素

と
受

任
イ

メ
ー

ジ
の

共
有
と
浸

透
�

�
�
都

道
府

県
と

市
町

村
に

よ
る

地
域

の
担

い
手
の
育

成
�

�
�
専

門
職

団
体

に
よ

る
専

門
職

後
見

人
の

育
成
�

�
�
後

見
人

等
候

補
者

の
検

討
・

マ
ッ

チ
ン

グ
・
推
薦
の

し
く
み

づ
く

り
�

�
�
市

町
村

と
都

道
府

県
に

よ
る

市
町

村
長

申
立
て
・
成

年
後
見

制
度

利
用

支
援

事
業

を
適

切
に

実
施

す
る

た
め

の
体
制

の
構
築

�

【
場
面
】

�

成
年

後
見

制
度

の
利

用

開
始

後
に

関
す

る
場

面

（
後
見
人

等
の
選

任
後

）
�

【
機
能
】

�

権
利

擁
護

支
援

チ
ー

ム

の
自

立
支

援
機

能
／

適

切
な

後
見

事
務

の
確

保

機
能
�

�
�
意

思
決

定
支

援
や

後
見

人
等

の
役

割
に

つ
い

て
の

理
解

の
浸

透
�

�
�
地

域
の

担
い

手
の

活
躍
支
援

�

�
�
制

度
の

利
用

者
や

後
見

人
等

か
ら

の
相

談
を

受
け

る
関

係
者

と
の
連
携

強
化

�

�
�
後

見
人

等
で

は
解

決
で

き
な

い
共

通
課

題
へ

の
支

援
策

の
構

築
�

�
�
家

庭
裁

判
所

と
中

核
機
関
の

適
時
・
適

切
な

連
絡
体

制
の
構

築
�

�

ア
�
「

権
利

擁
護
の

相
談
支

援
」
機

能
と
「

制
度
利

用
の

案
内
」
機

能
を

強
化

す
る

た

め
の

取
組

（
権

利
擁

護
支

援
の

検
討

に
関

す
る

場
面

）

権
利

擁
護

支
援

の
検

討
に

関
す

る
場

面
（

成
年

後
見

制
度

の
利

用
前

）
に

お
け

る

「
権

利
擁

護
の

相
談

支
援

」
機

能
及

び
「

制
度

利
用

の
案

内
」
機

能
を

強
化

す
る

た

め
の

取
組

は
、

以
下

の
と

お
り

で
あ

る
。

�

（
ア

）
「

共
通

理
解
の

促
進

」
の

視
点

に
よ

る
取
組

ａ
�

成
年
後

見
制

度
の
必
要

性
な

ど
権

利
擁

護
支
援
に

つ
い

て
の

理
解

の
浸

透

（
制

度
の

広
報

を
含

む
）

�
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�
�
�

・
�

地
域
連

携
ネ

ッ
ト
ワ
ー

ク
の

関
係

者
は

、
成
年
後

見
制

度
を

利
用

す
る

可

能
性
の
あ
る
本
人
や
家
族
、
地
域
住
民
、
福
祉
・
行
政
・
法
律
専
門
職
な
ど
の

関
係
者
に
対
し
、
一
般
的
な
広
報
に
加
え
、
成

年
後
見
制
度
の
利
用
の
効
果
・

留
意

点
や
制

度
の
活

用
が
有

効
な

事
案

の
ほ
か

、
声
を

上
げ

る
こ

と
が
で

き

な
い

権
利
擁

護
支
援

を
必
要

と
し

て
い

る
人
を

発
見
し

支
援

に
つ

な
げ
る

こ

と
の

重
要
性

な
ど
を

周
知
・

啓
発

す
る

。
ま
た

、
対
象

者
ご

と
に

伝
え
る

内

容
・

方
法
が

異
な
る

こ
と
か

ら
、

対
象

者
に

合
わ

せ
て

行
う

必
要

が
あ
る

。

加
え

て
、
任
意
後
見
・
補
助
・
保
佐
に
関
す
る
周
知
活
動
も
強
化
す
る
。

�

・
�
こ
の
際
、
市
町
村
・
中
核
機
関
に
は
、
地
域
住
民
や
福
祉
・
司
法
の
関
係
者

を
対

象
に
し

た
権
利

擁
護
支

援
に

関
す

る
研
修

等
を
行

う
こ

と
が

期
待
さ

れ

る
。

�

・
�

家
庭
裁

判
所

に
は
、
市

町
村

や
都

道
府

県
が
広
報

に
必

要
な

知
識

や
情

報

を
得

る
こ
と

が
で
き

る
よ
う

に
す

る
た

め
、
講

師
派
遣

や
統

計
デ

ー
タ
を

提

供
す
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。

�

・
�

国
は
、

最
新

の
情
報
や

知
見

が
全

国
的

に
共
有
さ

れ
る

こ
と

に
よ

っ
て

地

域
連

携
ネ
ッ

ト
ワ
ー

ク
の
機

能
強

化
が

図
ら
れ

る
よ
う

、
成

年
後

見
制
度

利

用
促
進
ポ
ー
タ
ル
サ
イ
ト
の
充
実
を
図
る
。

�

ｂ
�

権
利
擁

護
支

援
に
関
す

る
相

談
窓

口
の

明
確
化
と

浸
透

（
相

談
窓

口
の

広

報
を

含
む
）

�

・
�

市
町
村

は
、

権
利
擁
護

支
援

や
成

年
後

見
制
度
の

利
用

に
関

す
る

地
域

の

相
談
窓
口
を
明
確
に
す
る
。

�

・
�

そ
の
上

で
、

明
確
に
し

た
窓

口
を

地
域

連
携
ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

の
関

係
者

に

周
知
し
浸
透
さ
せ
る
。

�

（
イ

）
「

多
様

な
主
体

の
参

画
・

活
躍

」
の
視

点
に

よ
る

取
組

ａ
�
地

域
で
相
談
・
支
援
を
円
滑
に
つ
な
ぐ
連
携
強
化

�

・
�

地
域
連

携
ネ

ッ
ト
ワ
ー

ク
に

お
い

て
は

、
地
域
の

関
係

者
・

団
体

（
当

事

者
等
団
体
、
地
域
住
民
、
民
間
事
業
者
、
専
門
職
団
体
等
）
が
、
権
利
擁
護
支

援
を

必
要
と

す
る
人

や
そ
の

家
族

な
ど

の
様
子

を
把
握

し
た

り
、

身
近
な

立

場
で
相
談
を
受
け
た
り
し
て
い
る
こ
と
を
共

有
す
る
。

�

・
�

そ
の
上

で
、

関
係
者
・

団
体

が
受

け
止

め
た
権
利

擁
護

支
援

に
関

す
る

ニ

ー
ズ

へ
の
対

応
に
悩

ま
な
い

よ
う

、
地

域
で
権

利
擁
護

支
援

や
相

談
支
援

を

担
う

機
関
（

中
核
機

関
、
地

域
包

括
支

援
セ

ン
タ

ー
や

基
幹

相
談

支
援
セ

ン

タ
ー

等
、
介

護
や
障

害
、
生

活
困

窮
、

子
育

て
な

ど
の

各
相

談
支

援
機
関

な

ど
）

は
、
そ

の
役
割

や
連
絡

先
の

紹
介

、
相

談
の

つ
な

げ
方

の
確

認
な
ど

を

行
う

。
�

ｂ
�
中
核
機
関
と
各
相
談
支
援
機
関
と
の
連
携

強
化

�

�
�
�

・
�

中
核

機
関

は
、
地

域
包

括
支

援
セ

ン
タ

ー
や

基
幹

相
談

支
援

セ
ン

タ
ー

等
、

介
護

や
障
害

、
生
活

困
窮
、

子
育

て
な

ど
の
各

相
談
支

援
機

関
と

、
事
例

検

討
や

支
援
の

振
り
返

り
な
ど

を
通

じ
て

、
緊
急

性
の
判

断
や

、
権

利
擁
護

支

援
の

必
要
性

、
各
種

支
援
や

中
核

機
関

に
つ
な

げ
る
タ

イ
ミ

ン
グ

、
地
域

に

あ
る

様
々

な
権

利
擁

護
支

援
策

な
ど

を
確

認
し

合
う

。
�

（
ウ

）
「

機
能

強
化
の

た
め

の
し

く
み

づ
く

り
」
の

視
点
に

よ
る

取
組

ａ
�

各
相

談
支

援
機

関
等

の
連

携
の

し
く

み
づ

く
り

�

・
�

市
町

村
は

、（
イ

）
の

実
践

を
踏

ま
え

、
中

核
機

関
や

地
域

包
括

支
援

セ
ン

タ
ー

、
基

幹
相

談
支

援
セ

ン
タ

ー
等

、
介

護
や

障
害

、
生

活
困

窮
、
子

育
て

な

ど
の

各
相
談

支
援

機
関

が
連

携
を

図
り

、
権
利

擁
護
支

援
を

必
要

と
す
る

人

や
関

係
者

か
ら

の
相

談
を
受

け
止

め
、

確
認
し

た
権
利

擁
護

支
援

ニ
ー
ズ

に

対
し

、
必

要
な

支
援

を
行

う
こ

と
が

で
き

る
し

く
み

を
整

備
す

る
。

�

ｂ
�

成
年

後
見

制
度

の
利

用
の

見
極

め
を

行
う

し
く

み
づ

く
り

�

・
�

市
町
村

や
中

核
機
関
は

、
権

利
擁

護
支

援
ニ
ー
ズ

の
整

理
か

ら
確

認
で

き

た
課

題
の
性

質
に
よ

っ
て
、

各
相

談
支

援
機
関

が
成
年

後
見

制
度

の
利
用

の

必
要

性
を

確
認

す
る

た
め

の
シ

ー
ト

�
�
の

共
有

、
中

核
機

関
が

ケ
ー

ス
会

議
に

参
加

す
る
際

の
ル
ー

ル
づ
く

り
、

専
門

職
の
派

遣
の
し

く
み

づ
く

り
な
ど

を

行
う

。
�

ｃ
�

成
年

後
見

制
度

以
外

の
権

利
擁

護
支

援
策

の
充

実
・

構
築

�

・
�

都
道

府
県

や
市

町
村

は
、
１
（

２
）「

総
合

的
な

権
利

擁
護

支
援

策
の

充
実

」

の
内

容
も
踏

ま
え
、

地
域
に

お
い

て
、

日
常
生

活
自
立

支
援

事
業

な
ど
の

既

存
の

権
利
擁

護
支
援

策
の
充

実
や

、
そ

れ
以
外

の
新
た

な
支

援
策

を
検
討

す

る
。

�

�

イ
�

「
権

利
擁

護
支

援
チ

ー
ム

の
形

成
支

援
」

機
能

と
「

適
切

な
選

任
形

態
の

判
断
」

機
能

を
強

化
す

る
た

め
の

取
組

（
成

年
後

見
制

度
の

利
用

の
開
始

ま
で
の

場
面

）

成
年

後
見

制
度

の
利

用
の

開
始

ま
で

の
場

面
（

申
立

て
の

準
備

か
ら

後
見

人
等

の

選
任

ま
で

）
に

お
け

る
「

権
利

擁
護

支
援

チ
ー

ム
の

形
成

支
援

」
機

能
及

び
「

適
切

な
選

任
形

態
の

判
断

」
機

能
を

強
化

す
る

た
め

の
取

組
は

、
以

下
の

と
お

り
で

あ
る

。�

（
ア

）
「

共
通

理
解
の

促
進

」
の

視
点

に
よ

る
取
組

ａ
�

選
任

の
考

慮
要

素
と

受
任

イ
メ

ー
ジ

の
共

有
と

浸
透

�

・
�

都
道

府
県

、
市

町
村

、
中

核
機

関
、
専

門
職

団
体

、
家

庭
裁

判
所

な
ど

は
、

�
�
�

注
��

参
照

（
「
日

常
生

活
自

立
支
援

事
業

等
関

連
制

度
と

成
年
後

見
制

度
と

の
連

携
の

在
り
方

等
に

つ
い
て
の

調
査

研
究

事
業

」（
厚

生
労
働

省
令

和
２

年
度

社
会

福
祉
推

進
事

業
）

で
作

成
さ

れ
た
「

日

常
生
活
自

立
支

援
事

業
関

連
諸

制
度
と

の
役

割
分

担
チ

ェ
ッ

ク
シ
ー

ト
」

の
活

用
が

考
え

ら
れ
る

。）
�

�
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�
�
�

権
利

擁
護
支

援
チ
ー

ム
の
形

成
支

援
と

し
て

の
受

任
者

調
整

を
地

域
の
実

情

に
応

じ
て
進

め
る
た

め
、
家

庭
裁

判
所

が
後

見
人

等
を

選
任

す
る

際
の
考

慮

要
素

を
で
き
る
限
り
共
有
す
る
。

�

・
�

さ
ら
に

、
個

人
情
報
を

含
ま

な
い

模
擬

事
例
の
検

討
を

通
じ

て
、

後
見

人

等
候

補
者
イ
メ
ー
ジ
の
共
通
認
識
を
深
め
る
。

�

・
�

ま
た
、

受
任

者
調
整
の

際
に

将
来

的
な

後
見
人
等

の
交

代
も

含
め

た
初

期

方
針

が
検
討

で
き
る

よ
う
、

個
人

情
報

を
含
ま

な
い
模

擬
事

例
の

検
討
を

通

じ
て

、
交
代

の
タ
イ

ミ
ン
グ

や
引

き
継

ぎ
方
法

な
ど
交

代
に

関
す

る
イ
メ

ー

ジ
の
共
有
も
進
め
る
。

�

（
イ

）
「

多
様

な
主
体

の
参

画
・

活
躍

」
の
視

点
に

よ
る

取
組

ａ
�
都

道
府
県
と
市
町
村
に
よ
る
地
域
の
担
い
手
の
育
成

�

・
�
４
（
２
）
を
参
照
の
こ
と
。

�

ｂ
�
専
門
職
団
体
に
よ
る
専
門
職
後
見
人
の
育

成
�

・
�
４
（
２
）
を
参
照
の
こ
と
。

�

（
ウ

）
「

機
能

強
化
の

た
め

の
し

く
み

づ
く
り

」
の

視
点

に
よ
る

取
組

ａ
�
後

見
人
等
候
補
者
の
検
討
・
マ
ッ
チ
ン
グ
・
推
薦
の
し
く
み
づ
く
り

�

・
�

都
道
府

県
、

市
町
村

及
び

中
核
機

関
は

、
後
見
人

等
の

候
補

者
の

的
確

な

推
薦

を
行
う

こ
と
が

で
き
る

よ
う

、
家

庭
裁

判
所

と
専

門
職

団
体

の
積
極

的

な
協

力
も
得

て
、
候

補
者
の

検
討

方
法

（
検

討
の

体
制

や
候

補
者

推
薦
の

目

安
�
�
な

ど
）
、
マ

ッ
チ

ン
グ

の
手
法
な

ど
を
共

有
で

き
る
体
制
を

整
え
る

。
こ

の
際

、
市
民

後
見
人

を
候
補

に
す

る
の

に
適

し
た

事
案

で
あ

る
か

や
、
ど

の

よ
う

な
属
性

の
候
補

者
が
よ

い
か

の
検

討
だ

け
で

は
な

く
、

権
利

擁
護
支

援

チ
ー

ム
形
成

の
観
点

か
ら
、

本
人

の
意

向
や
後

見
人
等

と
の

相
性

、
課
題

等

に
応

じ
た
柔
軟
な
選
任
形
態
（
複
数
後
見
な
ど

）
、
課
題
解
決
後
の
交
代
等
の

想
定

な
ど
も
検
討
で
き
る
よ
う
に
留
意
す
る

。
�

・
�

家
庭
裁

判
所

に
は
、
上

記
体

制
づ

く
り

へ
の
協
力

と
、

チ
ー

ム
形

成
の

観

点
か

ら
行
わ

れ
る
受

任
者
調

整
の

プ
ロ

セ
ス

へ
の

理
解

が
期

待
さ

れ
る
。

ま

た
、

地
域
の

実
情
や

協
議
事

項
等

に
応

じ
、

家
庭

裁
判

所
の

支
部

・
出
張

所

も
含
め
た
協
議
の
実
施
な
ど
の
対
応
も
期
待
さ
れ
る
。

�

・
�

専
門
職

団
体

に
は
、
家

庭
裁

判
所

や
中

核
機
関
と

連
携

し
、

円
滑

か
つ

適

切
に

後
見
人

候
補
者

等
の
推

薦
を

行
え

る
よ

う
に

し
て

お
く

こ
と

が
期
待

さ

れ
る
。

�

ｂ
�

市
町
村

と
都

道
府
県
に

よ
る

市
町

村
長

申
立
て
・

成
年

後
見

制
度

利
用

支

援
事

業
を
適
切
に
実
施
す
る
た
め
の
体
制
の
構
築

�

�
�
�
本
人
の
意
向
等
や
権
利
擁
護
支
援
ニ
ー
ズ
の
性
質
を
踏
ま
え
、
地

域
の
担
い
手
の
状
況
も
考
慮
し
つ

つ
、
ど
の
よ
う
な
属
性
の
候
補
者
が
よ
り
適
切
か
の
目
安
。

�

�
�
�

・
�

４
（

３
）

を
参

照
の

こ
と

。
�

�

ウ
�

「
権

利
擁

護
支

援
チ

ー
ム

の
自

立
支

援
」

機
能

と
「

適
切

な
後

見
事

務
の

確
保
」

機
能

を
強

化
す

る
た

め
の

取
組

（
成

年
後

見
制

度
の

利
用

開
始

後
に

関
す

る
場

面
）

成
年

後
見

制
度

の
利

用
開

始
後

に
関

す
る

場
面
（

後
見

人
等

の
選

任
後

）
に

お
け

る
「

権
利

擁
護

支
援

チ
ー

ム
の

自
立

支
援

」
機

能
及

び
「

適
切

な
後

見
事

務
の

確
保
」

機
能

を
強

化
す

る
た

め
の

取
組

は
、

以
下

の
と

お
り

で
あ

る
。

�

（
ア

）
「

共
通

理
解
の

促
進

」
の

視
点

に
よ

る
取
組

ａ
�

意
思

決
定

支
援

や
後

見
人

等
の

役
割

に
つ

い
て

の
理

解
の

浸
透

�

・
�

地
域

連
携

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

の
関

係
者

�
�
は

、
後

見
人

等
の

参
画

し
た

権
利

擁

護
支

援
チ

ー
ム

が
、
意

思
決

定
支

援
に

取
り

組
め

る
よ

う
、
保

健
、
医

療
、
福

祉
、

介
護
、

金
融
等

の
幅
広

い
関

係
者

や
地
域

住
民
に

対
し

、
意

思
決
定

支

援
の

重
要

性
や

考
え

方
な

ど
に

つ
い

て
、
研

修
等

を
通

じ
た

継
続

的
な

普
及
・

啓
発

を
行
う

。
こ
の

際
、
チ

ー
ム

内
で

適
切
な

役
割
分

担
を

図
る

た
め
、

後

見
人

等
の

役
割

を
合

わ
せ

て
伝

え
て

い
く

こ
と

が
重

要
で

あ
る

。
�

・
�

ま
た
、

都
道

府
県
等
に

は
、

専
門

職
団

体
の
協
力

も
得

て
、

親
族

後
見

人

や
市

民
後
見

人
等
の

後
見
人

等
、

日
常

生
活
自

立
支
援

事
業

の
関

係
者

及
び

市
町

村
・
中

核
機
関

の
職
員

に
対

し
て

、
意
思

決
定
支

援
に

係
る

研
修
等

を

継
続

的
に

行
う

こ
と

が
期

待
さ

れ
る

。
�

（
イ

）
「

多
様

な
主
体

の
参

画
・

活
躍

」
の

視
点
に

よ
る
取

組

ａ
�

地
域

の
担

い
手

の
活

躍
支

援
�

・
�

市
町
村

は
、

都
道
府
県

と
連

携
し

て
、

地
域
の
関

係
機

関
や

専
門

職
団

体

か
ら

の
協

力
も

得
つ

つ
、
４
（

２
）
の

と
お

り
、
地
域

の
担

い
手
（

市
民

後
見

人
及

び
後
見

等
実
施

法
人
）

が
地

域
で

活
躍
で

き
る
よ

う
に

す
る

た
め
の

支

援
を

行
う

。
�

・
�

こ
の
際

、
住

民
の
社
会

参
加

や
地

域
づ

く
り
を
促

進
す

る
観

点
か

ら
、

市

民
後

見
人
の

活
動
内

容
や
や

り
が

い
に

つ
い
て

広
く
周

知
す

る
こ

と
も
重

要

で
あ

る
。

�

ｂ
�

制
度
の

利
用

者
や
後
見

人
等

か
ら

の
相

談
を
受
け

る
関

係
者

と
の

連
携

強

化
�

・
�

地
域
連

携
ネ

ッ
ト
ワ
ー

ク
に

お
い

て
は

、
成
年
後

見
制

度
を

利
用

す
る

本

人
や

そ
の
家

族
、
後

見
人
等

か
ら

の
相

談
を
受

け
る
こ

と
が

あ
る

地
域
の

関

係
団

体
（

当
事

者
等

団
体

、
専

門
職

団
体

等
）

を
把

握
す

る
。

�

・
�

そ
の
上

で
、

中
核
機
関

は
、

そ
の

役
割

や
連
絡
先

等
の

紹
介

、
関

係
団

体

�
�
�

２
（
１

）
②

「
様

々
な

分
野

に
お
け

る
意

思
決

定
支

援
の

浸
透
」

を
参

照
。
�
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�
�
�

が
受

け
て
い

る
相
談

内
容
や

地
域

へ
の

参
加

の
支

援
に

関
連

す
る

活
動
の

確

認
な

ど
を
行
う
。

�

（
ウ

）
「

機
能

強
化
の

た
め

の
し

く
み

づ
く
り

」
の

視
点

に
よ
る

取
組

ａ
�
後

見
人
等
で
は
解
決
で
き
な
い
共
通
課
題
へ
の
支
援
策
の
構
築

�

・
�

特
定
の

課
題

が
解
決
し

た
後

の
専

門
職

後
見
人
か

ら
市

民
後

見
人

へ
の

交

代
を

行
う
し

く
み
づ

く
り
や

、
身

寄
り

の
な
い

被
後
見

人
等

へ
の

緊
急
時

対

応
や

生
活
支

援
、
地

域
へ
の

参
加

の
支

援
等

の
し

く
み

づ
く

り
な

ど
、
後

見

人
等

や
権
利

擁
護
支

援
チ
ー

ム
の

み
で

は
解
決

す
る
こ

と
が

で
き

な
い
地

域

に
共
通
す
る
課
題
に
つ
い
て
、
地
域
連
携
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
関
係
者
が
連
携
・

協
力
し
て
実
施
す
る
支
援
策
を
構
築
す
る
。

�

ｂ
�
家

庭
裁
判
所
と
中
核
機
関
の
適
時
・
適
切

な
連
携
体
制
の
構
築

�

・
�

将
来
的

に
市

民
後
見
人

へ
の

交
代

を
行

う
想
定
を

し
て

い
た

事
案

に
つ

い

て
、

交
代
を

検
討
す

べ
き
時

期
が

来
た

場
合
や

、
地
域

連
携

ネ
ッ

ト
ワ
ー

ク

の
関

係
者
が

後
見
人

等
の
不

正
を

把
握

し
た
場

合
な
ど

に
お

い
て

、
家
庭

裁

判
所
と
中
核
機
関
が
適
時
・
適
切
に
連
絡
で

き
る
し
く
み
を
整
え
る
。

�

③
�

中
核
機

関
の

コ
ー
デ

ィ
ネ

ー
ト
機

能
の
強

化
と

協
議

会
の
運
営

を
通

じ
た

連
携
・
協

力
関

係
の

推
進

地
域

連
携

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
、
持
続
可
能
な
形
で
そ

の
役
割
を
果
た
せ
る
よ
う
に
す

る
た

め
に

は
、
中
核
機
関
の
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
ト
機
能
の
強
化
と
、
多
様
な
主
体
に
よ
る

参
画

や
連

携
・
協
力
を
得
る
た
め
の
協
議
会
の
運
営
が
重
要
で
あ
る
。

�

ア
�

協
議

会
の

運
営

を
通
じ

た
連

携
・

協
力
関

係
の

推
進

協
議

会
は

、
各
地
域
に
お
い
て
、
権
利
擁
護
支
援

チ
ー
ム
を
支
え
る
専
門
職
団
体

や
当

事
者

等
団

体
な

ど
を

含
む

団
体

や
地

方
公

共
団

体
等

の
関

係
機

関
が

連
携

を

強
化

し
、
こ
れ
ら
の
団
体
・
機
関
に
よ
る
自
発
的
な
協
力
を
進
め
る
し
く
み
で
あ
る
。�

成
年

後
見

制
度
が
、
尊
厳
の
あ
る
本
人
ら
し
い
生
活
の
継
続
を
支
援
し
、
地
域
社

会
へ

の
参

加
を
図
る
も
の
と
し
て
利
用
さ
れ
る
よ
う

に
す
る
た
め
、
協
議
会
の
運
営

を
通

じ
て

、
多
様
な
主
体
が
理
念
を
共
有
し
、
そ
れ

ぞ
れ
の
役
割
を
発
揮
し
な
が
ら

連
携

・
協

力
し
て
い
く
関
係
を
推
進
し
て
い
く
必
要

が
あ
る
。

�

（
ア

）
基

本
的

な
考

え
方

・
�
第

一
期
計
画

で
は
、

成
年
後
見
制
度
に

関
す

る
専
門
相
談
へ
の
対

応
や
、

家

庭
裁

判
所
と
の
連

携
の
た

め
に
、
法
律
・
福

祉
の
専

門
職
団
体
（
弁
護

士
会
、

リ
ー

ガ
ル
サ
ポ
ー
ト

�
�
、
社
会
福
祉
士
会
等
）
や

地
方
公
共
団
体
等
の
関
係
機
関

な
ど

の
福
祉
関
係

者
等
が

参
画
す
る
協
議
会

が
設
置

さ
れ
た
。
そ
れ
ぞ

れ
の
果

�
�
�
�
司
法
書
士
を
構
成
員
と
す
る
公
益
社
団
法
人
の
こ
と
。
�

�
�
�

た
し

て
き

た
役

割
は

重
要

で
あ

り
、

引
き

続
き

、
主

体
的

な
参

画
と

自
発

的
協

力
が

期
待

さ
れ

る
。

�

・
�

第
二

期
計

画
で

は
、

尊
厳

の
あ

る
本

人
ら

し
い

生
活

の
継

続
の

支
援

と
い

う

観
点

が
強

め
ら

れ
る

よ
う

、
制

度
を

利
用

す
る

当
事

者
等

の
意

見
を

反
映

で
き

る
団

体
等

に
対

し
て

、
協

議
会

へ
の

参
画

を
求

め
る

こ
と

な
ど

も
重

要
に

な
る

。�

・
�

さ
ら

に
、

本
人

に
適

切
な

支
援

を
行

え
る

よ
う

に
す

る
た

め
、

地
域

の
実

情

に
応

じ
て

、
民

生
委

員
協

議
会

、
自

治
会

、
日

本
司

法
支

援
セ

ン
タ

ー
（

法
テ

ラ
ス

）
、
税

理
士

会
・
行

政
書

士
会
・
精

神
保

健
福

祉
士

協
会

な
ど

成
年

後
見

制

度
に

つ
い

て
実

績
の

あ
る

専
門

職
団

体
、

法
人

後
見

を
実

施
す

る
等

権
利

擁
護

に
関

す
る

取
組

を
行

う
団

体
、
消

費
生

活
セ

ン
タ

ー
、
公

証
役

場
、
金

融
機

関
、

生
活

支
援

サ
ー

ビ
ス

等
の

サ
ー

ビ
ス

に
係

る
民

間
事

業
者

�
�
等

と
の

連
携

も
求

め
ら

れ
る

。
金

融
機

関
�
�
に

は
、
地

域
連

携
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
の

関
係

者
と

の
連

携

を
図

り
、

本
人

の
意

思
を

尊
重

し
な

が
ら

、
見

守
り

等
の

権
利

擁
護

支
援

で
役

割
を

発
揮

す
る

こ
と

が
期

待
さ

れ
る

。
�

（
イ
）

市
町
村

に
よ

る
協
議

会

・
�

権
利

擁
護

支
援

に
関

す
る

業
務

が
市

町
村

の
福

祉
部

局
が

有
す

る
個

人
情

報

を
基

に
行

わ
れ

る
こ

と
、

具
体

的
な

支
援

の
実

施
の

た
め

に
は

行
政

や
地

域
の

幅
広

い
関

係
者

と
の

連
携

を
調

整
す

る
必

要
が

あ
る

こ
と

か
ら

、
引

き
続

き
、

市
町

村
は

協
議

会
の

設
置

・
運

営
に

取
り

組
む

必
要

が
あ

る
。

�

・
�

協
議

会
で

は
、

多
様

な
主

体
の

参
画

と
自

発
的

協
力

の
下

で
、

権
利

擁
護

支

援
を

行
う

３
つ

の
場

面
で

の
「

支
援

」
や

、
地

域
連

携
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
の

機
能

を
強

化
す

る
た

め
の

「
取

組
」

を
協

議
す

る
。

こ
の

際
、

協
議

会
の

効
率

的
な

設
置

・
運

営
を

行
う

た
め

、
権

利
擁

護
セ

ン
タ

ー
等

の
運

営
委

員
会

な
ど

既
存

の
会

議
体

�
�
を

活
用

す
る

、
協

議
事

項
に

応
じ

て
参

加
者

を
柔

軟
に

追
加
・
変

更

�
�
�

Ⅱ
�１

（
２
）
②
「
新
た
な
連
携
・
協
力
体

制
の

構
築

に
よ

る
生
活

支
援

・
意

思
決

定
支

援
の
検

討
」
を
参

照
。
�

�
�
�

一
部
の

金
融

機
関

で
は

、
顧

客
本
位

の
業

務
運

営
の

一
環

と
し
て

、
近

年
、

職
員

の
認

知
症
に

対
す

る
理
解
を

向
上

さ
せ

る
と

と
も

に
、
地

方
公

共
団

体
や

地
域

の
福
祉

機
関

等
と

連
携

し
、

判
断
能

力
の

低
下
し
た

高
齢

者
等

の
権

利
擁

護
等
に

努
め

る
取

組
が

行
わ

れ
て
い

る
。

こ
う

し
た

取
組

は
、
意

思
決

定
支
援
を

含
む

権
利

擁
護

支
援

の
取
組

と
、

趣
旨

を
共

通
す

る
も
の

で
あ

る
。
�

�
�
�

既
存
の

会
議

体
と

し
て

は
、

例
え
ば

以
下

の
も

の
が

あ
る

。
�

・
社
会
福
祉
法
第

�
�
�
条

の
６

に
基
づ

く
支

援
会

議
�

・
社
会
福
祉
法
第

�
�
�
条

の
４

第
２
項

第
６

号
に

基
づ

き
作

成
さ
れ

た
支

援
プ

ラ
ン

の
支

援
決
定

等
を

行
う
重
層

的
支

援
会

議
�

・
社
会
福
祉
法
第

�
�
�
条

第
１

項
に
規

定
す

る
市

町
村

地
域

福
祉
計

画
に

基
づ

く
協

議
会

、
同
法

第

�
�
�
条
に

規
定

す
る

都
道

府
県

地
域
福

祉
支

援
計

画
に

基
づ

く
協
議

会
�

・
地
域
ケ

ア
会

議
（

介
護

保
険

法
（
平

成
９

年
法
律
第

��
�
号

）
�
�
�
条

の
�
�
）
�

・
障
害
者

の
日

常
生

活
及

び
社

会
生
活

を
総

合
的

に
支

援
す

る
た
め

の
法

律
（

平
成

��
年

法
律
第

��
�

号
）
第

�
�
条
の
３
に
規
定
す
る
協
議
会
�
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�
�
�

す
る

、
個
別
事
案

の
「
支

援
」
と

地
域
連
携

ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
の
機
能
を

強
化
す

る
た

め
の

「
取
組

」
を
分

け
て
協
議
す
る
な

ど
、
地

域
の
実
情
に
応
じ

た
工
夫

も
求

め
ら
れ
る
。

�

ａ
�
権
利
擁
護
支
援
を
行
う
３
つ
の
場
面
に
お

け
る
「
支
援
」
の
検
討
・
協
議

�

・
�

中
核
機

関
が

、
成
年
後

見
制

度
を

含
め

た
権
利
擁

護
支

援
の

相
談

を
受

け

て
、

適
切
な

支
援
を

コ
ー
デ

ィ
ネ

ー
ト

す
る

た
め

に
は

、
具

体
的

な
支
援

を

検
討

・
協
議

す
る
場

（
ケ
ー

ス
会

議
や

受
任

調
整

会
議

な
ど

）
が

必
要
で

あ

る
。

具
体
的

な
検
討

・
協
議

事
項

と
し

て
は

、
場

面
に

応
じ

て
以

下
の
項

目

に
記

載
し
て
い
る
内
容
が
挙
げ
ら
れ
る
。

�

・
�

（
２
）
②
ア
（
ア
）
権
利
擁
護
の
相
談
支

援
機
能

�

・
�

（
２
）
②
イ
（
ア
）
権
利
擁
護
支
援
チ

ー
ム
の
形
成
支
援
機
能

�

・
�

（
２
）
②
ウ
（
ア
）
権
利
擁
護
支
援
チ

ー
ム
の
自
立
支
援
機
能

�

・
�

な
お
、

支
援

困
難
事
案

に
適

切
に

対
応

す
る
た
め

に
は

、
必

要
に

応
じ

て

専
門

職
団
体

や
当
事

者
団
体

等
か

ら
助

言
を

受
け

ら
れ

る
機

会
を

確
保
す

る

こ
と

が
重
要

で
あ
る

。
ま
た

、
必

ず
し

も
項

目
ご

と
に

定
期

的
に

検
討
・

協

議
の
場
を
設
け
る
必
要
は
な
く
、
上
記
の
３
項

目
に
つ
い
て
合
わ
せ
て
検
討
・

協
議

す
る
、

臨
時
の

検
討
・

協
議

の
場

を
設

定
す

る
な

ど
、

地
域

の
実
情

に

応
じ
た
工
夫
が
求
め
ら
れ
る
。

�

ｂ
�
家

庭
裁
判
所
と
の

連
携
�

・
�

権
利
擁

護
支

援
を
行
う

３
つ

の
場

面
に

お
け
る
「

支
援

」
機

能
を

強
化

す

る
た
め
に
は
、
家
庭
裁
判
所
と
の
間
で
の
相
互

理
解

�
�
を
図
る
こ
と
や
、
個
人

情
報

を
含
ま

な
い
模

擬
事
例

の
検

討
に

よ
っ

て
後

見
人

等
受

任
イ

メ
ー
ジ

を

共
有

�
�
す
る
こ
と
な
ど
、
家
庭
裁
判
所
と
連
携
す
る
た
め
の
協
議
の
場
を
設
置

す
る
こ
と
も
求
め
ら
れ
る
。

�

ｃ
�
地

域
連
携
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
機
能
を
強
化
す
る
た
め
の
取
組
の
協
議

�

・
�

権
利
擁

護
支

援
チ
ー
ム

に
よ

る
支

援
を

充
実
す
る

た
め

に
は

、
地

域
連

携

ネ
ッ

ト
ワ
ー

ク
の
機

能
を
強

化
す

る
た

め
の
「

取
組
」

を
協

議
す

る
必
要

が

・
消
費
者
安
全
確
保
地
域
協
議
会
（
消
費
者
安
全
法
（
平
成

�
�
年

法
律
第

�
�
号
）
第

�
�
条
の
３
）
�

・
生
活
困
窮
者
自
立
支
援
法
（
平
成

�
�
年
法
律
第

�
�
�
号
）
第
９
条
に
基
づ
く
支
援
会
議

�

・
生
活
困
窮
者
自
立
支
援
法
第
２
条
第
２
項
に
規
定
す
る
自
立
相
談
支
援
事
業
に
お
け
る
支
援
調
整
会
議
�

・
精
神
障
害
に
も
対
応
し
た
地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
（
こ
れ
か
ら

の
精
神
保
健
医
療
福
祉
の
あ
り
方

に
関
す
る
検
討
会
（
平
成

��
年
２
月
と
り
ま
と
め
））

に
お
け
る

協
議
の
場
�

�
�
�
例
え
ば
、
家
庭
裁
判
所
に
は
、
市
町
村
に
よ
る
虐
待
対
応
の
プ
ロ
セ
ス
や
地
域
の
関
係
者
に
よ
る
意

思
決
定
支
援
の
取
組
、
日
常
生
活
自
立
支
援
事
業
な
ど
の
後
見
等
開
始
申
立
て
前
に
お
け
る
権
利
擁
護

支
援
の
内
容
を
理
解
す
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。
市
町
村
・
中
核
機
関
に
は
、
司
法
手
続
の
特
徴
や
後

見
等
開
始
申
立
て
後
の
手
続
の
流
れ
等
を
理
解
す
る
こ
と
が
期
待
さ

れ
る
。
�

�
�
�
詳
し
く
は
、
②
イ
（
ア
）
�「

選
任
の
考
慮
要
素
と
受
任
イ
メ
ー
ジ
の
共
有
と
浸
透
」
参
照
。
�

�
�
�

あ
る

。
具
体

的
な
協

議
事
項

と
し

て
は

、
以
下

の
項
目

に
記

載
し

て
い
る

内

容
が

挙
げ

ら
れ

る
。

�

・
�

②
ア
「

権
利

擁
護

の
相

談
支

援
」
機

能
と
「

制
度

利
用

の
案

内
」
機

能
を

強
化

す
る

た
め

の
取

組
�

・
�

②
イ
「

権
利

擁
護

支
援

チ
ー

ム
の

形
成

支
援

」
機

能
と
「

適
切

な
選

任
形

態
の

判
断

」
機

能
を

強
化

す
る

た
め

の
取

組
�

・
�

②
ウ
「

権
利

擁
護

支
援

チ
ー

ム
の

自
立

支
援

」
機

能
と
「

適
切

な
後

見
事

務
の

確
保

」
機

能
を

強
化

す
る

た
め

の
取

組
�

・
�

な
お
、

個
別

事
案
に
対

応
す

る
際

の
各

関
係
者
・

関
係

機
関

の
役

割
の

確

認
、

連
携

の
ル

ー
ル

づ
く

り
な

ど
も

重
要

で
あ

る
。

�

（
ウ

）
都
道

府
県

に
よ
る

協
議

会

・
�

家
庭

裁
判

所
や

専
門

職
団

体
は

都
道

府
県

単
位

な
ど

広
域

で
設

置
さ

れ
て

い

る
こ

と
、

担
い

手
確

保
な

ど
の

広
域

的
課

題
へ

の
取

組
の

必
要

性
、

家
庭

裁
判

所
と

の
連

携
が

難
し

い
市

町
村

や
人

口
規

模
が

小
さ

い
山

間
部

や
島

し
ょ

部
な

ど
専

門
職

と
の

連
携

が
十

分
で

な
い

市
町

村
に

対
す

る
支

援
の

必
要

性
等

に
対

応
す

る
た

め
、

都
道

府
県

に
も

協
議

会
を

設
置

す
る

必
要

が
あ

る
。

協
議

事
項

に
よ

っ
て

は
、

家
庭

裁
判

所
の

支
部

・
出

張
所

の
管

轄
区

域
も

踏
ま

え
て

協
議

会
を

設
置

し
、

家
庭

裁
判

所
の

支
部

・
出

張
所

も
含

め
て

実
施

す
る

こ
と

も
期

待
さ

れ
る

。
�

・
�

協
議

会
で

は
、

以
下

の
項

目
に

記
載

し
て

い
る

内
容

に
取

り
組

む
こ

と
が

考

え
ら

れ
る

。
�

・
�

担
い

手
を

確
保
・
育
成

す
る

た
め

の
方

針
策

定
や

交
流

の
機

会
の

支
援
（

具

体
的

に
は

「
４

（
２

）
担

い
手

の
確

保
・

育
成

等
の

推
進

」
に

記
載

）
�

・
�

管
内
市

町
村

の
体
制
整

備
等

の
取

組
を

進
め
る
た

め
の

具
体

的
支

援
策

の

検
討
（

具
体

的
に

は
「

４
（

５
）
都

道
府

県
の

機
能
強

化
に

よ
る

権
利

擁
護

支

援
の

地
域

連
携

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

づ
く

り
の

推
進

」
に

記
載

）
�

・
�

な
お

、
受

任
者

調
整

の
検

討
・

協
議

の
場

を
単

独
で

設
置

す
る

こ
と

が
難

し

い
市

町
村

で
も

、
具

体
的

な
事

案
で

受
任

者
調

整
を

行
え

る
よ

う
に

す
る

た
め

、

都
道

府
県

に
は

、
自

ら
受

任
者

調
整

の
検

討
・

協
議

の
場

を
設

置
す

る
な

ど
の

支
援

を
行

う
こ

と
が

期
待

さ
れ

る
。

�

（
エ
）

市
町
村

・
都

道
府
県

に
よ

る
協
議

会
の

運
営

に
関

す
る

留
意

点

・
�

協
議

会
の

運
営

は
、

市
町

村
又

は
都

道
府

県
に

よ
る

直
営

又
は

委
託

な
ど

に

よ
り

行
う

。
協

議
会

の
運

営
を

委
託

等
し

た
場

合
で

あ
っ

て
も

、
取

組
の

質
が

担
保

さ
れ

る
よ

う
、

設
置

主
体

と
し

て
の

責
任

あ
る

関
与

が
必

須
と

な
る

。
�

・
�

市
町

村
又

は
都

道
府

県
が

委
託

す
る

場
合

等
の

運
営

主
体

に
つ

い
て

は
、

業

務
の

中
立

性
・

公
正

性
の

確
保

に
留

意
し

つ
つ

、
専

門
的

業
務

に
継

続
的

に
対
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�
�
�

応
す

る
能
力
を
有

す
る
法

人
（
例

え
ば
、

社
会
福
祉

協
議
会
、

Ｎ
Ｐ
Ｏ

法
人
、

公
益

法
人
等
）
を
適
切
に
選
定
す
る
も
の
と
す
る
。

�

�

イ
�

中
核

機
関

の
コ

ー
デ
ィ

ネ
ー

ト
機

能
の
強

化

地
域

連
携

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
、
多
様
な
主
体
に
よ

る
参
画
や
連
携
・
協
力
を
得
て
、

持
続

可
能

な
形
で
そ
の
役
割
を
果
た
し
て
い
く
上
で
、
中
核
機
関
が
担
う
コ
ー
デ
ィ

ネ
ー

ト
機

能
は
重
要
で
あ
り
、
機
能
を
強
化
し
て
い

く
た
め
の
取
組
を
行
う
必
要
が

あ
る

。
�

（
ア

）
基

本
的

な
考

え
方

・
�
成

年
後
見
制

度
を
必

要
と

す
る
人
が
適

切
に
制

度
を
利
用
で
き
る

よ
う
に

す

る
た

め
に
は
、

公
正
・

中
立
な
立
場
で
制
度

を
説
明

す
る
相
談
窓
口
が

必
要
で

あ
る

。
全
国
ど
の

地
域
に

お
い
て
も
、
尊
厳

の
あ
る

本
人
ら
し
い
生
活

を
継
続

で
き

る
よ
う
に
す

る
た
め

に
、
中
核
機
関
未

整
備
の

市
町
村
に
は
、
早

期
に
相

談
窓

口
を
整
備
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。

�

・
�
そ

の
上
で
、

相
談
を

受
け
た
後
に
は
、

本
人

の
意
思
・
意
向
を
尊

重
し
て

、

地
域

に
存
在
す
る

様
々
な

権
利
擁
護
支
援

（
権

利
擁

護
支
援
チ
ー
ム
に

よ
る
見

守
り

や
意
思
決
定

の
支
援

、
日
常
生
活
自
立

支
援
事

業
の
利
用
、
虐
待

や
セ
ル

フ
ネ

グ
レ
ク
ト
の

対
応
、

消
費
生
活
セ
ン
タ

ー
の
相

談
対
応
な
ど
）

な
ど
、
最

も
ふ

さ
わ
し
い
支

援
に
つ

な
ぐ
こ
と
が
重
要

で
あ
る

。
一
方
で
、
権
利

侵
害
か

ら
の

回
復
な
ど
の

た
め
に

早
期
に
成
年
後
見

制
度
の

利
用
に
よ
る
支
援

に
つ
な

げ
る

べ
き
場
合
も
あ
る
。

�

・
�
中

核
機
関
は

、
成
年

後
見
制
度
の
利
用

を
含

め
た
権
利
擁
護
支
援

の
ニ
ー

ズ

を
精

査
し
て
見
極
め
、
具
体
的
な
支
援
に
早
期

に
つ
な
ぐ
必
要
が
あ
る
。

�

（
イ

）
コ

ー
デ

ィ
ネ

ー
ト
機

能
を

強
化

等
す

る
た
め
の

取
組

・
�
実

際
に
行
う

権
利
擁

護
支
援
を
本
人
中

心
の
支

援
と
す
る
た
め
に

は
、

権
利

擁
護

支
援
の
３
つ

の
場
面

に
お
け
る
「
支
援

」
の
コ

ー
デ
ィ
ネ
ー
ト
が

機
能
す

る
し

く
み
づ
く
り

が
必
要

で
あ
る
（
具
体
的

に
は
「

ア
（
イ
）
市
町
村

に
よ
る

協
議

会
」

及
び
「

ア
（
ウ

）
都
道
府
県
に
よ

る
協
議

会
」
に
記
載
）
。

こ
の
際
、

権
利

擁
護
支
援
を

行
う
３

つ
の
場
面
の
「
支

援
」
が

よ
り
効
果
的
に
機

能
す
る

よ
う

、
既
存
の
し

く
み
を

活
か
し
て
高
齢
・

障
害
分

野
に
分
け
て
相
談

窓
口
を

整
備

す
る
、
身
近

な
相
談

窓
口
は
直
営

と
し

つ
つ

、
受
任
者
調
整
の
協

議
や
後

見
開

始
後
の
相
談

は
広
域

対
応
と
い
う
形
に

分
担
す

る
な
ど
、
地
域
の

実
情
に

応
じ

た
工
夫
を
行
う
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
な

お
、「

支
援
」
の
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー

ト
に

当
た
っ
て
は

、
中
核

機
関
が
相
談
を
受

け
た
事

案
に
永
続
的
に
関

わ
り
続

け
る

の
で
は
な
く

、
本
人

に
身
近
な
権
利
擁

護
支
援

チ
ー
ム
が
本
人
中

心
の
支

援
を

自
立
し
て
行

う
こ
と

が
で
き
る
よ
う
に

す
る
と

い
う
視
点
も
重
要

で
あ
る

。�

�
�
�

・
�

市
町

村
は

、
中

核
機

関
が

、
専

門
職

団
体

や
当

事
者

団
体

か
ら

助
言

を
受

け

な
が

ら
、

権
利

擁
護

支
援

の
方

針
や

受
任

者
調

整
の

検
討

・
協

議
を

行
え

る
よ

う
に

す
る

必
要

が
あ

る
。

人
口

規
模

が
小

さ
い

山
間

部
や

島
し

ょ
部

に
所

在
す

る
市

町
村

は
、

オ
ン

ラ
イ

ン
の

し
く

み
を

活
用

し
て

、
専

門
的

助
言

を
受

け
ら

れ
る

た
め

の
取

組
を

進
め

る
必

要
が

あ
る

。
�

・
�

地
域

の
実

情
に

応
じ

て
、

中
核

機
関

に
権

利
擁

護
支

援
の

知
見

が
あ

る
専

門

職
を

配
置

す
る

こ
と

や
、

単
独

市
町

村
で

対
応

が
困

難
な

事
案

を
圏

域
単

位
・

都
道

府
県

単
位

で
設

置
さ

れ
る

協
議

の
場

に
持

ち
込

ん
で

、
よ

り
専

門
的

な
助

言
を

得
ら

れ
る

よ
う

に
す

る
こ

と
な

ど
も

考
え

ら
れ

る
。

な
お

、
中

核
機

関
に

よ
る

ア
ウ

ト
リ

ー
チ

に
よ

っ
て

、
潜

在
化

し
て

い
る

権
利

擁
護

支
援

ニ
ー

ズ
等

を
情

報
収

集
す

る
こ

と
な

ど
も

期
待

さ
れ

る
。

�

・
�

こ
の

ほ
か

、
市

町
村

は
、

地
域

の
関

係
者

等
に

意
思

決
定

支
援

研
修

を
実

施

す
る

な
ど

に
よ

り
意

思
決

定
支

援
の

取
組

を
拡

げ
て

い
く

、
成

年
後

見
制

度
に

関
す

る
研

修
等

を
実

施
し

て
制

度
を

必
要

と
す

る
可

能
性

が
あ

る
人

を
早

期
に

把
握

で
き

る
よ

う
に

す
る

な
ど

、
地

域
の

権
利

擁
護

支
援

を
充

実
し

た
も

の
と

す
る

た
め

の
取

組
を

実
施

す
る

必
要

が
あ

る
。

�

・
�

な
お

、
中

核
機

関
が

、
本

人
や

関
係

者
、

後
見

人
等

と
の

間
で

、
相

談
を

受

け
た

事
案

に
関

す
る

課
題

認
識

が
共

有
で

き
な

い
場

合
に

は
、

対
応

が
困

難
に

な
る

。
こ

の
た

め
、

国
及

び
専

門
職

団
体

は
、

こ
の

よ
う

な
事

案
に

関
し

て
、

市
町

村
・

中
核

機
関

が
関

係
機

関
・

関
係

団
体

と
連

携
し

な
が

ら
対

応
で

き
る

よ
う

に
す

る
た

め
の

方
策

を
検

討
す

る
。

�

（
ウ
）

中
核
機

関
の

運
営
に

関
す

る
留
意

点

・
�

中
核

機
関

の
運

営
は

、
市

町
村

に
よ

る
直

営
又

は
市

町
村

か
ら

の
委

託
な

ど

に
よ

り
行

う
。

市
町

村
は

、
中

核
機

関
の

運
営

を
委

託
等

し
た

場
合

で
あ

っ
て

も
、

取
組

の
質

が
担

保
さ

れ
る

よ
う

、
整

備
の

主
体

と
し

て
の

責
任

あ
る

関
与

が
必

須
と

な
る

。
�

・
�

市
町

村
が

委
託

す
る

場
合

等
の

運
営

主
体

に
つ

い
て

は
、

業
務

の
中

立
性

・

公
正

性
の

確
保

に
留

意
し

つ
つ

、
専

門
的

業
務

に
継

続
的

に
対

応
す

る
能

力
を

有
す

る
法

人
（

例
え

ば
、

社
会

福
祉

協
議

会
、

Ｎ
Ｐ

Ｏ
法

人
、

公
益

法
人

等
）

を
適

切
に

選
定

す
る

も
の

と
す

る
。

�

� （
４

）
包
括

的
・

多
層
的

な
支
援

体
制

の
構
築

①
�
基

本
方
針

・
�
（

１
）
①

イ
で

示
し

た
と

お
り

、
地

域
連

携
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
は

、
地

域
に

お
け

る
多

様
な

分
野
・
主

体
が

連
携

す
る
「

包
括

的
」
な

も
の
と

す
る

必
要

が
あ

り
、
ま

た
、
圏

域
や

都
道

府
県

単
位

の
権

利
擁

護
支

援
の

し
く

み
も

重
ね

合
わ

せ
た
「

多
層

的
」
な

も
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�
�
�

の
に

し
て

い
く

必
要
が
あ
る
。

�

�

②
�

市
町
村

に
よ

る
「

包
括

的
」

な
支
援

体
制

の
構
築

・
�

市
町

村
は

、
地
域

連
携

ネ
ッ
ト

ワ
ー

ク
を
「

包
括

的
」
な

も
の

に
し
て

い
く

た
め
、

（
３

）
②

に
記
載
し
た
地
域
連
携
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
機
能
を
強
化
す
る
た
め
の
取
組
を

進
め

る
中

で
、
介
護
や
障

害
、
生
活
困
窮
、
子
育
て

な
ど
各
分
野
の
し
く
み
と
有
機
的

に
連

携
で

き
る
体
制
づ
く
り
を
行
う
。

�

・
�
権

利
擁

護
支

援
ニ
ー
ズ
は
、
本
人
や
家
族
、
関

係
者
等
か
ら
の
相
談
を
受
け
止
め
る

中
で

把
握

で
き
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
以

下
に
示
す
権
利
擁
護
の
相
談
支

援
機

能
を

強
化
す
る
た
め
の
取
組
の
中
で
、
必
要
な
人
に
権
利
擁
護
支
援
を
行
う
た
め

の
し

く
み

づ
く
り
を
進
め
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

�

・
�
地

域
で

相
談
・
支
援
を
円
滑
に
つ
な
ぐ
連
携
強
化

（
（
３
）
②

ア
（
イ
）
ａ
）
�

・
�
中

核
機

関
と
各
相
談
支
援
機
関
と
の
連
携
強
化
（
（
３
）
②

ア
（
イ
）
ｂ
）

�

・
�
各

相
談

支
援
機
関
等
の
連
携
の
し
く
み
づ
く
り
（
（
３
）
②

ア
（
ウ
）
ａ
）

�

・
�
ま

た
、
第

二
期
計
画

で
は
、
地
域
連
携
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
の
趣
旨
と
し
て
、
地
域
社
会

へ
の

参
加

の
支
援
の
観
点
を
含
め
て
い
る
。
そ
の
た

め
、
市
町
村
に
は
、
国
が

示
し
た

考
え

方
�
�
を

参
考
に
、
地
域
共
生
社
会
実
現
に
向
け
た
包

括
的
な
支
援
体
制
づ
く
り
（

包

括
的

な
相

談
対

応
や
、
継

続
的
な
支
援
・
参
加
支
援
を

図
る
多
機
関
の
協
働
、
地
域
づ

く
り

）
の

中
で
、
権
利
擁
護
支
援
を
必
要
と
し
て
い
る
人
の
ニ
ー
ズ
へ
の
対
応
も
含
め

た
し

く
み

を
つ

く
っ
て
い
く
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。

�

�

③
�

都
道
府

県
に

よ
る
「

多
層

的
」
な

支
援
体

制
の

構
築

・
�
都

道
府

県
は

、
市
町

村
に
よ
る
「
包
括
的
」
な
支
援

体
制
で
は
対
応
が
困
難
な
事
案

等
に

対
し

て
、
助
言
等
の

支
援
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
「
多
層
的
」
な
権
利
擁

護
支
援

の
し

く
み

を
つ
く
る
必
要
が
あ
る
。

�

・
�
具

体
的

に
は

、
都
道
府
県
は
、
国
が
都
道
府
県
に
お
け
る
権
利
擁
護
支
援
等
の
助
言

の
担

い
手

と
し
て
養
成
す
る
専
門
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
を
活
用
し
て
、
必
要
な

助
言
等
を
行

う
な

ど
市

町
村
支
援
の
体
制
を
確
保
す
る
。
こ
の
ほ
か
、
都
道
府
県
単
位
の
協
議
会
で
、

市
町

村
等

か
ら
の
相
談
等
を
通
じ
て
把
握
し
た
権
利
擁
護
支
援
ニ
ー
ズ
を
共
有
し
、
こ

れ
ら

に
対

応
し

た
圏

域
単

位
や

都
道

府
県

単
位

の
権

利
擁

護
支

援
の

し
く

み
を

検
討

す
る

こ
と

が
期
待
さ
れ
る
。

�

� �
�
�
「
重
層
的
支
援
体
制
整
備
事
業
と
成
年
後
見
制
度
利
用
促
進
に
係

る
取
組
の
連
携
に
つ
い
て
」
（
令

和
３

年
３
月

�
�
日

付
け
社
援
地
発

��
�
�
第
３
号
、
障
障
発

�
�
��

第
３
号
、
老
認
発

��
�
�
第
２
号
厚

生
労
働
省
社
会
・
援
護
局
地
域
福
祉
課
長
、
同
課
成
年
後
見
制
度
利

用
促
進
室
長
、
同
局
障
害
保
健
福

祉
部
障
害
福
祉
課
長
、
老
健
局
認
知
症
施
策
・
地
域
介
護
推
進
課
長

連
名
通
知
）
�

�
�
�

④
�
国

に
よ
る

「
包

括
的

」
「
多

層
的

」
な
支

援
体

制
づ
く

り
の
支

援

・
�

国
は

、
市

町
村

が
包

括
的

な
地

域
連

携
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
づ

く
り

を
効

果
的

に
進

め
る

こ
と

が
で

き
る

よ
う

、
例

え
ば

、
以

下
の

よ
う

な
重

層
的

支
援

体
制

整
備

事
業

と
連

携

し
た

取
組

を
進

め
る

。
�

・
�

市
町

村
が

、
成

年
後

見
制

度
利

用
促

進
の

取
組

と
重

層
的

支
援

体
制

整
備

事
業

を

連
携

し
て

実
施

す
る

際
の

留
意

点
の

明
示

。
�

・
�

権
利

擁
護

支
援

ニ
ー

ズ
に

も
対

応
し

た
、
包

括
的

な
相

談
対

応
、
継

続
的

な
支

援
・

参
加

支
援

を
図

る
多

機
関

の
協

働
、

地
域

づ
く

り
の

好
事

例
の

収
集

。
�

・
�

重
層

的
支

援
体

制
整

備
や

地
域

連
携

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

づ
く

り
に

関
わ

る
好

事
例

等

の
市

町
村

の
関

係
部

局
へ

の
情

報
提

供
。

�

・
�
国

は
、
都

道
府

県
が

権
利

擁
護

支
援

の
体

制
づ

く
り

を
効

果
的

に
進

め
る

こ
と

が
で

き
る

よ
う

、
成

年
後

見
制

度
利

用
促

進
な

ど
の

権
利

擁
護

支
援

に
関

す
る

事
業

間
の

連
携

を
有

機
的

に
可

能
に

す
る

た
め

の
考

え
方

を
示

す
。

�

・
�

国
は

、
今

後
、
重

層
的

支
援

体
制

整
備

事
業

の
実

施
状

況
等

を
勘

案
し

つ
つ

、
そ

の

見
直

し
を

検
討

す
る

際
�
�
に

は
、

市
町

村
や

都
道

府
県

に
よ

る
権

利
擁

護
支

援
の

取
組

状
況

等
も

踏
ま

え
た

当
該

事
業

の
効

果
的

な
取

組
方

策
を

検
討

す
る

。
�

�

�
�
�

地
域
共

生
社

会
の

実
現

の
た

め
の
社

会
福

祉
法

等
の

一
部

を
改
正

す
る

法
律

（
令

和
２

年
法
律
第

�
�

号
）
附
則
第
２
条
に

は
、
「
政
府

は
、
こ

の
法

律
の

施
行

後
５

年
を
目

途
と

し
て

、
こ

の
法

律
に
よ

る

改
正
後
の

そ
れ

ぞ
れ

の
法

律
の

規
定
に

つ
い

て
、

そ
の

施
行

の
状
況

等
を

勘
案

し
つ

つ
検

討
を
加

え
、

必
要
が
あ

る
と

認
め

る
と

き
は

、
そ
の

結
果

に
基

づ
い

て
所

要
の
措

置
を

講
ず

る
も

の
と

す
る
。
」
と

の
規
定
が

あ
る

。
�
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�
�
�

４
�

優
先

し
て

取
り

組
む

事
項

（
１
）

任
意

後
見

制
度
の
利

用
促

進

①
�

基
本
方

針

・
�
近

年
の

人
口

の
減
少

、
高
齢
化
、
単
身
世
帯
の
増
加

等
を
背
景
と
し
て
、
地
域
社
会

か
ら

孤
立

す
る

人
や

身
寄

り
が

な
い

こ
と

で
生

活
に

困
難

を
抱

え
る

人
の

問
題

が
顕

在
化

し
て

い
る
。
そ
こ
で

、
人
生
設
計
に
つ
い
て
の

本
人
の
意
思
の
反
映
・
尊
重
と
い

う
観

点
か

ら
、

任
意
後

見
制

度
が
積

極
的

に
活
用

さ
れ

る
必
要

が
あ

る
。
そ

の
た

め
、

適
切

な
時

機
に

任
意

後
見

監
督

人
の

選
任

が
さ

れ
る

こ
と

な
ど

同
制

度
が

適
切

か
つ

安
心

し
て

利
用
さ
れ
る
た
め
の
取
組
を
進
め
る
。

�

・
�
な

お
、
任

意
後
見
制

度
は
、
私
的
自
治
の
尊
重
の
観

点
か
ら
、
本
人
が
自
ら
締
結
し

た
任

意
代

理
の

委
任

契
約

に
対

し
て

本
人

保
護

の
た

め
の

必
要

最
小

限
の

公
的

な
関

与
を

制
度

化
し

た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
任
意
後
見
制
度
の
利
用
促
進
は
、
周
知
・

助
言

を
中

心
と

し
た
関

係
者

の
連
携

と
役

割
分
担

の
下

で
行
う

こ
と

が
適
切

で
あ

る
。
�

・
�
し

た
が

っ
て

、
市
町

村
・
中
核
機
関
は
、
周
知
・
相
談
の
し
く
み
づ
く
り

を
中
心
に

役
割

を
発

揮
す
る
こ
と
に
な
る
。

�

� ②
�

周
知
・

広
報

等
に
関

す
る

取
組

・
�
地

域
連

携
ネ
ッ
ト
ワ

ー
ク
の
関
係
者
は
、
専
門
職
団
体
を
含
め
た
様
々
な
相
談
窓
口

が
あ

る
こ

と
、
本
人
の
判
断
能
力
が
低
下
し
た
場
合
に

は
速
や
か
に
任
意
後
見
監
督
人

の
選

任
の

申
立
て
を
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
を

相
互
に
共
有
し
、
こ
れ
ら
を
含
め
た
周

知
に

努
め

る
。
地
域
の
実
情
に
応
じ
て
、
公
証
人
が
遺
言
制
度
と
併
せ
て
周
知

す
る
な

ど
、
公

証
役

場
や
法
務
局
等
の
関
係
機
関
と
連
携
し
て
周
知
活
動
を
行
う
こ
と
が
効
果

的
で

あ
る

。
�

・
�
地

域
包

括
支
援
セ
ン

タ
ー
が
行
う
相
談
支
援
や
、
認
知
症
地
域
支
援
推
進
員
等
が
行

う
普

及
啓

発
等
の
取
組
と
連
動
し
た
周
知
を
行
う
こ
と
も
効
果
的
で
あ
る
。

�

・
�

高
齢

者
や

身
寄

り
の

な
い

人
な

ど
に

対
し

て
地

域
で

行
わ

れ
て

い
る

様
々

な
生

活

支
援

な
ど

に
関
す
る
サ
ー
ビ
ス
（
見
守
り
や
日
常
生
活
上
の
支
援
、
日
常
生
活
自
立
支

援
事

業
な

ど
）
の
利
用
を
き
っ
か
け
と
し
て
、
任
意
後
見
制
度
の
周
知
を
行
う
こ
と
も

効
果

的
で

あ
る
。

�

・
�

今
後

、
任

意
後
見

制
度

の
利
用

が
増

加
す
る

こ
と

を
想
定

し
、

各
地
域

に
お

い
て
、

社
会

福
祉

協
議
会
を
含
め
適
切
な
担
い
手
の
育
成
を
進
め
る
と
と
も
に
、
こ
う
し
た
担

い
手

に
関

す
る
情
報
を
広
く
周
知
す
る
必
要
が
あ
る
。

�

�

③
�

任
意
後

見
制

度
の
趣

旨
に

沿
っ
た

適
切
な

運
用

の
確

保
に
関
す

る
取

組

・
�
公

証
人

は
、
任
意
後
見
契
約
締
結
時
等
に
、
そ
の
契
約
内
容
及
び
本
人
の
判
断
能
力

が
低

下
し

た
場

合
に

は
速

や
か

に
任

意
後

見
監

督
人

の
選

任
の

申
立

て
を

す
る

必
要

�
�
�

が
あ

る
こ

と
を

丁
寧

に
説

明
し

、
理

解
を

得
る

必
要

が
あ

る
。

�

・
�
専

門
職

団
体

に
は

、
各

専
門

職
に

対
し

て
、
本

人
の

判
断

能
力

が
低

下
し

た
場

合
に

は
速

や
か

に
任

意
後

見
監

督
人

の
選

任
の

申
立

て
を

す
る

必
要

が
あ

る
こ

と
を

、
周

知

徹
底

す
る

こ
と

が
期

待
さ

れ
る

。
�

・
�

権
利

擁
護

支
援

チ
ー

ム
に

よ
る

見
守

り
で

、
任

意
後

見
契

約
の

委
任

者
で

あ
る

本
人

の
判

断
能

力
が

低
下

し
て

い
る

な
ど

権
利

擁
護

支
援

が
必

要
な

ケ
ー

ス
を

発
見

し
た

場
合

は
、
任

意
後

見
受

任
者

に
任

意
後

見
監

督
人

の
選

任
の

申
立

て
を

促
し

、
こ

れ
が

困
難

な
場

合
に

は
法

定
後

見
開

始
の

申
立

て
を

検
討

す
る

な
ど

、
必

要
な

支
援

に
つ

な

げ
る

必
要

が
あ

る
。
な

お
、
必

要
に

応
じ

、
例

え
ば

、
中

核
機

関
や

地
域

包
括

支
援

セ

ン
タ

ー
等

の
関

係
機

関
が

、
権

利
擁

護
支

援
チ

ー
ム

に
よ

る
見

守
り

と
連

携
す

る
し

く

み
づ

く
り

を
地

域
の

実
情

に
応

じ
て

行
う

こ
と

も
考

え
ら

れ
る

。
�

・
�
金

融
機

関
に

は
、
３
（

３
）
③

ア
（

ア
）
の

高
齢

者
等

の
権

利
擁

護
に

関
す

る
取

組

に
お

い
て

、
任

意
後

見
契

約
を

締
結

し
て

い
る

人
の

判
断

能
力

が
低

下
し

て
い

る
こ

と

を
把

握
し

た
場

合
は

、
関

係
機

関
等

と
連

携
し

、
状

況
に

応
じ

任
意

後
見

受
任

者
に

任

意
後

見
監

督
人

の
選

任
の

申
立

て
を

促
す

な
ど

、
適

切
に

対
応

す
る

こ
と

が
期

待
さ

れ

る
。

�

・
�

国
は

、
任

意
後

見
制

度
の

利
用

状
況

や
、
適

切
な

時
機

に
任

意
後

見
監

督
人

の
選

任

が
さ

れ
る

た
め

の
方

策
な

ど
に

関
す

る
指

摘
が

あ
る

こ
と

も
踏

ま
え

、
任

意
後

見
制

度

の
趣

旨
に

沿
っ

た
適
切

な
運

用
を
確

保
す

る
た
め

の
方

策
な
ど

に
つ

い
て
検

討
す

る
。

そ
の

際
、
同

制
度

の
見

直
し

の
検

討
が

必
要

な
事

項
に

つ
い

て
は

、
１
（

１
）
の

成
年

後
見

制
度

の
見

直
し

に
向

け
た

検
討

の
中

で
検

討
す

る
。

�

� （
２

）
担
い

手
の

確
保
・

育
成

等
の

推
進

①
�
基

本
方
針

ア
�

多
様
な

担
い
手

の
確

保
・
育

成
の
推

進

・
�

中
核

機
関

等
の

整
備

に
よ

る
権

利
擁

護
支

援
の

ニ
ー

ズ
の

顕
在

化
や

、
認

知
症

高

齢
者

の
増

加
等

に
よ

り
、
後

見
人

等
の

担
い

手
の

確
保
・
育

成
等

の
重

要
性

は
増

し

て
い

る
。
併

せ
て

、
判

断
能

力
が

不
十

分
な

本
人

の
意

思
、
特

性
、
生

活
状

況
等

に

合
わ

せ
て

適
切

な
後

見
人

等
を

選
任
・
交

代
で

き
る

よ
う

に
す

る
た

め
に

は
、
各

地

域
に

、
多

様
な

主
体

が
後

見
事

務
等

の
担

い
手

と
し

て
存

在
し

て
い

る
必

要
が

あ
る

。�

・
�

そ
の

た
め

、
国

、
都

道
府

県
、
市

町
村

、
地

域
の

関
係

者
等

は
、
そ

れ
ぞ

れ
の

役

割
に

応
じ

、
市

民
後

見
人

、
法

人
後

見
、
専

門
職

後
見

人
等

の
担

い
手

の
確

保
・
育

成
等

�
�
を

推
進

す
る

。
こ

の
際

、
成

年
後
見

制
度

の
利
用

者
が

、
障

害
の

有
無

に
か

�
�
�
第
二
期

計
画

に
お

い
て

担
い

手
の
「

育
成

」
と

は
、

養
成

研
修
の

実
施

か
ら

候
補

者
推

薦
、
後

見
人

等
と
し
て

選
任
さ
れ

る
ま

で
の

支
援
を

指
す

。
�

�
�
�

育
成
さ

れ
た

担
い

手
の

適
切

な
選
任

に
つ

い
て

は
、

２
（

２
）「

適
切
な
後
見
人
等
の
選
任

・
交
代

- 31 -- 31 -



�
�
�

か
わ

ら
ず

尊
厳

の
あ

る
本

人
ら

し
い

生
活

を
継

続
し

地
域

社
会

へ
参

加
で

き
る

よ

う
に

す
る

と
い
う
観
点
も
意
識
し
て
取
り
組
む
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

�

・
�
特

に
、
専

門
家
会
議
に
お
い
て
、
本
人
の
ニ
ー
ズ
や
課
題
に
照
ら
し
、
本
人
に
身

近
な

親
族

後
見

人
や

市
民

後
見

人
が

ふ
さ

わ
し

い
場

合
は

で
き

る
だ

け
親

族
後

見

人
や

市
民

後
見
人
を
選
任
し
、
専
門
職
後
見
人
は
そ

の
専
門
性
が
必
要
な
場
面
で
本

人
に

と
っ

て
適

切
な

時
機

に
限

定
的

に
選

任
す

べ
き

と
い

う
指

摘
が

多
数

あ
っ

た
。

こ
の

こ
と

を
踏
ま
え
、
全
国
ど
の
地
域
に
お
い
て
も
、
市
民
後
見
人
や
、
市
民
後
見

人
養

成
研

修
修

了
者

等
の

地
域

住
民

が
支

援
員

と
な

る
法

人
後

見
に

よ
る

支
援

が

受
け

ら
れ

る
よ
う
、
担
い
手
の
確
保
・
育
成
の
推
進
に
取
り
組
む
必
要
が
あ
る
。

�

� イ
�

都
道

府
県

に
よ

る
し
く

み
づ

く
り

・
�
平

成
�
�
年
か
ら
、
老
人
福
祉
法
（
昭
和

�
�
年
法

律
第

�
�
�
号
）
第

�
�
条
の
２
、

知
的

障
害

者
福
祉
法
（
昭
和

�
�
年
法
律
第

�
�
号
）

第
�
�
条
の
２
、
精
神
保
健

及

び
精

神
障

害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
（
昭
和

�
�
年

法
律
第

�
�
�
号
）
第

�
�
条
の

�
�
の

３
に
基
づ
き

、
市

町
村
が
中
心
と

な
っ
て
市

民
後
見
人
等
の

育
成
を
進

め
て

き
た

。
し

か
し
、
現
状
と
し
て
、
市
民
後
見
人
の
養
成
に
取
り
組
ん
で
い
る
市
町
村

は
２

割
程

度
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
は
、
人
口
規
模
が
小
さ
く
社

会
資

源
が

乏
し
い
こ
と
な
ど
に
よ
り
、
単
独
の
市
町
村
で
は
、
養
成
を
行
う
こ
と
が

難
し

く
、
ま

た
、
身
近
な
地
域
で
の
活
動
支
援
の
体
制
づ
く
り
だ
け
で
な

く
、
家
庭

裁
判

所
を

含
め
た
様
々
な
機
関
等
と
の
間
で
、
後
見

人
等
と
し
て
選
任
さ
れ
る
こ
と

を
見

据
え

た
連
携
や
調
整
ま
で
を
行
う
こ
と
が
難
し

い
か
ら
だ
と
考
え
ら
れ
る

。
さ

ら
に

、
成

年
後
見
制
度
の
利
用
者
が
市
町
村
圏
域
を

越
え
て
転
居
、
入
院
・
入
所
す

る
こ

と
が

想
定
さ
れ
る
こ
と
も
、
市
町
村
だ
け
で
取

り
組
み
に
く
い
要
因
で
あ
る
と

考
え

ら
れ

る
。

�

・
�
こ

の
た

め
、
担
い
手
の
確
保
・
育
成
は
、
広
域
的
な
地
域
課
題
と
し
て

も
取
り
組

む
べ

き
も

の
で
あ
り
、
市
町
村
ご
と
の
人
口
の
推
移

や
体
制
整
備
状
況
等
を
勘
案
し

た
中

長
期

的
な
視
野
に
立
っ
た
取
組
も
求
め
ら
れ

て
い
る
。
�

・
�
こ

の
た

め
、
担
い
手
の
確
保
・
育
成
は
、

促
進
法
第

�
�
条
等
に
基
づ
く

都
道
府

県
に

よ
る

取
組
が
必
要
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
市

町
村
に
お
け
る
担
い
手
の
育
成
・

活
動

状
況

や
選
任
が
進
ま
な
い

原
因
な
ど
に
つ
い
て

の
情
報
収
集
・
分
析
を
行

っ
た

上
で

、
後

見
活
動
が
想
定
さ
れ
る
圏
域
を
設
定
し
、
市
民
後
見
人
・
法
人
後
見
実
施

団
体

の
育

成
の
方
針
の
策
定
や
養
成
研
修
の
実
施
な

ど
、
担
い
手
の
確
保
・
育

成
の

の
推
進
等
」、

３
（

２
）
②
イ
「
「
権
利
擁
護
支
援
チ
ー
ム
の
形
成
支
援
」
機
能
と
「
適
切
な
選
任
形
態

の
判
断
」
機
能
」
を
参
照
。
�任

意
後
見
制
度
の
担
い
手
に
つ
い
て
は
（
１
）
を
、
日
常
生
活
自
立
支

援
事
業
等
を
含
む
権
利
擁
護
支
援
の
担
い
手
に
つ
い
て
は
１
（
２
）

①
②
を
、
そ
れ
ぞ
れ
参
照
の
こ

と
。
�

�
�
�

し
く

み
づ

く
り

を
進

め
る

こ
と

が
期

待
さ

れ
る

。
�

・
�

こ
の

よ
う

な
し

く
み

づ
く

り
に

は
、
市

町
村
・
中
核

機
関

、
家

庭
裁

判
所

、
専

門

職
団

体
、
当

事
者

団
体

等
と

の
連

携
・
協

力
が

必
要
で

あ
り

、
都

道
府

県
は

、
自

ら

が
主

催
す

る
協

議
会

を
活

用
し

て
取

り
組

む
こ

と
が

重
要

で
あ

る
。

�

・
�

国
は

、
成

年
後

見
制

度
の

利
用

者
が

都
道

府
県

圏
域

を
越

え
て

転
居

、
入

院
・
入

所
す

る
場

合
も

あ
る

こ
と

か
ら

、
近

隣
都

道
府

県
が

交
流

で
き

る
場

を
設

定
す

る
な

ど
都

道
府

県
間

の
連

携
・

協
力

体
制

の
構

築
を

推
進

す
る

。
�

� ②
�
市

民
後
見

人
の

育
成

・
活
躍

支
援

ア
�

基
本
的

考
え
方

・
�

市
民

後
見

人
と

は
、
判

断
能

力
が

不
十

分
な

本
人

の
そ

の
人

ら
し

い
暮

ら
し

を
支

え
る

な
ど

の
社

会
貢

献
の
た

め
、

地
方
公

共
団

体
等

�
�
が

行
う

市
民

後
見

人
養

成
研

修
な

ど
に

よ
り

一
定

の
知

識
や

技
術
・
態

度
を

身
に

付
け

た
専

門
職

�
�
や

親
族

�
�
等

で

は
な

い
地

域
住

民
で

あ
っ

て
、
家

庭
裁

判
所

に
よ

っ
て

後
見

人
等

と
し

て
選

任
さ

れ

て
い

る
人

を
指

す
。

�
�

・
�

市
民

後
見

人
の

育
成

に
つ

い
て

は
、
こ

れ
ま

で
、
地

域
住

民
が

地
域

住
民

を
支

え

る
と

い
う

観
点

の
ほ

か
、
本

人
に

寄
り

添
っ

た
適

切
な

後
見

人
等

を
選

任
す

る
と

い

う
観

点
や

担
い

手
の

確
保

と
い

う
観

点
か

ら
進

め
て

き
た

。
し

か
し

な
が

ら
、
育

成

し
て

き
た

市
民

後
見

人
養

成
研

修
修

了
者

の
選

任
が

進
ん

で
お

ら
ず

、
活

躍
の

場
が

少
な

い
と

い
う

指
摘

や
、
市

民
後

見
人

と
し

て
の

活
動

は
住

民
に

よ
る

地
域

課
題

解

決
の

取
組

で
あ

る
こ

と
か

ら
、
地

域
共

生
社

会
の

実
現

の
た

め
の

人
材

育
成

や
参

加

支
援

、
地

域
づ

く
り

と
い

う
観

点
で

市
民

後
見

人
の

育
成

を
進

め
る

こ
と

が
ふ

さ
わ

し
い

と
い

う
指

摘
が

あ
る

。
�

・
�

こ
れ

ら
の

指
摘

を
踏

ま
え

、
第

二
期

計
画

で
は

、
地

域
共

生
社

会
の

実
現

と
い

う

観
点

も
重

視
し

て
、
市

民
後

見
人

等
の

育
成
・
活

躍
支

援
を

推
進

す
る

。
そ

の
た
め

に
は

、
都

道
府

県
、
市

町
村

、
中

核
機

関
、
家

庭
裁

判
所

、
専

門
職

団
体

、
当

事
者

�
�
�
第
二
期
計
画
に
お
い
て

市
民

後
見
人

の
「

活
躍

支
援

」
と

は
、
地
域
住
民
が
後
見
人
等
と
し
て

活
動

で
き
る
よ

う
に

す
る

た
め

の
支

援
に
加

え
て

、
後

見
人

等
と

し
て
選

任
さ

れ
て

い
な

い
場

合
で
も

、
成

年
後
見
制

度
の

広
報

・
相

談
活

動
や
見

守
り

活
動

を
行

う
、

法
人
後

見
の

支
援

員
、

日
常

生
活
自

立
支

援
事
業
の

生
活

支
援

員
、

意
思

決
定
支

援
を

行
う

な
ど

、
地

域
に
お

い
て

広
く

権
利

擁
護

の
担
い

手
と

し
て
活
躍
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
の

支
援
を
指
す
。
�

�
�
�

地
方
公

共
団

体
の

委
嘱

を
受

け
た
社

会
福

祉
協

議
会

、
Ｎ

Ｐ
Ｏ
法

人
、

大
学

等
の

団
体

を
含
む

（
成

年
後
見
関

係
事

件
の

概
況

－
令

和
２
年

�
月

～
�
�
月

－
（
最

高
裁
判

所
事

務
総

局
家

庭
局

）
の
う

ち

「
親
族
以

外
の

内
訳

」
注

６
を

参
照
し

た
。
）
。
�

�
�
�

弁
護
士

、
司

法
書

士
、

社
会

福
祉
士

、
税

理
士

、
行

政
書

士
及
び

精
神

保
健

福
祉

士
等

の
こ
と

（
成

年
後
見
関

係
事

件
の

概
況

－
令

和
２
年

�
月

～
�
�
月

－
（
最

高
裁
判

所
事

務
総

局
家

庭
局

）
の
う

ち

「
親
族
以

外
の

内
訳

」
の

記
載

を
参
照

し
た

。
）。

�

�
�
�

６
親
等

内
の

血
族

、
配

偶
者

、
３
親

等
内

の
姻

族
の

こ
と

（
民
法

��
�
条
参
照
）
。
�
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�
�
�

団
体

、
そ

の
他
の
地
域
の
関
係
者
が
密
接
に
連
携
し
て
、
市
民
後
見
人
養
成
研
修
修

了
者

が
後

見
人
等
と
し
て
だ
け
で
は
な
く
、
本
人
の

意
思
決
定
支
援
な
ど
の
幅
広
い

場
面

で
活

躍
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
の
取
組
を
進
め
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

�

イ
�

養
成

研
修

カ
リ

キ
ュ

ラ
ム
の

見
直
し

等

・
�
国

は
、
全
国
各
地
で

市
民
後
見
人
が
育
成
さ
れ
、
育
成
さ
れ
た
市
民
後
見
人
が
本

人
の

意
思

決
定
支
援
な
ど
の
幅
広
い
場
面
で
活
躍
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
、
各
地

に
お

け
る

市
民
後
見
人
の
育
成
・
活
躍
状
況
や
そ
の
課
題
も
踏
ま
え
、
意
思
決
定
支

援
や

身
上

保
護
の
内
容
を

養
成
研
修
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
に

含
め
る
な
ど
、
よ
り
充
実
し

た
カ

リ
キ

ュ
ラ
ム
へ
の
見
直
し
の
検
討
や
、
そ
の
他
の
推
進
策
を
進
め
る
。
市
民
後

見
人

養
成

研
修

を
修

了
し

、
市

民
後

見
人

と
し

て
は

選
任

さ
れ

て
い

な
い

も
の

の
、

制
度

の
広

報
・
相
談
、
見
守
り
活
動
、
意
思
決
定
支

援
な
ど
地
域
に
お
い
て
広
く
権

利
擁

護
の

支
援
を
し
て
い
る
人
の
活
躍
を
推
進
す
る
た
め
、
既
に
地
域
で
活
躍
し
て

い
る

人
や

地
方

公
共

団
体

等
の

意
見

を
聴

き
な

が
ら

ふ
さ

わ
し

い
呼

称
の

必
要

性

な
ど

、
活

躍
の
推
進
策
の
検
討
を
行
う
。

�

・
�
都

道
府

県
・
市
町
村

に
は
、
上
記
の

国
の
対
応

状
況
も
踏
ま
え
つ
つ
、
都

道
府
県
・

市
町

村
が

実
施
す
る
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
の
見
直
し
や
、
市
民
後
見
人
養
成
研
修
修
了
者

の
活

動
の

受
入

れ
先

の
拡

大
等

を
行

う
し

く
み

づ
く

り
を

進
め

る
こ

と
が

期
待

さ

れ
る

。
�

・
�
国

、
都

道
府
県

及
び

市
町
村
は
、
住
民
の
社
会
参

加
や
地
域
づ
く
り
を
促
進
す
る

観
点

か
ら

、
市
民
後
見
人
の
活
動
内
容
や
や
り
が
い
に
つ
い
て
広
く
周
知
す
る
。

�

ウ
�

都
道

府
県

に
よ

る
市
民

後
見

人
養

成
研
修

の
実

施
と

市
町

村
と

の
協

働

・
�
都

道
府

県
に
は
、
圏
域
毎
に
市
民
後
見
人
の
育
成

方
針
を
策
定
し
た
上
で
、
全
て

の
圏

域
で

市
民
後
見
人
が
育
成
さ
れ
る
よ
う
、
市
町

村
に
お
け
る
市
民
後
見
人
の
育

成
状

況
を

踏
ま
え
、
市
民
後
見
人
養
成
研
修
を
実
施

す
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。
こ

の
際

、
個

別
事
案
に
お
け
る
市
民
後
見
人
の
候
補
者
推
薦
や
選
任
後
の
市
民
後
見
人

支
援

を
担

う
市
町
村
と
協
働
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
例
え
ば
、
都
道
府
県

が
実

施
す

る
市

民
後
見
人
養
成
研
修
の
う
ち
の
一
部
の
講
義
（
市
町
村
独
自
の
介
護
・
福

祉
サ

ー
ビ

ス
や
社
会
資
源
を
知
る
科
目
）
や
演
習
な
ど
を
、
市
町
村
が
実
施
す
る
こ

と
な

ど
が

考
え
ら
れ
る
。

�

・
�
市

町
村

に
は
、
地
域
の
権
利
擁
護
支
援
ニ
ー
ズ
や
市
民
後
見
人
の
活
躍
状
況
を
踏

ま
え

て
計

画
的
に
市
民
後
見
人
を
育
成
す
る
と
い
う
観
点
に
立
ち
、
市
民
後
見
人
養

成
研

修
を

実
施
す
る
こ
と
や
、
市
民
後
見
人
と
な
り

得
る
地
域
住
民
に
対
し
て
、
市

民
後

見
人

の
活
動
内
容
や
や
り
が
い
な
ど
を
伝
え
つ
つ
、
都
道
府
県
が
実
施
す
る
市

民
後

見
人

養
成
研
修
の
受
講
案
内
を
積
極
的
に
行
う
な
ど
、
研
修
受
講
者
の
募
集
を

�
�
�

主
体

的
に

進
め

る
こ

と
が

期
待

さ
れ

る
。

�

・
�

な
お

、
市

町
村

と
し

て
市

民
後

見
人

養
成

研
修

を
既

に
実

施
し

て
い

る
場

合
は

、

こ
れ

を
継

続
し

、
必

要
に

応
じ

て
、
都

道
府

県
が

行
う

市
民

後
見

人
養

成
研

修
の

科

目
と

共
通

す
る

科
目

の
単

位
に

互
換

性
を

認
め

る
こ

と
を

検
討

す
る

な
ど

、
都

道
府

県
と

連
携

し
て

養
成

研
修

の
内

容
を

充
実

す
る

こ
と

も
期

待
さ

れ
る

。
�

� エ
�

市
町
村

に
よ
る

活
躍

支
援
と

都
道
府

県
に

よ
る
広

域
支

援

・
�

市
民

後
見

人
に

身
近

な
市

町
村

が
、
市

民
後

見
人

候
補

者
の

推
薦

や
、
市

民
後

見

人
と

し
て

の
活

動
の

支
援

に
取

り
組

む
こ

と
が

、
本

来
は

望
ま

し
い

。
一

方
で

、
人

口
規

模
が

小
さ

く
社

会
資

源
が

乏
し

い
こ

と
な

ど
に

よ
り

、
候

補
者

推
薦

の
た

め
の

受
任

者
調

整
や

市
民

後
見

人
と

し
て

活
動

す
る

こ
と

の
支

援
の

体
制

を
単

独
で

整

備
す

る
こ

と
が

困
難

な
市

町
村

も
あ

る
。
ま

た
、
市

民
後

見
人

養
成

研
修

を
実

施
し

て
き

た
も

の
の

、
選

任
が

進
ん

で
い

な
い

市
町

村
も

あ
る

。
�

・
�

こ
の

場
合

は
、
都

道
府

県
が

、
複

数
市

町
村

の
協

働
を

主
導

す
る

こ
と

が
期

待
さ

れ
る

。
具

体
的

に
は

、
都
道

府
県

の
主

催
す

る
協

議
会

に
お

い
て

、
圏

域
内

の
市

町

村
・
中

核
機

関
と

家
庭

裁
判

所
、
専

門
職

団
体

、
当

事
者

団
体

等
が

連
携

し
て

、
市

民
後

見
人

候
補

者
の

選
任

に
適

し
た

事
案

の
イ

メ
ー

ジ
、
受

任
者

調
整
・
後

見
活

動

支
援

の
あ

り
方

、
そ

の
他

の
活

躍
支

援
の

体
制

の
あ

り
方

等
に

つ
い

て
、
積

極
的

か

つ
率

直
な

情
報

共
有

・
意

見
交

換
を

図
る

場
を

設
け

る
等

の
取

組
が

考
え

ら
れ

る
。�

・
�

こ
の

よ
う

に
都

道
府

県
が

主
導

す
る

場
合

で
あ

っ
て

も
、
各

市
町

村
に

は
、
選

任

後
の

市
民

後
見

人
の

活
動

が
円

滑
に

行
わ

れ
る

よ
う

、
市

民
後

見
人

の
役

割
を

医

療
・
福

祉
サ

ー
ビ

ス
等

の
関

係
者

へ
周

知
す

る
な

ど
、
身

近
な

市
町

村
と

し
て

担
う

べ
き

役
割

を
果

た
す

こ
と

が
求

め
ら

れ
る

。
な

お
、
人

口
規

模
が

小
さ

い
山

間
部

や

島
し

ょ
部

に
所

在
す

る
市

町
村

で
は

、
市

民
後

見
人

と
し

て
の

活
動

や
権

利
擁

護
の

担
い

手
と

し
て

の
活

躍
に

関
す

る
専

門
的

な
相

談
支

援
な

ど
を

受
け

ら
れ

る
よ

う

に
す

る
た

め
、

オ
ン

ラ
イ

ン
の

し
く

み
を

活
用

す
る

こ
と

も
重

要
で

あ
る

。
�

�

③
�
法

人
後
見

の
担

い
手

の
育

成

ア
�

基
本
的

考
え
方

・
�

法
人

後
見

に
つ

い
て

は
、
制

度
の

利
用

者
増

に
対

応
す

る
た

め
の

後
見

人
等

の
担

い
手

確
保

と
い

う
観

点
の

ほ
か

、
比

較
的

長
期

間
に

わ
た

る
制

度
利

用
が

想
定

さ
れ

る
障

害
者

や
、
支

援
困

難
な

事
案

へ
の

対
応

な
ど

の
観

点
か

ら
、
全

国
各

地
で

取
組

を
推

進
し

て
い

く
必

要
が

あ
る

。
こ

れ
ま

で
市

町
村

は
、
後

見
人

等
の

担
い

手
確

保

が
困

難
な

場
合

な
ど

に
、
主

と
し

て
社

会
福

祉
協

議
会

に
よ

る
法

人
後

見
の

育
成

を

進
め

て
き

た
。
法

人
後

見
の

実
施

団
体

と
し

て
は

、
社

会
福

祉
協

議
会

に
よ

る
後

見

活
動

の
更

な
る

推
進

が
期

待
さ

れ
る

。
�
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�
�
�

・
�
一

方
、
社

会
福
祉
協

議
会
に
は
中
核
機
関
等
の
整

備
・
運
営
が
期
待
さ
れ
る
場
合

も
多

い
。
こ
の
た
め
、
各
地

域
に
お
い
て
、
都
道
府
県
及
び
市
町
村
等
が
連
携
し
て
、

社
会

福
祉

協
議
会
以
外
の
法
人
後
見
の
担
い
手
の
育
成
を
す
る
必
要
が
あ
る
。
第
二

期
計

画
で

は
、
都
道
府
県
に
よ
る
育
成
も
進
め
る
も
の
と
す
る
。

�

� イ
�

法
人

後
見

実
施

の
た
め

の
研

修
カ

リ
キ
ュ

ラ
ム

の
周

知
等

・
�
国

は
、
法
人
後
見
実

施
団
体
が
増
加
し
、
適
切
な
後
見
活
動
を
行
え
る
よ
う
に
す

る
た

め
、「

法
人
後
見
実
施
の

た
め
の
研
修
カ
リ
キ
ュ

ラ
ム
」
を
周
知
す
る
。
ま
た
、

法
人

後
見

の
活
動
・
運
営
状
況
を
調
査
し
、
法
人
後
見
の
活
動
状
況
等
の
周
知
を
行

う
ほ

か
、
法
人
後
見
実
施
団
体
の
活
動
を
支
援
す
る
た
め
に
必
要
な

方
策
を
検
討
す

る
。
な

お
、「

法
人
後
見
実
施
の
た
め
の
研
修
カ
リ
キ

ュ
ラ
ム
」
の
周
知
に
当
た
っ
て

は
、
後

見
人

等
の
選
任
が
裁
判
事
項
で
あ
る
た
め
、
一
律
の
基
準

に
あ
た
る

も
の
で

は
な

い
こ

と
に
留
意
し
つ
つ
、
最
高
裁
判
所
の
集
約
・
整
理
し
た
法
人
が
後
見
人
等

に
選

任
さ

れ
る
際
の
考
慮
要
素
等
も
併
せ
て
周
知
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

�

・
�
最

高
裁

判
所
に
は
、
引
き
続
き
、
法
人
が
後
見
人
等
に
選
任
さ
れ
る
際
の
考
慮
要

素
等

に
つ

い
て
の
各
家
庭

裁
判
所
の
検
討
が
深
ま
る
よ
う
支
援
す
る
と
と
も
に
、
こ

れ
ら

を
集

約
し
、
明
確
に
共
有
可
能
な
形
で
整
理
す
る
な
ど
し
て
、
各
家
庭
裁
判
所

と
中

核
機

関
等
と
の
間
の
必
要
な
意
見
交
換
が
可
能
と
な
る
よ
う
、
積
極
的
に
後
押

し
す

る
こ

と
が
期
待
さ
れ
る
。

�

・
�
国

は
、
社
会
福
祉
法

人
に
よ
る
法
人
後
見
に
つ
い
て
、
社
会
福
祉
連
携
推
進
法
人

の
活

用
等

、
複
数
の
社
会
福
祉
法
人
が
連
携
し
て
後
見
を
担
う
し
く
み
を
含
め
、
推

進
を

検
討

す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
際
、
福
祉
サ
ー

ビ
ス
の
利
用
者
に
対
し
て
法
人

後
見

を
行

う
場
合
に
、
そ
れ
が

当
該
法
人

が
日
常
的
に
行
う
見
守
り
な
ど
の
福
祉
サ

ー
ビ

ス
に

含
ま
れ
な
い
も
の

で
あ
る
か
や
、
利
益
相

反
等
の
観
点
に
十
分

に
留
意
す

る
必

要
が

あ
る
。

�

・
�
公

的
な

関
与
の
下
で
虐
待
等
の
支
援
困
難
な
事
案
を
受
任
す
る
場
合
の
後
見
の
実

施
に

つ
い

て
は
、
総
合
的
な
権
利
擁
護
支
援
策
に
お

け
る
都
道
府
県
単
位
の
新
た
な

取
組

の
一

つ
と
し
て
検
討
を
進
め
る
（
詳
し
く
は
１
（
２
）
③

�
イ
「
公
的
な
関
与
に

よ
る

後
見

の
実
施
の
検
討
」
を
参
照
）
。

�

・
�
銀

行
の

子
会
社

が
「
成
年
後
見
人
等
の
事
務
を
行
う
業
務
」
を
行
う
場
合
は
、
地

域
連

携
ネ

ッ
ト
ワ
ー
ク
の
関
係
者
と

連
携

し
つ
つ
、
促
進
法
の
趣
旨
に
則
し
た
運
用

を
行

う
こ

と
が
期
待
さ
れ
る
。
�

� ウ
�

都
道

府
県

に
よ

る
法
人

後
見

実
施

の
た
め

の
研

修
の

実
施

と
交

流
支

援

・
�
都

道
府

県
に
は
、
圏
域
毎
に
法
人
後
見
の
担
い
手
の
育
成
方
針
を
策
定
し
た
上
で
、

法
人

後
見

実
施
の
た
め
の
研
修
を
実
施
す
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。
ま
た
、
市

町
村

�
�
�

に
よ

る
候

補
者

推
薦

や
家

庭
裁

判
所

の
選

任
に

資
す

る
よ

う
、
法

人
後

見
実

施
の

た

め
の

研
修

を
修

了
し

た
法

人
に

つ
い

て
の

情
報

を
、
協

議
会

に
お

い
て

共
有

す
る

こ

と
も

考
え

ら
れ

る
。
都

道
府

県
が

、
法

人
後

見
実

施
団

体
が

参
加

す
る

連
絡

会
を

設

け
る

な
ど

の
取

組
も

、
法

人
同

士
の

つ
な

が
り

の
支

援
に

お
い

て
有

効
で

あ
る

。
連

絡
会

で
は

、
そ

れ
ぞ

れ
の

法
人

の
活

動
・
支

援
状

況
の

共
有

や
、
勉

強
会

の
実

施
な

ど
の

取
組

が
考

え
ら

れ
る

。
�

・
�

都
道

府
県

は
、
多

様
な

団
体

が
参

加
で

き
る

よ
う

、
上

記
連

絡
会

の
実

施
に

関
す

る
情

報
を

、
既

に
選

任
さ

れ
活

動
し

て
い

る
法

人
後

見
実

施
団

体
に

対
し

て
、
家

庭

裁
判

所
と

連
携

し
て

周
知

す
る

。
家

庭
裁

判
所

に
は

、
周

知
に

協
力

す
る

こ
と

が
期

待
さ

れ
る

。
�

�

④
�
専

門
職
後

見
人

の
確

保
・

育
成

�
�
�

・
�

専
門

職
後

見
人

の
確

保
・
育

成
に

つ
い

て
は

、
財

産
管

理
及

び
身

上
保

護
に

お
け

る

意
思

決
定

支
援

の
重

視
を

基
本

と
し

た
上

で
、
そ

れ
ぞ

れ
の

専
門

性
に

応
じ

た
受

任
を

想
定

し
、
各

専
門

職
団

体
で

対
応

す
る

こ
と

が
基

本
と

な
る

。
併

せ
て

、
専

門
職

団
体

間
で

、
専

門
職

後
見

人
の

質
の

向
上

等
の

取
組

に
関

す
る

情
報

交
換

を
行

う
な

ど
の

連

携
の

強
化

を
通

じ
て

、
効

果
的

な
支

援
方

策
の

検
討

に
つ

な
げ

る
こ

と
も

期
待

さ
れ

る
。
�

・
�
な

お
、
研

修
等

の
取

組
を

行
う

際
に

は
、
後

見
人

等
は

財
産

管
理

及
び

身
上

保
護

の

両
方

を
担

う
も

の
で

あ
る

こ
と

、
ま

た
、
い

ず
れ

の
事

務
も

本
人

の
意

思
決

定
支

援
の

観
点

か
ら

行
う

必
要

が
あ

る
こ

と
を

踏
ま

え
た

上
で

、
そ

れ
ぞ

れ
の

専
門

性
の

質
が

確

保
さ

れ
る

よ
う

な
内

容
に

す
る

こ
と

が
期

待
さ

れ
る

。
併

せ
て

、
国

が
実

施
す

る
意

思

決
定

支
援

に
関

す
る

研
修

の
内

容
を

踏
ま

え
つ

つ
、
取

組
の

実
践

例
を

含
め

る
等

、
実

践
的

な
も

の
と

な
る

よ
う

に
す

る
こ

と
が

期
待

さ
れ

る
。

�

・
�
ま

た
、
後

見
人

等
と

し
て

活
動

し
て

き
た

専
門

職
に

は
、
市

民
後

見
人

養
成

研
修

修

了
者

や
当

事
者

等
の

幅
広

い
活

躍
を

支
え

る
と

い
う

役
割

を
意

識
し

て
、
こ

れ
ら

の
支

援
に

取
り

組
ん

で
い

く
こ

と
が

期
待

さ
れ

る
。
専

門
職

団
体

に
は

、
こ

の
よ

う
な

専
門

職
を

育
成

し
て

い
く

こ
と

が
期

待
さ

れ
る

。
�

� ⑤
�
親

族
後
見

人
へ

の
支

援

・
�

市
町

村
・
中

核
機

関
は

、
申

立
て

の
相

談
に

関
わ

る
際

、
専

門
職

団
体

等
と

も
連

携

�
�
�

専
門
職

後
見

人
の

確
保

に
は

、
報
酬

の
あ

り
方

、
報

酬
助

成
の
あ

り
方

が
大

き
く

関
係

す
る
。

こ
れ

に
つ
い
て
は
、
２
（
２
）
③
「

適
切
な

報
酬
の
算

定
に

向
け

た
検
討

及
び

報
酬

助
成

の
推

進
等
」

を
参

照
。
�

�
�
�

本
人
と
本
人
に
身
近
な
親
族

等
が
共
に
身
近
な
親
族

等
に

よ
る
後

見
人

等
の
選
任

を
望
む
な
ど
、
身

近
な
親
族
等
が

後
見

人
等

に
な

る
こ
と

が
ふ

さ
わ

し
い

場
合

の
親
族
後
見
人
へ
の
支
援
は

最
も
重
要
な

支
援
の
一

つ
で

あ
る

。
一

方
で

、
「
担

い
手

の
確

保
」

と
い
う

観
点
に

は
な

じ
ま

な
い

た
め

、
本
項

で

は
最
後
に

記
し

て
い

る
。
�
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�
�
�

し
、
本

人
の

身
近
に
後
見
人
等
に
な
る
こ
と
が
ふ
さ
わ
し
い
親
族
等
が
い
る
場
合
に
は
、

親
族

等
を

後
見

人
等

の
候

補
者

と
し

て
申

立
て

を
す

る
こ

と
が

で
き

る
こ

と
や

後
見

人
等

が
担

う
役
割
に
つ
い
て
助
言
す
る
ほ
か
、
必
要
に
応
じ
て
、
市
町
村
長
申
立
て
事

案
で

な
い

場
合
で
あ
っ
て
も
受
任
者
調
整
を
行
い
、
家

庭
裁
判
所
に
当
該
親
族

等
を
候

補
者

と
し

て
推
薦
す
る
な
ど
の
支
援
を
実
施
す
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。
ま
た
、
市
町

村
・
中

核
機

関
は
、
必
要
に
応
じ
て
、
専
門
職
団
体
等

と
も
連
携
し
、
選
任
後
も
身
上

保
護

の
支

援
に

関
す

る
後

見
事

務
の

相
談

な
ど

に
応

じ
る

こ
と

の
で

き
る

相
談

体
制

を
整

備
す

る
こ

と
が
求
め
ら
れ
る
（
後
見
開
始
後
の
相
談
に
つ
い
て
、
詳
し
く
は
３
（
２
）

②
ウ

（
ア

）
「

権
利
擁
護
支
援
チ
ー
ム
の
自
立
支
援
機
能
」
を
参
照
）
。

�

・
�
申

立
等

に
関

わ
る
専

門
職
も
、
本
人
の
身
近
に
後
見

人
等
に
な
る
こ
と
が
ふ
さ
わ
し

い
親

族
等

が
い

る
場
合
に
は
、
当
該
親
族

等
を
候
補
者

と
し
て
挙
げ
る
な
ど
、
親
族
後

見
人

の
活

躍
の

後
押
し
を
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
（
家
庭
裁
判
所
に
つ
い
て
は
、
３
（
２
）

②
ウ

（
イ

）
「

適
切
な
後
見
事
務
の
確
保
機
能
」
を
参
照
）
。

�

（
３
）

市
町

村
長

申
立

て
の

適
切

な
実

施
と
成

年
後
見

制
度

利
用
支

援
事

業
の
推

進

①
�

基
本
方

針

・
�
老

人
福

祉
法

、
知
的
障
害
者
福
祉
法
、
精
神
保
健
及

び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る

法
律

で
は

、
高

齢
者
、
障

害
者
等
の
福
祉
を
図
る
た
め
特
に
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
市

町
村

長
申

立
て
が
で
き
る
と
さ
れ
て
い
る
。

�

・
�
特

に
、
高

齢
者
虐
待
の
防
止
、
高
齢
者
の
養
護
者
に
対
す
る
支

援
等
に
関
す
る
法
律

（
平

成
�
�
年
法
律
第

�
��

号
）
や
障
害
者
虐
待
の
防
止
、
障
害
者
の
養
護
者
に
対
す

る
支

援
等

に
関

す
る
法
律
（
平
成

�
�
年
法
律
第

�
�
号

）
で
は
、
養
護
者
に
よ

る
虐
待

の
通

報
・

届
出

の
あ
っ

た
高

齢
者
や

障
害

者
の
虐

待
防

止
や
保

護
が

図
ら
れ

る
よ

う
、

適
切

に
市

町
村
長
申
立
て
を
す
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る

。
ま
た
、
財
産
上
の
不
当
取
引

の
被

害
を

受
け
、
又
は
受

け
る
お
そ
れ
の
あ
る
高
齢
者

、
障
害
者
に
つ
い
て
も

、
同
様

で
あ

る
。
さ

ら
に
、
国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
高
齢
者
虐
待
・
障
害
者
虐
待
の
防
止

及
び

虐
待

を
受

け
た
高
齢
者
・
障
害
者
の
保
護
並
び
に

財
産
上
の
不
当
取
引

に
よ
る
高

齢
者
・
障

害
者

の
被
害
の
防
止
及
び
救
済
を
図
る

観
点
か
ら
、
成
年
後
見
制
度
の
周
知

や
同

制
度

の
利

用
に

係
る

経
済

的
負

担
の

軽
減

を
図

る
措

置
等

を
講

ず
る

こ
と

に
よ

り
、
同

制
度

が
広
く
利
用
さ
れ
る
よ
う
に
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。
ま

た
、
最

近
で

は
、
都
市
部

や
地
方
を
問
わ
ず
、
身
寄

り
の
な
い
独
居
高
齢
者
や
セ
ル
フ

ネ
グ

レ
ク

ト
へ

の
支
援
と
し
て
、
市
町
村
長
申
立
て
の
必
要
性
が
高
ま
っ
て
い
る
。

�

・
�
全

国
ど

の
地

域
に
お

い
て
も
、
成
年
後
見
制
度
を
必
要
と
す
る
人
が
制
度
を
利
用
で

き
る

よ
う

に
す

る
た
め
、
市
町
村
長
申
立
て
や
成
年
後
見
制
度
利
用
支
援
事
業
が
、
適

切
に

実
施

さ
れ

る
必
要
が
あ
る
。

�

�

�
�
�

②
�
市

町
村
長

申
立

て
の

適
切
な

実
施

・
�

市
町

村
長

申
立

て
は

、
一

部
の

市
町

村
に

お
い

て
適

切
に

実
施

さ
れ

て
お

ら
ず

、
例

え
ば

、
申

立
て

ま
で

に
長

期
間

待
た

さ
れ

る
こ

と
が

常
態

化
し

、
必

要
に

迫
ら

れ
本

人

が
申

立
手

続
を

行
う

こ
と

が
難

し
い

に
も

か
か

わ
ら

ず
無

理
に

本
人

申
立

て
を

せ
ざ

る
を

得
な

い
な

ど
、
そ

の
実

施
状
況

に
市

町
村
間

で
格

差
が
あ

る
と

の
指
摘

が
あ

る
。

そ
の

た
め

、
各

地
域

に
お

い
て

、
成

年
後

見
制

度
が

必
要

な
人

を
発

見
し

相
談

に
つ

な

げ
る

た
め

の
地

域
連

携
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
の

整
備
・
拡

充
を

進
め

る
必

要
が

あ
る

。
加

え

て
、
市

町
村

長
申

立
て

に
関

す
る

事
務

を
迅

速
に

処
理

で
き

る
体

制
の

整
備

も
必

要
で

あ
る

。
特

に
、
身

寄
り

の
な

い
人

、
身

寄
り

に
頼

れ
な

い
人

へ
の

支
援

に
お

い
て

、
適

切
に

市
町

村
長

申
立

て
を

実
施

す
る

こ
と

が
期

待
さ

れ
る

。
ま

た
、
虐

待
等

の
事

案
に

つ
い

て
は

、
積

極
的

に
市

町
村

長
申

立
て

を
活

用
す

る
必

要
が

あ
る

。
�

・
�

都
道

府
県

に
は

、
市

町
村

職
員

、
中

核
機

関
職

員
及

び
日

常
生

活
自

立
支

援
事

業
に

関
係

し
て

い
る

職
員

に
対

し
て

、
市

町
村

長
申

立
て

に
関

す
る

実
務

を
含

め
た

研
修

を

実
施

す
る

こ
と

が
期

待
さ

れ
る

。
�

・
�

都
道

府
県

に
は

、
例

え
ば

、
都

道
府

県
に

お
け

る
市

町
村

支
援

等
の

助
言

の
担

い
手

と
し

て
国

が
養

成
す

る
専

門
ア

ド
バ

イ
ザ

ー
を

活
用

す
る

こ
と

な
ど

に
よ

り
、
市

町
村

長
申

立
て

を
適

切
に

実
施

し
て

い
な

い
市

町
村

に
個

別
の

働
き

か
け

を
行

う
こ

と
が

期
待

さ
れ

る
。

�

・
�

国
は

、
都

道
府

県
が

継
続

的
に

研
修

を
実

施
す

る
こ

と
が

で
き

る
よ

う
、
都

道
府

県

職
員

向
け

研
修

の
拡

充
や

、
市

町
村

長
申

立
て

に
係

る
各

自
治

体
の

要
綱

や
マ

ニ
ュ

ア

ル
等

に
関

す
る

好
事

例
の

提
供

な
ど

必
要

な
方

策
を

講
じ

る
。

�

・
�

国
は

、
「

成
年
後

見
制

度
に
お

け
る

市
町
村

長
申

立
に
関

す
る

実
務
者

協
議

」
の
結

果
を

踏
ま

え
た

通
知

�
�
に

基
づ

き
、

虐
待

事
案

等
迅

速
な

対
応

が
必

要
な

場
合

に
お

け

る
親

族
調

査
の

基
本

的
考

え
方

や
、
本

人
の

住
所

地
と

実
際

の
居

所
が

異
な

る
場

合
等

に
お

け
る

審
判

の
請

求
に

係
る

市
町

村
間

の
調

整
を

円
滑

に
す

る
た

め
の

申
立

基
準

に
つ

い
て

、
市

町
村

職
員

の
理

解
を

進
め

る
な

ど
の

対
応

を
行

う
。
加

え
て

、
実

施
状

況
等

と
い

っ
た

市
町

村
長

申
立

て
の

実
態

等
を

把
握

し
た

上
で

、
そ

の
結

果
を

踏
ま

え
、

市
町

村
長

申
立

て
が

適
切

に
実

施
さ

れ
る

よ
う

、
実

務
の

改
善

を
図

っ
て

い
く

。
�

�

③
�
成

年
後
見

制
度

利
用

支
援

事
業
の

推
進

・
�
市

町
村

は
、
成

年
後

見
制

度
利

用
支

援
事

業
に

つ
い

て
、
①

の
基

本
方

針
を

踏
ま

え
、

対
象

と
し

て
広

く
低

所
得

者
を

含
め

る
こ

と
や

、
市

町
村

長
申

立
て

以
外

の
本

人
や

親

�
�
�

「
市
町

村
長

に
よ

る
成

年
後

見
制
度

に
基

づ
く

後
見

開
始

の
審
判

等
の

請
求

に
係

る
基

準
等
の

基
本

的
考
え
方

及
び

手
続

の
例

示
に

つ
い
て

」（
令
和
３
年

�
�
月

�
�
日

付
け

障
障

発
�
�
�
�
第

１
号
、

障
精

発
�
�
��

第
�
号
、
老
認
発

��
�
�
第
２

号
厚

生
労

働
省

社
会

・
援
護

局
障

害
保

健
福

祉
部

障
害
福

祉
課

長
、
同
部

精
神

・
障

害
保

健
課

長
、
老

健
局

認
知

症
施

策
・

地
域
介

護
推

進
課

長
連

名
通

知
）
�
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�
�
�

族
に

よ
る

申
立

て
の

場
合

の
申

立
費

用
及

び
報

酬
並

び
に

後
見

監
督

人
等

が
選

任
さ

れ
る

場
合

の
報
酬
も
含
め
る
こ
と
な
ど
、
適
切
な
実
施
内
容
の
検
討
を
す
る
必
要
が
あ

る
。
併

せ
て

、
国
は
、
成
年
後
見
制
度
利
用
支
援
事
業
の

推
進
を

行
う
必
要
が
あ
る
（
詳

細
に

つ
い

て
は
、
２
（
２
）
③

�
イ
を
参
照
）
。

�

� （
４
）

地
方

公
共

団
体
に
よ

る
行

政
計
画

等
の

策
定

①
�

基
本
方

針

・
�
権

利
擁

護
支
援
を
必

要
と
す
る
人
も
含
め
た
地
域
に
暮
ら
す
全
て
の
人
が
、
尊
厳
の

あ
る

本
人

ら
し
い
生
活
を
継
続
し
、
地
域
社
会
に
参
加

で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
、
各

地
域

で
は

、
「

包
括
的

」
か

つ
「
多

層
的

」
な
地

域
連

携
ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク
づ

く
り

を
進

め
る

必
要

が
あ
る
。

�

・
�
地

域
連

携
ネ

ッ
ト
ワ

ー
ク
の
機
能
は
、
多
様
な
分
野
・
主
体
の
参
画
と
連

携
・
協
力

に
よ

っ
て

効
果
的
に
機
能
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
た

め
の
体
制
を
整
備
し
て
、
持
続

可
能

な
運

営
を
し
て
い
く
た
め
に
は
、
段
階
的
・
計
画

的
に
取
組
を
進
め
る
こ
と
が
重

要
で

あ
る

。
�

・
�
第

二
期

計
画
で
は
、
地
域
連
携
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
求
め
ら
れ
る
機
能
や
機
能
を
強
化

す
る

た
め

の
取

組
等
を

「
３

�
権
利

擁
護

支
援
の

地
域

連
携
ネ

ッ
ト

ワ
ー
ク

づ
く

り
」

で
示

し
た

。
地
域
連
携
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
づ
く
り
の
主
体

で
あ
る
市
町
村
・
都
道
府
県
は
、

地
域

の
実

情
を
踏
ま
え
た
上
で
、
こ
の
内
容

に
段
階
的
・
計
画
的
に
取
り
組
む
た
め
の

方
針
（

以
下
「
取
組
方
針

」
と
い
う
。
）
を
示
す
必
要

が
あ
る
。
な
お
、
既
に
取

組
方
針

を
策

定
し

て
い
る
場
合
に
は
、
方
針
改
定
の
際
に
、
第

二
期
計
画
の
趣
旨
を
盛
り
込
む

こ
と

が
求

め
ら
れ
る
。

�

�

②
�

市
町
村

に
よ

る
行
政

計
画

の
策
定

ア
�

市
町

村
計

画
に

盛
り
込

む
こ

と
が

望
ま
し

い
内

容

�
�
市

町
村

は
、
促
進
法
第

�
�
条
第
１
項
に
基
づ

き
、
取
組
方
針
と
し
て
、
市
町
村

計
画

を
定

め
る
も
の
と
す
る
。
市
町
村
計
画
で
は
、
第
二
期
計
画
を
踏
ま
え
、
以
下

の
内

容
を

含
め
た
目
的
と
目
標
を
掲
げ
る
こ
と
が
望

ま
し
い
。

�

・
�
目

的
と

し
て
、
地
域
共
生
社
会
の
実
現
に
向
け

、
尊
厳
の
あ
る
本
人
ら
し
い
生

活
を

継
続
し
、
地
域
社
会
に
参
加
で
き
る
よ
う
に

す
る
こ
と

�

・
�
目

標
と

し
て
、
権
利
擁
護
支
援
の
地
域
連
携
ネ

ッ
ト
ワ
ー
ク
を
構
築
す
る
こ
と

�

�
�
ま

た
、
市
町
村
計
画
で
は
、
地
域
連
携
ネ
ッ
ト
ワ

ー
ク
が
、
多
様
な
分
野
・
主
体

の
参

画
と

連
携
・
協
力
の
下
で
、
持
続
可
能
な
形
で
運
営
さ
れ
る
よ
う
、
以
下
に
掲

げ
る

方
針

を
盛
り
込
む
こ
と
が
望
ま
し
い
。

�

・
�
中

核
機
関
及
び
協
議
会
の
整
備
・
運
営
の
方
針

�

・
�
地

域
連
携
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
支
援
機
能
（
３
（

２
）
を
参
照
）
の
段
階
的
・
計

�
�
�

画
的

な
整

備
方

針
�

・
�

地
域

連
携

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

の
機

能
を

強
化

す
る

た
め

の
取

組
（

３
（

３
）
を

参

照
）

の
推

進
の

方
針

�

・
�

市
町

村
長

申
立

て
の

適
切

な
実

施
と

成
年

後
見

制
度

利
用

支
援

事
業

の
推

進
の

方
針

�

�

イ
�

具
体
的

な
策
定

方
法

等

・
�

市
町

村
計

画
の

策
定

は
、
多

様
な

分
野
・
主

体
の

連
携
・
協

力
を

進
め

る
観

点
か

ら
、
地

域
福

祉
計

画
等

の
他

の
法

定
計

画
と

一
体

的
に

策
定

す
る

方
法

、
権

利
擁

護

支
援

に
焦

点
を

当
て

る
た

め
単

体
の

計
画

と
し

て
策

定
す

る
方

法
な

ど
が

考
え

ら

れ
る

。
�

・
�

中
核

機
関

の
整

備
を

複
数

の
市

町
村

が
共

同
で

取
り

組
ん

で
い

る
場

合
に

は
、
各

市
町

村
の

計
画

に
中

核
機

関
の

整
備
・
運

営
な

ど
の

全
体

方
針

を
示

し
、
中

核
機

関

の
事

業
計

画
等

に
具

体
的

な
取

組
方

針
を

記
載

す
る

方
法

な
ど

も
考

え
ら

れ
る

。
�

・
�

市
町

村
計

画
の

策
定

後
は

、
地

域
連

携
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
の

日
々

の
取

組
の

中
で

実

態
を

把
握

し
、

事
業

の
改

善
や

施
策

の
立

案
等

に
つ

な
げ

る
こ

と
が

重
要

で
あ

る
。

こ
の

よ
う

な
取

組
を

着
実

に
行

う
た

め
、
協

議
会

な
ど

に
お

い
て

、
計

画
で

定
め

た

取
組

の
進

行
管

理
を

行
う

こ
と

も
考

え
ら

れ
る

。
�

・
�

計
画

を
実

効
性

の
あ

る
も

の
と

す
る

た
め

、
地

域
連

携
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
で
「

運
用
・

監
督

」
機

能
を

担
う

家
庭

裁
判

所
に

は
、
市

町
村

計
画

等
の

方
針

を
検

討
す

る
協

議

の
場

に
出

席
す

る
な

ど
積

極
的

な
協

力
が

期
待

さ
れ

る
。

�

� ウ
�

留
意
事

項

・
�

市
町

村
は

、
協

議
会

等
を

通
じ

て
、
計

画
に

当
事

者
の

声
を

反
映

す
る

こ
と

が
重

要
で

あ
る

。
ま

た
、
関

係
者

の
連

携
・
協

力
の

下
で

権
利

擁
護

支
援

に
取

り
組

む
こ

と
が

で
き

る
よ

う
、

中
核

機
関

や
専

門
職

団
体

、
当

事
者

団
体

、
関

係
行

政
機

関
、

家
庭

裁
判

所
な

ど
と

、
地

域
連

携
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
づ

く
り

の
目

的
を

確
認

し
、
検

討

の
プ

ロ
セ

ス
等

の
中

で
相

互
理

解
を

深
め

て
い

く
こ

と
も

重
要

で
あ

る
。

�

・
�

な
お

、
地

域
連

携
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
づ

く
り

は
段

階
的
・
計

画
的

に
進

め
る

も
の

で

あ
り

、
計

画
が

策
定

さ
れ

て
い

る
こ

と
が

重
要

で
あ

る
。
こ

の
た

め
、
計

画
未
策

定

の
市

町
村

は
、
中

核
機

関
及

び
協

議
会

の
整

備
・
運

営
の

方
針

を
示

す
こ

と
な

ど
か

ら
早

期
に

着
手

す
る

必
要

が
あ

る
。

�

�

③
�
都

道
府
県

に
よ

る
取

組
方

針
の
策

定

ア
�

都
道
府

県
に
よ

る
取

組
方
針

に
盛
り

込
む

こ
と
が

望
ま

し
い
内

容

�
�

都
道

府
県

に
よ

る
取

組
方

針
で

は
、
市

町
村

計
画

と
同

様
に

、
第

二
期

計
画

を
踏
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�
�
�

ま
え

、
以

下
の
内
容
を
含
め
た
目
的
と
目
標
を
掲
げ
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。

�

・
�
目

的
と
し
て
、
地
域
共
生
社
会
の
実
現
に
向
け
、
尊
厳
の
あ
る
本
人
ら
し
い
生

活
を

継
続

し
、
地
域
社
会
に
参
加
で
き
る
よ
う
に

す
る
こ
と

�

・
�
目

標
と
し
て
、
権
利
擁
護
支
援
の
地
域
連
携
ネ

ッ
ト
ワ
ー
ク
を
構
築
す
る
こ
と

�

�
�
一

方
で

、
都
道
府
県
は
、
広
域
的
観
点
か
ら
市
町
村
に
よ
る
地
域
連
携
ネ
ッ
ト
ワ

ー
ク

づ
く

り
の
支
援
の
役
割
や
、
小
規
模
市
町
村
等

の
体
制
整
備
支
援
の
役
割

が
求

め
ら

れ
る

た
め
、
以
下
に
掲
げ
る
方
針
を
盛
り
込
む
こ
と
が
望
ま
し
い
。

�

・
�
都

道
府
県
単
位
や
圏
域
単
位
の
協
議
会
の
整
備
・
運
営
の
方
針

�

・
�
担

い
手
の
確
保
の
方
針

�

・
�
市

町
村
に
対
す
る
体
制
整
備
支
援
の
方
針

�

�
�
上

記
方

針
を
示
す
こ
と
を
優
先
し
つ
つ
、
さ
ら
に

、
個
別
事
案
等
で
市
町
村
に
対

し
て

助
言

な
ど
を
行
え
る
よ
う
、
以
下
に
掲
げ
る
方

針
も
盛
り
込
む
こ
と
が
望
ま
し

い
。

�

・
�
市

町
村
等
が
対
応
す
る
支
援
困
難
事
案
等
に
対
し
て
、
そ
の
内
容
を
把
握
し
た

上
で

、
各

分
野
の
専
門
職
が
総
合
的
に
相
談
対
応
を
行
う
し
く
み
づ
く
り
の
方
針

�

�

イ
�

具
体

的
な

策
定

方
法

・
�
都

道
府

県
に
よ
る
取
組
方
針
は
、
例
え
ば
、
都

道
府
県
単
位
の
協
議
会
で
協
議
し

た
結

果
を

簡
潔
に
整
理
す
る
な
ど
に
よ
り
策
定
す
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

�

・
�
そ

の
上

で
、
よ
り
効
果
的
に
取
組
が
進
む
よ
う
、
市
町
村
計
画
と
同
様
に

、
都
道

府
県

地
域

福
祉

支
援

計
画

な
ど

他
の

法
定

計
画

の
中

に
取

組
方

針
を

盛
り

込
む

こ

と
な

ど
の

対
応
を
行
う
こ
と
も
期
待
さ
れ
る
。

�

�

ウ
�

留
意

事
項

・
�
都

道
府

県
は
、
市
町
村
ご
と
の
人
口
推
移
や
体
制
整
備
状
況
等
を
勘
案
し
な
が
ら
、

中
長

期
的

な
観
点
に
立
っ
て
取
組
方
針
を
策
定
す
る

こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

�

（
５

）
都

道
府

県
の

機
能

強
化

に
よ

る
権

利
擁

護
支

援
の

地
域

連
携

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

づ
く

り

の
推

進

①
�

基
本
方

針

・
�
都

道
府

県
は
、
市
町
村
単
位
で
は
解
決
が
困
難
な
広
域
的
な
課
題
に
対
す
る
都
道
府

県
自

ら
の

取
組
、
国
と
の
連
携
確
保
な
ど
、
市
町
村
で

は
担
え
な
い
地
域
連
携
ネ
ッ
ト

ワ
ー

ク
づ

く
り
の
役
割
を
主
導
的
に
果
た
す

。
具
体

的
に
は
、
担
い
手
の
育
成
・
活
躍

支
援

、
広

域
的

観
点
か
ら
段
階
的
・
計
画
的
に
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
づ
く
り
に
取
り
組
む
た

め
の

方
針

の
策
定
と
い
っ
た
役
割
や
、
小
規
模
市
町
村
等
の
体
制
整
備
支
援
の
役
割
を

果
た

す
こ

と
が
期
待
さ
れ
る
（
３
（
１
）
④
ア
（
イ
）
、
（
４
）
③
参
照
）
。

�

�
�
�

・
�
都

道
府

県
は

、
広

域
的

な
課

題
な

ど
に

対
応

す
る

た
め

、
家

庭
裁

判
所
・
専

門
職

団

体
・
都

道
府

県
社

会
福

祉
協

議
会
・
当

事
者

団
体

等
と

の
都

道
府

県
単

位
の

協
議

会
を

設
置

す
る

必
要

が
あ

る
（

３
（

３
）
③

ア
（

ウ
）
参

照
）
。
ま

た
、
協

議
会

を
活

用
す

る

な
ど

し
て

、
「

多
層
的

」
に

市
町
村

支
援

の
し
く

み
を

構
築
す

る
こ

と
も
重

要
で

あ
る

（
３

（
４

）
参

照
）
。

�

・
�
国

は
、
都

道
府

県
の

機
能

強
化

が
図

ら
れ

る
よ

う
、
各

都
道

府
県

の
取

組
の

進
捗

状

況
を

踏
ま

え
た

情
報

提
供

や
支

援
等

を
行

う
ほ

か
、
都

道
府

県
職

員
向

け
研

修
の

拡
充

、

都
道

府
県

で
権

利
擁

護
支

援
や

体
制

整
備

支
援

等
を

担
う

専
門

ア
ド

バ
イ

ザ
ー

の
養

成
、

国
が

把
握

し
た

好
事

例
の

共
有

な
ど

を
行

う
。

�

� ②
�
都

道
府
県

の
機

能
強

化

・
�
都

道
府

県
に

は
、
市

町
村

等
が

対
応

す
る

支
援

困
難

事
案

等
に

対
し

て
、
そ

の
内

容

を
把

握
し

た
上

で
、
各

分
野

の
専

門
職

が
総

合
的

に
相

談
対

応
を

行
う

し
く

み
を

つ
く

る
こ

と
が

期
待

さ
れ

る
。

�

・
�
都

道
府

県
に

は
、
後

見
人

等
に

関
す

る
苦

情
等

へ
の

対
応

と
し

て
、
国

が
都

道
府

県

に
お

け
る

権
利

擁
護

支
援

等
の

助
言

の
担

い
手

と
し

て
養

成
す

る
専

門
ア

ド
バ

イ
ザ

ー
を

活
用

し
た

市
町

村
支

援
等

の
対

応
を

検
討

す
る

こ
と

が
期

待
さ

れ
る

。
�

� ③
�
市

町
村
へ

の
具

体
的

な
支

援
内
容

都
道

府
県

に
は

、
管

内
市

町
村

の
体

制
整

備
を

始
め

と
し

た
取

組
が

進
む

よ
う

、
以

下
の

具
体

的
な

支
援

を
積

極
的

に
行

う
こ

と
が

期
待

さ
れ

る
�
�
。

�

ア
�

継
続
的

な
研
修

の
実

施

・
�

市
町

村
や

地
域

連
携

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

の
関

係
者

が
体

制
整

備
を

始
め

と
し

た
取

組

を
継

続
す

る
た

め
に

は
、
成

年
後

見
制

度
の

利
用

促
進

を
含

む
権

利
擁

護
支

援
の

必

要
性

を
認

識
す

る
こ

と
や

、
権

利
擁

護
支

援
に

関
す

る
実

務
能

力
を

向
上

す
る

こ
と

が
重

要
で

あ
る

。
�

・
�

そ
の

た
め

、
都

道
府

県
は

、
市

町
村

等
に

対
し

て
、
成

年
後

見
制

度
や

権
利

擁
護

支
援

の
必

要
性

の
理

解
を

高
め

る
研

修
や

、
市

町
村

長
申

立
て

等
の

実
務

能
力

を
向

上
さ

せ
る

研
修

を
継

続
的

に
実

施
す

る
必

要
が

あ
る

。
�

�

イ
�

都
道
府

県
単
位

で
の

協
議
会

を
通
じ

た
実

態
把
握

等
�

・
�

協
議

会
の

中
で

、
定

例
的

な
情

報
共

有
、
都

道
府

県
が

行
っ

た
支

援
の

振
り

返
り

�
�
�

�
「
都
道
府

県
に

よ
る

市
町
村

支
援
の

た
め

の
ガ

イ
ド

」（
「

成
年
後

見
制

度
利

用
促

進
基
本

計
画
に

お
け
る
地

域
連

携
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
と
中

核
機

関
の

体
制

整
備

上
の
課

題
分

析
と

効
果

的
手

法
に
関

す

る
調
査
研

究
事

業
」
（
厚

生
労
働

省
令
和

２
年

度
社

会
福

祉
推

進
事
業

）
に

よ
り

作
成

）
が

参
考
に

な

る
。
こ
の

資
料

は
「

④
�
都
道

府
県
自

ら
の

取
組

の
実

施
」

に
当
た

っ
て

も
参

考
に

な
る

。
�
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�
�
�

と
意

見
交

換
等
の
ほ
か
、
管
内
市
町
村
の
体
制
整
備
等
の
状
況
や
課
題
、
制
度
の
利

用
ニ

ー
ズ

等
の
実
態
把
握
を
行
う
。
ま
た
、
必
要
に
応
じ
て
、
受
任
者
調
整
の
場
を

設
置

す
る

こ
と
も
考
え
ら
れ
る
（
３
（
３
）
③
ア
（
ウ
）
参
照
）
。

�

�

ウ
�

市
町

村
等

へ
の

情
報
提

供
や

相
談

対
応

・
�
イ

に
よ

っ
て
得
ら
れ
た
実
態

等
の
情
報
は
、
市
町

村
と
共
有
す
る
。

�

・
�
市

町
村

か
ら
の
相
談
に
適
切
に
対
応
す
る
た
め
、
あ
ら
か
じ
め
、
相
談
窓

口
を
整

備
す

る
と

と
も
に
、
専
門
職
等
を
派
遣
す
る
し
く
み
な
ど
を
整
え
て
お
く
。

�

� エ
�

市
町

村
の

課
題

に
応
じ

た
支

援
や

調
整
の

実
施

・
�
市

町
村

に
対
す
る
具
体
的
な
支
援
及
び
調
整
に
当

た
っ
て
は
、
例
え
ば
、
担
い
手

不
足

の
課

題
を
抱
え
て
い
る
市
町
村
ご
と

や
、
人
口

規
模
が
小
さ
い
山
間
部
や
島
し

ょ
部

な
ど

専
門

職
と

の
連

携
が

十
分

で
な

い
市

町
村

ご
と

に
グ

ル
ー

プ
化

を
す

る

な
ど

、
市

町
村
に
共
通
す
る
課
題
に
応
じ
た
対
応
を
行
う
。

�

・
�
市

町
村

と
家
庭
裁
判
所
と
の
連
携
の
促
進
に
お
い

て
は
、
家
庭
裁
判
所

の
本
庁
の

み
な

ら
ず

、
協
議
事
項
に
応
じ
て
、
家
庭
裁
判
所
の
支
部
・
出
張
所
を
含
め
た
連
携

に
も

留
意

す
る
。

�

・
�
ま

た
、
市
町
村
間
や
、
都
道
府
県
と
市
町
村
と
の
意
見
交
換
、
交
流
を
進
め
る
機

会
づ

く
り

な
ど
、
広
域
で
の
連
携
も
見
据
え
た
地
方

公
共
団
体
間
の
調
整
の
場
を
設

け
る

。
�

・
�
市

町
村

が
地
域
の
実
情
に
応
じ
て
広
域
的
な
地
域
連
携
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
づ
く
り
に

取
り

組
む

こ
と
（
例

え
ば
、
複
数
の
市
町
村
に
ま
た

が
る
区
域
で
地
域
連
携
ネ
ッ
ト

ワ
ー

ク
づ

く
り
に
取
り
組
む
こ
と
、
個
々
の
市
町
村

単
位
、
圏
域
な
ど
の
複
数
市
町

村
単

位
、
都
道
府
県
単
位
で
役
割
分
担
す
る
こ
と
な

ど
）
が
で
き
る
よ
う
、
近
隣
市

町
村

や
中

核
機
関
な
ど
に
よ
る
意
見
交
換
の
場
を
設

定
す
る
な
ど
、
積
極
的
に
市
町

村
の

支
援

や
調
整
を
行
う
必
要
が
あ
る
。

�

�

④
�

都
道
府

県
自

ら
の
取

組
の

実
施

都
道

府
県

に
は

、
市

町
村

単
独

で
は

取
り

組
み

に
く

い
課

題
へ

の
対

応
に

つ
い

て
、

自
ら

が
市

町
村
と
連
携
し
な
が
ら
実
施
す
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。
こ
う
し
た
課
題
へ

の
対

応
と

し
て
は
、
例
え
ば
以
下
の
も
の
が
あ
る
。

・
�
担

い
手

の
確
保
（
市

民
後
見
人
や
法
人
後
見
の

担
い
手
の
育
成
等
。
具
体
的
な
取

組
は

（
２

）
①
イ
、
②
、
③
を
参
照
）
。

�

・
�
市

町
村
・
中
核
機
関

職
員
等
を
含
め
た
関
係
者
の

継
続
的
な
資
質
の
向
上
（
意
思

決
定

支
援

等
に
係
る
取
組
は
２
（
１
）
①
を
、
市
町
村
長
申
立
て
に
係
る
取
組
は
（
３
）

②
を

参
照

）
。

�

�
�
�

・
�

市
町

村
・
中

核
機

関
が

行
う

研
修

等
（

地
域

住
民

や
福

祉
・
司

法
の

関
係

者
を
対

象
に

し
た

権
利

擁
護

支
援

に
関

す
る

研
修

等
）
を

実
施

す
る

こ
と

が
で

き
る

人
材

の

育
成

。
�
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第二期計画の工程表とＫＰＩ①
���※１

（令和�年度末の数値目
標）

令和�年度 令和�年度 令和�年度※２ 令和�年度 令和�年度

優
先
し
て
取
り
組
む
事
項※

�

任意後見制度の利用促進
・周知・広報

・適切な運用の確保に関する取組

・全�����市町村
・全��法務局・
地方法務局

・全���公証役場
ー

担い手の確保・育成等の推進

・都道府県による担い手（市民後見人・法人後見実
施団体）の育成の方針の策定

・都道府県における担い手（市民後見人・法人後見
実施団体）の養成研修の実施

・全��都道府県

・全��都道府県

市町村長申立ての適切な実施と成年後見制度
利用支援事業の推進
・都道府県による市町村長申立てに関する研修
の実施

・成年後見制度利用支援事業の推進

・全��都道府県

・全�����市町村

権利擁護支援の行政計画等の策定推進
・市町村による計画策定、第二期計画に基づく
必要な見直し

・全�����市町村

都道府県の機能強化
・都道府県による協議会設置 ・全��都道府県

※１ ���は、工程欄の色付き矢印に対応するもの。 ※２ 専門家会議は、令和６年度に、各施策の進捗状況を踏まえ、個別の課題の整理・検討を行う。
※３ 優先して取り組む事項とは、全ての項目に対し、令和６年度までの���を設定して推進するもの。

都道府県における担い手（市民後見人・法人後見）の養成研修の実施

都道府県による担い手（市民後見人・法人後見）の育成方針の策定

市民後見人養成
研修カリキュラム
の見直しの検討

関係機関等による周知の継続

全国で適切に実施
する方策の検討

利用状況等を踏まえ、制度趣旨に沿った適切な運用の確保策の検討

市町村、法務局・地方法務局、公証役場等における
リーフレット・ポスターなどによる制度の周知

都道府県による担い手の継続的な確保・育成等

都道府県による市町村長申立てに関する研修の実施 都道府県による研修の継続実施

市町村による計画策定・必要な見直し 策定状況等のフォローアップ

都道府県による都道府県単位等での協議会の設置 都道府県による協議会の継続的な運営

市町村による実施

市町村長申立ての実態等の把握、必要に応じた実務の改善

市町村による適切な実施のための必要な見直し等の検討
※見直しを終えた市町村は、適時その内容に応じて実施

別 紙

第二期計画の工程表とＫＰＩ②

���※１

（令和�年度末の数値目
標）

令和�年度 令和�年度 令和�年度※２ 令和�年度 令和�年度

制
度
等
の

見
直
し
に

向
け
た
検

討
等

成年後見制度等の見直しに向けた検討 ー

総合的な権利擁護支援策の充実 ー

制
度
の
運
用
改
善
等

意思決定支援の浸透
・都道府県による意思決定支援研修の実施
・各種意思決定支援ガイドラインの普及、啓発

・基本的考え方の整理と普及

・全��都道府県
ー

ー

適切な後見人等の選任・交代の推進等
・柔軟な後見人等の交代の推進
（苦情対応を含む）

・適切な報酬の算定に向けた検討及び報酬助成の推進等

ー

ー

不正防止の徹底と利用しやすさの調和
・後見制度支援信託・支援預貯金の普及
・保険の普及等事後救済策の検討

ー
ー

地
域
連
携
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
づ
く
り

地域連携ネットワークづくり
・制度や相談窓口の周知
・中核機関の整備とコーディネート機能の強化

・後見人等候補者の適切な推薦の実施

・権利擁護支援チームの自立支援の実施

・包括的・多層的な支援体制の構築

・全�����市町村
・全�����市町村

ー

ー

ー

成年後見制度等の見直しに向けた検討

日常生活自立支援事業の実施体制の強化、新たな支援策の検討。左記検討等を踏まえ、福祉の制度・事業の必要な見直しの検討

各種意思決定支援ガイドラインの普及、啓発

各ガイドライン共通
の基本的考え方を整
理した資料の作成

保健、医療、福祉、介護、金融等幅広い関係者・地域住民への普及、啓発

市町村・都道府県における柔軟な後見人等の交代の推進策の検討と対応

後見制度支援信託・支援預貯金の普及

関係団体による保険の導入の検討、必要に応じた事後救済策の普及方策の検討

取組を連携して行う際の
留意点の明示、好事例の収集等

市町村・都道府県における後見人等候補者の受任者調整の協議の実施

市町村・都道府県における権利擁護支援チームへの支援体制の構築

都道府県による意思決定支援研修の実施 都道府県による研修の継続実施

適切な報酬の算定に向けた早期の検討
地域支援事業・地域生活支援事業等の早期の検討 成年後見制度等の見直しに向けた検討に併せた検討

市町村による制度や相談窓口の周知

市町村による中核機関の整備

市町村による周知の継続

市町村による中核機関の運営

中核機関のコーディネート機能の強化

※１ ���は、工程欄の色付き矢印に対応するもの。 ※２ 専門家会議は、令和６年度に、各施策の進捗状況を踏まえ、個別の課題の整理・検討を行う。

権利擁護支援の取組状況等も踏まえた
重層事業の効果的な取組方策の検討
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1 
 �
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

社
援

成
発

�
�
�
�
第

２
号
�

�

障
障

発
０

３
２

５
第

１
号

�
�

老
高

発
０

３
２

５
第

３
号

�
�

老
認

発
０

３
２

５
第

１
号

�
�

�
�
令

和
４

年
３

月
�
�
日
�

�

日
�

各
都

道
府

県
・

市
区

町
村
�
民

生
主
管

部
（
局
）

長
�

殿
�

� � �

厚
生
労
働
省
社
会
・
援
護
局
地
域
福
祉
課
成
年
後
見
制
度
利
用
促
進
室
長
�

�

厚
生
労

働
省

社
会

・
援

護
局

障
害

保
健
福
祉

部
障

害
福

祉
課

長
�

�

厚
生

労
働

省
老

健
局

高
齢

者
支

援
課

長
�

�

厚
生

労
働

省
老

健
局

認
知

症
施

策
・

地
域

介
護

推
進

課
長

�
�

（
公

印
省

略
）
�

�

� �

第
二

期
成

年
後

見
制

度
利

用
促

進
基
本

計
画

の
策

定
に

つ
い

て
�

� �

�
成

年
後

見
制

度
の

利
用

促
進

に
つ
き

ま
し

て
は

、
平

素
よ

り
御
協

力
を
い
た

だ
き

、
厚

く
御
礼

申
し

上
げ

ま
す

。
�

�
さ

て
、

政
府

に
お

い
て

は
、

成
年
後

見
制

度
の

利
用
の
促

進
に
関

す
る

法
律

（
平
成

�
�
年
法

律
第

��
号
。

以
下

「
促

進
法

」
と

い
う

。
）
第

�
�
条

第
１
項

に
基

づ
き

、
平

成
��

年
に
成

年
後

見
制

度
利

用
促

進
基
本

計
画
（
以

下
「
基

本
計

画
」
と
い

う
。
）
を

閣
議
決

定
し
、
様
々

な
取

組
を

推
進

し
て
き

ま
し

た
。
基
本

計
画

は
平
成

��
年
度

か
ら

平
成

�
�

年
度

（
令
和

３
年

度
）
ま
で

を
期
間

と
し
て

い
る

た
め
、

新
た
な

基
本
計

画
（

以
下
「

第
二
期

計
画
」

と
い

う
。）

の
策

定
に

向
け

、
成

年
後

見
制

度
利
用

促
進

専
門

家
会

議
で

の
議
論

等
を

経
て

、
令

和
４

年
３
月

��
日
に

「
第

二
期

成
年

後
見

制
度

利
用

促
進

基
本

計
画

～
尊

厳
の

あ
る

本
人

ら
し

い
生

活
の

継
続

と
地

域
社

会
へ

の
参

加
を

図
る

権
利

擁
護

支
援

の
推
進

～
」

に
つ
い

て
、
閣

議
決
定

し
ま

し
た
（

別
添

）。
第
二

期
計
画

に
お
い

て
目
指

す
「
地

域
共

生
社

会
」
と

は
、
す

べ
て

の
住

民
が
障

害
の
有

無
に

か
か

わ
ら

ず
尊

厳
の
あ

る
本

人
ら

し
い

生
活

を
継
続

で
き

る
よ

う
、
社

会
全

体
で

支
え

合
い

な
が

ら
、
と

も
に

地
域

を
創

っ
て

い
く

も
の
で

あ
り

、
そ

の
た

め
に

は
、
各

都
道

府
県
・
市
町
村

に
お

け
る

庁
内

連
携

が
不

可
欠

と
な
り

ま
す

。
�

第
二

期
計

画
の

ポ
イ

ン
ト

や
都

道
府
県
・
市
町

村
の

役
割
等

に
つ
き
、
以
下

の
と

お
り
通

知
し
ま

す
の

で
、
御

参
照

の
上

、
各

地
域

に
お

け
る

施
策

及
び
必

要
な

連
携

の
推

進
に

御
尽
力

い
た

だ
き

ま
す

よ
う

お
願
い

し
ま

す
。
�

�
ま

た
、
管

下
の
関
係

機
関
・
団

体
に
対

し
て

は
、
貴

職
か
ら

御
周
知

い
た

だ
き

ま
す

よ
う

併
せ
て

お
願

い
申

し
上

げ

ま
す

。
�

� Ⅰ
．

第
二

期
計

画
の

ポ
イ

ン
ト

�

１
．
�成

年
後
見

制
度

の
見

直
し

に
向

け
た
検

討
と

権
利

擁
護

支
援

策
の
総

合
的

な
充

実
�

�
�

・
�

成
年

後
見

制
度

（
民

法
）
の

見
直

し
に

向
け

た
検

討
。
�

2 
 �

�
・
�
成

年
後

見
制

度
以
外

の
権
利

擁
護

支
援

策
の

検
討
（
民

間
事

業
者
・
寄
付

に
よ
る

権
利
擁

護
支

援
へ

の
取

組

等
を

促
す

た
め

の
方

策
、

福
祉

制
度
・

事
業

の
見

直
し

の
検

討
）。

�

２
．

成
年

後
見

制
度

の
運

用
の

改
善
�

�
�
・
�

家
庭

裁
判

所
と

地
域

の
関
係

者
の

連
携

に
よ

り
、
本

人
に

と
っ

て
適

切
な

後
見

人
等
の

選
任

や
本

人
の
状
況

に
応

じ
た

後
見

人
等

の
交

代
、

都
道
府

県
に

よ
る

意
思

決
定

支
援
研

修
の

実
施
。

 
３

．
後
見

人
等

へ
の

適
切

な
報

酬
の
付

与
�

�
�
・
�
最

高
裁

判
所
、
家
庭
裁

判
所
で

後
見

人
等

の
適

切
な

報
酬
の

算
定

に
向

け
た

検
討
を

実
施
。
併
せ

て
報

酬
助

成
事

業
の

見
直

し
を

含
め

た
対

応
を
検

討
。

 
�

�
・
�
成

年
後

見
制

度
の
見

直
し
の

検
討

の
際
、
報
酬
の

あ
り
方

も
検

討
。
併

せ
て
関

係
省
庁

で
報

酬
助

成
等

の
制

度
の

あ
り

方
も

検
討

。
 

４
．

権
利

擁
護

支
援

の
地

域
連

携
ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

づ
く

り
の

推
進

 
�

�
・
�

都
道
府

県
の

機
能
強

化
（
都

道
府
県

レ
ベ

ル
の
法

律
専
門

職
・
家

庭
裁

判
所
を

含
め
た

会
議
体

の
設

置
等
）

に
よ

り
権

利
擁
護

支
援

の
地
域

連
携
ネ

ッ
ト
ワ

ー
ク

（
以
下

「
地
域

連
携
ネ

ッ
ト

ワ
ー
ク

」
と
い

う
。）

を
全

市
町

村
で

早
期

に
整

備
。

 
・
�

地
域

連
携

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

の
計
画

的
整

備
の

た
め

、
全

市
町
村

で
成

年
後

見
制

度
利

用
促
進

基
本

計
画
（
以

下
「

市
町

村
計

画
」

と
い

う
。）

を
早
期

に
策

定
。

 
�

�
・
�

市
民

後
見

人
や
法
人

後
見
の

担
い

手
の

育
成

（
都

道
府
県

が
育

成
方

針
策

定
）

や
支
援

。
 

※
�

第
二

期
計

画
の

対
象

期
間

は
令
和

４
年

度
か

ら
令

和
８

年
度
ま

で
の

５
年

間
（
第
二

期
計
画

の
「
工

程
表
」
を

参
照

）
�

� Ⅱ
．

市
町

村
の

役
割
�

第
二

期
計

画
（

�
��
�
）
で

は
、

市
町
村

の
役

割
に

つ
い

て
以

下
の
と

お
り

記
載

し
て

い
る

と
こ
ろ

で
す

。
�

第
二

期
計

画
に

お
い

て
詳

述
さ

れ
て
い

る
よ

う
に

、
市

町
村

は
、
地

域
連

携
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
を
「

包
括

的
」
な
も
の

と
し

て
い

く
た

め
、

以
下

の
よ

う
な
取

組
の

推
進

が
必

要
で

す
。
�

・
�

市
町

村
計

画
を

策
定

し
、
中
核

機
関

及
び

協
議

会
の
整

備
・
運
営

の
方

針
、
地

域
連

携
ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

の
支
援

機
能

の
段

階
的
・
計

画
的

な
整

備
方
針

、
地

域
連

携
ネ

ッ
ト

ワ
ー
ク

の
機

能
を

強
化

す
る

た
め
の

取
組

の
推

進
の

方
針

、
市

町
村

長
申

立
て

の
適

切
な

実
施

と
成

年
後

見
制

度
利

用
支

援
事

業
の

推
進

の
方

針
に

つ
い

て
示

す
こ

（
ア

）
市

町
村
�

・
�
市

町
村

は
、
権

利
擁

護
支

援
に
関

す
る

業
務

が
市

町
村

の
福
祉

部
局

が
有

す
る

個
人

情
報
を

基
に

行
わ

れ
る

こ
と

や
、

行
政
や

地
域

の
幅
広

い
関
係

者
と
の

連
携

を
調
整

す
る
必

要
性
な

ど
か

ら
、
協

議
会
及

び
中
核

機
関

の
整

備
・

運
営
と

い
っ

た
地
域

連
携
ネ

ッ
ト
ワ

ー
ク

づ
く
り

に
主
体

と
な
っ

て
取

り
組
む

必
要
が

あ
る
。

そ
の

際
、

地
域

の
実
情

に
応

じ
、
都

道
府
県

と
連
携

し
て

、
地
域

連
携
ネ

ッ
ト
ワ

ー
ク

を
重
層

的
な
し

く
み
に

す
る

こ
と

な
ど

柔
軟

な
実

施
体

制
も

検
討
す

る
。
�

・
�
市

町
村

の
地

域
連

携
ネ
ッ

ト
ワ
ー

ク
づ

く
り

に
対

す
る

主
体
的

な
役

割
は

、
協

議
会

及
び
中

核
機

関
の

運
営

を
委

託
等

し
た

場
合

で
あ

っ
て

も
同
様

で
あ

り
、

積
極

的
に

委
託
事

業
等

に
関

わ
る

必
要

が
あ
る

。
�

・
�

市
町

村
は

、
権

利
侵

害
か

ら
の
回

復
支

援
（
虐

待
や
セ

ル
フ
ネ

グ
レ

ク
ト

の
対

応
で

の
必
要

な
権

限
の

行
使

等
）

な
ど

地
域
連

携
ネ

ッ
ト
ワ

ー
ク
で

行
わ
れ

る
支

援
に
も

、
そ
の

責
務
に

基
づ

き
主
体

的
に
取

り
組
む

必
要

が
あ

る
。
�

・
�

上
記

に
加

え
、
市

町
村
は

、
市
町

村
長

申
立

て
や

成
年

後
見
制

度
利

用
支

援
事

業
の

適
切
な

実
施

、
担

い
手

の
育

成
・

活
躍

支
援

、
促

進
法

に
基
づ

く
市

町
村

計
画

の
策

定
と
い

っ
た

重
要

な
役

割
を

果
た
す

。
�
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3 
 

と
。
�

・
�

成
年

後
見
制
度

を
含

む
権

利
擁
護

支
援

策
や

そ
の

窓
口

を
周
知

す
る

こ
と

。
�

・
�

中
核

機
関

を
整

備
す

る
こ

と
。
�

ま
た

、
全

国
ど

の
地

域
に

お
い
て

も
、
成

年
後

見
制

度
を

必
要
と

す
る
人

が
制

度
を

利
用

で
き

る
よ
う

に
す

る
た

め
、

以
下

の
取

組
が

必
要

で
す

。
�

・
�

市
町

村
長

申
立

て
や

成
年

後
見
制

度
利

用
支

援
事

業
に

つ
い
て

、
適

切
に

実
施

す
る

こ
と
。
�

成
年

後
見

制
度

利
用

支
援

事
業

に
つ
い

て
は

、
対

象
と

し
て

広
く
低

所
得

者
を

含
め

る
こ

と
や
、
市
町

村
長

申
立

て
以

外
の

本
人

や
親

族
に
よ
る

申
立
て

の
場

合
も

含
め
る
こ

と
な
ど

、
適

切
な

実
施
内
容

の
検
討

を
す

る
こ

と
。�

� な
お

、
第

二
期
計

画
（

�
�
��
��
�
）

で
は

、
地
域

連
携

ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク

を
構
成

す
る

「
権
利

擁
護
支

援
チ
ー

ム
」、

「
協

議
会

」
、
「
中

核
と

な
る
機

関
（
中

核
機
関

）
」
に

つ
い
て

、
そ
れ

ぞ
れ
以

下
の

と
お
り

記
載
し

て
い
る

と
こ
ろ

で
す

。
�

ア
�

権
利

擁
護

支
援

チ
ー

ム
�

権
利

擁
護

支
援

チ
ー

ム
と

は
、
権

利
擁

護
支

援
が

必
要
な
人

を
中
心

に
、
本
人

の
状
況
に

応
じ
、
本
人

に
身

近

な
親

族
等

や
地

域
、
保

健
・
福

祉
・
医
療

の
関

係
者

な
ど
が

、
協

力
し

て
日

常
的

に
本
人

を
見
守

り
、
本

人
の

意

思
及

び
選

好
や

価
値

観
を

継
続

的
に
把

握
し

、
必

要
な

権
利

擁
護
支

援
の

対
応

を
行

う
し

く
み
で

あ
る

。
�

既
存

の
福

祉
・
医
療

等
の

サ
ー

ビ
ス
調

整
や

支
援

を
行

う
体

制
に
、
必
要

に
応

じ
、
法
律
・
福
祉

の
専

門
職

や

後
見

人
等
、
意
思

決
定

に
寄
り

添
う
人

な
ど

が
加

わ
り
、
適

切
に
本

人
の

権
利

擁
護

が
図

ら
れ
る

よ
う

に
す

る
。�

イ
�

協
議

会
�

協
議

会
と

は
、
各
地

域
に

お
い

て
、
専

門
職

団
体

や
当

事
者

等
団
体

な
ど

を
含

む
関

係
機

関
・
団

体
が

、
連
携

体
制

を
強

化
し

、
こ

れ
ら

の
機

関
・
団

体
に

よ
る

自
発

的
な

協
力
を

進
め

る
し

く
み

で
あ

る
。
�

各
地

域
で

は
、
成

年
後

見
制
度

を
利
用

す
る

事
案

に
限

定
す

る
こ
と

な
く
、
権
利

擁
護
支

援
チ
ー

ム
に

対
し

、

法
律

・
福

祉
の

専
門

職
や

関
係

機
関
が

必
要

な
支

援
を

行
う

こ
と

が
で

き
る

よ
う

に
協

議
の

場
を

設
け

る
。

な

お
、
協

議
会

は
、
地

域
の

実
情

や
議
題

等
に

応
じ
、
個
々
の

市
町
村

単
位
、
圏
域

な
ど
の

複
数
市

町
村

単
位
、
都

道
府

県
単

位
な

ど
階

層
的

に
設

置
す
る

。
�

ウ
�

中
核

機
関
�

中
核

機
関

と
は
、
地
域

連
携
ネ

ッ
ト
ワ

ー
ク

の
コ

ー
デ

ィ
ネ

ー
ト
を

担
う

中
核

的
な

機
関

や
体
制

で
あ

り
、
以

下
の

よ
う

な
役

割
を

担
う

。
�

・
�

本
人

や
関

係
者

等
か

ら
の

権
利
擁

護
支

援
や

成
年

後
見

制
度
に

関
す

る
相

談
を

受
け

�
、
必

要
に

応
じ

て
専

門
的

助
言

等
を

確
保

し
つ

つ
、

権
利

擁
護

支
援

の
内

容
の

検
討

や
支

援
を

適
切

に
実

施
す

る
た

め
の

コ
ー

デ

ィ
ネ

ー
ト

を
行

う
役

割
。
�

・
�

専
門

職
団

体
・

関
係

機
関

の
協

力
・

連
携

強
化

を
図

る
た

め
に

関
係

者
の

コ
ー

デ
ィ

ネ
ー

ト
を

行
う
役

割

（
協

議
会

の
運

営
等

）。
�

中
核

機
関

の
運

営
は
、
地
域
の

実
情
に

応
じ
、
市
町

村
に
よ

る
直
営

又
は

市
町

村
か

ら
の

委
託
な

ど
に

よ
り

行

う
。

市
町

村
が

委
託

す
る

場
合

等
の

運
営

主
体

に
つ

い
て

は
、

業
務

の
中

立
性

・
公

正
性

の
確

保
に

留
意
し
つ

つ
、
専
門

的
業

務
に

継
続

的
に

対
応
す

る
能

力
を

有
す

る
法

人
（
例

え
ば

、
社
会

福
祉
協

議
会
、
Ｎ
Ｐ

Ｏ
法

人
、

公
益

法
人

等
）

を
適

切
に

選
定

す
る
も

の
と

す
る

。
�

な
お
、
国
は
、
１
（

１
）
に

記
載

し
た
成

年
後

見
制

度
等

の
見

直
し
の

検
討

と
併

せ
て
、
中

核
機
関

の
位

置
付

け
及

び
そ

の
役

割
に

ふ
さ

わ
し

い
適
切

な
名

称
を

検
討

す
る

。
�

�
�

4 
 Ⅲ

．
都
道

府
県

の
役

割
�

第
二

期
計

画
（

�
��
�
）
で

は
、

都
道
府

県
の

役
割

に
つ

い
て

以
下
の

と
お

り
記

載
し

て
い

る
と
こ

ろ
で

す
。
�

�
第

二
期

計
画

に
お

い
て

詳
述

さ
れ
て

い
る

よ
う

に
、
都
道

府
県
は

、
市

町
村

に
よ

る
「

包
括
的

」
な

支
援

体
制
で
は

対
応

が
困

難
な

事
案

等
に

対
し

て
助
言

等
の

支
援

を
行

う
こ

と
が
で

き
る
「
多

層
的

」
な
権

利
擁
護

支
援

の
し

く
み
と

し
て

、
以

下
の

よ
う

な
取

組
の

推
進
が

必
要

で
す

。
�

�
・

�
担

い
手

の
育

成
方

針
の

策
定
や

養
成

研
修

を
実

施
す

る
こ
と

。
�

・
�

市
町

村
長

申
立
て
に

関
す

る
研
修

を
実

施
す

る
こ

と
。

�

�
・

�
都

道
府

県
単

位
等

で
の

協
議
会

を
設

置
す

る
こ

と
。

�

・
�

意
思

決
定

支
援

研
修

を
実

施
す
る

こ
と

。
�

� Ⅳ
．

第
二

期
計

画
の

工
程

表
に

記
載
さ

れ
た

ス
ケ

ジ
ュ

ー
ル

�

第
二

期
計

画
の

工
程

表
に

お
い

て
市

町
村

及
び

都
道

府
県

に
関

す
る

Ｋ
Ｐ

Ｉ
と

し
て

設
定

さ
れ

た
取

組
に

係
る

ス
ケ

ジ
ュ

ー
ル

は
以

下
の

と
お

り
で
す

。
�

１
．
�任

意
後
見

制
度

の
利

用
促

進
�

令
和

６
年

度
末
ま
で

に
「
全

��
�
�
�
市

町
村

」
に

お
け

る
リ
ー

フ
レ
ッ

ト
・
ポ

ス
タ

ー
な
ど

に
よ
る

制
度

の

周
知

。
�

２
．
�担

い
手
の

確
保

・
育

成
等
�

・
�

令
和

６
年

度
末
ま
で

に
「

全
��

都
道

府
県

」
に

よ
る
担

い
手
（

市
民

後
見

人
・

法
人

後
見
実

施
団

体
）
の

育
成

の
方

針
の

策
定

。
�

・
�

令
和

６
年

度
末

ま
で

に
「

全
��

都
道

府
県

」
に

お
い
て

担
い
手

（
市

民
後

見
人

・
法

人
後
見

実
施

団
体
）

の
養

成
研

修
の

実
施

。
�

３
．
�市

町
村
長

申
立
て
の

適
切

な
実

施
と
成

年
後

見
制

度
利

用
支

援
事
業

の
推

進
�

・
�

令
和

６
年

度
末

ま
で

に
「

全
��

都
道

府
県

」
に

よ
る
市

町
村
長

申
立

て
に

関
す

る
研

修
の
実

施
。
�

・
�

令
和

６
年

度
末

ま
で

に
「

全
��
�
�
�
市

町
村

」
に

よ
る
成

年
後
見

制
度

利
用

支
援

事
業

の
適
切

な
実

施
の
た

め
の

必
要

な
見

直
し

等
の

検
討

。
�

４
．
�権

利
擁
護

支
援

の
行

政
計

画
等

の
策
定

推
進
�

�
�
�
�

令
和

６
年

度
末

ま
で

に
「

全
�
�
�
��

市
町

村
」
に
よ

る
第
二

期
計

画
を

踏
ま

え
た

計
画
策

定
・
必

要
な

見
直

し
。
�

５
．
�都

道
府
県

の
機

能
強

化
�

�
�
�
�

令
和

６
年

度
末

ま
で

に
「
全

��
都
道

府
県

」
に
よ

る
協
議

会
の

設
置

。
�

６
．
�意

思
決
定

支
援

の
浸

透
�

令
和

６
年

度
末

ま
で

に
「
全

�
�
都
道

府
県

」
に

よ
る

意
思
決

定
支
援

研
修
の
実

施
。
�

７
．
�地

域
連
携

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

づ
く

り
�

（
イ

）
都

道
府

県
�

・
�
都

道
府

県
は

、
市

町
村
単

位
で
は

解
決

が
困

難
な

広
域

的
な
課

題
に

対
す

る
都

道
府

県
自
ら

の
取

組
、
国

と

の
連

携
確

保
な

ど
、

市
町

村
で

は
担
え

な
い

地
域

連
携

ネ
ッ

ト
ワ
ー

ク
づ

く
り

の
役

割
を

主
導
的

に
果

た
す
。

具
体

的
に

は
、
担
い

手
の

育
成
・
活
躍

支
援

、
広

域
的

観
点

か
ら
段

階
的
・
計

画
的

に
ネ

ッ
ト
ワ

ー
ク

づ
く
り

に
取

り
組

む
た

め
の

方
針

の
策

定
と
い

っ
た

重
要

な
役

割
を

果
た
す

。
�

・
�
ま

た
、
人
口

規
模

が
小
さ

く
、
社
会

資
源

等
が

乏
し
い

小
規
模

市
町

村
を

始
め
と
し

た
市
町

村
に

対
す

る
体

制
整

備
支

援
の

機
能

を
強

化
し

、
地
域

連
携

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

づ
く
り

を
促

進
す

る
。
�
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5 
 �

�
・
�

令
和

６
年

度
末

ま
で

に
「
全

��
�
�
�
市

町
村

」
に

よ
る
制

度
や

相
談

窓
口
の
周

知
。
�

�
�

・
�

令
和

６
年

度
末

ま
で

に
「
全

��
�
�
�
市

町
村

」
に

よ
る
中

核
機

関
の

整
備

。
�

� 別
添

�
�

第
二

期
成

年
後

見
制

度
利

用
促

進
基

本
計

画
～

尊
厳

の
あ

る
本

人
ら

し
い

生
活

の
継

続
と

地
域

社
会

へ
の

参
加

を
図

る
権

利
擁

護
支

援
の

推
進
～

（
令

和
４

年
３
月

�
�
日
閣

議
決

定
）
�

参
考

�
�

第
二

期
成

年
後

見
制

度
利
用

促
進

基
本

計
画

の
策

定
に
つ

い
て
�

�
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事
務

連
絡

�

令
和

４
年

３
月

２
８

日
�

�
�

�

�

各
�
都

道
府

県
�
成

年
後

見
制

度
利

用
促

進
担

当
課

�
御

中
�

�

�

厚
生

労
働

省
社

会
・

援
護

局
地

域
福

祉
課

�

成
年

後
見

制
度

利
用

促
進

室
�

� � �

第
二

期
成

年
後

見
制

度
利

用
促

進
基

本
計

画
に

係
る

Ｋ
Ｐ

Ｉ
の
考

え
方

に
つ

い
て

（
周

知
）

�

� � �
日

頃
よ

り
、
成

年
後

見
制

度
利

用
促

進
の

体
制

整
備

の
推

進
に

つ
い
て

、
ご

尽
力

い
た

だ
き

あ
り

が
と

う

ご
ざ

い
ま

す
。

�

令
和

４
年

３
月

２
５

日
に

閣
議

決
定

し
た
「

第
二

期
成

年
後

見
制

度
利

用
促

進
基

本
計

画
」
で

は
、
施

策

に
応

じ
て

Ｋ
Ｐ

Ｉ
（

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
：

重
要

業
績

評
価

指
標

）
を

定
め

、
各

施
策

の
推

進

に
取

り
組

む
こ

と
と

し
て

い
ま

す
。
ま

た
、
こ

の
Ｋ

Ｐ
Ｉ

に
は

、
都

道
府

県
及

び
市

町
村

の
取

組
状

況
を

も

っ
て

目
標

を
設

定
し

て
い
る

も
の

が
あ

り
ま

す
。

�

つ
き

ま
し

て
は

、
Ｋ

Ｐ
Ｉ

達
成

の
確

認
を

行
う

際
の

考
え

方
を

別
添

の
と

お
り

お
示

し
し

ま
す

の
で

、
都

道
府

県
に

お
か

れ
ま

し
て
は

、
こ

の
考

え
方

も
踏

ま
え

て
、
管

内
市

町
村

の
体

制
整

備
の

支
援

を
含

め
権

利

擁
護

支
援

の
地

域
連

携
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
づ

く
り

に
主

体
的

に
取

り
組

ん
で

い
た

だ
き

ま
す

よ
う

お
願

い
い

た
し

ま
す

。
�

ま
た

、
併

せ
て

、
管

内
市

町
村

に
本

事
務

連
絡

の
内

容
を

周
知

い
た
だ

き
ま

す
よ

う
、

お
願

い
し

ま
す

。
�

�
�

（
担

当
）

�

�
厚

生
労

働
省

社
会

・
援

護
局

地
域

福
祉

課
�

成
年

後
見

制
度

利
用

促
進

室
�

安
藤

�

�
電

話
�
�
：
�
�
－

�
�
�
�
－

�
�
�
�
（

内
線

�
�
�
�
）

�

�
�
�
�
�
�
�
：

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

1 

（
別

添
）

�

� � １
�

任
意

後
見

制
度

の
利

用
促

進
に

係
る

Ｋ
Ｐ

Ｉ
に

つ
い

て

・
�

令
和

６
年

度
末

ま
で

に
「

全
�
�
�
�
�
�
�
市

町
村

」
に

お
け

る
リ

ー
フ

レ
ッ

ト
・

ポ
ス

タ
ー

な
ど

に

よ
る
制

度
の

周
知

。

�

Ｑ
１

�
国

は
、

任
意

後
見

制
度

の
周

知
に

係
る

Ｋ
Ｐ

Ｉ
達

成
の

判
断

を
ど

の
よ

う
に

行
う

か
。

�

�

Ｋ
Ｐ
Ｉ

達
成

の
判

断
は

、
市

町
村

が
、

任
意

後
見

制
度

の
内

容
を

含
む

リ
ー

フ
レ

ッ
ト

・
ポ

ス
タ

ー
な

ど
を

窓
口

や
施

設
等

に
備

付
け

・
掲

出
す

る
こ

と
な

ど
に

よ
り

、
任

意
後

見
制

度
の

周
知

を
行

っ
て

い
る

か
ど

う
か

を
取

組
状

況
調

査
で

確
認

し
た

上
で

行
う

。
�

� �

Ｑ
２

�
Ｑ

１
に

関
し

て
、

リ
ー

フ
レ

ッ
ト

・
ポ

ス
タ

ー
な

ど
は

市
町

村
で

自
主

作
成

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
か

。
�

�

市
町
村

で
リ

ー
フ

レ
ッ

ト
・

ポ
ス

タ
ー

な
ど

を
自

主
作

成
し

た
か

ど
う

か
は

問
わ

な
い

。
�

な
お
、

法
務

省
・

法
務

局
で

は
、

令
和

３
年

度
に

任
意

後
見

制
度

に
関

す
る

リ
ー

フ
レ

ッ
ト

・
ポ

ス
タ

ー
を

作
成

し
、

各
市

町
村

に
順

次
送

付
し

て
い

る
と

こ
ろ

で
あ

り
、

積
極

的
に

活
用

し
て

い
た

だ
き

た
い

。
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2 

２
�

担
い

手
の

確
保

・
育

成
等

に
係

る
Ｋ

Ｐ
Ｉ

に
つ

い
て

・
�
令

和
６

年
度

末
ま

で
に

「
全

�
�
都

道
府

県
」

に
よ

る
担

い
手

（
市

民
後

見
人

・
法

人
後

見
実

施

団
体

）
の

育
成

の
方

針
の

策
定

。
�

・
�
令

和
６

年
度

末
ま

で
に

「
全

�
�
都

道
府

県
」

に
お

い
て

担
い

手
（

市
民

後
見

人
・

法
人

後
見

実

施
団

体
）

の
養

成
研

修
の

実
施

。

※
�
担

い
手

の
「

育
成

」
と

は
、
養

成
研

修
の

実
施

か
ら

候
補

者
推

薦
、
後

見
人

等
と

し
て

選
任

さ
れ

る
ま

で
の

支
援

を
指

す
（

第
二

期
成

年
後

見
制

度
利

用
促

進
基
本

計
画

５
０

ペ
ー

ジ
）
。

Ｑ
３

�
国

は
、

担
い

手
の

育
成

の
方

針
策

定
に

係
る

Ｋ
Ｐ

Ｉ
達

成
の

判
断

を
ど

の
よ

う
に

行
う

か
。

�

�
�

ま
た

、
育

成
方

針
に

必
要

な
内

容
、

分
量

、
策

定
方

法
に

条
件

が
あ

る
か

。
�

�

Ｋ
Ｐ

Ｉ
達

成
の

判
断

は
、

都
道

府
県

が
、

担
い

手
の

育
成

方
針
を

策
定

し
て

い
る

か
ど

う
か

を
取

組
状

況
調

査
で

確
認

し
た

上
で

行
う

。
こ

れ
に

関
し

て
は

、
管

内
の

全
て

の
地

域
で

、
予

め
設

定
し

た
圏

域
ご

と
に

、
担

い
手

の
育

成
が

取
り

組
ま

れ
る

た
め

の
方

針
を

端
的

に
示

し
て

い
た

だ
け

れ
ば

良
い

と
考

え
る

。
�

例
え

ば
、

�

・
�
Ａ

圏
域

は
、

市
町

村
が

既
に

育
成

に
取

り
組

ん
で

い
る

た
め

継
続

し
て

も
ら

う
。

�

・
�
Ｂ

圏
域

は
、

圏
域

そ
の

も
の

が
大

規
模

市
で

あ
り

、
こ
れ

か
ら

当
該

市
に

取
り

組
ん

で
も

ら
う

た
め

の
働

き
か

け
を

行
う

。
�

・
�
Ｃ

圏
域

は
、

小
規

模
町

村
ば

か
り

で
あ

る
た

め
、

都
道

府
県

自
ら

で
養

成
研

修
を

実
施

す

る
こ

と
を

検
討

す
る

。
�

な
ど

の
示

し
方

に
よ

り
、

市
町

村
の

主
体

性
を

尊
重

し
な

が
ら

、
都

道
府

県
が

ど
の

よ
う

に
圏

域
全

体
の

担
い

手
育

成
に

取
り

組
ん

で
い

く
か

を
示

す
こ

と
が

考
え

ら
れ

る
。

�

ま
た

、
分

量
に

つ
い

て
は

、
当

該
地

域
の

担
い

手
の

状
況

な
ど
地

域
の

実
情

に
応

じ
て

決
め

て
い

た
だ

い
て

差
し

支
え

な
い

。
な

お
、

育
成

方
針

は
、

わ
か

り
や

す
く

端
的

に
示

す
こ

と
が

重
要

で
あ

る
た

め
、

Ａ
４

用
紙

１
～

２
枚

程
度

に
ま

と
め

る
こ

と
も

可
能

だ
と

考
え

ら
れ

る
。

�

な
お

、
育

成
方

針
策

定
は

、
市

町
村

計
画

と
同

様
に

決
ま

っ
た
手

順
や

プ
ロ

セ
ス

は
な

い
と

考
え

て
い

る
。

策
定

の
方

法
の

一
例

と
し

て
は

、
都

道
府

県
単

位
の

協
議

会
を

活
用

し
て

、
専

門
職

団
体

や
家

庭
裁

判
所

、
当

事
者

団
体

な
ど

と
意

見
交

換
し

な
が

ら
策

定
す

る
こ

と
が

考
え

ら
れ

る
。

�

�

Ｑ
４

�
国

は
、

担
い

手
の

養
成

研
修

の
実

施
に

係
る

Ｋ
Ｐ

Ｉ
達

成
の

判
断

を
ど

の
よ

う
に

行
う

か
。

�

�
�

ま
た

、
都

道
府

県
と

し
て

は
、

市
民

後
見

人
養

成
研

修
を

実
施

し
て

い
な

い
が

、
市

町
村

が
実

施
す

る
市

民
後
見

人
養

成
研

修
に

対
し

て
補

助
を

実
施

し
て
い

る
。

こ
れ

を
も

っ
て

、
担

い
手

の
養

成
研

修
の

実
施

と
な

る
か

。
�

�

Ｋ
Ｐ

Ｉ
達

成
の

判
断

は
、

当
該

都
道

府
県

内
の

す
べ

て
の

地
域
で

、
都

道
府

県
又

は
市

町
村

に
よ

る
市

民
後

見
人

・
法
人

後
見

実
施

団
体

の
養

成
研

修
が

実
施

さ
れ
て

い
る

か
ど

う
か

を
取

組
状

況
調

3 

査
で

確
認

し
た

上
で

行
う

。
そ

の
際

、
都

道
府

県
と

し
て

市
町

村
が

実
施

す
る

事
業

に
対

し
て

補
助

を
行

う
こ

と
に

よ
り

、
市

町
村

の
取

組
を

促
す

こ
と

は
研

修
の

実
施

に
向

け
た

手
法

の
１

つ
と

し
て

考
え

ら
れ

る
。

�
�
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4 

３
�

市
町

村
長

申
立

て
の

適
切

な
実

施
と

成
年

後
見

制
度

利
用

支
援

事
業

の
推

進
�

・
�

令
和

６
年

度
末

ま
で

に
「

全
�
�
都

道
府

県
」
に

よ
る

市
町

村
長

申
立

て
に

関
す

る
研

修
の

実
施

。
�

�
�
・
�

令
和

６
年

度
末

ま
で

に
「

全
�
�
�
�
�
市

町
村

」
に

よ
る

成
年
後

見
制

度
利

用
支

援
事

業
の

適
切

な

実
施

の
た

め
の

必
要

な
見

直
し

等
の

検
討

。
�

Ｑ
５

�
国

は
、

市
町

村
長

申
立

て
に

関
す

る
研

修
の

実
施

に
係

る
Ｋ

Ｐ
Ｉ

達
成

の
判

断
を

ど
の

よ
う

に
行

う
か

。
�

�
�

�
ま

た
、

研
修

の
実

施
内

容
や

時
間

数
・

日
数

に
条

件
が

あ
る

か
。

�

�

Ｋ
Ｐ

Ｉ
達

成
の

判
断

は
、
都

道
府

県
が

、
市

町
村

や
中

核
機

関
職

員
向

け
に

市
町

村
長

申
立

て
に

関

す
る

研
修

を
実

施
し
て

い
る

か
ど

う
か

を
取

組
状

況
調

査
で

確
認

し
た

上
で

行
う

。
�

内
容

や
時

間
数

な
ど

に
条

件
は

な
い

が
、
厚

生
労

働
省

が
現

在
実

施
し

て
い

る
体

制
整

備
研

修
で

は
、

老
人

福
祉

法
等

の
規

定
で

あ
る
「

そ
の

福
祉

を
図

る
た

め
特

に
必

要
で

あ
る

と
認

め
る

と
き

」
の

解
釈

や
、
「

市
町

村
長

に
よ

る
成

年
後

見
制

度
に

基
づ

く
後

見
開

始
の

審
判

等
の

請
求

に
係

る
基

準
等

の
基

本
的

考
え

方
及

び
手

続
の

例
示

に
つ

い
て

�
」
（

令
和

３
年

�
�
月

�
�
日

付
け

障
障

発
�
�
�
�
第

１
号

、

障
精

発
�
�
�
�
第

�
号

、
老

認
発

�
�
�
�
第

２
号

厚
生

労
働

省
社

会
・
援

護
局

障
害

保
健

福
祉

部
障

害
福

祉
課

長
、
同

部
精

神
・
障

害
保

健
課

長
、
老

健
局

認
知

症
施

策
・
地

域
介

護
推

進
課

長
連

名
通

知
）
等

に
つ

い
て

、
正

し
く

理
解

で
き

る
よ

う
な

内
容
・
時

間
数

に
し

て
い

る
こ

と
を

参
考

に
し

て
い

た
だ

き

た
い

。
�

な
お

、
具

体
的

な
実

施
方

法
と

し
て

は
、
都

道
府

県
で

会
場

を
確

保
し

て
、
厚

生
労

働
省

が
実

施
す

る
研

修
を

管
内

市
町

村
や

中
核

機
関

の
職

員
が

受
け

ら
れ

る
よ

う
に

支
援

す
る

こ
と

も
考

え
ら

れ
る

。
�

�

Ｑ
６

�
国

は
、

成
年

後
見

制
度

利
用

支
援

事
業

の
適

切
な

実
施

の
た

め
の

必
要

な
見

直
し

等
の

検
討

に
係

る
Ｋ

Ｐ
Ｉ

達
成

の
判

断
を

ど
の

よ
う

に
行

う
か

。
�

�

Ｋ
Ｐ

Ｉ
達

成
の

判
断

は
、
市

町
村

が
、
①

広
く

低
所

得
者

を
含
め

る
こ

と
、
②

本
人

や
親

族
申

立
て

の
場

合
の

申
立

費
用
と

報
酬

、
③

任
意

後
見

監
督

人
を

含
む

後
見

監
督

人
等

の
報

酬
に

つ
い

て
、
助

成

の
対

象
に

す
る

こ
と
の

検
討

を
行

っ
た

か
ど

う
か

を
取

組
状

況
調

査
で

確
認

し
た

上
で

行
う

。
�

�

5 

４
�

権
利

擁
護

支
援

の
行

政
計

画
等

の
策

定
推

進
�

�
�
・
�

令
和

６
年

度
末

ま
で

に
「

全
�
�
�
�
�
市

町
村

」
に

よ
る

第
二

期
計

画
を

踏
ま

え
た

計
画

策
定
・
必

要
な

見
直

し
。

�

Ｑ
７

�
国

は
、

市
町

村
計

画
策

定
・

必
要

な
見

直
し

等
の

検
討

に
係

る
Ｋ

Ｐ
Ｉ

達
成

の
判

断
を

ど
の

よ
う

に
行

う
か

。
�

�

Ｋ
Ｐ
Ｉ

達
成

の
判

断
は

、
第

一
期

計
画

と
同

様
に

、
市

町
村

が
、
市

町
村

計
画

を
策

定
し

て
い

る
か

ど
う

か
を

取
組

状
況

調
査

で
確

認
し

た
上

で
行

う
。

市
町

村
計

画
策

定
に

関
し

て
は

、
「

市
町

村
成

年

後
見

制
度

利
用

促
進

基
本

計
画

策
定

の
手

引
き

」
や

成
年

後
見

制
度

利
用

促
進

ニ
ュ

ー
ス

レ
タ

ー
を

参

考
に

さ
れ

た
い

。
�

な
お
、
既

に
計

画
を

策
定

し
た

市
町

村
に

お
い

て
は

、
次

回
の

更
新

時
に

、
第

二
期

計
画

を
踏

ま
え

た
内

容
を

含
め

た
目

的
と

目
標

を
掲

げ
る

こ
と

が
望

ま
し

い
。

�

・
�

目
的

と
し

て
、

地
域

共
生

社
会

の
実

現
に

向
け

、
尊

厳
の

あ
る

本
人

ら
し

い
生

活
を

継
続

し
、

地
域

社
会

に
参

加
で

き
る

よ
う

に
す

る
こ

と
�

・
�

目
標

と
し

て
、

権
利

擁
護

支
援

の
地

域
連

携
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
を

構
築

す
る

こ
と

�

�

（
参

考
）

�

・
�

市
町

村
成

年
後

見
制

度
利

用
促

進
基

本
計

画
策

定
の

手
引

き
の

Ｕ
Ｒ

Ｌ
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

� ・
�

成
年

後
見

制
度

利
用

促
進

ニ
ュ

ー
ス

レ
タ

ー
の

Ｕ
Ｒ

Ｌ
�

�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�

�
�

- 45 -



6 

５
�

都
道

府
県

の
機

能
強

化
�

�
�

・
�
令

和
６

年
度

末
ま

で
に

「
全

�
�
都

道
府

県
」

に
よ

る
協

議
会

の
設

置
。

�

Ｑ
８

�
国

は
、

都
道

府
県

単
位

の
協

議
会

設
置

に
係

る
Ｋ

Ｐ
Ｉ

達
成

の
判

断
を

ど
の

よ
う

に
行

う

か
。

�

�
�

�
ま

た
、

現
状

も
、

家
庭

裁
判

所
が

実
施

し
て

い
る

家
事

関
係

機
関

連
絡

協
議

会
に

参
加

し
て

お
り

、
メ

ン
バ

ー
も

一
致

し
て

い
る

こ
と

か
ら

、
そ

れ
を

も
っ

て
協

議
会

の
設

置
と

し
て

よ
い

か
。

�

�

Ｋ
Ｐ

Ｉ
達

成
の

判
断

は
、
都

道
府

県
が

主
体

と
な

っ
て

協
議

会
を

設
置

し
て

い
る

か
ど

う
か

を
取

組

状
況

調
査

で
確

認
し

た
上

で
行

う
。

�

ま
た

、
都

道
府

県
単

位
の

協
議

会
設

置
の

必
要

性
や

想
定

さ
れ

る
取

組
は

第
二

期
計

画
に

示
さ

れ
て

お
り

、
専

門
職

団
体

や
家

庭
裁

判
所

が
主

催
す

る
会

議
や

連
絡

会
等

に
参

加
す

る
こ

と
の

み
で

は
協

議

会
を

設
置

し
て

い
る

こ
と

に
は

な
ら

な
い

と
考

え
て

い
る

。
�

た
だ

し
、
こ

れ
ら
の

会
議

等
と

必
ず

別
に

開
催

す
る

必
要

は
な
く

、
同

日
に

時
間

を
分

け
て

開
催

す

る
な

ど
の

工
夫

が
考

え
ら

れ
る

。
�

な
お

、
協

議
会

の
設

置
根

拠
は

市
町

村
の

協
議

会
と

同
様

に
問

わ
な

い
。

�
�

7 

６
�

意
思

決
定

支
援

の
浸

透
�

・
�

令
和

６
年

度
末

ま
で

に
「

全
�
�
都

道
府

県
」

に
よ

る
意

思
決

定
支

援
研

修
の

実
施

。
�

Ｑ
９

�
国

は
、

意
思

決
定

支
援

研
修

の
実

施
に

係
る

Ｋ
Ｐ

Ｉ
達

成
の

判
断

を
ど

の
よ

う
に

行
う

か
。

�

�
�

�
ま

た
、

研
修

の
実

施
内

容
や

時
間

数
・

日
数

に
条

件
は

あ
る

か
（

国
の

プ
ロ

グ
ラ

ム
や

養
成

講
師

を
必

ず
使

わ
な

け
れ

ば
い

け
な

い
の

か
。
）
。

�

�

Ｋ
Ｐ
Ｉ

達
成

の
判

断
は

、
都

道
府

県
が

、
後

見
人

等
向

け
に

意
思

決
定

支
援

研
修

を
実

施
し

て
い

る

か
ど

う
か

を
取

組
状

況
調

査
で

確
認

し
た

上
で

行
う

。
�

内
容
や

時
間

数
な

ど
に

条
件

は
な

い
が

、
厚

生
労

働
省

が
現

在
実

施
し

て
い

る
意

思
決

定
支

援
研

修

で
は

、
「

意
思

決
定

支
援

を
踏

ま
え

た
後

見
事

務
の

ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

」
の

考
え

方
を

正
し

く
理

解
で

き

る
よ

う
な

内
容

・
時

間
数

に
し

て
い

る
こ

と
を

参
考

に
し

て
い

た
だ

き
た

い
。

�

な
お

、
「

成
年

後
見

は
や

わ
か

り
」

ポ
ー

タ
ル

サ
イ

ト
に

掲
載

し
て

い
る

動
画

や
資

料
は

、
自

由
に

利
用

す
る

こ
と

が
で

き
る

の
で

、
活

用
さ

れ
た

い
。

 
 

（
参

考
）

�

・
�

「
成

年
後

見
は

や
わ

か
り

」
ポ

ー
タ

ル
サ

イ
ト

の
Ｕ

Ｒ
Ｌ

�

�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
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8 

７
�

地
域

連
携

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

づ
く

り
�

�
�

・
�
令

和
６

年
度

末
ま

で
に

「
全

�
�
�
�
�
�
市

町
村

」
に

よ
る

制
度

や
相

談
窓

口
の

周
知

。
�

・
�
令

和
６

年
度

末
ま

で
に

「
全

�
�
�
�
�
�
市

町
村

」
に

よ
る

中
核

機
関

の
整

備
。

�

Ｑ
１

０
�
国

は
、

制
度

や
相

談
窓

口
の

周
知

に
係

る
Ｋ

Ｐ
Ｉ

達
成

の
判

断
を

ど
の

よ
う

に
行

う
か

。
�

�

Ｋ
Ｐ

Ｉ
達

成
の

判
断

は
、
市

町
村

が
、
成

年
後

見
制

度
や

権
利
擁

護
支

援
に

関
す

る
相

談
窓

口
を

定

め
た

上
で

、
リ

ー
フ

レ
ッ

ト
・
ポ

ス
タ

ー
を

窓
口

や
施

設
等

に
備

付
け
・
掲

出
す

る
こ

と
な

ど
に

よ
り

、

成
年

後
見

制
度

や
、
こ

れ
ら

に
関

す
る

相
談

窓
口

の
周

知
を

行
っ

て
い

る
か

ど
う

か
を

取
組

状
況

調
査

で
確

認
し

た
上

で
行
う

。
�

�

Ｑ
１

１
�
国

は
、

中
核

機
関

の
整

備
に

係
る

Ｋ
Ｐ

Ｉ
達

成
の

判
断
を

ど
の

よ
う

に
行

う
か

。
�

�

Ｋ
Ｐ

Ｉ
達

成
の

判
断

は
、
第

一
期

計
画

と
同

様
に

、
市

町
村

が
、
中

核
機

関
を

整
備

し
て

い
る

か
ど

う
か

を
取

組
状

況
調
査

で
確

認
し

た
上

で
行

う
。
中

核
機

関
の

整
備

に
関

し
て

は
、
成

年
後

見
制

度
利

用
促

進
ニ

ュ
ー

ス
レ
タ

ー
を

参
考

に
さ

れ
た

い
。

�

�

（
参

考
）

�

・
�
成

年
後

見
制
度

利
用

促
進

ニ
ュ

ー
ス

レ
タ

ー
の

Ｕ
Ｒ

Ｌ
�

�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�

�
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- 29 -- 46 -- 49 -



- 30 -- 47 -- 50 -



�
�

�

社
援

地
発

�
�
�
�
第

３
号

�

障
障

発
�
�
�
�

第
３

号
�

老
認

発
�
�
�
�

第
２

号
�

令
和

３
年

３
月

�
�
日

� � �

民
生

主
管

部
（

局
）

長
�
殿

�

�
�

�
�

�
�

�
�

成
年

後
見

制
度

利
用

促
進

主
管

部
（

局
）

長
�
殿

�

� �

厚
生

労
働

省
�
社

会
・

援
護

局
地

域
福

祉
課

長
�

成
年

後
見

制
度

利
用

促
進

室
長

�

社
会

・
援

護
局

障
害

保
健

福
祉

部
障

害
福

祉
課

長
�

老
健

局
認

知
症

施
策
・

地
域

介
護

推
進

課
長

�

（
�
公

�
印

�
省

�
略

�
）

�

�

重
層

的
支

援
体

制
整

備
事

業
と

成
年

後
見

制
度

利
用

促
進

に
係

る
取

組
の

連
携

に
つ

い
て

�

�

今
般

、
地

域
共

生
社

会
の

実
現

の
た

め
の

社
会

福
祉

法
等

の
一

部
を

改
正

す
る

法
律
（

令
和

２
年

法
律

第
�
�
号

。
以

下
「

改
正

法
」

と
い

う
。
）

に
よ

り
社

会
福

祉
法

（
昭

和
�
�
年

法
律

第
�
�
号

。

以
下
「

法
」
と

い
う

。
）
が

改
正

さ
れ

、
令

和
３

年
４

月
１

日
か

ら
施

行
さ

れ
ま

す
。
ま

た
、
改

正
法

に
基

づ
き

、
市

町
村
（

特
別

区
を

含
む

。
以

下
同

じ
。
）
に

お
け

る
包
括

的
な

支
援

体
制

の
構

築
を

図

る
た

め
、

重
層

的
支
援

体
制

整
備

事
業

が
創

設
さ

れ
ま

す
。

�

一
方

で
、
こ

れ
ま

で
市

町
村

で
は

、
成

年
後

見
制

度
の

利
用

の
促

進
に

関
す

る
法

律
（

平
成

�
�
年

法
律

第
�
�
号

。
以

下
「

利
用

促
進

法
」
と

い
う

。
）
を

踏
ま

え
て

、
権

利
擁

護
に

関
し

て
地

域
の

多

様
な

主
体

が
連

携
し

て
地

域
の

課
題

に
取

り
組

む
仕

組
み

づ
く

り
を

進
め

て
い

ま
す

。
�

両
者

は
、
地

域
の

多
様

な
主

体
が

連
携

し
て

地
域

の
課

題
に

取
り

組
む

と
い

う
点

に
お

い
て

密
接

な
関

係
に

あ
り

、
市
町

村
に

お
い

て
双

方
が

連
携

し
た

支
援

体
制

を
構

築
す

る
こ

と
で

、
効

率
的

・

効
果

的
な

実
施

が
可
能

に
な

る
も

の
で

す
。

�

今
般

、
こ

れ
ら

の
連

携
に

関
す

る
基

本
的

な
考

え
方

に
つ

い
て

、
下

記
の

と
お

り
通

知
し

ま
す

。

貴
職

に
お

か
れ

て
は

、
十

分
に

ご
了

知
の

上
、
積

極
的

に
連

携
を

進
め

て
く

だ
さ

い
。
併

せ
て

、
各

都
道

府
県

に
お

か
れ
て

は
、
管

内
市

町
村
（

指
定

都
市

及
び

中
核

市
を

除
く

。
）
及

び
関

係
機

関
等

に

周
知

い
た

だ
く

よ
う
お

願
い

し
ま

す
。

�

な
お

、
本

通
知

は
、
地

方
自

治
法
（

昭
和

�
�
年

法
律

第
�
�
号
）
第

�
�
�
条

の
４

第
１

項
の

規
定

に
よ

る
技

術
的

な
助

言
で

あ
る

こ
と

を
申

し
添

え
ま

す
。

�

�

記
�

�
�

都
道

府
県

�

各
�
指

定
都

市
�

�
�

中
核

市
�

�
�

�� １
�
重
層
的
支
援
体
制
整
備
事
業
と
成
年
後
見
制
度
利
用
促
進
に
係
る
取
組
の
関
係
性
等
に
つ
い
て
�

（
１
）

重
層

的
支

援
体

制
整

備
事

業
に

つ
い

て
�

重
層

的
支

援
体

制
整

備
事

業
は

、
従

来
の

支
援

体
制

で
は

対
応

の
難

し
い

地
域

住
民

の
複

雑

化
・
複

合
化

し
た

支
援

ニ
ー

ズ
に

対
応

す
る

た
め

、
市

町
村

全
体

の
支

援
関

係
機

関
が

相
互

に

連
携

し
て

、
本

人
や

世
帯

に
寄

り
添

い
、
伴

走
支

援
す

る
体

制
を

構
築

す
る

こ
と

で
、「

属
性

を

問
わ

な
い

相
談

支
援

」
、「

参
加

支
援

」
及

び
「

地
域

づ
く

り
に

向
け

た
支

援
」
を

一
体

的
に

行

う
も

の
で

あ
る

。
�

（
２

）
成

年
後

見
制

度
利

用
促

進
に

係
る

取
組

に
つ

い
て

�

成
年

後
見

制
度

利
用

促
進

に
係

る
取

組
は

、
利

用
促

進
法

第
�
�
条

の
規

定
に
基

づ
く

成
年

後
見

制
度

利
用

促
進

基
本

計
画
（

以
下
「

基
本

計
画

」
と

い
う

。
）
を

踏
ま

え
、
全

国
ど

の
地

域

に
住

ん
で

い
て

も
必

要
な

人
が

成
年

後
見

制
度

を
利

用
で

き
る

よ
う

、
保

健
・
医

療
・
福

祉
に

司
法

を
加

え
た

権
利

擁
護

支
援

の
地

域
連

携
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
を

構
築

し
て

、
成

年
被

後
見

人
等

の
生

命
、

身
体

、
自

由
、

財
産

等
の

権
利

を
擁

護
す

る
も

の
で

あ
る

。
�

（
３
）

両
者

の
関

係
性

に
つ

い
て

�

（
１

）（
２

）
は

い
ず

れ
も

、
地

域
の

多
様

な
主

体
が

連
携

し
て

地
域

の
課

題
に

取
り

組
む

と

い
う

共
通

点
を

持
っ

て
お

り
、
制

度
・
分

野
の

枠
や

、「
支

え
る

側
」
と
「

支
え

ら
れ

る
側

」
と

い
う

従
来

の
関

係
を

超
え

て
、
人

と
人

、
人

と
社

会
が

つ
な

が
り

、
障

害
が

あ
っ

て
も

な
く

て

も
す

べ
て

の
住

民
が

、
一

人
ひ

と
り

の
暮

ら
し

と
生

き
が

い
を

、
社

会
全

体
で

支
え

合
い

な
が

ら
、
と

も
に

創
っ

て
い

く
と

い
う

地
域

共
生

社
会

の
理

念
の

実
現

に
資

す
る

と
い

う
目

的
を

共

有
す

る
も

の
で

あ
る

。
�

こ
れ

ら
に

取
り

組
む

こ
と

は
、
本

人
が

社
会

と
の

つ
な

が
り

の
中

で
生

き
が

い
や

役
割

を
持

っ
て

、
安

心
し

て
暮

ら
し

て
い

く
こ

と
が

で
き

る
環

境
の

整
備

や
地

域
づ

く
り

に
つ

な
が

る
も

の
と

考
え

ら
れ

る
。
特

に
、
成

年
後

見
制

度
利

用
促

進
に

係
る

取
組

と
の

連
携

は
、
司

法
を

加

え
た

権
利

擁
護

支
援

の
効

率
的

・
効

果
的

な
実

施
に

も
つ

な
が

る
も

の
で

あ
る

。
�

�

２
�

重
層

的
支

援
体

制
整

備
事

業
と

成
年

後
見

制
度

利
用

促
進

に
係

る
取

組
の

連
携

に
つ

い
て

�

重
層

的
支

援
体

制
整

備
事

業
と

成
年

後
見

制
度

利
用

促
進

に
係

る
取

組
を

具
体

的
に

連
携

し

て
い

く
に

あ
た

っ
て

の
考

え
方

を
、
別

添
「

重
層

的
支

援
体

制
整

備
事

業
に

係
る

各
支

援
と

成
年

後
見

制
度

利
用

促
進

に
係

る
取

組
の

連
携

に
つ

い
て

の
考

え
方

等
」
に

示
し

た
。
別

添
を

参
考

に

し
な

が
ら

、
地

域
の

実
情

に
応

じ
た

連
携

に
積

極
的

に
取

り
組

ん
で

い
た

だ
く

こ
と

を
お

願
い

す

る
。

�

な
お

、
令

和
２

年
度

に
お

け
る

地
域

共
生

社
会

実
現

の
た

め
の

包
括

的
支

援
体

制
構

築
事

業

（
以

下
「

モ
デ

ル
事

業
」
と

い
う

。
）
の

実
施

状
況

と
、
権

利
擁

護
支

援
の

地
域

連
携

ネ
ッ

ト
ワ

ー

ク
の

コ
ー

デ
ィ

ネ
ー

ト
を

担
う

中
核

的
な

機
関
（

以
下
「

中
核

機
関

」
と

い
う

。
）
等

の
整

備
状

況

の
関

係
性

を
み

た
と

こ
ろ

、
モ

デ
ル

事
業

を
実

施
し

て
い

る
地

域
は

、
未

実
施

の
地

域
に

比
べ

て

中
核

機
関

等
の

整
備

率
が

�
�
�
�
ポ

イ
ン

ト
高

く
、

連
携

し
た

取
組

が
既

に
始

ま
っ

て
い

る
こ

と

を
申
し

添
え

る
。

�
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�
�

�� ３
�
そ

の
他

�

都
道

府
県

に
お

か
れ

て
は

、
法

第
６

条
第

３
項

や
利

用
促

進
法
第

�
�
条

に
お

い
て

、
市

町
村

の

取
組

に
関

し
て

、
必

要
な

助
言

そ
の

他
の

援
助

を
行

う
よ

う
努

め
る

も
の

と
さ

れ
て

い
る

こ
と

を

踏
ま

え
、

各
都

道
府

県
域

内
で

の
重

層
的

支
援

体
制

整
備

事
業

と
成

年
後

見
制

度
利

用
促

進
に

係

る
取

組
の

連
携

事
例

の
情

報
共

有
等

を
お

願
い

し
た

い
。

�

国
に

お
い

て
は

、
令

和
３

年
度

以
降

、
各

種
研

修
や

都
道

府
県

で
の

説
明

会
を

実
施

す
る

ほ
か

、

各
地

域
の

取
組

事
例

を
発

信
す

る
な

ど
、

重
層

的
支

援
体

制
整

備
事

業
の

取
組

を
通

じ
た

包
括

的

な
支

援
体

制
の

構
築

や
成

年
後

見
制

度
利

用
促

進
の

体
制

整
備

を
促

進
す

る
取

組
を

進
め

て
い

く

こ
と

と
し

て
い

る
。

こ
れ

ら
の

積
極

的
な

活
用

や
参

加
を

お
願

い
し

た
い

。
�

�
�

�
�

�別
添

�
重

層
的

支
援

体
制

整
備

事
業

に
係

る
各

支
援

と
成

年
後

見
制

度
利

用
促

進
に

係
る

取
組

の

連
携

に
つ

い
て

の
考

え
方

等
�

� １
�

基
本

的
な

考
え

方
�

（
１
）

連
携

を
進

め
る

た
め

の
仕

組
み

づ
く

り
�

重
層

的
支

援
体

制
整

備
事

業
と

成
年

後
見

制
度

利
用

促
進

に
係

る
取

組
は

、
地

域
の

多
様

な
主

体
が

連
携

し
て

地
域

の
課

題
に

取
り

組
む

と
い

う
共

通
点

を
持

っ
て

お
り

、
障

害
が

あ

っ
て

も
な

く
て

も
す

べ
て

の
住

民
が

、
一

人
ひ

と
り

の
暮

ら
し

と
生

き
が

い
を

、
社

会
全

体

で
支

え
合

い
な

が
ら

、
と

も
に

創
っ

て
い

く
と

い
う

地
域

共
生

社
会

の
実

現
に

資
す

る
と

い

う
目

的
を

共
有

す
る

も
の

で
あ

る
。

�

両
者

の
効

率
的
・
効

果
的

な
実

施
の

た
め

に
は

、
関

係
す

る
部

局
や

支
援

関
係

機
関

の
相

互
理

解
を

深
め

て
お

く
こ

と
が

重
要

で
あ

り
、
両

者
の

制
度

を
理

解
す

る
た

め
の

研
修

を
実

施
す

る
ほ

か
、
連

絡
調

整
担

当
者

の
設

置
や

、
定

期
的

な
事

例
検

討
や

情
報

共
有

の
機

会
の

設
定

な
ど

、
日

常
的

に
意

思
疎

通
を

図
る

仕
組

み
を

整
え

る
こ

と
が

望
ま

し
い

。
併

せ
て

、

重
層

的
支

援
体

制
整

備
事

業
実

施
計

画
の

策
定

や
同

事
業

の
実

施
、
成

年
後

見
制

度
利

用
促

進
の

効
率

的
・
効

果
的

な
体

制
整

備
に

向
け

て
、
市

町
村

内
で

の
協

力
体

制
を

構
築

し
て

い

た
だ

く
こ

と
が

望
ま

し
い

。
�

�

（
２

）
連

携
を

進
め

る
際

の
留

意
点

�

支
援

関
係

機
関

間
で

、
本

人
に

対
す

る
支

援
を

つ
な

ぐ
場

合
や

、
連

携
し

た
支

援
を

開
始

す
る

場
合

に
は

、
聞

き
取

っ
た

本
人

の
状

況
や

希
望

、
必

要
と

考
え

ら
れ

る
支

援
の

内
容

等

の
個

人
情

報
を

共
有

す
る

必
要

性
が

生
じ

る
場

合
が

あ
る

が
、
そ

の
際

に
は

、
本

人
か

ら
支

援
関

係
機

関
に

情
報

を
提

供
す

る
こ

と
に

つ
い

て
の

同
意

を
得

る
こ

と
が

基
本

と
な

る
（
※

１
）
。
�

一
方

で
、
本

人
と

の
接

触
が

で
き

な
い

な
ど

の
事

情
に

よ
り

、
本

人
か

ら
同

意
が

得
ら

れ

な
い

中
で

情
報

共
有

を
行

う
必

要
が

あ
る

場
合

に
は

、
守

秘
義

務
が

か
け

ら
れ

た
支

援
会

議

の
場

等
で

行
う

こ
と

と
さ

れ
た

い
（
※
２
）
。
�

な
お

、
各

地
方

公
共

団
体

に
お

い
て

定
め

る
個

人
情

報
保

護
条

例
等

に
則

っ
た

対
応

が
必

要
で

あ
る

こ
と

に
留

意
す

る
よ

う
お

願
い

し
た

い
。

�

（
※
１
）「

中
核
機
関
の
立
ち
上
げ
・
先
駆
的
取
組
事
例
集
（

令
和
２
年
３
月
発
行
。）
」
で
は
、
成
年

後
見
制
度
利
用
促
進
に
お
い
て
、
個
人
情
報
の
共
有
に
関
し
て

生
活
困
窮
者
自
立
支
援
法
（
平

成
�
�
年
法
律
第

��
�
号
）
第
９
条
に
規
定
す
る

支
援
会
議
を
活
用
し
て
い
る
事
例
（
�
�
�
�
�
～

�
�
�
）
な
ど
を
紹
介
し
て
い
る

の
で
参
考
に
さ
れ
た
い
。
�

（
※
２
）
法
第

�
��

条
の
６
第
１
項
に
規
定
に
よ
り
組
織
さ
れ
る

会
議
。
同
条
第
３
項
及
び
第
４
項

で
必
要
な
情
報
の
授
受
等
を
規
定
し

た
上
で

、
同
条
第
５
項
で
構
成
員
等
に
対
す
る
守
秘
義
務

を
規
定
し
て

い
る
た
め
、
本
人
同
意
の
有
無
に
関
わ
ら
ず
、
支
援
会
議

の
構
成
員
間
で
支
援
に

必
要
な
情
報
共
有
等
が
可
能
と

な
っ
て
い
る
。
�

�
�
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�
�

�２
�

具
体

的
な

連
携

取
組

例
�

（
１

）
多

機
関

協
働

事
業

者
と

中
核

機
関

の
連

携
�

従
来

の
支

援
体

制
で

は
対

応
が

難
し

い
複

雑
化
・
複

合
化

し
た

事
例

に
つ

い
て

は
、
本

人
同

意
を

得
た

上
で

多
機

関
協

働
事

業
者
（

※
１

）
に

つ
な

ぎ
、
課

題
の

解
き

ほ
ぐ

し
や

、
包

括
的

相
談

支
援

事
業

者
（

※
２

）
を

は
じ

め
と

す
る

支
援

関
係

機
関
間

の
役

割
分

担
を

図
っ

た
上

で

の
適

切
な

支
援
を

行
う

こ
と

と
し

て
い

る
。
一

方
で

、
基

本
計

画
で

整
備

を
求

め
て

い
る

中
核

機
関

は
、
権

利
擁
護

支
援

の
地

域
連

携
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
の

コ
ー
デ

ィ
ネ

ー
ト

役
を

担
う

こ
と

と

さ
れ

て
い

る
。

�

多
機

関
協

働
事

業
者

に
つ

な
が

れ
た

事
例

の
う

ち
、
特

に
、
権

利
擁

護
支

援
に

関
す

る
課

題

を
抱

え
た

も
の

に
つ

い
て

は
、
多

機
関

協
働

事
業

者
と

中
核

機
関

が
連

携
し

て
対

応
い

た
だ

き

た
い

。
�

ま
た

、
中

核
機

関
に

お
い

て
受

け
付

け
た

相
談

の
う

ち
、
成

年
被

後
見

人
等

本
人

や
そ

の
世

帯
の

抱
え

る
課

題
が

複
雑

化
・
複

合
化

し
て

お
り

、
従

来
の

支
援

体
制

で
は

対
応

が
難

し
い

事

例
に

つ
い

て
は

、
多

機
関

協
働

事
業

者
に

つ
な

ぎ
、
各

支
援

関
係

機
関

と
連

携
し

て
支

援
に

あ

た
ら

れ
た

い
。

�

な
お

、
権

利
擁

護
支

援
の

た
め

に
成

年
後

見
制

度
の

利
用

が
必

要
で

あ
る

も
の

の
、
親

族
に

よ
る

申
立

が
期
待

で
き

な
い

場
合

は
、
老

人
福

祉
法

等
に

基
づ
く

市
町

村
長

に
よ

る
申

立
を

円

滑
に

進
め

て
い
た

だ
き

た
い

。
こ

の
際

、
市

町
村

長
申

立
を

行
う

事
例

に
つ

い
て

は
、
虐

待
の

可
能

性
が

あ
り
得

る
こ

と
か

ら
、
虐

待
防

止
の

部
局

と
も

適
切
に

連
携

し
て

対
応

い
た

だ
き

た

い
。

�

（
※
１
）
重
層
的
支
援
体
制
整
備
事
業
を
実
施
す
る
市
町
村
よ
り
、
法
第

�
�
�
条
の
４
第
４
項
の
規
定

に
よ
り
、
同
条
第
２
項
第
５
号
に
掲
げ
る
多
機
関
協
働
事
業
の
委
託
を
受
け
て
い
る
事
業
者
（
市
町

村
が
自
ら
実
施
し
て
い
る
場
合
は
当
該
市
町
村
）
�

（
※
２
）
重
層
的
支
援
体
制
整
備
事
業
を
実
施
す
る
市
町
村
よ
り
、
法
第

�
�
�
条
の
４
第
４
項
の
規
定

に
よ
り
、
同
条
第
２
項
第
１
号
に
掲
げ
る
以
下
の
事
業
の
委
託
を
受
け
て
い
る
事
業
者
（
市
町
村
が

こ
れ
ら
の
事
業
を
自
ら
実
施
し
て
い
る
場
合
は
当
該
市
町
村
）
�

・
�
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
の
運
営
（
介
護
保
険
法
（
平
成
９
年
法
律
第

�
�
�
号
）
第

�
�
�
条
の

�
�
第
２
項
第
１
号
か
ら
第
３
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
業
）
�

・
�
障
害
者
相
談
支
援
事
業
（
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の

法
律
（
平
成

�
�
年
法
律
第

�
�
�
号
）
第

�
�
条
第
１
項
第
３
号
に
掲
げ
る
事
業
）
�

・
�
利
用
者
支
援
事
業
（
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
（
平
成

�
�
年
法
律
第

��
号
）
�
第

�
�
条
第
１

号
に
掲
げ
る
事
業
）
�

・
�
自
立
相
談
支
援
事
業
（
生
活
困
窮
者
自
立
支
援
法
（
平
成

�
�
年
法
律
第

�
�
�
号
）
第
３
条
第
２

項
各
号
に
掲
げ
る
事
業
）
�

�
�

�

【
対
応
例
】
�

・
多
機
関
協
働
を
図
る
役
割
の
職
員
（
モ
デ
ル
事
業
で
は
「
包
括
化
推
進
員
」
と
さ
れ
て
い
る
）
と
中
核

機
関
の
職
員
が
、
定
期
的
に
情
報
交
換
や
事
例
検
討
を
行
う
。
双
方
の
役
割
を
兼
務
す
る
。
�

・
中
核
機
関
が
、
権
利
擁
護
支
援
の
地
域
連
携
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
ト
役
と
し
て
、
成
年

後
見
人
等
や
司
法
専
門
職
等
と
の
調
整
を
行
う
。
�

・
成
年
後
見
人
等
が
、
成
年
被
後
見
人
等
に
対
す
る
支
援
の
中
で
、
従
来
の
支
援
体
制
で
は
対
応
が
難

し
い
事
案
を
把
握
し
た
場
合
は
、
多
機
関
協
働
事
業
者
等
と
連
携
し
て
対
応
す
る
。
�

【
期
待
さ
れ
る
効
果
】
�

・
多
機
関
協
働
事
業
者
に
お
い
て
は
、
例
え
ば
、
判
断
能
力
が
十
分
で
な
く
、
孤
立
や
身
寄
り
が
な
い
な

ど
に
よ
り
財
産
管
理
に
課
題
が
あ
る
な
ど
の
支
援
が
困
難
な
事
例
に
お
い
て
も
、
成
年
後
見
制
度
を

適
切
に
利
用
す
る
こ
と
で
、
年
金
管
理
な
ど
に
よ
っ
て
財
産
状
況
を
安
定
さ
せ
た
上
で
、
介
護
・
福

祉
等
の
サ
ー
ビ
ス
導
入
に
よ
っ
て
生
活
状
況
を
改
善
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
�

・
中
核
機
関
に
お
い
て
は
、
権
利
擁
護
支
援
の
地
域
連
携
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
ト
役
と
し

て
、
他
の
支
援
関
係
機
関
と
の
役
割
調
整
を
円
滑
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
。
�

（
２

）
重

層
的

支
援

会
議

・
支

援
会

議
に

お
け

る
中

核
機

関
の

積
極

的
な

参
加

等
�

重
層

的
支

援
会

議
（
※
）・

支
援

会
議

に
つ

い
て

は
、

市
町

村
や

多
機

関
協

働
事

業
者

が
、

地
域

の
実

情
や

本
人

の
抱

え
る

課
題

に
応

じ
、

支
援

関
係

機
関

と
調

整
の

上
で

構
成

員
を

決

定
し

て
い

く
こ

と
に

な
る

。
市

町
村

に
お

い
て

は
、

本
人

や
そ

の
世

帯
に

対
し

て
権

利
擁

護

支
援

が
必

要
な

場
合

に
は

、
当

該
支

援
の

地
域

連
携

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

の
コ

ー
デ

ィ
ネ

ー
ト

役

で
あ

る
中

核
機

関
に

参
加

を
依

頼
す

る
と

と
も

に
、

中
核

機
関

に
お

い
て

は
、

構
成

員
の

依

頼
が

あ
っ

た
場

合
に

は
、

積
極

的
に

参
加

い
た

だ
き

た
い

。
�

な
お

、
重

層
的

支
援

会
議
・
支

援
会

議
に

つ
い

て
は

、
そ

の
目

的
や

内
容

に
応

じ
て

、
開

催

頻
度

や
開

催
方

法
が

決
定

さ
れ

る
こ

と
と

な
る

こ
と

か
ら

、
市

町
村

に
お

い
て

、
基

本
計

画

に
お

け
る

協
議

会
等

の
既

存
の

会
議

体
な

ど
と

組
み

合
わ

せ
て

開
催

す
る

こ
と

が
可

能
な

場

合
に

は
、
既

存
の

会
議

体
と

時
間

を
切

り
分

け
て

同
日

に
開

催
す

る
等

の
工

夫
を

し
た

上
で

、

効
果

的
・

効
率

的
な

開
催

に
努

め
ら

れ
た

い
。

�

（
※
）
重
層
的
支
援
体
制
整
備
事
業
を
適
切
か
つ
円
滑
に
実
施
す
る
た
め
に
開
催
さ
れ
る
非
法
定
の

会
議
。
複
雑
化

・
複
合
化
し
た
課
題
を
抱
え
る
地
域
住
民
に
対
す
る
支
援
を
行
う
た
め
に
必
要

な
情
報
共
有
を
行
う
ほ
か
、
支
援
関
係
機
関
間
の
役
割
分
担
を
示
し
た
支
援
プ
ラ
ン
の
適
切
性

や
支
援
プ
ラ
ン
終
結
時
の
評
価
、
社
会
資
源
の
充
足
状
況
の
把
握
と
開
発
に
向
け
た
検
討
等
を

行
う
。
�
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�
�

�

【
対
応
例
】
�

�
・
重
層
的
支
援
会
議
・
支
援
会
議
を
基
本
計
画
に
お
け
る
協
議
会
と
併
せ
て
開
催
す
る
。
�

【
期
待
さ
れ
る
効
果
】
�

・
重
層
的
支
援
会
議
・
支
援
会
議
に
お
い
て
は
、
中
核
機
関
の
参
加
に
よ
っ
て
、
支
援
関
係
機
関
の
視
点

に
加
え
、
本
人
の
意
思
尊
重
や
権
利
擁
護
の
視
点
が
確
保
さ
れ
、
本
人
の
エ
ン
パ
ワ
メ
ン
ト
等
を
重

視
し
た
支
援
プ
ラ
ン
の
作
成
・
評
価
等
が
可
能
に
な
る
。
ま
た
、
社
会
資
源
の
開
発
に
向
け
た
検
討

等
を
行
う
際
に
、
中
核
機
関
と
関
係
の
深
い
司
法
等
の
専
門
職
団
体
や
金
融
機
関
等
か
ら
の
協
力
を

得
や
す
く
な
る
。
�

・
中
核
機
関
に
お
い
て
は
、
成
年
被
後
見
人
等
を
支
援
す
る
チ
ー
ム
の
構
築
や
調
整
、
地
域
課
題
の
検

討
や
調
整
な
ど
に
関
し
て
、
既
存
の
権
利
擁
護
支
援
の
地
域
連
携
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
だ
け
で
は
実
施
で

き
な
か
っ
た
対
応
が
可
能
と
な
る
場
合
が
あ
る
。
�

（
３

）
包

括
的

相
談

支
援

事
業

と
成

年
後

見
制

度
利

用
促

進
に

係
る
取

組
の

連
携

�

包
括

的
相

談
支

援
事

業
は

、
介

護
や

障
害

、
子

ど
も

、
生

活
困

窮
の

各
分

野
に

お
い

て
実

施

さ
れ

て
い

る
既

存
の

相
談

支
援

を
一

体
と

し
て

実
施

し
、
本

人
や

世
帯

の
属

性
を

問
わ

ず
相

談

を
受

け
止

め
る

も
の

で
あ

る
。
こ

う
し

た
相

談
の

中
に

は
、
権

利
擁

護
支

援
の

ニ
ー

ズ
を

含
ん

で
い

る
可

能
性

が
あ

る
。
包

括
的

相
談

支
援

事
業

者
に

お
い

て
、
権

利
擁

護
支

援
に

関
す

る
課

題
を

抱
え

た
相

談
を

受
け

た
際

に
は

、
包

括
的

相
談

支
援

事
業

者
と

中
核

機
関

が
連

携
し

て
対

応
い

た
だ

き
た

い
。

�

ま
た

、
中

核
機

関
に

お
い

て
も

、
介

護
や

障
害

、
子

ど
も

、
生

活
困

窮
等

の
他

制
度

に
よ

る

支
援

が
必

要
な
場

合
は

、
当

該
制

度
と

連
携

の
上

支
援

を
実

施
さ

れ
た

い
。

�

【
対
応
例
】
�

・
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
等
包
括
的
相
談
支
援
事
業
の
職
員
と
中
核
機
関
の
職
員
と
が
、
定
期
的
に

情
報
交
換
や
事
例
検
討
を
行
う
。
双
方
の
役
割
を
兼
務
す
る
。
�

【
期
待
さ
れ
る
効
果
】
�

・
包
括
的
相
談
支
援
事
業
者
に
お
い
て
は
、
早
期
段
階
で
本
人
の
意
思
を
尊
重
し
て
権
利
を
擁
護
す
る

状
況
を
作
る
こ
と
が
期
待
で
き
る
。
こ
の
結
果
と
し
て
、
重
大
な
権
利
侵
害
の
状
態
に
な
っ
て
か
ら

事
後
的
に
対
応
す
る
と
い
う
状
況
を
回
避
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
�

・
中
核
機
関
に
お
い
て
は
、
後
見
等
ニ
ー
ズ
を
精
査
す
る
た
め
に
必
要
な
情
報
の
収
集
や
集
約
、
整
理

が
効
率
的
・
効
果
的
に
実
施
で
き
る
よ
う
に
な
る
。
�

（
４

）
ア

ウ
ト

リ
ー

チ
等

を
通

じ
た

継
続

的
支

援
事

業
と

成
年

後
見
制

度
利

用
促

進
に

係
る

取
組

の

連
携

�

ア
ウ

ト
リ

ー
チ

等
を

通
じ

た
継

続
的

支
援

事
業

は
、
長

期
の
ひ

き
こ

も
り

状
態

に
あ

る
者

な

ど
支

援
の

手
が
届

い
て

い
な

い
者

に
対

し
て

、
本

人
と

の
関

係
性

の
構

築
に

向
け

た
支

援
を

実

施
す

る
も

の
で
あ

る
。
一

方
、
基

本
計

画
に

お
い

て
も

、
権

利
擁

護
支

援
の

地
域

連
携

ネ
ッ

ト

ワ
ー

ク
の

役
割
と

し
て

、
権

利
擁

護
支

援
の

必
要

な
人

の
発

見
・
支

援
や

、
早
期

の
段

階
か

ら

の
相

談
・

対
応
体

制
の

整
備

等
が

挙
げ

ら
れ

て
い

る
。

�

�
�

�

ア
ウ

ト
リ

ー
チ

支
援

事
業

者
（

※
）
に

お
い

て
、
権
利

擁
護

支
援

に
関

し
て

、
支

援
の

手
が

届
い

て
い

な
い

者
へ

の
支

援
を

行
う

際
は

、
中

核
機

関
が

連
携

し
な

が
ら

対
応

い
た

だ
き

た
い

。
�

ま
た

、
中

核
機

関
に

お
い

て
も

、
複

雑
化
・
複

合
化
し

た
課

題
を

抱
え

る
者

で
あ

っ
て

支
援

の
手

が
届

い
て

い
な

い
者

に
対

し
て

支
援

を
行

う
場

合
は

、
ア

ウ
ト

リ
ー

チ
支

援
事

業
者

と
連

携
し

て
支

援
を

実
施

さ
れ

た
い

。
�

（
※
）
重
層
的
支
援
体
制
整
備
事
業
を
実
施
す
る
市
町
村
よ
り
、
法
第

�
�
�
条
の
４
第
４
項
の
規
定
に

よ
り
、
同
条
第
２
項
第
４
号
に
掲
げ
る
ア
ウ
ト
リ
ー
チ
等
を
通
じ
た
継
続
的
支
援
事
業
の
委
託
を
受

け
て
い
る
事
業
者
（
市
町
村
が
自
ら
実
施
し
て
い
る
場
合
は
当
該
市
町
村
）
�

【
対
応
例
】
�

・
権
利
擁
護
支
援
に
係
る
課
題
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
支
援
体
制
が
構
築
で
き
て
い
な

い
場
合
、
ま
ず
は
本
人
と
の
信
頼
関
係
の
構
築
が
必
要
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
支
援
体
制
の
構

築
に
あ
た
っ
て
専
門
性
を
要
す
る
な
ど
信
頼
関
係
の
構
築
ま
で
に
時
間
を
要
す
る
場
合
は
、
必
要
に

応
じ
て
、
早
め
に
ア
ウ
ト
リ
ー
チ
支
援
事
業
者
に
相
談
す
る
な
ど
の
連
携
を
行
う
。
�

【
期
待
さ
れ
る
効
果
】
�

・
ア
ウ
ト
リ
ー
チ
支
援
事
業
者
に
お
い
て
は
、
権
利
擁
護
の
視
点
が
加
わ
る
こ
と
で
、
判
断
能
力
の
低

下
に
よ
り
必
要
な
支
援
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
を
早
期
の
支
援
に
つ
な
げ
る
こ
と
が
可
能
と

な
る
場
合
が
あ
る
。
�

・
中
核
機
関
に
お
い
て
は
、
成
年
被
後
見
人
等
を
支
援
す
る
チ
ー
ム
の
構
築
や
調
整
、
地
域
課
題
の
検

討
や
調
整
な
ど
に
関
し
て
、
既
存
の
権
利
擁
護
支
援
の
地
域
連
携
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
だ
け
で
は
実
施
で

き
な
か
っ
た
対
応
が
可
能
と
な
る
場
合
が
あ
る
。
�

（
５

）
参

加
支

援
事

業
と

成
年

後
見

制
度

利
用

促
進

に
係

る
取

組
の

連
携

�

地
域

共
生

社
会

の
実

現
に

お
い

て
、

個
人

の
自

律
を

叶
え

る
た

め
に

は
、
「

柔
軟

な
社

会
参

加
の

実
現

」
に

向
け

た
参

加
支

援
が

重
要

で
あ

り
、
包

括
的

な
支

援
体

制
の

構
築

を
進

め
る

に

当
た

っ
て

強
化

す
べ

き
機

能
で

あ
る

。
�

こ
の

参
加

支
援

は
、
本

人
や

世
帯

が
、
地

域
や

社
会

と
関

わ
り

方
を

選
択

し
、
自

ら
の

役
割

を
見

出
す

た
め

に
多

様
な

接
点

を
確

保
す

る
こ

と
を

目
的

と
し

た
支

援
で

あ
る

。
�

重
層

的
支

援
体

制
整

備
事

業
に

お
い

て
は

、
参

加
支

援
事

業
と

し
て

、
本

人
の

ニ
ー

ズ
や

課
題

を
丁

寧
に

把
握

し
た

上
で

、
地

域
の

社
会

資
源

と
の

間
の

コ
ー

デ
ィ

ネ
ー

ト
や

マ
ッ

チ

ン
グ

を
行

う
と

と
も

に
、

新
た

な
社

会
資

源
を

開
拓

し
た

り
、

既
存

の
社

会
資

源
の

働
き

を

拡
充

し
た

り
す

る
こ

と
に

よ
り

、
本

人
や

世
帯

の
ニ

ー
ズ

や
状

態
に

合
っ

た
支

援
メ

ニ
ュ

ー

の
充

実
を

図
る

こ
と

と
し

て
い

る
。

�

成
年

被
後

見
人

に
対

す
る

支
援

に
お

い
て

も
、

既
存

の
事

業
や

既
存

の
チ

ー
ム

で
は

対
応

で
き

な
い

個
別

ニ
ー

ズ
等

を
抱

え
て

お
り

、
社

会
参

加
に

向
け

た
支

援
を

行
う

必
要

性
が

あ

る
場

合
に

は
、
参

加
支

援
事

業
者
（

※
）
、
成

年
後

見
人

等
、
中

核
機

関
な

ど
が

連
携

し
な

が

ら
対

応
い

た
だ

き
た

い
。

�

�
�

（
※
）
重
層
的
支
援
体
制
整
備
事
業
を
実
施
す
る
市
町
村
よ
り
、
法
第

�
�
�
条
の
４
第
４
項
の
規
定
に

よ
り
、
同
条
第
２
項
第
２
号
に
掲
げ
る
参
加
支
援
事
業
の
委
託
を
受
け
て
い
る
事
業
者
（
市
町
村
が
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�
�

�

こ
れ
ら
の
事
業
を
自
ら
実
施
し
て
い
る
場
合
は
当
該
市
町
村
）
�

【
対
応
例
】
�

・
長
期
入
院
か
ら
地
域
移
行
し
た
が
、
地
域
生
活
に
馴
染
め
て
お
ら
ず
、
す
ぐ
に
は
就
労
す
る
こ
と
等

が
難
し
い
成
年
被
後
見
人
等
に
対
し
て
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
カ
フ
ェ
や
中
間
的
就
労
を
行
っ
て
い
る
事

業
者
等
の
参
加
支
援
の
機
能
を
有
す
る
地
域
の
社
会
資
源
と
の
マ
ッ
チ
ン
グ
を
行
い
、
成
年
被
後
見

人
等
と
社
会
と
の
つ
な
が
り
作
り
に
向
け
た
支
援
を
行
う
。
�

・
市
民
後
見
人
養
成
講
座
を
修
了
し
た
方
が
、
成
年
後
見
人
等
と
し
て
受
任
す
る
ま
で
の
活
動
と
し
て
、

参
加
支
援
の
取
組
に
協
力
す
る
。
�

【
期
待
さ
れ
る
効
果
】
�

・
成
年
被
後
見
人
等
に
お
い
て
、
社
会
と
の
つ
な
が
り
が
希
薄
化
し
や
す
い
と
い
っ
た
課
題
を
抱
え
て

い
る
場
合
は
、
対
応
で
き
る
多
様
な
資
源
の
開
発
を
進
め
る
と
と
も
に
、
個
別
に
本
人
や
そ
の
世
帯

の
ニ
ー
ズ
や
状
態
、
有
す
る
能
力
に
あ
っ
た
社
会
資
源
と
の
マ
ッ
チ
ン
グ
を
図
る
こ
と
に
よ
り
、
人

や
社
会
と
の
つ
な
が
り
を
回
復
し
、
生
き
が
い
や
役
割
を
持
ち
地
域
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
�

・
参
加
支
援
事
業
と
し
て
は
、
市
民
後
見
人
養
成
講
座
の
修
了
者
の
参
加
に
よ
り
、
権
利
擁
護
支
援
の

知
見
や
活
動
を
地
域
活
動
の
実
践
の
中
で
拡
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
�

・
成
年
後
見
制
度
利
用
促
進
の
取
組
と
し
て
は
、
市
民
後
見
人
養
成
講
座
の
修
了
者
の
活
躍
の
場
が
増

え
る
こ
と
で
、
市
民
後
見
人
の
養
成
等
（
養
成
さ
れ
た
者
が
支
援
員
と
し
て
活
動
す
る
法
人
後
見
や

日
常
生
活
自
立
支
援
事
業
の
取
組
を
含
む
）
が
、
促
進
法
の
目
的
で
あ
る
共
生
社
会
の
実
現
に
向
け

た
取
組
で
あ
る
こ
と
と
し
て
明
確
に
な
る
。
加
え
て
、
後
に
市
民
後
見
人
養
成
講
座
の
修
了
者
が
成

年
後
見
人
等
に
選
任
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
も
、
参
加
支
援
事
業
に
携
わ
っ
た
経
験
が
成
年
被
後
見

人
等
の
支
援
内
容
の
充
実
に
つ
な
が
る
可
能
性
が
あ
る
。
�

� �
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�

�

事
務

連
絡

�

平
成

�
�
年

８
月

�
�
日

�

� �
�

�

各
�

都
道

府
県

�
成

年
後

見
制

度
利

用
促

進
担

当
課

�
御

中
�

� �
�

厚
生

労
働

省
社

会
・

援
護

局
地

域
福

祉
課

�

成
年

後
見

制
度

利
用

促
進

室
�

� �

成
年

後
見

制
度

利
用

促
進

に
係

る
市

町
村

計
画
の

策
定

及
び

�

中
核

機
関

整
備

の
推

進
に

つ
い

て
（

情
報

提
供

）
�

� � �
日

頃
よ

り
、

成
年

後
見

制
度

の
利

用
促

進
の

取
組

に
ご

尽
力

い
た

だ
き

あ
り

が
と

う
ご

ざ
い

ま
す

。
�

� 本
年

４
月

�
�
日

付
け

事
務

連
絡

に
よ

り
、

市
町

村
計

画
の

策
定

及
び

地
域

連
携

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

の
コ

ー

デ
ィ

ネ
ー

ト
を

担
う

中
核
機

関
の

設
置

運
営

に
要

す
る

費
用

に
つ

い
て

、
平

成
�
�
年

度
よ

り
地

方
交
付

税

措
置

を
行

う
こ

と
が

決
定

さ
れ

た
旨

お
伝

え
し

て
い

た
と

こ
ろ

で
す

が
、
今

般
、
以

下
の

と
お

り
、
市

町
村

（
標

準
団

体
�
�
万

人
規

模
）

に
お

け
る

普
通

交
付

税
措

置
の

内
容

に
つ

い
て

、
情

報
提

供
い

た
し

ま
す

。
�

各
都

道
府

県
に

お
か

れ
ま

し
て

は
、
下

記
に

つ
い

て
管

内
市

町
村

に
周

知
い

た
だ

く
と

と
も

に
、
広

域
的

な
見

地
か

ら
の

市
町

村
計
画

の
策

定
や

中
核

機
関

整
備

に
係

る
助

言
・
支

援
等

、
管

内
市

町
村

の
体

制
整

備

の
推

進
に

つ
い

て
、

よ
ろ

し
く

お
願

い
し

ま
す

。
�

�

記
�

 社
会

福
祉

費
（

市
町

村
分

）
の

単
位

費
用

上
、
（

細
目

）
社

会
福

祉
事

業
費

（
細

節
）

社
会

福
祉

共
通

費
の

需
用

費
等

に
「

成
年

後
見

等
実

施
機

関
運

営
等

事
務

費
」

と
し

て
３

，
０

６
９

千
円

（
標

準
団

体
ベ

ー
ス

）

を
計

上
 

 ※
上
記
額
は
「
市
町
村
計
画
の
策
定
及
び
中
核
機
関
の
設
置
運
営
に
要
す
る
費
用
」
に
係
る
額
。

 
※
本
件
は
今
後
発
行
さ
れ
る
「
平
成

��
年
度
地
方
交
付
税
制
度
解
説
（
一
般
財
団
法
人
地
方
財
務
協
会
）」

に
掲
載
予
定
。
�

（
担

当
）

�

�
厚

生
労

働
省
社

会
・

援
護

局
地

域
福

祉
課

�

成
年

後
見

制
度

利
用

促
進

室
�

栗
原

、
福

野
�

�
電

話
�
�
：

�
�
－

�
�
�
�
－

�
�
�
�
（

内
線

�
�
�
�
）

�

�
�
�
�
�
�
�
：

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

- 4
3 

-
- 6

0 
-

地
方
交
付
税
制
度
の
概
要

１
地
方
交
付
税
の
し
く
み

○
所

得
税

、
法

人
税

、
酒

税
、

消
費

税
の

一
定

割
合

及
び

地
方

法
人

税
の

全
額

と
さ

れ
て

い
る

地
方

交
付

税
は

、
地

方
公

共
団

体
間

の
財

源
の

不
均

衡
を

調
整

し
、

ど
の

地
域

に

住
む

国
民

に
も

一
定

の
行

政
サ

ー
ビ

ス
を

提
供

で
き

る
よ

う
財

源
を

保
障

す
る

た
め

の

も
の

で
、

地
方

の
固

有
財

源
で

あ
る

。

地
方
交
付
税
制
度
の
概
要

性
格
：

本
来
地
方
の
税
収
入
と
す
べ
き
で
あ
る
が
、
団
体
間
の
財
源
の
不
均
衡
を
調
整
し
、
す
べ
て
の
地
方
団
体
が

一
定
の
水
準
を
維
持
し
う
る
よ
う
財
源
を
保
障
す
る
見
地
か
ら
、
国
税
と
し
て
国
が
代
わ
っ
て
徴
収
し
、
一

定
の
合
理
的
な
基
準
に
よ
っ
て
再
配
分
す
る
、
い
わ
ば
「
国
が
地
方
に
代
わ
っ
て
徴
収
す
る
地
方
税
で
あ

る
。
」
（
固
有
財
源
）

（
参

考
平

成
１

７
年

２
月
１

５
日

衆
・

本
会

議
小

泉
総

理
大

臣
答

弁
）

地
方
交
付
税
改
革
の
中
で

交
付
税
の
性
格
に
つ
い

て
は
と
い
う
話
で
す
が
、
地

方
交
付
税
は
、
国
税
五

税

の
一

定
割
合
が
地
方
団
体
に

法
律
上
当
然
帰
属
す
る

と
い
う
意
味
に
お
い
て
、
地

方
の
固
有
財
源
で
あ
る

と

考
え

ま
す
。

総
額
：
所
得
税
･法

人
税
の
３
３
.１

％
、
酒
税
の
５
０
％
、
消
費
税
の
２
２
.３

％
、
地
方
法
人
税
の
全
額

種
類
：
普
通
交
付
税
＝
交
付
税
総
額
の
９
４
％
、
特
別
交
付
税
＝
交
付
税
総
額
の
６
％

普
通
交
付
税
の
額
の
決
定
方
法
：

各
団
体
ご
と
の
普
通
交
付
税
額

＝
（

基
準
財
政
需
要
額

－
基
準
財
政
収
入
額

）
＝

財
源
不
足
額

基
準
財
政
需
要
額

＝
単
位
費
用
（
法
定
）

×
測
定
単
位
（
国
調
人
口
等
）

×
補
正
係
数
（
寒
冷
補
正
等
）

基
準
財
政
収
入
額

＝
標
準
的
税
収
入
見
込
額

×
基
準
税
率
（
７
５
％
）

普
通

交
付

税
の

仕
組

み

基
準

財
政

Ａ
市

基
準
財
政
需
要
額

1
0
0
億
円

需
要

額

1
2
0
億
円

留
保
財
源

基
準

財
政

Ａ
市

4
0
億
円

基
準
財
政
収
入
額

2
0
億
円

収
入

額
6
0
億
円

普
通

標
準
税
収

入
8
0
億
円

交
付
税

参
考
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事
務

連
絡

�

平
成

�
�
年

３
月

�
�
日

� �
�

�

各
�

都
道

府
県

�
成

年
後

見
制

度
利

用
促

進
担

当
課

�
御

中
�

�
�

厚
生

労
働

省
社

会
・

援
護

局
地

域
福

祉
課

�
�

成
年

後
見

制
度

利
用

促
進

室
�

厚
生

労
働

省
社
会

・
援

護
局

障
害

保
健

福
祉

部
�

障
害

福
祉

課
地

域
生

活
支

援
推

進
室

�
�

厚
生

労
働

省
老
健

局
総

務
課

�

認
知

症
施

策
推

進
室

�

� �

成
年

後
見

制
度

の
診

断
書

の
書

式
の

改
定

と
本

人
情

報
シ

ー
ト

の
導

入
に

つ
い

て
（

周
知

依
頼

）
�

� � �
日

頃
よ

り
、

成
年

後
見

制
度

の
利

用
促

進
の

取
組

に
ご

尽
力

い
た

だ
き

あ
り

が
と

う
ご

ざ
い

ま
す

。
�

�

標
記

に
つ

い
て

は
、

成
年

後
見

制
度

利
用

促
進

基
本

計
画

（
平

成
�
�
年

３
月

閣
議

決
定

。
以

下
「

基
本

計
画

」
と

い
う

。
）

に
お
い

て
、
「

成
年

後
見

制
度

の
利

用
及

び
類

型
の
決

定
手

続
に

お
い

て
、

本
人

の
精

神
の

状
態

を
判

断
す

る
医
師

が
、

本
人

の
生

活
状

況
や

必
要

な
支

援
の
状

況
等

を
含

め
、

十
分

な
判

断
資

料
に

基
づ

き
判

断
す

る
こ
と

が
で

き
る

よ
う

、
本

人
の

状
況

等
を

医
師
に

的
確

に
伝

え
る

こ
と

が
で

き
る

よ
う

に
す

る
た

め
の

方
策
に

つ
い

て
検

討
す

る
と

と
も

に
、

そ
の

判
断
に

つ
い

て
記

載
す

る
診

断
書

等
の

在
り

方
に

つ
い

て
も

検
討
す

る
」

と
さ

れ
た

こ
と

を
踏

ま
え

、
最

高
裁
判

所
に

お
い

て
検

討
が

行
わ

れ
て

き
た

と
こ

ろ
で

す
。

�

� 今
般

、
最

高
裁

判
所

よ
り

、
本

年
４

月
か

ら
、

別
添

資
料

の
と

お
り

�

・
診

断
書

の
書

式
を
改

定
す

る
と

と
も

に
、

�

・
医

師
が

診
断

書
を
作

成
す

る
に

当
た

っ
て

の
参

考
資

料
と

す
る

た
め

に
、

本
人

を
支

え
る

福
祉

関
係

者
が

本
人

の
日

常
生

活
や

社
会

生
活

の
状

況
に

関
す

る
情

報
を

記
載

す
る

「
本

人
情

報
シ

ー
ト

（
作

成
は

任
意

）
」

を
新
た

に
導

入
す

る
�

こ
と

と
す

る
旨

、
情

報
提
供

が
あ

り
ま

し
た

。
�

�

※
�
本
人
情
報
シ
ー
ト
に
つ
い
て
は
、
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー
（
社
会
福
祉
士
，
精
神
保
健
福
祉
士
等
）
と
し
て
本
人

の
支
援
に
関
わ
っ
て
い
る
方
（
介
護
支
援
専
門
員
，
相
談
支
援
専
門
員
，
病
院
・
施
設
の
相
談
員
，
市
町
村
が
設
置

す
る
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
や
，
社
会
福
祉
協
議
会
等
が
運
営
す
る
権
利
擁
護
支
援
セ
ン
タ
ー
の
職
員
等
）
に
よ

っ
て
作
成
さ
れ
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
�

 

- 4
5 

-
- 6

2 
-

各
都

道
府

県
に

お
か

れ
ま

し
て

は
、

管
内

市
区

町
村

の
成

年
後

見
制

度
利

用
促

進
担

当
及

び
本

人
情

報

シ
ー

ト
の

作
成

に
関

わ
る

こ
と

が
想

定
さ

れ
る

関
係

者
に

対
し

て
、

幅
広

く
周

知
い

た
だ

く
と

と
も

に
，

基
本

計
画

の
趣

旨
を

踏
ま

え
、

関
係

者
に

お
け

る
同

シ
ー

ト
の

作
成

等
、

円
滑

な
運

用
の

実
現

に
御

配
慮

い
た

だ
き

ま
す

よ
う

お
願

い
い

た
し

ま
す

。
�

�
診

断
書

及
び

本
人

情
報

シ
ー

ト
の

裁
判

所
に

お
け

る
運

用
に

関
す

る
御

質
問

に
つ

い
て

は
，
各

家
庭

裁
判

所
に

お
問

い
合

わ
せ

く
だ

さ
い

。
 

�
な

お
、
別
途

、
医

政
局

総
務

課
よ

り
都

道
府

県
・
保

健
所

設
置

市
・
特

別
区

衛
生

主
管

部
局

宛
に

医
療

機

関
へ

の
周

知
依

頼
に

つ
い

て
の

事
務

連
絡

が
発

出
さ

れ
て

い
る

こ
と

を
申

し
添

え
ま

す
。

 
 

記
�

 〔
送

付
資

料
〕

�

（
別

添
）

別
添

書
式

・
手

引
き

（
最

高
裁

判
所

事
務

総
局

家
庭

局
）

�
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社
援

地
発

�
�
�
�
第

１
号
�

社
援

保
発

�
�
�
�
第

２
号
�

障
障

発
�
�
�
�
第

１
号

�

老
振

発
�
�
�
�
第

１
号

�

令
和

元
年

６
月

３
日

� �

�
�

都
道

府
県

�
�

各
�

指
定

都
市

�
関

係
主

管
部

（
局

）
長

殿
�

�
�

中
核

市
�

�

厚
生

労
働

省
社

会
・

援
護

局
地

域
福

祉
課

長
�

（
公

印
省

略
）

�

厚
生

労
働

省
社

会
・

援
護

局
保

護
課

長
�

（
公

印
省

略
）

�

厚
生

労
働

省
社

会
・

援
護

局
障

害
保

健
福

祉
部

障
害

福
祉

課
長�

（
公

印
省

略
）

�

厚
生

労
働

省
老

健
局

振
興

課
長

�

（
公

印
省

略
）

�

� �

「
身

寄
り

が
な

い
人

の
入

院
及

び
医

療
に

係
る

意
思

決
定

が
困

難
な

人
へ

の
�

支
援

に
関

す
る

ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

」
に

つ
い

て
（
周

知
依

頼
）

�

�

内
閣

府
の

消
費
者

委
員

会
が

平
成

�
�
年

１
月

�
�
日

に
取

り
ま

と
め

た
「

身
元

保
証

等
高

齢
者

サ
ポ

ー
ト

事
業

に
関

す
る

消
費

者
問

題
に

つ
い

て
の

建
議
」

及
び

平
成

�
�
年

３
月

�
�

日
に

閣
議

決
定

さ
れ

た
「

成
年

後
見

制
度

利
用

促
進

基
本

計
画
」
を

踏
ま

え
、
平

成
�
�
年

度

厚
生

労
働

行
政

推
進

調
査

事
業

費
補

助
金
（

地
域

医
療

基
盤

開
発

推
進

研
究

事
業

）「
医

療
現

場
に

お
け

る
成

年
後

見
制

度
へ

の
理

解
及

び
病

院
が

身
元

保
証

人
に

求
め

る
役

割
等

の
実

態

把
握

に
関

す
る

研
究

」
に

お
い

て
、
医

療
機

関
に

勤
務

す
る

職
員
を

対
象

に
「

身
寄

り
が

な
い

人
の

入
院

及
び

医
療

に
係

る
意

思
決

定
が

困
難

な
人

へ
の

支
援

に
関

す
る

ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

」

（
以

下
「

ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

」
と

い
う

。
）
が

取
り

ま
と

め
ら

れ
、
本

日
、
厚

生
労

働
省

医
政

局

総
務

課
長

か
ら

、
別

添
の

通
り

各
都

道
府

県
、

各
保

健
所

設
置

市
、

各
特

別
区

衛
生

主
管

部

（
局

）
宛

て
通

知
さ

れ
ま

し
た

。
�

ガ
イ

ド
ラ

イ
ン
で

は
、
少

子
高

齢
化

の
進

展
に

よ
っ

て
、
認

知
症

等
に

よ
り

判
断

能
力

が
不

十
分

な
人

や
身

寄
り

が
な

い
人

の
増

加
と

い
っ

た
状

況
が

み
ら

れ
る

中
で

、
判

断
能

力
や

家

族
関

係
が

ど
の

よ
う

な
状

態
と

な
っ

て
も

、
一

人
の

個
人

と
し

て
そ

の
意

思
が

尊
重

さ
れ

、
医

- 4
7 

-
- 6

4 
-

 

療
が

必
要

な
と

き
は

安
心

し
て

医
療

を
受

け
る

こ
と

が
で

き
る

よ
う

に
し

て
い

く
こ

と
が

重

要
と

さ
れ

、
こ

れ
ら

の
人

に
対

す
る

医
療

機
関

の
具

体
的

な
対

応
方

法
が

示
さ

れ
て

い
ま

す
。

認
知

症
等

に
よ

り
判

断
能

力
が

不
十

分
な

人
や

身
寄

り
が

な
い

人
に

対
し

て
医

療
を

提
供

す

る
に

あ
た

っ
て

は
、
福

祉
的

な
支

援
に

つ
い

て
も

必
要

と
な

る
場

合
が

多
い

こ
と

か
ら

、
各

自

治
体

に
お

け
る

介
護

保
険
・
高

齢
者

福
祉

担
当

部
局
、
障

害
保

健
福

祉
担

当
部

局
、
成

年
後

見

制
度

利
用

促
進

担
当

部
局

、
生

活
保

護
制

度
担

当
部

局
、
生

活
困

窮
者

自
立

支
援

制
度

担
当

部

局
等

の
福

祉
関

係
部

局
や

、
地

域
包

括
支

援
セ

ン
タ

ー
、
基

幹
相

談
支

援
セ

ン
タ

ー
、
権

利
擁

護
支

援
の

地
域

連
携

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

の
中

核
機

関
（

権
利

擁
護

セ
ン

タ
ー

等
を

含
む

）
、
生

活

困
窮

者
自

立
相

談
支

援
機

関
等

の
関

係
機

関
と

、
医

療
機

関
の

連
携

を
図

る
こ

と
が

重
要

で

す
。
各

自
治

体
に

お
か

れ
て

は
、
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
の

趣
旨
・
内

容
等

に
つ

い
て
御

了
知

い
た

だ

く
と

と
も

に
、
各

都
道

府
県

に
お

か
れ

て
は

、
貴

管
内

の
市

町
村
（

指
定

都
市

及
び

中
核

市
を

除
く

。
）
、

関
係

機
関

及
び

関
係

団
体

等
に

対
し

て
広

く
周

知
い

た
だ

き
ま

す
よ

う
お

願
い

し

ま
す

。
�

� �

�

別
添
：「

身
寄

り
が

な
い
人

の
入

院
及

び
医

療
に

係
る

意
思

決
定

が
困

難
な

人
へ

の
支

援
に

関

す
る

ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

の
発

出
に

つ
い

て
（

通
知

）
」（

令
和

元
年

６
月

３
日

付
け

医
政

総
発

�
�
�
�
第

１
号

。
厚

生
労

働
省

医
政

局
総

務
課

長
通

知
）

�

�

（
照

会
先

）
�

○
�
本

通
知

に
つ

い
て

�

厚
生

労
働

省
社

会
・

援
護

局
地

域
福

祉
課

�

成
年

後
見

制
度

利
用

促
進

室
�

電
話

：
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
（

内
線

�
�
�
�
）

�

○
�
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
に

つ
い

て
�

厚
生

労
働

省
医

政
局

総
務

課
�

電
話

：
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
（

内
線

�
�
�
�
）

�
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�
�

医
政

総
発

０
６

０
３

第
１

号
�

令
和

元
年

６
月

３
日

�

�

都
道

府
県

�
�

�
�

各
�

�
保

健
所

設
置

市
�

�
衛

生
主

管
部

（
局

）
長

�
御

中
�

�

特
別

区
�

�
�

�
�

�
�

厚
生

労
働

省
医

政
局

総
務

課
長

�

（
公

印
省

略
）

� �

�

身
寄

り
が

な
い
人

の
入

院
及

び
医

療
に

係
る

意
思

決
定

が
困

難
な

人
へ

の
支

援
に

関
す

る
�

ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

の
発

出
に

つ
い

て
（

通
知

）
� �

�

近
年

、
少

子
高
齢

化
が

進
展

し
、
単

身
の

高
齢

者
が

増
加

し
て
い

る
中

、
主

に
こ

う
し

た
方

等
を

対
象

と
し

て
、
身

元
保

証
・
身

元
引

受
等

や
日
常

生
活

支
援
、
死

後
事

務
等

を
担

う
民

間

サ
ー

ビ
ス

（
以

下
「

身
元

保
証

等
高

齢
者

サ
ー

ビ
ス

」
と

い
う
。
）

が
生

ま
れ

て
い

る
。

�

今
後

、
こ

う
し

た
サ

ー
ビ

ス
の

需
要

が
一

層
高

ま
っ

て
い

く
こ
と

が
見

込
ま

れ
る

中
、
消

費

者
被

害
を

防
止

す
る

観
点

か
ら

、
内

閣
府

の
消

費
者

委
員

会
に

お
い

て
、
平

成
�
�
年

�
月

に
、

「
身

元
保

証
等

高
齢

者
サ

ポ
ー

ト
事

業
に

関
す

る
消

費
者

問
題

に
つ

い
て

の
建

議
」
（

以
下

「
建

議
」
と

い
う

。
）
が

取
り

ま
と

め
ら

れ
た

。
建

議
に

お
い

て
は

、
高

齢
者

が
安

心
し

て
病

院
に

入
院

す
る

こ
と

が
で

き
る

よ
う

、
病

院
が

身
元

保
証

人
等

に
求

め
る

役
割

等
の

実
態

を

把
握

す
る

こ
と

等
が

求
め

ら
れ

て
い

る
。

�

ま
た

、
成

年
後
見

制
度

の
利

用
の

促
進

に
関

す
る

法
律
（

平
成

�
�
年

法
律

第
�
�
号

）
に

基

づ
き

、
平

成
�
�
年
３

月
に

閣
議

決
定

さ
れ

た
「

成
年

後
見

制
度

利
用

促
進

基
本

計
画

」（
以

下

「
基

本
計

画
」
と

い
う

。
）
に

お
い

て
、「

成
年

被
後

見
人

等
の

医
療
・
介

護
等

に
係

る
意

思
決

定
が

困
難

な
人

へ
の

支
援

等
」
に

つ
い

て
、
医

療
・
介

護
等

の
現

場
に

お
い

て
、
関

係
者

が
対

応
を

行
う

際
に

参
考

と
な

る
よ

う
な

考
え

方
を

指
針

の
作

成
等

を
通

じ
て

社
会

に
提

示
し

、

成
年

後
見

人
等

の
具

体
的

な
役

割
等

が
明

ら
か

に
な

っ
て

い
く

よ
う

検
討

す
る

こ
と

が
求

め

ら
れ

て
い

る
。

�

厚
生

労
働

省
は

、
建

議
及

び
基

本
計

画
を

踏
ま

え
、
平

成
�
�
年

度
厚

生
労

働
科

学
特

別
研

究
事

業
「

医
療

現
場

に
お

け
る

成
年

後
見

制
度

へ
の

理
解

及
び

病
院

が
身

元
保

証
人

に
求

め

る
役

割
等

の
実

態
把

握
に

関
す

る
研

究
」
に

お
い

て
、
医

療
現

場
に

お
け

る
成

年
後

見
制

度
へ

の
理

解
及

び
病

院
が

身
元

保
証

人
に

求
め

る
役

割
等

の
実

態
把

握
を

行
っ

た
。

�

ま
た

、
平

成
�
�
年

度
の

研
究

の
成

果
を

踏
ま

え
た

上
で

、
平
成

�
�
年

度
厚

生
労

働
行

政
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-
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推
進
調

査
事

業
費

補
助

金
（

地
域

医
療

基
盤

開
発

推
進

研
究

事
業

）「
医

療
現

場
に

お
け

る
成

年
後

見
制

度
へ

の
理

解
及

び
病

院
が

身
元

保
証

人
に

求
め

る
役

割
等

の
実

態
把

握
に

関
す

る

研
究
」
に

お
い

て
、
医

療
機

関
に

勤
務

す
る

職
員

を
対

象
と

す
る
「

身
寄

り
が

な
い

人
の

入
院

及
び
医

療
に

係
る

意
思

決
定

が
困

難
な

人
へ

の
支

援
に

関
す

る
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
」（

以
下
「

ガ

イ
ド
ラ

イ
ン

」
と

い
う

。
）

が
取

り
ま

と
め

ら
れ

た
と

こ
ろ

で
あ

る
。

�

つ
い

て
は

、
別

添
の

ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

に
つ

い
て

、
貴

管
下

医
療

機
関

へ
周

知
し

、
活

用
を

促

し
て

い
た

だ
く

な
ど

、
関

係
部

局
・
関

係
機

関
と

十
分

連
携

の
上

、
身

寄
り

が
な

い
人

や
判

断

能
力

不
十

分
で

医
療

に
係

る
意

思
決

定
が

困
難

な
人

が
安

心
し

て
医

療
を

受
け

ら
れ

る
環

境

の
整
備

に
努

め
て

い
た

だ
く

よ
う

お
願

い
す

る
。

�

ま
た

、
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
に

つ
い

て
は

、
社

会
・
援

護
局

地
域

福
祉

課
、
同

局
保

護
課

、
同

局

障
害

保
健

福
祉

部
障

害
福

祉
課

及
び

老
健

局
振

興
課

よ
り

、
各

都
道

府
県

等
の

福
祉

部
局

に

も
周

知
し

て
い

る
と

こ
ろ

で
あ

り
、
貴

部
局

に
お

か
れ

て
は

、
特

に
こ

れ
ら

の
部

局
と

も
連

携

し
て

対
応

い
た

だ
く

よ
う

お
願

い
す

る
。

�

な
お

、
本

通
知

は
、
地

方
自

治
法
（

昭
和

�
�
年

法
律

第
�
�
号

）
第

�
�
�
条

の
４

第
１

項
に

規
定
す

る
技

術
的

な
助

言
で

あ
る

。
�

�

【
別

添
】

�

○
�

身
寄

り
が

な
い

人
の

入
院

及
び

医
療

に
係

る
意

思
決

定
が

困
難

な
人

へ
の

支
援

に
関

す
�

る
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
�

�

【
参

考
】

�

○
�
「
「

身
寄

り
が

な
い

人
の

入
院

及
び

医
療

に
係

る
意

思
決

定
が

困
難

な
人

へ
の

支
援

に
関

す
る

ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

」
に

つ
い

て
（

周
知

依
頼

）
」
（

令
和

元
年

６
月

３
日

付
け

厚
生

労
働

省
社

会
・
援

護
局

地
域

福
祉

課
長
・
保

護
課

長
・
障
害

保
健

福
祉

部
障

害
福

祉
課

長
・
老

健

局
振

興
課

長
通

知
）

�

� ○
�

「
身

元
保

証
人

等
が

い
な

い
こ

と
の

み
を

理
由

に
医

療
機

関
に

お
い

て
入

院
を

拒
否

す

る
こ

と
に

つ
い

て
」
（

平
成

�
�
年

４
月

�
�
日

付
け

厚
生

労
働

省
医

政
局

医
事

課
長

通
知

）
�

�

�

�

（
照

会
先

）
�

厚
生

労
働

省
医

政
局

総
務

課
�

�

電
話

：
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
（

内
線

）
�
�
�
�
�
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府
成
見
第
２
号
 

令
和
元
年
６
月

24
日
 

 各
都
道
府
県
知
事
 
殿
 

  

内
閣
府
成
年
被
後
見
人
等
権
利
制
限
見
直
し
担
当
室
長
 

（
公
印
省
略
）
 

  

「
成
年
被
後
見
人
等
の
権
利
の
制
限
に
係
る
措
置
の
適
正
化
等
を
図
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
」
 

の
成
立
に
つ
い
て
 

  

 
成
年
後
見
制
度
の
利
用
促
進
に
つ
き
ま
し
て
は
、
平
素
よ
り
御
協
力
を
い
た
だ
き
、
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。
 

 
こ
の
度
、
成
年
後
見
制
度
の
利
用
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成

28
年
法
律
第

2
9
号
）
及
び
成
年
後
見
制
度
利
用
促

進
基
本
計
画
（
平
成

29
年
３
月

2
4
日
閣
議
決
定
）
に
基
づ
く
「
成
年
被
後
見
人
等
の
権
利
の
制
限
に
係
る
措
置
の
適
正

化
等
を
図
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
」（
以
下
「
一
括
整
備
法
」
と
い
う
。）
が
令
和
元
年
６
月
７
日
に

成
立
し
、
同
月

14
日
に
公
布
さ
れ
ま
し
た
。
 

一
括
整
備
法
は
、
成
年
被
後
見
人
等
の
人
権
が
尊
重
さ
れ
、
成
年
被
後
見
人
等
で
あ
る
こ
と
を
理
由
と
し
て
不
当
に
差

別
さ
れ
な
い
よ
う
、
1
8
7
の
法
律
（
他
の
法
律
の
欠
格
条
項
を
準
用
等
し
て
い
る
法
律
を
含
む
。）
に
お
け
る
成
年
被
後
見

人
等
に
係
る
欠
格
条
項
そ
の
他
の
権
利
の
制
限
に
係
る
措
置
の
見
直
し
を
行
う
も
の
で
す
。
今
回
の
改
正
に
よ
り
、
今
後

は
、
成
年
後
見
制
度
を
利
用
し
て
い
る
こ
と
を
理
由
と
し
て
資
格
・
職
種
・
業
務
等
か
ら
一
律
に
排
除
す
る
の
で
は
な
く
、

そ
れ
ぞ
れ
の
資
格
・
職
種
・
職
種
等
に
ふ
さ
わ
し
い
能
力
の
有
無
を
個
別
的
・
実
質
的
に
審
査
し
、
判
断
す
る
こ
と
と
な

り
ま
す
。
各
制
度
の
改
正
に
係
る
施
行
期
日
に
つ
い
て
は
、
概
ね
、
公
布
日
施
行
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
３
月
又
は

６
月
を
経
過
し
た
日
に
施
行
す
る
も
の
と
さ
れ
て
お
り
、
い
ず
れ
も
公
布
日
か
ら
の
期
間
が
短
い
こ
と
や
多
分
野
に
わ
た

る
多
数
の
法
律
を
改
正
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
（
下
記
Ⅲ
参
照
）
、
法
改
正
の
趣
旨
を
踏
ま
え
つ
つ
貴
職
に
お
か
れ

ま
し
て
は
そ
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
の
下
で
早
急
に
施
行
に
向
け
た
準
備
を
進
め
て
い
た
だ
き
ま
す
よ
う
お
願
い
い
た
し

ま
す
。
 

な
お
、
今
後
は
、
関
係
法
律
の
所
管
府
省
に
お
い
て
、
そ
の
円
滑
な
施
行
に
努
め
る
こ
と
と
さ
れ
て
お
り
、
施
行
に
向

け
た
詳
細
に
つ
い
て
は
関
係
法
律
の
所
管
府
省
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
通
知
等
が
な
さ
れ
る
も
の
と
考
え
て
い
ま
す
が
、
当
室
か

ら
も
一
括
整
備
法
の
施
行
に
向
け
た
留
意
事
項
に
つ
い
て
下
記
の
と
お
り
通
知
い
た
し
ま
す
の
で
、
御
参
照
下
さ
い
。
 

管
下
の
市
区
町
村
に
対
し
て
は
、
市
区
町
村
長
を
始
め
、
関
係
す
る
担
当
課
に
も
れ
な
く
今
回
の
法
改
正
の
趣
旨
や
そ

れ
を
踏
ま
え
た
施
行
準
備
、
対
応
等
が
適
切
に
行
わ
れ
る
よ
う
、
貴
職
か
ら
確
実
に
御
周
知
い
た
だ
き
ま
す
よ
う
併
せ
て

お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。
 

  

記
 

 

（
資
料
１
）
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2 
  Ⅰ
．
一
括
整
備
法
の
概
要
及
び
法
律
の
趣
旨
を
踏
ま
え
た
対
応
の
お
願
い
に
つ
い
て
（
資
料

1～
３
参
照
）
 

 
一
括
整
備
法
は
、
成
年
被
後
見
人
等
の
人
権
が
尊
重
さ
れ
、
成
年
被
後
見
人
等
で
あ
る
こ
と
を
理
由
と
し
て
不
当
に
差

別
さ
れ
な
い
よ
う
、
地
方
公
務
員
法
等
も
含
め
、
各
法
律
に
お
い
て
定
め
ら
れ
て
い
る
資
格
・
職
種
・
業
務
等
に
お
け
る

成
年
被
後
見
人
等
に
係
る
欠
格
条
項
そ
の
他
権
利
の
制
限
に
係
る
措
置
を
一
括
し
て
見
直
す
も
の
で
す
。
こ
れ
に
よ
り
、

今
後
は
、
成
年
後
見
制
度
を
利
用
し
て
い
る
こ
と
を
理
由
と
し
て
一
律
に
排
除
す
る
の
で
は
な
く
、
各
資
格
・
職
種
・
業

務
等
に
ふ
さ
わ
し
い
能
力
の
有
無
を
個
別
的
・
実
質
的
に
審
査
し
、
判
断
す
る
こ
と
と
な
り
ま
す
。
 

一
括
整
備
法
の
対
象
で
あ
る
資
格
・
職
種
・
業
務
等
の
中
に
は
、
都
道
府
県
知
事
等
の
権
限
に
係
る
も
の
が
含
ま
れ
て

お
り
、
関
係
法
律
の
所
管
府
省
か
ら
は
、
場
合
に
よ
っ
て
は
条
例
・
規
則
等
の
整
備
が
必
要
に
な
る
も
の
も
想
定
さ
れ
る

と
の
連
絡
を
受
け
て
い
ま
す
。
詳
細
に
つ
い
て
は
、
所
管
府
省
か
ら
お
っ
て
通
知
等
が
な
さ
れ
る
も
の
と
考
え
て
い
ま
す

が
、
か
か
る
条
例
・
規
則
等
の
整
備
及
び
そ
の
運
用
に
当
た
っ
て
は
、
実
質
的
に
成
年
被
後
見
人
等
を
資
格
等
か
ら
排
除

す
る
よ
う
な
も
の
と
は
し
な
い
こ
と
、
心
身
の
故
障
が
あ
る
こ
と
を
も
っ
て
直
ち
に
資
格
等
か
ら
排
除
す
る
こ
と
な
く
、

資
格
等
に
ふ
さ
わ
し
い
能
力
の
有
無
を
的
確
に
審
査
・
判
断
す
る
こ
と
な
ど
、
上
記
の
一
括
整
備
法
の
趣
旨
や
、
障
害
者

権
利
条
約
、
障
害
者
差
別
解
消
法
の
趣
旨
を
踏
ま
え
た
適
切
な
対
応
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。
 

な
お
、
一
括
整
備
法
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
内
閣
府
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
し
て
い
る
法
律
案
（
Ｕ
Ｒ
Ｌ
を
末
尾
に
記

載
）
、「
法
律
の
概
要
」（
資
料
１
）
、「
見
直
し
法
律
リ
ス
ト
」（
資
料
２
）
及
び
「
衆
議
院
修
正
案
」（
資
料
３
）
を
御
参
照

下
さ
い
。
 

 Ⅱ
．
条
例
等
で
定
め
て
い
る
成
年
被
後
見
人
等
に
係
る
欠
格
条
項
そ
の
他
の
権
利
の
制
限
に
係
る
措
置
の
見
直
し
に
つ
い

て
 

 
上
記
Ⅰ
の
と
お
り
、
一
括
整
備
法
の
成
立
に
よ
り
、
成
年
被
後
見
人
等
に
係
る
欠
格
条
項
そ
の
他
権
利
の
制
限
に
係
る

措
置
が
一
括
し
て
見
直
さ
れ
ま
し
た
。
ま
た
、
「
成
年
被
後
見
人
等
の
権
利
に
係
る
制
限
が
設
け
ら
れ
て
い
る
制
度
の
見

直
し
に
つ
い
て
（
議
論
の
整
理
）」
（
平
成

29
年

12
月
１
日
成
年
後
見
制
度
利
用
促
進
委
員
会
。
以
下
「
議
論
の
整
理
」

と
い
う
。
）
に
お
い
て
は
、
各
府
省
に
お
い
て
、
一
括
整
備
法
の
成
立
以
降
、
新
た
に
成
年
被
後
見
人
等
の
権
利
に
係
る
制

限
を
設
け
な
い
よ
う
留
意
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
、
議
論
の
整
理
で
は
、
各
府
省
に
お
い
て
、
政
省
令
や

通
知
な
ど
に
基
づ
い
て
成
年
被
後
見
人
等
の
権
利
に
係
る
制
限
を
設
け
て
い
る
制
度
に
つ
い
て
も
、
今
回
の
一
括
整
備
法

に
よ
る
見
直
し
を
踏
ま
え
、
可
及
的
速
や
か
に
見
直
し
を
行
う
べ
き
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
う
し
た
方
針
に
基
づ
き
、
今

後
、
各
府
省
に
お
い
て
は
、
政
省
令
や
通
知
（
各
地
方
公
共
団
体
に
対
し
て
条
例
、
規
則
等
の
例
を
示
し
て
い
る
も
の
も

含
む
。
）
の
見
直
し
に
取
り
組
ん
で
い
く
こ
と
と
な
り
ま
す
が
、
各
地
方
公
共
団
体
の
条
例
、
規
則
等
に
お
い
て
定
め
ら
れ

て
い
る
成
年
被
後
見
人
等
の
権
利
に
係
る
制
限
を
設
け
て
い
る
制
度
に
つ
い
て
も
、
こ
う
し
た
政
府
の
方
針
を
踏
ま
え
、

速
や
か
に
見
直
し
に
向
け
た
対
応
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。
 

 Ⅲ
．
一
括
整
備
法
の
施
行
期
日
 

 
一
括
整
備
法
に
よ
る
各
法
律
の
改
正
に
つ
い
て
は
、
原
則
と
し
て
、
以
下
の
区
分
に
従
っ
て
順
次
施
行
さ
れ
ま
す
。
 

①
 
成
年
被
後
見
人
等
の
欠
格
条
項
を
単
純
削
除
す
る
の
み
で
省
令
等
の
整
備
が
必
要
な
い
も
の

 
公
布
日
（
令
和
元

年
６
月

1
4
日
）
 

②
 
省
令
等
の
整
備
が
必
要
な
も
の
 
公
布
の
日
か
ら
３
月
を
経
過
し
た
日
（
令
和
元
年
９
月

1
4
日
）
 

③
 
地
方
公
共
団
体
の
条
例
等
の
整
備
、
外
部
団
体
と
の
調
整
が
必
要
な
も
の
 
公
布
の
日
か
ら
６
月
を
経
過
し
た
日

（
令
和
元
年

1
2
月

1
4
日
）
 

④
 
そ
の
他
 
個
別
に
定
め
る
日
（
建
築
士
法
等
 
令
和
元
年

12
月
１
日
）
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3 
   参
考

 
「
成
年
被
後
見
人
等
の
権
利
の
制
限
に
係
る
措
置
の
適
正
化
等
を
図
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律

案
」（
平
成

30
年
３
月

1
3
日
閣
議
決
定
）
の
要
綱
、
案
文
、
理
由
、
新
旧
対
照
条
文
、
参
照
条
文
に
つ
い
て
は
、

内
閣
府
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
て
全
文
を
掲
載
し
て
い
ま
す
。
 

Ｕ
Ｒ
Ｌ
：

h
tt
p
s
:/
/
w
ww
.
c
ao
.
g
o
.
j
p/
h
o
ua
n
/
19
6
/
in
d
e
x.
h
t
m
l 

※
法
案
は
衆
議
院
に
お
い
て
修
正
さ
れ
て
い
ま
す
（
土
地
改
良
法
の
改
正
規
定
（
法
案
第

1
1
1
条
）
を
削
除
し
、

建
築
士
法
等
の
改
正
規
定
の
施
行
日
（
法
案
附
則
第
１
条
第
３
号
）
を
平
成

30
年

1
2
月
１
日
か
ら
令
和
元
年

1
2
月
１
日
に
修
正
）
。
修
文
案
は
資
料
３
を
御
参
照
下
さ
い
。
 

 
 

 
 

資
料

1
 
成
年
被
後
見
人
等
の
権
利
の
制
限
に
係
る
措
置
の
適
正
化
等
を
図
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律

の
概
要
 

資
料

2 
見
直
し
法
律
リ
ス
ト

 

資
料

3 
衆
議
院
修
正
案
（
要
綱
、
案
文
、
新
旧
対
象
条
文
）
 

 

担
当
：
内
閣
府
成
年
被
後
見
人
等
権
利
制
限
見
直
し
担
当
室

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
西
村
、
藤
野
、
川
上
、
金
柄

 
 

 
 
Ｔ
Ｅ
Ｌ
：
０
３
－
３
５
８
１
－
１
８
７
５
（
直
通
）

 
メ
ー
ル
：

sh
in

ta
ro

.n
is

hi
m

ur
a.

a8
s@

ca
o.

go
.jp

 
ni

sh
im

ur
a-

sh
in

ta
ro

u@
m

hl
w.

go
.jp

 
m

as
ah

ir
o.

fu
jin

o.
f9

v@
ca

o.
go

.jp
 

fu
jin

o-
m

as
ah

ir
o@

m
hl

w.
go

.jp
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
ke

ik
o.

ka
w

ak
am

i.y
2r

@
ca

o.
go

.jp
 

ta
ku

ya
.k

an
et

su
ka

.b
9k

@
ca

o.
go

.jp
 

※
内
閣
府
成
年
被
後
見
人
等
権
利
制
限
見
直
し
担
当
室
は

 
 
令
和
元
年
７
月
中
旬
を
目
途
に
廃
止
さ
れ
ま
す
。
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�

障
障

発
０

３
３

０
第

��
号
�

障
精

発
０

３
３

０
第

��
号
�

老
計

発
０

３
３

０
第

��
号
�

平
成

�
�
年

３
月

�
�
日

�

（
一

部
改

正
）

障
障

発
第

�
�
�
�
�
�
�
号
�

障
精

発
第

�
�
�
�
�
�
�
号
�

老
計

発
第

�
�
�
�
�
�
�
号
�

平
成

�
�
年

７
月

�
�
日

�

（
最

終
改

正
）

障
障

発
�
�
�
�
第

１
号

�

障
精

発
�
�
�
�
第

�
号

�

老
認

発
�
�
�
�
第

２
号

�

令
和

３
年

�
�
月

�
�
日

� �

�

�

各
�

�
�
�
�
�
�
�

民
生

主
管

部
�
局

�
長

宛
�

� �

厚
生

労
働

省
社

会
・

援
護

局
障

害
保

健
福

祉
部

障
害

福
祉

課
長
�

（
公

印
省

略
）

�

厚
生

労
働

省
社

会
・

援
護

局
障

害
保

健
福

祉
部

精
神

・
障

害
保

健
課

長
�

（
公

印
省

略
）

�

厚
生

労
働

省
老

健
局

認
知

症
施

策
・

地
域

介
護

推
進

課
長
�

（
公

印
省

略
）

�

� �

市
町

村
長

に
よ
る

成
年

後
見

制
度

に
基

づ
く

後
見

開
始

の
審

判
等

の
請

求
に

係
る

基
準

等
の

基
本

的
考

え
方
及

び
手

続
の

例
示

に
つ

い
て

�

� �

老
人

福
祉

法
（

昭
和

�
�
年

法
律

第
�
�
�
号

）
第

�
�
条

、
精

神
保

健
及

び
精

神
障

害
者

福
祉

に
関

す
る

法
律

（
昭

和
�
�
年
法

律
第

�
�
�
号

）
第

�
�
条

の
�
�
の

２
及
び

知
的
障

害
者

福
祉

法
（

昭
和

�
�
年

法
律

第
�
�
号
）

第
�
�
条

に
基

づ
く

市
町

村
長

に
よ

る
後

見
等

の
開

始
の

審
判

請
求

（
以

下

「
市

町
村

長
申

立
て

」
と

い
う

。
）
に

関
し

て
は

、
｢
民

法
の

一
部

を
改

正
す

る
法

律
の

施
行

に
伴

う

関
係

法
律

の
整

備
等

に
関

す
る

法
律

に
よ

る
老

人
福

祉
法

、
精

神
保
健

及
び

精
神

障
害

者
福

祉
に

関

す
る

法
律

及
び

知
的

障
害

者
福

祉
法

の
一

部
改

正
に

つ
い

て
｣
（

平
成

�
�
年

３
月

�
�
日

付
け

障
障

発
�
�
�
�
第

�
�
号

、
障

精
発

�
�
�
�
第

�
�
号

、
老

計
発

�
�
�
�
第

�
�
号

厚
生

労
働

省
社

会
・
援

護
局

障
害

保
健

福
祉

部
障
害

福
祉

課
長

、
社

会
・
援

護
局
障

害
保

健
福

祉
部

精
神

保
健

福
祉

課
長

、
老

健

局
計

画
課

長
連

名
通
知

）
及

び
｢
｢
民

法
の

一
部

を
改

正
す

る
法

律
の

施
行

に
伴

う
関

係
法

律
の

整
備

等
に

関
す

る
法

律
に
よ

る
老

人
福

祉
法

、
精

神
保

健
及

び
精

神
障

害
者

福
祉

に
関

す
る

法
律

及
び

知

的
障

害
者

福
祉

法
の
一

部
改

正
に

つ
い

て
｣
の

一
部

改
正

に
つ

い
て
｣（

平
成

�
�
年

７
月

�
�
日

付
け

障
障

発
第

�
�
�
�
�
�
�
号

、
障

精
発

第
�
�
�
�
�
�
�
号

、
老

計
発

第
�
�
�
�
�
�
�
号

厚
生

労
働

省
社

会
・
援

護
局

障
害

保
健

福
祉

部
障

害
福

祉
課

長
、

社
会

・
援

護
局

障
害

保
健

福
祉

部
精

神
保

健
福

祉
課

長
、

老
健

局
計

画
課

長
連

名
通

知
）
に

お
い

て
、
市

町
村
（

特
別

区
を

含
む

。
以

下
同

じ
。
）
の

手
続

を
示

都
道

府
県
�

市
�
町

�村
�

�

し
て

き
た

と
こ

ろ
で

あ
る

。
�

�
し

か
し

、
対

象
者

の
現

在
地

と
居

住
地

、
援

護
元

が
異

な
る

な
ど

複
数

の
市

町
村

が
関

わ
る

場

合
に

い
ず

れ
の

市
町

村
が

成
年

後
見

審
判

の
請

求
を

行
う

か
の

申
立

基
準

が
示

さ
れ

て
い

な
い

こ

と
や

、
虐

待
事

案
等

迅
速

な
対

応
が

必
要

な
場

合
の

親
族

調
査

の
あ

り
方

な
ど

に
つ

い
て

課
題

が

指
摘

さ
れ

て
い

る
こ

と
か

ら
、

令
和

２
年

度
に

｢
成

年
後

見
制

度
に

お
け

る
市

町
村

長
申

立
に

関
す

る
実

務
者

協
議

｣
を

開
催

の
上

、
検

討
を

行
い

、
令

和
３

年
３

月
�
�
日

付
け

で
｢
成

年
後

見
制

度
に

お
け

る
市

町
村

長
申

立
に

関
す

る
実

務
者

協
議

の
取

り
ま

と
め

」
（

以
下

｢
取

り
ま

と
め

｣
と

い

う
。
）

を
公

表
し

た
と

こ
ろ

で
あ

る
。

�

�
今

般
、

取
り

ま
と

め
を

踏
ま

え
、

上
記

通
知

を
全

部
改

正
す

る
こ

と
と

し
、

市
町

村
長

申
立

て

基
準

及
び

虐
待

事
案

等
に

お
け

る
親

族
調

査
の

基
本

的
な

考
え

方
を

示
す

と
と

も
に

、
市

町
村

長

申
立

て
の

手
続

の
例

示
を

別
添

１
及

び
２

の
と

お
り

見
直

し
た

の
で

、
御

了
知

の
上

、
関

係
機

関

等
に

周
知

を
図

ら
れ

た
い

。
�

な
お
、

本
通

知
は

法
務

省
民

事
局

と
協

議
済

み
で

あ
る

こ
と

を
申

し
添

え
る

。
�

�
ま

た
、

本
通

知
は

、
地

方
自

治
法

（
昭

和
�
�
年

法
律

第
�
�
号

）
第

�
�
�
条

の
４

第
１

項
の

規

定
に

基
づ

く
技

術
的

助
言

と
し

て
発

出
す

る
も

の
で

あ
る

。
�

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
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�

記
�

１
�

市
町

村
に

お
け

る
成

年
後

見
開

始
の

申
立

事
務

に
つ

い
て

�

成
年

後
見

制
度
は

、
私

法
上

の
法

律
関

係
を

規
律

す
る

も
の

で
あ

り
、
本

人
、
配

偶
者

、
四

親

等
内

の
親

族
等

の
当

事
者

に
よ

る
申

立
て

に
基

づ
く

利
用

に
委

ね
る

こ
と

が
基

本
と

な
る

が
、
判

断
能

力
が

不
十

分
な

認
知

症
高

齢
者

、
精

神
障

害
者

及
び

知
的

障
害

者
の

う
ち

、
身

寄
り

が
な

い

場
合

な
ど

当
事

者
に

よ
る

申
立

て
が

期
待

で
き

な
い

状
況

に
あ

る
も

の
に

つ
い

て
、
当

事
者

に
よ

る
審

判
の

請
求

を
補

完
し

、
成

年
後

見
制

度
の

利
用

を
確

保
す

る
た

め
、
こ

れ
ら

の
者

に
対

す
る

相
談

、
援

助
等

の
サ

ー
ビ

ス
提

供
の

過
程

に
お

い
て

、
そ

の
実

情
を

把
握

し
う

る
立

場
に

あ
る

市

町
村

長
に

対
し

、
審

判
の

請
求

権
を

付
与

す
る

こ
と

と
し

た
も

の
で

あ
る

。
�

ま
た

、
判

断
能
力

が
不

十
分

な
認

知
症

高
齢

者
、
精

神
障

害
者
及

び
知

的
障

害
者

の
う

ち
、
身

寄
り

が
な

い
場

合
な

ど
当

事
者

に
よ

る
申

立
が

期
待

で
き

な
い

状
況

に
あ

る
も

の
に

つ
い

て
の

権
利

擁
護

の
た

め
の

支
援

策
と

し
て

は
、
市

町
村

長
申

立
て

に
基

づ
く

成
年

後
見

制
度

の
活

用
の

ほ
か

、
日

常
生

活
自

立
支

援
事

業
の

活
用

も
考

え
ら

れ
る

こ
と

、
さ

ら
に

、
身

寄
り

の
な

い
認

知

症
高

齢
者

等
は

、
老
人

福
祉

法
第

�
�
条

の
４

又
は

第
�
�
条

に
基
づ

く
市

町
村

の
措

置
等

の
対

象

に
な

り
う

る
こ

と
を

申
し

添
え

る
。

�
任

意
後

見
契

約
が

登
記

さ
れ

て
い

る
場

合
に

は
、

原
則

と

し
て

当
該

契
約

が
優

先
す

る
こ

と
に

な
る

。
�
任

意
後

見
契

約
に

関
す

る
法

律
第

�
�
条

�
�
�

な
お

、
成

年
後
見

制
度

と
日

常
生

活
自

立
支

援
事

業
と

の
関

係
に

つ
い

て
は

、
「

民
法

の
一

部

を
改

正
す

る
法

律
等

の
施

行
に

伴
う

地
域

福
祉

権
利

擁
護

事
業

の
実

施
上

の
留

意
点

に
つ

い
て

」

�
平

成
�
�
年

�
月

�
�
日
社

援
地

第
�
�
号

厚
生

省
社

会
・

援
護
局

地
域

福
祉

課
長

通
知

�
を

参
考

に
さ

れ
た

い
。

�

� ２
�

市
町

村
長

の
審
判

の
請

求
に

お
け

る
留

意
事

項
等

に
つ

い
て

�

�
１

�
�

申
立

書
に
つ

い
て

�

申
立

書
に

つ
い

て
、
家

庭
裁

判
所

で
用

い
ら

れ
る

書
式

例
�
別

添
３

�
を

参
考

ま
で

に
添

付

す
る

。
な

お
、
実

際
の

申
立

て
に

当
た

っ
て

は
、
そ

の
提

出
先

が
後

見
・
保

佐
・
補

助
の

開

始
の

審
判

を
受

け
る

者
の

住
所

地
を

管
轄

す
る

家
庭

裁
判

所
で

あ
る

こ
と

か
ら

、
記

載
方

法

等
に

つ
い

て
は

、
管

轄
の

家
庭

裁
判

所
に

確
認

さ
れ

た
い

。
�

�
２

�
�
�
審

判
の

請
求

に
要

す
る

費
用

に
つ

い
て

�

審
判

の
請

求
に

あ
た

っ
て

は
、

印
紙

代
�
後

見
又

は
保

佐
開

始
の

審
判

の
申

立
て

は
�
�
�

円
、
保

佐
又

は
補

助
開

始
の

審
判

の
申

立
て

と
同

時
に

代
理

権
付

与
又

は
同

意
権

付
与

の
審

判
の

申
立

て
も

す
る

と
き

は
�
�
�
�
�
円

、
保

佐
又

は
補

助
開

始
の

審
判

の
申

立
て

と
同

時
に

代
理

権
付

与
及

び
同

意
権

付
与

の
審

判
の

申
立

て
も

す
る

と
き

は
�
�
�
�
�
円

�、
登

記
手

数

料
�
後

見
・
保

佐
・
補

助
の

開
始

の
審

判
の

申
立

て
に

つ
い
て

は
�
�
�
�
�
円

�
、
送

達
・
送

付

費
用
（

納
め

る
べ

き
郵

便
切

手
の

額
に

つ
い

て
は

、
管

轄
の

家
庭

裁
判

所
に

確
認

さ
れ

た
い

）
、

鑑
定

費
用

等
の

費
用

負
担

が
必

要
と

な
る

。
ま

た
、
後

見
等

の
開

始
後

に
は

、
後

見
等

の
事

務
を

行
う

た
め

に
必

要
な

経
費

や
成

年
後

見
人

等
の

報
酬

等
の

費
用

負
担

が
必

要
と

な
る

が
、

こ
れ

ら
に

つ
い

て
は

、
本

人
が

負
担

す
る

こ
と

に
な

る
こ

と
。

�

�
�
３

�
�

成
年

後
見

人
等

の
候

補
者

に
つ

い
て

�

申
立

て
に
当

た
っ

て
は

、
適

当
な

成
年

後
見

人
等

の
候
補

者
が

あ
る

場
合

に
は

、
こ

れ

を
申

立
書

に
記

載
す

る
こ

と
が

望
ま

し
い

が
、

家
庭

裁
判
所

は
、

成
年

後
見

人
等

の
選

任

に
当

た
っ

て
、

�

・
�
成

年
被

後
見

人
等

の
心

身
の

状
態

並
び

に
生

活
及

び
財

産
の

状
況

�

・
�
成

年
後

見
人

等
と

な
る

者
の

職
業

及
び

経
歴

並
び

に
成

年
被

後
見

人
等

と
の

利
害

関
係

の

有
無

�

�

・
�
成

年
後

見
人

等
と

な
る

者
が

法
人

で
あ

る
と

き
は

、
そ

の
事

業
の

種
類

及
び

内
容

並
び

に

そ
の

法
人

及
び

そ
の

代
表

者
と

成
年

被
後

見
人

等
と

の
利

害
関

係
の

有
無

�

・
�
成

年
被

後
見

人
等

の
意

見
�

・
�
そ

の
他

一
切

の
事

情
�

を
考

慮
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

こ
と

と
さ

れ
て

い
る

。
�
改

正
後

の
民

法
第

�
�
�
条

第
�
項

�

、
第

�
�
�
条

の
�
第

�
項

及
び

第
�
�
�
条

の
�
第

�
項

�
�

市
町

村
長

の
審

判
の

請
求

の
際

に
成

年
後

見
人

等
の

候
補

者
を

申
立

書
に

記
載

す
る

場
合

は
、

例
え

ば
、

認
知

症
高

齢
者

、
精

神
障

害
者

及
び

知
的

障
害

者
の

う
ち

、
社

会
福

祉
施

設

に
入

所
し

て
い

る
も

の
に

つ
い

て
は

、
当

該
施

設
の

施
設

長
や

当
該

施
設

を
経

営
す

る
法

人

を
成

年
後

見
人

等
と

す
る

こ
と

は
本

人
に

と
っ

て
利

益
相

反
に

当
た

る
可

能
性

が
あ

る
こ

と

に
留

意
す

る
こ

と
。

�

�
�
４

�
�
医

師
の

診
断

書
に

つ
い

て
�

補
助

開
始

の
審

判
の

際
に

必
要

と
な

る
医

師
の

診
断

書
に

つ
い

て
も

、
最

高
裁

判
所

事
務

総
局

家
庭

局
作

成
の

書
式

例
�
別

添
４

�
を

参
考

ま
で

に
添

付
す

る
。

�

�
５

�
�
成

年
後

見
制

度
利

用
支

援
事

業
の

積
極

的
な

活
用

に
つ

い
て

�

成
年

後
見

制
度

の
利

用
に

要
す

る
費

用
に

つ
い

て
補

助
を

受
け

な
け

れ
ば

成
年

後
見

制
度

の
利

用
が

困
難

で
あ

る
と

認
め

ら
れ

る
も

の
に

つ
い

て
、

知
的

障
害

者
及

び
精

神
障

害
者

に

つ
い

て
は

、
「

地
域

生
活

支
援

事
業

の
実

施
に

つ
い

て
」

（
平

成
�
�

年
８

月
１

日
障

発
第

�
�
�
�
�
�
�
号

厚
生

労
働

省
社

会
・
援

護
局

障
害

保
健

福
祉

部
長

通
知

）
に

お
い

て
、
高

齢
者

に

つ
い

て
は

、
「

地
域

支
援

事
業

の
実

施
に

つ
い

て
」
（

平
成

�
�
年

６
月

９
日

老
発

第
�
�
�
�
�
�
�

号
厚

生
労

働
省

老
健

局
長

通
知

）
に

お
い

て
、
そ

れ
ぞ

れ
成

年
後

見
制

度
利

用
支

援
事

業
（

以

下
「

利
用

支
援

事
業

」
と
い

う
。
）
と

し
て

成
年

後
見

制
度

の
申

立
て

に
要

す
る

経
費

及
び

後

見
人

等
の

報
酬

に
つ

い
て

補
助

の
対

象
と

し
て

い
る

と
こ

ろ
で

あ
る

。
�

各
自

治
体

に
お

い
て

は
、

補
助

を
受

け
な

け
れ

ば
成

年
後

見
制

度
の

利
用

が
困

難
で

あ
る

者
に

対
す

る
権

利
擁

護
の

観
点

か
ら

、
事

業
の

積
極

的
な

活
用

を
図

ら
れ

た
い

。
�

�

３
�

市
町

村
長

申
立

て
の

対
象

者
の

住
所

と
居

所
が

異
な

る
市

町
村

で
あ

る
場

合
に

お
け

る
申

立

基
準

の
原

則
�

�
１

�
�
申

立
て

を
行

う
市

町
村

に
つ

い
て

�

市
町

村
長

申
立

て
に

当
た

っ
て

は
、

対
象

者
の

権
利

擁
護

支
援

が
迅

速
に

行
わ

れ
る

こ
と

に
よ

り
、

本
人

の
利

益
が

尊
重

さ
れ

る
こ

と
が

重
要

で
あ

る
。

市
町

村
長

申
立

て
を

行
う

市

町
村

は
、

本
人

の
状

態
像

や
生

活
実

態
を

的
確

に
把

握
し

て
い

る
こ

と
が

重
要

で
あ

る
こ

と

や
、

施
設

所
在

地
へ

の
申

立
て

の
過

度
の

集
中

を
防

ぐ
観

点
も

考
慮

す
る

必
要

が
あ

る
。

こ

れ
ら

の
観

点
を

総
合

的
に

踏
ま

え
、
住

所
（

住
民

登
録

の
あ

る
場

所
を

い
う

。
以

下
同

じ
。
）

と
居

所
が

異
な

る
市

町
村

で
あ

る
場

合
に

お
け

る
市

町
村

長
申

立
て

は
原

則
と

し
て

、
�

� �
�
�
・

�
生

活
保

護
の

実
施

機
関

�
都

道
府

県
が

実
施

機
関

で
あ

る
場

合
を

除
く

。
以

下
同

じ
。

�
�

�
�
�
・

�
入

所
措

置
の

措
置

権
者

�

�
�
�
・

�
介

護
保

険
の

保
険

者
�

�
�
�
・

�
自

立
支

援
給

付
の

支
給

決
定

市
町

村
�

�

等
と

な
る

市
町

村
が

行
う

こ
と

。
�
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�

た
だ

し
、

施
設

入
所

が
長

期
化

し
、

施
設

所
在

地
市

町
村
が

本
人

の
状

況
を

よ
く

把
握

し

て
い

る
場

合
等

に
お

い
て

は
、

当
該

市
町

村
が

積
極

的
に

申
し

立
て

る
こ

と
を

妨
げ

る
も

の

で
は

な
い

。
�

ま
た

、
居

所
と

な
る

施
設

所
在

地
市

町
村

や
成

年
後

見
制

度
の

利
用

促
進

を
担

う
中

核
機

関
等

は
、

医
師
の

診
断

書
や

本
人

情
報

シ
ー

ト
の

作
成

に
係
る

調
整

、
後

見
人

等
の

受
任

調

整
等

に
関

し
て
、

迅
速

な
申

立
て

に
資

す
る

た
め

、
市

町
村
長

申
立

て
を

行
う

市
町

村
の

要

請
に

応
じ

て
協
力

す
る

こ
と

。
�

な
お

、
本

人
の

年
齢

や
状

態
に

よ
っ

て
は

、
市

町
村

内
に

お
い

て
関

係
部

局
が

複
数

に
な

る
こ

と
も

想
定
さ

れ
る

こ
と

か
ら

、
市

町
村

長
申

立
て

に
向

け
て

円
滑

な
情

報
共

有
を

図
る

た
め

、
庁

内
に
お

け
る

連
携

体
制

を
構

築
す

る
こ

と
。

�

�
２

�
�
利

用
支

援
事
業

に
お

け
る

市
町

村
間

の
取

扱
い

の
差

異
に

つ
い

て
�

全
国

ど
こ

に
住

ん
で

い
て

も
成

年
後

見
制

度
の

利
用

が
必

要
な

人
が

制
度

を
利

用
す

る
こ

と
が

で
き

る
よ
う

、
利

用
支

援
事

業
に

つ
い

て
市

町
村

間
の
取

扱
い

の
差

異
（

格
差

）
を

解

消
す

る
こ

と
が
重

要
で

あ
る

。
利

用
支

援
事

業
が

未
実

施
で
あ

る
こ

と
や

対
象

者
の

範
囲

が

異
な

る
こ

と
を
理

由
と

し
て

申
立

て
を

行
わ

な
い

な
ど

、
利
用

支
援

事
業

の
実

施
の

有
無

等

が
市

町
村

長
申
立

て
の

実
施

に
影

響
す

る
こ

と
が

な
い

よ
う
、

利
用

支
援

事
業

の
未

実
施

市

町
村

等
に

お
か
れ

て
は

、
国

の
成

年
後

見
制

度
利

用
促

進
施
策

に
係

る
取

組
状

況
調

査
の

結

果
も

踏
ま

え
つ
つ

、
積

極
的

な
取

組
を

お
願

い
し

た
い

。
�

� ４
�
市

町
村

長
申

立
て

に
お

け
る

親
族

調
査

の
基

本
的

な
考

え
方

に
つ

い
て

�

市
町

村
長

申
立

て
に

お
け

る
親

族
の

有
無

等
に

つ
い

て
の

調
査

（
以

下
｢
親

族
調

査
｣
と

い
う

。
）

は
、

老
人

福
祉

法
、
精

神
保

健
及

び
精

神
障

害
者

福
祉

に
関

す
る

法
律

及
び

知
的

障
害

者
福

祉
法

の
規

定
に

基
づ

き
、
親

族
等

の
法

定
後

見
の

開
始

の
審

判
等

の
請

求
を

行
う

こ
と

が
期

待
で

き
ず

、

市
町

村
長

が
｢
そ
の

福
祉

を
図

る
た

め
特

に
必

要
が

あ
る

と
認

め
る

と
き

｣
か

ど
う

か
を

確
認

す
る

た
め

に
行

う
も

の
で

あ
り

、
次

の
３

つ
に

分
け

ら
れ

る
。

�

� ア
�
戸

籍
調

査
�

�
�
親

族
の

有
無
を

確
認

す
る

目
的

で
行

う
調

査
�

イ
�
意

向
調

査
�

�
�
親

族
が

申
立
て

を
行

う
意

向
が

あ
る

か
を

確
認

す
る

目
的

で
行

う
調

査
�

ウ
�
利

用
意

見
調

査
�

成
年

後
見

制
度

を
利

用
開

始
す

る
こ

と
等

へ
の

意
見

を
確

認
す

る
目

的
で

行
う

調
査

�

� �
１

�
�
戸

籍
調

査
の

基
本

的
な

考
え

方
に

つ
い

て
�

市
町

村
長

申
立

て
に

当
た

っ
て

は
、

市
町

村
長

は
、

あ
ら

か
じ

め
２

親
等

以
内

の
親

族
の

有
無

を
確

認
す

る
こ

と
。
そ

の
結

果
、
２

親
等

以
内

の
親

族
が

い
な

い
場

合
で

あ
っ

て
も

、
３

親
等

又
は

４
親

等
の

親
族

で
あ

っ
て

審
判

請
求

を
す

る
者

の
存

在
が

明
ら

か
で
あ

る
と

き
は

、

市
町

村
長

申
立

て
は

行
わ

な
い

こ
と

が
適

当
で

あ
る

。
�

�
２

�
�
意

向
調

査
の

基
本

的
な

考
え

方
に

つ
い

て
�

意
向

調
査

に
つ

い
て

は
、

親
族

が
申

立
て

を
行

う
意

向
が

確
認

で
き

な
い

こ
と

を
理

由
と

し
て

申
立

事
務

を
中

断
す

る
こ

と
な

く
、
迅

速
な

市
町

村
長
申

立
て

の
実

施
に

努
め

る
こ

と
。
�

ま
た

、
虐

待
以

外
で

あ
っ

て
も

、
親

族
の

重
病

、
長

期
不

在
や

居
住

不
明

に
よ

り
親

族
か

ら

の
申

立
て

が
期

待
で

き
な

い
場

合
は

、
省

略
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

�

�
�
３

�
�
利

用
意

見
調

査
の

基
本

的
な

考
え

方
に

つ
い

て
�

�

利
用

意
見

調
査

に
つ

い
て

は
、
制

度
利

用
に

対
す

る
親

族
の

同
意

は
必

要
と

さ
れ

て
お

ら

ず
、
利

用
意

見
調

査
表

の
提

出
は

義
務

で
は

な
い

。
こ

れ
を

踏
ま

え
て

、
親

族
の

同
意

が
得

ら
れ

な
い

こ
と

を
理

由
と

し
て

申
立

事
務

を
中

断
す

る
こ

と
な

く
、
迅

速
な

市
町

村
長

申
立

て
の

実
施

に
努

め
る

こ
と

。
�

�
�
４

�
�
虐

待
等

の
緊

急
事

案
に

お
け

る
親

族
調

査
の

基
本

的
な

考
え

方
に

つ
い

て
�

虐
待

等
の

緊
急

事
案

に
お

け
る

親
族

調
査

に
つ

い
て

は
、
個

々
の

事
案

の
状

況
に

応
じ

て

適
切

か
つ

迅
速

な
申

立
て

が
求

め
ら

れ
る

と
こ

ろ
で

あ
り

、
次

の
と

お
り

取
り

扱
う

こ
と

。�

�

・
�
�

戸
籍

調
査

に
つ

い
て

は
、

本
人

に
対

す
る

権
利

擁
護

支
援

に
お

い
て

中
核

を
担

う
キ

ー

パ
ー

ソ
ン

の
把

握
と

い
う

観
点

か
ら

、
虐

待
事

案
等

に
お

い
て

も
原

則
と

し
て

実
施

す
る

こ
と

。
�

た
だ

し
、

事
案

の
緊

急
性

が
高

い
場

合
で

、
２

親
等

以
内

の
親

族
が

遠
隔

地
に

住
ん

で

い
る

等
の

理
由

に
よ

り
戸

籍
情

報
の

取
得

が
遅

れ
る

場
合

に
お

い
て

は
、

現
状

に
お

い
て

把
握

し
得

る
情

報
を

も
っ

て
速

や
か

に
審

判
の

申
立

て
を

行
っ

た
上

で
、

並
行

し
て

戸
籍

調
査

を
行

う
こ

と
も

あ
り

得
る

こ
と

。
�

・
�
�

意
向

調
査

に
つ

い
て

は
、

虐
待

等
の

緊
急

事
案

に
お

い
て

は
省

略
す

る
こ

と
が

で
き

る

こ
と

。
�

一
方

で
、
戸

籍
調

査
を

行
う

過
程

で
他

の
キ

ー
パ

ー
ソ

ン
が

明
ら

か
に

な
っ

た
場

合
や

、

成
年

後
見

の
申

立
後

の
支

援
等

を
考

慮
す

る
に

当
た

っ
て

調
査

を
実

施
し

た
方

が
良

い
と

判
断

し
た

場
合

等
に

お
い

て
は

、
各

市
町

村
の

判
断

に
よ

り
意

向
調

査
を

実
施

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
�

た
だ

し
、

虐
待

者
に

成
年

後
見

制
度

利
用

の
意

向
が

伝
わ

り
、

状
況

等
が

更
に

悪
化

す

る
こ

と
が

想
定

さ
れ

る
こ

と
か

ら
、

実
施

に
当

た
っ

て
は

十
分

留
意

す
る

こ
と

。
�

・
�
�

利
用

意
見

調
査

に
つ

い
て

は
、

キ
ー

パ
ー

ソ
ン

の
把

握
や

推
定

相
続

人
の

意
見

確
認

と

い
う

観
点

か
ら

任
意

で
調

査
を

行
う

場
合

、
意

向
調

査
と

同
様

、
親

族
へ

調
査

す
る

こ
と

で
虐

待
者

に
成

年
後

見
制

度
利

用
の

意
向

が
伝

わ
る

こ
と

で
、

状
況

等
が

更
に

悪
化

す
る

こ
と

も
想

定
さ

れ
る

こ
と

か
ら

、
慎

重
に

実
施

す
る

こ
と

。
�

�
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市町村における成年後見開始の申立事務の流れの例示（認知症高齢者・精神障害者・知的障害者）
※虐待等の緊急事案ではない場合

支援を必要とする認知症高齢者、精神障害者又は知的障害者

市町村（福祉事務所等）において支援内容を検討

成年後見制度の利用が適切である場合支援内容が措置等である場合

認知症高齢者：老人福祉法による措置
精神障害者：精神保健福祉法による措置
知的障害者：知的障害者福祉法による措置

戸籍調査（２親等以内の親族の有無の確認）

有り 無し

３親等又は４親等の親族であって審判請
求をする者の存在が明らかかどうか

明らか当該親族への意向調査・利用意見調査

明らかではない当該親族が支援する場合 当該親族が支援しない場合

当該親族による審判請求
家庭裁判所の後見・保佐・補助の開
始等の審判請求（申立書の作成）

家庭裁判所による審判手続き

※２ 日常生活自立支援事業の活用も
考えられる。

別添
１

※１ 並行して成年後見制度を利用することも考えられる。

※３ 親族からの申立て
が期待できない場
合は意向調査を省
略可能。

※４ 利用意見調査は義
務ではない。

支援を必要とする認知症高齢者、精神障害者又は知的障害者

市町村（福祉事務所等）において支援内容を検討

成年後見制度の利用が適切である場合支援内容が措置等である場合

認知症高齢者：老人福祉法による措置
精神障害者：精神保健福祉法による措置
知的障害者：知的障害者福祉法による措置

戸籍調査（２親等以内の親族の有無の
確認）

有り 無し

３親等又は４親等の親族であって審判
請求をする者の存在が明らかかどうか

明らか当該親族への意向調査・利用意見調査

明らかではない当該親族が支援する場合 当該親族が支援しない場合

当該親族による審判請求
家庭裁判所の後見・保佐・補助の開
始等の審判請求（申立書の作成）

家庭裁判所による審判手続き

※１ 並行して成年後見制度を利用することも考えられる。

市町村における成年後見開始の申立事務の流れの例示（認知症高齢者・精神障害者・知的障害者）
※虐待事案等で迅速な対応が必要な場合は青線を参照

別添
２

※２ 事案の緊急性が高い場合で、

戸籍情報の取得が遅れる場合は、
把握し得る情報をもって速やかに審
判の申立てを行った上で、並行して
戸籍調査を実施。

※３ 意向調査は省略可能。必要に応じて実施。
※４ 利用意見調査は義務ではない。
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【
令

和
３

年
４

月
版

】
 

１
 

申
立

後
は

，
家

庭
裁

判
所

の
許

可
を

得
な

け
れ

ば
申

立
て

を
取

り
下

げ
る

こ
と

は
で

き
ま

せ
ん

。
 

※
 

太
わ

く
の

中
だ

け
記

載
し

て
く

だ
さ

い
。

 
※

 
該

当
す

る
部

分
の

□
に

レ
点

（
チ

ェ
ッ

ク
）

を
付

し
て

く
だ

さ
い

。
 

受
付

印
 

 （
 □

後
見

 □
保

佐
 □

補
助

 ）
開

始
等

申
立

書
 

※
 該

当
す

る
い
ず

れ
か
の

部
分
の

□
に

レ
点

（
チ

ェ
ッ
ク

）
を
付

し
て
く

だ
さ

い
。

 
  

※
 収

入
印

紙
（

申
立

費
用

）
を

こ
こ

に
貼

っ
て

く
だ

さ
い

。
 

後
見

又
は
保

佐
開
始

の
と
き

は
，
８

０
０

円
分

 
 

 
保

佐
又

は
補
助

開
始
＋

代
理
権

付
与

又
は

同
意

権
付
与

の
と
き

は
，
１

，
６

０
０

円
分

 
保

佐
又

は
補

助
開
始

＋
代
理

権
付
与

＋
同

意
権

付
与

の
と
き

は
，
２

，
４
０

０
円

分
 

【
注

意
】

貼
っ

た
収

入
印

紙
に

押
印

・
消

印
は

し
な

い
で

く
だ

さ
い

。
 

収
入

印
紙

（
登

記
費

用
）

２
，

６
０

０
円

分
は

こ
こ

に
貼

ら
な

い
で

く
だ

さ
い
。

 
 

収
入

印
紙

（
申

立
費

用
）
 
 

  
 

 円

 
 

準
口

頭
 

 
 関

連
事
件
番
号
 
 
 
 
 
 
年
（
家
 
 
）
第
 
 
 
 
 
 
 
 
号

 
収

入
印

紙
（

登
記

費
用

）
 

 
 

 
 
円

 
予

納
郵

便
切

手
 
 

 
 
 

 
  
円

 
家

庭
裁

判
所

 
 

 

支
部

・
出

張
所

 
御

中
 

 

令
和

 
  

  
年

 
 
 

月
 

  
日
 

申
立

人
又

は
同

手
続
 

代
理

人
の

記
名

押
印

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
印

 

 

申   立   人 

住
所

 

〒
  

 
 
－
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
電
話
 
 
 
（
 
 
 
 
）
 
 
 
 
携
帯
電
話
 
 
 
 
（
 
 
 
 
）

 

ふ
り

が
な

 
 

氏
名

 

 
 

 
 

□
 大

正
 

□
 昭

和
 
 
 
年
 
  

 月
  

  
日

 生
 

□
 平

成
 
 
 
 
 
 （

 
 
 
 
歳
）

 
 

本
人

と
の

 

関
係

 

□
 本

人
 
 
□
 配

偶
者
 
 
□
 親

 
 
□
 子

 
 
□
 孫

 
 
□
 兄

弟
姉
妹
 
 
□
 甥

姪
 

□
 そ

の
他
の
親
族
（
関
係
：
 
 
 
 
 
 
 
）
 
 □

 市
区
町
村
長
 
 
 

□
 そ

の
他
（
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
）
 

手
 

続
 

代
 

理
 

人
 

 
住

所
 

 
（

事
務

所
等

）
 

〒
  

 
 
－
 
 
 
 
 

※
法
令
に
よ
り
裁
判
上
の
行
為
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
代
理
人
又
は
弁
護
士
を

記
載
し
て
く
だ
さ
い
。
 

  

電
話
 
 
 
（
 
 
 
 
）
 
 
 
 
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
 
 
 
（
 
 
 
 
）
 

 
氏

名
 
 

本       人 

 
本

籍
 

 （
国

籍
）

 

 

  
都
 
道

 
 
 
 

  
 
 
 
府
 
県
 

 

住
民

票
上

 
 

の
住

所
 

□
 申

立
人
と
同
じ
 

〒
  

 
 
－
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 電
話
 
 
 
（
 
 
 
 
）

 

実
際

に
 

住
ん

で
い

る
 

場
所

 

□
 住

民
票
上
の
住
所
と
同
じ
 

〒
 
 
 
 －

  
  
  
  

※
 病

院
や
施
設
の
場
合
は
，
所
在
地
，
名
称
，
連
絡
先
を
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。
 

 
 

  
病
院
・
施
設
名
（
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
）
電
話
 
 
 
（
 
 
 
 
）
 

ふ
り

が
な

 
 

氏
  

名
 

 

 
□
 大

正
 
  
  
 

□
 昭

和
 
 
 
年
 
  

 月
  

  
日

 生
 

□
 平

成
 
 
 
 
 
 （

 
 
 
 
歳
）
 

  

 

 

 

 

別
添
３

2 
 

申
 

立
 

て
 

の
 

趣
 

旨
 

※
 
該

当
す

る
部

分
の

□
に

レ
点

（
チ

ェ
ッ

ク
）

を
付

し
て

く
だ

さ
い

。
 

 
 □

 
 本

人
に

つ
い

て
後

見
を
開

始
す

る
と

の
審

判
を
求

め
る
。
 

  □
 

 本
人
に

つ
い

て
保

佐
を
開

始
す

る
と

の
審

判
を
求

め
る
。

 
※

 
以
下

は
，
必
要

と
す

る
場

合
に
限

り
，
該
当

す
る

部
分

の
□
に

レ
点
（
チ

ェ
ッ

ク
）
を

付
し

て
く

だ
さ

い
。
な

お
，
保

佐
開

始
申

立
て

の
場

合
，
民

法
１

３
条

１
項

に
規

定
さ

れ
て

い
る

行
為

に
つ

い
て

は
，
同

意
権

付
与

の
申

立
て

の
必

要
は

あ
り

ま
せ

ん
。

 
 

□
 

本
人

の
た

め
に

別
紙

代
理

行
為
目

録
記

載
の

行
為

に
つ

い
て
保

佐
人

に
代

理
権
を

付
与

す
る

と
の

 
審

判
を
求

め
る

。
 

 □
 

本
人

が
民

法
１

３
条

１
項

に
規
定

さ
れ

て
い

る
行

為
の

ほ
か
に
，
下

記
の

行
為
（
日

用
品
の

購
入
そ
の

 
他

日
常
生

活
に

関
す

る
行

為
を

除
く
。
）
を

す
る

に
も
，
保

佐
人

の
同

意
を

得
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
 

と
の

審
判

を
求

め
る

。
 

記
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 □
 
 
本
人

に
つ

い
て
補

助
を
開

始
す

る
と

の
審

判
を
求

め
る
。

 
※

 
以
下

は
，

少
な

く
と

も
１

つ
は
，

該
当

す
る

部
分

の
□

に
レ
点

（
チ

ェ
ッ

ク
）

を
付

し
て
く
だ
さ
い
。

 
 

□
 

本
人

の
た

め
に

別
紙

代
理

行
為
目

録
記

載
の

行
為

に
つ

い
て
補

助
人

に
代

理
権
を

付
与

す
る

と
の

 
審

判
を
求

め
る

。
 

 
 

 
 

□
 

本
人

が
別

紙
同

意
行

為
目
録

記
載

の
行

為
（

日
用

品
の
購

入
そ

の
他

日
常

生
活

に
関
す

る
行

為
を

除
 

く
。

）
を

す
る

に
は

，
補

助
人

の
同

意
を

得
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
と

の
審
判

を
求

め
る

。
 

申
 

立
 
て
 
の
 

理
 
由
 

 
本
人
は
，
（

※
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
）

に
よ
り
 

判
断
能
力
が
欠
け
て
い
る
の
が
通
常
の
状
態
又
は
判
断
能
力
が
（
著
し
く
）
不
十
分
で
あ
る
。
 

※
 

診
断
書
に
記
載
さ
れ
た
診
断
名
（
本
人
の
判
断
能
力
に
影
響
を
与
え
る
も
の
）
を
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。
 

申
 

立
 
て
 
の
 

動
 
機
 

※
 
該

当
す

る
部

分
の

□
に

レ
点

（
チ

ェ
ッ

ク
）

を
付

し
て

く
だ

さ
い

。
 

 
本
人
は
，
 

□
 預

貯
金
等
の
管
理
・
解
約
 
□
 保

険
金
受
取
 
□
 不

動
産
の
管
理
・
処
分
 
□
 相

続
手
続
 

□
 訴

訟
手
続
等
 
□
 介

護
保
険
契
約
 
□
 身

上
保
護
（
福
祉
施
設
入
所
契
約
等
）
 

□
 そ

の
他
（
 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
）
 

の
必
要
が
あ
る
。

 
 

※
 

上
記

申
立

て
の

理
由

及
び

動
機

に
つ

い
て

具
体

的
な
事

情
を

記
載

し
て

く
だ

さ
い
。

書
き

き
れ

な
い

場
合
 

は
別

紙
★
を
利

用
し

て
く

だ
さ

い
。

★
Ａ
４
サ
イ
ズ
の
用
紙
を
ご
自
分
で
準
備
し
て
く
だ
さ
い
。
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3 
    

 

成
 

年
 

後
 

見
 

人
 

等
 

候
 

補
 

者
 

□
 家
庭
裁
判
所
に
一
任
 
※
 
以
下
こ
の
欄
の
記
載
は
不
要
 

□
 申
立
人
 
※
 
申
立
人
が
候
補
者
の
場
合
は
，
以
下
こ
の
欄
の
記
載
は
不
要
 

□
 申
立
人
以
外
の
〔
 □

 以
下
に
記
載
の
者
 
□
 別
紙
★
に
記
載
の
者
 〕

★
Ａ
４
サ
イ
ズ
の
用
紙
を
ご
自
分
で
準
備
し
て
く
だ
さ
い
。
 

  
住

所
 

〒
  

 
 
－
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
電
話
 
 
 
（
 
 
 
 
）
 
 
 
 
携
帯
電
話
 
 
 
 
（
 
 
 
 
）
 

ふ
り
が
な

 

 

氏
名

 

 
 

 □
 昭
和
 

年
 
 
月
 
 
日

 生
 

□
 平
成
  

 
 
 
 （

 
 
 
 
歳
）

 
 

 

 
本
人
と
の

 

関
係

 

 
□
 
親
 
族
：
□
 配
偶
者
 
 
□
 親

 
 
□
 子

 
 
□
 孫

 
 
□
 兄
弟
姉
妹
 
 

□
 甥
姪
 
 
 
□
 そ
の
他
（
関
係
：
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
）
 

□
 
親
族
外
：
（
関
係
：
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
）

手
続
費
用
の
上
申

 

□
 
手
続
費
用
に
つ
い
て
は
，
本
人
の
負
担
と
す
る
こ
と
を
希
望
す
る
。

 

※
 
申
立
手
数
料
，
送
達
・
送
付
費
用
，
後
見
登
記
手
数
料
，
鑑
定
費
用
の
全
部
又
は
一
部
に
つ
い
て
，
本
人
の
負
担
と
す

る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
 

添
付
書
類

 

※
 
同
じ
書
類
は
本
人
１
人
に
つ
き
１
通
で
足
り
ま
す
。
審
理
の
た
め
に
必
要
な
場
合
は
，
追
加
書
類

の
提
出
を
お
願
い
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

 
※

 
個
人
番
号
（
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
）
が
記
載
さ
れ
て
い
る
書
類
は
提
出
し
な
い
よ
う
に
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

 

□
 
本
人
の
戸
籍
謄
本
（
全
部
事
項
証
明
書
）

 

□
 
本
人
の
住
民
票
又
は
戸
籍
附
票

 

□
 
成
年
後
見
人
等
候
補
者
の
住
民
票
又
は
戸
籍
附
票

 

（
成
年
後
見
人
等
候
補
者
が
法
人
の
場
合
に
は
，
当
該
法
人
の
商
業
登
記
簿
謄
本
（
登
記
事
項
 

証
明
書
））

 

□
 
本
人
の
診
断
書

 

 
 
□

 
本
人
情
報
シ
ー
ト
写
し

 

 
 
□

 
本
人
の
健
康
状
態
に
関
す
る
資
料

 

□
 
本
人
の
成
年
被
後
見
人
等
の
登
記
が
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
の
証
明
書

 

□
 
本
人
の
財
産
に
関
す
る
資
料

 

□
 
本
人
が
相
続
人
と
な
っ
て
い
る
遺
産
分
割
未
了
の
相
続
財
産
に
関
す
る
資
料

 

□
 
本
人
の
収
支
に
関
す
る
資
料

 

□
（
保
佐
又
は
補
助
開
始
の
申
立
て
に
お
い
て
同
意
権
付
与
又
は
代
理
権
付
与
を
求
め
る
場
合
）
 

同
意
権
，
代
理
権
を
要
す
る
行
為
に
関
す
る
資
料
（
契
約
書
写
し
な
ど
）

 

 
 
□

 
成
年
後
見
人
等
候
補
者
が
本
人
と
の
間
で
金
銭
の
貸
借
等
を
行
っ
て
い
る
場
合
に
は
，
そ
の

関
係
書
類
（
後
見
人
等
候
補
者
事
情
説
明
書
４
項
に
関
す
る
資
料
）

 
 

�
（

家
庭

裁
判

所
提

出
用

）
�

1/
2 

�
�
診
�
断
�
書

（
成
年
後
見
制
度
用
）
�

 １
�
氏
名
��
��
��
��

�
�
�
�
��
��
��
��
��

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
男
・
女
�

�
�
�
�
�
�
�
�
年
�
�
�
月
�
�
�
日
生
（
�
�
�
�
歳
）

 

�
�
住
所

 

２
�
医
学
的
診
断

 

�
�
診
断
名
（
※
判
断
能
力
に
影
響
す
る
も
の
を
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。
）

 
   �
�
所
見
（
現
病
歴
，
現
症
，
重
症
度
，
現
在
の
精
神
状
態
と
関
連
す
る
既
往
症
・
合
併
症
な
ど
）

 
   

各
種
検
査

 
長
谷
川
式
認
知
症
ス
ケ
ー
ル
�
□
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
点
（
�
�
�
�
�
年
�
�
月
�
�
日
実
施
）
�
□
�
実
施
不
可
�

Ｍ
Ｍ
Ｓ
Ｅ
�
�
�
�
�
�
�
�
□
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
点
（
�
�
�
�
�
年
�
�
月
�
�
日
実
施
）
�
□
�
実
施
不
可
�

脳
画
像
検
査
�
�
□
�
検
査
名
：
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
（
�
�
�
�
�
年
�
�
月
�
�
日
実
施
）
�
□
�
未
実
施

 
脳
の
萎
縮
ま
た
は
損
傷
等
の
有
無

 
□
�
あ
り
�
�

�
�
�
�
所
見
（
部
位
・
程
度
等
）
：
�

 
□
�
な
し
�

 
知
能
検
査
�
�
�
□
�
検
査
名
：
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
（
�
�
�
�
�
年
�
�
月
�
�
日
実
施
）
�

 
�
�
�
�
�
�
�
�
�
検
査
結
果
：

 
 そ
の
他
�
�
�
�
□
�
検
査
名
：
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
（
�
�
�
�
�
年
�
�
月
�
�
日
実
施
）
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
検
査
結
果
：

 
 

短
期
間
内
に
回
復
す
る
可
能
性

 
�
�
□
�
回
復
す
る
可
能
性
は
高
い
�
�
�
□
�
回
復
す
る
可
能
性
は
低
い
�
�
�
□
�
分
か
ら
な
い

 
（
特
記
事
項
）
�

�
�
�

�
�

３
�
判
断
能
力
に
つ
い
て
の
意
見

 

�
□
�
契
約
等
の
意
味
・
内
容
を
自
ら
理
解
し
，
判
断
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
�

 

�
□
�
支
援
を
受
け
な
け
れ
ば
，
契
約
等
の
意
味
・
内
容
を
自
ら
理
解
し
，
判
断
す
る
こ
と
が
難
し
い
場
合
が
あ
る
。

 

�
□
�
支
援
を
受
け
な
け
れ
ば
，
契
約
等
の
意
味
・
内
容
を
自
ら
理
解
し
，
判
断
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

 

�
□
�
支
援
を
受
け
て
も
，
契
約
等
の
意
味
・
内
容
を
自
ら
理
解
し
，
判
断
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

 

（
意
見
）
※
�
慎
重
な
検
討
を
要
す
る
事
情
等
が
あ
れ
ば
，
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。
�

裏
面
に
続
く
�

（
表
�
面
）
�

別
添
４
�
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�

（
家

庭
裁

判
所

提
出

用
）

�
�
�

�
�
�

�
�
�

�
�
�

�
�
�

�
�
�

�
�
�

�
�
�

�
�
�

�
�
�

�
�
�

�
�
 

2/
2 

（
令
和
３
年
１
０
月
版
）
�

判
定
の
根
拠

 
(1

)
見
当
識
の
障
害
の
有
無

 
□
�
障
害
な
し
�
□
�
と
き
ど
き
障
害
が
み
ら
れ
る
�
□
�
頻
繁
に
障
害
が
み
ら
れ
る
�
□
�
い
つ
も
障
害
が
み
ら
れ
る
�

�
 

�
 

(2
)
他
人
と
の
意
思
疎
通
の
障
害
の
有
無

 
□
�
問
題
な
く
で
き
る
�
□
�
だ
い
た
い
で
き
る
�
□
�
あ
ま
り
で
き
な
い
�
□
�
で
き
な
い

 
�

 
�

 
(3

)
理
解
力
・
判
断
力
の
障
害
の
有
無

 
・
一
人
で
の
買
い
物
が
�

□
�
問
題
な
く
で
き
る
�
□
�
だ
い
た
い
で
き
る
�
□
�
あ
ま
り
で
き
な
い
�
□
�
で
き
な
い
�

 
�
�
�
・
一
人
で
の
貯
金
の
出
し
入
れ
や
家
賃
・
公
共
料
金
の
支
払
が
�

�
�
�
�
□
�
問
題
な
く
で
き
る
�
□
�
だ
い
た
い
で
き
る
�
□
�
あ
ま
り
で
き
な
い
�
□
�
で
き
な
い
�

�
 

�
 

(4
)
記
憶
力
の
障
害
の
有
無

 
・
最
近
の
記
憶
（
財
布
や
鍵
の
置
き
場
所
や
，
数
分
前
の
会
話
の
内
容
な
ど
）
に
つ
い
て
�

□
�
障
害
な
し
�
□
�
と
き
ど
き
障
害
が
み
ら
れ
る
�
□
�
頻
繁
に
障
害
が
み
ら
れ
る
�
□
�
い
つ
も
障
害
が
み
ら
れ
る

 
�
�
�
・
過
去
の
記
憶
（
親
族
の
名
前
や
，
自
分
の
生
年
月
日
な
ど
）
に
つ
い
て
�

�
�
�
�
□
�
障
害
な
し
�
□
�
と
き
ど
き
障
害
が
み
ら
れ
る
�
□
�
頻
繁
に
障
害
が
み
ら
れ
る
�
□
�
い
つ
も
障
害
が
み
ら
れ
る
�

�
 

�
 

(5
)
そ
の
他
（
※
上
記
以
外
に
も
判
断
能
力
に
関
し
て
判
定
の
根
拠
と
な
る
事
項
等
が
あ
れ
ば
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。
）

 
�
�
�
�

 
�
�
�
�

 
�
�
�
�

 
参
考
と
な
る
事
項
（
本
人
の
心
身
の
状
態
，
日
常
的
・
社
会
的
な
生
活
状
況
等
）

 
�

 
�

 ※
�
「
本
人
情
報
シ
ー
ト
」
の
提
供
を
�
□
�
受
け
た
�
�
□
�
受
け
な
か
っ
た

 
�
（
受
け
た
場
合
に
は
，
そ
の
考
慮
の
有
無
，
考
慮
し
た
事
項
等
に
つ
い
て
も
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。
）

 
   以

上
の
と
お
り
診
断
し
ま
す
。
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
年
�
�
�
月
�
�
�
日

 

�
病
院
又
は
診
療
所
の
名
称
・
所
在
地

 

担
当
診
療
科
名

 

�
担
当
医
師
氏
名
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��

�
�
印
�

【
医
師
の
方
へ
】
�

�

※
�

診
断
書
の
記
載
例
等
に
つ
い
て
は
，
後
見
ポ
ー
タ
ル
サ
イ
ト
（
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
）
か

ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

 
※
�
参
考
と
な
る
事
項
欄
に
あ
る
「
本
人
情
報
シ
ー
ト
」
と
は
，
本
人
の
判
断
能
力
等
に
関
す
る
診
断
を
行
う
際
の
補
助
資
料
と
し

て
，
本
人
の
福
祉
関
係
者
が
作
成
す
る
シ
ー
ト
で
す
。
提
供
が
あ
っ
た
場
合
は
，
診
断
へ
の
活
用
を
御
検
討
く
だ
さ
い
。

 
※
�
家
庭
裁
判
所
は
，
診
断
書
を
含
む
申
立
人
か
ら
の
提
出
書
類
等
に
基
づ
き
，
本
人
の
判
断
能
力
に
つ
い
て
判
断
し
ま
す
（
事
案

に
よ
っ
て
医
師
に
よ
る
鑑
定
を
実
施
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。）
。

 

（
裏
�
面
）
�

事
務

連
絡

�

令
和

３
年

�
�
月

�
�
日

� �

�

各
�

�
�

�
�

民
生

主
管

部
�
局

�
長

宛
�

�

�

厚
生

労
働

省
社

会
・

援
護

局
障

害
保

健
福

祉
部

障
害

福
祉

課
長

�

厚
生

労
働

省
社

会
・

援
護

局
障

害
保

健
福

祉
部

精
神

・
障

害
保

健
課

長
�

厚
生

労
働

省
老

健
局

認
知

症
施

策
・

地
域

介
護

推
進

課
長

� � �

｢
市

町
村

長
に

よ
る

成
年

後
見

制
度

に
基

づ
く

後
見

開
始

の
審

判
等

の
請

求
に

�

係
る

基
準

等
の

基
本

的
考

え
方

及
び

手
続

の
例

示
に

つ
い

て
｣
の

Ｑ
＆

Ａ
に

�

つ
い

て
�

� �
老
人

福
祉

法
（

昭
和

�
�
年

法
律

第
�
�
�
号

）
第

�
�
条

、
精

神
保

健
及

び
精

神
障

害
者

福

祉
に
関

す
る

法
律

（
昭

和
�
�
年

法
律

第
�
�
�
号

）
第

�
�
条

の
�
�
の

２
及

び
知

的
障

害
者

福
祉
法

（
昭

和
�
�
年

法
律

第
�
�
号

）
第

�
�
条

に
基

づ
く

市
町

村
長

に
よ

る
後

見
等

の
開

始
の
審

判
請

求
（

以
下

「
市

町
村

長
申

立
て

」
と

い
う

。
）

に
関

し
て

は
、

｢
市

町
村

長
に

よ

る
成
年

後
見

制
度

に
基

づ
く

後
見

開
始

の
審

判
等

の
請

求
に

係
る

基
準

等
の

基
本

的
考

え
方

及
び
手

続
の

例
示

に
つ

い
て

｣
（

令
和

３
年

�
�
月

�
�
日

付
け

障
障

発
�
�
�
�
第

１
号

、
障

精

発
�
�
�
�
第

１
号

、
老

認
発

�
�
�
�
第

２
号

厚
生

労
働

省
社

会
・

援
護

局
障

害
保

健
福

祉
部

障

害
福
祉

課
長

、
社

会
・

援
護

局
障

害
保

健
福

祉
部

精
神

保
健

福
祉

課
長

、
老

健
局

認
知

症
施

策
・
地

域
介

護
推

進
課

長
連

名
通

知
）

に
お

い
て

、
市

町
村

長
申

立
基

準
及

び
虐

待
事

案
等

に
お
け

る
親

族
調

査
の

基
本

的
な

考
え

方
を

示
す

と
と

も
に

、
市

町
村

長
申

立
の

手
続

の
例

示
を
見

直
し

た
と

こ
ろ

で
す

が
、

今
般

、
個

別
事

案
等

の
考

え
方

に
つ

い
て

、
別

紙
の

通
り

Ｑ
＆
Ａ

を
作

成
し

た
の

で
、

ご
参

考
ま

で
に

送
付

い
た

し
ま

す
。

�

� � � � � �

都
道

府
県

�

市
�
町

�
村

�

- 88 -- 76 -



別
�

紙
�

�

� �
そ

れ
ぞ

れ
下

表
右

欄
の

市
町

村
が

原
則

と
し

て
市

町
村

長
申

立
て

を
行

う
こ

と
と

す
る

。
�

ア
�

生
活

保
護

を
受

給
し

な
が

ら
介

護
保

険
サ

ー
ビ

ス
、
障

害
福

祉
サ

ー
ビ

ス
を

利
用

し
て

い
る

場
合

又
は

医
療

機
関

に
入

院
し

て
い

る
場

合
（

※
１

）
�

生
活

保
護

の
実

施
機

関
�

（
都

道
府

県
が

実
施

機
関

で
あ

る
場

合
を

除
く

。
）

�

イ
�

措
置

を
受

け
て

介
護

保
険

サ
ー

ビ
ス

又
は

障
害

福
祉

サ
ー

ビ
ス

を
利

用
し

て
い

る
場

合
�

措
置

の
実

施
機

関
�

（
措

置
か

ら
契

約
に

切
り

替
わ

っ
た

場
合

を
除

く
。
）

�

ウ
�

住
所

地
特

例
（

居
住

地
特

例
）
対

象
施

設
に

入
所

し
、
介

護
保

険
サ

ー
ビ

ス
と

障
害

福
祉

サ
ー

ビ
ス

を
双

方
利

用
し

て
い

る
場

合
�

対
象

者
の

生
活

の
維

持
に

と
っ

て
よ

り
中

心
的

で
あ

る
サ

ー
ビ

ス
を

所
管

す
る

市
町

村
（

保
険

者
又

は
支

給
決

定

市
町

村
）

�

エ
�

生
活

保
護

を
受

給
せ

ず
、
介

護
保

険
サ

ー
ビ

ス
、
障

害
福

祉
サ

ー
ビ

ス
の

利
用

も
な

い
場

合
�
�

本
人

の
居

住
地

の
あ

る
市

町
村

（
※

２
）

�

た
だ

し
、

長
期

入
院

患
者

の
場

合
は

、

本
人

が
退

院
後

入
院

前
の

居
住

地
に

居
住

す
る

こ
と

が
予

定
さ

れ
て

い
る

と
き

は
、
入

院
前

の
居

住
地

の
市

町
村

が
申

し
立

て
を

行
う

こ
と

。
�

（
※

１
）

�
例

示
と

し
て

以
下

の
よ

う
な

場
合

が
考

え
ら

れ
る

。
�

・
�
住

民
基
本

台
帳

上
、

住
所

は
存

在
す

る
が

既
に

家
財
等

を
処

分
し

居
所

で
は

な

く
な

っ
て
お

り
、

現
在

地
（

医
療

機
関

）
に

は
住

所
を
変

更
で

き
な

い
場

合
。

�

・
�
入

院
中
の

た
め

介
護

保
険

サ
ー

ビ
ス

等
は

不
要

で
あ
る

場
合

。
�

（
※

２
）

�
住

民
票

を
移

さ
ず

に
別

の
市

町
村

に
居

住
実

態
が

あ
る

こ
と

も
想

定
さ

れ
る

た

め
、

形
式
的

に
住

所
地

で
判

断
は

し
な

い
。

�

�

た
だ

し
、
都
道

府
県

が
す

で
に

所
管

域
内

の
調

整
を

円
滑

に
す

る
独

自
の

ル
ー

ル
を

定

め
て

い
る

場
合

や
、
自

治
体

間
で

合
意

が
あ

る
場

合
は

こ
の
限

り
で

は
な

い
。
ま

た
、
都

道
府

県
と

政
令

市
の

協
議

に
よ

り
、
都

道
府

県
の

判
断

機
能

を
政

令
市

に
依

頼
す

る
こ

と

も
差

し
支

え
な

い
。

�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�

� �

Ｑ
１

�
本

人
が
複

数
の

サ
ー

ビ
ス

を
利

用
し

、
保

険
者

市
町

村
と

支
給

決
定

市
町

村
が

異

な
る

場
合

や
、

長
期

入
院

患
者

の
場

合
等

に
お

け
る

市
町

村
長

申
立

て
に

つ
い

て

は
、
い

ず
れ

の
市

町
村

が
市

町
村

長
申

立
て

を
行

う
べ

き
か

？
�

�

�

以
下

の
考

慮
事

項
を

総
合

的
に

勘
案

し
て

、
原

則
と

し
て

関
係

市
町

村
が

協
議

の
上

で

決
定

す
る

こ
と

。
�

�

（
考

慮
事

項
）

�

ア
�
本

人
の

状
態

像
や

生
活

実
態

を
把

握
し

て
い

る
こ

と
も

重
要

で
あ

る
こ

と
。

�

イ
�
本

人
へ

の
関

わ
り

は
成

年
後

見
の

申
立

て
で

終
了

で
は

な
く

、
本

人
の

権
利

擁
護

支
援

に
取

り
組

む
チ

ー
ム

に
後

見
人

等
が

参
加

し
、
ど

の
よ

う
な

支
援

を
行

っ
て

い

く
か

を
継

続
し

て
検

討
し

て
い

く
必

要
が

あ
る

こ
と

。
（

市
町

村
と

し
て

は
受

任
調

整
や

成
年

後
見

制
度

利
用

支
援

事
業

に
よ

る
関

わ
り

が
あ

る
こ

と
。
）

�

ウ
�

審
判

の
請

求
は

本
人

住
所

地
を

管
轄

す
る

裁
判

所
に

て
行

う
必

要
が

あ
る

こ
と

。�

� な
お

、
１

ヶ
月

間
を

目
処

と
し

て
市

町
村

間
で

の
協

議
が

整
わ

な
い

場
合

は
、
本

人
の

権
利

擁
護

に
支

障
を

来
す

こ
と

が
な

い
よ

う
に

、
市

町
村

か
ら

都
道

府
県

に
協

議
を

行
い

、

都
道

府
県

に
お

い
て

判
断

す
る

こ
と

。
�

都
道

府
県

を
ま

た
ぐ

場
合

に
お

い
て

は
、
本

人
の

権
利

擁
護

支
援

が
可

能
な

限
り

迅
速

に
行

わ
れ

る
よ

う
、

都
道

府
県

間
で

協
議

の
上

、
判

断
す

る
こ

と
。

�

�

�

�
�

都
道

府
県

間
で

協
議

が
難

航
し

た
場

合
は

、
そ

れ
ぞ

れ
の

同
意

の
下

、
具

体
的

な
論

点

を
明

ら
か

に
し

て
、

下
記

の
照

会
先

ま
で

メ
ー

ル
に

て
送

信
す

る
こ

と
。

�

（
知

的
障

害
者

に
関

す
る

相
談

の
場

合
）

�

厚
生

労
働

省
社

会
・

援
護

局
障

害
保

健
福

祉
部

障
害

福
祉

課
地

域
生

活
支

援
推

進
室

�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

（
精

神
障

害
者

に
関

す
る

相
談

の
場

合
）

�

厚
生

労
働

省
社

会
・

援
護

局
障

害
保

健
福

祉
部

精
神

・
障

害
保

健
課

�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

（
高

齢
者

に
関

す
る

相
談

の
場

合
）

�

厚
生

労
働

省
老

健
局

認
知

症
施

策
・

地
域

介
護

推
進

課
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

Ｑ
２
�
Ｑ

１
の

原
則

に
依

り
が

た
い

特
別

な
事

情
が

あ
る

場
合

に
お

い
て

は
、

い
ず

れ
の

市
町

村
が

市
町

村
長

申
立

て
を

行
う

べ
き

か
？

�

Ｑ
３
�
都

道
府

県
間

の
協

議
が

難
航

し
た

場
合

は
ど

の
よ

う
に

取
り

扱
う

べ
き

か
。

�

� �
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�

事 務 連 絡�

令和４年１０月１７日�

�

�

�

各� ������� 成年後見制度利用支援事業担当課� 御中�

�

�

厚生労働省�社会・援護局障害保健福祉部�障害福祉課地域生活支援推進室�

老健局認知症施策・地域介護推進課�

�

�

成年後見制度利用支援事業の適切な実施について�

�

�

日頃から成年後見制度の利用促進にご尽力いただきありがとうございます。�

低所得の高齢者、知的障害者及び精神障害者に対して、成年後見制度の申立費用や後見人

等に対する報酬助成を行う成年後見制度利用支援事業については、「第二期成年後見制度利

用促進基本計画」（令和４年３月 �� 日閣議決定。以下「第二期計画」という。）において、�

・� 市町村により実施状況が異なり、後見人等が報酬を受け取ることができない事案が相当

数あるとの指摘がされている。�

・� 全国どの地域においても成年後見制度を必要とする人が制度を利用できるよう、市町村

には、同事業の対象として、広く低所得者を含めることや、市町村長申立て以外の本人や

親族による申立ての場合の申立費用及び報酬並びに後見監督人等が選任される場合の報

酬も含めることなど、同事業の実施内容を早期に検討することが期待される。�

とされたところであり、また、同計画のＫＰＩにおいて令和６年度末までに市町村による適

切な実施のための必要な見直し等の検討とされたところです。「市町村による適切な実施」

とは、少なくとも、同事業の対象として、①市町村長申立以外の本人申立や親族申立の申立

費用及び報酬、②生活保護以外の低所得者の申立費用及び報酬、③後見等監督人が選任され

る場合の報酬を含みます。【別添Ｐ１～２】�

令和３年度「成年後見制度利用促進施策に係る取組状況調査」の結果においては、助成制

度を設けている市町村は増加傾向にあり、また、市町村長申立以外に本人申立や親族申立の

場合や、生活保護以外の低所得者を対象とする市町村が拡大傾向にあることが認められた一

方、未だ成年後見制度利用支援事業を実施していない市町村が存在するとともに、対象を限

定している市町村があることが認められたところです。【別添Ｐ３～４】�

�

市町村におかれては、第二期計画を踏まえ、全国どの地域においても成年後見制度を必要

とする人が制度を利用できるよう、成年後見制度利用支援事業の適切な実施についてご検討

いただくとともに、これらの実施に必要な予算の確保に努めていただきますようよろしくお

願いします。あわせて、本事業の実施内容等について各自治体ホームページ等における周知

や窓口における相談等の適切な支援についてお願いします。�

� 都道府県におかれては、管内市町村における成年後見制度利用支援事業の取組状況の把

握・分析に努め、必要に応じて、その結果を公表し、具体的な対応を助言するなど適切な実

施に向けた広域的な見地からの支援をお願いします。�

� なお、令和４年度厚生労働省老人保健健康増進等事業において、成年後見制度利用支援事

業の推進に関する調査研究事業を実施しており、今後、適切な実施に向けた留意事項を整理

の上、お示しする予定であることを申し添えます。【別添Ｐ５～６】�

都道府県�

市�町�村�
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第二期成年後見制度利用促進基本計画（抜粋）

（���）
Ⅱ 成年後見制度の利用促進に向けて総合的かつ計画的に講ずべき施策
２ 尊厳のある本人らしい生活を継続するための成年後見制度の運用改善等
（２） 適切な後見人等の選任・交代の推進等

③ 適切な報酬の算定に向けた検討及び報酬助成の推進等

イ 成年後見制度利用支援事業の推進等
・低所得の高齢者・障害者に対して申立費用や報酬を助成する成年後見制度利用支援事
業については、市町村により実施状況が異なり、後見人等が報酬を受け取ることができ
ない事案が相当数あるとの指摘がされている。

・そのため、全国どの地域においても成年後見制度を必要とする人が制度を利用できる
よう、市町村には、同事業の対象として、広く低所得者を含めることや、市町村長申立
て以外の本人や親族による申立ての場合の申立費用及び報酬並びに後見監督人等が選任
される場合の報酬も含めることなど、同事業の実施内容を早期に検討することが期待さ
れる。

・国は、上記の観点から、市町村の成年後見制度利用支援事業の取扱いの実態把握に努
め、同事業を全国で適切に実施するために参考となる留意点を示すなど、全国的に同事
業が適切に実施される方策を早期に検討する。

�

【別添】

法人後見養成研修事業（地域生活支援事業 都道府県任意事業）法人後見養成研修事業（地域生活支援事業 都道府県任意事業）
���（第二期成年後見制度利用促進基本計画）

���※１

（令和�年度末の数値目
標）

令和�年度 令和�年度 令和�年度※２ 令和�年度 令和�年度

優
先
し
て
取
り
組
む
事
項※

�

任意後見制度の利用促進
・周知・広報

・適切な運用の確保に関する取組

・全�����市町村
・全��法務局・
地方法務局

・全���公証役場
―

担い手の確保・育成等の推進

・都道府県による担い手（市民後見人・法人後見実
施団体）の育成の方針の策定

・都道府県における担い手（市民後見人・法人後見
実施団体）の養成研修の実施

・全��都道府県

・全��都道府県

市町村長申立ての適切な実施と成年後見制度
利用支援事業の推進
・都道府県による市町村長申立てに関する研修の実
施

・成年後見制度利用支援事業の推進

・全��都道府県

・全�����市町村

権利擁護支援の行政計画等の策定推進
・市町村による計画策定、第二期計画に基づ
く
必要な見直し

・全�����市町村

都道府県の機能強化
・都道府県による協議会設置 ・全��都道府県

※１ ���は、工程欄の色付き矢印に対応するもの。 ※２ 専門家会議は、令和６年度に、各施策の進捗状況を踏まえ、個別の課題の整理・検討を行う。
※３ 優先して取り組む事項とは、全ての項目に対し、令和６年度までの���を設定して推進するもの。

都道府県における担い手（市民後見人・法人後見）の養成研修の実施

都道府県による担い手（市民後見人・法人後見）の育成方針の策定

市民後見人養成
研修カリキュラム
の見直しの検討

関係機関等による周知の継続

全国で適切に実施
する方策の検討

利用状況等を踏まえ、制度趣旨に沿った適切な運用の確保策の検討

市町村、法務局・地方法務局、公証役場等における
リーフレット・ポスターなどによる制度の周知

都道府県による担い手の継続的な確保・育成等

都道府県による市町村長申立てに関する研修の実施 都道府県による研修の継続実施

市町村による計画策定・必要な見直し 策定状況等のフォローアップ

都道府県による都道府県単位等での協議会の設置 都道府県による協議会の継続的な運営

市町村による実施

市町村長申立ての実態等の把握、必要に応じた実務の改善

市町村による適切な実施のための必要な見直し等の検討
※見直しを終えた市町村は、適時その内容に応じて実施

�
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助成制度の実施状況（高齢者関係）

①成年後見制度の利用に係る申立費用や報酬の助成制度を設けている自治体数
※1,741自治体から

回答

時点 助成制度あり なし
申立費用及び報酬

両助成あり
申立費用
助成のみ

報酬助成
のみ

令和３年４月１日 1,��� 1,�7� 1� �� �1

令和２年４月１日 1,��� 1,��� �� 1�7 �1

平成�1年４月１日 1,��� 1,��� �� 117 ��

②申立費用や報酬の助成対象の状況（自治体数）

時点
申立者別 類型別 資力別

市町村長 本人 親族 その他 後見 保佐 補助 生活保護
のみ

生活保護
以外も可

令和３年４月１日 1,��� 1,��� 1,��� ��4 1,��� 1,�74 1,�71 �� 1,��7

令和２年４月１日 1,�4� �71 ��� ��� 1,��� 1,��4 1,��� 71 1,���

平成�1年４月１日 1,��� �1� 7�1 ��� 1,��� 1,�1� 1,��4 �� 1,�7�

※助成制度がある

自治体から回答

③申立費用や報酬の助成実績（件数）
時点 申立費用

の助成 報酬助成

令和�年度 4,�1�� 11,1���

令和元年度 4,���� 1�,����

平成��年度 �,777� �,���� �

助成制度の実施状況（障害者関係）

①成年後見制度の利用に係る申立費用や報酬の助成制度を設けている自治体数
※1,741自治体から

回答

②申立費用や報酬の助成対象の状況（自治体数） ※助成制度がある

自治体から回答

③申立費用や報酬の助成実績（件数）
時点 申立費用 報酬助成

の助成
令和�年度 1,��� 4,4�1

令和元年度 ��4 �,��4

平成��年度 ��� �,1�7

助成制度の実施状況
（自治体数）

時点
助成制度

なし
あり

申立費用及び報酬 申立費用 報酬助成
両助成あり 助成のみ のみ

令和�年4月1日 1,��� 1,��� �� �7 ��
令和�年4月1日 1,��� 1,��4 �� 11� �1
平成�1年4月1日 1,�4� 1,4�� �4 11� ��

時点
申立者別 類型別 資力別

市町村長 本人 親族 その他 後見 保佐 補助
生活保護の

み
生活保護以

外も可

令和�年4月1日 1,��� 1,��� 1,��� ��� 1,��1 1,��� 1,��� �1 1,��1

令和�年4月1日 1,��4 ��� �1� ��� 1,��4 1,��� 1,��4 77 1,�7�

平成�1年4月1日 1,�4� 7�� 7�� ��� 1,�4� 1,�7� 1,�71 �7 1,�4�

�
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成年後見制度における市町村長申立の適切な実施及び成年後
見制度利用支援事業の推進に関する調査研究事業

１．事業名

令和４年度厚生労働省老人保健健康増進等事業
「成年後見制度における市町村長申立の適切な実施及び成年後見制度利用支援事業の推進に関する調査研究事業」

３．事業概要

全国どの地域においても、成年後見制度を必要とする人が制度を利用できるようにするため、「市町村長申立て」の適
切な実施や「成年後見制度利用支援事業」の積極的な実施が重要である。しかし、市町村長申立ての実施状況や、成年後
見制度利用支援事業の運用状況については、市町村間で格差があるとの指摘がある。そのため、本事業では、以下につい
て取り組む。
①「市町村長申立て」について
• 全国の市町村長申立ての実施状況や支障事例等の把握
• 好事例のとりまとめ・紹介や、各自治体が参考となるような取組の提案
②「成年後見制度利用支援事業」
• 全国の成年後見制度利用支援事業の実施状況や未実施理由等の把握
• 事業の推進につながる留意事項の整理

２．事業実施団体

一般財団法人日本総合研究所

４．検討体制 学識者 山城一真教授（早稲田大学） ※座長

専門職 弁護士、司法書士、社会福祉士

自治体 都道府県、指定都市、中核市、町村

オブザーバー 厚生労働省老健局、社会・援護局、最高裁判所事務総局家庭局

�

成年後見制度における市町村長申立の適切な実施及び成年後
見制度利用支援事業の推進に関する調査研究事業

５．事業内容

６．スケジュール

６月：実施団体決定、８月：第１回委員会開催、９～��月：アンケート調査、��～��月：ヒアリング調査、

１月：第２回委員会開催、３月：第３回委員会開催、報告書完成

アンケート
調査

（市町村及び
都道府県）

①市町村アンケート調査
⚫ 目的：市町村長申立てや成年後見制度利用支援事業の実施状況や支障事例、課題等の把握
⚫ 対象：市町村（�����市町村の高齢福祉担当部署、障害福祉担当部署）
⚫ 内容：

• 地域連携ネットワークの機能を強化するための取組実施状況
• 市町村長申立ての要綱・マニュアル等の整備状況、内容、検討体制、支障事例、課題等
• 成年後見制度利用支援事業の要綱・マニュアル等の整備状況、内容、未実施理由、課題等
②都道府県アンケート調査
⚫ 目的：都道府県による市町村支援の取組状況の把握
⚫ 対象：都道府県（��都道府県の成年後見制度利用促進担当部署）
⚫ 内容：

• 市町村に対する支援内容（相談・助言対応、研修の実施等）
• 市町村間の調整事例

ヒアリング
調査

（市町村及び
都道府県）

①市町村ヒアリング調査
⚫ 目的：市町村長申立ての適切な実施や成年後見制度利用支援事業の推進に向けて、モデル

となり得る市町村の取組等をアンケート調査結果から抽出し、工夫や課題解決に向けたヒン
トを得る。
⚫ 対象：７市町村程度

②都道府県ヒアリング調査
⚫ 目的：市町村支援の取組や調整を行った内容等について、工夫や課題解決に向けたヒント

を得る。
⚫ 対象：５都道府県程度

�
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�

事
務

連
絡

�

令
和

５
年

５
月

３
０

日
� �

各
�

�
�
�
�
�
�
�

�
成

年
後

見
制

度
利

用
促

進
担

当
課

�
御

中
�

� �

厚
生

労
働

省
社

会
・
援

護
局

障
害
保

健
福

祉
部

障
害

福
祉

課
地

域
生

活
・

発
達
障

害
者

支
援

室
�

厚
生
労
働
省
社
会
・
援
護
局
障
害
保
健
福
祉
部
精
神
・
障
害
保
健

課
�

厚
生

労
働

省
老

健
局

認
知

症
施

策
・

地
域

介
護

推
進

課
�

� �

市
町

村
長

に
よ

る
成

年
後

見
制

度
に

基
づ

く
後

見
開

始
の

審
判

等
の

請
求

の
適

切
な

実
施

�

及
び

成
年

後
見

制
度

利
用

支
援

事
業

の
推

進
に

つ
い

て
�

� �

日
頃

か
ら

成
年

後
見

制
度

の
利

用
促

進
や

権
利

擁
護

の
推

進
に

御
尽

力
い

た
だ

き
、
厚

く
御

礼
申

し
上

げ

ま
す

。
�

老
人

福
祉

法
（

昭
和

�
�
年

法
律

第
�
�
�
号

）
第

�
�
条

、
精

神
保

健
及

び
精

神
障

害
者

福
祉

に
関

す
る

法

律
（

昭
和

�
�
年

法
律

第
�
�
�
号
）
第

�
�
条

の
�
�
の

２
及

び
知

的
障

害
者

福
祉

法
（

昭
和

�
�
年

法
律

第
�
�

号
）

第
�
�
条

に
基

づ
く
市

町
村

長
に

よ
る

後
見

等
の

開
始

の
審

判
請
求

（
以

下
「

市
町

村
長

申
立

て
」

と

い
う

。
）

に
つ

い
て

は
、

「
第

二
期

成
年

後
見

制
度

利
用

促
進

基
本

計
画

（
令

和
４

年
３

月
�
�
日

閣
議
決

定
。
以

下
「

第
二

期
基

本
計

画
」
と

い
う

。
）
」
に
お

い
て

、
一

部
の
市

町
村

で
適

切
に

実
施

さ
れ

て
お

ら

ず
、
実

施
状

況
に

市
町

村
間

で
格

差
が

あ
る

と
の

指
摘

が
な

さ
れ

る
と

と
も

に
、
国

は
、
市

町
村

長
申

立
て

の
実

態
等

を
把

握
し

た
上

で
、
そ

の
結

果
を

踏
ま

え
、
市

町
村

長
申

立
て

が
適

切
に

実
施

さ
れ

る
よ

う
、
実

務
の

改
善

を
図

っ
て

い
く

こ
と

と
さ

れ
た

と
こ

ろ
で

す
。

�

ま
た

、
低

所
得

の
高

齢
者

、
知

的
障

害
者

及
び

精
神

障
害

者
に

対
し
て

、
成

年
後

見
制

度
の

申
立

費
用

や
後

見
人

等
に

対
す

る
報

酬
助

成
を

行
う

成
年

後
見

制
度

利
用

支
援

事
業

に
つ

い
て

も
、

第
二

期
基

本
計

画
に

お
い

て
、

市
町

村
に

よ
り

実
施

状
況

が
異

な
り

、
後

見
人

等
が

報
酬

を
受

け
取

る
こ

と
が

で
き

な
い

事
案

が
相

当
数

あ
る

と
の

指
摘

が
さ

れ
ま

し
た

。
�

上
記

を
踏

ま
え

、
令

和
４

年
度

厚
生

労
働

省
老

人
保

健
健

康
増

進
等

事
業

に
よ

り
、
「

成
年

後
見

制
度

に

お
け

る
市

町
村

長
申

立
の

適
切

な
実

施
及

び
成

年
後

見
制

度
利

用
支

援
事

業
の

推
進

に
関

す
る

調
査

研
究

事
業

（
以

下
「

Ｒ
４

調
査

研
究

事
業

」
と

い
う

。
）
」

が
実

施
さ

れ
る

と
と

も
に

、
成

年
後

見
制

度
の

利
用

の
促

進
に

関
す

る
法

律
（

平
成

�
�
年

法
律

第
�
�
号

）
第

�
�
条

第
２
項

に
基

づ
き

設
置

さ
れ

て
い

る
「

成

年
後

見
制

度
利

用
促

進
専

門
家

会
議

」
の

ワ
ー

キ
ン

グ
・

グ
ル

ー
プ

に
お

い
て

、
Ｒ

４
調

査
研

究
事

業
の

中
間

報
告

を
行

っ
た

上
で
御

議
論

い
た

だ
き

、
今

般
、

市
町

村
長

申
立

て
の

適
切

な
実

施
及

び
成

年
後

見

制
度

利
用

支
援

事
業

の
推

進
に

向
け

た
留

意
事

項
の

整
理

を
行

い
ま

し
た

。
�

つ
き

ま
し

て
は

、
全

国
ど

の
地

域
に

お
い

て
も

成
年

後
見

制
度

を
必

要
と

す
る

人
が

制
度

を
利

用
で

き

る
よ

う
、

下
記

留
意

事
項

を
踏

ま
え

、
市

町
村

長
申

立
て

の
適

切
な

実
施

や
成

年
後

見
制

度
利

用
支

援
事

業
を

推
進

し
て

い
た

だ
き

ま
す

よ
う

お
願

い
い

た
し

ま
す

。
�

都
道

府
県

�

市
�
町
�
村

�

�

記
�

� １
�

市
町

村
長

申
立

て
及

び
成

年
後

見
制

度
利

用
支

援
事

業
に

関
す

る
要

綱
等

の
整

備
に

つ
い

て
�

市
町

村
長

申
立

て
及

び
成

年
後

見
制

度
利

用
支

援
事

業
に

関
す

る
要

綱
等

に
つ

い
て

は
、

Ｒ
４

調
査

研
究

事
業

の
調

査
結

果
で

は
、

多
く

の
市

町
村

で
整

備
さ

れ
て

い
る

も
の

の
、

未
整

備
の

市
町

村
も

確

認
さ

れ
ま

し
た

。
市

町
村

長
申

立
て

や
成

年
後

見
制

度
利

用
支

援
事

業
の

適
切

か
つ

迅
速

な
実

施
及

び

組
織

的
な

対
応

を
図

る
た

め
、

未
整

備
市

町
村

に
お

い
て

は
、

要
綱

等
の

整
備

に
向

け
た

検
討

を
お

願

い
し

ま
す

。
Ｒ

４
調

査
研

究
事

業
報

告
書

に
お

い
て

、
ヒ

ア
リ

ン
グ

調
査

を
行

っ
た

自
治

体
の

要
綱

等

を
掲

載
し

て
い

る
の

で
、

参
考

と
し

て
く

だ
さ

い
。

�

（
参

考
）

Ｒ
４

調
査

研
究

事
業

報
告

書
�
�
�
～

�
�
�
、

�
�
�
�
～

�
�
�
、

�
�
�
�
～

�
�
�
、

�
�
�
�
～

�
�
�
、

�

�
�
�
�
～

�
�
�
、

�
�
�
�
～

�
�
�
�

ま
た

、
同

報
告

書
に

お
い

て
、

自
治

体
が

作
成

し
た

市
町

村
長

申
立

マ
ニ

ュ
ア

ル
を

掲
載

し
て

い
る

の
で

、
こ
れ

ら
を

参
考

と
し

つ
つ

、
マ

ニ
ュ

ア
ル

等
の

作
成

・
周

知
等

、
適

切
な

実
施

に
向

け
た

検
討

を
行

っ
て
い

た
だ

く
よ

う
お

願
い

し
ま

す
。

�

（
参

考
）

Ｒ
４

調
査

研
究

事
業

報
告

書
�
�
�
�
～

�
�
�
「

成
年

後
見

制
度

�
市

町
村

長
申

立
マ

ニ
ュ

ア
ル

（
新

潟
県

・
新

潟
県

社
会

福
祉

協
議

会
）

」
�

� ２
�

市
町

村
長

申
立

て
に

係
る

申
立

基
準

の
原

則
を

踏
ま

え
た

適
切

な
運

用
に

つ
い

て
�

市
町

村
長

申
立

て
の

対
象

者
の

住
所

と
居

所
が

異
な

る
市

町
村

で
あ

る
場

合
に

お
け

る
申

立
基

準
の

原
則

に
つ

い
て

は
、

「
市

町
村

長
に

よ
る

成
年

後
見

制
度

に
基

づ
く

後
見

開
始

の
審

判
等

の
請

求
に

係

る
基

準
等

の
基

本
的

考
え

方
及

び
手

続
の

例
示

に
つ

い
て

」
（

令
和

３
年

�
�
月

�
�
日

付
け

厚
生

労
働

省
社

会
・

援
護

局
障

害
保

健
福

祉
部

障
害

福
祉

課
長

、
精

神
・

障
害

保
健

課
長

、
老

健
局

認
知

症
施

策
・

地

域
介

護
推

進
課

長
通

知
）

に
お

い
て

お
示

し
し

た
と

こ
ろ

で
あ

り
、

Ｒ
４

調
査

研
究

事
業

の
調

査
結

果

で
は

、
複

数
の

市
町

村
が

関
わ

る
案

件
を

本
通

知
に

よ
り

円
滑

に
調

整
で

き
た

事
例

が
確

認
さ

れ
た

一

方
で

、
本

通
知

で
お

示
し

し
た

原
則

が
当

該
市

町
村

の
要

綱
に

反
映

さ
れ

て
い

な
い

こ
と

な
ど

か
ら

調

整
が

困
難

で
あ

っ
た

事
例

に
つ

い
て

も
確

認
さ

れ
ま

し
た

。
�

つ
き

ま
し

て
は

、
各

市
町

村
に

お
い

て
は

、
本

通
知

の
原

則
を

踏
ま

え
た

適
切

な
運

用
を

行
う

よ
う

お
願

い
し

ま
す

。
ま

た
、

本
通

知
の

原
則

に
つ

い
て

各
市

町
村

が
定

め
る

要
綱

等
へ

反
映

が
さ

れ
て

い

る
か

確
認

す
る

と
と

も
に

、
反

映
が

さ
れ

て
い

な
い

場
合

に
は

要
綱

等
の

見
直

し
を

検
討

す
る

よ
う

お

願
い

し
ま

す
。

�

な
お

、
住

所
と

居
所

が
異

な
る

市
町

村
で

あ
る

場
合

の
ほ

か
、

例
え

ば
、

グ
ル

ー
プ

ホ
ー

ム
等

に
入

居
し

て
い

る
者

で
あ

っ
て

、
住

所
と

居
所

は
同

一
市

町
村

で
あ

る
も

の
の

、
保

険
者

や
支

給
決

定
市

町

村
が

当
該

グ
ル

ー
プ

ホ
ー

ム
等

へ
の

入
居

前
の

市
町

村
で

あ
る

場
合

に
つ

い
て

も
、

上
記

通
知

の
申

立

基
準

の
原

則
の

考
え

方
を

踏
ま

え
て

対
応

い
た

だ
く

よ
う

お
願

い
し

ま
す

。
�

� ３
�

成
年

後
見

制
度

利
用

支
援

事
業

の
適

切
な

実
施

の
た

め
の

必
要

な
見

直
し

に
つ

い
て

�

第
二

期
基

本
計

画
の

Ｋ
Ｐ

Ｉ
で

は
、

市
町

村
は

成
年

後
見

制
度

利
用

支
援

事
業

に
つ

い
て

、
令

和
６

年
度

末
ま

で
に

適
切

な
実

施
の

た
め

の
必

要
な

見
直

し
等

を
検

討
す

る
こ

と
と

さ
れ

て
い

ま
す

。
こ

れ

ま
で

同
事

業
の

適
切

な
実

施
に

つ
い

て
繰

り
返

し
周

知
を

図
っ

て
き

た
と

こ
ろ

で
す

が
、

Ｒ
４

調
査

研
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�

究
事

業
の

調
査

結
果

で
は

、
複

数
の

市
町

村
が

関
わ

る
事

案
に

お
い
て

、
一

方
が

報
酬

助
成

の
要

件
を

限
定

し
て

い
る

た
め

に
調

整
が

難
航

し
た

事
例

が
確

認
さ

れ
ま

し
た

。
�

各
市

町
村

に
お

い
て

は
、

第
二

期
基

本
計

画
の

Ｋ
Ｐ

Ｉ
や

上
記

調
査

結
果

を
踏

ま
え

、
�

・
未

実
施

市
町

村
に

お
い

て
は

、
当

該
事

業
を

実
施

す
る

こ
と

�

・
市

町
村

長
申

立
の

場
合

に
限

ら
ず

、
本

人
や

親
族

か
ら

の
申

立
等

も
対

象
と

す
る

こ
と

�

・
費

用
の

補
助

が
な

け
れ

ば
利

用
が

困
難

な
方

を
対

象
と

し
て

い
る

趣
旨

を
踏

ま
え

、
広

く
低

所
得

�

者
を

対
象

と
す

る
よ

う
な

要
件

の
設

定
と

す
る

こ
と

�

・
後

見
人

以
外

の
、

後
見

監
督

人
、

保
佐

人
、

保
佐

監
督

人
、

補
助

人
、

補
助

監
督

人
に

つ
い

て
も

�

助
成

対
象

と
す

る
こ

と
�

に
つ

い
て

検
討

を
行

う
よ

う
お

願
い

し
ま

す
。

�

� ４
�

成
年

後
見

制
度

利
用
支

援
事

業
の

周
知

・
広

報
に

つ
い

て
�

Ｒ
４

調
査

研
究

事
業

に
お

い
て

実
施

さ
れ

た
ヒ

ア
リ

ン
グ

調
査

に
お

い
て

、
成

年
後

見
制

度
利

用
支

援
事

業
の

内
容

や
申

請
書

に
つ

い
て

ホ
ー

ム
ペ

ー
ジ

に
掲

載
し

、
周
知

・
広

報
を

行
っ

た
結

果
、

専
門

職
等

の
理

解
が

進
み

、
市

町
村

が
実

施
し

て
い

る
施

策
の

共
有

が
進
ん

だ
等

、
周

知
・

広
報

の
効

果
が

確
認

さ
れ

た
事

例
が

あ
り

ま
し

た
。

�

各
市

町
村

に
お

い
て

は
、

上
記

事
例

を
参

考
と

し
、

成
年

後
見

制
度

利
用

支
援

事
業

の
内

容
等

に
つ

い
て

ホ
ー

ム
ペ

ー
ジ

掲
載

に
よ

り
広

く
周

知
・

広
報

を
行

う
こ

と
や
、

関
係

者
間

で
共

有
す

る
仕

組
み

の
構

築
に

つ
い

て
検

討
を

お
願

い
し

ま
す

。
�

� ５
�

都
道

府
県

に
よ

る
広

域
的

な
見

地
か

ら
の

市
町

村
に

対
す

る
支

援
に

つ
い

て
�

成
年

後
見

制
度

の
利

用
の

促
進

に
関

す
る

法
律

第
�
�
条

に
お

い
て

は
、

都
道

府
県

は
、

各
市

町
村

の

区
域

を
超

え
た

広
域

的
な

見
地

か
ら

、
成

年
後

見
人

等
と

な
る

人
材
の

育
成

、
必

要
な

助
言

そ
の

他
の

援
助

を
行

う
よ

う
努

め
る

も
の

と
す

る
旨

が
規

定
さ

れ
て

い
ま

す
。
�

Ｒ
４

調
査

研
究

事
業

に
お

い
て

実
施

さ
れ

た
ヒ

ア
リ

ン
グ

調
査

に
お

い
て

は
、

都
道

府
県

が
管

内
市

町
村

の
成

年
後

見
制

度
利

用
支

援
事

業
の

実
施

要
綱

等
を

集
約

・
一

覧
化

し
、

助
言

等
を

行
う

こ
と

に

よ
り

、
助

成
対

象
と

な
る

申
立

類
型

の
統

一
が

図
ら

れ
た

事
例

が
あ
り

ま
し

た
。

�

各
都

道
府

県
に

お
い

て
は

、
上

記
事

例
や

次
項

の
好

事
例

等
を

参
考

と
し

、
広

域
的

な
見

地
か

ら
の

市
町

村
支

援
を

お
願

い
し

ま
す

。
�

� ６
�

好
事

例
自

治
体

の
取

組
に

つ
い

て
�

Ｒ
４

調
査

研
究

事
業

で
は

、
市

町
村

長
申

立
て

及
び

成
年

後
見

制
度

利
用

支
援

事
業

の
全

国
の

実
施

状
況

や
好

事
例

等
の

把
握

を
行

う
と

と
も

に
、

有
識

者
や

専
門

職
、
自

治
体

関
係

者
で

構
成

さ
れ

る
検

討
委

員
会

で
の

議
論

を
踏

ま
え

、
別

添
の

と
お

り
参

考
事

例
集

を
と
り

ま
と

め
ま

し
た

。
�

参
考

事
例

集
で

は
、
市

町
村

の
取

組
と

し
て

、
�

・
市

町
村

長
申

立
て

を
含

め
た

適
切

な
支

援
に

つ
な

げ
る

仕
組

の
整

備
�

・
支

援
策

の
検

討
を

効
率

的
に

行
う

た
め

の
チ

ェ
ッ

ク
シ

ー
ト

の
作

成
・

活
用

�

・
専

門
職

へ
相

談
・

助
言

を
受

け
る

体
制

の
整

備
�

都
道

府
県

の
取

組
と

し
て

、
�

�

・
管

内
市

町
村

の
状

況
を

把
握

し
た

上
で

の
個

別
市

町
村

毎
の

伴
走

支
援

�

・
市

町
村

長
申

立
マ

ニ
ュ

ア
ル

や
モ

デ
ル

要
綱

の
作

成
・

周
知

�

・
市

町
村

職
員

や
相

談
窓

口
を

担
う

職
員

を
対

象
と

し
た

研
修

の
実

施
�

等
に

つ
い

て
盛

り
込

ん
で

い
ま

す
。

�

各
市

町
村

及
び

各
都

道
府

県
に

お
い

て
は

、
地

域
の

実
情

に
応

じ
た

取
組

や
体

制
整

備
等

を
検

討
す

る
際

の
参

考
と

し
て

御
活

用
い

た
だ

く
よ

う
お

願
い

し
ま

す
。

�

� � 【
別

添
】

�

全
国

的
な
市

町
村

長
申

立
の

適
切

な
実

施
や

成
年

後
見

制
度

利
用

支
援

事
業

の
推

進
に

向
け

て
�

＜
参

考
事

例
集

＞
�

� � 【
Ｒ

４
調

査
研

究
事

業
査

報
告

書
の

掲
載

先
】

�

「
成

年
後

見
制

度
に

お
け

る
市

町
村

長
申

立
の

適
切

な
実

施
及

び
成

年
後

見
制

度
利

用
支

援
事

業
の

�

推
進

に
関

す
る

調
査

研
究

事
業

」
報

告
書

�

一
般

財
団

法
人

�
日

本
総

合
研

究
所

ホ
ー

ム
ペ

ー
ジ

�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

� �

厚
生

労
働

省
社

会
・

援
護

局
障

害
保

健
福

祉
部

障
害

福
祉

課
地

域
生

活
・

発
達

障
害

者
支

援
室�

電
話

：
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
（

内
線

：
�
�
�
�
）

�

�
�
�
�
�
�
：

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

厚
生

労
働

省
社

会
・

援
護

局
障

害
保

健
福

祉
部

精
神

・
障

害
保

健
課
�

電
話

：
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
（

内
線

：
�
�
�
�
）

�

�
�
�
�
�
�
：

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

厚
生

労
働

省
老

健
局

認
知

症
施

策
・

地
域

介
護

推
進

課
�

電
話

：
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
（

内
線

：
�
�
�
�
�
�
�
�
�
）

�

�
�
�
�
�
�
：

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
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事
務

連
絡

 

令
和
５
年
２
月
９
日

 

 各
 
 
都
道
府
県

 
成
年
後
見
制
度
利
用
促
進
担
当
課

 
御
中

 

 

厚
生
労
働
省
社
会
・
援
護
局
障
害
保
健
福
祉
部

 

障
害
福
祉
課
地
域
生
活
支
援
推
進
室

 

  

都
道
府
県
に
よ
る
法
人
後
見
養
成
研
修
の
推
進
に
つ
い
て

 

 

平
素
よ
り
障
害
保
健
福
祉
行
政
の
推
進
に
ご
尽
力
賜
り
、
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

 

成
年
後
見
制
度
の
担
い
手
と
な
る
法
人
後
見
に
つ
い
て
は
、
制
度
の
利
用
者
増
に
対
応
す
る
た
め
の
成
年

後
見
人
等
の
担
い
手
の
確
保
と
い
う
観
点
の
ほ
か
、
比
較
的
長
期
間
に
わ
た
る
制
度
利
用
が
想
定
さ
れ
る
障

害
者
や
、
支
援
困
難
な
事
例
へ
の
対
応
な
ど
の
観
点
か
ら
、
全
国
各
地
で
取
組
を
推
進
す
る
必
要
が
あ
り
ま

す
。

 

ま
た
、
担
い
手
の
確
保
・
育
成
に
つ
い
て
は
、
広
域
的
な
地
域
課
題
と
し
て
、
成
年
後
見
制
度
利
用
促
進

法
第

1
5
条
に
基
づ
く
都
道
府
県
に
よ
る
取
組
が
重
要
で
す
。

 

令
和
４
年
３
月
に
閣
議
決
定
さ
れ
た
第
二
期
成
年
後
見
制
度
利
用
促
進
基
本
計
画
に
お
い
て
は
、

 

・
国
に
よ
る
法
人
後
見
実
施
の
た
め
の
研
修
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
の
周
知
や
、

 

・
都
道
府
県
に
よ
る
法
人
後
見
実
施
の
た
め
の
研
修
の
実
施
と
交
流
支
援

 

に
つ
い
て
盛
り
込
ま
れ
た
と
こ
ろ
で
す
。
（
別
添
１
）

 

 
あ
わ
せ
て
、
同
計
画
の
工
程
表
に
お
い
て
、
都
道
府
県
に
よ
る
法
人
後
見
実
施
団
体
の
育
成
方
針
の
策
定

及
び
養
成
研
修
に
つ
い
て
、
令
和
６
年
度
末
の
数
値
目
標
（
Ｋ
Ｐ
Ｉ
）
と
し
て
全

4
7
都
道
府
県
で
の
実
施

が
設
定
さ
れ
ま
し
た
。
（
別
添
２
）

 

 
こ
の
よ
う
な
状
況
を
踏
ま
え
て
、
国
の
令
和
５
年
度
予
算
（
案
）
に
お
い
て
は
、
地
域
生
活
支
援
事
業
費

等
補
助
金
の
メ
ニ
ュ
ー
事
業
と
し
て
、
新
た
に
都
道
府
県
が
実
施
主
体
と
な
る
法
人
後
見
養
成
研
修
事
業
に

つ
い
て
盛
り
込
ん
だ
と
こ
ろ
で
す
。
（
別
添
３
）

 

都
道
府
県
に
お
か
れ
て
は
、
同
計
画
の
Ｋ
Ｐ
Ｉ
を
踏
ま
え
、
令
和
６
年
度
末
ま
で
に
法
人
後
見
の
育
成
方

針
を
策
定
す
る
と
と
も
に
、
下
記
の
点
に
留
意
の
上
、
本
補
助
金
の
活
用
等
に
よ
り
法
人
後
見
養
成
研
修
の

実
施
に
取
り
組
ん
で
い
た
だ
く
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

 

 

記
 

 （
研
修
の
対
象
、
内
容
等
）

 

１
 
研
修
の
対
象
に
つ
い
て
は
、
法
人
後
見
の
立
ち
上
げ
を
推
進
す
る
と
と
も
に
、
法
人
後
見
を
適
切
に
実

施
で
き
る
団
体
を
養
成
す
る
観
点
を
踏
ま
え
、

 

 
・
法
人
後
見
の
実
施
を
検
討
中
の
法
人
や
関
心
の
あ
る
法
人
な
ど
幅
広
く
対
象
と
し
た
研
修

 

 
・
法
人
後
見
を
実
際
に
担
う
（
予
定
を
含
む
）
法
人
を
対
象
と
し
た
専
門
的
な
研
修

 

に
つ
い
て
、
地
域
に
お
け
る
法
人
後
見
の
ニ
ー
ズ
や
担
い
手
の
状
況
等
を
踏
ま
え
て
実
施
す
る
こ
と
が
考

え
ら
れ
る
。

 

 
ま
た
、
法
人
後
見
の
実
施
団
体
と
し
て
は
社
会
福
祉
協
議
会
に
よ
る
活
動
の
更
な
る
推
進
が
期
待
さ
れ

る
が
、
一
方
で
社
会
福
祉
協
議
会
に
は
中
核
機
関
等
の
整
備
・
運
営
が
期
待
さ
れ
る
場
合
も
多
い
こ
と
か

ら
、
社
会
福
祉
協
議
会
以
外
の
法
人
後
見
の
担
い
手
の
育
成
を
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
に
留
意
す
る
こ
と
。 

あ
わ
せ
て
、
法
人
後
見
を
担
う
人
材
と
し
て
市
民
後
見
人
の
活
躍
が
期
待
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
市
民
後

見
人
に
専
門
的
な
立
場
か
ら
支
援
を
行
う
職
員
を
対
象
と
し
た
研
修
の
実
施
に
つ
い
て
も
検
討
す
る
必

要
が
あ
る
こ
と
に
留
意
す
る
こ
と
。

 

 
な
お
、
先
行
し
て
実
施
す
る
自
治
体
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お
け
る
「
法
人
後
見
養
成
に
係
る
研
修
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リ
キ
ュ
ラ
ム
例
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及

び
「
家
庭
裁
判
所
に
お
け
る
後
見
人
等
と
し
て
法
人
を
選
任
す
る
際
の
考
慮
要
素
（
最
高
裁
判
所
作
成
資

料
）
」
に
つ
い
て
、
別
添
の
と
お
り
送
付
す
る
の
で
、
法
人
後
見
養
成
研
修
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
の
検
討
に

当
た
っ
て
参
考
と
し
て
い
た
だ
く
よ
う
お
願
い
す
る
。
（
別
添
４
・
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）

 

 

（
研
修
実
施
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当
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て
の
関
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と
の
連
携
・
協
力
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議
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に
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家
庭
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所
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後
見
人
等
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選
任
し
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い
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ま
え
、
研
修
内
容
を
家
庭
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判
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と
情
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共
有
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る
こ
と
や
、
家
庭
裁
判
所
に
研
修
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講
師
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頼
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等
、
家
庭
裁
判
所
と
連
携
・
協
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し
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実
施
す
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と
が
望
ま
し
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こ
と
。

 

 （
法
人
後
見
推
進
の
取
組
）

 

３
 
都
道
府
県
に
お
い
て
は
、
都
道
府
県
社
会
福
祉
協
議
会
や
専
門
職
団
体
、
家
庭
裁
判
所
と
連
携
し
、
以

下
に
掲
げ
る
取
組
を
行
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等
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法
人
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見
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す
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と
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家
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裁
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携
し
て
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○第二期成年後見制度利用促進基本計画（令和４年３月25日閣議決定）
４ 優先して取り組む事項
（２）担い手の確保・育成
③法人後見の担い手の育成
ア 基本的考え方

・ 法人後見については、制度の利用者増に対応するための後見人等の担い手確保という観点のほか、比較的長期間にわたる制度利用が
想定される障害者や、支援困難な事案への対応などの観点から、全国各地で取組を推進していく必要がある。これまで市町村は、後見人
等の担い手確保が困難な場合などに、主として社会福祉協議会による法人後見の育成を進めてきた。法人後見の実施団体としては、社
会福祉協議会による後見活動の更なる推進が期待される。

・ 一方、社会福祉協議会には中核機関等の整備・運営が期待される場合も多い。このため、各地域において、都道府県及び市町村等が連
携して、社会福祉協議会以外の法人後見の担い手の育成をする必要がある。第二期計画では、都道府県による育成も進めるものとする。

イ 法人後見実施のための研修カリキュラムの周知等
・ 国は、法人後見実施団体が増加し、適切な後見活動を行えるようにするため、「法人後見実施のための研修カリキュラム」を周知する。

また、法人後見の活動・運営状況を調査し、法人後見の活動状況等の周知を行うほか、法人後見実施団体の活動を支援するために必
要な方策を検討する。なお、「法人後見実施のための研修カリキュラム」の周知に当たっては、後見人等の選任が裁判事項であるため、一
律の基準にあたるものではないことに留意しつつ、最高裁判所の集約・整理した法人が後見人等に選任される際の考慮要素等も併せて
周知することが重要である。（中略）

・ 国は、社会福祉法人による法人後見について、社会福祉連携推進法人の活用等、複数の社会福祉法人が連携して後見を担うしくみを含
め、推進を検討する必要がある。その際、福祉サービスの利用者に対して法人後見を行う場合に、それが当該法人が日常的に行う見守り
などの福祉サービスに含まれないものであるかや、利益相反等の観点に十分に留意する必要がある。（以下略）

ウ 都道府県による法人後見実施のための研修の実施と交流支援

・ 都道府県には、圏域毎に法人後見の担い手の育成方針を策定した上で、法人後見実施のための研修を実施することが期待される。また、
市町村による候補者推薦や家庭裁判所の選任に資するよう、法人後見実施のための研修を修了した法人についての情報を、協議会にお
いて共有することも考えられる。都道府県が、法人後見実施団体が参加する連絡会を設けるなどの取組も、法人同士のつながりの支援に
おいて有効である。連絡会では、それぞれの法人の活動・支援状況の共有や、勉強会の実施などの取組が考えられる。

・ 都道府県は、多様な団体が参加できるよう、上記連絡会の実施に関する情報を、既に選任され活動している法人後見実施団体に対して、
家庭裁判所と連携して周知する。家庭裁判所には、周知に協力することが期待される。

○成年後見制度の利用の促進に関する法律（平成二十八年法律第二十九号）
（都道府県の講ずる措置）

第十五条 都道府県は、市町村が講ずる前条の措置を推進するため、各市町村の区域を超えた広域的な見地から、成年後見人等となる人材の
育成、必要な助言その他の援助を行うよう努めるものとする。

参照条文等 別添１

法人後見養成研修事業（地域生活支援事業 都道府県任意事業）

KPI※１

（令和6年度末の数値目
標）

令和4年度 令和5年度 令和6年度※２ 令和7年度 令和8年度

優
先
し
て
取
り
組
む
事
項

※

3

任意後見制度の利用促進

・周知・広報

・適切な運用の確保に関する取組

・全1,741市町村
・全50法務局・
地方法務局
・全286公証役場

ー

担い手の確保・育成等の推進

・都道府県による担い手（市民後見人・法人後見実
施団体）の育成の方針の策定

・都道府県における担い手（市民後見人・法人後見
実施団体）の養成研修の実施

・全47都道府県

・全47都道府県

市町村長申立ての適切な実施と成年後見制度
利用支援事業の推進

・都道府県による市町村長申立てに関する研修
の実施

・成年後見制度利用支援事業の推進

・全47都道府県

・全1,741市町村

権利擁護支援の行政計画等の策定推進

・市町村による計画策定、第二期計画に基づく
必要な見直し

・全1,741市町村

都道府県の機能強化

・都道府県による協議会設置 ・全47都道府県

※１ KPIは、工程欄の色付き矢印に対応するもの。 ※２ 専門家会議は、令和６年度に、各施策の進捗状況を踏まえ、個別の課題の整理・検討を行う。
※３ 優先して取り組む事項とは、全ての項目に対し、令和６年度までのKPIを設定して推進するもの。

都道府県における担い手（市民後見人・法人後見）の養成研修の実施

都道府県による担い手（市民後見人・法人後見）の育成方針の策定

市民後見人養成
研修カリキュラム
の見直しの検討

関係機関等による周知の継続

全国で適切に実施
する方策の検討

利用状況等を踏まえ、制度趣旨に沿った適切な運用の確保策の検討

市町村、法務局・地方法務局、公証役場等における
リーフレット・ポスターなどによる制度の周知

都道府県による担い手の継続的な確保・育成等

都道府県による市町村長申立てに関する研修の実施 都道府県による研修の継続実施

市町村による計画策定・必要な見直し 策定状況等のフォローアップ

都道府県による都道府県単位等での協議会の設置 都道府県による協議会の継続的な運営

市町村による実施

市町村長申立ての実態等の把握、必要に応じた実務の改善

市町村による適切な実施のための必要な見直し等の検討
※見直しを終えた市町村は、適時その内容に応じて実施

KPI（第二期成年後見制度利用促進基本計画） 別添２
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成年後見制度法人後見支援事業・法人後見養成研修事業

１．目的
成年後見制度における後見等の業務を適切に行うことができる法人を確保できる体制を整備するとともに、

市民後見人の活用も含めた法人後見の活動を支援することで、障害者の権利擁護を図ることを目的とする。

２．事業内容
（１）法人後見実施のための研修

法人後見実施団体、法人後見の実施を予定している団体等に対する研修の実施
（２）法人後見の活動を安定的に実施するための組織体制の構築
ア 法人後見の活用等のための地域の実態把握
イ 法人後見推進のための検討会等の実施

（３）法人後見の適正な活動のための支援
弁護士、司法書士、社会福祉士等の専門職により、法人後見団体が困難事例等に円滑に対応できるた
めの支援体制の構築

（４）その他、法人後見を行う事業所の立ち上げ支援など、法人後見の活動の推進に関する事業

３．実施主体 （１）都道府県（新規）・市町村、（２）～（４）市町村

４．令和５年度当初予算案

地域生活支援事業費等補助金 ５０７億円の内数（令和４年度予算：５０６億円）

別添３

神奈川県 研修名称：法人後見担当者基礎研修・日常生活自立支援事業現任研修（令和４年度）

実施主体：神奈川県社会福祉協議会　成年後見推進センター

受講対象：市区町村・市区町村社協職員（市民後見人含む）、NPO法人等　法人後見受任団体職員

日程：オンライン配信

■法人後見担当者基礎研修～成年後見制度の概要と法人後見について～

目的：地域における成年後見制度の利用を促進するとともに、成年後見制度にかかる人材育成を目的とする

カリキュラム 内容等 講師

第1講：成年後見制度概論（60分） 成年後見制度の概要（法定後見制度、任意後見制度） 県弁護士会

第2講：法人後見の意義について（60分）
・法人後見の役割
・法人後見事業や市民後見人が地域と関わる意義

社会福祉士

第3講：市町村長申立てについて（45分）
・市町村長申立ての実務
・取組状況についての事例報告

市介護福祉課

第4講：市町村社協の法人後見について（45分）
・当該市社会福祉協議会の法人後見の仕組み
・市民後見人の養成・育成について
・取組状況についての事例報告

市社会福祉協議会

■法人後見担当者基礎研修～対人援助の基本と本人理解～

カリキュラム 内容等 講師

第1講：障害の理解（認知症）（約90分）
・認知症について
・支援のポイント等

ＮＰＯ法人

第2講：障害の理解（知的障害）（約90分）
・知的障害について
・意思決定を踏まえた支援のポイント等

社会福祉法人

第3講：障害の理解（精神障害）（約90分）
・精神障害について
・障害の捉え方について等

精神保健福祉士事務所

第4講：対人援助の基礎（意思決定支援）（90分）
・対人援助者の心構え
・意思決定支援の考え方について等

学識経験者

■法人後見担当者現任研修：本人死亡後の対応

カリキュラム 内容等 講師

第1講：成年後見制度における死後事務について（90分）
・相続に関する基礎知識
・後見人における死後事務の対応範囲について
・相続人調査の実施方法について

県弁護士会

第2講：事例から学ぶ相続人調査（30分）
・当該市社会福祉協議会における法人後見の仕組み（事
業体制・受任件数など）
・事例紹介

市社会福祉協議会

担当部署：神奈川県福祉子どもみらい局福祉部地域福祉課 1

　　　　法人後見養成に係る研修カリキュラム例

目的：対人援助の基本と障害について学び、日々の支援を振り返るとともに、本人のための財産管理・身上保護の取組を進める

目的：死後の事務に関連する知識を深め、成年後見制度にかかる人材育成を目的とする

別添４
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新潟県 研修名称：法人後見・権利擁護センター職員研修会（令和4年度）

目的：法人後見や権利擁護支援に携わる関係者が学びを深め、県内における権利擁護支援体制の整備及び支援の質の一層の充実に資すること

実施主体：新潟県、新潟県社会福祉協議会

受講対象：法人後見実施団体、市町村、中核機関、地域包括支援センター、相談支援事業所、法人後見を検討中又は関心のある法人等

日程：1日　10:00～16:30

カリキュラム 内容等 講師

行政説明
法人後見の必要性や法人後見事業の取組状況等について（20分）

・成年後見制度の利用状況
・法人後見の必要性
・第二期成年後見制度利用促進基本計画における法人後見
・県内における法人後見事業の取組状況
・県の支援策（マニュアル・研修会等）

県保健福祉部障害福祉課

講義
法人後見実務において知っておくべき“身上保護”と“財産管理”
（130分）

・初めて成年後見人に選任された人（法人後見業務に従事した
人）を想定し、時間の流れに沿って財産管理に係る手続き等の
必要な業務や判断基準、身上保護について、県及び県社協作成
の法人後見業務マニュアルを用いながら講師の実例を交えて説
明。

弁護士

講義・演習
①意思決定支援の実践
②事例から考える意思決定支援 ～本人の心からの希望と価値観を踏
まえたチーム支援のあり方とは～（180分）

①
・なぜ意思決定支援が必要なのか
・人生における意思決定支援とは
・ケースを基にした意思決定支援の考察
・トーキングマットの紹介
②
・意思決定支援への関心の高まっている背景
・国連・障害者権利条約（対日審査に係る障害者権利委員会の
総括所見の紹介と今後の検討課題）
・成年後見制度に係る国の動向
・意思決定支援の難しさ、注意点、ゴール（意思決定支援と代
行決定の違い）
・国内の様々な意思決定支援ガイドラインを基に事例を通じた
演習

・弁護士
・社会福祉士

担当部署：新潟県福祉保健部障害福祉課 2

大阪府 研修名称：法人後見専門職員養成研修（令和４年度）

実施主体：大阪府

受講対象：大阪府法人後見人バンクへの登録を希望する社会福祉法人が適任者として推薦した者

日程：３日間（16時間）

カリキュラム 内容 講師

成年後見制度の概要(180分)
成年後見制度の必要性、趣旨、理念
成年後見人等の役割、権限と義務
法人後見の位置づけ

弁護士

権利擁護活動の現状(30分)
権利擁護と支援の基本的な考え方や内容（日常生活自立
支援事業・市民後見人）

大阪府社協

意思決定支援を踏まえた後見活動の実際(90分)
権利擁護支援としての意思決定支援の考え方と基本的な
内容

社会福祉士

就任時からの流れ(60分) 就任から修了までの事務の概要 司法書士

後見計画と財産目録の作成(120分) 後見計画、財産目録、収支予定表等の作成 司法書士

財産管理の実務(60分) 財産管理の考え方と基本的な実務に関するポイント 司法書士

身上保護の実務(120分) 身上保護の知識及び実務（演習あり） 社会福祉士

報告書の書き方(60分) 家庭裁判所への提出書類の作成（演習あり） 大阪家庭裁判所

後見実務の諸問題及び関連法律知識(120分)
成年後見人等が直面しうる法的課題、虐待防止法など、
死後事務、終了事務など

弁護士

グループワーク(120分) 事例を通して後見人の役割を考える 三士会より1名ずつ

担当部署：大阪府福祉部地域福祉課 3

目的：社会福祉法人が「地域における公益的な取組」として法人後見を行う事を支援
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宮崎県 研修名称：法人後見専門員育成研修会（令和３年度）

実施主体：宮崎県、宮崎県社会福祉協議会

受講対象：市町村行政職員、市町村社協職員、中核機関職員、法人後見実施団体職員等

日程：２回に分けて開催

プログラム①

カリキュラム 内容 講師等

基調説明（50分） 宮崎県における法人後見の取組等 県長寿介護課医療・介護連携推進室

講義・演習（170分） 法人後見事業に必要な基礎知識 リーガルサポート県支部

講義（60分） 法人後見事業における死後事務 リーガルサポート県支部

プログラム②

カリキュラム 内容 講師等

実践報告（80分） 地域における成年後見制度利用促進に向けた体制整備 甲府市社会福祉協議会

講義・演習（210分） 後見活動における権利擁護と身上保護の実務 社会福祉士

研修名称：令和３年度　法人後見支援員（市民後見人）フォローアップ研修会

実施主体：宮崎県及び宮崎県社協

受講対象：法人後見支援員（市民後見人）養成研修修了者

日程：２回に分けて開催

プログラム①

カリキュラム 内容 講師等

講義（50分） 宮崎県における成年後見制度の現状 県長寿介護課医療・介護連携推進室

講義（50分） 後見人としての手続き上の留意点 宮崎家庭裁判所

報告（60分） 市民後見人活動状況 市民後見人（２名）

講義（120分） 成年後見人の倫理と支援 社会福祉士

プログラム②（※新型コロナウイルス感染症拡大のため、中止）

カリキュラム 内容 講師等

事例検討（420分） 事例を通じて成年後見人の業務内容を学ぶ 県内大学教授

担当部署：宮崎県福祉保健部長寿介護課医療・介護連携推進室 4

目的：法人後見支援員（市民後見人）への支援のための専門知識等の習得、地域連携ネットワークの構築を見据えた関係機関との連携のあり方や調整力の向上を図る。

目的：法人後見受任に関する行政や市町村社協の役割、法人後見の実務及び法人後見専門員として法人後見支援員への指導・助言に必要な基本的知識を学ぶ。

成年後見人を選任するには，成年被後見人の心身の状態並びに生活及び財産の状況，成年後見人となる者の職業及び経歴並びに成
年被後見人との利害関係の有無（成年後見人となる者が法人であるときは，その事業の種類及び内容並びにその法人及びその代表者
と成年被後見人との利害関係の有無），成年被後見人の意見その他一切の事情を考慮しなければならない。

民法８４３条４項 ※保佐人・補助人について準用

1

法人として適正に成立，構成されているか

法人の事業目的及び内容が高齢者・障害者
等の福祉にかなうものであるか
⇒営利性の有無や目的を確認。本人の資産が営利目的に
利用・悪用される可能性に注意

法人登記の履歴事項全部証明書
定款
設立趣意書
事業計画書

確認資料（例）検討の視点（例）

法人の事業の種類及び内容

法人の財務基盤

財政状況（資産や収支）が安定しているか

法人の財務が適正に管理されているか

決算報告書，貸借対照表，収支予算書

賠償責任保険の証書

組織規程，組織図，役員等名簿

確認資料（例）検討の視点（例）

本人に与えた損害を賠償する能力があるか

法人を選任する際の考慮要素

⇒会計専門職が法人の運営に関与しているかなどを確認

別添５令和３年９月９日 成年後見制度利用促進専門家会議
第２回福祉・行政と司法の連携強化WG 最高裁判所提出資料
（本資料に係る説明は上記会議の議事録を参照）
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法人を選任する際の考慮要素

後見等事務を遂行する能力

事務担当者に後見事務を遂行する能力があるか

事務担当者に対する指導監督態勢は適切か

⇒経歴，研修歴，専門職団体への加入の有無，後見事務に
関する活動実績等を確認

⇒担当者から法人への定期報告の有無，理事会や専門委員
会による監督や監査の有無，法的な問題が生じたときの相
談体制の有無等を確認

役員等名簿

組織規程，組織図

後見業務の実施に関する規定や要領

法人内部の指導監督態勢の規定や要領

養成及び研修制度の内容が分かる書類

不正発覚時の対応規定

個人情報の取扱に関する規定や要領

確認資料（例）検討の視点（例）

担当者に対する研修制度は整備されているか

財産管理の方法は適切か

不正発覚時の態勢が適切であるか
個人情報保護の対策がとられているか

本人との利害関係

検討の視点（例）
本人との間に具体的な利害関係を有するか

将来的に本人に不利益が生じる可能性があるか

確認資料（例）

候補者事情説明書（裁判所の書式）

本人との利害関係の有無を示す資料
実質的な利益相反関係に立つことを防止する仕
組みがあるか

2

⇒本人に有償のサービスを提供しているなど

3

法人の財務基盤について

財政状況の安定性について一定の基準を設けているわけではなく，最低限，明らかに財政状況が悪化し
ているなど経営破綻の兆候がないか，本人に損害を与えた際の賠償能力が確保されているかどうか，収
支予測について合理的な説明があるかどうかを確認した上で，後見監督において定期的に疎明資料を提
出させて財政状況を確認している例が複数あった。

財務基盤が脆弱であると法人の存続自体を危ぶませることになりかねず，長期間にわたり後見事務を行
うという法人後見の大きなメリットを損なうおそれが生じる。また，多数の案件を受任している法人が
財政破綻したときの影響は非常に大きい。

法人の設立後間もなく，裁判所に財務状況に関する資料が提出できない場合でも，保険への加入や専門
職への相談体制等を踏まえて，選任を認めている例があった。

一方，後見事業は利益を追求する性質のものではない上，設立当初から安定性の客観的裏付けを求める
ことが困難な場合もあり得ることから，この段階で財政基盤の安定性を厳格に求めると，新規法人が成
年後見人等を受任することは難しくなる。

法人後見の選任の実情について把握するため，法人後見の選任実績の比較的多い家裁を対象に，
実際に選任されている法人の実情や考慮要素に関する考え方等についてヒアリングを行った。

（※必ずしも全国的な傾向を示すものではないことに留意）

調査の内容

問題意識

選任の実情

主要な考慮要素に関する考え方～一部の家裁の実情から～
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4

後見等事務を遂行する能力について

法人の人的構成，後見事務担当者の質，事務担当者に対する指導監督体制を確認する例が多かった。

後見事務担当者又は補助者が専門職でない場合でも，専門職による内部的な指導・監督体制があるかど
うか，外部のアドバイザーとして専門職が関わっているか，第三者機関による監督・チェックの仕組み
があるかなどの事情を勘案し，選任を認めた例もあった。

選任されている法人の多くは，既に後見事務の経験のある社会福祉士，弁護士，司法書士が役員となっ
ており，構成員の後見事務についての経験や専門職の関与に着目している例が多かった。

適正な後見業務を行うためには，人的態勢が整っていることが重要である。

個人受任の場合は，当該個人の資質について確認すれば足りるが，法人受任の場合は法人の代表者が実
際の後見事務担当者とは限らないため，組織的に後見事務を適正に遂行する能力が備わっているか，実
質的に審査する必要がある。

問題意識

選任の実情

主要な考慮要素に関する考え方～一部の家裁の実情から～

法人又は法人の代表，理事長及び担当者等と本人との間に利害関係がないかどうかを確認している。

5

本人との利害関係について

具体的な利害関係がある場合，問題を解消するための方策（監督人の関与の在り方等）や，利害関係が
どの程度であれば選任に支障がないといえるか等の整理が難しいとして，慎重に考える家裁が多かった。

特に本人が入所する施設を経営する法人については，基本的には選任を避けるとの考えを示す家裁が多
かった（ただし，ここ数年，本人が入所する施設を経営する法人を候補者として申立てがあった事案は
見当たらないとする家裁もあった。）。

本人が入所する施設を経営する法人，本人に福祉サービスを提供する法人を巡っては，その選任の適否
をどのように考えるべきか，どのような監督体制があれば利益相反を防止するために十分といえるのか
等について，検討を深める必要がある。

一般的に，本人に有償のサービスを提供している法人が本人の後見人等となり，利益相反関係に立ち，
代理権を有することになると，対価としてふさわしくない出捐を本人にさせて利益を得たり，サービス
の終了や変更ができなくなったりするなどの不正行為のリスクが否定できない。
特に本人が入所する施設を経営する法人が後見人等となると，被後見人等の居所の選択に係る自由も制
限されることになりかねないなどの指摘もある。

本人が入所する施設の関連法人が候補者となった事案について，法人の役員や職員が重複していないか，
財政基盤が分かれているかなど，実質的な利益相反の可能性を検討した上で，選任した例があった。

問題意識

選任の実情

主要な考慮要素に関する考え方～一部の家裁の実情から～
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�

事 務 連 絡�

令和５年４月２６日�

�

各都道府県�市民後見担当課（室）御中�

�

厚生労働省老健局認知症施策・地域介護推進課�

�

市民後見人養成のための基本カリキュラムについて�

�

日頃から成年後見制度の利用促進や権利擁護の推進に御尽力いただき、厚く御礼申し上げ

ます。�

市民後見人は、成年後見制度の担い手という観点のほか、地域共生社会の実現のための人

材育成や地域づくりという観点から養成を進めていく必要があります。しかし、市民後見人

養成のための基本カリキュラムは平成 �� 年度に策定されて以降、改定が行われておらず、

「第二期成年後見制度利用促進基本計画」（令和４年３月 �� 日閣議決定）において、意思決

定支援の内容を含める等、より充実したカリキュラムへの見直しを検討するとされていたと

ころです。�

これを踏まえ、特定非営利活動法人�地域共生政策自治体連携機構は、令和４年度厚生労

働省老人保健健康増進等事業により、「市民後見人養成研修カリキュラム及び市民後見人の

活躍促進に関する調査研究事業」を実施しました。本事業では、自治体で実際に使用されて

いるカリキュラムの収集・比較や追加すべき科目の洗い出し等を行うとともに、有識者や専

門職、自治体関係者等で構成される研究会での議論を踏まえ、科目の検討や時間配分の見直

し等を行い、別添のとおり基本カリキュラムの改定版が取りまとめられました。�

つきましては、各自治体において地域の実情に応じた市民後見人養成研修カリキュラムを

検討する際の参考として御活用ください。�

各都道府県においては、管内市町村への周知をお願いいたします。�

�

【別添】市民後見人養成のための基本カリキュラム（令和４年度改定版）�

�

【調査研究事業報告書の掲載先】�

「市民後見人養成研修カリキュラム及び市民後見人の活躍促進に関する調査研究事業」�

特定非営利活動法人�地域共生政策自治体連携機構ホームページ�

��������������������������������������������������������

�

�

厚生労働省老健局認知症施策・地域介護推進課�

電話：������������（内線：���������）�

������：���������������������
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施
策
／
高
齢
者
虐
待
防
止
法
�

�
単
位
�

�
�
分
�

�
�
�
�

障
害
者
施
策
／
障
害
者
虐
待
防
止
法
�

�
��
単
位
�

�
�
分
�

１
５
�
�

障
害
者
権
利
条
約
・
障
害
者
差
別
解
消
法
�

１
単
位
�

�
�
分
�

１
６
�
関
係
制
度
・
法
律
（
Ⅱ
）�

生
活
保
護
制
度
・
生
活
困
窮
者
自
立
支
援
制
度
�

１
単
位
�

�
�
分
�

�
７
�
�

公
的
医
療
保
険
制
度
�

�
��
単
位
�

�
�
分
�

１
８
�
�

年
金
保
険
制
度
�

�
��
単
位
�

�
�
分
�

１
９
�
�

税
務
申
告
制
度
�

�
��
単
位
�

�
�
分
�

２
０
�
�

消
費
者
保
護
�

�
��
単
位
�

�
�
分
�

※
都
道
府
県
な
ど
広
域
で
研
修
実
施
の
場
合
、
市
町
村
に
お
い
て
「当

該
市
町
村
・地

域
の
現
状
」
を
補
講
す
る
こ
と
�

合
計
�
�
単
位
��
��
�
単
位

（
講
義
・
実
務
・
演
習
）
�＋

��
�
単
位

（
体
験
学
習
�
レ
ポ
ー
ト
作
成
）
�

補
講
を
行
う
場
合
�
�
単
位
�
※
�
単
位
�
�
�
分

�

改
定
�

�

� ◆
市
民
後
見
活
動
の
実
際
�
�
�
単
位
／
�
�
�
分

 
№

研
修
テ
ー
マ

 
科
目

 
単
位

時
間

�
�
�
市
民
後
見
活
動
の
実
際
�

中
核
機
関
等
の
実
務
と
市
民
後
見
活
動
�

に
対
す
る
サ
ポ
ー
ト
体
制
�

�
単
位
�

�
�
分
�

�
�
�
�

現
役
市
民
後
見
人
に
よ
る
実
践
報
告
�

�
単
位
�

�
�
分
�

� � � 実
践
研
修

�
�
�
単
位
／
�
４
�
分
�
�
�
�
単
位
�
（
体
験
実
習
・
レ
ポ
ー
ト
作
成
）
�

� ◆
対
人
援
助
の
基
礎
�
�
�
��
単
位
／
�
�
�
分

�

№
研
修
テ
ー
マ

科
目

単
位

時
間

�
�
�
対
人
援
助
の
基
礎
�

対
人
援
助
の
基
礎
�

※
権
利
擁
護
の
理
念
を
含
む
�

�
��
単
位
�

�
�
�
分
�

� ◆
体
験
実
習
（
ﾌ
ｨｰ
ﾙ
ﾄﾞ
ﾜ
ｰ
ｸ
）�
�
�
単
位
／
１
日
半
�
�
�
分

 
№

研
修
テ
ー
マ

科
目

単
位

時
間

�
�
�
体
験
実
習
①
�

体
験
実
習
に
つ
い
て
の
留
意
点
�

�
��
単
位
�

�
�
分
�

�
�
�
体
験
実
習
②
�

市
民
後
見
人
の
活
動
体
験
�

�
��
単
位
�

約
半
日
�

�
�
�
体
験
実
習
③
�

施
設
実
習
�

�
単
位
�

約
�
日
�

� ◆
家
庭
裁
判
所
の
役
割
�
�
�
��
単
位
／
�
�
分

 
№

研
修
テ
ー
マ

科
目

単
位

時
間

�
�
�
家
庭
裁
判
所
の
役
割
�

家
庭
裁
判
所
の
実
際
�

�
��
単
位
�

�
�
分
�

� ◆
成
年
後
見
の
実
務
�
�
�
単
位
／
�
�
�
分

 
№

研
修
テ
ー
マ

科
目

単
位

時
間

�
�
�
成
年
後
見
の
実
務
�

成
年
後
見
の
実
務
�

５
単
位
�
�
�
�
分
�

� ◆
課
題
演
習
（
ｸ
ﾞﾙ
ｰ
ﾌ
ﾟﾜ
ｰ
ｸ
）
�
�
�
単
位
／
�
�
�
分

 
№

研
修
テ
ー
マ

科
目

単
位

時
間

�
�
�
課
題
演
習
�

事
例
報
告
と
検
討
�

５
単
位
�
�
�
�
分
�

� ◆
レ
ポ
ー
ト
作
成
�
�
�
単
位

 
№

研
修
テ
ー
マ

科
目

単
位

時
間

�
�
�
レ
ポ
ー
ト
作
成
①
�

志
望
動
機
書
�ｴ
ﾝﾄ
ﾘｰ
ｼｰ
ﾄ
��

－
�

－
�

�
１
�
レ
ポ
ー
ト
作
成
②
�

体
験
実
習
の
報
告
書
作
成
�

�
単
位
�

－
�

�
�
�
レ
ポ
ー
ト
作
成
③
�

市
民
後
見
人
像
（
ど
ん
な
市
民
後
見
に
な
り
た
い
か
）
�

�
単
位
�

－
�

� �
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

� 補
講

※
�
�
単
位
／
�
�
�
分

�
� ※
都
道
府
県
な
ど
広
域
で
研
修
実
施
の
場
合
、
当
該
市
町
村
に
お
い
て
「
当
該
市
町
村
・地

域
の
現
状
」
の
補
講
を
適
宜
行
う
イ
メ
ー
ジ
�

� ◆
当
該
市
町
村
・地

域
の
現
状
�
�
�
単
位
／
�
�
�
分

 
№

研
修
テ
ー
マ

科
目

単
位

時
間

�
�
�
当
該
市
町
村
・地

域
の
現
状
�

介
護
保
険
・高

齢
者
施
策
へ
の
取
組
状
況
�

�
��
単
位
�

�
�
分
�

�
�
�
（�
単
位
／
�
�
�
分
）�

障
害
者
施
策
へ
の
取
組
状
況
�

�
��
単
位
�

�
�
分
�

３
５
�
�

地
域
福
祉
へ
の
取
組
状
況
�

�
��
単
位
�

�
�
分
�

３
６
�
�

社
会
資
源
��

�
��
単
位
�

�
�
分
�
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事
務

連
絡

 

令
和

３
年

3
月

2
4
日

�

� � 各
都

道
府

県
衛

生
主

管
部

（
局

）
御

中
�

� �

厚
生

労
働

省
健

康
局

健
康

課
予

防
接

種
室

� �

� �

成
年

被
後
見

人
等

に
対

す
る

新
型

コ
ロ

ナ
予

防
接

種
を

実
施

す
る

に
当

た
っ

て
の

�

留
意

事
項

に
つ

い
て

�

� � �
新

型
コ

ロ
ナ

ウ
イ
ル

ス
感

染
症

に
係

る
予

防
接

種
（

以
下
「

新
型
コ

ロ
ナ

予
防

接
種

」
と

い
う

。
）

に
つ

い
て

は
、
「
新

型
コ

ロ
ナ

ウ
イ

ル
ス

感
染

症
に

係
る

予
防

接
種

の
実

施
に

関
す

る
手

引
き

に
つ

い
て

」（
令

和
２

年
�
�
月

�
�
日

付
け

健
発

�
�
�
�
第

４
号

厚
生

労
働
省

健
康

局
長

通
知

）
の

別
添

に

お
い

て
、

現
時

点
で

の
情

報
と

そ
の

具
体

的
な

事
務

取
扱

を
お

示
し
し

て
い

る
と

こ
ろ

で
す

。
�

�
今

般
、
成

年
被

後
見

人
や

被
保

佐
人

、
被

補
助

人
（

以
下
「

成
年

被
後

見
人

等
」
と

い
う

。
）
へ

の

接
種

に
当

た
っ

て
ご

留
意

い
た

だ
き

た
い

事
項

に
つ

い
て

、
以

下
の

と
お

り
お

示
し

し
ま

す
の

で
、

適
切

な
配

慮
が

提
供

さ
れ

る
よ

う
御

協
力

を
お

願
い

す
る

と
と

も
に
、
本

事
務

連
絡

の
内

容
を

管
内

市
区

町
村

に
周

知
い
た

だ
く

よ
う

お
願

い
い

た
し

ま
す

。
�

�

記
�

� １
�

接
種

券
の

郵
送

に
つ

い
て

�

接
種

の
対

象
者

が
成

年
被

後
見

人
等

で
、
本

人
に

よ
る

接
種

券
の

受
け

取
り

が
困

難
な

場
合

は
、

接
種

券
の

送
付

先
を

成
年

後
見

人
や

保
佐

人
、
補

助
人

、
任

意
後
見

人
（

以
下
「

成
年

後
見

人
等

」

と
い

う
。
）

に
設

定
す

る
こ

と
が

可
能

で
あ

る
こ

と
。

�

送
付

先
変

更
の

依
頼

が
成

年
後

見
人

等
か

ら
あ

っ
た

際
は

、
成
年

後
見

登
記

制
度

に
基

づ
く

登

記
事

項
証

明
書
（
の

写
し

）
等

に
よ

り
、
成

年
後

見
人

等
と

接
種
の

対
象

者
と

の
関

係
、
成

年
後

見
人

等
の

送
付

先
住

所
の

確
認

を
行

う
こ

と
が

望
ま

し
い

こ
と

。
�

ま
た

、
現

状
、

各
市

区
町

村
に

お
い

て
、

成
年

被
後

見
人

等
に

対
す

る
各

種
通

知
文

書
を

、
成

年
後

見
人

等
に

送
付

す
る

取
扱

い
を

行
っ

て
い

る
場

合
は

、
関

係
部

局
で

連
携

の
上

、
接

種
券

に

つ
い

て
も

、
同

様
に

成
年

後
見

人
等

に
送

付
す

る
こ

と
を

ご
検

討
い

た
だ

き
た

い
こ

と
。

�

�

�
�

- 9
3 

-

２
�

接
種

を
受

け
る

際
の

同
意

の
確

認
に

つ
い

て
�

成
年

被
後

見
人

等
が

接
種

を
受

け
る

に
当

た
っ

て
は

、
ま

ず
、
成

年
被

後
見

人
等

に
必

要
な

情

報
を
し

っ
か

り
と

伝
え

、
そ

の
上

で
、
本

人
の

意
思

を
可

能
な

限
り

確
認

し
て

い
た

だ
く

必
要

が

あ
る
こ

と
。

�

本
人

の
接

種
の

意
思

を
確

認
す

る
こ

と
が

で
き

た
場

合
は

、
本

人
の

自
筆

又
は

本
人

の
同

意
を

確
認
し

た
者

の
代

筆
に

よ
り

予
診

票
の

接
種

の
希

望
欄

に
署

名
い

た
だ

く
こ

と
。

�

本
人

の
接

種
の

意
思

を
確

認
す

る
こ

と
が

難
し

い
場

合
は

、
予

防
接

種
法

令
上

、
接

種
の

対
象

者
が

法
定

後
見

制
度

の
成

年
被

後
見

人
で

あ
れ

ば
成

年
後

見
人

に
よ

る
同

意
の

署
名

が
可

能
だ

が
、
そ

の
場

合
は

家
族

や
医

療
・
ケ

ア
チ

ー
ム

等
、
本

人
の

周
り

の
方

と
相

談
し

な
が

ら
判

断
い

た
だ

く
必

要
が

あ
る

こ
と

。
�

な
お
、

被
保

佐
人

や
被

補
助

人
、

任
意

後
見

制
度

の
被

後
見

人
の

場
合

に
は

、
保

佐
人

や
補

助

人
、
任

意
後

見
人

に
よ

る
署

名
は

で
き

な
い

た
め

、
原

則
ど

お
り

接
種

の
意

思
を

本
人

に
確

認
し

た
上

で
、
本

人
の

自
署

又
は

本
人

の
接

種
の

意
思

を
確

認
し

た
者

の
代

筆
に

よ
り

接
種

の
同

意
欄

に
署

名
す

る
こ

と
。
こ

の
場

合
、
本

人
の

接
種

の
意

思
を

確
認

し
た

上
で

の
代

筆
で

あ
れ

ば
保

佐

人
や

補
助

人
、

任
意

後
見

人
が

行
う

こ
と

も
可

能
で

あ
る

こ
と

。
�
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事 務 連 絡 

令和３年９月１日 

 

 

  都道府県 

各 指定都市 民生主管部（局）長 殿 

  中 核 市 

 

厚生労働省社会・援護局保護課長 

 

 

「生活保護問答集について」の一部改正について 

 

 

今般、「生活保護問答集について」（平成 21年３月 31日厚生労働省社会・援護

局保護課長事務連絡）の一部を別紙の新旧対照表のとおり改正し、令和３年 10

月１日から適用することとしたので、御了知の上、保護の実施に遺漏のないよう

御配慮願います。 
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（
新
旧
対
照
表
（
案
）
）
 

改
正
後
 

現
 
行
 

第
１
編
 
保
護
の
実
施
要
領
 

 第
１
～
８

 
略
 

 第
９

 
保
護
の
開
始
申
請
等
 

問
9
-
1 
略
 

問
9
－

2〔
代
理
人
に
よ
る
保
護
の
申
請
〕
 

 
代
理
人
に
よ
る
保
護
の
申
請
は
認
め
ら
れ
る

か
。
 

（
答
）
民
法
に
お
け
る
代
理
と
は
、
代
理
人
が
、

代
理
権
の
範
囲
で
、
代
理
人
自
身
の
判
断
で
い
か

な
る
法
律
行
為
を
す
る
か
を
決
め
、
意
思
表
示
を

行
う
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
生
活

保
護
の
申
請
（
以
下
「
保
護
申
請
」
と
い
う
。）

は
、
本
人
の
意
思
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
こ
と
を

大
原
則
と
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
仮
に
要
保

護
状
態
に
あ
っ
た
と
し
て
も
保
護
申
請
を
す
る

か
、
し
な
い
か
の
判
断
を
行
う
の
は
あ
く
ま
で
本

人
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
お
り
、
代
理

人
が
判
断
す
べ
き
も
の
で
は
な
い
。
 

ま
た
、
要
保
護
者
本
人
に
十
分
な
意
思
能
力
が

な
い
場
合
に
あ
っ
て
、
急
迫
し
た
状
況
に
あ
る
と

認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
法
第
25
 
条
の
規
定
に
よ

り
、
実
施
機
関
は
職
権
を
も
っ
て
保
護
の
種
類
、

程
度
及
び
方
法
を
決
定
し
、
保
護
を
開
始
し
な
く

て
は
な
ら
な
い
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。
 

以
上
の
こ
と
か
ら
、
原
則
と
し
て
、
代
理
人
に

よ
る
保
護
申
請
は
な
じ
ま
な
い
も
の
と
解
す
る
こ

と
が
で
き
る
。
 

た
だ
し
、
成
年
被
後
見
人
（
被
保
佐
人
、
被
補

助
人
は
含
ま
な
い
。
以
下
同
じ
。
）
に
つ
い
て

は
、
「
事
理
を
弁
識
す
る
能
力
を
欠
く
常
況
に
あ

る
」
こ
と
か
ら
、
保
護
申
請
に
係
る
判
断
能
力
が

第
１
編
 
保
護
の
実
施
要
領
 

 第
１
～
８

 
略
 

 第
９

 
保
護
の
開
始
申
請
等
 

問
9
-
1 
略
 

問
9
－

2〔
代
理
人
に
よ
る
保
護
の
申
請
〕
 

 
代
理
人
に
よ
る
保
護
の
申
請
は
認
め
ら
れ
る

か
。
 

（
答
）
民
法
に
お
け
る
代
理
と
は
、
代
理
人
が
、

代
理
権
の
範
囲
で
、
代
理
人
自
身
の
判
断
で
い
か

な
る
法
律
行
為
を
す
る
か
を
決
め
、
意
思
表
示
を

行
う
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
生
活

保
護
の
申
請
は
、
本
人
の
意
思
に
基
づ
く
も
の
で

あ
る
こ
と
を
大
原
則
と
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と

は
、
仮
に
要
保
護
状
態
に
あ
っ
た
と
し
て
も
生
活

保
護
の
申
請
を
す
る
か
、
し
な
い
か
の
判
断
を
行

う
の
は
あ
く
ま
で
本
人
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
意

味
し
て
お
り
、
代
理
人
が
判
断
す
べ
き
も
の
で
は

な
い
。
 

ま
た
、
要
保
護
者
本
人
に
十
分
な
意
思
能
力
が

な
い
場
合
に
あ
っ
て
、
急
迫
し
た
状
況
に
あ
る
と

認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
法
第
25
 
条
の
規
定
に
よ

り
、
実
施
機
関
は
職
権
を
も
っ
て
保
護
の
種
類
、

程
度
及
び
方
法
を
決
定
し
、
保
護
を
開
始
し
な
く

て
は
な
ら
な
い
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。
 

以
上
の
こ
と
か
ら
代
理
人
に
よ
る
保
護
申
請
は

な
じ
ま
な
い
も
の
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

 
な
お
、
本
人
が
自
ら
の
意
思
で
記
載
し
た
申
請

書
を
代
理
人
が
持
参
し
た
場
合
に
つ
い
て
は
、
こ

れ
は
代
理
で
は
な
く
、
使
者
と
し
て
捉
え
る
べ
き

で
あ
り
、
そ
こ
で
行
わ
れ
た
申
請
は
有
効
と
な
る

の
で
留
意
が
必
要
で
あ
る
。
 

- 1
01

 -

な
い
こ
と
、
成
年
後
見
人
に
代
理
権
が
付
与
さ
れ

て
い
る
「
財
産
に
関
す
る
す
べ
て
の
法
律
行
為
」

に
は
保
護
申
請
も
含
ま
れ
る
と
解
す
る
こ
と
が
で

き
る
こ
と
等
か
ら
、
成
年
後
見
人
に
よ
る
保
護
申

請
に
つ
い
て
は
、
法
第
７
条
に
基
づ
く
有
効
な
も

の
と
し
て
取
り
扱
う
こ
と
と
す
る
。
こ
の
際
、
生

活
保
護
受
給
中
に
お
い
て
は
、
法
第
2
7
条
に
基
づ

く
指
導
・
指
示
の
可
能
性
が
あ
る
な
ど
、
一
定
の

行
為
制
限
を
伴
う
こ
と
か
ら
、
民
法
第

8
59
条
第

２
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

8
24
条
た
だ
し

書
の
規
定
の
趣
旨
に
鑑
み
、
要
保
護
者
本
人
の
同

意
が
あ
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。

 

 
な
お
、
本
人
が
自
ら
の
意
思
で
記
載
し
た
申
請

書
を
代
理
人
が
持
参
し
た
場
合
に
つ
い
て
は
、
こ

れ
は
代
理
で
は
な
く
、
使
者
と
し
て
捉
え
る
べ
き

で
あ
り
、
そ
こ
で
行
わ
れ
た
申
請
は
有
効
と
な
る

の
で
留
意
が
必
要
で
あ
る
。
 

 第
1
0～

1
3 
略
 

 第
２
編
 
略
 

 

 第
1
0～

1
3 
略
 

 第
２
編
 
略
 

 

 

- 1
02

 -
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「地域包括支援センターの設置運営について」

老計発第 1018001 号

老振発第 1018001 号

老老発第 1018001 号

p.4「 3 市町村の責務 ③ センター間における役割分担と連携の強化」

管内に複数のセンターがある市町村においては、地域の課題や目標をセンター間で共有し

ながらセンターが相互に連携する効果的な取組を推進していくことが求められる。 例え

ば、

・ 権利擁護業務や認知症支援等の機能を強化し、当該分野において他のセンターを支援す

るセンター（以下「機能強化型センター」という。）を設置

するなど、センター間の連携強化や役割分担を通じて、効果的、一体的な運営体制を構築

していくことが可能と考える。

p.9「 4 事業内容 ③ 権利擁護業務について」

権利擁護業務は、地域の住民や民生委員、介護支援専門員などの支援だけでは十分に問

題が解決できない、適切なサービス等につながる方法が見つからない等の困難な状況にあ

地域において、安心して尊厳のある生活を行うことができるよう、専門的・る高齢者が、

継続的な視点からの支援を行うものである。

業務の内容としては、成年後見制度の活用促進、老人福祉施設等への措置の支援、高齢

者虐待への対応、困難事例への対応、消費者被害 防止に関する諸制度を活用し、高齢者

生活の維持を図るものである。

抜粋

- 137 -

の

の

- 103 -

一部改正　平成 30 年 5 月 10 日

- 99 -

老 計 発 第 号

老 振 発 第 号

老 老 発 第 号

平成 年 月 日

（略）

一部改正：令 和 ６ 年 ８ 月 ５ 日

都道府県

各指定都市介護保険主管部（局）長殿

中 核 市

厚生労働省老健局計画課長

振興課長

老人保健課長

地域包括支援センターの設置運営について

（略）

４ 事業内容

包括的支援事業

（略）

③ 権利擁護事業について

権利擁護事業は、地域の住民や民生委員、介護支援専門員などの支援だけでは十分に問題が

解決できない、適切なサービス等につながる方法が見つからない等の困難な状況にある高齢者

が、地域において、安心して尊厳のある生活を行うことができるよう、専門的・継続的な視点

からの支援を行うものである（法第 条の 第２項第２号）。

本事業の内容としては、成年後見制度の活用促進、老人福祉施設等への措置の支援、高齢者

虐待への対応、困難事例への対応、消費者被害の防止に関する諸制度を活用し、高齢者の生活

の維持を図るものである。

「地域包括支援センターの設置運営について」より抜粋
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 【
別

添
２

】
 

 

基
幹
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー
 

 １
 
目

的
 

基
幹

相
談

支
援

セ
ン
タ
ー
は
、
地
域
に
お
け
る
相
談
支
援
の
中

核
的

な
役

割
を

担
う

機
関

と
し

て
、

障
害

者
相

談
支

援
事

業
及
び
成
年
後
見
制
度
利
用
支
援
事
業
並
び

に
身

体
障

害
者

福
祉

法
（

昭
和

２
４

年
法

律
第

２
８

３
号

）
第
９
条
第
５
項
第
２
号
及
び
第
３
号
、
知

的
障

害
者

福
祉

法
（

昭
和

３
５

年
法

律
第

３
７

号
）

第
９

条
第
５
項
第
２
号
及
び
第
３
号
並
び
に
精
神

保
健

及
び

精
神

障
害

者
福

祉
に

関
す

る
法

律
（

昭
和

２
５

年
法
律
第
１
２
３
号
）
第
４
９
条
第
１
項
に

基
づ

く
相

談
等

の
業

務
を

総
合

的
に

行
う

こ
と

を
目

的
と

す
る
施
設
で
あ
る
。
 

 ２
 
設

置
主

体
 

（
１

）
 
市

町
村

 

（
２

）
 
市

町
村

か
ら

基
幹
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー
が
行
う
事
業
及

び
業

務
の

実
施

の
委

託
を

受
け

た
一

般
相

談
支

援
事

業
を
行
う
者
又
は
特
定
相
談
支
援
事
業
を

行
う

者
 

※
 
（

２
）

の
市

町
村
以
外
の
者
が
設
置
す
る
場
合
に
は
、
市
町

村
に

対
し

て
届

出
が

必
要

と
な

る

こ
と

に
留

意
。

 

 ３
 
設

置
方

法
 

基
幹

相
談

支
援

セ
ン

タ
ー
は
、
単
独
市
町
村
又
は
複
数
市
町
村

に
よ

る
設

置
、

市
町

村
直

営
又

は
委

託
に

よ
る

設
置

等
、

地
域
の
実
情
（
人
口
規
模
、
地
域
に
お
け
る

相
談

支
援

の
体

制
、

人
材

確
保

の
状

況
等

）
に

応
じ

て
最

も
効
果
的
な
方
法
に
よ
り
設
置
す
る
こ
と
が

で
き

る
。

 
 

 ４
 
業

務
内

容
 

基
幹

相
談

支
援

セ
ン

タ
ー
は
、
地
域
に
お
け
る
相
談
支
援
の
中

核
的

な
役

割
を

担
う

機
関

と
し

て
、

障
害

者
相

談
支

援
事

業
及
び
成
年
後
見
制
度
利
用
支
援
事
業
並
び

に
身

体
障

害
者

福
祉

法
第

９
条

第
５

項
第

２
号

及
び

第
３

号
、
知
的
障
害
者
福
祉
法
第
９
条
第
５
項
第

２
号

及
び

第
３

号
並

び
に

精
神

保
健

及
び

精
神

障
害

者
福

祉
に

関
す

る
法

律
第

４
９

条
第

１
項

に
基

づ
く

相
談

等
の

業
務

を
総

合
的

に
行

う
。

 

具
体

的
に

は
、

地
域

の
実
情
に
応
じ
て
以
下
の
業
務
等
を
行
う

も
の

と
す

る
。

 

（
１

）
 
総

合
的

・
専
門
的
な
相
談
支
援
の
実
施
 

・
 
障

害
の

種
別
や
各
種
の
ニ
ー
ズ
に
対
応
で
き
る
総
合
的
な

相
談

支
援

や
専

門
的

な
相

談
支

援

の
実

施
 

（
２

）
 
地

域
の

相
談
支
援
体
制
の
強
化
の
取
組
 

・
 
地

域
の

相
談
支
援
事
業
者
に
対
す
る
訪
問
等
に
よ
る
専
門

的
な

指
導

、
助

言
 

・
 
地

域
の

相
談
支
援
事
業
者
の
人
材
育
成
の
支
援
（
研
修
会

の
企

画
・

運
営

、
日

常
的

な
事

例

検
討

会
の

開
催

、
サ
ー
ビ
ス
等
利
用
計
画
の
点
検
・
評
価

等
）

 

・
 
地

域
の

相
談
機
関
（
相
談
支
援
事
業
者
、
身
体
障
害
者
相

談
員

、
知

的
障

害
者

相
談

員
、

民

生
委

員
、

高
齢

者
、
児
童
、
保
健
・
医
療
、
教
育
・
就
労

等
に

関
す

る
各

種
の

相
談

機
関

等
）

と
の

連
携

強
化

の
取
組
（
連
携
会
議
の
開
催
等
）
 

（
３

）
 
地

域
移

行
・
地
域
定
着
の
促
進
の
取
組
 

・
 
障

害
者

支
援
施
設
や
精
神
科
病
院
等
へ
の
地
域
移
行
に
向

け
た

普
及

啓
発

 

・
 
地

域
生

活
を
支
え
る
た
め
の
体
制
整
備
に
係
る
コ
ー
デ
ィ

ネ
ー

ト
 

令
和
4年
3月
30
日
付
厚
生
労
働
省
社
会
・
援
護
局
障
害
保
健
福
祉
部
長
通
知

「
地
域
生
活
支
援
事
業
等
の
実
施
に
つ
い
て
」

別
紙
１
　
地
域
生
活
支
援
事
業
実
施
要
綱
　
（
別
記
１
－
３
）
相
談
支
援
事
業
実
施
要
領
よ
り
抜
粋

16
 

 
 

※
 
基
幹
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー
は
、
地
域
の
実
情
に
応
じ
て
市
町
村
が
設
置
す
る
協
議
会
の
運
営

の
委
託
を
受
け
る
等
に
よ
り
、
地
域
の
障
害
者
等
の
支
援
体
制
の
強
化
を
図
る
。
 

（
４

）
 
権
利
擁
護
・
虐
待
の
防
止
 

・
 
成
年
後
見
制
度
利
用
支
援
事
業
の
実
施
 

・
 
障
害
者
等
に
対
す
る
虐
待
を
防
止
す
る
た
め
の
取
組
 

 ５
 
人

員
体

制
 

基
幹

相
談
支
援
セ
ン
タ
ー
は
、
地
域
の
実
情
に
応
じ
て
、
地
域
に
お
け
る
相
談
支
援
の
中
核
的
な
役

割
を

担
う

機
関
と
し
て
必
要
と
な
る
人
員
（
主
任
相
談
支
援
専
門
員
、
相
談
支
援
専
門
員
、
社
会
福
祉

士
、

精
神

保
健
福
祉
士
、
保
健
師
等
）
を
配
置
す
る
。
 

 ６
 
秘

密
保

持
 

基
幹

相
談

支
援
セ
ン
タ
ー
を
設
置
す
る
者
若
し
く
は
そ
の
職
員
又
は
こ
れ
ら
の
職
に
あ
っ
た
者
は
、

正
当

な
理

由
な
し
に
、
そ
の
業
務
に
関
し
て
知
り
得
た
秘
密
を
漏
ら
し
て
は
な
ら
な
い
。
 

 ７
 
そ

の
他

 

（
１

）
 
市

町
村
は
、
基
幹
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー
の
設
置
又
は
運
営
の
責
任
主
体
と
し
て
、
基
幹
相
談

支
援

セ
ン
タ
ー
の
運
営
に
つ
い
て
適
切
に
関
与
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

（
２

）
 
市

町
村
は
、
基
幹
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー
を
設
置
又
は
委
託
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
協
議
会
等

に
お

い
て
、
設
置
方
法
や
実
施
す
る
事
業
内
容
の
事
業
の
実
績
の
検
証
等
を
行
う
こ
と
。
 

（
３

）
 
基

幹
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー
は
、
総
合
的
な
相
談
等
の
業
務
を
行
う
上
で
支
障
が
な
い
よ
う
、

各
業

務
を
行
う
場
所
は
一
体
で
あ
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。
 

- 104 -- 100 -



- 101 -



 
 

  

- 140 -- 106 -- 102 -



- 141 -- 107 -- 103 -
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全国の弁護士会（2023年6月時点） 日本弁護士連合会

東京都千代田区霞が関1-1-3 15階

TEL：03-3580-9841（代表）

名称 所在地 TEL �A�

北海道 札幌弁護士会 〒060-0001 札幌市中央区北1条西10丁目 札幌弁護士会館7階 011-281-2428 011-281-4823

函館弁護士会 〒040-0031 函館市上新川町1-3 0138-41-0232 0138-41-3611

旭川弁護士会 〒070-0901 旭川市花咲町4 0166-51-9527 0166-46-8708

釧路弁護士会 〒085-0824 釧路市柏木町4-3 0154-41-0214 0154-41-0225
東北 仙台弁護士会 〒980-0811 仙台市青葉区一番町2-9-18 022-223-1001 022-261-5945

福島県弁護士会 〒960-8115 福島市山下町4-24 024-534-2334 024-536-7613

山形県弁護士会 〒990-0042 山形市七日町2-7-10 NANA BEANS8階 023-622-2234 023-635-3685

岩手弁護士会 〒020-0022 盛岡市大通1-2-1 岩手県産業会館本館2階 019-651-5095 019-623-5035

秋田弁護士会 〒010-0951 秋田市山王6-2-7 018-862-3770 018-823-6804

青森県弁護士会 〒030-0861 青森市長島1-3-1 日赤ﾋﾞﾙ5階 017-777-7285 017-722-3181

関東 東京弁護士会 〒100-0013 千代田区霞が関1-1-3 6階 03-3581-2201 03-3581-0865

第一東京弁護士会 〒100-0013 千代田区霞が関1-1-3 11階 03-3595-8585 03-3595-8577

第二東京弁護士会 〒100-0013 千代田区霞が関1-1-3 9階 03-3581-2255 03-3581-3337

神奈川県弁護士会 〒231-0021 横浜市中区日本大通9 045-211-7707 045-212-2888

埼玉弁護士会 〒330-0063 さいたま市浦和区高砂4-7-20 048-863-5255 048-866-6544

千葉県弁護士会 〒260-0013 千葉市中央区中央4-13-9 043-227-8431 043-225-4860

茨城県弁護士会 〒310-0062 水戸市大町2-2-75 029-221-3501 029-227-7747

栃木県弁護士会 〒320-0845 宇都宮市明保野町1番6 028-689-9000 028-689-9018

群馬弁護士会 〒371-0026 前橋市大手町3-6-6 027-233-4804 027-234-7425

静岡県弁護士会 〒420-0853 静岡市葵区追手町10-80 静岡地方裁判所構内 054-252-0008 054-252-7522

山梨県弁護士会 〒400-0032 甲府市中央1-8-7 055-235-7202 055-235-7204

長野県弁護士会 〒380-0872 長野市妻科432 026-232-2104 026-232-3653

新潟県弁護士会 〒951-8126 新潟市中央区学校町通1-1 新潟地方裁判所構内 025-222-5533 025-223-2269

中部 愛知県弁護士会 〒460-0001 名古屋市中区三の丸1-4-2 052-203-1651 052-204-1690
・北陸 三重弁護士会 〒514-0036 津市丸之内養正町1-1 059-228-2232 059-227-4675

岐阜県弁護士会 〒500-8811 岐阜市端詰町22 058-265-0020 058-265-4100

福井弁護士会 〒910-0004 福井市宝永4丁目3番1号 サクラNビル７階 0776-23-5255 0776-23-9330

金沢弁護士会 〒920-0937 金沢市丸ノ内7-36 076-221-0242 076-222-0242

富山県弁護士会 〒930-0076 富山市長柄町3-4-1 076-421-4811 076-421-4896
近畿 大阪弁護士会 〒530-0047 大阪市北区西天満1-12-5 0570-783-748 06-6364-0252

京都弁護士会 〒604-0971 京都市中京区富小路通丸太町下ﾙ 075-231-2378 075-223-1894

兵庫県弁護士会 〒650-0016 神戸市中央区橘通1-4-3 078-341-7061 078-351-6651

奈良弁護士会 〒630-8237 奈良市中筋町22番地の1 0742-22-2035 0742-23-8319

滋賀弁護士会 〒520-0051 大津市梅林1-3-3 077-522-2013 077-522-2908

和歌山弁護士会 〒640-8144 和歌山市四番丁5 073-422-4580 073-436-5322

中国 広島弁護士会 〒730-0012 広島市中区上八丁堀2-73 082-228-0230 082-228-0418

山口県弁護士会 〒753-0045 山口市黄金町2-15 083-922-0087 083-928-2220

岡山弁護士会 〒700ｰ0807 岡山市北区南方1-8-29 086-223-4401 086-223-6566

鳥取県弁護士会 〒680-0011 鳥取市東町2丁目221番地 0857-22-3912 0857-22-3920

島根県弁護士会 〒690-0886 松江市母衣町55-4 松江商工会議所ビル7階 0852-21-3225 0852-21-3398
四国 香川県弁護士会 〒760-0033 高松市丸の内2-22 087-822-3693 087-823-3878

徳島弁護士会 〒770-0855 徳島市新蔵町1-31 088-652-5768 088-652-3730

高知弁護士会 〒780-0928 高知市越前町1-5-7 088-872-0324 088-872-0838

愛媛弁護士会 〒790-0003 松山市三番町4-8-8 089-941-6279 089-941-4110
九州 福岡県弁護士会 〒810-0044 福岡市中央区六本松4丁目2番5号 092-741-6416 092-715-3207

・沖縄 佐賀県弁護士会 〒840-0833 佐賀市中の小路7-19 佐賀県弁護士会館 0952-24-3411 0952-25-7608

長崎県弁護士会 〒850-0875 長崎市栄町1-25 長崎MSﾋﾞﾙ4階 095-824-3903 095-824-3967

大分県弁護士会 〒870-0047 大分市中島西1-3-14 097-536-1458 097-538-0462

熊本県弁護士会 〒860-0078 熊本市中央区京町1-13-11 096-325-0913 096-325-0914

鹿児島県弁護士会 〒892-0815 鹿児島市易居町2-3 099-226-3765 099-223-7315

宮崎県弁護士会 〒880-0803 宮崎県宮崎市旭1-8-45 0985-22-2466 0985-22-2449

沖縄弁護士会 〒900-0014 那覇市松尾2-2-26-6 098-865-3737 098-865-3636

　※全国の弁護士会の一覧は、日本弁護士連合会ウェブサイトに掲載しています。

　　https://www.nichibenren.or.jp/jfba_info/bar_association/whole_country.html
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丁
目
4
番
1
4
号

愛
媛
県
司
法
書
士
会
合
同
会
館

0
8
9
-
9
4
1
-
8
0
6
5

0
8
9
-
9
4
5
-
1
9
1
4

福
岡
支
部

8
1
0
-
0
0
7
3

福
岡
市
中
央
区
舞
鶴
三
丁
目
2
番
2
3
号

0
9
2
-
7
3
8
-
1
6
6
6

0
9
2
-
7
3
8
-
1
6
6
0

佐
賀
支
部

8
4
0
-
0
8
4
3

佐
賀
市
川
原
町
2
番
3
6
号

0
9
5
2
-
2
9
-
0
6
2
6

0
9
5
2
-
2
9
-
5
8
8
7

長
崎
支
部

8
5
0
-
0
8
7
4

長
崎
市
魚
の
町
3
番

3
3
号

長
崎
県
建
設
総
合
会
館
本
館
6
階

0
9
5
-
8
2
3
-
4
7
1
0

0
9
5
-
8
2
3
-
4
6
6
2

大
分
支
部

8
7
0
-
0
0
4
5

大
分
市
城
崎
町
2
丁
目

3
番
1
0
号

0
9
7
-
5
3
2
-
7
5
7
9

0
9
7
-
5
3
2
-
3
5
6
0

熊
本
支
部

8
6
2
-
0
9
7
1

熊
本
市
中
央
区
大
江
4
丁
目

4
番
3
4
号

0
9
6
-
3
6
4
-
2
8
8
9

0
9
6
-
3
6
3
-
1
3
5
9

鹿
児
島
支
部

8
9
2
-
0
8
2
3

鹿
児
島
市
住
吉
町
1
3
番
1
号
　
ハ
ー
バ
ー
フ
ロ
ン
ト
ビ
ル
4
階

鹿
児
島
県
司
法
書
士
会
事
務
局
内

0
9
9
-
2
4
8
-
8
8
6
0

0
9
9
-
2
4
8
-
8
4
2
2

宮
崎
県
支
部

8
8
0
-
0
8
0
3

宮
崎
市
旭
1
丁
目
8
番
3
9
-
1
号

宮
崎
県
司
法
書
士
会
館
内

0
9
8
5
-
2
8
-
8
5
3
8

0
9
8
5
-
2
8
-
8
5
3
7

沖
縄
支
部

9
0
0
-
0
0
0
6

那
覇
市
お
も
ろ
ま
ち
4
丁
目
1
6
番
3
3
号

0
9
8
-
8
6
7
-
3
5
2
6

0
9
8
-
8
6
1
-
7
7
5
8

九 州

所
在

地

北 海 道 東 北 関 東 中 部 近 畿 中 国 四 国

2
0
2
3
年
6
月
1
4
日
時
点
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2023年4月1日

郵便番号 所　　在　　地 Ｔ　Ｅ　Ｌ

(公社)北海道社会福祉士会 060-0002 北海道札幌市中央区北二条西７丁目かでる２．７－４階 011-213-1313

(公社)青森県社会福祉士会 030-0822 青森県青森市中央３－２０－３０県民福祉プラザ５階 017-723-2560

(一社)岩手県社会福祉士会 020-0816 岩手県盛岡市中野２丁目１６－１　ＳＥＴビル３階Ａ号室 01�-613-5505

(一社)宮城県社会福祉士会 �81-0�35 宮城県仙台市青葉区三条町１０－１９ＰＲＯＰ三条館内 022-233-02�6

(一社)秋田県社会福祉士会 010-0�22 秋田県秋田市旭北栄町１－５秋田県社会福祉会館内 018-8�6-7881

(一社)山形県社会福祉士会 ��0-0021 山形県山形市小白川町２－３－３１山形県総合社会福祉センター内 023-615-6565

(一社)福島県社会福祉士会 �63-8045 福島県郡山市新屋敷１丁目１６６番ＳビルＢ号室 024-�24-7201

(一社)茨城県社会福祉士会 310-0851 茨城県水戸市千波町１９１８　セキショウ・ウェルビーイング福祉会館5F 02�-244-�030

(一社)栃木県社会福祉士会 320-8508 栃木県宇都宮市若草1-10-6とちぎ福祉ﾌﾟﾗｻﾞ内　とちぎｿｰｼｬﾙｹｱｻｰﾋﾞｽ共同事務所 028-600-1725

(一社)群馬県社会福祉士会 371-0843 群馬県前橋市新前橋町１３－１２群馬県社会福祉総合センター７階 027-212-8388

(公社)埼玉県社会福祉士会 338-0003 埼玉県さいたま市中央区本町東１－２－５ベルメゾン小島１０３ 048-857-1717

(一社)千葉県社会福祉士会 260-0026 千葉県千葉市中央区千葉港4番5号　千葉県社会福祉センター5階 043-238-2866

(公社)東京社会福祉士会 170-0005 東京都豊島区南大塚３－４３－１１福祉財団ビル５階 03-5�44-8466

(公社)神奈川県社会福祉士会 221-0825 神奈川県横浜市神奈川区反町3-17-2 神奈川県社会福祉センター4F 045-317-2045

(公社)新潟県社会福祉士会 �50-0��4 新潟県新潟市中央区上所２丁目２－２新潟ユニゾンプラザ３階 025-281-5502

(一社)山梨県社会福祉士会 400-0073 山梨県甲府市湯村三丁目１１－３０ 055-26�-6280

(公社)長野県社会福祉士会 380-0836 長野県長野市南県町６８５－２長野県食糧会館６Ｆ 026-266-02�4

(一社)富山県社会福祉士会 �3�-0341 富山県射水市三ケ５７９富山福祉短期大学内 0766-55-5572

(一社)石川県社会福祉士会 �20-8557 石川県金沢市本多町３丁目１－１０石川県社会福祉会館２階 076-207-7770

(一社)福井県社会福祉士会 �18-8011 福井県福井市月見３－２－３７　ＮＴＴ西日本福井南交換所ビル１階 0776-63-6277

(一社)岐阜県社会福祉士会 500-8385 岐阜県岐阜市下奈良２丁目２－１岐阜県福祉・農業会館６階 058-277-7216

(一社)静岡県社会福祉士会 420-0856 静岡県静岡市葵区駿府町１－７０静岡県総合社会福祉会館４階 054-252-�877

(一社)愛知県社会福祉士会 460-0001 愛知県名古屋市中区三の丸１丁目７番２号　桜華会館　南館１階 052-202-3005

(一社)三重県社会福祉士会 514-0003 三重県津市桜橋２－１３１三重県社会福祉会館４階 05�-253-600�

(公社)滋賀県社会福祉士会 525-0072 滋賀県草津市笠山７－８－１３８滋賀県立長寿社会福祉センター内 077-561-3811

(一社)京都社会福祉士会 604-0874
京都市中京区竹屋町通烏丸東入清水町375
京都府立総合社会福祉会館（ハートピア京都）7F

075-585-5430

(公社)大阪社会福祉士会 542-0012 大阪府大阪市中央区谷町７－４－１５大阪府社会福祉会館内（１階） 06-4304-2772

(一社)兵庫県社会福祉士会 651-0062 兵庫県神戸市中央区坂口通２－１－１　兵庫県福祉センター３階 078-265-1330

(一社)奈良県社会福祉士会 634-0061 奈良県橿原市大久保町320-11奈良県社会福祉総合センタ―　5Ｆ 0744-48-0722

(一社)和歌山県社会福祉士会 640-831� 和歌山県和歌山市手平２－１－２県民交流プラザ和歌山ビッグ愛６階 073-4��-452�

(一社)鳥取県社会福祉士会 68�-0201 鳥取県鳥取市伏野１７２９－５ 県立福祉人材研修センター内　1階 0857-30ｰ6308

(一社)島根県社会福祉士会 6�0-0011 島根県松江市東津田町１７４１－３いきいきプラザ島根１階 0852-28-8181

(公社)岡山県社会福祉士会 700-0807 岡山県岡山市北区南方２丁目１３－１岡山県総合福祉・ボランティア・ＮＰＯ会館７階 086-201-5253

(公社)広島県社会福祉士会 732-0816 広島県広島市南区比治山本町１２－２広島県社会福祉会館内 082-254-301�

(一社)山口県社会福祉士会 753-0072 山口県山口市大手町９－６社会福祉会館内 083-�28-6644

(一社)徳島県社会福祉士会 770-0�43 徳島県徳島市中昭和町１丁目２番地徳島県立総合福祉センター３階 088-678-8041

(公社)香川県社会福祉士会 762-0083 香川県丸亀市飯山町下法軍寺５８１－１丸亀市飯山総合保健福祉センター１Ｆ 0877-�8-0854

(一社)愛媛県社会福祉士会 7�0-0�66 愛媛県松山市立花１丁目９－１２アジア店装ビル３０１－Ａ 08�-�48-8031

(一社)高知県社会福祉士会 780-0870 高知県高知市本町４丁目１番３７号丸の内ビル３Ｆ１２号室 088-855-5�21

(公社)福岡県社会福祉士会 812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前３－９－１２アイビーコートⅢビル５階 0�2-483-2�44

(公社)佐賀県社会福祉士会 84�-0�35 佐賀県佐賀市八戸溝１丁目１５－３佐賀県社会福祉士会館 0�52-36-5833

(一社)長崎県社会福祉士会 852-8104 長崎県長崎市茂里町３－２４長崎県総合福祉センター県棟５階 0�5-848-6012

(一社)熊本県社会福祉士会 862-0�10 熊本県熊本市東区健軍本町１－２２東部ハイツ１０５ 0�6-285-7761

(公社)大分県社会福祉士会 870-0�07 大分県大分市大津町２－１－４１大分県総合社会福祉会館内 0�7-576-7071

(一社)宮崎県社会福祉士会 880-0007 宮崎県宮崎市原町２－２２宮崎県福祉総合センター人材研修館内 0�85-86-6111

(公社)鹿児島県社会福祉士会 8�0-8517 鹿児島県鹿児島市鴨池新町１－７鹿児島県社会福祉センター内 0��-213-4055

(一社)沖縄県社会福祉士会 �03-0804 沖縄県那覇市首里石嶺町４－１３５－１くしばるビル２０７号室 0�8-�43-424�

　 全国団体：公益社団法人　日本社会福祉士会　〒160－0004　東京都新宿区四谷1－13カタオカビル２階　     TEL:03-3355-6541

　・「権利擁護センターぱあとなあ」は、公益社団法人日本社会福祉士会ならびに、各都道府県社会福祉士会が運営しています。
　・社会福祉士は、福祉領域の相談援助専門職です。
　・各都道府県社会福祉士会の「ぱあとなあ」では、所定の成年後見人養成研修を修了した社会福祉士を成年後見人等の候補者として登録しています。
　・全国の都道府県社会福祉士会の「ぱあとなあ」でもご相談をお受けしています。最寄りの社会福祉士会事務局へご連絡ください。

都道府県社会福祉士会 連絡先
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1

A
障
害
福
祉
サ
ー
ビ

ス
等
の
提
供
に
係
る
意

思
決
定
支
援
ガ
イ
ド
ラ

イ
ン

B
認
知
症
の
人
の
日

常
生
活
・
社
会
生
活
に

お
け
る
意
思
決
定
支
援

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

C
人
生
の
最
終
段
階
に

お
け
る
医
療
・ケ
ア
の
決

定
プ
ロ
セ
ス
に
関
す
る
ガ

イ
ド
ラ
イ
ン

D
身
寄
り
が
な
い
人
の

入
院
及
び
医
療
に
係
る

意
思
決
定
が
困
難
な
人

へ
の
支
援
に
関
す
る
ガ
イ

ド
ラ
イ
ン

（※
身
寄
り
が
な
い
場
合
の
医

療
機
関
等
の
対
応
等
に
係
る

部
分
を
除
く
）

E
意
思
決
定
支
援
を
踏

ま
え
た
後
見
事
務
の
ガ

イ
ド
ラ
イ
ン

主
な
共
通
点
・

相
違
点
等

１
．
策
定

時
期

平
成
２
９
年
３
月

平
成
３
０
年
６
月

平
成
１
９
年

（平
成
３
０
年
３
月
改
訂
）

令
和
元
年
５
月

令
和
２
年
１
０
月

２
．
誰
の

（意
思
決

定
）支
援

か

障
害
者

認
知
症
の
人

（
※
認
知
症
と
診
断
さ
れ
た

場
合
に
限
ら
ず
、
認
知
機

能
の
低
下
が
疑
わ
れ
、
意

思
決
定
能
力
が
不
十
分
な

人
を
含
む
。
）

人
生
の
最
終
段
階

を
迎
え
た
人

医
療
に
係
る
意
思
決
定

が
困
難
な
人

成
年
被
後
見
人
等

３
．
ガ
イ
ド

ラ
イ
ン
の

趣
旨
（意

思
決
定
支

援
等
の
担

い
手
を
含

む
）

意
思
決
定
支
援
の
定

義
や
意
義
、
標
準
的
な

プ
ロ
セ
ス
や
留
意
点
を

取
り
ま
と
め
た
ガ
イ
ド
ラ

イ
ン
を
作
成
し
、
事
業

者
や
成
年
後
見
の
担
い

手
を
含
め
た
関
係
者
間

で
共
有
す
る
こ
と
を
通

じ
て
、
障
害
者
の
意
思

を
尊
重
し
た
質
の
高
い

サ
ー
ビ
ス
の
提
供
に
資

す
る
こ
と

認
知
症
の
人
を
支
え
る

周
囲
の
人
に
お
い
て
行

わ
れ
る
意
思
決
定
支

援
の
基
本
的
考
え
方

（
理
念
）や
姿
勢
、
方
法
、

配
慮
す
べ
き
事
柄
等
を

整
理
し
て
示
し
、
こ
れ

に
よ
り
、
認
知
症
の
人

が
、
自
ら
の
意
思
に
基

づ
い
た
日
常
生
活
・社

会
生
活
を
送
れ
る
こ
と

を
目
指
す
も
の

人
生
の
最
終
段
階
を
迎

え
た
本
人
・家
族
等
と
医

師
を
は
じ
め
と
す
る
医

療
・介
護
従
事
者
が
、
最

善
の
医
療
・ケ
ア
を
作
り

上
げ
る
プ
ロ
セ
ス
を
示
す

も
の

本
人
の
判
断
能
力
が
不

十
分
な
場
合
で
あ
っ
て
も

適
切
な
医
療
を
受
け
る
こ

と
が
で
き
る
よ
う
、
Ｃ
ガ
イ

ド
ラ
イ
ン
の
考
え
方
も
踏

ま
え
、
医
療
機
関
と
し
て

の
対
応
を
示
す
と
と
も
に
、

医
療
に
係
る
意
思
決
定

の
場
面
で
、
成
年
後
見
人

等
に
期
待
さ
れ
る
具
体
的

な
役
割
に
つ
い
て
整
理
す

る
も
の

成
年
後
見
人
等
が
意
思

決
定
支
援
を
踏
ま
え
た

後
見
事
務
を
適
切
に
行

う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
、

ま
た
、
中
核
機
関
や
自

治
体
の
職
員
等
の
執
務

の
参
考
と
な
る
よ
う
、
成

年
後
見
人
等
に
求
め
ら

れ
て
い
る
役
割
の
具
体

的
な
イ
メ
ー
ジ
（
通
常
行

う
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
こ

と
、
行
う
こ
と
が
望
ま
し

い
こ
と
）
を
示
す
も
の

各
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の

趣
旨
は
様
々
で
あ

る
が
、
い
ず
れ
の

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
お

い
て
も
、
本
人
へ

の
支
援
は
、
本
人

の
意
思
（
自
己
決

定
）
の
尊
重
に
基

づ
い
て
行
う
旨
が

基
本
的
な
考
え
方

と
し
て
掲
げ
ら
れ
て

い
る

意
思
決
定
支
援
等
に
係
る
各
種
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
比
較
に
つ
い
て

令
和
２
年
１
０
月
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2

A
障
害
福
祉
サ
ー
ビ

ス
等
の
提
供
に
係
る

意
思
決
定
支
援
ガ
イ
ド

ラ
イ
ン

B
認
知
症
の
人
の
日
常
生
活
・社

会
生
活
に
お
け
る
意
思
決
定
支
援

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

C
人
生
の
最
終
段
階
に
お

け
る
医
療
・ケ
ア
の
決
定
プ

ロ
セ
ス
に
関
す
る
ガ
イ
ド
ラ

イ
ン

D
身
寄
り
が
な
い
人

の
入
院
及
び
医
療
に

係
る
意
思
決
定
が
困

難
な
人
へ
の
支
援
に

関
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

（※
身
寄
り
が
な
い
場
合

の
医
療
機
関
等
の
対
応

等
に
係
る
部
分
を
除
く
）

E
意
思
決
定
支
援
を

踏
ま
え
た
後
見
事
務
の

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

主
な
共
通
点
・

相
違
点
等

４
．
ガ
イ

ド
ラ
イ
ン

が
対
象

と
す
る

主
な
場

面

①
日
常
生
活
に
お
け

る
場
面

・
食
事
、
衣
服
の
選
択
、

外
出
、
排
泄
、
整
容
、
入

浴
等
の
基
本
的
生
活
習

慣
に
関
す
る
場
面

②
社
会
生
活
に
お
け

る
場
面

・
自
宅
か
ら
グ
ル
ー
プ

ホ
ー
ム
や
入
所
施
設
、

一
人
暮
ら
し
等
に
住
ま

い
の
場
を
移
す
等
の
場

面

①
日
常
生
活
に
お
け
る
場
面

・
例
え
ば
、
食
事
・
入
浴
・
被
服
の
好

み
、
外
出
、
排
せ
つ
、
整
容
な
ど
の

基
本
的
生
活
習
慣
や
、
日
常
提
供
さ

れ
た
プ
ロ
グ
ラ
ム
へ
の
参
加
を
決
め

る
場
合
等

②
社
会
生
活
に
お
け
る
場
面

・
自
宅
か
ら
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
や
施

設
等
に
住
ま
い
の
場
を
移
動
す
る
場

合
や
、
１
人
暮
ら
し
を
選
ぶ
か
、
ど
の

よ
う
な
ケ
ア
サ
ー
ビ
ス
を
選
ぶ
か
、

自
己
の
財
産
を
処
分
す
る
等

人
生
の
最
終
段
階
に
お
け

る
医
療
・ケ
ア
の
場
面

・
「
人
生
の
最
終
段
階
」
に
は
、

が
ん
末
期
の
よ
う
に
予
後
が

長
く
て
も
２
～
３
か
月
と
予
測

で
き
る
場
合
、
慢
性
疾
患
の

急
性
増
悪
を
繰
り
返
し
て
予

後
不
良
に
陥
る
場
合
、
脳
血

管
疾
患
の
後
遺
症
や
老
衰
な

ど
数
か
月
～
数
年
で
死
を
迎

え
る
場
合
が
あ
る

・
ど
の
よ
う
な
状
態
が
「
人
生

の
最
終
段
階
」
か
は
、
本
人

の
状
態
を
踏
ま
え
て
、
医
療
・

ケ
ア
チ
ー
ム
の
適
切
か
つ
妥

当
な
判
断
に
よ
る

医
療
に
係
る
意
思
決

定
の
場
面

（
※
主
に
、
本
人
の
意

思
決
定
が
困
難
な
場

合
に
つ
い
て
記
述
）

本
人
に
と
っ
て
重
大
な

影
響
を
与
え
る
よ
う
な

法
律
行
為
及
び
そ
れ

に
付
随
し
た
事
実
行
為

の
場
面

・
例
：
①
施
設
入
所
契
約

な
ど
本
人
の
居
所
に
関

す
る
重
要
な
決
定
、
②

自
宅
や
高
額
な
資
産
の

売
却
等
、
法
的
に
重
要

な
決
定
、
③
特
定
の
親

族
に
対
す
る
贈
与
・
経

済
的
援
助
な
ど
、
直
接

的
に
は
本
人
の
た
め
と

は
い
い
難
い
支
出
を
す

る
場
合
等

Ａ
・
Ｂ
の
ガ
イ
ド

ラ
イ
ン
は
主
に

日
常
的
な
場

面
を
、
Ｃ
・
Ｄ
の

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

は
、
よ
り
非
日

常
的
な
場
面

を
対
象
と
す
る

イ
メ
ー
ジ

５
．
意
思

決
定
支

援
等
の

プ
ロ
セ

ス
等

可
能
な
限
り
本
人
が

自
ら
意
思
決
定
で
き
る

よ
う
、
以
下
の
枠
組
み

で
支
援
す
る
。

①
意
思
決
定
支
援
責
任

者
の
配
置

②
意
思
決
定
支
援
会
議

の
開
催

③
意
思
決
定
の
結
果
を

反
映
し
た
サ
ー
ビ
ス
等

利
用
計
画
・
個
別
支
援

計
画
（
意
思
決
定
支
援

計
画
）
の
作
成

④
サ
ー
ビ
ス
の
提
供

⑤
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
と
評

価
・
見
直
し

本
人
が
、
自
ら
の
意
思
に
基
づ
い

た
日
常
生
活
・社
会
生
活
を
送
れ

る
こ
と
を
目
指
す
た
め
に
以
下
の

プ
ロ
セ
ス
で
支
援
す
る
。

①
人
的
・
物
的
環
境
の
整
備
（
本
人

と
支
援
者
と
の
関
係
性
や
意
思
決

定
支
援
の
場
所
・
時
間
等
へ
の
配
慮

等
）

②
意
思
形
成
支
援
（
適
切
な
情
報
、

認
識
、
環
境
の
下
で
意
思
が
形
成
さ

れ
る
こ
と
へ
の
支
援
）
、
意
思
表
明

支
援
（
意
思
を
適
切
に
表
明
・
表
出

す
る
こ
と
へ
の
支
援
）
、
意
思
実
現

支
援
（
本
人
の
意
思
を
生
活
に
反
映

す
る
こ
と
へ
の
支
援
）
。
各
プ
ロ
セ
ス

で
困
難
・
疑
問
が
生
じ
た
場
合
、

チ
ー
ム
会
議
も
併
用
・
活
用

本
人
意
思
が
確
認
で
き
る
場
合
、
次
の
手
順
に
よ
る
も

の
と
す
る
。

①
医
療
従
事
者
か
ら
の
適
切
な
情
報
提
供
と
説
明

②
本
人
と
医
療
・
ケ
ア
チ
ー
ム
と
の
合
意
形
成
に
向
け
た

十
分
な
話
し
合
い

③
時
間
の
経
過
や
心
身
の
状
態
の
変
化
等
に
応
じ
て
本

人
の
意
思
は
変
化
し
う
る
た
め
、
家
族
等
も
含
め
て
繰
り

返
し
話
し
合
う
こ
と
が
必
要

本
人
が
自
ら
の
価
値
観

や
選
好
に
基
づ
く
意
思

決
定
が
で
き
る
よ
う
に

以
下
の
活
動
を
行
う
。

①
支
援
チ
ー
ム
の
編
成
、

本
人
へ
の
趣
旨
説
明
と

ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
の
準
備
等

②
本
人
を
交
え
た
ミ
ー

テ
ィ
ン
グ
の
開
催

③
本
人
の
意
思
決
定
に

沿
っ
た
支
援
を
展
開

各
ガ
イ
ド
ラ
イ

ン
に
お
け
る
意

思
決
定
支
援

の
要
素
・
プ
ロ

セ
ス
は
様
々

で
あ
る
が
、
本

人
が
意
思
決

定
の
主
体
で

あ
り
、
支
援
を

行
う
前
提
と
し

て
の
環
境
整

備
、
チ
ー
ム
支

援
、
適
切
な
情

報
提
供
等
の

要
素
は
共
通
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3

A
障
害
福
祉
サ
ー

ビ
ス
等
の
提
供
に

係
る
意
思
決
定
支

援
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

B
認
知
症
の
人
の
日

常
生
活
・
社
会
生
活
に

お
け
る
意
思
決
定
支
援

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

C
人
生
の
最
終

段
階
に
お
け
る

医
療
・ケ
ア
の
決

定
プ
ロ
セ
ス
に

関
す
る
ガ
イ
ド
ラ

イ
ン

D
身
寄
り
が
な
い
人
の
入

院
及
び
医
療
に
係
る
意
思

決
定
が
困
難
な
人
へ
の
支

援
に
関
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

（※
身
寄
り
が
な
い
場
合
の
医

療
機
関
等
の
対
応
等
に
係
る
部

分
を
除
く
）

E
意
思
決
定
支
援
を
踏
ま

え
た
後
見
事
務
の
ガ
イ
ド

ラ
イ
ン

主
な
共
通
点
・
相
違
点
等

６
．
(代
理
)

代
行
決
定

(※
)に
つ

い
て

※
本
人
に
よ

る
意
思
決
定

が
困
難
な
場

合
に
、
第
三

者
が
本
人
に

代
わ
っ
て
意

思
決
定
を
行

う
こ
と

①
本
人
の
自
己
決

定
や
意
思
確
認
が

ど
う
し
て
も
困
難
な

場
合
、
本
人
を
よ
く

知
る
関
係
者
が
集

ま
っ
て
、
根
拠
を
明

確
に
し
な
が
ら
本
人

の
意
思
・選
好
を
推

定 ②
本
人
の
意
思
推

定
が
ど
う
し
て
も
困

難
な
場
合
、
関
係

者
が
協
議
し
、
本
人

に
と
っ
て
の
最
善
の

利
益
を
判
断

（
※
本
人
の
意
思
決
定
能

力
に
欠
け
る
場
合
の
代

理
代
行
決
定
は
ガ
イ
ド
ラ

イ
ン
の
対
象
外
）

（
※
な
お
、
本
人
の
意
思

は
、
そ
れ
が
他
者
を
害
す

る
場
合
や
本
人
に
と
っ
て

見
過
ご
す
こ
と
の
で
き
な

い
重
大
な
影
響
が
生
ず

る
場
合
で
な
い
限
り
、
尊

重
さ
れ
る
（
「
重
大
」
か
否

か
は
、
明
確
な
不
利
益

性
・
回
復
困
難
な
重
大

性
・
発
生
の
蓋
然
性
の
観

点
か
ら
判
断
）
）

本
人
意
思
が
確
認
で
き
な
い
場
合
、
次
の
手
順

に
よ
り
、
医
療
・ケ
ア
チ
ー
ム
の
中
で
慎
重
に
判

断
（い
ず
れ
の
場
合
も
、
本
人
に
と
っ
て
最
善
の

方
針
を
と
る
こ
と
を
基
本
と
す
る
）

①
家
族
等
が
本
人
意
思
を
推
定
で
き
る
場
合
、

そ
の
推
定
意
思
を
尊
重

②
家
族
等
が
本
人
意
思
を
推
定
で
き
な
い
場
合
、

本
人
に
と
っ
て
何
が
最
善
で
あ
る
か
家
族
等
と

十
分
話
し
合
う

③
家
族
等
が
い
な
い
場
合
及
び
家
族
等
が
判
断

を
医
療
・ケ
ア
チ
ー
ム
に
委
ね
る
場
合
も
、
本
人

に
と
っ
て
の
最
善
の
方
針
を
と
る
こ
と
を
基
本
と

す
る

①
意
思
決
定
支
援
を
尽
く

し
て
も
意
思
決
定
・意
思
確

認
が
ど
う
し
て
も
困
難
な
場

合
、
意
思
推
定
に
基
づ
く

代
行
決
定
を
行
う

②
意
思
推
定
す
ら
困
難
な

場
合
や
、
本
人
の
表
明
意

思
・推
定
意
思
を
実
現
す

る
と
本
人
に
見
過
ご
す
こ
と

が
で
き
な
い
重
大
な
影
響

が
生
ず
る
場
合
等
に
は
、

本
人
に
と
っ
て
の
最
善
の

利
益
に
基
づ
く
代
行
決
定

を
行
う

・
B
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
で
は
、

「
い
わ
ゆ
る
代
理
代
行
決
定

の
ル
ー
ル
を
示
す
も
の
で

は
な
い
」
旨
明
記

・そ
の
他
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
で

は
、
本
人
意
思
が
確
認
で

き
な
い
場
合
等
に
お
け
る
、

本
人
意
思
を
推
定
す
る
プ

ロ
セ
ス
や
、
最
終
手
段
と
し

て
、
本
人
に
と
っ
て
の
最
善

の
利
益
の
観
点
か
ら
な
さ

れ
る
代
行
決
定
等
の
プ
ロ

セ
ス
に
つ
い
て
も
記
述

７
．
（意
思

決
定
支
援

等
に
お
け

る
）成
年

後
見
人
等

の
役
割
・

関
与
の
在

り
方

①
サ
ー
ビ
ス
提
供

者
と
は
別
の
第
三

者
と
し
て
意
見
を
述

べ
、
多
様
な
視
点
か

ら
の
意
思
決
定
支

援
を
進
め
る

②
意
思
決
定
支
援

の
結
果
と
成
年
後

見
人
等
が
担
う
身

上
配
慮
義
務
に
基

づ
く
方
針
が
齟
齬
し

な
い
よ
う
、
意
思
決

定
支
援
の
プ
ロ
セ

ス
に
参
加

意
思
決
定
支
援
に
当
た

り
、
本
人
の
意
思
を
踏

ま
え
て
、
家
族
・親
族
、

福
祉
・医
療
・地
域
近
隣

の
関
係
者
と
と
も
に

チ
ー
ム
と
な
っ
て
日
常

的
に
見
守
り
、
本
人
の

意
思
や
状
況
を
継
続
的

に
把
握
し
、
必
要
な
支

援
を
行
う

（記
述
な
し
）

①
契
約
の
締
結
等
（受

診
機
会
の
確
保
・医
療

費
の
支
払
）

②
身
上
保
護
（適
切
な

医
療
サ
ー
ビ
ス
の
確

保
）

③
本
人
意
思
の
尊
重

（本
人
が
意
思
決
定
し

や
す
い
場
の
設
定
、

チ
ー
ム
の
一
員
と
し
て

意
思
決
定
の
場
に
参
加

等
）

な
ど

（
※
成
年
後
見
人
等
の

権
限
に
は
、
い
わ
ゆ
る
医

療
同
意
権
が
含
ま
れ
な

い
こ
と
を
明
記
）

①
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
主
催
者
と

と
も
に
、
チ
ー
ム
の
メ
ン

バ
ー
選
定
・開
催
方
法
等

も
含
め
て
、
主
体
性
を
持
っ

て
関
与

②
本
人
が
意
思
決
定
の
主

体
と
し
て
実
質
的
に
ミ
ー

テ
ィ
ン
グ
に
参
加
で
き
る
よ

う
、
本
人
の
ペ
ー
ス
に
合

わ
せ
た
進
行
を
主
催
者
・

参
加
者
に
促
す

・
後
見
人
等
に
つ
い
て
、
A
・

B
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
で
は
主
と

し
て
他
の
関
係
者
と
と
も
に

意
思
決
定
支
援
の
プ
ロ
セ

ス
に
関
与
す
る
こ
と
が
求
め

ら
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
D

の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
で
は
医
療

等
の
場
面
で
後
見
人
等
に

期
待
さ
れ
る
役
割
・
行
為
が

個
別
具
体
的
に
記
載

・
E
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
は
、
主

と
し
て
後
見
人
等
向
け
に
策

定
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
意

思
決
定
支
援
場
面
、
代
行

決
定
場
面
そ
れ
ぞ
れ
の
関

わ
り
方
を
詳
細
に
記
載
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意思決定支援の基本的考え方
～だれもが「私の人生の主人公は、私」～

この研修資料の使い方

この研修資料は、「意思決定支援」に共通する基本

的な考え方や実践方法について知り、本人と本人の

人生「LIFE（生活、人生、生命）」とのかかわりに活か

していくことを目的として作成しました。

1

この研修の対象者は、このような本人と本人の人生

「LIFE（生活、人生、生命）」にかかわるすべての人

を対象としています。
2

「私の人生を私として生きる。」

だれもが「私の人生の主人公は、私」です。3

それはかかわる人の理解があってこそ

実現できるものと考えられます。4

02
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はじめに

1　意思決定支援に向けて知っておきたいこと

2　意思決定支援のポイント

3　実践と原則

さいごに

もくじ

03

私の体験をふりかえろうー誰もが当事者ー

はじめに

1
あなたの人生を振り返って
みましょう。
特に印象に残った「決定・選択」に
はどんなものがありましたか？

2
そのとき、あなたはどんな風
に「決定・選択」しましたか？
誰かに相談しましたか？何かに背中を
押されましたか？決めることに悩んだ
としたら、それはどうしてですか？

3
もしもそのとき、あなたの周りのすべ
ての人が、あなたの「決定・選択」を無視
して、反対の方向に強引に進めたとし
たら、どのようなことが起き、あなたは
どのような気持ちになるでしょうか。

04
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意思決定支援に向けて知っておきたいこと1
“私（本人）”の視点から考える

意思決定支援では、支援する側の視点ではなく、“私（本人）”の視点に立ちます。

時に、あなたにとって重要なことが、私にとって重要

ではないことがあります。また、その逆もあります。

05

意思決定支援に向けて知っておきたいこと1
チームで支える、一緒に支える
だれもが意思決定をする当事者であり、同時に本人にかかわる人です。

一人で生きている人はいません。支えられながら、誰かを支えています。

その全ての人が、お互いに支え合いながら「私の人生の主人公は私」と

いう人生を生きています。チームで支える、一緒に支えるという意識で

取り組みましょう。

06
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意思決定支援に向けて知っておきたいこと1

1

3

2

4

知っておきたい４つのこと

1

「意思決定支援」では、すべての人には意思が

ある と い う 前 提 に 立 っ て 、本 人 が 自 分 で自分

のこ と を 決 め る に あ た り 、一 人 ひ と り に合わ

せた支援をおこなうことを大切にします。

障害者権利条約には、“私たちのことを私たち抜

きで決めないで”（Nothing About us without us）

というメッセージがあります。その意思決定に、

“私（本人）”は本当の意味で参加していますか。

「 私 の 人 生 を 私 と し て 生 き る 」希 望 ど お りと

いか ず と も 、い ろ い ろ な 間 違 い や 不 自 由もあ

るけれど、自ら選択し、自分の生活・暮らしを

生きていると感じられるでしょうか。

それぞれの環境や状況に応じて、必要な配慮

や支援を受ける機会が保障され、本人の意思

が尊重される社会、本人の尊厳が確保される

社会の実現が望まれます。

07

生活、人生は意思決定の連続です。だれもが、何かを選んだり、選ばなかったり、迷って決められなかったり、
選ぶのに失敗したり、上手くいったりをくり返しながら、生活しています。

意思決定支援に向けて知っておきたいこと1
いつでもどこでも

意思決定支援に向けて知っておきたいこと1

日常生活でも 重要な場面や人生の岐路でも

着る物を選ぶ

●食べ物、洋服を選ぶ　
●買い物をする　●学び、働く
●行きたい場所を決める、移動の方法を選ぶ
●どういうスタイルで過ごすか
（だらだら、てきぱき、スケジュールを決めて？そのときの気分で？）

●暮らし方（誰と？一人で？ずっと同じ場所で？場所を変えながら？）
●お金のこと（管理の方法、誰かにサポートしてもらう？）
●介護サービス、障害福祉サービスを選ぶ
●医療サービスを選ぶ

買い物をする 住む場所を変える 医療サービスを選ぶ

08
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プロセス：たくさんの歯車をかみあわせる

意思決定支援のポイント2

意思の形成

信頼関係
の構築

人的・物的
環境整備

意思の表明 意思の実現

本人には「意思」があり、決める力があるという前提に立ち、かかわりのなかで、その意思を尊重して支えていく。

09

本人を知ること（好き、嫌い、

大切に思うこと、得意、苦手な

こと等）

信頼関係の構築

意思決定支援のポイント2

本人のこと、特性、適切な

コミュニケーションの取り方を

よく知ることが大切です。

1

本人を知るための関係づくり

やコミュニケーションの取り

方を知ること
2

10
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1
本人の意思を尊重する態度、本人が安心できるような態度、
本人との間の信頼関係、関係性への心配りが必要となります。
否定しないで聞く、という姿勢が大切です。「ただ、そばにい
る」という支援もあります。

周囲の人の態度や関係によって、
本人の意思決定は影響を受けます。 2

なるべく本人が慣れた場所で、本人が一番力を発揮できる
時間帯で意思決定支援を行うことが望まれます。

物理的環境や時間帯によっても、
本人の意思決定は影響を受けます。

人的・物的環境整備

意思決定支援のポイント2

11

意思を決定するためには、その内容についての適切な情報が必要となります。

意思形成支援：ケバブは知らなきゃ食べられない

意思決定支援のポイント2

適切な情報、環境、認識の下で、

意思が形成されることを支援します。

考えを邪魔するような働
きかけがあると決めるこ
とは難しい。

「なんて書いてあるの？」
メニューから注文しよう
としても、メニューが読
めなければ選べない。

「ケバブってなに？」
メニューが読めたとして
も食べたことがない料理
を選ぶことは難しい。

12
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意思表明支援

意思決定支援のポイント2

心の中で決めていても、それを表明・表出するには、適切な環境が必要となります。

形成された意思を適切に表明・表出

することを支援します。

本人の表明した意思に疑
問や迷いがあるときは、
意思形成プロセスを振り
返り、再度確認する。

時間の経過で意思は変わること
もある。また重要な決定は、再度
確認することも必要である。

「早く決めて！」「前に決めたことと違う！」
など、支援者が決断を迫る態度で接したり、
本人の以前の発言の責任を問う態度で接す
ると心からの希望を表現・表明しにくい。

「選んだ理由を聞いてもいい？」
言葉で表現されていることとは別の
「本当の思い」があることもある。

13

意思実現支援

意思決定支援のポイント2

本人とともに意思の実現を目指して取り組むことが、（本人やチームの）経験の豊かさにもつながります。

本人の意思を日常生活・社会生活に反映

することを支援します。

「あなたには無理じゃない？」
本人の意思が無視されたり否定
されたりすることが続くと、意思
形成、意思表明の意欲は弱まる。

「食べたい」「自分でつくりたい」
意思実現のプロセスにおいても本
人がその能力を最大現に活用して
参加することが本人の力となる。

本人の意思と本人以外の人の意思
が相反してしまい、本人の意思だ
けを尊重できない場合でも、だれ
かが我慢するのではなく、みんな
の意思が尊重される選択肢はない
か諦めずに考えることが大切。

14
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いろいろな難しさがあるからこそ、意思決定支援の原則は、共有しておくことが大切です。

大切なのに、難しい。それはなぜ？

実践と原則3

1 「意思」そのものがもつ難しさ

●意思は変化していくもの
●言葉と心、行動は必ずしも一致しない
●だから、他者が本人の意思を把握することは難しい

2 「正解」がない難しさ

●選んだ瞬間はベストだと思っていたものが、時がたつと後悔に
　変わったり、その逆もある
●いろいろな評価があって、何が正解かが分からない
●誰から見たか、どの時点から見たかで、正解が違ってくる

4 さまざまな「場面」で行われる難しさ

●生活、人生は意思決定の連続
●さまざまな対象、場面についての意思決定支援のガイド
　ラインがあるが、実際の生活では、場面は綺麗に分かれ
　ていない

3 いろいろな「人」が関わる難しさ

●いろいろな視点・価値観をもつ人が関わることが大切（ひとり
　よがりにならない）
●けれども、立場や職種によって意見が異なり、一致しない
●みんなの事情を優先することも起こりやすい

15

意思決定支援の原則

実践と原則3

1
どのような人であっても、本

人には意思があり、決める力

があるという前提に立って、

意思決定支援をします

2
本人が自ら意思決定できる

よう、実行可能なあらゆる

支援を尽くします

3
不合理にみえる意思決定で

も、それだけで本人に決め

る力がないと判断せず、尊

重します

16
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まとめ

さいごに

1
●だれもが当事者本人であり、同時に本人にかかわる人でもあります。
●「私の人生を私として生きる」だれでも私の人生の主人公は私です。
●意思決定の結果にとらわれず、本人にとっても納得感があるプロセスを踏むことが大事です。

意思決定支援は、本人とかかわる人たちの
共通となる姿勢と行動、プロセス

2
●意思決定支援を学び、ひとりよがりにならないよう、いろいろな視点や価値観
　を持つ人たちと共に考えます。
●時間の制約やできることに限りがあることも意識しながら、みんなで互いに支え合い、意思決
　定支援をおこないます。その時うまくいかなかったとしても、あきらめないことが肝心です。
●本人を支えている人も、困った時、迷った時、上手くいかない時には、本人に
　かかわる他の人たちに、「助けて」と、声をあげていきましょう。

実行することの難しさも共有し、
本人とかかわる人たちで試行錯誤する

3
●関わる人たちは、悩んだら本人の希望や気持ちに立ち返ります。
●“私たちのことを私たち抜きで決めないで”（Nothing About us without us）
  その意思決定に、“私（本人）” は本当の意味で参加していますか？

キーパーソンは常に本人である

17

だれもが

「私の人生の主人公は私」

時に、あなたにとって重要なことが、
私にとって重要ではないことがあります。

18
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く
最

善
の

解
釈

）
ア

プ
ロ

ー
チ

 .
.
.
.
 １

４
 

(
1
)
 
基

本
的

な
考

え
方

 .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
 １

４
 

(
2
)
 
検

討
結

果
に

基
づ

く
後

見
人

等
と

し
て

の
行

動
原

則
 .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
 １

５
 

(
3
)
 
ア

セ
ス

メ
ン

ト
シ

ー
ト

へ
の

記
録

 .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
 １

５
 

 第
５

 
本

人
に

と
っ

て
見

過
ご

す
こ

と
が

で
き

な
い

重
大

な
影

響
が

懸
念

さ
れ

る
局

面
等

に
お

 

け
る

後
見

人
等
の

役
割

 
１

 
関

連
す

る
基
本

原
則

の
確

認
 .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
 １

６
 

２
 

本
人

に
と

っ
て

見
過

ご
す

こ
と

が
で

き
な

い
重

大
な

影
響

が
生

じ
る

場
合

等
 .
.
 １

６
 

(
1
)
 
基

本
的

な
考

え
方

 .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
 １

６
 

(
2
)
 
検

討
方

法
 .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
 １

６
 

(
3
)
 
検

討
結

果
に

基
づ

く
後

見
人

等
と

し
て

の
行

動
原

則
 .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
 １

７
 

(
4
)
 
ア

セ
ス

メ
ン

ト
シ

ー
ト

へ
の

記
録

 .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
 １

７
 

 第
６

 
本

人
に

と
っ

て
の

最
善

の
利

益
に

基
づ

く
代

行
決

定
 

１
 

関
連

す
る

基
本

原
則

の
確

認
 .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
 １

７
 

２
 

本
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
に

お
け

る
「

最
善

の
利

益
」

に
基

づ
く

代
行

決
定

 .
.
.
.
.
.
.
.
 １

８
 

３
 

本
人

に
と

っ
て

の
「

最
善

」
を

検
討

す
る

た
め

の
方

法
 .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
 １

８
 

(
1
)
 
最

後
の

手
段

と
し

て
の

位
置

付
け

 .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
 １

８
 

(
2
)
 
本

人
に

と
っ

て
の

最
善

の
利

益
を

検
討

す
る

た
め

の
前

提
条

件
 .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
 １

８
 

(
3
)
 
本

人
に

と
っ

て
の

最
善

の
利

益
を

検
討

す
る

際
の

協
議

事
項

 .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
 １

９
 

４
 

検
討

結
果

に
基

づ
く

後
見

人
等

と
し

て
の

行
動

原
則

 .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
 ２

０
 

５
 

ア
セ

ス
メ

ン
ト

シ
ー

ト
へ

の
記

録
 .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
 ２

１
 

 

 
 

1  
 第

１
 

は
じ

め
に

 

１
 

ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

策
定

の
背

景
 

２
０

１
７

年
（

平
成

２
９

年
）
３

月
２

４
日

に
閣

議
決

定
さ

れ
た

成
年

後
見

制
度

利
用

促
進

基
本

計
画
（

以
下
「

基
本

計
画

」
と

い
う

。
）
で

は
、
成

年
後

見
制

度
の

利
用

者
が

メ
リ

ッ
ト

を

実
感

で
き

る
制

度
・
運

用
へ

改
善

を
進

め
る

こ
と

が
目

標
と

さ
れ

、
後

見
人

等
が

本
人

の
特

性

に
応

じ
た

適
切

な
配

慮
を

行
う

こ
と

が
で

き
る

よ
う

、
意

思
決

定
支

援
の

在
り

方
に

つ
い

て
の

指
針

の
策

定
に

向
け

た
検

討
が

進
め

ら
れ

る
べ

き
で

あ
る

と
さ

れ
て

い
る

。
 

こ
の

よ
う

な
背

景
に

は
、
２

０
０

０
年
（

平
成

１
２

年
）
の

成
年

後
見

制
度

発
足

以
来

、
財

産
保

全
の

観
点

の
み

が
重

視
さ

れ
、
本

人
の

意
思

尊
重

の
視

点
が

十
分

で
な

い
な

ど
の

課
題

が

指
摘

さ
れ

て
き

た
こ

と
が

あ
る

。
そ

の
た

め
、
今

後
、
成

年
後

見
制

度
の

利
用

促
進

を
図

っ
て

い
く

た
め

に
は

、
本

人
の

意
思

決
定

支
援

や
身

上
保

護
等

の
福

祉
的

な
観

点
も

重
視

し
た

運
用

と
す

る
必

要
が

あ
る

。
 

民
法

８
５

８
条

、
８

７
６

条
の

５
第

１
項

、
８

７
６

条
の

１
０

第
１

項
に

お
い

て
も

、
後

見

人
等

が
本

人
の

意
思

を
尊

重
し

、
そ

の
心

身
の

状
態

及
び

生
活

の
状

況
に

配
慮

す
る

こ
と

が
求

め
ら

れ
て

い
る

。
し

か
し

、
実

務
に

お
い

て
は

、
本

人
の

判
断

能
力

が
低

下
し

て
い

る
こ

と
を

理
由

に
、
本

人
の

意
思

や
希

望
へ

の
配

慮
や

支
援

者
等

と
の

接
触

の
な

い
ま

ま
後

見
人

等
自

身

の
価

値
観

に
基

づ
き

権
限

を
行

使
す

る
な

ど
と

い
っ

た
反

省
す

べ
き

実
例

が
あ

っ
た

こ
と

は

否
定

で
き

な
い

1
。

 

後
見

人
等

を
含

め
、

本
人

に
関

わ
る

支
援

者
ら

が
常

に
、
「

意
思

決
定

の
中

心
に

本
人

を
置

く
」
と

い
う

本
人

中
心

主
義

を
実

現
す

る
た

め
に

は
、
意

思
決

定
支

援
に

つ
い

て
の

共
通

理
解

が
必

要
で

あ
る

。
そ

こ
で

、
意

思
決

定
支

援
を

踏
ま

え
た

後
見

事
務

に
つ

い
て

の
理

解
が

深
ま

る
よ

う
、
最

高
裁

判
所

、
厚

生
労

働
省

、
日

本
弁

護
士

連
合

会
、
成

年
後

見
セ

ン
タ

ー
・
リ
ー

ガ
ル

サ
ポ

ー
ト

及
び

日
本

社
会

福
祉

士
会

に
よ

り
構

成
さ

れ
る

意
思

決
定

支
援

ワ
ー

キ
ン

グ
・

グ
ル

ー
プ

に
お

い
て

検
討

を
重

ね
、
成

年
後

見
制

度
の

利
用

者
の

立
場

に
あ

る
団

体
か

ら
の

ヒ

ア
リ

ン
グ

等
の

結
果

を
踏

ま
え

つ
つ

、
本

ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

を
策

定
し

た
。

 

本
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
に

記
載

さ
れ

て
い

る
こ

と
が

意
思

決
定

支
援

の
全

て
で

は
な

い
こ

と
は

言
う

ま
で

も
な

く
、
意

思
決

定
支

援
に

つ
い

て
は

他
に

も
多

数
の

ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

や
テ

キ
ス

ト

が
存

在
す

る
も

の
の

、
本

ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

が
、
専

門
職

後
見

人
、
親

族
後

見
人

、
市

民
後

見
人

等
の

い
ず

れ
に

と
っ

て
も

、
本

人
の

意
思

決
定

支
援

を
踏

ま
え

た
後

見
事

務
を

行
う

上
で

参
考

に
さ

れ
、
活

用
さ

れ
る

こ
と

を
期

待
す

る
も

の
で

あ
り

、
そ

の
た

め
に

は
、
今

後
、
関

係
各

団

体
等

に
お

い
て

、
そ

れ
ぞ

れ
の

後
見

人
等

の
属

性
に

合
わ

せ
た

普
及
・
啓

発
方

法
が

展
開

さ
れ

る
こ

と
が

望
ま

し
い

。
 

ま
た

、
本

ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

は
意

思
決

定
支

援
を

踏
ま

え
た

後
見

事
務

の
実

現
に

向
け

た
一

つ

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  
1
 
典
型
的
に

は
、

本
人

が
在

宅
で

の
地

域
生

活
を

希
望

し
て

い
る

の
に

十
分

な
検

討
を

せ
ず

に
施

設
等

の
利

用
を

支
援

者
ら

が
選

択

し
、
本
人
の

保
護

と
い

う
名

目
の

下
、

本
人

に
説

得
を

し
て

し
ま

う
例

な
ど

が
挙

げ
ら

れ
る

。
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2 
 

の
出

発
点

に
す
ぎ

ず
、
完

成
形

で
は

な
い

。
認

知
症

や
精

神
障
害

、
知

的
障

害
、
発

達
障

害
等

の
内

容
や

程
度
に

は
個

人
差

が
あ

る
が

、
適

切
な

意
思

決
定

支
援

は
本

人
の

権
利

擁
護

に
つ

な

が
る

も
の

で
あ
る

こ
と

か
ら

す
れ

ば
、
今

後
、
専

門
職

団
体

に
お

け
る

本
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
に

基

づ
く

意
思

決
定
支

援
の

経
験

の
蓄

積
を

経
て

、
本

人
の

属
性

や
特

性
に

応
じ

た
更

な
る

深
化

・

発
展

が
期

待
さ
れ

る
と

こ
ろ

で
あ

る
。

 

 

２
 

ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

の
趣

旨
・

目
的

等
 

本
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
は

、
専

門
職

後
見

人
は

も
と

よ
り

、
親

族
後

見
人

や
市

民
後

見
人

を
含

め

て
、
後

見
人

、
保

佐
人

、
補

助
人
（

以
下
「

後
見

人
等

」
と

い
う

。
）
に

就
任

し
た

者
が

、
意

思

決
定

支
援

を
踏

ま
え

た
後

見
事

務
、
保

佐
事

務
、
補

助
事

務
を
適

切
に

行
う

こ
と

が
で

き
る

よ

う
に

、
ま

た
、
中

核
機

関
や

自
治

体
の

職
員

等
の

執
務

の
参

考
2
と
な
る
よ
う
、
後
見
人
等
に
求

め
ら

れ
て

い
る

役
割

の
具

体
的

な
イ

メ
ー

ジ
（

通
常

行
う

こ
と

が
期

待
さ

れ
る

こ
と

、
行

う
こ

と
が

望
ま

し
い

こ
と

）
を

示
す

も
の

で
あ

る
3
。

 

な
お

、
本

ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

に
は

、
意

思
決

定
支

援
及

び
代

行
決

定
の

場
面

で
使

用
で

き
る

ア

セ
ス

メ
ン

ト
シ

ー
ト

を
５

種
類

添
付

し
て

い
る

（
様

式
１

～
５

）
。

後
見

人
等

が
そ

れ
ぞ

れ
の

プ
ロ

セ
ス

ご
と

に
ア

セ
ス

メ
ン

ト
シ

ー
ト

へ
の

記
録

を
行

う
こ

と
で

、
意

思
決

定
支

援
を

踏
ま

え
た

後
見

事
務

を
適

切
に

実
践

で
き

て
い

る
か

を
省

み
る

こ
と

が
で

き
る

と
考

え
ら

れ
る

4
。

 

 第
２

 
基

本
的

な
考

え
方

 

１
 

本
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
に

お
け

る
意

思
決

定
支

援
の

定
義

 

意
思

決
定

支
援

と
は

、
特

定
の

行
為

に
関

し
本

人
の

判
断

能
力

に
課

題
の

あ
る

局
面

に
お

い

て
、
本

人
に

必
要

な
情

報
を

提
供

し
、
本

人
の

意
思

や
考

え
を
引

き
出

す
な

ど
、
後

見
人

等
を

含
め

た
本

人
に

関
わ

る
支

援
者

ら
に

よ
っ

て
行

わ
れ

る
、
本

人
が

自
ら

の
価

値
観

や
選

好
に

基

づ
く

意
思

決
定

を
す

る
た

め
の

活
動

を
い

う
。

 

本
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
に

お
け

る
意

思
決

定
支

援
は

、
本

人
の

意
思

決
定

を
プ

ロ
セ

ス
と

し
て

支

援
す

る
も

の
で

あ
り

、
通

常
、
そ

の
プ

ロ
セ

ス
は

、
本

人
が

意
思

を
形

成
す

る
こ

と
の

支
援
（
意

思
形

成
支

援
）
と

、
本

人
が

意
思

を
表

明
す

る
こ

と
の

支
援
（

意
思

表
明

支
援

）
を

中
心

と
す

る
（

な
お

、
形

成
・
表

明
さ

れ
た

意
思

を
ど

の
よ

う
に

実
現

す
る
か

と
い

う
意

思
実

現
支

援
は

、

本
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
に

い
う

意
思

決
定

支
援

に
は

直
接

に
は

含
ま
れ

な
い

が
、
後

見
人

等
に

よ
る

身
上

保
護

の
一

環
と

し
て

実
践

さ
れ

る
こ

と
が

期
待

さ
れ

る
。
）

5
。

 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  
2
 
後

述
の

と
お

り
、

本
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
は

チ
ー

ム
に

よ
る

意
思

決
定

支
援

を
前

提
と

す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
チ
ー
ム
形
成

や
チ

ー
ム

の
連

携
に

向
け

て
中

核
機

関
が

サ
ポ

ー
ト

を
行

う
際

や
、

中
核

機
関

、
地

域
包

括
支
援
セ
ン
タ
ー
、
基
幹
相
談
支
援
セ
ン

タ
ー

等
と

後
見

人
等

を
含

め
た

チ
ー

ム
が

連
携

す
る

際
の

参
考

と
し

て
活

用
さ

れ
る

こ
と

も
期
待
さ
れ
る
。
 

3
 
後

見
監

督
人

は
直

接
、

意
思

決
定

支
援

に
関

与
す

る
者

で
は

な
い

が
、

意
思

決
定

支
援
を
踏
ま
え
た
後
見
事
務
を
監
督
す
る
立
場

に
あ

る
こ

と
か

ら
す

れ
ば

、
後

見
監

督
人

に
お

い
て

も
意

思
決

定
支

援
に

つ
い

て
理

解
を

し
て
お
く
こ
と
が
望
ま
し
い
。
 

4
 
既

に
実

践
に

お
い

て
活

用
さ

れ
て

い
る

他
の

ア
セ

ス
メ

ン
ト

シ
ー

ト
等

を
使

用
す

る
こ
と
で
も
問
題
な
い
。

 
5
 
意

思
実

現
支

援
と

し
て

は
、

例
え

ば
、

生
活

の
本

拠
に

つ
い

て
検

討
す

る
場

面
に

お
い
て
、
本
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
プ
ロ
セ
ス
に
沿

 

3 
 

本
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
に

お
け

る
意

思
決

定
支

援
は

、
後

見
人

等
に

よ
る
「

代
行

決
定

」
と

は
明

確
に

区
別

さ
れ

る
。
す

な
わ

ち
、
①

意
思

決
定

支
援

が
尽

く
さ

れ
て

も
本

人
に

よ
る

意
思

決
定

や
意

思
確

認
が

困
難

な
場

合
、
又

は
②

本
人

に
よ

り
表

明
さ

れ
た

意
思

等
が

本
人

に
と

っ
て

見

過
ご

す
こ

と
の

で
き

な
い

重
大

な
影

響
を

生
ず

る
可

能
性

が
高

い
場

合
の

い
ず

れ
か

に
お

い

て
、
最

後
の

手
段

と
し

て
、
後

見
人

等
が

法
定

代
理

権
に

基
づ

き
本

人
に

代
わ

っ
て

行
う

決
定

（
代

行
決

定
）

と
は

区
別

さ
れ

る
も

の
で

あ
る

。
 

 ２
 

本
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
に

お
け

る
意

思
決

定
能

力
の

定
義

 

意
思

決
定

能
力

6
と

は
、

支
援

を
受

け
て

自
ら

の
意

思
を

自
分

で
決

定
す

る
こ

と
の

で
き

る

能
力

で
あ

る
が

、
意

思
決

定
を

行
う

場
面

で
は

通
常

次
の

４
つ

の
要

素
が

必
要

と
考

え
ら

れ
る

。
 

(
1
)
 
意

思
決

定
に

必
要

な
情

報
を

理
解

す
る

こ
と

（
情

報
の

理
解

）
 

(
2
)
 
意

思
決

定
に

必
要

な
情

報
を

記
憶

と
し

て
保

持
す

る
こ

と
（

記
憶

保
持

）
 

(
3
)
 
意

思
決

定
に

必
要

な
情

報
を

選
択

肢
の

中
で

比
べ

て
考

え
る

こ
と

が
で

き
る

こ
と
（

比
較

検
討

）
 

(
4
)
 
自

分
の

意
思

決
定

を
口

頭
又

は
手

話
そ

の
他

の
手

段
を

用
い

て
表

現
す

る
こ

と
（

意
思

の

表
現

）
 

 

３
 

本
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
に

お
け

る
意

思
決

定
支

援
及
び

代
行

決
定

の
プ

ロ
セ

ス
の

原
則

 

(
1
)
 
意

思
決

定
支

援
の

基
本

原
則

 

第
１

 
全

て
の

人
は

意
思

決
定

能
力

が
あ

る
こ

と
が

推
定

さ
れ

る
。

 

第
２

 
本

人
が

自
ら

意
思

決
定

で
き

る
よ

う
、

実
行

可
能

な
あ

ら
ゆ

る
支

援
を

尽
く

さ

な
け

れ
ば

、
代

行
決

定
に

移
っ

て
は

な
ら

な
い

。
 

第
３

 
一

見
す

る
と

不
合

理
に

み
え

る
意

思
決

定
で

も
、

そ
れ

だ
け

で
本

人
に

意
思

決

定
能

力
が

な
い

と
判

断
し

て
は

な
ら

な
い

。
 

 

(
2
)
 
代

行
決

定
へ

の
移

行
場

面
・

代
行

決
定

の
基

本
原

則
 

第
４

 
意

思
決

定
支

援
が

尽
く

さ
れ

て
も

、
ど

う
し

て
も

本
人

の
意

思
決

定
や

意
思

確

認
が

困
難

な
場

合
に

は
、

代
行

決
定

に
移

行
す

る
が

、
そ

の
場

合
で

あ
っ

て
も

、

後
見

人
等

は
、

ま
ず

は
、

明
確

な
根

拠
に

基
づ

き
合

理
的

に
推

定
さ

れ
る

本
人

の

意
思

（
推

定
意

思
）

に
基

づ
き

行
動

す
る

こ
と

を
基

本
と

す
る

7
。

 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  
っ
て
意
思
形

成
支

援
・

意
思

表
明

支
援

が
行

わ
れ

た
結

果
、

自
宅

を
リ

フ
ォ

ー
ム

し
た

上
で

在
宅

で
の

生
活

を
継

続
す

る
旨

の
本

人

意
思
が
示
さ

れ
た

の
で

あ
れ

ば
、

後
見

人
等

と
し

て
は

、
身

上
保

護
活

動
の

一
環

と
し

て
、

自
宅

の
リ

フ
ォ

ー
ム

の
た

め
の

契
約

締

結
な
ど
必
要

な
後

見
事

務
を

適
切

に
行

う
こ

と
が

求
め

ら
れ

る
。

 
6
 
意
思
決
定

能
力

は
法

律
で

定
め

ら
れ

た
概

念
で

は
な

く
、

意
思

能
力

や
行

為
能

力
と

は
異

な
る

も
の

で
あ

る
。

本
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン

で
は
、
意
思

決
定

能
力

は
、

あ
る

か
な

い
か

と
い

う
二

者
択

一
的

な
も

の
で

は
な

く
、

支
援

の
有

無
や

程
度

に
よ

っ
て

変
動

す
る

も

の
で
あ
る
と

い
う

考
え

方
を

採
用

し
て

い
る

。
 

7
 
成
年
後
見

人
等

の
権

限
の

広
さ

や
本

人
の

生
活

に
与

え
る

影
響

の
大

き
さ

に
鑑

み
、

意
思

決
定

支
援

の
プ

ロ
セ

ス
を

踏
ま

え
な

い
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4 
 

第
５

 
①
本

人
の

意
思

推
定

す
ら

困
難

な
場

合
、

又
は

②
本

人
に

よ
り

表
明

さ
れ

た
意

思
等

が
本

人
に

と
っ

て
見

過
ご

す
こ

と
の

で
き

な
い

重
大

な
影

響
を

生
ず

る
場

合

に
は

、
後

見
人

等
は

本
人

の
信

条
・

価
値

観
・

選
好

を
最

大
限

尊
重

し
た

、
本

人

に
と

っ
て

の
最

善
の

利
益

に
基

づ
く

方
針

を
採

ら
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 

第
６

 
本
人

に
と

っ
て

の
最

善
の

利
益

に
基

づ
く

代
行

決
定

は
、

法
的

保
護

の
観

点
か

ら
こ

れ
以

上
意

思
決

定
を

先
延

ば
し

に
で

き
ず

、
か

つ
、

他
に

採
る

こ
と

の
で

き

る
手

段
が

な
い

場
合

に
限

り
、

必
要

最
小

限
度

の
範

囲
で

行
わ

れ
な

け
れ

ば
な

ら

な
い

。
 

 
第

７
 

一
度

代
行

決
定

が
行

わ
れ

た
場

合
で

あ
っ

て
も

、
次

の
意

思
決

定
の

場
面

で

は
、

第
１

原
則

に
戻

り
、

意
思

決
定

能
力

の
推

定
か

ら
始

め
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 

 

４
 

後
見

人
等

と
し

て
意

思
決

定
支

援
を

行
う

局
面

 

後
見

人
等

に
よ

る
意

思
決

定
支

援
は

、
飽

く
ま

で
後

見
事

務
の

一
環

と
し

て
行

わ
れ

る
も

の

で
あ

る
以

上
、
後
見

人
等

が
直

接
関

与
し

て
意

思
決

定
支

援
を
行

う
こ

と
が

求
め

ら
れ

る
場

面

は
、
原

則
と

し
て

、
本

人
に

と
っ

て
重

大
な

影
響

を
与

え
る

よ
う

な
法

律
行

為
及

び
そ

れ
に

付

随
し

た
事

実
行

為
の

場
面

8
に

限
ら

れ
る

。
 

本
人

の
特

性
を

踏
ま

え
、
ケ

ー
ス
・
バ

イ
・
ケ

ー
ス

で
判

断
す

る
必

要
が

あ
る

が
、
一

般
的

な
例

と
し

て
は

、
①

施
設

へ
の

入
所

契
約

な
ど

本
人

の
居

所
に

関
す

る
重

要
な

決
定

を
行

う
場

合
、
②

自
宅

の
売

却
、
高

額
な

資
産

の
売

却
等

、
法

的
に

重
要
な

決
定

を
す

る
場

合
、
③

特
定

の
親

族
に

対
す

る
贈

与
・
経

済
的

援
助

を
行

う
場

合
な

ど
、
直

接
的

に
は

本
人

の
た

め
と

は
言

い
難

い
支

出
を

す
る

場
合

な
ど

が
挙

げ
ら

れ
る

9
。

 

た
だ

し
、

そ
れ

以
外

の
局

面
に

お
け

る
意

思
決

定
支

援
に

関
し

て
も

、
後

見
人

等
と

し
て

、

後
記

第
３

の
２

(
2
)
に

記
載

し
た

関
与

が
求

め
ら

れ
る

1
0
。

 

  

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  
安

易
な

推
定

に
基

づ
く

法
定

代
理

権
の

行
使

・
不

行
使

を
戒

め
る

と
い

う
趣

旨
か

ら
、

本
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
で
は
、
意
思
推
定
を
代
行

決
定

と
捉

え
、

濫
用

を
防

止
す

る
た

め
の

慎
重

な
検

討
を

求
め

る
と

い
う

立
場

を
採

用
し

て
い
る
。
 

8
 
一

般
的

に
は

日
常

的
と

評
価

さ
れ

る
行

為
で

も
、

本
人

に
と

っ
て

は
日

常
的

と
は

言
え
な
い
場
合
も
あ
り
得
る
。
そ
の
よ
う
な
場

面
で

は
、

本
人

に
と

っ
て

の
重

要
性

に
鑑

み
て

、
後

見
人

等
が

そ
の

意
思

決
定

支
援

に
関

与
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
と
考
え

ら
れ

る
こ

と
か

ら
（

例
え

ば
、

こ
れ

ま
で

携
帯

電
話

や
ス

マ
ー

ト
フ

ォ
ン

を
所

有
し

て
い

な
か
っ
た
本
人
が
初
め
て
こ
れ
ら
を
購
入

す
る

こ
と

に
な

っ
た

た
め

、
機

種
や

料
金

プ
ラ

ン
を

選
択

す
る

場
合

な
ど

）
、

本
ガ

イ
ド
ラ
イ
ン
で
は
、
「
本
人
に
と
っ
て
の
影
響
の

大
小

」
を

基
準

と
し

て
い

る
。

 
9
 
「

成
人

し
た

本
人

の
人

生
周

期
（

ラ
イ

フ
サ

イ
ク

ル
、

ラ
イ

フ
ス

テ
ー

ジ
）
」

に
お

い
て
は
本
人
に
と
っ
て
い
く
つ
か
の
重
大
な
意

思
決

定
を

求
め

ら
れ

る
場

面
が

考
え

ら
れ

る
（

就
職

、
転

居
、

転
職

、
サ

ー
ビ

ス
の

契
約

と
利
用
、
入
院
、
施
設
入
所
、
相
続

等
）
。

こ
れ

ら
の

課
題

は
、
本

人
か

ら
の

相
談

や
家

族
や

支
援

者
ら

か
ら

の
情

報
提

供
だ

け
で
は
な
く
、
後
見
人
等
が
本
人
の
生
活

状
況

を
確

認
す

る
こ

と
か

ら
も

発
見

さ
れ

る
。

 
1
0
 
後

見
人

等
は

医
療

行
為

に
関

す
る

同
意

権
は

有
し

て
い

な
い

が
、

医
療

の
局

面
に

お
け
る
後
見
人
等
の
関
与
の
在
り
方
に
つ
い
て

は
、

厚
生

労
働

省
2
0
1
8
年

度
厚

生
労

働
行

政
推

進
調

査
事

業
費

補
助

地
域

医
療

基
盤

開
発
推
進
研
究
事
業
「
身
寄
り
が
な
い
人
の

入
院

及
び

医
療

に
係

る
意

思
決

定
が

困
難

な
人

へ
の

支
援

に
関

す
る

ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

」
（
２
０
１
９
年
５
月
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

 

 

5 
 第

３
 

意
思

決
定

支
援

に
お

け
る

後
見

人
等

の
役

割
 

＊
本

項
に

対
応

す
る

ア
セ

ス
メ

ン
ト

シ
ー

ト
：

様
式

１
 

１
 

関
連

す
る

基
本

原
則

の
確

認
 

第
１

 
全

て
の

人
は

意
思

決
定

能
力

が
あ

る
こ

と
が

推
定

さ
れ

る
。

 

第
２

 
本

人
が

自
ら

意
思

決
定

で
き

る
よ

う
、

実
行

可
能

な
あ

ら
ゆ

る
支

援
を

尽
く

さ
な

け

れ
ば

、
代

行
決

定
に

移
っ

て
は

な
ら

な
い

。
 

第
３

 
一

見
す

る
と

不
合

理
に

み
え

る
意

思
決

定
で

も
、

そ
れ

だ
け

で
本

人
に

意
思

決
定

能

力
が

な
い

と
判

断
し

て
は

な
ら

な
い

。
 

 

２
 

意
思

決
定

支
援

の
た

め
の

環
境

整
備

（
事

前
準

備
）

 

(
1
)
 
環

境
整

備
の

必
要

性
・

目
的

 

後
見

人
等

が
直

接
関

わ
る

意
思

決
定

支
援

の
事

務
と

し
て

は
、
本

人
に

重
大

な
影

響
を

与

え
る

法
律

行
為

及
び

そ
れ

に
付

随
す

る
事

実
行

為
が

主
で

あ
る

。
 

し
か

し
な

が
ら

、
そ

の
よ

う
な

課
題

が
生

じ
て

か
ら

い
き

な
り

意
思

決
定

支
援

を
し

よ
う

と
し

て
も

容
易

で
は

な
く

、
日

頃
か

ら
日

常
的

な
事

柄
に

つ
い

て
、
本

人
が

自
ら

意
思

決
定

を
す

る
こ

と
が

で
き

る
よ

う
な

支
援

が
さ

れ
、
そ

の
よ

う
な

意
思

決
定

を
し

た
経

験
が

蓄
積

さ
れ

る
と

い
う

環
境

が
整

備
さ

れ
て

い
る

必
要

が
あ

る
。

 

①
 

本
人

の
エ

ン
パ

ワ
メ

ン
ト

 

特
に

、
本

人
が

自
信

を
持

っ
て

意
思

決
定

を
行

う
こ

と
が

で
き

る
た

め
に

は
、
本

人
の

自
尊

心
や

達
成

感
が

日
頃

か
ら

満
た

さ
れ

て
い

る
こ

と
が

重
要

で
あ

る
。

 

し
た

が
っ

て
、
日

常
的

に
、
本

人
が

自
ら

意
思

決
定

を
行

う
機

会
に

接
し

、
成

功
・
失

敗
に

至
る

過
程

を
経

な
が

ら
、
「

自
ら

の
意

思
決

定
が

他
者

に
尊

重
さ

れ
た

」
と

い
う

経

験
を

本
人

が
得

ら
れ

る
よ

う
、
後

見
人

等
も

含
め

た
本

人
に

関
わ

る
支

援
者

ら
が

協
力

し

て
支

援
を

す
る

（
エ

ン
パ

ワ
メ

ン
ト

）
環

境
が

整
備

さ
れ

る
こ

と
が

求
め

ら
れ

る
1
1
1
2
。

 

②
 

支
援

者
側

の
共

通
認

識
・

基
本

的
姿

勢
 

本
人

の
意

思
決

定
に

向
け

た
支

援
は

、
こ

れ
を

支
援

す
る

者
の

態
度

や
本

人
と

の
信

頼

関
係

、
立

ち
会

う
人

と
の

関
係

性
や

環
境

に
よ

る
影

響
を

受
け

る
。
ま

た
、
意

思
決

定
支

援
を

す
る

支
援

者
側

の
共

通
理

解
が

乏
し

い
場

合
、
本

人
の

意
思

決
定

や
意

思
表

明
を

引

き
出

す
支

援
が

十
分

に
行

わ
れ

な
か

っ
た

り
、
本

人
の

意
思

を
都

合
よ

く
解

釈
し

た
事

実

上
の

代
行

決
定

が
行

わ
れ

た
り

す
る

お
そ

れ
も

あ
る

。
さ

ら
に

、
職

業
倫

理
や

価
値

観
の

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  
1
1
 
従
前
、
本

人
が

自
ら

意
思

決
定

を
し

た
と

い
う

経
験

の
少

な
い

人
に

つ
い

て
は

、
日

常
生

活
に

お
い

て
何

を
食

べ
る

か
、

今
日

何

を
着
る
か
な

ど
の

身
近

な
決

定
を

支
援

者
ら

の
支

援
に

よ
っ

て
繰

り
返

す
こ

と
に

よ
り

、
自

身
の

意
思

を
尊

重
さ

れ
る

体
験

を
積

む

こ
と
が
で
き

、
自

信
を

持
っ

て
意

思
を

表
明

す
る

こ
と

が
で

き
る

よ
う

に
な

る
。

 
1
2
 
本
人
が
エ

ン
パ

ワ
メ

ン
ト

を
受

け
て

変
化

し
た

結
果

、
支

援
者

ら
が

そ
の

よ
う

な
本

人
の

姿
に

感
化

さ
れ

、
支

援
活

動
に

一
層

前

向
き
に
な
る

こ
と

も
あ

る
。
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違
い

か
ら
、

本
人

と
支

援
者

間
、

支
援

者
相

互
の

対
立

を
招

く
こ

と
も

懸
念

さ
れ

る
1
3
。

 
 

 

し
た

が
っ

て
、
意

思
決

定
支

援
を

行
う

に
際

し
て

は
、
後

見
人

等
を

含
め

た
本

人
に

関

わ
る

各
支

援
者

が
、
本

人
の

意
思

決
定

を
尊

重
す

る
基

本
的

姿
勢

を
身

に
つ

け
て

お
く

必

要
が

あ
る

。
そ

こ
で

、
本

ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

な
い

し
関

連
す

る
他

の
意

思
決

定
支

援
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
1
4
を

あ
ら

か
じ

め
読

み
合

わ
せ

て
お

く
、

又
は

研
修

等
に

参
加

す
る

な
ど

、
意

思

決
定

支
援

を
行

う
に

当
た

っ
て

の
共

通
認

識
を

得
て

お
く

こ
と

も
重

要
で

あ
る

。
 

 

(
2
)
 
環

境
整

備
の

手
順

、
環

境
整

備
に
対

す
る

後
見

人
等

の
関

与
の

仕
方

・
役

割
 

後
見

人
等

が
就

任
し

た
時

点
で

は
、
既

に
本

人
は

、
親

族
や

介
護

サ
ー

ビ
ス

、
障

害
者

福

祉
サ

ー
ビ

ス
事

業
者

の
ス

タ
ッ

フ
や

医
療

従
事

者
等

に
よ

る
支

援
を

受
け

て
い

る
こ

と
が

多
い
（

潜
在

的
な

チ
ー

ム
の

存
在

）
。
後

見
人

等
と

し
て

は
、
本

人
が

日
常

生
活

を
送

る
に

当

た
っ

て
、
こ

れ
ら

の
支

援
者

に
よ

っ
て

、
本

人
の

意
思

決
定

が
適

切
に

支
援

さ
れ

、
表

明
さ

れ
た

意
思

が
十

分
に

尊
重

さ
れ

て
い

る
か

ど
う

か
を

把
握

し
つ

つ
、
以

下
の

点
に

留
意

し
て

活
動

を
進

め
る

必
要

が
あ

る
。

 

＜
留

意
す

る
ポ

イ
ン

ト
＞

 

▶
 
後

見
人

等
に

就
任

し
た

後
、

な
る

べ
く

早
期

に
本

人
や

支
援

者
ら

と
接

触
す

る
こ

と
1
5
 

▶
 
本

人
の

状
況

や
支

援
状

況
を

把
握

し
、

支
援

者
ら

の
輪

に
参

加
す

る
こ

と
 

▶
 
本

人
の

意
思

が
周

囲
の

支
援

者
ら

か
ら

十
分

に
尊

重
さ

れ
て

い
な

い
と

み
ら

れ
る

場
合

に
は

、
環

境
の

改
善

を
試

み
る

こ
と

 

特
に

専
門

職
後

見
人

の
場

合
は

、
選

任
さ

れ
た

時
点

で
は

本
人

に
関

す
る

情
報

量
が

親
族

や
介

護
サ

ー
ビ

ス
事

業
者

と
比

べ
て

圧
倒

的
に

少
な

い
こ

と
を

自
覚

し
、
意

識
的

に
本

人
と

話
を

し
た

り
、

本
人

の
こ

と
を

知
ろ

う
と

努
め

る
こ

と
が

重
要

で
あ

る
。

 

な
お

、
意
思

決
定

を
支

援
す

る
チ

ー
ム

が
編

成
さ

れ
て

い
な

い
よ

う
な

場
合

や
、
チ

ー
ム

の
編

成
を

変
更

す
る

必
要

が
あ

る
よ

う
な

場
合

に
は

、
地

域
包

括
支

援
セ

ン
タ

ー
や

障
害

者

基
幹

相
談

支
援

セ
ン

タ
ー

、
発

達
障

害
者

支
援

セ
ン

タ
ー

が
チ

ー
ム

支
援

の
起

点
と

な
る

よ

う
、

中
核

機
関

の
サ

ポ
ー

ト
を

受
け

な
が

ら
働

き
か

け
を

行
う

こ
と

が
望

ま
し

い
。

 

 

(
3
)
 
本

人
と

後
見

人
等

の
信

頼
関

係
の

構
築

 

後
見

人
等
と

し
て

は
、
本

人
と

定
期

的
な

面
談

、
日

常
生

活
の

観
察

や
支

援
者

ら
か

ら
の

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  
1
3
 
他

方
で

、
そ

れ
ぞ

れ
の

立
場

や
考

え
方

が
異

な
る

こ
と

を
認

識
し

、
多

角
的

な
視

点
か
ら
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
本
人
の
多
面

的
な

生
活

を
支

援
す

る
こ

と
が

で
き

る
と

い
う

認
識

を
持

つ
こ

と
が

重
要

で
あ

る
。

 
1
4
 
厚

生
労

働
省

社
会

・
援

護
局

障
害

保
健

福
祉

部
「

障
害

福
祉

サ
ー

ビ
ス

等
の

提
供

に
係
る
意
思
決
定
支
援
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
（
２

０
１

７
年

３
月

）
、

厚
生

労
働

省
医

政
局

地
域

医
療

計
画

課
「

人
生

の
最

終
段

階
に

お
け

る
医
療
・
ケ
ア
の
決
定
プ
ロ
セ
ス
に
関
す

る
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
」
（

２
０
１

８
年

３
月

）
、

厚
生

労
働

省
老

健
局

総
務

課
認

知
症

施
策

推
進
室
「
認
知
症
の
人
の
日
常
生
活
・
社
会

生
活

に
お

け
る

意
思

決
定

支
援

ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

」
（

２
０

１
８

年
６

月
）
、

厚
生

労
働

省
2
0
1
8
年
度

厚
生
労
働
行
政
推
進
調
査
事
業

費
補

助
地

域
医

療
基

盤
開

発
推

進
研

究
事

業
「

身
寄

り
が

な
い

人
の

入
院

及
び

医
療

に
係

る
意
思
決
定
が
困
難
な
人
へ
の
支
援
に
関

す
る

ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

」
（

２
０

１
９

年
５

月
）
。

 
1
5
 
本

人
と

の
信

頼
関

係
が

構
築

さ
れ

て
い

な
い

段
階

で
は

、
本

人
か

ら
直

接
得

ら
れ

る
情
報
は
限
定
的
に
な
り
が
ち
で
あ
る
た
め
、

親
族

等
の

周
囲

の
支

援
者

ら
か

ら
の

情
報

収
集

に
努

め
る

こ
と

が
有

益
な

場
合

も
多

い
。
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情
報

収
集

、
生

活
歴

の
把

握
等

を
通

じ
て

積
極

的
に

コ
ミ

ュ
ニ

ケ
ー

シ
ョ

ン
を

図
る

こ
と

に

よ
り

、
本

人
が

安
心

し
て

自
分

の
意

思
を

伝
え

る
こ

と
が

で
き

、
後

見
人

等
と

と
も

に
意

思

決
定

支
援

の
プ

ロ
セ

ス
に

参
加

す
る

こ
と

に
意

欲
を

持
つ

こ
と

が
で

き
る

よ
う

な
信

頼
関

係
を

構
築

し
て

お
く

こ
と

も
重

要
と

考
え

ら
れ

る
。
後

見
人

等
が

本
人

に
と

っ
て

ど
の

よ
う

な
存

在
で

あ
る

の
か

を
本

人
自

身
に

正
し

く
認

識
し

て
も

ら
う

こ
と

に
よ

り
、
本

人
と

し
て

も
安

心
し

て
支

援
を

受
け

る
こ

と
が

で
き

る
よ

う
に

な
る

は
ず

で
あ

る
。

 

 

３
 

後
見

人
等

の
関

与
す

る
意

思
決

定
支

援
の

具
体

的
な

プ
ロ

セ
ス
（

個
別

課
題

が
生

じ
た

後
の

 
 

対
応

）
 

(
1
)
 
本

人
に

と
っ

て
重

大
な

影
響

を
与
え

る
よ

う
な

意
思

決
定

に
つ

い
て

 

本
人

に
と

っ
て

重
大

な
影

響
を

与
え

る
よ

う
な

法
律

行
為

及
び

そ
れ

に
付

随
す

る
事

実

行
為

に
関

し
て

意
思

決
定

を
行

う
場

面
に

お
い

て
、
後

見
人

等
に

求
め

ら
れ

る
の

は
、
本

人

の
意

思
決

定
の

プ
ロ

セ
ス

を
丁

寧
に

踏
む

と
い

う
意

識
及

び
そ

の
プ

ロ
セ

ス
に

積
極

的
に

関
わ

る
と

い
う

こ
と

で
あ

る
。
具

体
的

に
は

、
後

見
人

等
は

、
基

本
的

に
以

下
の

場
面

で
一

定
の

重
要

な
役

割
を

担
う

こ
と

に
な

る
。

 

①
 
支

援
チ

ー
ム

の
編

成
と

支
援

環
境

の
調

整
 

②
 
本

人
を

交
え

た
ミ

ー
テ

ィ
ン

グ
 

 
も

っ
と

も
、
本

人
に

と
っ

て
重

大
な

影
響

を
与

え
る

よ
う

な
法

律
行

為
及

び
そ

れ
に

付
随

す
る

事
実

行
為

に
関

し
て

意
思

決
定

を
行

う
場

合
に

お
い

て
も

、
本

人
の

意
思

が
明

ら
か

で

あ
り

、
支

援
者

に
お

い
て

も
本

人
の

意
思

に
沿

う
こ

と
で

異
論

が
な

い
よ

う
な

場
合

に
は

、

本
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
の

プ
ロ

セ
ス

を
必

ず
し

も
全

て
経

る
必

要
が

あ
る

わ
け

で
は

な
い

。
 

 

(
2
)
 
支

援
チ

ー
ム

の
編

成
と

支
援

環
境

の
調

整
 

①
 

支
援

チ
ー

ム
の

編
成

 

支
援

チ
ー

ム
の

編
成

は
、
本

来
は

福
祉

関
係

者
に

お
い

て
責

任
を

持
っ

て
行

う
こ

と
が

 

想
定

さ
れ

た
事

柄
で

は
あ

る
が

、
後

見
人

等
も

、
日

頃
か

ら
本

人
の

意
思

決
定

支
援

の
た

め
の

環
境

整
備

が
な

さ
れ

て
い

る
こ

と
を

前
提

に
、
ミ

ー
テ

ィ
ン

グ
主

催
者

と
と

も
に

意

思
決

定
を

支
援

す
る

メ
ン

バ
ー

の
選

定
に

主
体

性
を

持
っ

て
関

わ
っ

て
い

く
こ

と
が

望

ま
し

い
。

 

一
般

的
に

は
、
親

族
、
介

護
支

援
専

門
員

、
相

談
支

援
専

門
員

、
施

設
長
・
施

設
ケ

ア

マ
ネ

ジ
ャ

ー
等

相
談

支
援

専
門

職
・
相
談

員
、
地

域
包

括
支

援
セ

ン
タ

ー
等

行
政

機
関

の

担
当

者
、
主

治
医
・
看

護
師
・
臨

床
心

理
士

、
医

療
ソ

ー
シ

ャ
ル

ワ
ー

カ
ー
・
精

神
保

健

福
祉

士
な

ど
が

支
援

メ
ン

バ
ー

候
補

者
で

あ
る

が
、
こ

れ
ら

の
者

に
限

る
わ

け
で

は
な

く
、

本
人

が
希

望
す

る
場

合
に

は
、
本

人
が

信
頼

す
る

友
人

や
ボ

ラ
ン

テ
ィ

ア
、
当

事
者

団
体

の
メ

ン
バ

ー
な

ど
が

加
わ

る
こ

と
も

あ
り

得
る

。
第

三
者

的
な

立
場

の
メ

ン
バ

ー
が

加
わ

る
こ

と
で

、
支

援
者

ら
が

無
意

識
の

う
ち

に
自

分
達

の
価

値
観

に
基

づ
き

プ
ロ

セ
ス

を
進
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め
る

こ
と
を

防
ぐ

と
い

う
効

果
も

期
待

さ
れ

る
。
本

人
の
思

い
や

意
思

が
反

映
さ

れ
や

す

い
チ

ー
ム
と

す
る

こ
と

を
意

識
し

つ
つ

、
課

題
に

応
じ

て
適

切
な

メ
ン

バ
ー

を
選

ぶ
こ

と

が
重

要
で
あ

る
1
6
。

 

基
本

的
に

は
、
本

人
と

の
日

常
の

コ
ミ

ュ
ニ

ケ
ー

シ
ョ
ン

の
方

法
を

よ
く

知
る

者
、
専

門
的

見
地

か
ら

発
言

が
で

き
る

者
、
そ

の
課

題
に

つ
い

て
本

人
に

適
切

な
選

択
肢

を
示

す

こ
と

が
で

き
る

者
な

ど
が

バ
ラ

ン
ス

良
く

メ
ン

バ
ー

に
加

わ
る

こ
と

が
望

ま
し

い
。
メ

ン

バ
ー

に
は

、
本

人
の

意
思

が
明

確
に

表
明

さ
れ

な
い

場
合
で

あ
っ

て
も

本
人

の
意

思
自

体

は
存

在
す

る
と

い
う

こ
と

を
十

分
に

理
解

し
、
そ

の
意

思
を

汲
も

う
と

す
る

姿
勢

が
求

め

ら
れ

る
。

 

一
方

で
、
当

該
事

案
に

お
い

て
本

人
と

利
害

が
明

ら
か
に

対
立

す
る

者
、
本

人
の

意
思

決
定

に
不

当
な

影
響

を
与

え
る

可
能

性
の

あ
る

者
の

参
加

は
好

ま
し

く
な

く
、
慎

重
な

判

断
が

求
め

ら
れ

る
。

 

②
 

支
援

環
境

の
調

整
・

開
催

方
法

等
の

検
討

 

本
人

を
交

え
た

ミ
ー

テ
ィ

ン
グ

に
先

立
ち

、
支

援
チ

ー
ム

の
メ

ン
バ

ー
間

に
お

い
て

、

ミ
ー

テ
ィ

ン
グ

の
趣

旨
や

ミ
ー

テ
ィ

ン
グ

に
お

け
る

留
意

点
を

お
互

い
に

理
解

す
る

よ

う
に

努
め

、
ま

た
本

人
に

と
っ

て
ど

の
よ

う
な

形
で

ミ
ー

テ
ィ

ン
グ

を
開

催
す

る
の

が
適

切
で

あ
る

か
を

、
以

下
の

点
に

留
意

し
て

慎
重

に
検

討
す
る

こ
と

が
望

ま
し

い
。

 

チ
ー

ム
が

機
能

し
て

い
る

よ
う

な
場

合
、
後

見
人

等
は

、
コ

ー
デ

ィ
ネ

ー
タ

ー
と

し
て

振
る

舞
う

必
要

は
な

く
、
以

下
の

留
意

事
項

も
踏

ま
え

、
他

の
支

援
者

ら
が

本
人

の
意

思

や
特

性
を

尊
重

し
な

が
ら

適
切

に
準

備
を

進
め

て
い

る
の
か

を
チ

ェ
ッ

ク
し

、
問

題
が

あ

る
場

合
に

は
改

善
を

促
す

と
い

う
形

で
の

関
与

を
し

て
い

く
こ

と
が

求
め

ら
れ

る
1
7
。

ま

た
、
後

見
人

等
の

み
な

ら
ず

、
他

の
支

援
者

に
お

い
て

も
、
意

思
決

定
支

援
が

適
切

な
プ

ロ
セ

ス
を

た
ど

っ
て

い
る

か
に

つ
い

て
、
相

互
に

チ
ェ

ッ
ク

し
合

う
よ

う
な

環
境

が
整

備

で
き

る
と

更
に

望
ま

し
い

。
他

方
で

、
後

見
人

等
は

、
他
の

支
援

者
ら

と
は

異
な

り
、
最

終
的

な
決

定
権

限
（

法
定

代
理

権
）
を

有
し

て
い

る
が

、
自

分
の

価
値

観
が

最
終

的
な

決

定
に

影
響

し
な

い
よ

う
、
意

思
決

定
支

援
の

準
備

に
つ

き
他

の
支

援
者

ら
の

意
向

を
尊

重

す
る

と
い

う
意

識
を

持
つ

こ
と

も
重

要
で

あ
る

。
 

こ
れ

に
対

し
、
チ

ー
ム

が
う

ま
く

機
能

し
て

い
な

い
よ

う
な

場
合

に
は

、
後

見
人

等
は

、

中
核

機
関

等
か

ら
の

支
援

を
受

け
て

他
の

支
援

者
ら

に
働

き
か

け
を

行
い

、
支

援
者

ら
の

意
識

の
改

善
を

図
っ

た
上

で
検

討
を

進
め

た
り

、
チ

ー
ム

の
再

編
成

を
試

み
た

り
(
上

記

２
⑵

参
照

)
す

る
な

ど
、

支
援

環
境

の
調

整
段

階
か

ら
主

体
的

に
関

与
す

る
こ

と
が

望
ま

し
い

。
 

 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  
1
6
 
毎

回
、

メ
ン

バ
ー

全
員

が
形

式
的

に
集

ま
る

必
要

は
な

い
。

 
1
7
 
支

援
環

境
の

調
整

段
階

で
他

の
支

援
者

ら
が

中
心

と
な

っ
て

検
討

を
行

う
こ

と
も

少
な
く
な
く
、
後
見
人
等
が
必
ず
し
も
検
討
の

場
に

常
に

同
席

を
求

め
ら

れ
る

と
は

限
ら

な
い

。
 

 

9 
  

 
 

＜
ミ

ー
テ

ィ
ン

グ
開

催
に

当
た

っ
て

の
留

意
事

項
＞

 

▶
 
本

人
は

、
い

つ
、

ど
こ

で
、

ど
の

よ
う

な
方

法
で

あ
れ

ば
安

心
し

て
参

加
で

き
る

か
。

ま
た

、
誰

に
意

思
決

定
支

援
の

チ
ー

ム
に

参
加

し
て

ほ
し

い
か

。
 

本
人

の
特

性
・

生
活

ス
タ

イ
ル

か
ら

避
け

た
方

が
よ

い
時

間
帯

が
な

い
か

、
本

人
が

一
番

安
心

し
て

意
思

を
表

明
で

き
る

場
所

は
ど

こ
か

、
本

人
が

安
心

し
て

話
を

す
る

こ
と

が
で

き
る

支
援

者
が

誰
か

に

つ
い

て
十
分

に
配

慮
す

べ
き

で
あ

る
。
 

必
ず

し
も
「

ケ
ー

ス
検

討
会

議
」
の

よ
う
な

場
面

が
い

つ
も

適
切

と
は

限
ら

ず
、
た

と
え
ば

本
人

と
の

少
人

数
で

の
ミ

ー
テ

ィ
ン

グ
を

行
い

本
人

の
意

思
を

十
分

に
引

き
出

し
た

上
で

、
本

人
意

思
の

確
認

・

共
有

の
た

め
に

支
援

メ
ン

バ
ー

が
揃

う
場

を
設

け
る

な
ど

、
段

階
的

に
ミ

ー
テ

ィ
ン

グ
を

行
っ

て
い

く

こ
と

が
望
ま

し
い

ケ
ー

ス
も

あ
り

得
る

。
 
 

 ▶
 
本

人
は

、
ど

の
よ

う
な

コ
ミ

ュ
ニ

ケ
ー

シ
ョ

ン
の

方
法

を
望

ん
で

い
る

か
。
ま

た
、
本

人
の

意
思

決
定

を
支

援
す

る
た

め
に

必
要

な
調

整
・
コ

ミ
ュ

ニ
ケ

ー
シ

ョ
ン

手
段

に
つ

い
て

意
識

さ
れ

て
い

る
か

。
 

本
人

が
ミ

ー
テ

ィ
ン

グ
に

お
い

て
適

切
に

意
思

形
成

・
表

明
が

で
き

る
よ

う
、

本
人

が
意

思
決

定
を

行
う

場
合

の
課

題
を

整
理

し
（

関
連

す
る

情
報

の
理

解
・

記
憶

・
比

較
・

表
現

等
の

各
要

素
に

留
意

し

て
）
、
支

援
者
ら

が
本

人
の

意
思

の
形

成
を

促
し

、
引

き
出

し
て

い
く

た
め

の
手

段
を

検
討

す
る

1
8
。
 

ま
た

、
本
人

が
課

題
を

理
解

し
、
自

分
な
り

の
意

思
決

定
を

行
う

た
め

に
は

、
ミ

ー
テ

ィ
ン

グ
の

進
行

に
お

け
る

工
夫

や
本

人
の

特
性

に
合

わ
せ

た
コ

ミ
ュ

ニ
ケ

ー
シ

ョ
ン

ス
キ

ル
（

意
思

疎
通

の
技

術
）

が

必
要

で
あ
る

。
そ

の
た

め
、
誰
が

進
行

役
（
フ
ァ

シ
リ

テ
ー

タ
ー

）
を

務
め

、
本

人
と

の
意

思
疎

通
を

誰

が
ど

の
よ

う
に

図
り

、
本

人
が

実
質

的
に

ミ
ー

テ
ィ

ン
グ

に
参

加
で

き
る

よ
う

に
ど

の
よ

う
に

工
夫

す

る
か

等
、
支

援
チ

ー
ム

全
体

で
予

め
検

討
し

て
お

く
べ

き
で

あ
る

。
 

 

▶
 
意

思
決

定
支

援
に

関
す

る
ミ

ー
テ

ィ
ン

グ
で

あ
る

こ
と

が
参

加
者

に
よ

り
理

解
さ

れ

て
い

る
か

ど
う

か
。

 

ミ
ー

テ
ィ

ン
グ

の
呼

び
か

け
方

に
よ

っ
て

は
、

参
加

者
が

会
議

の
趣

旨
に

つ
い

て
抱

く
イ

メ
ー

ジ
が

変
容

し
て

し
ま

う
危

険
性

が
あ

る
。

支
援

者
ら

の
価

値
観

に
基

づ
く

結
論

が
先

に
あ

り
き

（
い

わ
ゆ

る

「
落

と
し

ど
こ

ろ
」

を
決

め
て

臨
む

）
で

の
本

人
を

説
得

す
る

た
め

に
集

ま
る

場
で

は
決

し
て

な
い

こ

と
を

予
め
留

意
事

項
と

し
て

認
識

さ
せ

る
こ

と
が

重
要

で
あ

る
。

 

 ▶
 
ミ

ー
テ

ィ
ン

グ
に

お
け

る
メ

ン
バ

ー
の

役
割

や
ル

ー
ル

が
参

加
者

に
よ

り
理

解
さ

れ

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  
1
8
 
例
え
ば
、

本
人

の
状

況
に

よ
っ

て
は

、
支

援
メ

ン
バ

ー
の

些
細

な
言

葉
や

態
度

に
敏

感
に

反
応

し
、

影
響

さ
れ

る
こ

と
も

あ
り

得

る
た
め
、
何

気
な

い
感

想
や

コ
メ

ン
ト

（
例

え
ば

「
○

○
だ

と
大

変
そ

う
だ

ね
」

と
い

う
言

葉
で

当
該

選
択

肢
は

避
け

る
べ

き
と

考

え
て
し
ま
う

）
に

も
気

を
遣

う
必

要
が

あ
る

か
も

し
れ

な
い

。
ま

た
、

質
問

の
仕

方
に

よ
っ

て
は

、
本

人
へ

の
プ

レ
ッ

シ
ャ

ー
に

な

る
こ
と
も
あ

る
か

も
し

れ
な

い
（

例
え

ば
「

ど
う

し
て

〇
〇

し
な

い
の

？
」
「

〇
〇

し
た

い
と

思
わ

な
い

？
」

な
ど

）
。

さ
ら

に
、

本

人
の
意
思
疎

通
手

段
が

限
ら

れ
て

い
る

場
合

に
は

、
本

人
に

と
っ

て
最

も
意

思
が

表
出

し
や

す
い

コ
ミ

ュ
ニ

ケ
ー

シ
ョ

ン
手

段
が

何

か
を
考
え
、

適
切

な
通

訳
者

の
確

保
、

タ
ブ

レ
ッ

ト
端

末
、

絵
カ

ー
ド

、
写

真
等

の
準

備
等

が
必

要
に

な
る

か
も

し
れ

な
い

。
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10
 

 

て
い

る
か

。
 

ミ
ー

テ
ィ
ン

グ
の

参
加

者
が

す
る

こ
と

は
「

本
人

の
意

見
、
考
え

を
引

き
出

す
」
こ

と
、「

支
援

者
ら

の
価

値
観

を
押

し
付

け
な

い
」

こ
と

で
あ

り
、

避
け

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

こ
と

は
参

加
者

が
望

ま
し

い

と
考

え
る
こ

と
を

押
し

つ
け

た
り

、
そ

の
方

向
に

誘
導
・
説

得
し

た
り

し
な

い
こ

と
、
本
人

の
話

を
頭

ご

な
し

に
否
定

・
批

判
を

し
な

い
こ

と
で

あ
る

。
 

な
お

、
検

討
の

た
め

の
手

段
と

し
て

は
、
支

援
チ

ー
ム
の

メ
ン

バ
ー

が
直

接
会

っ
て

事

前
の

打
合
せ

を
す

る
ほ

か
、
電

話
、
メ

ー
ル

、
フ

ァ
ッ

ク
ス

等
で

確
認
・
意

見
交

換
す

る

な
ど

、
支
援

チ
ー

ム
の

構
成

や
従

来
の

支
援

実
績

、
対

象
と

な
る

課
題

、
本

人
の

状
況

等

に
よ

り
、
そ

の
方

法
は

様
々

で
あ

っ
て

よ
い

。
 

 

(
3
)
 
本

人
へ

の
趣

旨
説

明
と

ミ
ー

テ
ィ

ン
グ

参
加

の
た

め
の

準
備
 

支
援

チ
ー

ム
の

メ
ン

バ
ー

、
環

境
整

備
、

開
催

方
法

を
検

討
し

て
い

く
過

程
に

お
い

て
、

本
人

が
信

頼
し

て
い

る
意

思
決

定
支

援
の

キ
ー

パ
ー

ソ
ン

に
よ

っ
て

、
本

人
に

あ
ら

か
じ

め

ミ
ー

テ
ィ

ン
グ

の
趣

旨
を

説
明

し
て

お
く

こ
と

が
必

要
で

あ
る

。
た

と
え

ば
、
支

援
メ

ン
バ

ー
の

情
報

や
ミ

ー
テ

ィ
ン

グ
の

予
定

日
時

、
場

所
の

ほ
か

、
自

分
で

自
分

の
こ

と
を

決
め

て

い
く

こ
と

が
大

切
で

あ
る

こ
と

、
意

思
を

決
め

て
い

く
た

め
に

メ
ン

バ
ー

が
で

き
る

限
り

協

力
す

る
こ

と
、
本

人
の

意
思

を
尊

重
し

、
受

け
止

め
て

く
れ
る

メ
ン

バ
ー

が
い

る
の

で
安

心

し
て

意
見

を
述

べ
て

よ
い

こ
と

な
ど

を
丁

寧
に

説
明

す
る

。
そ

の
際

、
本

人
と

し
て

は
、
課

題
に

つ
い

て
の

自
分

の
思

い
を

聞
い

て
も

ら
う

こ
と

が
会

議
に

向
け

た
心

の
準

備
に

な
る

こ
と

も
あ

る
た

め
、
本

人
が

何
か

課
題

に
つ

い
て

思
い

を
伝

え
よ

う
と

し
て

い
る

場
合

に
は

、

本
人

の
話

に
耳

を
傾

け
る

こ
と

も
重

要
で

あ
る

1
9
2
0
。

 

 
 

(
4
)
 
ミ

ー
テ

ィ
ン

グ
の

招
集

 

進
行

管
理
に

責
任

を
持

つ
者

に
お

い
て

、
関

係
者

を
招

集
す

る
。
そ

の
際

、
必

要
な

資
料

の
準

備
も

行
う

2
1
。

 

 

(
5
)
 
本

人
を

交
え

た
ミ

ー
テ

ィ
ン

グ
 

①
 

進
行

方
法

の
工

夫
 

ミ
ー

テ
ィ

ン
グ

で
は

、
主

催
者

等
（

後
見

人
等

が
兼

ね
る

こ
と

も
あ

る
）
は

、
事

前
の

環
境

調
整

を
踏

ま
え

て
設

定
さ

れ
た

テ
ー

マ
及

び
ミ

ー
テ

ィ
ン

グ
の

ル
ー

ル
に

沿
っ

て

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  
1
9
 
こ

の
確

認
に

当
た

っ
て

は
、

例
え

ば
、

本
人

が
「

は
い

」
等

と
了

解
す

る
よ

う
な

言
葉
を
述
べ
て
い
て
も
、
本
人
の
表
情
や
動
作

等
を

観
察

し
な

が
ら

本
人

の
意

思
を

確
認

す
る

こ
と

が
望

ま
し

い
場

合
も

あ
る

。
 

2
0
 
支

援
メ

ン
バ

ー
を

通
じ

て
本

人
の

思
い

を
聞

き
出

し
、

後
見

人
等

に
伝

え
て

も
ら

う
こ
と
も
あ
り
得
る
。
 

2
1
 
厚

生
労

働
省

社
会

・
援

護
局

障
害

保
健

福
祉

部
「

障
害

福
祉

サ
ー

ビ
ス

等
の

提
供

に
係
る
意
思
決
定
支
援
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
（
２

０
１

７
年

３
月

）
、

厚
生

労
働

省
老

健
局

総
務

課
認

知
症

施
策

推
進

室
「

認
知

症
の

人
の

日
常
生
活
・
社
会
生
活
に
お
け
る
意
思
決

定
支

援
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
」
（
２

０
１

８
年

６
月

）
等

参
照

。
 

 

11
 

 

以
下

②
・
③
の

支
援

プ
ロ

セ
ス

が
展

開
さ

れ
て

い
る

か
に

注
意

し
な

が
ら

、
会

議
を

適
切

に
進

行
す

る
必

要
が

あ
る

。
ミ

ー
テ

ィ
ン

グ
は

必
ず

し
も

１
回

と
は

限
ら

ず
、
複

数
回

開

催
し

た
り

2
2
、

本
人

の
意

思
形

成
の

状
況

に
よ

っ
て

は
、

そ
の

間
に

見
学

や
体

験
を

導
入

し
た

り
す

る
こ

と
が

有
効

な
場

合
も

あ
る

。
 

事
前

の
環

境
調

整
で

確
認

し
た

こ
と

な
ど

を
踏

ま
え

、
本

人
の

置
か

れ
て

い
る

状
況

を
、

本
人

の
特

性
を

踏
ま

え
つ

つ
分

か
り

や
す

く
説

明
す

る
と

と
も

に
、
課

題
と

な
る

意
思

決

定
事

項
に

関
連

す
る

本
人

の
意

思
や

考
え

を
引

き
出

す
こ

と
が

で
き

る
よ

う
最

大
限

努

力
す

る
。

 

加
え

て
、
本

人
の

意
思

や
考

え
を

踏
ま

え
つ

つ
、
現

在
の

本
人

が
採

り
得

る
選

択
肢

を

分
か

り
や

す
く

示
す

。
選

択
肢

に
つ

い
て

は
、
そ

れ
ぞ

れ
の

メ
リ

ッ
ト
・
デ

メ
リ

ッ
ト

な

ど
を

説
明

す
る

必
要

が
あ

る
場

合
も

あ
る

が
、
そ

の
際

に
は

、
殊

更
誘

導
や

本
人

の
選

択

を
意

図
的

に
狭

め
る

よ
う

な
説

明
、
プ

レ
ッ

シ
ャ

ー
を

与
え

る
言

動
の

な
い

よ
う

配
慮

す

る
必

要
が

あ
る

。
説

明
方

法
は

、
言

葉
に

よ
る

も
の

に
限

ら
ず

、
タ

ブ
レ

ッ
ト

端
末

、
パ

ン
フ

レ
ッ

ト
、
写

真
、
絵

カ
ー

ド
等

の
視

覚
的

な
資

料
を

用
い

る
な

ど
の

工
夫

も
考

え
ら

れ
る

。
 

こ
の

よ
う

な
本

人
の

意
思

形
成

支
援

を
行

っ
た

上
で

、
他

者
の

不
当

な
影

響
が

及
ば

な

い
状

態
に

お
い

て
、
本

人
が

自
ら

の
意

思
を

表
明

で
き

る
よ

う
支

援
す

る
。
適

切
な

コ
ミ

ュ
ニ

ケ
ー

シ
ョ

ン
手

段
の

選
択

は
も

ち
ろ

ん
、

表
明

を
直

接
受

け
取

る
支

援
者

、
場

所
、

時
間

、
雰

囲
気

な
ど

に
も

配
慮

す
べ

き
で

あ
る

。
 

後
見

人
等

は
、
本

人
の

権
利

擁
護

者
と

し
て

、
本

人
が

意
思

決
定

の
主

体
と

し
て

実
質

的
に

ミ
ー

テ
ィ

ン
グ

に
参

加
で

き
る

よ
う

、
本

人
の

ペ
ー

ス
に

合
わ

せ
た

進
行

を
主

催

者
・
参

加
者

に
促

し
て

い
く

こ
と

が
期

待
さ

れ
る

。
た

だ
し

、
後

見
人

等
だ

け
で

一
連

の

意
思

決
定

支
援

を
全

て
提

供
で

き
る

も
の

で
は

な
い

た
め

、
主

催
者

、
参

加
者

と
適

宜
役

割
分

担
を

し
、
以

下
の

ポ
イ

ン
ト

に
留

意
し

な
が

ら
、
チ

ー
ム

全
体

と
し

て
意

思
決

定
支

援
の

プ
ロ

セ
ス

を
展

開
で

き
る

よ
う

に
す

る
こ

と
が

大
切

で
あ

る
。

 

②
 

意
思

形
成

支
援

に
お

け
る

ポ
イ

ン
ト

 

□
支

援
者

ら
の

価
値

判
断

が
先

行
し

て
い

な
い

か
？

 
 

▶
 
判

断
の

前
に

本
人

の
希

望
に

着
目

し
、

で
き

る
限

り
「

開
か

れ
た

質
問

」
2
3
で
尋

ね
る

。
 

□
本

人
の

「
理

解
」

と
支

援
者

ら
の

「
理

解
」

に
相

違
は

な
い

か
？

 

▶
 
本

人
に

説
明

し
て

も
ら

う
。
同

じ
趣

旨
の

質
問

を
、
時

間
を

お
い

て
、
違

う
角

度

か
ら

行
っ

て
み

る
。

 

▶
 
説

明
さ

れ
た

内
容

を
忘

れ
て

し
ま

う
こ

と
が

あ
る

た
め

、
そ

の
都

度
説

明
す

る
。
 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  
2
2
 
本
人
の
反

応
や

意
見

次
第

で
は

、
支

援
チ

ー
ム

の
メ

ン
バ

ー
や

開
催

方
法

等
を

再
検

討
す

る
こ

と
も

考
え

ら
れ

る
。

 
2
3
 
「
開
か
れ

た
質

問
」

と
は

、
「

は
い

」
「

い
い

え
」

で
は

答
え

ら
れ

な
い

自
由

な
答

え
を

求
め

る
質

問
の

こ
と

。
「

ど
う

し
て

？
」

「
ど
ん
な
点

が
？

」
な

ど
。
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▶
 
本
人

に
体

験
し

て
も

ら
う

こ
と

に
よ

っ
て

本
人

の
理

解
を

深
め

る
。

 

□
選

択
肢

を
提

示
す

る
際

の
工

夫
が

で
き

て
い

る
か

？
 

▶
 
比

較
の

ポ
イ

ン
ト

、
重

要
な

ポ
イ

ン
ト

を
分

か
り
や

す
く

示
す

。
 

▶
 
文

字
に

す
る

。
図

や
表

を
使

う
。

ホ
ワ

イ
ト

ボ
ー
ド

な
ど

も
活

用
す

る
。

 

□
他

者
か

ら
の

「
不

当
な

影
響

」
は

な
い

か
？

 

③
 

意
思

表
明

支
援

に
お

け
る

ポ
イ

ン
ト

 

□
決

断
を

迫
る

あ
ま

り
、

本
人

を
焦

ら
せ

て
い

な
い

か
？
 

▶
 
時
間

を
か

け
て

コ
ミ

ュ
ニ

ケ
ー

シ
ョ

ン
を

取
る

。
 

▶
 
重

要
な

意
思

決
定

の
場

合
に

は
、

時
間

を
お

い
て

、
再

度
、

意
思

を
確

認
す

る
。
 

▶
 
時

間
の

経
過

や
置

か
れ

た
状

況
、
同

席
者

の
影

響
に

よ
っ

て
意

思
は

変
わ

り
得

る

こ
と

を
許

容
す

る
。

 

▶
 
本

人
の

意
思

決
定

を
強

い
る

も
の

で
は

な
い
（

本
人

が
む

し
ろ

支
援

者
ら

に
判

断

を
任

せ
た

い
と

い
う

意
思

を
持

つ
こ

と
も

あ
り

得
る

。
）
。

 

□
本

人
の
表

明
し

た
意

思
が

、
こ

れ
ま

で
の

本
人

の
生

活
歴

や
価

値
観

等
か

ら
見

て
整

合

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
性

が
あ

る
か

？
 

▶
 
こ

れ
ま

で
と

異
な

る
判

断
の

場
合

に
は

、
よ

り
慎
重

に
本

人
の

意
思

を
吟

味
す

る
。
 

▶
 
表

面
上

の
言

葉
に

と
ら

わ
れ

ず
、

本
人

の
心

か
ら

の
希

望
を

探
求

す
る

。
 

□
意

思
を
表

明
し

に
く

い
要

因
や

他
者

か
ら

の
「

不
当

な
影

響
」

は
な

い
か

？
 

▶
 
支

援
者

ら
の

態
度

、
人

的
・
物

的
環

境
に

配
慮

す
る

。
時

に
は

、
い

つ
も

の
メ

ン

バ
ー

と
は

異
な

る
支

援
者

が
意

思
を

確
認

し
て

み
る

こ
と

も
必

要
。

 

 

(
6
)
 
意

思
が

表
明

さ
れ

た
場

合
 

第
１

原
則

に
お

い
て

、
全

て
の

人
は

意
思

決
定

能
力

が
あ

る
こ

と
が

推
定

さ
れ

て
い

る
。 

し
た

が
っ

て
、
本

人
及

び
支

援
者

ら
に

お
い

て
意

思
決

定
能

力
に

つ
い

て
特

段
疑

問
を

持

た
な

い
限

り
、
後

見
人

等
は

、
本

人
の

意
思

決
定

に
沿

っ
た
支

援
を

展
開

す
る

こ
と

が
通

常

で
あ

る
（

な
お

、
意

思
実

現
支

援
は

本
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
に

お
け

る
意

思
決

定
支

援
に

は
直

接

含
ま

れ
な

い
も

の
の

、
後

見
人

等
と

し
て

は
、
身

上
保

護
の
一

環
と

し
て

、
後

見
人

等
が

本

人
の

意
思

の
実

現
に

向
け

て
適

切
に

行
動

す
る

こ
と

が
期

待
さ

れ
る

。
）

。
 

も
っ

と
も
、
表

明
さ

れ
た

意
思

が
本

人
の

意
思

で
あ

る
か
は

慎
重

に
確

認
す

る
必

要
が

あ

り
、
支

援
者

ら
に

よ
る

意
思

決
定

支
援

が
適

切
に

さ
れ

て
い

な
い

お
そ

れ
が

あ
る

場
合

2
4
や
、

本
人

の
表

明
さ

れ
た

意
思

に
関

し
、
支

援
者

ら
の

評
価
・
解

釈
に

齟
齬

や
対

立
が

み
ら

れ
る

場
合

に
は

、
再

度
意

思
決

定
支

援
を

行
う

必
要

が
あ

る
。

 

ま
た

、
本
人

の
意

思
に

揺
ら

ぎ
が

み
ら

れ
る

よ
う

な
場

合
に

は
、
一

旦
本

人
が

意
思

を
表

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  
2
4
 
例

え
ば

、
過

剰
な

誘
導

や
、

周
り

の
思

惑
に

基
づ

き
本

人
を

説
得

す
る

よ
う

な
ア

プ
ロ
ー
チ
を
繰
り
返
し
、
本
人
が
「
同
意
」
せ

ざ
る

を
得

な
い

よ
う

な
状

況
に

追
い

込
ん

だ
上

で
、

そ
れ

が
本

人
の

意
思

決
定

と
取

り
扱

わ
れ
て
い
る
よ
う
な
場
面
な
ど
が
考
え
ら

れ
る

。
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明
し

た
場

合
で

あ
っ

て
も

、
直

ち
に

そ
の

実
現

に
移

る
の

で
は

な
く

、
一

定
期

間
見

守
り

、

表
明

さ
れ

た
意

思
が

最
終

的
な

も
の

で
あ

る
か

を
確

認
す

る
必

要
が

あ
る

。
 

 

(
7
)
 
ア

セ
ス

メ
ン

ト
シ

ー
ト

へ
の

記
録

 

後
見

人
等

は
、
(
1
)
～

(
6
)
に

お
け

る
意

思
決

定
支

援
の

プ
ロ

セ
ス

に
つ

い
て

、
ア

セ
ス

メ

ン
ト

シ
ー

ト
様

式
１

に
随

時
記

録
す

る
。

 

 第
４

 
意

思
決

定
や

意
思

確
認

が
困

難
と

み
ら

れ
る
局

面
に

お
け

る
後

見
人

等
の

役
割

 

＊
本

項
に

対
応

す
る

ア
セ

ス
メ

ン
ト

シ
ー

ト
：

様
式

２
・

様
式

３
 

１
 

関
連

す
る

基
本

原
則

の
確

認
 

第
２

 
本

人
が

自
ら

意
思

決
定

で
き

る
よ

う
、

実
行

可
能

な
あ

ら
ゆ

る
支

援
を

尽
く

さ
な

け

れ
ば

、
代

行
決

定
に

移
っ

て
は

な
ら

な
い

。
 

第
４

 
意

思
決

定
支

援
が

尽
く

さ
れ

て
も

、
ど

う
し

て
も

本
人

の
意

思
決

定
や

意
思

確
認

が

困
難

な
場

合
に

は
、

代
行

決
定

に
移

行
す

る
が

、
そ

の
場

合
で

あ
っ

て
も

、
後

見
人

等

は
、

ま
ず

は
、

明
確

な
根

拠
に

基
づ

き
合

理
的

に
推

定
さ

れ
る

本
人

の
意

思
（

推
定

意

思
）

に
基

づ
き

行
動

す
る

こ
と

を
基

本
と

す
る

。
 

 

２
 

意
思

決
定

や
意

思
確

認
が

困
難

と
み

ら
れ

る
局

面
と

は
 

特
定

の
意

思
決

定
に

つ
い

て
、
意

思
決

定
支

援
を

尽
く

し
た

に
も

か
か

わ
ら

ず
、
本

人
の

意

思
や

意
向

を
把

握
す

る
こ

と
が

困
難

で
あ

り
（

本
人

と
の

コ
ミ

ュ
ニ

ケ
ー

シ
ョ

ン
が

困
難

で
あ

る
場

合
や

､
本

人
の

意
思

の
揺

ら
ぎ

が
大

き
い

場
合

な
ど

）
、
か

つ
、
法

的
保

護
の

観
点

か
ら

決

定
を

先
延

ば
し

に
す

る
こ

と
が

で
き

な
い

場
合

も
あ

る
。
そ

の
場

合
に

は
、
下

記
３

の
と

お
り

、

本
人

の
意

思
決

定
能

力
の

ア
セ

ス
メ

ン
ト
（

評
価

）
を

行
っ

た
上

で
、
意

思
決

定
を

す
る

こ
と

が
困

難
で

あ
る

と
判

断
さ

れ
た

場
合

に
は

、
代

行
決

定
の

プ
ロ

セ
ス

に
移

行
す

る
こ

と
に

な
る

。
 

な
お

、
決

定
を

先
延

ば
し

に
す

る
こ

と
が

で
き

る
場

合
に

は
、
改

め
て

意
思

決
定

支
援

を
行

う
こ

と
に

な
る

。
 

 

３
 

意
思

決
定

能
力

ア
セ

ス
メ

ン
ト

の
方

法
 

(
1
)
 
意

思
決

定
能

力
ア

セ
ス

メ
ン

ト
 

本
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
に

お
け

る
意

思
決

定
能

力
の

定
義

か
ら

す
れ

ば
（

第
２

の
２

）
、

意

思
決

定
能

力
ア

セ
ス

メ
ン

ト
は

、
本

人
が

独
力

で
特

定
の

意
思

決
定

が
で

き
る

か
否

か
を

評
価

す
る

も
の

で
は

な
く

、
支

援
者

ら
自

身
が

意
思

決
定

支
援

を
尽

く
し

た
に

も
か

か
わ

ら
ず

、
意

思
決

定
を

行
う

場
面

で
通

常
必

要
と

考
え

ら
れ

る
４

要
素

に
つ

き
満

た
さ

れ
な

い
も

の
が

あ
る

か
を

評
価

す
る

こ
と

と
な

る
。
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理
解

 
 

：
与

え
ら

れ
た

情
報

を
理

解
す

る
力

 

▶
 
支

援
者

側
が

実
践

上
可

能
な

工
夫

・
努

力
を

尽
く

し
た

に
も

か
か

わ
ら

ず
、

本
人

が
意

思
決

定
に

関
連

す
る

情
報

を
理

解
す

る
こ

と
が

で
き

な

か
っ

た
か

を
評

価
す

る
。

 

記
憶

保
持

：
決

定
す

る
た

め
に

そ
の

情
報

を
十

分
に

保
持

す
る

力
 

▶
 
支

援
者

側
が

実
践

上
可

能
な

工
夫

・
努

力
を

尽
く

し
た

に
も

か
か

わ
ら

ず
、
本

人
が

情
報

を
必

要
な

時
間

、
頭

の
中
に

保
持

す
る

こ
と

が
で

き
な

か
っ

た
か

を
評

価
す

る
。

 

比
較

検
討

：
決

定
す

る
た

め
に

そ
の

情
報

を
検

討
す

る
力

 

▶
 
支

援
者

側
が

実
践

上
可

能
な

工
夫

・
努

力
を

尽
く

し
た

に
も

か
か

わ
ら

ず
、

本
人

が
そ

の
情

報
に

基
づ

く
選

択
肢

を
比

較
検

討
す

る
こ

と
が

で

き
な

か
っ

た
か

を
評

価
す

る
。

 

表
現

 
 

：
決

定
に

つ
い

て
他

者
に

伝
え

る
力

 

▶
 
支

援
者

側
が

実
践

上
可

能
な

工
夫

・
努

力
を

尽
く

し
た

に
も

か
か

わ
ら

ず
、

本
人

が
意

思
決

定
の

内
容

を
他

者
に

伝
え

る
こ

と
が

で
き

な
か

っ

た
か

を
評

価
す

る
。

 

こ
こ

で
重

要
な

こ
と

は
、

意
思

決
定

能
力

は
、

あ
る

か
な
い

か
と

い
う

二
者

択
一

的
な

も
の

で
は

な
く

、
支

援
の

有
無

や
程

度
に

よ
っ

て
変

動
す

る
も

の
で

あ
る

こ
と

か
ら

2
5
、

本

人
に

意
思

決
定

能
力

が
な

い
と

決
め

つ
け

る
こ

と
な

く
、

４
要

素
を

満
た

す
こ

と
が

で
き

る
よ

う
に

、
後

見
人

等
を

含
め

た
チ

ー
ム

全
体

で
支

援
を

す
る

こ
と

が
必

要
で

あ
る

と
い

う
こ

と
で

あ
る

。
 

こ
の

よ
う

に
、

意
思

決
定

能
力

ア
セ

ス
メ

ン
ト

は
本

人
の

能
力

の
有

無
の

み
を

判
定

す

る
ア

プ
ロ

ー
チ

で
は

な
く

、
支

援
を

尽
く

し
た

と
い

え
る

か
ど

う
か

に
つ

い
て

も
、

チ
ー

ム
内

で
適

切
に

検
討

す
る

こ
と

が
求

め
ら

れ
る

。
 

 

(
2
)
 
ア

セ
ス

メ
ン

ト
シ

ー
ト

へ
の

記
録

 

意
思

決
定

能
力

ア
セ

ス
メ

ン
ト

の
検

討
プ

ロ
セ

ス
に

つ
い

て
は

、
ア

セ
ス

メ
ン

ト
シ

ー

ト
様

式
２

に
記

録
す

る
。

 

 

４
 

本
人

の
意

思
推

定
（

意
思

と
選

好
に

基
づ

く
最

善
の

解
釈

）
ア

プ
ロ

ー
チ

 

(
1
)
 
基

本
的

な
考

え
方

 

意
思

決
定
能

力
ア

セ
ス

メ
ン

ト
を

実
施

し
た

結
果

、
本

人
の

意
思

決
定

や
意

思
確

認

が
、

そ
の

時
点

で
は

ど
う

し
て

も
困

難
と

評
価

さ
れ

た
場

合
、

代
行

決
定

が
検

討
さ

れ
る

こ
と

に
な

る
。

も
っ

と
も

、
そ

の
場

合
で

あ
っ

て
も

、
後

見
人

等
が

直
ち

に
自

ら
の

価
値

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  
2
5
 
意

思
決

定
能

力
に

関
す

る
基

本
的

な
考

え
方

に
つ

い
て

は
、

厚
生

労
働

省
老

健
局

総
務
課
認
知
症
施
策
推
進
室
「
認
知
症
の
人
の

日
常

生
活

・
社

会
生

活
に

お
け

る
意

思
決

定
支

援
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
」
（

２
０

１
８

年
６

月
）
4
頁
脚
注

i
x
を
参
照
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判
断

に
従

っ
て

何
が

本
人

に
と

っ
て

最
善

で
あ

る
か

を
決

定
す

る
こ

と
は

避
け

る
べ

き
で

あ
る

。
後

見
人

等
を

含
め

た
支

援
チ

ー
ム

が
集

ま
っ

て
、

本
人

の
日

常
生

活
の

場
面

や
事

業
者

の
サ

ー
ビ

ス
提

供
場

面
に

お
け

る
表

情
や

感
情

、
行

動
に

関
す

る
記

録
な

ど
の

情
報

に
加

え
、

こ
れ

ま
で

の
生

活
史

、
人

間
関

係
等

様
々

な
情

報
を

把
握

し
、

根
拠

を
明

確
に

し
な

が
ら

本
人

の
意

思
及

び
選

好
を

推
定

す
る

こ
と

を
試

み
る

こ
と

が
必

要
で

あ
る

2
6
。

 

す
な

わ
ち

、
本

人
が

自
ら

意
思

決
定

を
す

る
こ

と
が

で
き

た
と

す
れ

ば
、

本
人

は
ど

の

よ
う

な
意

思
決

定
を

し
て

い
た

の
か

を
ま

ず
は

推
定

す
る

必
要

が
あ

る
。

 

収
集

さ
れ

た
事

実
に

つ
い

て
は

、
一

見
す

る
と

矛
盾

し
て

い
た

り
、

古
す

ぎ
る

情
報

、

又
聞

き
情

報
と

い
っ

た
も

の
も

存
在

し
た

り
す

る
た

め
、

信
頼

で
き

る
情

報
を

適
切

に
選

別
し

て
い

く
必

要
も

あ
る

。
さ

ら
に

整
理

さ
れ

た
事

実
に

基
づ

い
て

、
本

人
の

意
思

や
価

値
観

を
合

理
的

に
推

定
し

て
い

く
た

め
に

関
係

者
に

よ
る

評
価

が
行

わ
れ

る
。

後
見

人
等

は
、

本
人

の
権

利
擁

護
の

代
弁

者
で

あ
る

と
い

う
意

識
を

持
ち

、
十

分
な

根
拠

に
基

づ
い

て
本

人
の

意
思

推
定

が
行

わ
れ

て
い

る
か

、
関

係
者

に
よ

る
恣

意
的

な
本

人
の

意
思

推
定

が
行

わ
れ

て
い

な
い

か
ど

う
か

等
を

注
視

し
て

い
く

こ
と

が
求

め
ら

れ
る

。
 

こ
の

よ
う

な
整

理
や

評
価

は
、

単
独

で
行

う
こ

と
は

通
常

困
難

で
あ

り
、

意
思

決
定

支

援
の

場
面

で
構

築
さ

れ
た

チ
ー

ム
を

活
用

し
、

複
合

的
な

視
点

か
ら

検
討

す
る

必
要

が
あ

る
。

意
思

推
定

は
、

本
人

に
意

思
決

定
能

力
が

あ
れ

ば
ど

の
よ

う
な

決
断

を
し

て
い

た
の

か
を

第
三

者
が

推
定

し
、

判
断

す
る

も
の

で
あ

る
。

支
援

チ
ー

ム
が

い
か

に
努

力
し

た
と

し
て

も
本

人
の

意
思

そ
の

も
の

と
は

異
な

っ
て

解
釈

さ
れ

る
可

能
性

が
あ

る
こ

と
か

ら
、

慎
重

な
取

扱
い

が
求

め
ら

れ
る

。
 

 

(
2
)
 
検

討
結

果
に

基
づ

く
後

見
人

等
と

し
て

の
行

動
原

則
 

ミ
ー

テ
ィ

ン
グ

の
結

果
、

本
人

の
意

思
が

推
定

で
き

る
場

合
に

は
、

第
５

原
則

「
本

人

に
と

っ
て

見
過

ご
す

こ
と

の
で

き
な

い
重

大
な

影
響

」
に

該
当

し
な

い
限

り
、

後
見

人
等

も
含

め
た

支
援

者
ら

は
、

本
人

の
信

条
・

価
値

観
・

選
好

に
基

づ
い

て
支

援
を

展
開

す
る

こ
と

と
な

る
。

 

他
方

、
意

思
推

定
す

ら
困

難
な

場
面

で
は

、
第

５
原

則
及

び
第

６
原

則
に

沿
っ

て
行

動

す
る

こ
と

が
検

討
さ

れ
る

（
最

善
の

利
益

に
基

づ
く

ア
プ

ロ
ー

チ
。

第
５

参
照

）
。

 

 

(
3
)
 
ア

セ
ス

メ
ン

ト
シ

ー
ト

へ
の

記
録
 

後
見

人
等

は
、

上
記

４
(
1)

の
本

人
の

意
思

推
定

に
基

づ
く

代
行

決
定

の
検

討
プ

ロ
セ

ス

に
つ

い
て

、
ア

セ
ス

メ
ン

ト
シ

ー
ト

様
式

３
に

記
録

す
る

。
 

     
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  
2
6
 
厚
生
労
働

省
社

会
・

援
護

局
障

害
保

健
福

祉
部

「
障

害
福

祉
サ

ー
ビ

ス
等

の
提

供
に

係
る

意
思

決
定

支
援

ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

」
（

２

０
１
７
年
３

月
）

参
照

。
 

- 174 -- 137 -
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 第
５

 
本

人
に

と
っ

て
見

過
ご

す
こ

と
が

で
き

な
い

重
大

な
影

響
が

懸
念

さ
れ

る
局

面
等

に
お

け

る
後

見
人

等
の

役
割

 

＊
本

項
に

対
応

す
る

ア
セ

ス
メ

ン
ト

シ
ー

ト
：

様
式

４
 

１
 

関
連

す
る

基
本

原
則

の
確

認
 

第
３

 
一

見
す

る
と

不
合

理
に

み
え

る
意

思
決

定
で

も
、

そ
れ

だ
け

で
本

人
に

意
思

決
定

能

力
が

な
い
と

判
断

し
て

は
な

ら
な

い
。

 

第
５

 
①

本
人

の
意

思
推

定
す

ら
困

難
な

場
合

、
又

は
②

本
人

に
よ

り
表

明
さ

れ
た

意
思

等

が
本

人
に

と
っ

て
見

過
ご

す
こ

と
の

で
き

な
い

重
大

な
影

響
を

生
ず

る
場

合
等

に
は

、

後
見

人
等

は
本

人
の

信
条

・
価

値
観

・
選

好
を

最
大

限
尊

重
し

た
、

本
人

に
と

っ
て

の

最
善

の
利
益

に
基

づ
く

方
針

を
採

ら
な

け
れ

ば
な

ら
な
い

。
 

第
６

 
本

人
に

と
っ

て
の

最
善

の
利

益
に

基
づ

く
代

行
決

定
は

、
法

的
保

護
の

観
点

か
ら

こ

れ
以

上
意

思
決

定
を

先
延

ば
し

に
で

き
ず

、
か

つ
、

他
に

採
る

こ
と

の
で

き
る

手
段

が

な
い

場
合
に

限
り

、
必

要
最

小
限

度
の

範
囲

で
行

わ
れ
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 

 

２
 

本
人

に
と

っ
て

見
過

ご
す

こ
と

が
で

き
な

い
重

大
な

影
響

が
生

じ
る

場
合

等
 

(
1
)
 
基

本
的

な
考

え
方

 

意
思

決
定
支

援
の

結
果

と
し

て
、

本
人

が
意

思
を

示
し

た
場

合
や

、
第

４
の

プ
ロ

セ
ス

を
踏

む
こ

と
に

よ
り

本
人

の
意

思
が

推
定

で
き

た
場

合
で

あ
っ

て
も

、
そ

の
意

思
を

そ
の

ま
ま

実
現

さ
せ

て
し

ま
う

と
、

本
人

に
と

っ
て

見
過

ご
す

こ
と

が
で

き
な

い
重

大
な

影
響

が
生

じ
る

よ
う

な
場

合
が

あ
る

。
そ

の
場

合
、

当
該

意
思

を
そ

の
ま

ま
実

現
す

る
こ

と
は

適
切

で
は

な
い

た
め

、
法

的
保

護
の

観
点

か
ら

、
「

最
善

の
利

益
」

に
基

づ
い

た
代

行
決

定
を

行
う

こ
と

が
許

容
さ

れ
る

。
 

ま
た

、
本
人

の
意

思
を

実
現

す
る

と
、

権
利

侵
害

を
第

三
者

に
生

じ
さ

せ
る

よ
う

な
場

面
に

お
い

て
も

、
個

別
具

体
的

な
事

情
に

応
じ

て
、

「
最

善
の

利
益

」
に

基
づ

く
代

行
決

定
を

検
討

す
べ

き
場

合
が

あ
る

。
 

 

(
2
)
 
検

討
方

法
 

「
重

大
な

影
響

」
と

い
え

る
か

ど
う

か
に

つ
い

て
は

、
以

下
の

要
素

か
ら

判
断

す
る

。
 

①
 

本
人

が
他

に
採

り
得

る
選

択
肢

と
比

較
し

て
、

明
ら

か
に

本
人

に
と

っ
て

不
利

益
な

選
択

肢
と
い

え
る

か
 

②
 

一
旦

発
生

し
て

し
ま

え
ば

、
回

復
困

難
な

ほ
ど

重
大

な
影

響
を

生
ず

る
と

い
え

る
か

 

③
 

そ
の

発
生

の
可

能
性

に
確

実
性

が
あ

る
か

 

例
と

し
て
、

自
宅

で
の

生
活

で
は

本
人

が
基

本
的

な
日

常
生

活
す

ら
維

持
で

き
な

い
場

合
や

、
本

人
が

現
在

有
す

る
財

産
の

処
分

の
結

果
、

基
本

的
な

日
常

生
活

す
ら

維
持

で
き

な
い

よ
う

な
場

合
が

挙
げ

ら
れ

る
。

 

意
思

推
定
の

場
面

と
同

様
、

こ
の

よ
う

な
整

理
や

評
価

は
、

単
独

で
行

う
こ

と
は

通
常
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困
難

で
あ

り
、

意
思

決
定

支
援

の
場

面
で

構
築

さ
れ

た
チ

ー
ム

を
活

用
し

、
複

合
的

な
視

点
か

ら
、

明
確

な
根

拠
を

示
し

て
検

討
す

る
必

要
が

あ
る

。
 

 

(
3
)
 
検

討
結

果
に

基
づ

く
後

見
人

等
と

し
て

の
行

動
原

則
 

ミ
ー

テ
ィ

ン
グ

を
踏

ま
え

て
、

「
本

人
に

と
っ

て
見

過
ご

す
こ

と
が

で
き

な
い

重
大

な

影
響

」
が

発
生

す
る

可
能

性
が

高
い

と
評

価
さ

れ
る

場
合

等
に

は
、

後
見

人
等

は
、

本
人

が
示

し
た

意
思

決
定

（
推

定
意

思
の

場
合

に
は

､
本

人
に

意
思

決
定

能
力

が
あ

れ
ば

示
し

た

で
あ

ろ
う

意
思

決
定

）
で

あ
っ

た
と

し
て

も
、

法
的

保
護

の
観

点
か

ら
、

同
意

し
な

い

（
同

意
権

・
代

理
権

の
不

行
使

）
又

は
本

人
の

示
し

た
意

思
と

は
異

な
る

形
で

の
代

行
決

定
（

代
理

権
、

取
消

権
の

行
使

）
を

行
う

こ
と

が
あ

る
2
7
。

 

他
方

、
第

三
者

か
ら

み
れ

ば
必

ず
し

も
合

理
的

で
な

い
意

思
決

定
で

あ
っ

た
と

し
て

も
、

「
本

人
に

と
っ

て
見

過
ご

す
こ

と
が

で
き

な
い

重
大

な
影

響
」

が
発

生
す

る
可

能
性

が
高

い
と

ま
で

は
評

価
で

き
な

い
場

合
に

は
、

本
人

な
り

の
価

値
判

断
に

基
づ

く
意

思
決

定
で

あ
る

こ
と

を
踏

ま
え

、
後

見
人

等
も

含
め

た
支

援
者

ら
は

、
本

人
の

信
条

・
価

値

観
・

選
好

に
基

づ
い

て
支

援
を

展
開

す
る

こ
と

が
期

待
さ

れ
る

。
 

 

(
4
)
 
ア

セ
ス

メ
ン

ト
シ

ー
ト

へ
の

記
録
 

後
見

人
等

は
、
本

人
に

と
っ

て
見

過
ご

す
こ

と
が

で
き

な
い

重
大

な
影

響
が

生
じ

る
か

ど

う
か

の
検

討
プ

ロ
セ

ス
に

つ
い

て
、

ア
セ

ス
メ

ン
ト

シ
ー

ト
様

式
４

に
記

録
す

る
。

 

 第
６

 
本

人
に

と
っ

て
の

最
善

の
利

益
に

基
づ

く
代

行
決

定
 

＊
本

項
に

対
応

す
る

ア
セ

ス
メ

ン
ト

シ
ー

ト
：

様
式

５
 

１
 

関
連

す
る

基
本

原
則

の
確

認
 

第
５

 
①

本
人

の
意

思
推

定
す

ら
困

難
な

場
合

、
又

は
②

本
人

に
よ

り
表

明
さ

れ
た

意
思

等

が
本

人
に

と
っ

て
見

過
ご

す
こ

と
の

で
き

な
い

重
大

な
影

響
を

生
ず

る
場

合
に

は
、

後

見
人

等
は

本
人

の
信

条
・

価
値

観
・

選
好

を
最

大
限

尊
重

し
た

、
本

人
に

と
っ

て
の

最

善
の

利
益

に
基

づ
く

方
針

を
採

ら
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 

第
６

 
本

人
に

と
っ

て
の

最
善

の
利

益
に

基
づ

く
代

行
決

定
は

、
法

的
保

護
の

観
点

か
ら

こ

れ
以

上
意

思
決

定
を

先
延

ば
し

に
で

き
ず

、
か

つ
、

他
に

採
る

こ
と

の
で

き
る

手
段

が

な
い

場
合

に
限

り
、

必
要

最
小

限
度

の
範

囲
で

行
わ

れ
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 

第
７

 
一

度
代

行
決

定
が

行
わ

れ
た

場
合

で
あ

っ
て

も
、

次
の

意
思

決
定

の
場

面
で

は
、

第

１
原

則
に

戻
り

、
意

思
決

定
能

力
の

推
定

か
ら

始
め

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

     
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  
2
7
 
こ
の
場
合

、
本

人
の

意
思

と
は

異
な

る
結

果
を

招
く

こ
と

に
な

る
た

め
、

そ
れ

に
よ

っ
て

本
人

に
生

じ
る

負
担

等
に

対
し

、
継

続

的
な
支
援
が

必
要

と
な

り
得

る
こ

と
に

留
意

す
る

必
要

が
あ

る
。
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２
 

本
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
に

お
け

る
「

最
善

の
利

益
」

に
基

づ
く

代
行

決
定

 

こ
れ

ま
で

述
べ

て
き

た
と

お
り

、
①

意
思

決
定

支
援

を
尽

く
し

て
も

本
人

の
意

思
が

明
確

で
は

な
く

、
か

つ
、

本
人

の
意

思
を

推
定

す
る

こ
と

さ
え

で
き
な

い
場

合
や

、
②

本
人

が
表

明
し

た
意

思
や

推
定

さ
れ

る
本

人
の

意
思

を
実

現
す

る
と

本
人
に

と
っ

て
見

過
ご

す
こ

と
が

で
き

な
い

重
大

な
影

響
が

生
じ

て
し

ま
う

場
合

に
は

、
後

見
人
等

は
、
「

最
善

の
利

益
」

に
基

づ
く

代
行

決
定

を
行

う
こ

と
に

な
る

。
 

本
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
で

採
用

さ
れ

て
い

る
最

善
の

利
益

は
「

本
人

に
と

っ
て

の
最

善
の

利

益
」
、

す
な

わ
ち

、
本

人
の

意
向

・
感

情
・

価
値

観
を

最
大

限
尊

重
す

る
こ

と
を

前
提

に
他

の

要
素

も
考

慮
す

る
と

い
う

考
え

方
で

あ
る

。
こ

の
点

、
「

自
分
な

ら
こ

う
す

る
。

こ
の

方
が

本

人
の

た
め

だ
。

こ
の

人
は

こ
う

い
う

ふ
う

に
行

動
す

べ
き

だ
。
」

と
、

第
三

者
の

価
値

観
で

決

め
る

と
い

う
客

観
的

・
社

会
的

利
益

を
重

視
し

た
考

え
方

は
採
用

し
て

い
な

い
こ

と
に

注
意

が
必

要
で

あ
る

。
 

 

３
 

本
人

に
と

っ
て

の
「

最
善

」
を

検
討

す
る

た
め

の
方

法
 

(
1
)
 
最

後
の

手
段

と
し

て
の

位
置

付
け

 

本
人

に
と

っ
て

の
最

善
の

利
益

に
基

づ
く

代
行

決
定

は
、
意

思
推

定
の

場
面

と
は

異
な

り
、

本
人

の
意

思
よ

り
も

他
者

の
判

断
が

優
越

し
得

る
場

合
が

あ
る
（

本
人

の
意

思
や

推
定

意
思

と
は

異
な

る
他

者
決

定
が

あ
り

得
る

）
と

い
う

こ
と

に
留

意
す

る
必

要
が

あ
る

。
し

た
が

っ

て
、
使

い
方

を
誤

る
と

か
え

っ
て

本
人

の
自

己
決

定
権

の
侵
害

と
な

る
可

能
性

も
あ

る
た

め
、

最
後

の
手

段
と

し
て

慎
重

に
検

討
さ

れ
る

べ
き

も
の

で
あ

る
。

 

特
に

後
見

人
等

と
し

て
は

、
付

与
さ

れ
た

代
理

権
、
取

消
権

を
ど

の
よ

う
に

行
使

す
べ

き

か
を

検
討

す
る

上
で

、
第

６
原

則
を

踏
ま

え
て

、
下

記
(
2
)
の
よ

う
に

検
討

す
べ

き
で

あ
る

。
 

 

(
2
)
 
本

人
に

と
っ

て
の

最
善

の
利

益
を
検

討
す

る
た

め
の

前
提

条
件

 

□
 
意

思
決

定
能

力
ア

セ
ス

メ
ン

ト
が

実
施

さ
れ

て
い

る
か

？
当

該
意

思
決

定
に

つ
い

て
、

意
思

決
定

支
援

が
尽

く
さ

れ
て

い
る

か
否

か
を

吟
味

す
る

過
程

が
あ

っ
た

か
？

 

□
 
そ

の
結

果
、

意
思

決
定

支
援

の
限

界
場

面
と

評
価

で
き
る

か
？

 

 
 

 
 
 
 
 
▶
 
意

思
決

定
支

援
が

尽
く

さ
れ

た
に

も
か

か
わ

ら
ず

、
本

人
の

意
思

決
定

や
意

思
確

認

が
ど

う
し

て
も

困
難

で
あ

り
、

か
つ

、
意

思
推

定
す

ら
困

難
と

い
え

る
か

？
 

▶
 
本

人
に

と
っ

て
見

過
ご

す
こ

と
が

で
き

な
い

重
大

な
影

響
に

該
当

す
る

と
い

え
る

か
？
 

□
 
こ

れ
以

上
決

定
を

先
延

ば
し

で
き

な
い

場
面

と
評

価
で
き

る
か

？
 

▶
 
意

思
決

定
を

し
な

い
こ

と
（

思
う

よ
う

に
さ

せ
て

お
く

こ
と

）
も

ま
た

決
定

で
あ

り
、

行
動

し
な

い
こ

と
が

本
人

に
与

え
る

結
果

に
つ

い
て
も

念
頭

に
お

く
必

要
が

あ
る

。
 

□
 
後

見
人

等
に

よ
る

代
行

決
定

が
及

ぶ
意

思
決

定
か

？
 

後
見

人
等

が
代

行
決

定
す

る
こ

と
が

で
き

な
い

意
思

決
定
（

身
分

関
係

の
変

動
､
身

体
へ
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の
侵

襲
を

伴
う

医
療

に
関

す
る

意
思

決
定

等
）

に
は

当
た

ら
な

い
こ

と
の

確
認

が
必

要

で
あ

る
。

 

ま
た

、
他

の
法

律
に

よ
る

介
入

が
必

要
と

判
断

さ
れ

る
場

合
（

例
え

ば
虐

待
防

止
法

に

お
け

る
「

や
む

を
得

な
い

事
由

に
よ

る
措

置
」
の

発
動

な
ど

）
に

は
、
所

管
す

る
関

係
機

関
に

対
し

て
会

議
へ

の
同

席
を

求
め

る
こ

と
も

検
討

す
る

。
 

□
 
課

題
と

さ
れ

て
い

る
意

思
決

定
に

関
与

す
る

本
人

の
支

援
者

ら
か

ら
、

本
人

の
選

好
・

価
値

観
そ

の
他

本
人

に
と

っ
て

重
要

な
情

報
が

十
分

に
得

ら
れ

て
い

る
か

？
 

□
 
本

人
が

最
善

の
利

益
の

検
討

過
程

に
参

加
・

関
与

で
き

る
機

会
が

考
慮

さ
れ

て
い

る

か
？

 

後
見

人
等

は
、
本

人
に

と
っ

て
の

最
善

の
利

益
の

判
断

に
至

る
過

程
が

適
切

に
議

論
さ

れ

て
い

る
か

ど
う

か
を

確
認

す
る

必
要

が
あ

る
が

、
こ

の
よ

う
な

議
論

の
整

理
や

評
価

は
、
後

見
人

等
や

支
援

者
ら

が
単

独
で

行
う

こ
と

は
通

常
困

難
で

あ
る

。
 

し
た

が
っ

て
、
緊

急
判

断
が

求
め

ら
れ

る
場

面
で

な
い

限
り

、
意

思
決

定
支

援
の

場
面

で

構
築

さ
れ

た
チ

ー
ム

を
活

用
し

、
複

合
的

な
視

点
か

ら
検

討
す

る
必

要
が

あ
る

が
、
そ

の
際

に
は

、
無

意
識

の
う

ち
に

支
援

の
し

や
す

さ
を

優
先

し
て

い
な

い
か

、
最

初
か

ら
結

論
を

決

め
て

お
り

、
代

行
決

定
を

後
付

け
の

根
拠

と
し

よ
う

と
し

て
い

な
い

か
と

い
っ

た
点

に
注

意

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 

 

(
3
)
 
本

人
に

と
っ

て
の

最
善

の
利

益
を

検
討

す
る

際
の

協
議

事
項

2
8
 

①
 
本

人
の

立
場

に
立

っ
て

考
え

ら
れ

る
メ

リ
ッ

ト
、
デ

メ
リ

ッ
ト
（

本
人

の
主

観
的

利
益
・

損
失

を
含

む
）
を

可
能

な
限

り
挙

げ
た

上
で

、
比

較
検

討
す

る
。
表
（
バ
ラ
ン
ス
シ
ー
ト
）

に
記

録
す

る
こ

と
が

望
ま

し
い

。
 

②
 
相

反
す

る
選

択
肢

の
両

立
可

能
性

が
あ

る
か

ど
う

か
を

検
討

す
る

。
 

二
者

択
一

の
選

択
が

求
め

ら
れ

る
場

合
に

お
い

て
も

、
一

見
相

反
す

る
選

択
肢

を
両

立

さ
せ

る
こ

と
が

で
き

な
い

か
考

え
る

。
 

③
 
本

人
に

と
っ

て
の

最
善

の
利

益
を

実
現

す
る

に
当

た
り

、
本

人
の

自
由

の
制

約
が

可
能

な
限

り
最

小
化

で
き

る
よ

う
な

選
択

肢
は

ど
れ

か
を

検
討

す
る

。
 

例
え

ば
、
住

ま
い

の
場

を
選

択
す

る
場

合
、
選

択
可

能
な

中
か

ら
、
本

人
に

と
っ

て
自

由
の

制
限

が
よ

り
少

な
い

方
を

選
択

す
る

。
ま

た
、
本

人
の

生
命

又
は

身
体

の
安

全
を

守

る
た

め
に

、
 
本

人
の

最
善

の
利

益
の

観
点

か
ら

や
む

を
得

ず
行

動
の

自
由

を
制

限
し

な

く
て

は
な

ら
な

い
場

合
は

、
行

動
の

自
由

を
制

限
す

る
よ

り
他

に
選

択
肢

が
な

い
か

、
制

限
せ

ざ
る

を
得

な
い

場
合

で
も

、
そ

の
程

度
が

よ
り

少
な

く
て

済
む

よ
う

な
方

法
が

他
に

な
い

か
慎

重
に

検
討

し
、
自

由
の

制
限

を
最

小
化

す
る

。
そ

の
場

合
、
本

人
が

理
解

で
き

る
よ

う
に

説
明

し
、
本

人
の

納
得

と
同

意
が

得
ら

れ
る

よ
う

に
、
最

大
限

の
努

力
を

す
る

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  
2
8
 
厚
生
労
働

省
社

会
・

援
護

局
障

害
保

健
福

祉
部

「
障

害
福

祉
サ

ー
ビ

ス
等

の
提

供
に

係
る

意
思

決
定

支
援

ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

」
（

２

０
１
７
年
３

月
）

参
照

。
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こ
と

が
求
め

ら
れ

る
。

 

 

４
 

検
討

結
果

に
基

づ
く

後
見

人
等

と
し

て
の

行
動

原
則

 

後
見

人
等

は
、

最
善

の
利

益
に

関
す

る
協

議
結

果
を

踏
ま

え
て

、
与

え
ら

れ
た

裁
量

・
権

限
の

範
囲

に
お

い
て

、
代

行
決

定
を

行
う

。
 

最
善

の
利

益
に

関
す

る
協

議
が

、
後

見
人

等
及

び
関

連
す

る
支

援
者

ら
に

お
い

て
真

摯
に

行
わ

れ
る

こ
と

に
よ

っ
て

、
当

該
代

行
決

定
が

合
理

的
か

つ
適
切

な
情

報
に

基
づ

い
て

行
わ

れ
た

こ
と

が
推

定
さ

れ
る

。
将

来
的

に
は

、
後

見
人

等
に

よ
る
権

限
行

使
・

不
行

使
が

適
切

で
あ

っ
た

こ
と

を
担

保
す

る
た

め
の

根
拠

資
料

と
な

る
こ

と
も
想

定
さ

れ
る

。
 

重
要

な
こ

と
は

、
第

１
原

則
で

あ
る

。
特

定
の

意
思

決
定

に
つ

い
て

こ
れ

以
上

先
延

ば
し

が
で

き
な

い
場

面
に

お
い

て
、

後
見

人
等

に
よ

る
代

行
決

定
が
さ

れ
た

と
し

て
も

、
将

来
に

わ
た

り
本

人
が

当
該

意
思

決
定

を
す

る
こ

と
が

で
き

な
い

と
評
価

さ
れ

る
こ

と
は

な
い

し
、

ま
し

て
や

そ
れ

以
外

の
意

思
決

定
を

行
う

能
力

が
な

い
と

評
価
さ

れ
る

こ
と

も
な

い
。

な
ぜ

な
ら

ば
、

意
思

決
定

能
力

ア
セ

ス
メ

ン
ト

や
代

行
決

定
は

、
意
思

決
定

を
す

る
・

し
な

い
と

い
っ

た
判

断
が

迫
ら

れ
て

い
る

限
定

的
な

場
面

の
中

で
行

わ
れ
る

本
人

の
意

思
決

定
プ

ロ
セ

ス
に

対
す

る
そ

の
場

限
り

の
介

入
で

あ
り

、
異

な
る

時
点

・
場
面

に
お

い
て

は
、

同
じ

意
思

決
定

に
関

す
る

課
題

に
対

し
て

も
、

本
人

（
及

び
支

援
者

ら
の
意

思
決

定
支

援
力

の
総

体
と

し
て

）
の

意
思

決
定

能
力

は
変

化
し

得
る

か
ら

で
あ

る
。

 

例
え

ば
、

生
命

・
身

体
の

具
体

的
危

機
に

直
面

し
て

い
る

セ
ル

フ
・

ネ
グ

レ
ク

ト
状

態
に

置
か

れ
た

本
人

に
対

す
る

介
入

の
場

面
で

は
、

本
人

の
意

思
決
定

支
援

を
十

分
に

行
う

余
裕

が
な

い
中

で
検

討
が

進
み

、
限

ら
れ

た
時

間
の

中
で

の
支

援
で
は

本
人

自
身

の
意

思
決

定
・

意
思

確
認

が
ど

う
し

て
も

困
難

、
又

は
意

思
が

推
定

で
き

て
も
「

見
過

ご
す

こ
と

の
で

き
な

い
重

大
な

影
響

」
が

既
に

発
生

し
て

い
る

場
面

と
し

て
評

価
さ
れ

、
自

宅
か

ら
施

設
へ

本
人

の
住

ま
い

の
変

更
に

関
す

る
諸

契
約

に
つ

い
て

、
後

見
人

等
が
代

行
決

定
せ

ざ
る

を
得

な
い

場
面

も
考

え
ら

れ
る

。
 

し
か

し
、

一
旦

本
人

が
安

全
な

環
境

に
置

か
れ

、
意

思
決

定
支

援
を

行
う

時
間

的
余

裕
が

確
保

で
き

、
再

び
意

思
決

定
支

援
の

プ
ロ

セ
ス

を
丁

寧
に

経
る
こ

と
が

可
能

と
な

っ
た

段
階

に
お

い
て

は
、

本
人

の
住

ま
い

や
生

活
に

関
わ

る
意

思
決

定
を
本

人
自

身
が

行
う

こ
と

の
で

き
る

可
能

性
も

十
分

考
え

ら
れ

る
。

本
人

の
自

由
の

制
約

を
可
能

な
限

り
最

小
化

す
る

観
点

か
ら

も
、

一
旦

代
行

決
定

が
な

さ
れ

た
か

ら
と

い
っ

て
、

本
人
が

今
後

意
思

決
定

す
る

こ
と

の
で

き
る

機
会

を
取

り
上

げ
る

の
で

は
な

く
、

再
編

成
さ

れ
た
意

思
決

定
支

援
チ

ー
ム

に
よ

っ
て

、
本

人
に

よ
る

意
思

決
定

の
機

会
が

最
大

限
提

供
さ

れ
、
本

人
自

身
の

意
向

・
身

上
・

価
値

観
を

踏
ま

え
た

今
後

の
住

ま
い

や
生

活
を

可
能

な
限

り
保
障

し
て

い
く

こ
と

が
求

め
ら

れ
る

。
 

し
た

が
っ

て
、

再
び

何
ら

か
の

意
思

決
定

が
課

題
と

な
る

場
面

が
生

じ
た

場
合

に
は

、
改

め
て

意
思

決
定

支
援

の
プ

ロ
セ

ス
に

立
ち

戻
っ

て
支

援
が

展
開
さ

れ
る

必
要

が
あ

る
。
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５
 

ア
セ

ス
メ

ン
ト

シ
ー

ト
へ

の
記

録
 

後
見

人
等

は
、
本

人
に

と
っ

て
の

最
善

の
利

益
に

基
づ

く
代

行
決

定
の

検
討

プ
ロ

セ
ス

に
つ

い
て

、
ア

セ
ス

メ
ン

ト
シ

ー
ト

様
式

５
に

記
録

す
る

。
 

 

 
 
以

上
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意
思
決
定
支
援
ワ
ー
キ
ン
グ
・
グ
ル
ー
プ

 
参
加
者
一
覧

 

 最
高
裁
判
所

 

家
庭
局
第
二
課
長

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
木

 
村

 
匡

 
彦

 

家
庭
局
付

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
小

 
田

 
誉
太
郎

 

家
庭
局
第
二
課
家
事
手
続
第
三
係
専
門
職

 
 

 
 

 
 

 
 
 
浅

 
岡

 
 

 
彩

 
 

 厚
生
労
働
省

 

 
社
会
・
援
護
局
地
域
福
祉
課
成
年
後
見
制
度
利
用
促
進
室

 

室
長

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
松

 
﨑

 
俊

 
久

 

室
長
補
佐

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
渡

 
邉

 
英

 
介

 

室
長
補
佐

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
上

 
辻

 
暁

 
久

 

成
年
後
見
制
度
利
用
促
進
専
門
官

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
川

 
端

 
伸

 
子

 

主
査

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
安

 
藤

 
 

 
亨

 

社
会
・
援
護
局
障
害
保
健
福
祉
部
障
害
福
祉
部
地
域
生
活
支
援
推
進
室

 

虐
待
防
止
専
門
官

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
片

 
桐

 
公

 
彦

 

相
談
支
援
係
長

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
池

 
沼

 
憲

 
一

 

係
員

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
布

 
野

 
晃

 
平

 

老
健
局
認
知
症
施
策
・
地
域
介
護
推
進
課

 
 

課
長
補
佐

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
南

 
 

 
恵

 
理

 

係
員

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
加

 
藤

 
わ
か
葉

 

係
員

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
小

 
幡

 
俊

 
輔

 

 日
本
弁
護
士
連
合
会

 

日
弁
連
高
齢
者
・
障
害
者
権
利
支
援
セ
ン
タ
ー

 
 

セ
ン
タ
ー
長

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
青

 
木

 
佳

 
史

 

事
務
局
次
長

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
亀

 
井

 
真

 
紀

 

委
員

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
水

 
島

 
俊

 
彦

 

 

公
益
社
団
法
人

 
成
年
後
見
セ
ン
タ
ー
・
リ
ー
ガ
ル
サ
ポ
ー
ト

 
 

専
務
理
事

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
西

 
川

 
浩

 
之
 

常
任
理
事

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
中

 
村

 
栄

 
一

 

常
任
理
事

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
安

 
井

 
祐

 
子

 

 
 

公
益
社
団
法
人

 
日
本
社
会
福
祉
士
会

 

理
事
・
後
見
委
員
会
委
員
長
・

 

意
思
決
定
支
援
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
委
員
長

 
 

 
 

 
 

 
 
 
星

 
野

 
美

 
子

 

後
見
委
員
会
委
員
・
意
思
決
定
支
援
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
委
員

 
 
 
大

 
輪

 
典

 
子

 

後
見
委
員
会
委
員

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
大

 
川

 
浩

 
平

 

- 178 -- 141 -
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本ガイドラインの添付資料一覧 

 

アセスメントシート 

○ 様式１（個別課題発生時における意思決定支援のためのアセスメントシート） 

○ 様式２（個別課題発生時における意思決定能力のアセスメントシート） 

○ 様式３（意思推定に基づく代行決定に関するアセスメントシート） 

○ 様式４（本人にとって見過ごすことができない重大な影響に関するアセスメントシート） 

○ 様式５（本人にとっての最善の利益に基づく代行決定に関するアセスメントシート） 

 

参考資料 

○ 意思決定支援を踏まえた後見事務のガイドライン 基本的な考え方 

   本ガイドラインの基本的な考え方をまとめています。本ガイドラインの全体像を理解

する際の参考にご覧ください。 

○ チャート 

   本ガイドラインにおける意思決定支援及び代行決定のプロセスをわかりやすく示すた

めにチャートにしたものです。各プロセスに対応するアセスメントシートの様式番号

を記載していますので、実際にアセスメントシートを使用する際の参考にしてくださ

い。 

○ 参考事例 

   架空の事例です。アセスメントシート様式１及び２は、この事例をもとに記入例 を

作成しています。 

○ アセスメントシート様式１の解説（記入例あり） 

○ アセスメントシート様式２の解説（記入例あり） 

○ アセスメントシート様式３の解説（記入例あり） 

○ アセスメントシート様式４の解説（記入例あり）  

参考事例とは別の架空事例をもとに記入例を作成しています。 

○ アセスメントシート様式５の解説（記入例あり） 

   様式４の続きとして、参考事例とは別の架空事例をもとに記入例を作成していま 

す。 
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【基本原則】 

第１ 全ての人は意思決定能力があることが推定される。 

第２ 本人が自ら意思決定できるよう、実行可能なあらゆる支援を尽くさなければ、代行決定に移ってはならない。 

第３ 一見すると不合理にみえる意思決定でも、それだけで本人に意思決定能力がないと判断してはならない。 

【様式１】   個別課題発生時における意思決定支援のためのアセスメントシート 
 
Ⅰ．全体の概要 

本 人  記入者  本人との関係  

テーマ 

(課題となる意思決定) 

 

このテーマが生じ

た経過概要 

 

 

Ⅱ．支援環境の調整等（日時、方法、場所を記入                          ） 

検討したメンバー  

意思決定に関する課題の検討内容                        

□ミーティング開催趣旨の確認  

□本人が安心できる時間、場所、開催方法の検討 

□本人が安心できる支援者の検討  

□本人が望むコミュニケーション方法の検討 

□その他（                   ） 

支援者が本人の理解、記憶、比較検討を支援するために、ⅢやⅣで行う工夫   検討をした項目を○で囲む 

本人の真意を探る  開かれた質問で尋ねる  本人に説明させその理解を確認する 

選択肢につき比較のポイントを示す  文字にする  図や表を使う  ホワイトボード等の使用 

他者からの不当な影響の排除  コミュニケーションに時間をかける 

時の経過や状況により意思が変化することを許容する   意思決定を強いない 

再度の確認(重要な決定の場合)   その他（                           ） 

決定事項、役割分担、今後の動き方  

 

 

Ⅲ．ミーティング前の本人への趣旨説明 （日時、方法、場所を記入                ） 

説明した人  

説明の内容 □趣旨説明 □参加メンバーの選定 □本人の好みや価値観の把握 □意思意向の確認 

 

Ⅱで検討した

支援の実施 

□実施できた    

□実施できなかった 理由： 

本人の考え 

意見や希望 

 

 

Ⅲを終えⅣを 

どう工夫するか 

 

Ⅳ．本人を交えたミーティング （日時、方法、場所を記入                     ） 

参加メンバー  

検討の内容  

 

支援者の姿勢 

（全てチェッ

クが付くよう

に支援する） 

□支援者らの価値判断を先行させていない。□本人の理解と支援者らの理解に相違はない。 

□選択肢を提示する際の工夫ができている。□決断を迫るあまり、本人を焦らせていない。 

□本人の表明した意思が、これまでの本人の生活歴や価値観等から見て整合性がある。 

□意見を表明しにくい要因や他者からの「不当な影響」はない。 

Ⅱで検討した

支援の実施 

□実施できた    

□実施できなかった 理由： 

本人の考え 

意見や希望 

 

 

具体的な結論  

再度意思決定

支援を行う必

要性 

□ある（支援者らの評価・解釈に大きな相違や対立がある、意思に揺らぎが見られるなど） 

理由： 

□なし 

Ⅴ．その後の状況 
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【基本原則】 

第２ 本人が自ら意思決定できるよう、実行可能なあらゆる支援を尽くさなければ、代行決定に移ってはならない。 

【様式２】   個別課題発生時における意思決定能力のアセスメントシート 
Ⅰ．概要 

本 人  記入者  本人との関係  

テーマ 

(課題となる意思決定) 

 

過去の支援状況 □【様式１】添付 

実施日     年  月  日  時  分～  時  分 場所（          ） 

検討メンバー 

 

 

 

 

Ⅱ．意思決定能力アセスメント 

前提（決定期限） 意思決定の期限が迫っており、これ以上延長できない状態か？ 

□延長できない（期限：  年  月  日まで）  

□延長できる ➡ 【様式１】へ戻る。 

Ａ 

意思決定を行う場面で通常必要

と考えられる４要素につき満た

されないものがあるか？ 

 

□本人が関連情報について理解できなかった 

□本人が関連情報について記憶保持できなかった 

□本人が関連情報について比較検討できなかった 

□本人が意思を表現できなかった 

根拠： 

 

 

Ｂ 

支援者側が上記期限までに実行

可能な意思決定支援を尽くした

か？ 

□期限までに可能な支援は全て尽くした 

支援内容： 

 

 

 

□実行可能な支援が残されている ➡ 【様式１】へ戻る。 

➡上記アセスメントの結果、 
□Ａ・Ｂいずれも当てはまる（支援を尽くしても、意思決定を行う場面で通常必要と考えられ
る４要素のうち満たされない要素がある） 
⇒本人は、その時点で、その課題について意思決定をすることが困難と評価される 
 意思推定アプローチ（様式３）へ 

 □それ以外 
  ⇒意思決定支援に戻る（様式１） 
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【基本原則】 

第４ 意思決定支援が尽くされても、どうしても本人の意思決定や意思確認が困難な場合には、代行決定に移行するが、その場

合であっても、後見人等は、まずは、明確な根拠に基づき合理的に推定される本人の意思（推定意思）に基づき行動することを

基本とする。 

【様式３】     意思推定に基づく代行決定に関するアセスメントシート 
 

Ⅰ．概要 □【様式２】と同じにつき記載省略 

本 人  記入者  本人との関係  

テーマ 

(課題となる意思決定) 

 

過去の支援状況 □【様式１】添付 □【様式２】添付 

実施日     年  月  日  時  分～  時  分 場所（          ） 

検討メンバー 

 

 

 

 

Ⅱ．意思推定に基づく代行決定を行うにあたっての検討 

前提（決定期限） 意思決定の期限が迫っており、これ以上延長できない状態か？ 

□延長できない（期限：  年  月  日まで）  

□延長できる ➡ 【様式１】へ戻る。 

本人が自ら意思決定をすること

ができたとすれば、どのような

意思決定を行うかを推定できる

か？ 

□推定可 ➡ 推定意思の内容 

 

 

 

 

 

□推定困難 ➡ 理由 

 

 

 

本人の意思推定のために明確な

根拠となり得るエピソード、情

報提供者、関連資料など 

 

 

 

 

 

 

代行決定に当たっての留意事項 

※チェックできない項目がある場合

には、第１～第３原則に沿った支援

ができていたかどうか、チームで再

度検討してください。 

□結論が先にありきになっていない。 

本シートが結論の後付けの根拠資料として使われていない。 

□本人以外の関係者の問題を本人の問題としてすり替えていない。                    

□支援のしやすさを優先していない。 

支援者のための根拠付けになっていない。 

（サービスの利用を検討している場合のみ） 

□サービス利用ありきになっていない。 

➡上記検討の結果、 
□推定意思の実現を支援する。 
□推定意思を実現すると本人にとって見過ごすことができない重大な影響が懸念される 
 ⇒本人にとって見過ごすことができない重大な影響が懸念される場合の検討（様式４）へ 
□意思の推定すら困難 
⇒最善の利益に基づく代行決定の検討（様式５）へ 
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【基本原則】 

第３ 一見すると不合理にみえる意思決定でも、それだけで本人に意思決定能力がないと判断してはならない。 

第５ ①本人の意思推定すら困難な場合、又は②本人により表明された意思等が本人にとって見過ごすことのできない重大な影

響を生ずる場合には、後見人等は本人の信条・価値観・選好を最大限尊重した、本人にとっての最善の利益に基づく方針を採ら

なければならない。 

第６ 本人にとっての最善の利益に基づく代行決定は、法的保護の観点からこれ以上意思決定を先延ばしにできず、かつ、他に

採ることのできる手段がない場合に限り、必要最小限度の範囲で行われなければならない。 

【様式４】 本人にとって見過ごすことができない重大な影響に関するアセスメントシート 
 

Ⅰ．概要  □【様式    】と同じにつき記載省略 

本 人  記入者  本人との関係  

テーマ 

(課題となる意思決定) 

 

過去の支援状況 □【様式１】添付 □【様式２】添付 □【様式３】添付 

実施日     年  月  日  時  分～  時  分 場所（          ） 

検討メンバー 

 

 

 

 

Ⅱ．本人の示した意思（推定意思）の実現は、本人にとって見過ごすことができない重大な影響を生

ずるかどうかの検討 

本人が他に採り得る選択肢と比

較して、明らかに本人にとって

不利益な選択肢といえるか。 

□はい⇒根拠    □いいえ 

 

 

 

一旦発生してしまえば、回復困

難なほど重大な影響を生ずると

いえるか。 

□はい⇒根拠    □いいえ 

 

 

 

その発生の可能性に確実性があ

るか。 

□はい⇒根拠    □いいえ 

➡上記検討の結果、 
□すべて「はい」に該当する 
⇒以下の方法につき検討 

   □本人の意思決定に同意しない（同意権・代理権を行使しない） 
   □本人の示した意思とは異なる形での代行決定（代理権、取消権の行使）を検討する 

⇒様式５（本人にとっての最善の利益に基づく代行決定の検討）へ 
 □上記以外 
  ⇒意思又は推定意思の実現へ 
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【基本原則】 

第５ ①本人の意思推定すら困難な場合、又は②本人により表明された意思等が本人にとって見過ごすことのできない重大な影

響を生ずる場合には、後見人等は本人の信条・価値観・選好を最大限尊重した、本人にとっての最善の利益に基づく方針を採ら

なければならない。 

第６ 本人にとっての最善の利益に基づく代行決定は、法的保護の観点からこれ以上意思決定を先延ばしにできず、かつ、他に

採ることのできる手段がない場合に限り、必要最小限度の範囲で行われなければならない。 

第７ 一度代行決定が行われた場合であっても、次の意思決定の場面では、第１原則に戻り、意思決定能力の推定から始めなけ

ればならない。 

【様式５】  本人にとっての最善の利益に基づく代行決定に関するアセスメントシート 
 
Ⅰ．概要  □【様式    】と同じにつき記載省略 

本 人  記入者  本人との関係  

テーマ 

(課題となる意思決定) 

 

過去の支援状況 □【様式１】添付 □【様式２】添付 □【様式３】添付 □【様式４】添付 

実施日     年  月  日  時  分～  時  分 場所（          ） 

検討メンバー 

 

 

 

 

Ⅱ．検討 

本人にとっての最善の利益を検

討するための前提条件 

※すべての条件を満たしている必要

があります。 

□意思決定の期限が迫っており、これ以上決定を先延ばしできない。 

⇒期限：   年  月  日まで 

□後見人等による代行決定が及ぶ意思決定である。 

□本人の好み・価値観その他本人にとって重要な情報が十分に得られてい

る。 

□本人が最善の利益の検討過程に参加・関与できる機会が考慮されている。 

代行決定に当たっての留意事項

※チェックできない項目がある場合

には、第１～第３原則に沿った支援

ができていたかどうか、チームで再

度検討してください。 

 

□結論が先にありきになっていない。 

本シートが結論の後付けの根拠資料として使われていない。 

□本人以外の関係者の問題を本人の問題としてすり替えていない。                    

□支援のしやすさを優先していない。 

支援者のための根拠付けになっていない。 

（サービスの利用を検討している場合のみ） 

□サービス利用ありきになっていない。 

本人にとっての最善の利益の検

討 

考えうる選択肢の提示と比較検

討 （本人の好み・価値観に近い

順、自由の制約がより少ない選択

肢から順に、本人の視点を踏まえ

てそれぞれの要素を検討してく

ださい。）  

選択肢●： 

選択することのメリット 選択することのデメリット 

 

 

 

選択肢●： 

選択することのメリット 選択することのデメリット 

 

 

 

 

※選択肢はできる限り多く検討してください。 

結論：最善の利益に基づく代行

決定の内容及びその理由 

代行決定の内容： 

 

理由： 

 

 

モニタリング実施時期 □３か月後 □６か月後 □その他（               ） 
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意思決定支援を踏まえた後見事務のガイドライン 基本的な考え方

○本人にとって重大な影響を与えるような法律行為及びそれに付随した事実行為
(例）施設への入所契約など本人の居所に関する重要な決定を行う場合 など

（ただし、その他の局面においても、意思決定支援が適切にされているかについて、後見人として
チェック機能を果たすことが求められる…＊２）

後見人として意思決定支援を行う場面…＊１

後見人を含め、本人に関わる支援者らが常に、全ての人には、自分のことを決める力があるという前提に立
ち、後見人等に就任した者が、意思決定支援を踏まえた後見事務等を適切に行うことができるように、何が
後見人等に求められているかの具体的なイメージを示すもの

本ガイドラインの背景・趣旨・目的

【意思決定支援のための環境整備】
日常的な事柄につき本人が意思決定をすることがで
きる支援がされているという環境の整備が必要

【意思決定支援の具体的プロセス】

意思決定支援のプロセス

後見人等の関与の仕方・役割支援チームによる対応

意思決定支援ワーキング・グループ

※後見人としてのチェック機能…＊２

本人が日常生活を送るに当たって、支援者に
より適切な意思決定支援がされているかや、
表明された意思が尊重されているかどうかを
把握する
（留意点）
・意識的に本人と話をしたり、本人のことを知ろ
うと努めることや、本人と信頼関係を構築する
ことが重要

・なるべく早期に本人・支援者と接触し、支援者
の輪に参加する

・本人の意思が十分に尊重されていない場合には、
環境の改善を試みる

※後見人としての意思決定支援…＊１

ミーティング主催者とともに、支援チームの
メンバー選定も含め主体性を持って関わって
いくことが望ましい

（チームが機能している場合）
・他の支援者らが本人の意思や特性を尊重し
ながら適切に準備を進めているのかチェッ
クし、問題がある場合には注意を促すこと
が求められる

（チームが機能していない場合）
・中核機関等の支援を受け、支援者らの意識
の改善やチームの再編成を試みたりするな
ど、主体的に関与することが望ましい

※後見人は、自分の価値観が決定に影響しないように気
を付ける必要がある

※後見人としての意思決定支援…＊１

本人の権利擁護者として、本人が意思決定の
主体として実質的にミーティングに参加でき
るよう、本人のペースに合わせた進行を主催
者・参加者に促していくことが期待される

・本人のエンパワメント
本人が、自らの意思を他人に尊重されたという
経験を得て、日頃から自尊心や達成感が満たさ
れていることが重要

・支援者側の共有認識・基本的姿勢
各支援者が、本人の意思決定を尊重する基本的
姿勢を身に付けておくことが必要

①支援チームの編成と支援環境の調整
ⅰ支援チームの編成
・福祉関係者の責任において行うことを想定
・本人の思いや意思が反映されやすいチーム
とする（メンバーには、本人の意思を汲も
うとする姿勢が求められる）

ⅱ支援環境の調整・開催方法等の検討
・メンバーは、ミーティングの趣旨や留意点
を理解する

・本人にとって適切なミーティングの在り方
を検討する（日時・場所や参加者等）

ⅲ本人への趣旨説明とミーティング参加のため
の準備

ⅳミーティングの招集
・進行管理に責任を持つ者が関係者を招集

②本人を交えたミーティング
・主催者は、事前の調整を踏まえて設定された
テーマやルールに沿って会議を進行

・本人に対し、本人の特性を踏まえつつ、状況
を分かりやすく説明しながら、本人の意思や
考えをできる限り引き出す

・誘導にならないよう気を付けながら、本人が
現在採り得る選択肢を示す

③意思が表明された場合
・意思決定能力について特段疑問がない限り、
本人の意思決定に沿った支援を行う
※意思決定能力：個別の意思決定に際し､支援を受けて
自らの意思を自分で決定することのできる能力

(1)
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○意思決定支援の結果、本人が意思を示した場合や、
本人の意思が推定できた場合であっても、その意
思をそのまま実現させてしまうと、本人にとって
見過ごすことができない重大な影響が生じるよう
な場合等
➡ 法的保護の観点から、最善の利益に基づいた

代行決定を行うことが許容される

○重大な影響といえるかどうかについての判断要素

①本人が他に採り得る選択肢と比較して明らかに
本人にとって不利益な選択肢といえるか

②一旦発生してしまえば、回復困難なほど重大な
影響を生ずるといえるか

③その発生に確実性があるか

後見人等が、本人にとっての最善の利益に基づく代行決定を行う場合

※本ガイドラインにおける最善の利益とは、本人の意向・感情・価値観を最大限尊重することを前提に他の
要素も考慮するという考え方。客観的・社会的利益を重視した考え方は採用していない

※最善の利益に基づく代行決定は、最後の手段として慎重に検討されるべき
（検討を誤ると本人の自己決定権の侵害となる可能性もある。支援のしやすさを優先していないかや、結
論ありきの検討になっていないかにつき注意する必要がある。）

◇一度代行決定が行われた場合であっても、次の意思決定の場面では、意思決定能力があるという前提に
立って、再び意思決定支援を行わなければならない

○意思決定支援を尽くしたにもかかわらず、本人の
意思や意向を把握することが困難であり、かつ、
決定を先延ばしにすることができない場合

意思決定能力アセスメント（評価）

○アセスメントの結果、本人の意思決定がその時点
ではどうしても困難と評価された場合

ⅱ重大な影響が発生する可能性が高いと評
価される場合
法的保護の観点から、以下の判断を行う
ことがある
①本人の意思実現について同意しない
（同意権・代理権の不行使）

ⅰ第三者からみれば必ずしも合理的でない
意思決定であったとしても、本人にとっ
て見過ごすことのできない重大な影響が
発生する可能性が高いとまでは評価でき
ない場合
本人の意思（推定意思）に基づいて支援
を行うことが期待される

意思決定や意思確認が困難とみられる局面 本人にとって見過ごすことができない
重大な影響が懸念される局面等

本人にとっての最善の利益に基づく代行決定

代行決定のプロセス（支援チームによる）
◇本人が自ら意思決定できるよう、実行可能なあらゆる
支援を尽くさなければ、代行決定に移ってはならない

根拠を明確にしながら、本人の意思及び選好の推
定を試みる

①意思決定支援を尽くしても本人の意思が明確ではなく、かつ、意思を推定することさえできない場合
･･･＊３

②本人が表明した意思や推定される本人の意思を実現すると、本人にとって見過ごすことができない重大
な影響が生じてしまう場合･･･＊４

支援者が意思決定支援を尽くしているかも併せ、
対象となる意思決定に関し、
⑴理解、⑵記憶保持、⑶比較検討及び⑷表現の
４要素を検討し、その時点で本人が意思決定を
することが困難かどうかを判断する
※支援を尽くしたと言えるかどうかについても、チーム内で
適切に検討する

※全ての人は意思決定能力があることが推定される。
※決定を先延ばしにすることができる場合には、改めて意思
決定支援を行うことになる。

意思推定に基づく代行決定

②最善の利益に基づく代行決定
（代理権、取消権の行使）･･･＊４

i 本人の意思が推定できる場合
➡ 本人にとって見過ごすことのできない

重大な影響が生じない限り、推定意思
に基づいて支援を行う

ii 意思推定すら困難な場合
➡ 最善の利益に基づく代行決定…＊３

(2)
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参考事例：居所の決定における意思決定支援 

 

 

 

 

 

 

個別課題発生時における意思決定支援【様式１】 

【本人の現在の状況】 

北川 太郎さん 

66歳、自宅に独居。てんかんがあり、療育手帳を所持。年金と生活保護を受給。 

要介護１。家の向かいにあるデイサービスを週 2回利用する契約をしているが、ほとんど

利用出来ていない。しかし、デイサービスに朝夕、顔を出しに来ている。 

 

【本人の目指す暮らし】 

インコと一緒に、ここで暮らしたい。好きなものを食べたい。自分でできることは自分で

やりたい。 

 

【生活歴と成年後見制度利用までの経過】 

○年 ○○で生まれる。2人兄弟の弟。 

○年（本人 33歳）に父病死。 

○年（本人 34歳）～自宅に母と二人暮らし。 

○年（本人 55歳）、母の病死。その後、独居。 

2年前（本人 64歳）、本人の世話をしていた兄死亡。 

1年前（本人 65歳）、障害福祉サービスから介護保険サービスへ切り替え。 

その後、てんかんの発作への不安から毎日のように救急車を呼ぶことが続き、発作で倒れ

てしまうこともあったため、半年前に薬の調整のために入院、3ヶ月後に退院した。入院

中に、医療機関が「○○権利擁護センター」（以降、中核機関と表記）に相談したことか

ら、中核機関の支援を受けて遠方に住む甥が親族申立てをし、中核機関の受任調整により

第三者の専門職が保佐人に選任された。 

 

【職歴】 

飲食店での調理経験、警備員として勤務した経験がある。 

 

 

 

本事例は、「意思決定支援を踏まえた後見事務に関するガイドライン」を理解するために

作成した事例で、アセスメントシート様式１～様式３の記載例に対応しています。 

ガイドラインに即して分かりやすく進行するよう、支援者の動きを極端にしたり、簡潔

にしたりして示しています。 
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【最近の状況】 

もともと、本人は障害福祉の訪問系サービスを受けていたが、65歳になり介護保険サー

ビスへ移行。「いずれは入所するのだから、集団で過ごす事に慣れる必要がある」と考え

たケアマネジャーが1、特別養護老人ホームに併設のデイサービスの利用を勧めたが、本人

はデイサービスのレクリエーションを嫌がり、代わりに朝夕、「俺が警備をしなきゃ」

と、デイサービスの事務所を覗きにくる状態が続いていた。 

本人が自転車で町中を走り回っている生活に不安を感じたデイサービスの看護師は、①

本人の薬を預かり、デイサービスで服薬を管理すること、②自転車の鍵をデイサービスで

預かることを提案、本人はこれを激しく嫌がり、「（サービスを）全部止め」と怒鳴った。

さらにそれ以来、看護師に会うたび怒鳴りつけるようになり、デイサービスがケアマネジ

ャーに状況を報告した。 

 

【保佐人として、意思決定支援ガイドラインに沿った支援をしようと思った最初の場面】 

ケアマネジャーから保佐人に、施設入所の検討と自転車の処分の提案があった。 

「チーム支援が上手くいかなくなっている」と感じた保佐人は中核機関へ支援を求めた。2  

 

【意思決定支援ミーティング開催の提案】 

サービス担当者会議（本人は嫌がって欠席）に出席した保佐人は、本人と一緒に今後のこ

とを決める意思決定支援ミーティングの開催を提案。ケアマネジャーやデイサービスの相

談員は提案にとまどっていたものの、「【全部止め】という本人の言葉は、本人なりのＳＯ

Ｓではないか」と伝えると、支援者からの同意が得られた。 

 

【支援環境の調整・開催方法等の検討】 

サービス担当者会議の終了後、中核機関も加わって、意思決定支援ミーティングの開催

方法等の検討を行った。 

ケアマネジャーから入院・入所の提案があったが、デイサービスの相談員からは「看護

師に対して怒鳴りつけるが、それ以外の職員や利用者に対して怒鳴るということはない。

入所は早いのでは？」という意見も出され、本人を交えたミーティングの実施が決定し

た。意思決定支援ミーティングの開催趣旨や、留意点、工夫すべき点を話し合い、以下を

決定した。 

 話し合いの中身が本人に分かりやすいよう、ホワイトボードシートを用いる。説明す

る際には目で見て理解ができるよう、パンフレット等を用いる。 

                                                       
1コンパクトにガイドラインの内容を説明するために、この事例のケアマネジャーは、保護的な考え方の

人物として設定しています。 
2 中核機関を対象とした研修で、意思決定支援を踏まえた後見事務のガイドラインについて触れています

が、全ての中核機関の職員が、後見人の支援をできる体制は、まだ整っていません。後見人からも、中核

機関や支援者に対し、これらのガイドラインの提示をする等をお願いします。 
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 本人の意思がゆらぐ可能性があるので、その場で決定を強要しないようにする。 

 本人がどのように生活したいと思っているかという希望や選好について話してもらっ

た上で、その生活を支えるためのサービス利用を検討する。本人に質問するときは、

回答を強要しないよう、できるだけ「開かれた質問」で尋ねる。 

 本人の自宅で、活動的な時間帯である午前中に開催することを提案する。 

 ケアマネジャーより、本人がかつて使っていたホームヘルプサービスの事業所に、本

人がどのような状況だと安心して話ができるのかを、問い合わせる。 

 本人への趣旨説明は、信頼関係がある中核機関の職員が行い、保佐人も同行する。 

 保佐人は、本人の服薬管理の必要性について、主治医から情報収集する。 

 中核機関職員が意思決定支援ミーティングの招集を行う。 

 

【ミーティングに向けた準備】 

ケアマネジャーがかつて利用していたホームヘルプサービスの事業所に問い合わせたと

ころ、本人が母親から教えてもらった服薬管理や金銭管理をしっかりとやっていて、その

ことに誇りをもっていることが分かった。 

保佐人が主治医に服薬管理の必要性を問い合わせたところ「本人はしっかりと管理でき

ている、他者が管理する必要はない」とのこと。生活保護のケースワーカーにも連絡し、

意思決定支援ミーティングの開催に向けて調整をしていることを伝えて出席を依頼、了承

を得た。 

 

【本人への趣旨説明】 

中核機関職員と保佐人とで本人宅を訪問、「北川さんに必要なお手伝いについて、北川

さん自身が決めていくための話し合いをしたい」と話をした。 

本人は「母ちゃんに教えてもらったやり方で薬も間違えないように飲んでいる。 

食べ物のことも自転車のことも口を出されてうるさい。ちゃんとやってるのに」「もう

（サービスは）いらないって言ってるのに！」と反応したが、「北川さんにとって、イヤ

なことが無くなる話し合いをしたいと思ってるんですよ」と説明すると、渋々だが、ミー

ティング開催を認めた。 

本人との話し合いの結果、本人の自宅で午前中の時間帯でミーティングを開催すること

が決まった。ミーティングに出席するメンバーについても相談したところ、デイサービス

の職員については「相談員は来てもいい（看護師が来るのはイヤ）」とのことであった。 

生活の選好については、「インコと暮らしたい」「好きなものを食べて暮らしたい」「自

分でできることは自分でやりたい」と思っていること、「自転車で町の中を見て回るこ

と」「インコの世話をして一緒に遊ぶこと」を楽しみに思っていて、「家の中でじっとして

いること」「インコが死ぬこと」がイヤだと思っていることも分かった。 
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サービスについての希望は「前みたいに、うちに人が来て欲しい。自分がデイサービス

に行くのはイヤだ。婆さんばっかりいる中に入りたくない」とのことであった。 

ミーティングで何から話し合うか、どう座るかについても本人と相談することを予定し

ていたが、途中から本人の機嫌が悪くなり、趣旨説明を切り上げた。 

趣旨説明後、今までの生活や思いを最もよく知る人物に関わってもらう必要性を感じた

保佐人は、かつて利用していたホームヘルプサービスのヘルパー事業所にミーティング出

席のお願いをすることにした。 

中核機関職員が日程調整を行い、本人宅で意思決定支援のためのミーティングを開催す

ることとなった。 

 

【意思決定支援のための本人を交えたミーティング】 

○月○日 9時 30分～ 本人宅 

出席者：本人、保佐人、中核機関職員、ケアマネジャー、デイサービスの相談員、以前利

用していたヘルパー事業所所長、生活保護のケースワーカーは緊急対応のため欠席 

かつて利用していたヘルパー事業所の所長が来てくれたことに本人は喜び、所長に自分

の隣に座るよう促した。会議の冒頭に中核機関職員が「これは、北川さん自身が、これか

らの生活のことを決めていくための会議です」「北川さんが自分のお気持ちを話しやすい

ように、皆さん工夫してください」と話すと、本人が「はいはい、皆さん、よろしくお願

いしますよ！」と挨拶、和やかな雰囲気でミーティングは始まった。 

趣旨説明の際に聞き取った事項を書いた紙を用意し、本人はそれを見ながら、毎日の生

活の様子、工夫、嬉しいと思っていること、イヤだと思っていることを自分で説明した。

本人の服薬管理方法や主治医の見解を知り、支援チームの中にあった「不安」が解消され

た。 

保佐人が、「自転車の事故が心配だから、保険に入ってはどうか？」と損害賠償保険パ

ンフレットで説明をすると本人は乗り気になり、保険加入することになった。 

本人は、「前みたいに（ヘルパーに）うちに来て欲しい」と要望、ホームヘルプサービ

スと訪問看護を導入することになった。 

 

【その後】 

その後、ホームヘルプサービスと訪問看護が導入され、本人は喜んで受け入れた。デイ

サービスに朝夕と顔を出すことを止めることはなかったが、看護師と顔を会わせないよう

に工夫し、状態も落ち着いている。 
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個別課題発生時における意思決定能力のアセスメント【様式２】 

【状況の変化】 

3年が経過。訪問看護師や主治医の「塩分を控えるように」という助言を聞き入れ、本

人は週 2回、デイサービスで昼食をとるようにもなった。デイサービスにいる間は、看護

師とは口をきかず、レクレーションに参加することはないものの、他の利用者のことを気

にかけて、あちこち世話をしてまわっており、「俺も爺になって歩けなくなってきた、イ

ンコと一緒にここにくるかな」と言うようなこともあった。 

ある時、脳梗塞を起こして入院、重度の麻痺が残り、歩くことができなくなった。保佐

人は主治医から、「言語障害、脳血管性認知症もある」と告げられた。 

 

【意思決定のためのあらゆる支援】 

退院に向け、医療ソーシャルワーカーや保佐人が本人の退院後の意向を確認しようとし

ても、本人は全く答えることがなかった。 

療養型の病院に入院するか、特別養護老人ホームに入所するか、在宅での生活を試みる

か、選択肢は３つあり、本人に対して絵や写真を使って説明し、文字ボードを使って意思

の表明ができるよう試みた。しかし、本人は目は開けているものの、反応がなかった。１

週間おきに時間帯を変えて同様の試みを行ったがうまくいかなかった。医師や言語聴覚

士、他の支援者にも助言を求めたが、現時点では他の支援手段が見当たらないとのことで

あった。 

唯一、インコの写真を見せたところ、本人は目を見開き、声を挙げた。 

 

【意思決定能力アセスメント】 

主治医から「これ以上、退院を待つことはできないので、系列の療養型病院に入院して

ほしい」と提案があり、保佐人はカンファレンスで意思決定能力のアセスメントを行っ

た。司会は医療ソーシャルワーカーが行い、保佐人及び中核機関が進行をサポートした。 

その結果、これ以上、入院期間を延ばすことはできないことから「意思決定の期限が迫

っている」ことを確認し、現在考えられる支援として以下の支援をしたことを確認した。 

 絵や写真をつかった説明 

 文字ボードを使った表明の支援 

 繰り返しの説明 

 時間帯を変えての説明 

 医師や言語聴覚士、その他の支援者（訪問看護師やヘルパー、ケアマネジャー）から

の助言 

他に、考えられる支援があるか検討したが特に提案はなく、考えられるすべての支援を

尽くしたが、退院後の生活に向けた「本人の意思確認が困難な状態にある」ことから、

「代行決定」を行うこととした。 
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意思推定に基づく代行決定【様式３】 

【意思推定に基づく代行決定の検討】 

 本人の意思推定のための明確な根拠となる関連資料として、ケアプラン、訪問介護記

録、サービス実施記録表、本人情報シート、インコの写真を用意し、それらを見ながらチ

ームで話し合った。 

本人がデイサービスで、「俺も爺になって歩けなくなってきた、インコと一緒にここに

くるかな」とたびたび言っていたことや、インコの写真を見せた際に本人が目を見開き声

を挙げたことが確認できたため、「本人の意思推定に基づく代行決定」として、本人が通

いなれていたデイサービスに併設の特別養護老人ホームへの入所の契約をすることとし

た。 

本人の状態像から、後見類型に移行する方がよいかどうかの検討も行ったが、「今後の

刺激によって、本人のコミュニケーション力が変化していく可能性がある」という医師の

見解があり、これから入所するホームでの生活を見守ってから、類型変更については再検

討することとした。 

 

【その後】 

退院後、入院時からインコを預かってくれていたデイサービス併設の特別養護老人ホーム

に、本人は入所した。 

本人は、「だからさ」「あれだよ」という言葉以外に言葉を発することはできないが、表情

豊かに喜怒哀楽を示すようになった。また、指を指したりしながら、「外に出たい」「イン

コのところに行きたい」といった内容を、表現できるようになってきた。 
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【基本原則】 

第１ 全ての人は意思決定能力があることが推定される。 

第２ 本人が自ら意思決定できるよう、実行可能なあらゆる支援を尽くさなければ、代行決定に移ってはならない。 

第３ 一見すると不合理にみえる意思決定でも、それだけで本人に意思決定能力がないと判断してはならない。 

【様式１】   個別課題発生時における意思決定支援のためのアセスメントシート 

記入例・解説 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅰ．全体の概要 

本 人 ○○ ○○ 記入者 ○○ ○○ 本人との関係 保佐人 
テーマ 

(課題となる意思決定) 

居所の決定における意思決定支援 
（本人が今後利用する介護保険サービスについて、入所が必要か？） 

このテーマが生じ

た経過概要 

支援者の服薬管理、自転車のカギの管理を嫌がった本人がサービス利用を止めたいと言い

だし、ケアマネジャーより施設入所の提案があった為、意思決定支援ミーティングを開催。 

 

Ⅱ．支援環境の調整等（ ○月○日○時～ デイサービス会議室で実施 ） 

検討したメンバー 保佐人、中核機関職員、ケアマネジャー、デイサービス相談員 

意思決定に関する課題の検討内容                               

■ミーティング開催趣旨の確認  

■本人が安心できる時間、場所、開催方法の検討 

■本人が安心できる支援者の検討  

□本人が望むコミュニケーション方法の検討 

■その他（本人をよく知る人からの情報収集） 

支援者が本人の理解、記憶、比較検討を支援するために、ⅢやⅣで行う工夫   検討をした項目を○で囲む 

本人の真意を探る  開かれた質問で尋ねる  本人に説明させその理解を確認する 

選択肢につき比較のポイントを示す 文字にする   図や表を使う  ホワイトボード等の使用 

他者からの不当な影響の排除    コミュニケーションに時間をかける 

時の経過や状況により意思が変化することを許容する    意思決定を強いない   

再度の確認(重要な決定の場合)  その他（                     ） 
決定事項、役割分担、今後の動き方  

 今後の生活についての本人の希望や選好を聞いてから、サービスについて検討する。 
 本人の自宅で、午前中に実施する。 
 安心して話ができる環境について、ケアマネジャーが情報収集する。 
 主治医からの情報収集は保佐人が行う。 
 本人への趣旨説明は保佐人と中核機関職員とで実施、参加メンバーについての希望も確認する。 
 ミーティング招集の呼びかけは中核機関が実施する。 

 

Ⅲ．ミーティング前の本人への趣旨説明（○月○日○時～、本人宅で、対面で実施 ） 
説明した人 ○○ ○○（保佐人）、○○ ○○（中核機関職員） 
説明の内容 ■趣旨説明 ■参加メンバーの選定 ■本人の好みや価値観の把握 ■意思意向の確認 

○○さんにとっていやなことが無くなる話し合いをしたいことを説明。 
話し合いに出席したからといって、その場で決めなくても良いことも伝えた。 

Ⅱで検討した

支援の実施 

□実施できた    

■実施できなかった （ 一部実施できなかった              ） 

理由：本人に、話し合いの順番等を説明し、ミーティング参加者の席順についても相
談したいと考えていたが、デイサービスの職員が出席しても良いか尋ねた後、機
嫌が悪くなり話を続けることを嫌がったため、一部、実施できなかった。 

本人の考え インコと暮らしたい、好きな物を食べて暮らしたい、自分でできることは自分でやりたい。 

個別課題発生時における意思決定支援のためのアセスメントシートは、①後見人等が意思決
定支援のプロセスを適切に踏んでいることを自ら確認すること、②後に同様又は別の課題が
生じた際の参考資料とすることを目的として作成をするものです。後見人等以外の支援者と
共有することもありますが、作成・管理は後見人等が行うことを前提にしています。 

コメントの追加 [ 1]: ガイドライン p.7～8 の「第３の

３(2)支援チームの編成と支援環境の調整」に対応する

部分です。 

コメントの追加 [ 2]: ガイドライン p.8～10 の「ミー

ティング開催にあたっての留意事項」を示していま

す。全てにチェックする必要は無く、検討した内容を

チェックします。 

コメントの追加 [ 3]: ガイドライン p.11～12 の「意思

形成支援におけるポイント」「意思表明支援におけるポ

イント」に記載された工夫例をいくつか示していま

す。全ての項目を囲む必要は無く、検討した項目を○

で囲みます。 

コメントの追加 [ 4]: 上記の項目の例示を参考にしな

がら、「本人への趣旨説明」や「本人を交えたミーティ

ング」に向けて、支援者と共に準備をして、決まった

ことを記録します。 

コメントの追加 [ 5]: ガイドライン p.10 の「第３の３

(3)本人への趣旨説明とミーティング参加のための準

備」に対応する部分です。 

コメントの追加 [ 6]: Ⅱの欄で検討した支援を実施し

ながら、本人にミーティング開催の趣旨を説明し、参

加メンバーの選定や、本人の選好や意思意向を確認し

ます。 

コメントの追加 [ 7]: Ⅱで検討した支援が実施できな

かった場合には、その理由を記録し、Ⅳのミーティン

グでどのような工夫をすべきか再考します。 
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【基本原則】 

第１ 全ての人は意思決定能力があることが推定される。 

第２ 本人が自ら意思決定できるよう、実行可能なあらゆる支援を尽くさなければ、代行決定に移ってはならない。 

第３ 一見すると不合理にみえる意思決定でも、それだけで本人に意思決定能力がないと判断してはならない。 

意見や希望 母に教えてもらったやり方で、薬も間違えないように飲んでいる。食べ物のことも自転車の事も口
を出されてうるさい、サービスはいらない。 
説明者からミーティングの趣旨を説明すると、渋々了承。（デイサービス職員の出席については）
相談員なら来てもいい。 

Ⅲ を 終 え Ⅳ を 

どう工夫するか 

本人の考えをもっともよく知る、かつての支援者に、支援を求める必要性を確認。 
ケアマネジャーが、以前の訪問介護事業所と連絡をとり、ミーティングに出席可能かどうか打診
することとした。 

 

Ⅳ．本人を交えたミーティング （○月○日○時～、本人宅で、会議体で実施   ） 
参加メンバー 保佐人、中核機関職員、ケアマネジャー、デイサービス相談員、以前利用していたホームヘル

パー事業所の所長 
検討の内容 ホワイトボードシートとリーフレットを用いて、本人の理解を促進。 

趣旨説明時に示された本人の選好、意思意向の表示→服薬管理方法の確認、主治医
の見解の確認→サービスについての本人の意向確認→自転車の損害賠償保険の紹介 

支援者の姿勢 

（全てチェッ

クが付くよう

に支援する） 

■支援者らの価値判断を先行させていない。■本人の理解と支援者らの理解に相違はない。 

■選択肢を提示する際の工夫ができている。■決断を迫るあまり、本人を焦らせていない。 

■本人の表明した意思が、これまでの本人の生活歴や価値観等から見て整合性がある。 

■意見を表明しにくい要因や他者からの「不当な影響」はない。 

Ⅱで検討した

支援の実施 

■実施できた    

□実施できなかった 理由： 

本人の考え 

意見や希望 

以前利用していたホームヘルプサービス事業所の参加を大変喜んだ。選好、生活への
意向はⅢのまま。 （サービスについては）「前みたいにうちに来て欲しい」と変化があった。 

具体的な結論 訪問看護とホームヘルプサービスの利用手配を望むようになった。 
損害賠償保険の加入をすることになった。事業者の入所を望む姿勢も解消された。 

再度意思決定

支援を行う必

要性 

□ある（支援者らの評価・解釈に大きな相違や対立がある、意思に揺らぎが見られるなど） 

理由： 

■なし 

 

Ⅴ．その後の状況 

その後、ケアマネジャーがホームヘルプサービスと訪問看護サービス導入のプランを作成、保佐人
として本人が契約できるよう支援した。本人は「うちに人がくる」ことを大変喜んで受け入れた。デ
イサービスに朝夕と顔を出すことを止めることはなかったが、看護師も顔を会わせないように工夫
し、状態も落ち着いている。 

 

 

コメントの追加 [ 8]: 課題そのものや，ミーティング

の方法等について，本人の考え，意見や希望を記載し

ます。 

コメントの追加 [ 9]: ガイドライン p.10～11 の「第３

の３(5)本人を交えたミーティング」に対応する部分で

す。Ⅱで検討した支援を実施しながら、本人を交えた

ミーティングに参加（時として主催）し、検討した事

項を「検討の内容」に記録します。 

コメントの追加 [ 10]: 支援者が本人の意思を尊重する

姿勢で臨むことができているかをチェックします。こ

の内容欄はガイドライン p.11～12 に掲載されており、

全てにチェックがつくことが望ましい欄です。 

コメントの追加 [ 11]: 決まったことや、決まらなかっ

たことを記録します。なお、１度のミーティングで無

理に決める必要はありません。 

コメントの追加 [ 12]: 「本人を交えたミーティング」

を実施しても意思が決定されない場合は多くありま

す。再度意思決定支援を行う必要性を検討し、記録し

ます。 

意思決定を先延ばしすることができる場合には、さら

に支援を継続するために、Ⅱ～Ⅴのプロセスを繰り返

し実施し、その内容をその都度記録していきます。 
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【基本原則】 

第２ 本人が自ら意思決定できるよう、実行可能なあらゆる支援を尽くさなければ、代行決定に移ってはならない。 

【様式２】   個別課題発生時における意思決定能力のアセスメントシート 

記入例・解説 

 

 

 

 

 

Ⅰ．概要 

本 人 ○○ ○○ 記入者 △△ △△ 本人との関係 保佐人 

テーマ 

(課題となる意思決定) 

退院後にどこで生活をするか 

過去の支援状況 ■【様式１】添付 

実施日 ○年 ○月 ○日 ○時 ○分～ ○時 ○分 場所（〇×病院カンファレンスルーム）    

検討メンバー 

中核機関、地域包括支援センター、元ケアマネジャー、医療ソーシャルワーカー、看護

師、保佐人 

 

Ⅱ．意思決定能力アセスメント 

前提（決定期限） 意思決定の期限が迫っており、これ以上延長できない状態か？ 

■延長できない（期限：○年 ○月 ○日まで）  

□延長できる ➡ 【様式１】へ戻る。 

Ａ 

意思決定を行う場面で通常必要

と考えられる４要素につき満た

されないものがあるか？ 

 

■本人が関連情報について理解できなかった 

□本人が関連情報について記憶保持できなかった 

□本人が関連情報について比較検討できなかった 

■本人が意思を表現できなかった 

根拠：医療ソーシャルワーカー、保佐人が現在の状況を伝え、退院の意向を

複数回確認したが、本人は答えられなかった。医師からは言語障害、脳血

管性認知症の影響が大きいとの所見。 

Ｂ 

支援者側が上記期限までに実行

可能な意思決定支援を尽くした

か？ 

■期限までに可能な支援は全て尽くした 

支援内容：本人に絵や写真・文字ボードを使って説明や意思表明の支援を

試みたが、本人は目を開けているものの反応がなかった。１週間おきに時間

帯を変えて同様の試みを行ったがうまくいかなかった。 

医師や言語聴覚士、他の支援者にも助言を求めたが、現時点では他の支

援手段が見当たらないとのことであった。 

□実行可能な支援が残されている ➡ 【様式１】へ戻る。 

➡上記アセスメントの結果、 
■Ａ・Ｂいずれも当てはまる（支援を尽くしても、意思決定を行う場面で通常必要と考えられ
る４要素のうち満たされない要素がある） 
⇒本人は、その時点で、その課題について意思決定をすることが困難と評価される 
 意思推定アプローチ（様式３）へ 

 □それ以外 
  ⇒意思決定支援に戻る（様式１） 

この様式は、①本人の意思決定や意思確認が困難とみられ、かつ、②決定をこれ以上先延ば
しにすることができない場合に使用します。 

コメントの追加 [ 1]: 意思決定能力は、あるかないか

という二者択一的ではなく、支援の有無や程度によっ

て変動します。 

したがって、意思決定能力アセスメントでは、本人の

能力（Ａ）だけではなく、支援者が十分意思決定支援

をしたといえるかどうか（Ｂ）も同時に評価の対象と

なります。 

意思決定支援が十分にされているかどうかは、意思決

定支援アセスメント（様式１）の状況を踏まえて判断

しましょう。 

- 197 -- 160 -



【基本原則】 

第４ 意思決定支援が尽くされても、どうしても本人の意思決定や意思確認が困難な場合には、代行決定に移行するが、その場

合であっても、後見人等は、まずは、明確な根拠に基づき合理的に推定される本人の意思（推定意思）に基づき行動することを

基本とする。 

【様式３】     意思推定に基づく代行決定に関するアセスメントシート 

記入例・解説 

 

 

 

 

 

Ⅰ．概要 ■【様式２】と同じにつき記載省略 

本 人  記入者  本人との関係  

テーマ 

(課題となる意思決定) 

 

過去の支援状況 □【様式１】添付 □【様式２】添付 

実施日     年  月  日  時  分～  時  分 場所（          ） 

検討メンバー 
 

 

Ⅱ．意思推定に基づく代行決定を行うにあたっての検討 

前提（決定期限） 意思決定の期限が迫っており、これ以上延長できない状態か？ 

■延長できない（期限： ○年 ○月 ○日まで）  

□延長できる ➡ 【様式１】へ戻る。 

本人が自ら意思決定をすること

ができたとすれば、どのような

意思決定を行うかを推定できる

か？ 

■推定可 ➡ 推定意思の内容 

・推定内容：今まで一緒に過ごしていたインコと共に、デイサービスと同じような

環境で暮らしたい。                                                

・理由：これまで本人は自宅での生活を継続しながら、ヘルパーやデイサービ

スの支援を受けていた。自分のことは自分でするといった価値観や母親譲

りの自己流のやり方を誇りに感じており、他者からの介入や制約には反発

することが多かった。他方、インコをかわいがっており、インコの写真を見せた

際に唯一反応を返す等、インコとのやりとりが本人の生活の一部であり、重

要な価値観となっているように思われる。以前から体調の悪化を自覚してお

り、「歩けなくなった、インコと一緒にここにくるかな」と度々発言していたことか

らも、今なお自宅での生活を希望するとは考えにくく、インコを預かってくれて

いるデイサービス併設の特別養護老人ホームへの入所を希望することが

合理的に推定される。療養型病院への転院という選択肢もあるが、制約

に不満を抱きやすい性格からすると、施設よりも自由の制限が大きい療養

型病院での生活は希望しないことが合理的に推定される。 

なお、施設では、本人の自己流のやり方を尊重しながらのケアが求められ

るだろう。 

□推定困難 ➡ 理由 

 

本人の意思推定のために明確な

根拠となり得るエピソード、情

報提供者、関連資料など 

①これまでのエピソード 

今後希望する生活についての発言 

…「インコと暮らしたい」「好きなものを食べて暮らしたい」「自分でできること

は自分でやりたい」「俺も爺になって歩けなくなった、インコと一緒にここにく

るかな」 

本人が嫌がっていたこと  

…「食べ物のことも自転車のことも口を出されてうるさい」、制約的な言動を

する看護師を怒鳴るなど、自由が制限されることを嫌がる 

不慣れな状況、人がいるとイライラしやすい 

「うちに人がくる」ことを大変喜んで受け入れた 

長年ホームヘルプサービスを使っていた 

②意思決定能力アセスメント時の状況 

この様式は、意思決定能力アセスメント（様式２）の結果、「本人は、課題について意思
決定することが困難と見られる局面」において使用します。 

コメントの追加 [ 1]: 本人の意思を推定するために

は、本人の生活上の意向や好き嫌い、価値観等を把握

しておく必要があります。 

これらの情報は、本人の日常生活やサービス提供場面

における本人の表情や感情、行動に関する記録などの

情報に加えて、これまでの生活歴、人間関係等様々な

情報から拾い出す必要があります。 

ただし、中には、一見すると矛盾している情報や、古

すぎる情報なども混在している可能性もあります。情

報の新しさや詳しさ等に注意しながら、チーム内で複

数の視点から、何が信頼できる事実であり、その事実

からどのような本人の意思が導かれるかを検討するこ

とが大切です。 
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【基本原則】 

第４ 意思決定支援が尽くされても、どうしても本人の意思決定や意思確認が困難な場合には、代行決定に移行するが、その場

合であっても、後見人等は、まずは、明確な根拠に基づき合理的に推定される本人の意思（推定意思）に基づき行動することを

基本とする。 

ほとんど反応はなかったが、唯一、インコの写真を見せたところ、目を見開

き、体を起こそうとして声を挙げた。 

③情報提供者 

 検討メンバー及び主治医・在宅ケア時のヘルパー 

④関連資料 

ケアプラン、訪問介護記録、サービス実施記録票、本人情報シート、イン

コの写真 

代行決定に当たっての留意事項

※チェックできない項目がある場合

には、第１～第３原則に沿った支援

ができていたかどうか、チームで再

度検討してください。 

■結論が先にありきになっていない。 

本シートが結論の後付けの根拠資料として使われていない。 

■本人以外の関係者の問題を本人の問題としてすり替えていない。                    

■支援のしやすさを優先していない。 

支援者のための根拠付けになっていない。 

（サービスの利用を検討している場合のみ） 

■サービス利用ありきになっていない。 

➡上記検討の結果、 
■推定意思の実現を支援する。 

□推定意思を実現すると本人にとって見過ごすことができない重大な影響が懸念される 
 ⇒本人にとって見過ごすことができない重大な影響が懸念される場合の検討（様式４）へ 
□意思の推定すら困難 
⇒最善の利益に基づく代行決定の検討（様式５）へ 

コメントの追加 [ 2]: 本ガイドラインでは、後見人等

の権限濫用防止の観点から、意思推定を代行決定の一

類型であると位置付けています。代行決定に安易に進

まないように、これらの留意事項が踏まえられている

かどうかについても確認しておきましょう。 
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【基本原則】 

第３ 一見すると不合理にみえる意思決定でも、それだけで本人に意思決定能力がないと判断してはならない。 

第５ ①本人の意思推定すら困難な場合、又は②本人により表明された意思等が本人にとって見過ごすことのできない重大な影

響を生ずる場合には、後見人等は本人の信条・価値観・選好を最大限尊重した、本人にとっての最善の利益に基づく方針を採ら

なければならない。 

第６ 本人にとっての最善の利益に基づく代行決定は、法的保護の観点からこれ以上意思決定を先延ばしにできず、かつ、他に

採ることのできる手段がない場合に限り、必要最小限度の範囲で行われなければならない。 

【様式４】 本人にとって見過ごすことができない重大な影響に関するアセスメントシート 

記入例・解説 

 

 

 

 

 

 

Ⅰ．概要  □【様式   】と同じにつき記載省略 

本 人 △△ △△ 記入者 ×× ×× 本人との関係 成年後見人○○ ○○ 

テーマ 

(課題となる意思決定) 
居所の決定（肺炎の治療で入院中、土砂崩れにより自宅が半壊状態になった。

本人の帰宅願望が強いが、修繕費用を出すことが経済的に困難。本人は入院

中に認知症が進行している。外出許可をとって本人に半壊状態の自宅を見てもら

ったり、修繕費用の見積もりを見てもらったりして帰宅が困難であることを理解してもら

うものの、記憶保持が難しく「うちに帰りたい」と発言している。） 
過去の支援状況 ■【様式１】添付 □【様式２】添付 □【様式３】添付 

実施日 ○年 ○月 ○日 ○時 ○分～ ○時 ○分 場所（ ○○病院相談室 ） 

検討メンバー 

成年後見人、医療ソーシャルワーカー、民生委員、ケアマネジャー、ホームヘルパー、姪

の子 

 

 

 
Ⅱ．本人の示した意思（推定意思）の実現は、本人にとって見過ごすことができない重大な影響を生

ずるかどうかの検討 

本人が他に採り得る選択肢と比

較して、明らかに本人にとって

不利益な選択肢といえるか。 

■はい⇒根拠    □いいえ 

今の状態の家に住むことについて、役所の建築指導相談課に相談し

たところ、「柱や壁が傾いているため、倒壊のおそれが高く、危険」

との回答であった。 
一旦発生してしまえば、回復困

難なほど重大な影響を生ずると

いえるか。 

■はい⇒根拠    □いいえ 

自宅に戻り、家が倒壊した場合、逃げ遅れて本人の命が失われるという重大

な影響を生じうる。 

 

その発生の可能性に確実性があ

るか。 

■はい⇒根拠    □いいえ 

役所の建築指導相談課の回答によれば、通常レベルの台風や地震で

あっても一旦発生すれば「倒壊のおそれは高く」、高齢の本人が逃げ

遅れて本人の命が失われるとの結果が発生する確実性がある。 
➡上記検討の結果、 
■すべて「はい」に該当する 
⇒以下の方法につき検討  

   □本人の意思決定に同意しない（同意権・代理権を行使しない） 
   ■本人の示した意思とは異なる形での代行決定（代理権、取消権の行使）を検討する 

⇒様式５（本人にとっての最善の利益に基づく代行決定の検討）へ 
 □上記以外 
  ⇒意思又は推定意思の実現へ 

この様式は、本人の表明された意思又は推定意思を実現しようとすると「本人にとって見過ごすこと

ができない重大な影響が懸念される局面」において使用します。 

本人に当該意思決定に関する意思決定能力が十分にあると思われる場合でも、本人を保護するという

観点から、本人の意思決定に介入する必要性があるかどうかを吟味します。 

コメントの追加 [ 1]: 様式４及び様式５の記入例は、

「参考事例」とは別の事例を前提としたものです。具

体的には、本人が半壊状態となった自宅への帰宅願望

が強く、支援者らが一連の意思決定支援を行ったもの

の、本人の意思を実現すると、本人にとって見過ごす

ことができない重大な影響が生じるおそれがあると考

えられたため〔様式４〕、最終的に、本人にとっての最

善の利益に基づく代行決定を行った〔様式５〕という

事例です。実際には、様式１を作成したのち、様式４

及び様式５を作成する流れとなりますが、様式１の記

載例は省略しています。 

コメントの追加 [ 2]: この場面では、本人の自己決定

権の不当な侵害とならないように、３つの要件がそれ

ぞれ充たされるかどうかを慎重に検討する必要があり

ます。 

たとえ周りからは不合理に見える内容だとしても、本

人の示した意思（推定意思）を実現した場合に、「取り

返しがつかないような結果がほぼ確実に生じる」とま

では言えないならば、本人なりの価値観に基づいた意

思決定と考え、本人の意向に寄り添った支援を試みる

ことが望まれます。 

他方、「取り返しがつかないような結果がほぼ確実に発

生する」場合、例えば、自宅での生活を続けることで

本人が日常生活すら維持できない場合などは、本人を

保護するという観点から、本人の意思とは異なる代行

決定を行うことが許容されることもあります。 

その場合、チームによる複数の視点から検討すること

が大切です。 
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【基本原則】 

第５ ①本人の意思推定すら困難な場合、又は②本人により表明された意思等が本人にとって見過ごすことのできない重大な影

響を生ずる場合には、後見人等は本人の信条・価値観・選好を最大限尊重した、本人にとっての最善の利益に基づく方針を採ら

なければならない。 

第６ 本人にとっての最善の利益に基づく代行決定は、法的保護の観点からこれ以上意思決定を先延ばしにできず、かつ、他に

採ることのできる手段がない場合に限り、必要最小限度の範囲で行われなければならない。 

第７ 一度代行決定が行われた場合であっても、次の意思決定の場面では、第１原則に戻り、意思決定能力の推定から始めなけ

ればならない。 

【様式５】  本人にとっての最善の利益に基づく代行決定に関するアセスメントシート 

記入例・解説 

 

 

 

 

 
 
 
 
Ⅰ．概要  ■【様式 ４ 】と同じにつき記載省略 

本 人  記入者  本人との関係  

テーマ 

(課題となる意思決定) 

 

過去の支援状況 □【様式１】添付 □【様式２】添付 □【様式３】添付 □【様式４】添付 

実施日     年  月  日  時  分～  時  分 場所（          ） 

検討メンバー 

 

 

 

Ⅱ．検討 

本人にとっての最善の利益を検

討するための前提条件 

※すべての条件を満たしている必要

があります。 

■意思決定の期限が迫っており、これ以上決定を先延ばしできない。 

⇒期限： ○年 ○月 ○日まで 

■後見人等による代行決定が及ぶ意思決定である。 

■本人の好み・価値観その他本人にとって重要な情報が十分に得られてい

る。 

■本人が最善の利益の検討過程に参加・関与できる機会が考慮されている。 
代行決定に当たっての留意事項

※チェックできない項目がある場合

には、第１～第３原則に沿った支援

ができていたかどうか、チームで再

度検討してください。 

 

■結論が先にありきになっていない。 

本シートが結論の後付けの根拠資料として使われていない。 

■本人以外の関係者の問題を本人の問題としてすり替えていない。                    

■支援のしやすさを優先していない。 

支援者のための根拠付けになっていない。 

（サービスの利用を検討している場合のみ） 

■サービス利用ありきになっていない。 

本人にとっての最善の利益の検

討 

考えうる選択肢の提示と比較検

討 （本人の好み・価値観に近い

順、自由の制約がより少ない選択

肢から順に、本人の視点を踏まえ

てそれぞれの要素を検討してく

ださい。）  

選択肢１：自宅近くのグループホームに入所する 

選択することのメリット 選択することのデメリット 

自宅や庭を見に帰ることができ

る。 

近隣に住んでいる友人や民生委

員、介護サービス事業者等が面

会にくることができる。 

 

本人の厚生年金では、グループ

ホームの利用料を支払うこと

ができず、預金を崩しながら生

活することになる。7 年暮らし

たところで、赤字にはならない

入所施設への切り替えをしな

ければならない。 

選択肢２：県外（姪の娘がいる地域）の特別養護老人ホームに入所する 

選択することのメリット 選択することのデメリット 

最期まで、過ごすことができる。 

姪の娘がいる地域なので、姪が

面会することができる。 

自宅や庭を見に帰ることがで

きない。 

近隣の友人が面会に来ること

この様式は、①本人の意思の推定すら困難な場合（様式２・様式３）か、②本人の示した意
思等の実現が本人にとって見過ごすことのできない重大な影響を生ずる場合（様式４）にの
み、最後の手段として使用します。 
また、「最善の利益に基づく代行決定」の対象範囲は、後見人等の権限が及ぶ意思決定に限
定されています（ガイドライン参照）。 

コメントの追加 [ 1]: まずは、代行決定に安易に進ま

ないように、これらの前提条件を満たしているかを確

認しましょう。 

コメントの追加 [ 2]: これらの留意事項が踏まえられ

ているかどうかについても確認しておきましょう。 

コメントの追加 [ 3]: 「本人が選択しそうな選択肢」

を複数挙げ、本人の立場に立って考えられるメリッ

ト、デメリットを可能な限り示した上で、比較検討し

てみましょう。 

また、選択肢が両立するかどうか、本人の自由の制約

が最も少ない選択肢はどれかを吟味しましょう。大切

なのは、後見人等は本人の信条・価値観・選好を最大

限尊重した、本人にとっての最善の利益に基づく方針

を採ることです。これは、「これが本人にとっていい選

択だろう」と後見人等の価値観に基づき判断するもの

ではありません。 

なお、意思推定の場面と同様、チームによる複合的な

視点で吟味しましょう。 
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【基本原則】 

第５ ①本人の意思推定すら困難な場合、又は②本人により表明された意思等が本人にとって見過ごすことのできない重大な影

響を生ずる場合には、後見人等は本人の信条・価値観・選好を最大限尊重した、本人にとっての最善の利益に基づく方針を採ら

なければならない。 

第６ 本人にとっての最善の利益に基づく代行決定は、法的保護の観点からこれ以上意思決定を先延ばしにできず、かつ、他に

採ることのできる手段がない場合に限り、必要最小限度の範囲で行われなければならない。 

第７ 一度代行決定が行われた場合であっても、次の意思決定の場面では、第１原則に戻り、意思決定能力の推定から始めなけ

ればならない。 

 はむずかしく、これまでの人間

関係が切れてしまう。 

※選択肢はできる限り多く検討してください。 

結論：最善の利益に基づく代行

決定の内容及びその理由 

代行決定の内容：自宅近くのグループホームに入所する。 

 

理由：本人は、姪の娘のことを覚えておらず、姪の娘の面会があって

も喜ぶことはない。これまでの本人の生活を考えても、友人が面会

に来ることが出来るＧＨの利用が望ましいということになった。 

モニタリング実施時期 ■３か月後 □６か月後 □その他（               ） 

 
コメントの追加 [ 4]: 代行決定の後、今回の支援の結

果についてモニタリングを実施する時期を決めておき

ましょう。具体的には、その時期に、改めて本人の状

態を把握した上で、もう一度意思決定支援をし直すべ

きか、あるいは代行決定した選択肢と別の選択肢を用

意すべきか等について検討します。 

なお、代行決定はその場限りの介入であり、別の課題

における意思決定の機会においては、ガイドライン第

１原則（全ての人には意思決定能力があると推定され

ること）に立ち戻って、様式１による本人の意思決定

支援を改めて展開します。 
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